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は し が き

今 日の学校 は、情報 革命 に よる数 多 くの挑戦 を受 けて、視聴覚 機器、 マス ・メデ ィアや

パ ソコ ンや コン ピュー タな どによる情 報 ネ ッ トワー クが発達 し、学校 のキ ャ ンパ ス以外 の

オ フ ・キ ャンパ スの どの よ うな場所 で も、 どんな時 にで も、 人々 は学 習す る機会 に恵 まれ

るよ うにな って きた。 したが って学校 の キ ャンパ ス とい うハ ー ドウ ェア よ りも、教 育内容

と しての カ リキ ュラムや教材 ・教科 書や教授 法 とい った ソ フ トウ ェアの質が問 われ るよ う

にな って きた。 この ことは国際化 および生涯 学習化 の潮流 も加わ って加速度 化 されて いる

と言 って過言 では ない。

この よ うな新 しい時代認識 の上 に立 って、国立教育 研究所 で は、特 別研究 「学校 と地域

社会 との連携 に関す る国 際比 較研究 」が、平 成6年 度 よ り10年 度 までの5力 年 の計 画で

ス ター トした。 本研究 は、今 日の急 激 な社 会の変化 の中 にあ って、学 校及 び教 育 の在 り方

を問 い直 し、伝統 的 な学校観 ・教育 観の下 で構 築 されて きた教育制度 、教育 内容(カ リキ

ュラム)及 び指 導方法 が抱 え る諸問題 、具体 的 には、 学校五 日制、不 登校児 童や い じめの

問題等 を、情報 化、 国際化 、生涯学 習化の新 しい視点 に立 って国際 的な比較 研究 に よって

明 らかに して い こ うとす る ものであ る。 生涯学 習を考 慮す る場合 に、子 ど もに単 に知識や

技術 を教 え込 む ことか ら、子 ども自身が学 び方 や生 き方 を学 ぶ こ とへ と焦点 が変 わ り、 ま

たその よ うな資 質を高 め るため に、 学校 を地域社 会 に開 き、学校 内外の学 習経験及 び教育

資源 を共 に重視 し、 また活 用 して い くこ とが不 可欠 とな って いる。 世界各 国 と もその異 な

った社 会的 ・文 化 的な背 景の下 で、21世 紀 をめ ざ し、 その社会 で生 きる将来の人 材育成

のため に、学校 と地 域社 会 との各種 の連携 の方策 を求め て学校内外 の学習経 験及 び教育 資

源の総 合的 な活 用 を図 るべ く懸命 の努力 を重 ねて い る。

本研 究の 目的 は、対 象を初等 ・中等教育 に しぼ り、各 国が、① いか なる社 会 的 ・文 化的

背 景 と教育政 策の 下 で、子 ど もの 自己教育 力を育成 す るため に学校 内外の 多様 な学習 の機

会や施 設を設 け、 その連 携を求 めて きたか(勤 労体 験学習 、産学協 同教育 、 ボラ ンティア

活動等)、 ②多 様 な学 習形態 に応 じた いかな る指 導 や評価 の方 法 を開発 して きたりか、

③ その運用 の ため にどの よ うに人的 ・物的 な資 源の調 達 と配分 を考慮 して きたの かに焦点

を当 てて、それ らに関 す る理論 的、実 証的 な研究 を行 な い、 それ らを総 合的 に比 較 ・検 討

す るこ とによ り、 わが 国の初等 ・中等教 育の在 り方 を 改め て検 討す る ことに役立 っ基 礎資

料 を提供 しよ うとす る もので あ る。

本研究 は竃国立教 育研 究所 の国際研究 ・協力部 が中心 とな り、 現在所 内の研究 員13名

及び所外 のほ とん ど全国 に またが る諸大 学、各種 の研究機 関及 び調査研究 部門 を持 っ諸機

関の それぞれの専 門の外 国教育 の研究者 及 び大学院 生 を含む50人 以上 の人 々の参 加 を得

て遂 行 されてい る。 研究 の対象地 域 は、 ア メリカ地 域(合 衆国、 カナ ダ)、 中南米 地域

(メ キ シコ、 ブラ ジル、 ニ カラグア等)、 ヨーロ ッパ地域(英 、仏 、独、露 、 ス ウェーデ

ン、 デ ンマー ク)、 ア ジア地域(中 国 、韓 国)、 東南 ア ジア地域(タ イ、 フィ リッ ピン、



マ レー シア)、 オ セ アニ ア地域(オ ー ス トラ リア、 ニ ュー ジーラ ン ド)の 環太 平洋諸 国 と

ヨー ロ ッパ を加 え た6地 域約20力 国 を含み、地域 や国 別の研究班 を構成 し、各研究 班 の幹

事 を中心 にプ ロジェ ク ト・チームを結成 して研究 プ ロジェク トの計画立 案 と運営 実施 に当

た り、1年 に2回 総会 と地域別 。国別 の研究会 を開催 して い る。

この特別研究 で は従 来の文献 調査 に基づ く比較 研究 の基礎 を踏 まえて、 毎年1～2名 程

度の研究所 の研究 員を海 外調査 に派遣 し、現地調 査 によ る事実 確認を行 な うと ともに、 ま

た邦人の海外 居住経 験者 、外国人 留学生 や在 日外 国人及 び現在海 外 に居住 して い る研究協

力者 に聞 き取 り調査 を行 な うな ど、 あ らゆ る手段 を用 いて研究 に必 要 な情報 を収集 す るよ

う努 力 して い る。

以上 の構想 と計 画の下 で、平成6年 度 には中間 資料集(1)を 刊行 して きたが、 これ に

引 き続 き、平 成7年 度 の研 究成果 と して、 こ こに研 究論 文集 であ る中間報 告書(1)を 刊

行す る運 び とな った。本 中間報告 書(1)は 、従来 の学校 教育 にっいて の各 国の現状 と実

態を しっか りと把握 す る もので あ るが、学校 外の学 習経験 や教育資 源が どの程度学校 教育

の中 に組 み込 まれ てい るかの実情 を も押 さえ るよ うに配慮 した。生 徒の学 習経験 や教 材や

教 育資源 を これ まで の よ うに学 校 のキ ャンパ ス内 にのみ求 め るのではな く、 キ ャ ンパ ス外

に も広 く求 め る傾向 が強 ま ってい る ことは、 本報告 書 に掲 げ られ てい る諸外国 の実情 か ら

も読 み取 ることがで きよ う。 この よ うな総合 的な視 点 は、 これか らのわれわ れ研 究者 の研

究 の基 本 的な視点 とな らなければ な らないであろ う し、教育政策 立案者 や教育 行政担 当者

はい うまで もな く、教育 関係者 の今後 の教育改革 を進 め る上 での共通 な視点 とな らな けれ

ばな らない と考 え る。 この意味 で本資 料集が、教 育研究 者 のみな らず 、広 く教 育関係者 に

も活 用 され るこ とを期 待 したい ものであ る。

国立教育研究所所長

菱 村 幸 彦
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ワ
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5力 年研究 で平成6年 度 よ りス ター トした特別研 究 「学校 と地域社 会 との連携 に関す る

国際比 較研究」 の第2年 次 の研究成果 と して、 お陰様で本 中間報告書(1)が 刊行 され る

運 び とな りま した。 平成6年 度 の中間資料集(1)の 刊行 と併せ て、研究分担者 及び研究

協 力者 各位 の一 方 な らぬ ご協 力 とご尽 力の賜 物 と して、皆様 の ご好意 に改 めて感謝 申 し上

げます。 本報 告書の全体 計 画の中 での位置づ け や研究 の視点 を振 り返 り、併せ て平成7年

度 の研究 の経過 及 び本 報告書 の概要 を以下 の よ うに まとめ てみ ま した。

1.研 究 の全体 計画 と視点

本研究 の具体 的 な進 め方 と して、5力 年の研 究の焦点 を学校 と地域社 会 との二 っ に分け、

前半の2力 年 で は、オ ン ・キ ャ ンパ スの学校教 育 に焦 点を 当て、各国 の学校制度 、政策及

びカ リキ ュラムの特色 や最近 の(第 二次 世界大 戦後、特 に1960年 代以 降)の 変遷 を明 らか

にす る。学校 外 の学 習経 験や教育 資源が、 学校教 育の 中に組み込 まれ てい るよ うな事例が

あ れば、 その点 を明 らか にす る。 これ までの われわれ の研究 作 業 は、 この焦点 の下 に具体

的 に進め られ、 中間資料集(1)及 び本 中間報 告書(1)の 刊行 とな った。後半 の2力 年

で は、オ フ ・キ ャンパ スの地域社 会を中心 に学校 以外の諸機 関が 、 どの よ うな学 習経験や

学習資 源 ・施 設 を提 供 して いるか、一言 で言え ば、地域社会 の教育 力 にっ いて比 較分析を

試 みよ うとす る もので あ る。即 ち、具体 的 には、学校外 の学 習 の指 導 と評 価、学 校外の人

的及 び物 的な資源 の調達 と配分 、学校 と地 域社会 の連携 に関す る教 育政策 の理論 とその実

態の比 較分析 を行 な う。 これ らは第3年 次 以降 にわれ われが進 めよ うと してい る研 究課題

で あ る。 そ して最 後の第5年 次 に は、 これ までの国や地域別 の枠 を取 り払 って、 問題別 に

類似 点 と相違 点 を明 らかにす る比 較研究 に挑 み、最終報告書 にま とめ る予定 で ある。

なお本研究 で は、 「地域 社会」 の概念 を学校外 のキ ャンパ ス を離 れ た部 門一般 を指 す と

広 く捉 え、 その 中で も国 、州、地 方公共団 体、企 業、会社、 図書館 、博物 館、公民 館、協

会、 寺院、学 校 にサ ー ビスす る近 隣の大学 、 とい った社会諸 機関 な どの フ ォーマルな組織、

か ら、生活共 同体 と して の家庭、 同窓会、PTA、 クラブ組 織、近 隣社会、 労働組 合、宗

教 団体 、 マス ・コ ミ、人種 や民族 な ど幅広 い地域社会 と して のcommunityの 意味 で柔軟 に

捉え る もの と した。

2.平 成7年 度 の研究 の経過

○ 総会、 国 。地域 別分 科会及 び学習会 の開催

第1年 次 に引 き続 き、第1回 総 会が平 成7年7月26日 に開催 され、初等 ・中等教育の

学 校教育 、即 ち、学校 のオ ン ・キ ャ ンパ スを中心 とす る各国 の学校制度 、政策及 び カ リキ

ュラ ムの特 色を 明 らかにす る と言 う基本 方針が再 確認 された。今年 度 これ らの研究成 果を

ま とめ て研究 論文 集 であ る中 間報告書(1)を 作成 す る ことと した。引 き続 き天野正 治委

員 に よ る 「ドイ ツにおけ る学校 の開放 と異文化 間教育」 と題す る研 究発表 が行 われた。

第2回 総 会 は、平成7年12月2日 開催 され、中間報告 書(1)を 作成 す る基本方針が

研

ず



再確認 され、 また総 会 とともに開催 され た地域 別 の分 科会 において、各委 員が執筆分 担す

る研究 テーマ につ いて の検討 が行 われ た。笹 森健委員 に よる 「オー ス トラ リア とニ ュー ジ

ーラ ン ドにお ける少 数民族 の教育」 と題す る研究 発表 及 び小松郁 夫委員 に よる 「イギ リス

におけ る学校 と地域 社会 との連携」 と題 して現 地調査報 告が行 なわれ た。 また各総会 とと

もにあ るい は個 別 に国 ・地域 別の分科 会 も開催 され た。

また別 に6月29日 と10月5日 の2回 に亙 り、所 内委員 と関東近 辺在 住の委員有志 が

中心 とな って、定期 的 に勉 強会 「仮 称、中 間資 料 ・報 告書の学習会 」を 開 き、第5年 次の

再終年度 を めざ して、国 ・地域 別の枠 を取 り払 った国 際比 較研究 の枠 組 みを創作考案 す る

ための検 討 に着 手 した。

○現地調 査の実 施

平成7年11月 中旬か ら下 旬 にか けて、小松郁 夫委員 がイギ リスにお いて学校 と地域 社

会 との連 携を め ぐる資 料 と情報 の収集 、実態調 査を実施 し、平成8年1月 中旬か ら下旬 に

か けて、坂野慎 二委員 が ドイ ツにお いて学校教育 及 び職業教 育の改革 や革新 をめ ぐる情 報

の収集、 実情調 査を実施 した。

3.研 究 成果 の概要

本 中間報告書(1)は 、大 き く下記 の3つ の部分 か ら構成 されて い る。

1)研 究 発表 の再録論 文(次 の各 国別 ・地域 別研究 班の研究論 文集 に収録)

ア.天 野正治 委員 「ドイ ツにおけ る学校 の開放 と異 文化間教育 」

1980年 代半 ば以降 にお け る旧西 ドイ ツにお ける教 育の構造 改革 を 回顧 し、 その改革 の

波が、1990年 代の今 日に も深 い影響 を及 ぼ して い る実態 を押 さえ、特 に外国人労 働者子

弟 の教育 の援助 活動 のため に学 校施設 が開放 されて いる現状 と異文 化間教育 の理論 と現

実 に言及 して い る。

イ.笹 森健 委員 「オ ース トラ リア とニ ュー ジーラ ン ドにおけ る少数 民族 の教育 」

オ ース トラ リアとニ ュー ジーラ ン ドの両 国の少 数民族 の全国的及 び州別 ・地 域別の人

ロ統 計か らみ た現 状 を比 較 し、 少数民族 に対す る両 国政府 の対応 を18世 紀 よ り概観 し、

最後 に1970年 代以 降の最近 の両 国政府 の少 数民族 に対す る教育 政策 の違 いを詳細 に比較

分析 して い る。

2)各 国別 ・地 域別研 究班 の研究論 文集

中間資 料集(1)と 同一 の編 集方針 に従 い、 ア メ リカ ・カナ ダ班(ア メ リカ、 カナダ)

中南米班(メ キ シ コ、 ブラ ジル、ニ カラ グア)、 北欧 ・イギ リス班(ス ウ ェーデ ン、 デ ン

マ ーク、 イギ リス)、 フラ ンス班、 ドイ ツ班、 ロシア班、東 ア ジア班(中 国、韓国)、 東

南 ア ジア班(タ イ、 フィ リピン、 マ レー シア)及 びオセ アニア班(オ ース トラ リア、 ニ ュ

ー ジー ラ ン ド)の 便宜上9っ の 国 ・地域別 に分 けて
、 それ ぞれの研究 論文が収録 され た。

3)海 外現 地調 査報告

小松郁 夫委 員 のイ ギ リス及 び坂野 慎二委員 の ドイ ツの それぞれの現地 調査報 告か ら成 る。

代 表 者 金 子 忠 史
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ア メ リ カ ・ カ ナ ダ



SchooI-BasedManagementに お け る 地 域 と の

連 携 一 協 働 に 向 け て の 新 た な 組 織 化

中留 武昭

1,は じめ に

従来 ともすれ ば、学校 と地域社会(community)と の連携(collabalation:協 働)と いって

も、その形態や 内容 はそ こに関わ る者(stakeholders;す なわち参加者)の ニーズや権限関

係 とは無関係に単 に学校教育のインプッ ト部分で 「参加 しさえすればよい」 とか 「参加

させてや る」 といった思惟の もとに、アメリカでも多 くの連携モデルが これまでに開発 さ

れてきた。

しか し、参加をベースに した連携(participation-basedcollaboration))と いっても、

参加者の権 限と責任の ともなわない連携は永続化 しないだ けでな く形骸化 さえ しかね ない。

本稿で論 じるのは、そ うした権限関係をベース において展開され る学校 と地域社会 との

連携のマネジメン トをもっ とも典型的 にあ らわ した 「学校 に基礎 をお いた経営(School-B-

asedManagement)」 活動 における連携のための新たな組織づ くりの戦略(strategies)開 発

の手続き過程の吟味につ いてで ある。

ここで、 この 「は じめに」にお いて 「学校に基礎をおいた経営(以 下SBMと 略)」 とは

何か、その特色 を明 らか にし、以下、本稿で考察の対象 とす る学校 と地域社会 との連携に

おいて上の経営方式をと らえる視座を提示する とともに、本稿で論 じる内容項 目を示 して

おきたい。

まず、SBMと は何かに関 して は、極 めて多義ではあるが、筆者はすでに1992年 に、当

時、アメリカの大都市で1980年 代後半以降 に活性化 してきたSBMの ケースをアメ リカで

のフィール ドワークと関連文献 の分析 とを通 して、次のよ うな定義 を行 ってきた ところで

あった。すなわち、SBMと は 「各学校が地方学区(教 育委員会)か らの権限委譲に基づ い

た分権化 によって管理者、教師、親 をは じめ としたコミュニティー ・メンバーや、時には

生徒が一定の条件下で当該校での教育計画 に参加 し、管理す る権限 と責任 とを与え られた

組織 モデルのひ とつである」Dと いえよう。

このようなSBMに よる経営観 が生 まれて きた背景 には、アメ リカ学校経営はこれまで

も伝統的に地方学区のオ フィス主導の経営活動が強 くあったが(特 に1980年 代前半の教育

改革 における州規制の強化は一層 この伝統 を支持 した)、 そ の方法に対 して、下か らの、

すなわち各学校 レベルか ら異議 を唱えるという発想の転換が1990年 代前後か ら見えてきた。

端的 に言えば、州や地方学区主導の規制強化 による行政=経 営活動Tは 学校改善(school

improvement)の 効果 は上が りにくい とす る思惟が実は台頭 してきた という点が ここでは重.

要なのである。もっ とも学校改善の研究 ・実践 は1970年 代後半にはアメリカではみえて は

いたものの、そ こに行政 による規制の緩和の必要性が政策的に もとられるようになったの
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は、厳密には1980年 代半ば以降のことで はある。

いずれにせよ、 「学校 に基礎 をおいた経営1と は、伝統的な地方学区(オ フィス)主 導に

よる包括的経営の在 り方 を各学校 レベル(buildingleveDに 経営のベースをお くというこ

とを意味 し、それ は結局、学校の自律性(autonomy)に 経営主体の焦点 をお くという発想へ

の転換で もある。そ して、 ここに必要になってきたのが地方学区行政か らの学校への権限

委譲(empowerment)と いうことに他な らない。権限委譲 とはSBMの 場合、一般的にはカ

リキュラム、 人事、予算の三つを地方学 区の教育委員会(教 育長)か ら法制的 には校長を経

由して学校をベース にして形成される学校 と地域 との連携 のための学校委員会(schooIC-

ommittees;審 議会)に までおろす ということである。

ところで、上の定義で示 した 「意思決定 に参加 し、管理す る」主体 は、各学校にコミュ

ニテ ィー との連携(実 際には住 民、親、教師、企業 の従業員や生徒代表 までが構成員のケー

スが多い)を ベース に設置 された学校委員会 ということになるが、結局、それは意思決定

の共有化 による学校 の共同体制(laymancontrolとprotessionalcontrolと の新たな統合)

を重視す るという思惟がSBMに はある ものといえる。ただ、上の定義で付言 してお く必

要のある ことは 「一定 の条件」で と指摘 した ように、学校委員会の成立 には教育委員会 と

校長 との間で事前に双方が固有 に、また優先的に意思決定できる領域を明確に合意 してい

ることが必要である に の点で、SBMに は従来 のよ うな トップダウンによるアメ リカ型

のリーダー シップの再考が要される。具体的には拙稿注(2)文 献参照)。

さて、SBMと はおよそ上述 のような内容 をもった経営様式 で、権限委譲(上 か らの〉と

経営参加(下 か らの)と のコイ ンの両面が この様式には担保 されているということになる。

この点を本稿の以下の内容 ともう少 し関わって言えば、SBMの モデル となる学区レベル

の連携委員会(学 校 と地域社会 との)や 各学校 レベルでの学校委員会の開発(設 置)に は結局、

権限委譲 と経営参加の対象 となる戦略計画 一実施 一評価 というマネジメン ト・サイ クルの

手続 き過程が内在 して いる ということになる。

そ こで、本稿 においてはSBMに お ける地域 との連携 を組織 化 した典型的なケースとし

てミシガン州のウエス ト・ブルームフィール ド地方学 区(WestBloo皿fieldSchoolDistr-

ictofMichigan)の モデルを とりあげ、事例 を中心 に、連携の内容やその手続き過程 など

の組織化の過程を分析 し、学校 と地域社会 との連携 の課題 を探る ことにす る。

以下、本稿で明 らかにす る点 は、学校 レベルでの関係者(参 加者)に 権限委譲され ること

になる学校 と地域 との学区 レベルでの連携委員会の開発の妥 当性 をめぐる問題 そ して こ

の委員会組織 を創る ことに した場合 に生 じてきた長所 と短所 は何であったか 、さらにこの

委員会の組織 ・運営 と関わって課題 とされた点が何であ り、組織 化のための手続きは何で

あ り、また、権限付与 された各組織 の義務 と責任 は何であ り、では組織化の評価 をいか に

行ったか、な どを分析す ることにある。

今 日、アメリカでは親や コミュニティーが権限委譲 を期待 してSBMの 学校委員会(sc-

hoalcommittee)に 参加を求めているケースが増加 している。そ こに必要 になっているの

が、学校に対す るパー トナー シップの機会にお ける協働関係 の掘 り下げで ある。実際にも
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実に多様な種類や型 の学校 レベルにおける学校委員会や意 思決定の様式が今 日あらわれて

もきている。 この点で協働 を どう組み上げて いくか、その力量の意義もまた人事、カ リキ

ュラム、予算の権限委譲に ともな う専門性 の養成 として、関係者 に要求 されてきている。

今 日のアメリカ教育改革における連携は このように単なるY声 かけ踏だけではす まな くなっ

て きているのである。以下、ウエス ト・ブルーム フィール ド学区のケース を通 して これ ら

の点を吟味す る。

ウエス ト・ブルームフィール ド学区をSBMの モデル として とりあげる意味は後述する

が、その背景につ いて ここで若干、ふれてお く。歴史的にはアメ リカでは多 くの学区に親

とコミュニティー市民 との参加がPTAの よ うな極めて制約 された型ではあるが、根付 い

てきていたわけで あった3)。 もっとも学 区によってはコミュニティーの意識調査 をもと

に しなが ら、そ の成果 に対応 した学校 との連携活動を行 ってきた学区はあった し、教育税

との関連か ら学区は必然的 に学校の教育活動に対 して市民助言委員会(citizenadvisory

committees)を 設けるなども行 ってきた伝統がアメ リカにはある,し か し、 こうした委員

会は得て して短期で通常1-2年 単位のものであった。さらにアメ リカには学区の教育委員

に任命、選任 されるシステム もあるのだが、それ は極めて数少ない住民が対象であった。

したが って、実際にはアメ リカでも意味ある、 しか も総合的な意思決定活動 に多 くのコミ

ュニティー ・メンバーが参加する という学区は今 日で も極めて少ないのである。そ うした

学 区のひ とつが ウエス ト・ブルーム フィール ド学区であって、 この学区はSBMを ベース

に したコミュニティー参加のひとつの典型的モデル ともいえ、そ こに このケースをとりあ

げる意味があるわけである。

IISBMに お けるコミュニテ ィー参加によるプ ログラム開発

はじめにSBMの プログラム開発 とかかわって、学校 と地域社会 の間に展開 された、ウェ

ス トブルームフィール ド学区(以 下WBSDと 略)に お ける連携活動の形成過程 を分析す

る。

① 準備段階(preplaningphase)

まず、このWBSDの 教育長 と教育委員 はプ ログラム開発 に先き立 って、 この学 区の教

育の評価 と改善のために地域住民などの学区関係者 による総合的なニーズ評価 と長期計画

に欠ける点のあった事を認識 しはじめたのが連携活動 に向けて の出発点であった。そ こで

教育長は、まず最初に教育行政スタ ッフと数名のコンサルタン トの支援でコミュニティー

との連携を前提に した学区の教育計画の素案 を作成 し、その段階で学区住民に計画説明の

機会をもった。そ の市民会議(CitizonMeeting)に は約500人 の住民が参加、住民 との問

に質疑応答がな され、 いくつかの修正のもとに素案 は圧倒的多数 の支援 を得て教育委員会

原案 となる下地をえた。それがrSBMの ためのプログラム開発 のモデル システム計画」

で 、教育委員会は教育長が この計画にほぼ沿った型で、以下のよ うな段取 りで計画の実現

化 を支持 した。
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② 第1段 階:全 体計画(overviewingplaning)

この第1段 階ではプ ログラム開発の①使命 と目標 の設定(miss蓋onandgoalsestablis-

h皿ent)②ニーズ評価(needsassessment)③ 現状評価(statusstudies)の3つ の活動か らなっ

て いる。 まず、関係者の代表グループが後に修正され採択 となった学区のプロジェク トの

使命 を作成 した。具体的にはWBSDの プ ロジェク トマネジャーがP田 一DELTA-KAPPANの 目

標 に関する資料を使って、845人 の親、生徒、マイ ノリテ ィー、行政者、そ して教 育委員

か らなるワークシ ョップの機会 において素案である使命に優先順位 を付けて もらった。さ

らに、住民への郵送法(424人 無作為抽出)で の回答の結果 をもとに教育委員会は教育政

策書 にもりこむべ く 「目標」項 目を作成した。

っいで、18の ニーズ評価委員会(committee)を 作 った。 この委員会メンバーは生徒、住

民、企業従業員そ して教育委員会委員か らなる231人 の構 成員か ら成るが、委員会 メンバー

の最大は住民、企業従業員などか ら成る132人 の地域住民で あった。18の 委員会 は学区の

各学校のニーズ評価委員会 との連携 をはかれるような方法で編 成されてお り、一方 、各学

校の委員会がカバーで きない主たる機能領域 をチ ェックす るための委員会が これ とはまた

別に設けられた。

この機能ニーズ評価委員会は、各学校の委員会と同 じ構成員か らな り、この委員会は(a)

特別サー ビス(b)職業教育(c)コミュニティー(d)スポーツ とコアカ リキュラム(e)メディア(f)学

区人事(9)学区事務(h)学区管理の各領域か ら構成 されて いる。そ して各委員会は約3ヵ 月、

毎週定例会をもち、各領域 ごとのニーズ に優先順位 を付けるな どして、203頁 に及ぶ報告

書を同学区教育委員会に提 出して いる。

っ いで、18の 委員会か ら各2名 の代表 を選んで この代表委員会が夏学期毎週の定例会議

を開いて学区全体の優先ニーズを明 らかにした。 この仕事は各委員会か ら提出されて いる

何百 というニーズ評価 をふまえて全体の優先順位 を付ける必要が あったので、特に困難 を

きわ めたようだが、秋 にはウェス トブルーム フィール ド教育委員会(以 下WBBE)に 報

告書 を提出した。

か くして、教育長 と委員会事務 局スタ ッフは、各委員会か らの最終のまとめや優 先順位

を付けたニーズを受け取 ることになったわけであるが、それ をさ らに各学区優先順位 ごと

のニーズに基づいた 「現状評価(statusstudies)」 を行なったわけである。ニーズの うち

のあるものは即刻、予算 を付す ものもあったし、ニーズの項 目によっては現行の政策 と矛

盾 している ことを理由に拒否せねばな らぬ ものもでてきた。 また、あるニーズを取 り上げ

るには現行 の規定や運営の手続きを変更せざるをえな くなるものもでてきた。 またニーズ

によっては、通常予算で はコス トを支 出できないので、税 にかかわる住民投票 によ らねば

な らないものもでてきた のである。

いずれ にせよ、1か ら250番 まで の優先順位の付 けられたニーズがか くして出来上がっ

たのである。そ して住民のすべてが こうしたニーズの概括、各ニーズの現状評価、各ニー ・

ズ を満たすための計画プ ログラム を一つ にま とめた最終的なブルテ ンを受け取 ることになっ

たわけである。その際、さ らに予算の必要な項 目には個 々に必要額が見積 もられ、コミュ
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ニテイー住民がそれ らの項 目を選 んで税支払 いの投票 を行 な うといった手段をとったので

あった。

③ 第2段 階:自 覚(awareness)

この第2段 階では、開発 したプログラムの実現化へ 向けての関係者の 自覚 を喚起する こ

とであった。そのために3つ の活動が展開された。そ の一が生徒、企業従業員、そ して住

民に対するグループダイナミックスのワーク ショップ(研 究集会)で あった。 これ は従来、

この種 の意思決定や計画チームでの作業な どに慣れて こなか った関係者の多 くがアクショ

ンプラン(行 動計画)と 実際 にかかわる必要がでて きたために行な う研究集会で、従 って

計画技術、チーム活 動、分析技術、提供技術、対立解決技術 、コンセ ンサス形成技術な ど

を強化す るためのものであった。

その二がす ぐれたSBMの プログラム開発 をした他学 区への視察研修で、その際に収録

した全資料 はどのチームも利用可能なように資料室に整理保管 した。その三 は、明 らかに

されたニーズの各項 目を実現化す るための関連 の諸資料 、文献を どのチームが活用 して も

よいよ うに収集、整理 しこれ もまた資料室 に備 え付ける ことにした。

④ 第3段 階:改 革モデルの開発(changemodeldevelopment)

上の第1、 第2段 階終了後 、各委員会はいよいよそれぞれに改革のモデル開発に着手 し

た。 「5年 モデル計画(fiveyearchangemodel)」 がそれで、 これ を以下、第4段 階か ら

第7段 階まで に具現化 のプロセス としてあ らわ した。 この5年 計画は必要 に応 じて以後、

5年 ごとに改訂 し継続化 させていくものとなった。

⑤ 第4段 階:詳 細な5年 計画開発

各委員会は行動計画を実践化す るに先き立って、第4段 階では手続 き上の12の 課題(qu-

estions)を 「5年 モデル計画」か らリス ト化 した。 これは行動計画の開始か ら評価 に至る

まで の間、考慮 してお く必要のある重要な課題である。12の 課題 とは、(a)評価領域 の明確

化(b)特定の目的、目標の開発(c)複数 の解決戦略の設定(d)戦略の優先設定(e)プログラム開発

計画 の決定(f)予算計画 の決定(9)人的資源計画の決定(h)運営計画 の決定(i>スタ ッフの研修計

画決定(j)データ修正計画の決定(k)評価計画の決定(1)成果計画の報告決定である。

⑥ 第5段 階:実 施(initialimplementation)

この段階では、研究開発の活動 をパイ ロッ トをベースに して行 なう場合、その最低限度

の分母にあたるものは何かを見い出す段階である。す なわ ち、 このことは基本的に仮にあ

る活動計画が単位学級 レベルで開発 され、評価 される場 合、そ こが実施 レベルの場 になる

ということである。単位学校 レベルであれば、その学校 で計画、実施、評価 されるとい う

ことである。つ ま り、活動計画をテス トし分析 し、それが うまく行 くか を実施するのは学

区全体ではな く、単位組織にお いてであるとい うことである。

⑦ 第6段 階:評 価

ここでは各実施単位か らの評価されたデーターを集めてそれ らを分析 し、各実施単位の 、

成果か らの結論を引き出す ことである。すなわ ち、 ここでは(a)データーを評価 し(b)成果か

ら結論をえて(c)次の段階に向けての情報整理 をする段階で ある。
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⑧ 第7段 階:学 区の実施な いしは循環(リ サ イクル)

データ分析 し結論を得たあと、3っ の最終決定を行な う段 階で ある。第一の決定は この

試みが成功 して、プ ログラム を学区全体でいかに実施すべきかを決定す ることである。第

二はこの試みが失敗 した場合、計画 グループが もう一度第1段 階 または第4段 階か らや り

直すのか どうか を決定す る ことである。第三 には この試みが部分的に成功 したという場合、

では成功するために何 をせね ばな らぬかを決定す る ことである。 この場合、計画グルー プ

は第4段 階か らは じめることになる。

以上、第1段 階か ら第3段 階にお けるすべての関係者、 さらに第4か ら第7段 階におけ

る学区に在住 している企業 の従業員の参加 を得て、 しか もコミュニティーの全住民にた い

して継続的進歩の報告書を提示 した この計画活動 が うまく成功 した ことに自信 を持ったW

BBEは 、今度はいよいよ各学校に永久的な関係者 の委員会 と学区 レベルに一つの委員会

を作 りたいとしたので ある。 この組織 につ いて以下 に述べる こととなるが、組織 の名称は

「コミュニケー ションー運営委員会(comlunication-governancecommittee以 下 「連携

委員会」 と略)」 とした。

皿 学 区における連携委員会の地位、 目的、役割

さて、今 日のアメ リカの地方学区行政 と実践者 の勧奨にみる大 きなテーマ としてはSB

Mと 権限委任(empowerment)と が一貫 して浮上 して くる。権限委任 の方は、それが地域に

おける従業員や親そ の他学校関係者が意思決定に参加するよ う認め られ 、その参加によっ

て決定や組織 のビジ ョン、使命や プログ ラムな どにお けるある程度の所有権が実感 される

こともあって評価 されている(41。 一方 、本稿 の主題であるSBMの 方は、学 区レベル と

かかわ り、学校改善のもっ とも有効な戦略 と考え られ、そ こにお ける もっとも効果的な意

思決定は各学校 レベルの運営 レベル において生 じる ものだ と考え られている5)。

従 って、こうしたSBMや 権限委任な どの考え方 は、各学校 レベルの経営者が これ らを

経営戦略として とらえる場合、それ はかな り修正を受けた もの とな る。たとえば、将来 に

おいて期待 され るビジョンを達成 しようという計画 レベル にお いて は、関係者はその期待

されるビジ ョンを達成する計画戦略 とか、望 ましい未来の ビジョンを達成する ことに参加

する ことが必要となる。 しか し一方 、日常の運営 レベルでの経営領域 ということになる と、

関係者は毎年度の行動計画に、それもすでに明 らかにされた ビジョンに対応 した ところの

期待される成果 に参加する ことが必要 となる。

そ こでWBSDは 権限委任 とか戦略的(strategic)、 戦術 的(operational)計 画 とかSB

Mな どを背景 としなが ら、各学校 レベル における権限委任やSBM計 画な どの環境 を作る

ための戦略 とかモデルの開発に焦点をあてたわけである。モデル開発 に際 してWBSDは

次のような課題を提起 したのである。すなわち、(a》学校 レベルでの関係者に権限委任 をは

かるための学校 と地域 との連携のための 「連携委員会」を開発 しよ うとするのはなぜか(b)

この権限委任組織 を作る ことによ り生 じる長所 、短所は何か(c)権限委任の組織 を運営 して
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いく上で生 じて くるはずの問題に どのよ うにこたえなけれ ばな らないか(d)どのような型 を

連携委員会はとるのが有効なのか(e)権限委任 されたグルー プにとっては どのよ うな義務 と

責任 をともなうものであるのか(f)権限委任 の組織化 が成功す るか否か をいかに して評価 し

た らよいのかで あった とされる。そ こで以下 には、ほぼ この問題提起 に沿 ってWBSDが

とった戦略をみて いく。

(1)学 校 レベルの関係者に権限委任を認める 「連携委員会」設置の理由

SBMを 進める場合、一般 的にいえば、校長が関係者(参 加者)に 権限を分権化する連

携委員会を発足させるのに先き立って、学区の教育長 と教育委員がそ うした組織 の開発 を

認 めるか どうかをまずは校長 としては見 い出す必要がある6)。 教育長や教育委員の答がイ

エスであれ ば、今度は校長 としてはそ うした組織が ほしい理 由を明 らか にしなけれ ばな ら

ない。すなわち、 どのよ うな目的で関係者 を教育計画 とそ の意思決定 に参加 させるのか と

いうことで もある。そ して、校長 としてはその 目的 とそのために参加 し決定にかかわる一

連の枠組みができた ら、それ をすべての関係者に文書の型で示すのが一般的である7)。 そ

して 、そのケースとして以下にはウェス トブルーム フィール ド高校(生 徒数約2000人)

における連携委員会設置の 目的にかかわる部分 を紹介す る。

・ウェス トブルームフィール ド高校 の連携委員会の 目的

ウェス トブルーム フィール ド高校の地域 との連携委員会(communication-governance

co皿mittee)は 、親、行政者、コミュニティーメンバー、生徒 と地域 における企業 の従業員

との間で学校で行なわれる戦略的(strategic)ビ ジョンをもった長期計画の意思決定 と、

戦術的(operational、 短期の行動計画)意 思決定 とに関わ って、よ り幅広 い議論 と情報の

共有化 とを促進す るためのものである。そ して この幅広さをベースに した討論によってわ

が学校 の教育的 コミュニティー という多様な人的要因が、よ り協力的に積極的 になって、

その結果、 ウェス トブルームフィール ド高校の生徒が体験す る教育プログラムの質や量が

改善 されて いくことになるのが、連携委員会設置の最終的ね らいである。

こうして目的が決定される と、最初の計画段階に参加 した校長 とその関係者 は、 いわゆ

るわが校の現状分析 をしてわが校のS.W.0.T.(Strength長 所、Weakness短 所 、

Opportunities教 育 の機会、Threats脅 威にな ること)を 明 らか にす る8}。 この現状分

析の際に基本的に問われて くる課題は次 のよ うなものである。(aに うした権限責任の運営

をつ くり出す際に生 じて くる長所 と短所 は何か(b)権限委任 の運営を実施 して いく場合、学

校 レベルの意思決定 と計画活動を支援 した り制約 した りす る ことのできる ものは何かであ

る。

(2)権 限委任の組織 ・運営を遂行していく場合に考えられる長所と短所は何か

ウェス トブルームフィール ド高校に焦点を置 いた権限委任 の組織、運営 として作 られた
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のが連携委員会に対す る権限委任組織であるが、それを実際 に進めていく場合に生 じてき

た長所 と短所について説明す る。

まず長所 に関 しては次の諸点 に整理 され る。(a)親や住民の多 くが学校経営 によ り参加 し

て くることに関心 を持ちは じめた。(b)教師は特にカ リキュラム管理や生徒 の学習成果 の評

価 に深い関心を持つようにな り、よ り裾野の広い教育計画や意思決定 における重要な役割

を喜んで受 け入れるようになった。(c)生徒はかつては学校経営には参加 しなかったが、連

携委員会が結成されてか らはよ り積極的な学校風土の形 成に向けて、 また一層質の高い授

業運営 システムに向けた計画化のための役割 を果たす ことができるようにな った。(d)多様

な企業の従業員がよ りよ い学校支援態勢の計画化 に参加す るよ うになった。(e)コミュニテ

ィー 内の企業や産業界が学校 とのパー トナー シップ(州 教育協議会EducationCommiti-

onoftheStates)の 関係 に入る ことを期待す るようにな った。

一方、短所 に関 しては(a)ある特定の教師や管理者は他人、特に生徒や親が これ まで伝統

的に私的な権 限領域である と考え られてきた領域 にまで踏み込んで きて、その計画や意思

決定 に関わる ことを潔 く思っていな いこと(b>組合は他者 の参加に反対す る傾向があること

(c)関係者 は幅広 い援助の形態 といった ことに関わった計画や意思決定の活動に必要な養成

や研修を一般的 には受けていない こと(d)コミュニティー における重要な権力グループや権

力のある意思決定者 たちは隠れた権力やイ ンフォーマルな活動を展開す ることによって学

校経営に影響を及ぼ したがっている点のある こと(e>個人の多 くは高い質や総合計画を編み

出す のに必要な時間を割きたが らないことな どがそれ らで ある 。

このよ うな長所や短所、ないしは参加 の機会や脅威が明 らか となった場合、 これ らの点

を考慮 して最初の計画化を練 るべ く校長をは じめとした関係者 としては、連携委員会を設

ける際に知っておいたほ うが よいような ことを次のよ うな問 いの形式 に対す る答 として、

これ らをはじめか らわが校の連携委員会 の課題 として整理 してきて いる。

すなわち、その問いとは(a漣 携委員会は予算編成を結びつけるのか(b)常置及び臨時の二

っ の小委員会を設置する ことになるのか(c)臨時委員会には特定の権限 と責任 を認めるのか

(d)臨時委員会のメンバーを どう選任するのか(e)各学校 レベルの委員会は校長同様、教育委

員会や教育長 にも勧告を提供する ことになるのか(fに うした委員会相互の対立や重複をど

う調整す るのか(9)いつ、特 にどのように して連携委員会のモデル を実施 にうっすのか(hに

うした委員会間 にお いてはどのようなコミュニケー ションの手段 を使 うのがよいかなどが

考え られる としている。

いずれ にせ よ、 目的を決定 した以上、長所、短所が 明確 にされ分析 される。そ して上

のような総合的な問いが委員会の課題 となっていく。

(3)連 携委員会は連携のためにどのよ うな型をとるのが最善なのか

どのような型をとるかは以下に検討する組織 に類似した組織を、まずは関係者 レベルが

学校レベルの連携委員会に参加するまでに組織化することだとされる。ウェス トブルーム
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フィール ド高校では学校関係者に権限 を付与す ることになる連携組織 は次の3つ の レベル

か ら成って いるものの一つである とす る。3つ の組織 とは、(a)関係者 による常置的な連携

委員会(た とえばPTAや スポーツ後援 グルー プな ど)(b>特 定 の課題 、問題領域に関わっ

て任命 され る臨時委員会(こ の委員会は一定の任期を以て運営)(c)学 校 レベルでの常置的

な委員会(校 内での各部門の代表者か らなる委員会)で ある。

(4)WBSDに おける各学校が活用する各学校レベルでの連携委員会の組織、義務と責任

①まず校長は自分の学校の連携委員会の調整責任者として機能する。校長の責任は学内

の各分掌の年度当初の会議を召集 し、委員会が必要 とする会議開催の日・事、場所その他

の条件を決める責任がある。また、委員の選出や任命の手続き選択にも責任がある。②委

員会の構成は、(a)ボランティアから成る市民代表20人(無 作為抽出)(b)初等学校を除いた

各学年からの代表2名(c>組 合、ないしは非組合か らの代表2名(事 務サービス系)(d)学 内

教職員(ま たは学内教員組合)の 選出になる教師2名(e)校 長が、以前の任命代表者では必

ずしもすべての重要な関係者をカバーしているとはいえないと考えた場合の補充メンバー

5名 まで。③委員会メンバーが委員長を選出する。委員長となるものは当該校外の関係者

であること。④委員会は毎月一回は定例会開催。⑤委員会は学校のカ リキュラムのニーズ

をはじめ、生徒や教職員の教育風土を改善するすべての事務に関連 した勧告を自由になす

ことができる。⑥委員会のなした勧告は成文化すること。また勧告に予算をともなう内容

のある場合、予算計画の進む12月1日 以前に校長に申告するものとする。⑦少なくとも毎

年、委員会は校長及び教育長、また教育委員に総合報告を提出すること。また必要な場合、

委員メンバーは教育長、教育委員に提出する前に公聴会を開くことも可能である。⑧毎年

6月 委員会は、委員会活動の評価(成 文)及 び連携委員会の組織運営に関する評価を提出

するものとする。

このように一般的にも委員会にはその活動と成果を評価する必要性がSBMに はある9)。

このような評価活動を通 してのみ、委員会はその力量を強め、たえざる積極的な支援を権

限付与の構造として持続できることになる。

(5)権 限付与の成果の評価方法

連携委員会の組織 と運営の成果を評定する方法には多くの方法があるが、この場合もっ

とも重要な基準は次の諸項 目であるとされる。すなわち、①連携委員会における各専門の

小委員会の活動及びその勧告は受容されたのか、また、それ らは学校のカリキュラムや生

徒に積極的にインパク トを与えたか②多様な各層の代表グループ(組 織)は 連携委員会に

積極的な感情を表したか、また、そ うした代表グループのメンバーは権限付与されたとい

う実感を得たか③多様なグループの構成員は、自らの組織の継続化を望み、メンバーとし

てボランティアし続けていこうという決意を見せるようになったのか④戦略的目的や目標
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が明 らかにされ、そのための活動計画が開発 されたのか、換言すれば、共通の ビジョンや

使命がそ う'した計画のなかに具体的に表出されたのか。

さて、以上、WBSDに おけるSBMの 連携委員会の活動の学校 と地域社会との

連携の手続 き過程の特色 についてながめてきた。SBMが 学校改善の戦略であると固 く信

じ、かっ学校経営への参加者集 団に権限委任 をはか ることによって生徒のためのカ リキュ

ラムや学習の機会 を最善に改善する ことがで きるものと固 く信 じている校長 こそが、実は

学校 レベルでの学校 と地域社会 との連携を最大限に開発 して きた もの と一般に考え られて

いるのであるio》。

ところで、多 くの学区が いかに親や市民がそれぞれの学校 レベルにお いての意思決定 を

行な うことに配慮 してきたか、また親や市民が学校 に関わった意味ある意思決定 に通常以

上 に関わってきたものであるかを本稿で これ までに論 じてきたわ けであるので、次にはS

BMへ の参加 と権限付与 という今 日の組織 ・運営へ と論を展開す ることに論点 を移 したい。

SBM委 員会(SBAcommittee)に 関係者や親を活用する ということは、コミュニティーが

単位学校や学区に対する理解や支援をする上での今やキー となっている。

ウェス トブルーム フィール ドの例のように学区によって多 くの関係者が意思決定に参加

す る権限 を付与 されて きたとい うことが現実 のものになる と、や は り今 日の権限付与の状

況 を論 じる ことが必要な ことになる。SBMは 今 日、全米を被 いつつあるが、それ は2っ

の主要な仮説をもった実践である。すなわち、その一は仮 りに学校関係者(少 な くとも教

師、親)が 意味ある意思決定活動において権限付与されれば、学校は改善 されるであろう

ということ、その二は子 どもたちの教育 を改善 してい く場合、"個 々の"学 校 レベル こそ

改善の努力を焦点化 して いくべきで あるということであるii)。

IV親 及び親以外の関係者のSBM委 員会への参加と意思決定

学校 をベースにした委員会の多 くは一般的 にはWBSDの ようにそ の構成員に親や他の

市民を含んで いる12)。SBM委 員会に親や他 のコミュニティーメンバーに参加 して もら

い、かっそ うした関係者 にSBM委 員会メンバー として機能 して いる個 々の学校で行なわ

れて いるカ リキュラムやその他の項 目と関連 させて、重要な意思決定 の権限 を付与 させ る

には、それな りにす ぐれた理由が ある13)。 一般的にSBMに おいては、親 とコミュニテ

ィー メンバーに参加 して もらう主たる利点 として、①参加す る ことによって理解が えられ

る②参加することが所有者意識を満た して くれ る③参加する ことによって、 コミュニティー

にお ける他の親や成人 と画家か割合野元 になる情報 を得 ることがで きる。それ によって各

学校 の努 力を理解 した り支援 した りするベースが増える ことになる。④教師や校長 、親、

その他コミュニティー問の協働(collaboration;)が 信頼関係 を形成す る。そ してその協働

によって期待される成果に共 に預か ることができる。⑤教師 とコミュニティーメンバーが

意見や努力を分かち合うときにバ ランス感覚が生 まれ て くる⑥学 校や学区の風土は、多様

な関係者が コミュニティーの子 どもや青年たちに提供す る教育 を改善す るために協働す る
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とき に一 時的 には改 善 され る もの とな る14》。

(1)SBM実 践にとっての連携のための共通 のパター ンと勧告

WBSDに お けるSBMを ベースに した学校 と地域社会 との連携 に典型のように、SB

Mは 地域(コ ミュニテ ィー)参 加運動 と異名同体だ とさえ指摘 されて きた。た とえば、L-

indelowandHeindericksら は 「そ うした委員会を形成す る第一歩は、教師、親 とコミュ

ニテ ィーグルー プが参加への期待を示 した ときに起 こるものであるが、委員会の現実の発

展は教育長、教育委員 と校長による支援 と関与が あって 、はじめて促 される。それぞれ の

委員会の組織 は特定 の学 区の哲学やニーズに対応 してユニー クである。委員会 メンバーを

選びその権限を決定す る手続き過程はそ の出発時点 において成文化 されている施策のなか

に反映 されているべきで ある。」is}と 指摘 して いる。1989年 にすで にNASSP(全 米

中 等学校長協会)は 、SBMの 実践 を促進す るために助言委員会のよ うな組織 を形成す

ることを勧告 して いた。 このよ うにSBMの 委員会形成はかな りの多様性がある。つ まり

委員会によって、学校 レベルで選任 された教師(学 年や教科)代 表 者か らメンバー構成が

な されて いるものもあれば、また委員会によっては学校 とコミュニティー という従 前か ら

あった委員会か ら構成 されるものもあるわけであるis)。 また、 こうした委員会にお ける

校長 の意思決定権 も多様で、たとえばある種 の決定は校長 に留保 され、別の決定 は委員

会のコンセ ンサスによるもの とされ た りして いる。

さ らに委員会形成のための勧告はACCESSに よって次のように提示 されて いる。す

なわち、①委員会は多数の構成メンバーか らの自薦ないしは選挙 による もの とす る。チー

ム(委 員会)に よっては、校長の意思は教職員会議 とかPTA、 管理 団といった各層代表

者のメンバーか ら選任 され るよ うなチームの場合は、よ り合法性 の高 いものとなる②委員

会は学校コミュニティー 一 教師、サポー トスタ ッフ、校長 、.親、住 民と生徒の"縮 図"

で あるべきだ。また、委員会 は人種、性、文化な どの属性 を越 したもので もあるべきだ と

している171。

このように、SBMの 学校委員会の大衆性(commonality)は 現実性 を帯びて いる。っま

り、多 くの委員会は規定に依拠 して、学校全体のプ ログラム計画や予算編成に参加す るだ

けでな く、他の経営事項に関 して も少な くとも助言す るだけの力をもち、多様な関係者や

グループの代表機関 ともなって一定の権限の制約 をもちなが らも、委員長任命権 をもち、

そ して決定過程 に対 して も基本的なルール を採択する といった大 きな機能 をもって いるわ

けである18)。

(2)SBM活 動 に参加するコ ミュニティーメンバーの養成 に関す る勧告 とその意義

SBMが 成功す るには、特 に協働の意思決定を促進 させ ることにな る人間関係技術を養

成する ことが実際には必須 となって くる。SBMは 基本的には参加 のプロセスであるか ら、
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親やコミュニテ ィー リーダーな ど、多様 な参加者間で情報やコ ミュニケー ションを もっ こ

とが重要な こととな る。つま り、他者 との信頼や ラポー ト、 また改善へ の対応 とか、仕事

の管理 とか いった ことが学校 レベルでの委員会にとっての仕事 となるわけである。 この点

で協働能力が必要なことは言 うまで もない。McKenzieは こうした能力をグループの問題解

決とかグループ行動 の自覚、集団交渉 とコンセンサスの形成、又代表制に対す る責任感 と

いったような能力だと述べた ことがあった19)。

学校委員会が意思決定能力において責任 をもって いる といわれる場合の能力の内容や活

動に関 しては、この点で確か にそれ は養成の必要性がある ということになる。SBM委 員

会は、一般的に予算 の編成、人事 とカ リキュラム管理の3つ に関わ っているわけであるの

で、そのために委員会 メンバーの素人性に対 しては一定の専門的養成が必要 となる20)。

こうした養成の内容や手続き過程の例 としてHessの とりあげて いるシカゴ地方の学校委員

会(ChicagoLocalSchoolCouncils)の ケースは参考 になる。 この委員会では、学校改善

計画 と校長のパ フォーマ ンスを含めた教育理論 と共に学校予算編成な どの養成体験 を計画

化 し、その養成のために毎年30時 間を充て、さ らに、委員会メンバーに共通 したSBMカ

リキュラムの養成をも提供 して きたzip。

ただ、今 日の ところ、諸資源が制約 されていることもあって、大方 の学校委員会 でやっ

て いる ことは、養成のための準備が不適切で、かつグルー ププロセスの技術や戦略的、戦

術的計画に して もさらに学校の意思決定の特定領域にお いて も、もっ と多 くの養成内容が

必要 とされている ということだけは、地方の各学校の学校委員会 におけるかぎ り事実のよ

うで ある。
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オ ハ イ オ 州 の 職 業 。 キ ャ リ ア 教 育 制 度 と

キ ャ リ ア ー パ ス ポ ー ト

金子 忠史

は じめに

1994年 に は、教育改革 に関す る二つ の注 目す べ き連邦教 育法が制定 された。一っ は、

「2000年 の 目標:ア メ リカ教 育法」(Goals2000:EducateAmericaAct)で あ り、 プ ッシ

ュ政権 以来全米 の州知事 の間で合意 されて いた6っ の 目標 に、教 師教育 ・専門職 能開発及

び両親 の教育参加 の 目標の2つ を加 えて、合 計8つ の国家的 な教育 目標を掲 げた。 この法

律 は、 さ らに職 業技 能 に関す る基 準や技能資格 証明制度 の導入 な ど職業教育 の振興を も重

視 し、 また両親 の教 育参加 の 目標 に も示 され るよ うに、学校 と地域 社会 との連 携を も奨励

しよ うと してい る。他の一 つは、 「就学 か ら就職へ の機会の 保証法」(SchooltoWork

OpportunitiesAct)で あ り、前者の法律 で規定 された諸制度 を統 合 して、特 にハ イス クー

ルの生徒 の職業準備教育 を強化 し、学校 か ら職場 への移行 をよ りスムーズにす るために学

校 と企業 との連携組織(パ ー トナー シップ)の 形成 を促進 す るこ とを 目的 と して い る。

今 日米国で は上記 の二 っの連邦教育 法で象徴 され るよ うに、一方 で は、 『危機 に立 っ

国家』 で既 に強調 された コア ・カ リキ ュラムで代 表 され るハイ ス クールの卒業要件 の強化

・引上げ と ともに、全米のナ シ ョナル ・カ リキ ュラム とも言 うべ き各教 科 に亙 る履修 要件

の基準の設定 の動 きす ら見 られ る。 他方で は、学校 と地域 社会 、特 に企業 との連 携が、各

州及 び連邦 を挙げての国策 と して推 進 され てお り、生 徒の学習経 験や教材や教育 資源を こ

れまでのよ うに学校の キ ャンパス内 にの み求 め るので はな く、 キ ャ ンパ ス外 に も広 く求め

る傾 向が強 ま って いる と言 うことで ある。 この動 きは、既 に1988年 に制定 された 「総合貿

易競争法」、 別名 「教育パ ー トナ ー シップ法 」 によ って、学校 と企業 との連携 組織の促進

を、いわば連 邦の国策 と して推進 した ことに始 ま り、 さ らに1991年 修正 のカール ・D.パ

ーキ ンズ職業 ・応用 テ クノロジー法 によ って、生 徒た ちのアカデ ミックな教育 と職業教育

とを統 合す ること、及 び職 業教育振興 のため に学校 が企業 との コ ンソー シアムへ積極的 に

参加す ることを求 めた。

本論 で は、 これ ら二 っの動 きを集約す る事例 と して、オハ イオ州の職業 ・キ ャ リア教育

制度を取 り上 げ、か って1970年 代半 ばに連 邦 レベルで展 開 されたキ ャ リア教育 の挫折 を生

か して アカデ ミックな教育 と職業教育 の統 合 と生 涯学習 を背 景 とす る学 習者 の 自己教育力

の育成指導を 目指 す個別 的なキ ャ リア教育 計画 に着 目す ることにす る。

1.連 邦の国家教育 目標 とオハ イオ州 の教 育の最 低基準

1.連 邦の国家教育 目標

「2000年 の 目標:ア メ リカ教育法 」の タイ トル1「 国家 的な教育 目標 」の第102条 にお

いて、次 の8っ の 目標を掲げて い る。
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① 就 学 の 準 備 二2000年 ま で に ア メ リカ の す べ て の子 ど もが 、 学 習 の 準 備 を 整 え て就 学 す

る。

② 卒茎:2000年 までにハ イ スクールの卒 業率 を少 な くと も90%ま でに引 き上げ る。

③ 生徒の学力 と市民性12000年 までにすべて の生徒 が第4、8及 び12学 年修了 時に、

英語、数学、理科 、外 国語 、公民 と政 治学 、経済 学、芸術 、歴史及 び地理 を含 む主要教

科 にお ける一定 の能 力を実証す るよ うに し、 また生 徒 たちが責任 あ る市 民、継続教育 及

びわが国の現代経済 の中で生産 的な雇用 に備え るよ うにす るため に、生 徒全員が彼 らの

知性を用い るよ う学 習す ることを、アメ リカの すべての学校 は保証す る。

④教 師教 育 と専門職能 開発 二2000年 までにわが 国の教 員が 、彼 らの専 門職 の技能 の継続

的な向上 に備え るプ ログラムを利用す る機 会及 びすべての生 徒を21世 紀 に向 けて教育 し、

また備え させ るために必要 とされ る知識 や技能 を獲 得す る機 会を持つ よ うにする 。

⑤ 数学 と理科:2000年 までに アメ リカ合衆 国の生徒 は、数学 と理科の学 力にお いて世界

で第一位 とな る。

⑥ 成人の読み書 き能力 と生 涯学習:2000年 まで にすべての アメ リカの成人 が読み書 きが

で き、 また世界経済 において競争す るのに必要 な知 識や技能 を持 ち、市民 と しての権利

や責任を行 使す るよ うにな る。

⑦安全で、規律が守 られ、 またアル コールや麻薬 か ら解放 され た学校:2000年 まで にア

メ リカ合衆国 のす べての学 校 は、麻薬 や暴力、及 び公式 に認 め られない銃器や アル コー

ルの所持か ら解放 され、学習 を促 す規律 の ある環境 を提供す る。

⑧親 の参加:2000年 まで にす べての学 校 は、子 ど もたちの社 会的、情緒 的 な成長 及 び学

力の増進 を促 進す ることへ の親 の関与 と参加 を高 める連携 協力関係 を強 める。D

以上 の国家 目標を具体的 に実施 し、継続的 に評価す るため に、 この法律 は、 さらに 「全

国教 育 目標審査 会」(NationalEducationGoalsPanel)と 「全国教 育基準及 び改 善協議

会」(NationalEducationStandardsandImprove皿entCouncil)の 二っの機 関の設置 を定

めた。前者 の機 関 は、既 にブ ッシュ政権 によ って設立 され、1991年 以来 これ らの教育 目標

の全州 に亙 る実施の程度 を毎年 評価 して 『全米 教育 目標報告』,を公表 してい る。 後者 の新

設 の機関 は、教 育基準 を各教科 の教育内容 に関す る基 準、生徒 の到達度 に関す る基準 、及

び教育の条件 に関す る基準 の3種 類 に分 けて、 それぞれの基準 開発 に取 り組 んで いる。 ま

た同法律 は、全国職業技能基 準委員会(NationalSkillStandardsBoard)を 設 置 し、全国

職業技能の開発 を も規定 してい る。

1995年 度の 『全米教育 目標報告』 によ ると、8っ の 目標 に亙 る43の 指標 を立て、1990年

との対比で、①就学 の準備 に関 しては、子 ど もの健康及 び家庭 での読書 習慣 は向上 したが、

就学前教育の参加及 び②卒 業で強調 されたハ イス クールの卒 業率 は86%と 変わ らない まま

で あ った。③生徒 の学 力 と市 民性 の第4及 び第8学 年の読 み方能力 は横 ば いであ ったが、

数学 の能力 は向上 したの に対 し、 第12学 年 の読 み方能 力は低下 し、数学 の能力 は横 ば い

で あ った。④教 師教 育で、学位 を有す る中等教員 の比率 は低 下 し、⑤ 数学 と理科 にお いて、

数学 と理科 の学 位の取得率 は、全 生徒及 び女生徒 で は向上 したが、少 数民族の生徒 で は横
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ば い で あ っ た。 ⑥ 成 人 の 読 み書 き能 力 と生 涯 学 習 で は、 成 人 の 高 等 教 育 へ の 参 加 は横 ば い

で あ った が 、 成 人 教 育 へ の 参 加 は 低 下 した。 ⑦ 安 全 で 、 規 律 が 守 られ 、 ま た アル コ ー ル や

麻 薬 か ら解 放 され た学 校 の 目標 に 関 して 、 第10学 年 の 生 徒 の 校 内 暴 力 の犠 牲 は低 下 した

が 、 アル コ ー ル の使 用 及 び第10学 年 の 生 徒 の 授 業 で の 逸 脱 行 為 は横 ば い で あ り、不 法 な

麻 薬 の 利 用 、 中学 校 教 員 に よ る校 内 暴 力 の 犠 牲 及 び 生 徒 の授 業 で の 逸 脱 行 為 につ い て の 報

告 は、 む しろ上 昇 して い る。 学 校 に お け る 規 律 上 の 問 題 が な お 深 刻 で あ る こ とを 示 して い

る。 ⑧ 親 の参 加 につ いて は 、1994年 よ り新 し く加 わ った 目標 で あ り、未 定 で あ る。2}

2.オ ハ イ オ州 の教 育 の 最 低 基 準

連 邦 の報 告書 『危 機 に立 つ 国 家 』 が 、現 代 カ リキ ュラ ムの コア と して5っ の 新 しい基 礎

教 科 を掲 げ 、4力 年 の 英 語 、3力 年 の数 学 、 理 科 、 社 会 科 、 及 び 半 力年 の コ ン ピュ ー タ科

学 をハ イ ス クー ル の 卒 業 要 件 と した。3}こ れ に呼 応 して オ ハ イ オ 州 で は 、1983年9月1日

に教 育 法 典(EducationCode)を 修 正 して 初 等 ・中 等 教 育 の 最 低 基 準 を定 め た。 第9～12

学 年 のハ イ ス ク ー ル の卒 業 履 修 要 件 は18単 位(units)で あ り、 そ れ は 次 ぎの よ うに配 分

され る。 英 語3単 位 、 保 健0.5単 位 、数 学2単 位 、 体 育0。5単 位 、 理 科1単 位 、 社 会 科2

単 位(う ち ア メ リカ史o.5単 位 及 び ア メ リカ政 治0.5単 位 を含 む)選 択 教 科9単 位 、 上 記

の英 語 の 履 修 要 件 に 加 え て 別 の教 科 で3単 位 と な って い る。 こ こ で1単 位 と は、 最 低120

時 間 を 原 則 と し、 実 験 コ ー ス の1単 位 は150時 間 、 体 育 の0.5単 位 は120時 間 とす る例 外

を設 けて い る。 これ らの 単 位 取 得 コ ー ス は 、 少 な く と も週2回 の 授 業 を 提 供 す る。4)こ れ

は 、以 前 の16カ ー ネ ギ ー ・ユ ニ ッ トに比 べ て2単 位 程 増 加 して い る と見 る こ と もで き る。

1授 業 日は 、 ハ イ ス ク ー ル ・レベ ル で少 な く と も5.5時 間 と さ れ る。 平 均 的 な 各 ハ イ ス ク

ー ル で は、 毎 学 年 最 低 限45単 位 が計 画 され 、 ま た運 用 され て い る。

一 年 保 育 の 幼 稚 園 児 は、 一 日2.5時 間 、 最 低 限 週200分 の 割 合 で 筆 写 、 計 算 、 読 み方 の

指 導 に 当 て られ 、 ま た 同 数 の 時 間 を 英 語 、 保 健 、 音 楽 、 体 育 、 理 科 及 び社 会 科 に 当 て られ

る。 第1～6学 年 は、 昼 食 時 間 を 除 く少 な く と も1日5時 間 、 最 低 限 毎 週1,100分 を英 語 、

保 健 、数 学 、 読 み 方 、 理 科 、社 会 科 及 び外 国 語 に 当 て られ る。 ま た最 低 限 週200分 は 芸 術 、

音楽 及 び体 育 に 当 て られ る。 第7及 び第8学 年 は 、 少 な く と も週1,100分 を英 語 、 数 学 、

読 み 方 あ るい は外 国 語 、 理 科 及 び 社 会 科 に 当 て られ る。 少 な く と も週80分 は 、体 育 、 美 術 、

保 健 及 び 音 楽 に当 て られ る。 さ らに タイ プ ラ イ テ ィ ング を 含 む 商 業 教 育 、 コ ン ピュ ー タ科

学 、 家 政 学 及 び産 業 技 術 の よ うな教 科 目 も教 え られ 得 る と して い る。5》

以 上 は、 連 邦 及 び オ ハ イ オ 州 の ア カ デ ミ ッ クな 側 面 で の 教 育 の最 低 基 準 に触 れ た。

II.オ ハ イオ州 の職 業 ・キ ャ リア教 育制度

1.職 業 ・キ ャ リア教 育制度 の設 立の背景 と立 法的 な措置

オハ イオ州 は、上述の連邦政府 の政策 を反 映 して、 またか って1970年 代半 ばに連邦 レベ

ルで展開 され、 また州 で も開発 ・展 開 され、同 じく挫折 して い ったキ ャ リア教育 の教 訓を

活か して、1989年 に前述 の教 育法典 を修正 す る州法 を制定 ・採択 した。 その法律 は、州の

教育委員会 に1990年 代 以降の職業 ・キ ャ リア教育 を改善す る ことを 目的 として、職業教育
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の現代 化を加速度的 に進 め るための実施計 画を1990年7月1日 まで に作成 す る権 限を与え

た。州教 育局の職業 ・キ ャ リア教育部 は、 その実施 計画 を文 書 「オハ イオ州の未来 の職業」

(Ohio'sFutureatwork)に お いて公表 した。

この背 景に は、 カール ・D.パ ーキ ンズ職 業 ・応用 テク ノロジー法及 び就学か ら就 職へ

の機会 の保証 法の少 な くとも2っ の連邦 レベルの法律 の制定 が、大 きな影 響を与 えてい る。

前者 のパ ーキ ンズ職業教育法 に よると、職業教 育 はっ ぎの3っ の原則 を展 開 しなければな

らない と してい る。第1に 職業教 育 は、改革 的 なアメ リカの教 育 と訓練 の制 度の統合 的な

部分 とな らなければ な らない。 この総合的 な制度 は、 すべて の生徒 に進学 の機 会、就職 と

離職の多 くの時点、明 白な教育 の進路、質的 に高 いプ ログラム、高 い基準 、情 報及 び労働

市場 との連携 を提供 しなけれ ばな らな い。第2に 職業教 育 は、質 的 に高 い もので なければ

な らない。 それ は企業が関与 した能力を基 盤 と しなければ な らない。産業指 向的 な技能基

準は、職業教育 を教 育 と訓練 のよ り大 きな制度 と結 びっ け る機構 と して用 い られ なけれ ば

な らない。 アカデ ミックな技能及 び雇用 可能 な技 能 と結 びつ いて、技 能基準 は、すべて の

生徒 に仕事 と生活へ の厳格 な準備教育 を提 供す る。第3に 職業教育 は、すべ ての生徒 に接

近 で きるよ うに しなければな らない。連邦 政府 は、 そ う言 った学習 の途 を歩 みた いと望ん

でいる不遇 な生徒 、限 られた英語能力 しか持 たな い生徒 、及び他 の特殊 な住民 の生 徒 に対

す る質 的に高 い職業教育 を保証す ることに強力 な、 また継続 的 な役 割を持 ってい る。b)

「オハ イオ州 の未来 の職業」 は、 これ ら連邦 の3っ の原則 に則 って、職業 ・キ ャ リア教

育制度 の使命 を、青年 お よび成人 たちが効率 的で時宜 を得 たや り方 で、十分 な情 報知識 を

持 ってキ ャ リア選択 を行 い、 また変動 す る職業 の世界 に首尾 よ く入 り、競争 し、 また前進

す ることに備 え させ ることに求 めた。 この広範 な使命 を達成 す るため に、教育 機関及 び企

業 は、一致 して次の三 種類 の技能 を発展 させ る総 合的 な教 育、訓練 お よび援助 サ ー ビスを

提供 する ことを求 め られ る。即 ち職業技 能、 アカデ ミックな技能及 び雇用可能 な技能 であ

る。

職業技能 とは、問題解 決や批判 的な患考を含 んで、必要 とされ る仕事場 での職務 を遂行

す るたあの技術 的な諸 能力 に関 わ る技能 であ り、 アカデ ミックな技 能 とは、 あ るキ ャ リア

に備 え、 またそれを確保 し、生涯学習 を促 進 し、 また世界経 済 にお ける成功 を保証す るた

めに必要 なコア(中 核)と な る読 み書 き ・算の基 礎学力 であ り、雇用 可能 な技 能 とは、生

産性の増大、経済的 な 自給 自足、キ ャ リアの柔軟性 、企業 の所有権 の保持、及 び職 場や家

族 に対す る貢献の効果 的な運 用の ために本 質的 に重要 な人格 の発展及 び リーダー シ ップの

諸能力であ る。7)

「オハイオ州の未来の職業」 は、オハ イハ州の職 業教育制度 の現代 化を加速度化 す る構

想を構造 化す るための次節 で示 す11の 至上 命令(lmperatives)を 提案 す る。 これ らの至

上命令 は、当面の教育改革 や再活 性化の基礎 、戦略 的 な計画 立案の ための模 型及 び進歩の

ための基 準 と して役立 って きた し、 また今後 も役立 ち続 けるであ ろ う。州 教育委員 会 は、

1991財 政年度 か ら始 まって2000財 政年度 に至 るまで 「オ ハ イオ州 の未来 の職業」 の実施 に

関 して報告 す るよう求め られ る。 その経過報 告 には、① その計 画の 目的が、 どの程度 達成
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されて きたかにっ いて の測定 と、 どの程度 その 目的が実現 されて こなか ったかにっ いての

測定 を含 み、 各々の至上 命令、 その特殊 な 目標 と対 応す る実 施 目的及 び進歩 の測定が示 さ

れ る。 各々の至上命令 に対す る成功 例 もまた列挙 され る。② その計 画の実施 を進め るの に

必要 とされ るいか な る立法的 な措 置の特 定化 と、 なぜ その よ うな行 動が必 要であ るかの理

由が述べ られ る。8)

州 議会 は、 「オハ イオ州 の未来 の職業」 の野 心的 な至上命令 、 目標及 び実施 目的を達成

す るた めに次 の立 法的 な措 置を とる必要 があ る とされ る。

①州議会 は、オハ イオ州教育 局(OhioDepartmentofEducation)を 学 校か ら職場 への移行

の主体 的な事業 における指 導的 な機関 と して承認 し、 またその職業 ・キ ャ リア教育 部

(DivisionofVocationalandCareerEducation)を 就学 か ら就職 への移行 をすべての生

徒 に保証 す る媒体的 な機関 と して位 置づ ける こと、

②オハ イオ州 が2000年 の 目標 を達成 し、 また中等教育 およ び中等後 教育 の学生が、1990年

代 以降の労働力 の需要 を満 たす よ う備 え させ るこ とを可 能 にす る職業教育 の単位組織 や設

備 に十分 に資金 を供給 す る こと、

③1996年 まで にすべての職業教 育 プログラムの修了者 に 「キ ャ リア ・パ ス ポー ト」(Ca-

reerPassport)の 段階的 な導入を可能 にす るために、州の キ ャ リア開発 資金 に引 き続 き援

助す る こと、個 別的 なキ ャ リア ・プラ ン(lndivisualCareerPlan,ICP)と キ ャ リア ・パ ス

ポー トを開発す る ことに よって、す べての生徒 は中等後教育 あ るいは就職 また は両 者の結

合 に備 え るよ うにす ること、

④中等の職業教育 の単 位組織へ の資金供給 を 「日常 の平均 的 な参加 者数 に よる資金供給」

(AverageDailyMembershipFunding,ADS)と 同等 な レベル に留 ま るよ う引 き上 げ ること、

最近10年 の間 に最 大の単位 組織への資金供 給 の価値 は、8,125ド ルまで に減少 して きた。

⑤学習者、雇用 者及 び地域社 会の要求 に基 づ いた当面の プ ログラムの提供 を保証 す るため

に職業教育拡 張 プログラムに対す る資金 を供給 す ること、

⑥現在 の到達 水準の設備 を購入 し、 また実験室 、市 場及 び/あ るいは労働力 の要 求 に注 目

す る変動 す るコース内容 を援助す るために施設 のモデル を改 造す ることに対す る資金供給

を引 き上 げ るこ と、

⑦職業教 育計画立案学 区(VocationalEducationPlanningDistrict,VEPD)の 指 導力、教

師教 育及び専門職能 開発 に対 して、財 政援助 を提供す る こと、 「オハ イオ の未 来の職業」

の至上命令、 目標及 び実施 目的を遂行 す るため に、地方 の職 業指導 者や教員 は、厳格 な訓

練や再訓練 に活発 に参 加 しなければな らない。

⑧パ ー トタイ ム及 び フル タイムの成 人の中等後 教育 に対 す る州 の資金供給 を引 き上 げる こ

と、成人の中等後教育 に対す る連 邦資金の減少 が、結果 的 には地 方の プ ログラムの減少及

び規模の縮小 を生 み出 して きたがゆえ に、立 法措置が 直ち に必要 とされてい る。最近6年

の うちに成人 の中等 後の職業教育 に対す る州 の資金供給 にはなん らの増加 もなか った。従

って職業教育 と訓練 を最 も必要 とす る成人 たち は、 その恩恵 を受 ける ことが最 も少 なか っ

た。9)
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2.「 オハ イオ州の未来 の職 業」の1⊥ の至上 命令(Imperatives)

オハ イオ州 は、2000年 までに 「オハ イオ州 の未来 の職業」 の中で掲 げた職 業教育 の緊急

課題 を次の11の 至上命令 と して提示 し、 その各 々の特殊 な 目標 、 その具体 的 な実施 目的

及 び進歩 の測定 を、毎財政年度 の経過報告書 に公表 して いる。 ここで は、至上 命令1に 関

す る1993年 度 までの進歩の測定 と経過の忌例 のみ を取 り上げ、至上 命令2以 下 は、各 々の

目標 と顕著 な実施例 のみを記述 す る。

至上命令1.各 々の生徒 に対 して職業教育 の経験 の範 囲を広 げ ること。

目標:「 職業教育 プ ログラムの修 了者 は、職業 上の能 力、アカ デ ミックな能力 及 び雇用可

能 な能力を含 む総合 的な教 育上 の諸経験 を持っ であ ろ う。」

実施 目的:① アカデ ミックな応用教科(理 科、数 学及 び英語)と テ クノロ ジーは、すべ て

の中等職業 プログラムにおいて実施 され、 また フル タイムの成 人の職場専 門の プ ログラム

で も推薦 され る。1991年 よ り着手実施 され、1993年 も続行 中。 特 に職場 での職業訓練 プロ

グラムにおけ る相関 したアカデ ミックな応 用教科 の割合 は、1986年 に僅 か5.44%で あ った

のが、1991年 には30.53%、 さ らに1993年 には59 .58%と な り、前年度 よ りも14.40%

も多 くの生 徒が アカデ ミックな応用教科 を受講 したのが 目立 っ。

②雇用の機 会を高め るために、関連の職業群 の分類 を含んで 、現在及 び推 測の労働市 場の

類型 に従 って組織化 され、最:新の施設及 び設 備 を用 いて提供 され る。1992年 よ り着 手実施

され、1993年 も続行中。

③すべての職業 プログラムに対 す る地方 の コース ・オ ブ ・スタデ ィは、生 徒の リーダ ーシ

ップ(生 徒の職業組織へ の参 加を通 して開発 された)、 批判 的な思考 、意思決定 、市 民性、

雇用可能な技 能及 び仕事 と家庭 との均衡 にお け る諸技:能に注 目す る。1992年 よ り着手実施

され、1993年 も続行 中。

④すべての職業 プ ログラムに対す る地方 の コース ・オ ブ ・ス タデ ィは、企業家精 神、経済

教育お よび生涯学習の諸概 念 に注 目す る。1992年 より着手実施 され、1993年 も続 行中。10

至上命令2.質 的 に高 め られ た教育 を受 け る機 会を 向上 させ る こと。

目標:「 オハイオ州の教育制 度のすべ ての構成部分 は、個人 の教育上 及びキ ャ リアのの 目

標を支援 し、 また生涯学習 を促進す るために協 力す るで あろ う。」

実施 目的② と関連 して、オハ イオ州 の97の す べての職業教育 計画立案 学区(VEPD)と26

校の中等後教 育機関 は、VEPDの 総合 的な戦略計 画を作成 して きた。 その戦 略計画 は、

制度上の協力や生涯学習 に対 す る障害 に注 目 してい る。す べての関連 の学区 と地域 社会の

諸機関 は、生徒の利用 の機 会 と参加 を保証 す るための入力 を提供す る。 これ まで7回 の地

方の教 育地 域計画立案 の会 合 と地域及 びVEPDの 会合 は、 戦略上 の計画立案要 件 に関す

る管理者の訓練を提供 した。

実施 目的④ と関連 して、総 合的 なVEPDの 計画 は、中等教育 お よび中等後教 育の プログ

ラム及び機 関の間の垂直 的な接続関係及 び教 育 プ ログラムの間の水平 的な接続 関係 を含 む、

接続関係協定を含む であろ う。表1は 、各 段階 の職 業教育修 了者の その後の進路 を雇用 と

継続教育を中心 に見 た ものであ る。
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表1

0文 民関係の雇用のみ

○雇用 と継続教育

○継続教育のみ

○軍隊での雇用

○定職の不定

0失 業

中等職業教育修 了者

51%

20

13

6

5

5

中等 後職業教 育修了者

68%

19

4

4

5

ま たハ イ ス クー ル と技 術 系 の短 期 大 学 との連 携 組 織 で あ る7っ のTech-Prepコ ン ソー シ ァ

ム は、3力 年 の 補 助 金 を受 け て 発 足 し、 全体 で13の コ ン ソー シ ア ム に ま で発 展 し資 金 供

給 を受 け た。

実 施 目的⑤ 、 ⑥ 及 び⑦ と関 連 して 、職 業 プ ロ グ ラ ム は、 そ の個 別 的 な キ ャ リァ ・プ ラ ン

(ICP)及 び 労 働 市 場 の期 待 に基 づ い て 、 生 徒 た ち が 質 的 に高 い ア カ デ ミ ック な 、及 び 職 業

教 育 プ ロ グ ラ ム を利 用 す る機 会 を促 進 し、 ま た奨 励 す る た め に、 合 同 の 職 業 学 校 の 学 区

VEPDの 内 部 で マ グネ ッ ト ・ス ク ール を 構 想 す る諸 提 案 が な さ れ て い る。m

至 上 命 令3.職 業 教 育 の 生 徒 とプ ロ グ ラ ム に対 す る厳 格 な 成 果 を 強 調 す る こ と。

目標:「 す べ て の 職 業 教 育 プ ロ グ ラ ム とサ ー ビス は、 生 徒 の 業 績 を 評 価 し、継 続 的 な プ ロ

グ ラ ム の改 善 を促 進 し、 ま た技 術 指 向 の職 場 や継 続 教 育 に お け る成 功 へ の機 会 を 最 大 限 に

す るた め の特 定 の 、 測 定 可 能 な 、 ま た挑 戦 的 な 成 果 を 持 っ で あ ろ う。 」

実 施 目的① と関 連 して 、 州 全 域 の経 営 情 報 シス テ ム で も って統 合 化 され る総 合 的 な ア カ

ウ ン タ ビ リテ ィや 評 価 シス テ ム と して 、43種 類 の 職 業 プ ロ グ ラ ム と1つ の 雇 用 可 能 な プ

ロ グ ラ ムが 、 入 門 レベ ル で 必 要 と され る技 能 を 測定 す る た め に開 発 され た 。

ま た実 施 目的② と関 連 して 、 この う ち42種 類 の 職 業 に対 して 、 オ ハ イオ 州 の す べ て の

VEDP学 区 は 、 中 等 教 育 及 び フル タ イ ム の成 人 の 職 業 プ ロ グ ラ ム の カ リキ ュラ ム を 向 上

させ るた め に 、 オ ハ イ オ 州 能 力分 析 プ ロ フ ァイ ル(OhioCo叩etencyAnalysisProfile,

OCAP)を 具 体 化 し、 総 合 的 に確 認 され た雇 用 者 の 能 力 リス トが 開発 され 、 ま た そ れ らの プ

ロ フ ァイ ル は 、 各 々の 職 業 プ ロ グ ラ ム で一 般 的 に承 認 され て い る。

実 施 目的③ と関 連 して、 能 力 分 析 プ ロ フ ァイ ル の ソフ トウ ェア(SoftwareforCompe-

tencyAnalysisProfile,SCAP)が 、 教 員 に よ る職 業 教 育 の コ ー ス ・オ ブ ・ス タデ ィ と して

開 発 され て い る。 この ソ フ トウ ェ ア は、 各 々 の 生 徒 が プ ロ グ ラ ム の 修 了 に基 づ いて 取 得 す

るキ ャ リア ・パ ス ポ ー ト(CareerPassport)の た め の 能 力 の 達 成 度 を 測 定 す る た め に利 用

可 能 とな って い る。

さ らに実 施 目的④ と関 連 して 、 連 邦 法 に応 え て州 教 育 委 員 会 は 、1992年8月 に職 業 ・キ

ャ リア教 育 に対 す る州 全 域 の コ ア の基 準 や 業 績 尺 度 を 採 択 した。12}

至 上 命 令4.個 々人 の 生 涯 の要 求 に 焦 点 を 当 て る こ と。

目標:「 多様 な 生 徒 の 能 力 、 長 所 、 学 力 到 達 レベ ル 、 キ ャ リア 上 の 関 心 及 び プ ログ ラ ム に

対 す る準 備状 況 を 承 認 して、 第9学 年 あ る い は 中 等 後 職 業 教 育 プ ロ グ ラ ム に入 って く る各
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々の生徒 は、個別 的なキ ャ リア計画(individualcareerplan,ICP)を 持 つで あろ う。 その

計 画は、生徒が テ クノロ ジーの世界 で働 き、 また生 涯学習 に従 事す る ことの両者 を可能 に

す るキ ャ リア ・パス ポー ト(CareerPassport)を 取得す る ことで終 わ る。 」

実施 目的①及 び② と関連 して、各 々の生 徒 は個別 的 なキ ャ リア計画 を持 っ こと とな る。

この計画 は、各 々の生徒 の関心、適性、 能力及 び学 力評価 に基 づ き、 また生徒の キ ャ リア

の途及 びコース選択 に関 して適切 な介入 、時宜 を得 た補 習及 び計画の修正 を毎年決定 す る

ため に評価 され る。

個別的 なキ ャ リア計画(ICP)は 、オハ イオ州 の第8学 年 人 口の82%に 当た る114,689人

の生徒 によって着手 された。 この先駆 的な事 業 の価値 が認め られて、 よ り早期 の年 齢の生

徒 に も適用 され、第6学 年 の10,254人 の生徒 に、 また第7学 年 の22,186人 の生 徒 に もICP

が着手 された。

実施 目的③ と関連 して、職 業教育 プ ログラムの各 々の修 了者 は、 キ ャ リア ・パ スポー ト

を取得 す ることとなる。 このパス ポー トは、 中等及 び中等後 の職業教 育の修了者 の ための

資格付与 の文 書であ る。 それは、個 人的 なデー タ、職業教育 プ ログラ ムで達成 され た特殊

な能力の列挙 、 出席記録、内 申書 、取得 され た免 許状、資格 証及 び卒 業免 状の よ うな雇用

者 にとって有 用な特殊 な学習者 の情 報を含ん でい る。

キ ャ リア ・パ スポー トは、 中等 職業教 育の生 徒の20%に 当た る6,583人 の 中等 職業教育

修了者 に与 え られ た。13)

至上 命令5.す べて の生徒 に対 してキ ャ リア に焦点 を当てた教育 を提供す ること。

目標=「 キ ャ リアに焦点 を当てた教育 は、生 徒の動機づ け と目標設定 及 び継続 的 な学 習の

目的を持 った精励を保証す るため にオハイオ州 の教育制度 を通 じて提供 され るであ ろ う。」

実施 目的② 及 び③ と関連 して、オハイオ州 の幼稚園か ら第12学 年 のす べての公立学校

の生 徒 に奉仕 す る92の キ ャ リア開発 プログラムが開発 され、個別 的なキ ャ リア計画 は、

1994年 にすべての第8学 年 の生 徒 に対 して完 全 な実施 が計 画 されてい る。

職業教育計 画立案学区(VEPD)は 、州のキ ャ リア開発資 金を受 けて、キ ャ リア ・コーデ ィ

ネー ターに対 す る現職教育 を提供 し、指導者 であ るメ ンターを割 り当て た。 国》

至上命令6.職 業教 育の基 準、指 針及 び方針 を修正 した り、 また合理化す ること。

目標:「 職業教育 の基 準、指針及 び方 針 は、意 欲を そそ り、達成可 能であ り、提 供可能 で

あ り、 また測定可 能であ る。 しか もそれ は、人 種、皮膚 の色 、民族、 性別、宗教 、生涯 の

有無 あ るいは年 齢の如何 にか関 わ らず、すべ ての生徒 に対 して、利用 す る機会及 び均等性

を保証す るで あろ う。 」

実施 目的① と関連 して、1993財 政年度 に 「1993年 の州 の職 業教育評価 」が作成 され、

1994～1996年 度 の 「オハ イオ州 の職業教育 実施計 画」の策定 の ための実 質上の基 礎を提供

した。 その教育評価 によ ると、1992年 度 の職業教育 修了者 の うち、経済 的、文化 的 に恵 ま

れ ない中等学校生徒及 び成 人学生の92%及 び障害 を持 っ 中等 学校生徒 の89.4%と 成 人学生

の79.5%は 、1993年3月 の時点で就職 した。15)
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至上命令7十 分 な資源 とそれの効率 的な利用 を保証す るこ と。

目標:「 職業教 育資源 は、適切性 、効率性及 び生 産性 を最 大 限にす るため に分析 され、 ま

た再配分 され るで あろ う。」

実施 目的① と関連 して、 「1993財 政年度 のVEPD総 合戦 略計画」 及 び 「オハ イオ州 に

おけ る職業教 育実施 のための州 の計画」 は、州及 び連 邦資金 の配分 と利用を概括 して いる。

1993財 政年 度の経費 の分析 によ ると、大多 数の資金 が、生徒 に対す る直接 のサー ビス に費

や されて いる。 中等 職業教育 の修 了者 の90%及 びフル タイムの中等後 職業教 育の修了者 の

91%は 、文民 の(あ るいは軍 隊の)雇 用 に従事 してい るか、 または継 続教育 を履修 して い

る。IG)

至上命令8職 業教育者 の専門職能 開発を加速 化す る こと。

目標:「 スタ ッフの職能 開発活 動 は、 専門職 の能力や テ クノロ ジーの一般 的な流通 を保証

す るために拡大 され、 また多様化 されな けれ ばな らない。 」

実施 目的① と関連 して、 職業教育 計画立案学 区(VEPD)の86%は 、職業教 育者 に対 す る個

別的 な専門職 能開発計画(lndividualProfessionalDevelpmentPlan,IPDD)、 即 ち専 門職

業教育者 の仕 事の業績 を高め るよ う構想 された 自己評価 文書 の作成 ・実施 を報告 してい る。

実施 目的③ と関連 して、職業教育 者 スタ ッフの継続教 育の諸活 動の うち、63%は 専 門職

の能 力の現職 訓練 に、32%は 技術 向上 の現職訓 練 に、 ま た5%は 性別、 人種別等 の文化的

な多様性を背景 とす る均等問題 の現職訓練 に当て てい る。17)

至上命令9職 業 教育 の戦 略上の連携組 織を拡張 し、 また強化す ること。

目標 二 「職業教育 、企業 、産業界、労働部 門及 び地域 社会 と政府諸機 関 は、 共有 され た責

任や恩恵 を最大 限 にす るため に、 かれ らの形式 的な契約 を強化 し、 また確 認す るで あろ

う。」

実施 目的① と関連 して、1993財 政年 度 に6,908人 のオ ハ イオ州市 民が 、781の 委員会 に

出席 し、職 業及 び技術 プ ログラムを評 価す ることに役立 った。 また共 同の利益 のために、

州 と地 方の連携 チームが、協力 して危機 に立 つ成人学生 にサー ビスを提供 した。

実施 目的② と関連 して、32の 成人 職業教育 全 日制 サー ビス ・セ ンター は、全体 で439の

プログラムに22,052人 の フル ・タイ ムの成人 学生 を在籍 させ 、1,655の 企業 に対 して、

75,940教 授時間 の注文 に応 じた訓練 を提供 した。 「企 業及 び産業の連携組 織 は、 カ リキ ュ

ラムの開発、諮問助言 的 な入 力、 プログラムの デザイ ン、労働 市場情報 及 び真正 な評価 を

通 じて職業教育 に対 す る直接 のサ ー ビスを提 供す る。 職業教育 プ ログ ラムの拡張 は、オハ

イオ州職業情報調整委 員会(OhioOccupationalInformationCoordinatingCo皿 皿ittee,

001CC)を 通 じて提供 され る労働市 場の情報 に基礎 をおいて い る。L8)

至上命令10職 業教育 につ いて の公衆 の理解及 び それ に対す る援 助を高 め ること。

目標:「 公衆 の職 業教育 につ いての理解 を高 め、 また その事 によ って情 報知識 を有す る選

択を促進 し、 また地域社会 の援助 を高 め るた利用者 との多様 な、効 果的 な相 互作 用を強 め

ること。 」

実施 目的③ と関連 して、VEPDの42%は 、 文書 によ る市 場操作 計画 を提 出 し、職業教
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育 につ いての公衆の理解及 び それ に対す る援助 を高 め るため に、 コ ミュニテ ィ ・カ レッジ

や中等学校 を含 むVEPDコ ンソー シアムを形成 して きた。19J

至上命令11職 業教育 制度を 向上 させ 、 また更 新す ることに恒常的 な強調を維持 す る

こと。

目標:「 州 と地 方の職業教 育制度 は、労働者 の需要 を満 たす よ り効 率的及 び効 果的 な手段

を保証 し、 また職業教育 を現代 化す る 目標 を前進 させ るため に、職 業教育 プ ログラムの業

績 につ いての当面の分析 を実施 す るで あろ う。」

実施 目的① と関連 して、 オハイオ州の職 業キ ャ リア開発評 価制度 と して 「測定 及 び計画

立案過程」(MeasuringandPlanningProgress,MaPP)が 設 け られ、 それ は職業教 育 および

キ ャ リア開発 プ ログラムや サー ビスの効果性 と質 を評価 す る ことによ って、 で きる限 り最

も優 れた教育制度 を保 証す る ことを 目標 として いる。

実施 目的② と関連 して、1993年 に26人 の職 業教育者 が、職 業教育指導 者講習会(OVELI)

に参加 したの を始 め、1991～1993財 政年度 まで に既 に72人 の 職業教育者 が、講 習会 に参加

して きた。20}

オハイオ州 の職業 キ ャ リア教育制度 のハ ー ドウェア と して の制度 的な枠 組 のみ な らず、

ソフ トウェア としての教 育理念 、カ リキ ュラムや プ ログラムの骨格が 、以上 に述 べた緊急

課題 としての11の 至上 命令 とい う形 式で確立 され、 また それ らの発展 過程が 各々の至上

命令 ごとに評価 測定 されて きた。

III.個 別 的 な キ ャ リア ・プ ラ ン とキ ャ リア ・パ ス ポ ー ト

1.個 別 的 な キ ャ リア計 画

前 述 した よ う に、 「オ ハ イ オ 州 の 未 来 の職 業 」 は 、 そ の 重 要 な強 調 点 を 生 徒 た ちが 第9

学 年 に入 る以 前 に彼 らに よ る個 別 的 な キ ャ リア計 画(ICP)を 作 成 す る こ とに お い た。

この方 針 に基 づ い て 、 オ ハ イ オ 州教 育 局 、 職 業 キ ャ リア教 育 部 は、 「キ ャ リア 開 発 ブ ル ー

・プ リン ト」(CareerDevelopmentBluePrint)と 称 す る個 別 的 な キ ャ リア計 画(Indivi-

dualCareerPlan,ICP)を 、 幼 稚 園 か ら第5学 年 、 第6～8学 年 の ミ ドル ス ク ー ル及 び 第

9～12学 年 の ハ イ ス ク ー ル の3つ の 段 階 に 分 け て指 針 と して の 文 書 を 作 成 した 。 これ ら

の 文書 に掲 げ られ た 学 習 者 の 目標 と指 標 は 、 全 米 職 業 情 報 調 整 委 員 会(NOICC)に よ って 開

発 され た全 米 キ ャ リア開 発 指 針 を 含 ん で い る。 この指 針 か ら引 き 出 され た諸 能 力 や 指 標 は、

以 下 に述 べ られ るオ ハ イオ 州 で 用 い られ る12の 主 要 な トピ ック の モ デ ル に適 合 す る よ う

に脚 色 され て い る。

こ こで具 体 的 に、 各 段 階 の キ ャ リア計 画 に触 れ て み よ う。 初 等 学 年 レベ ル で は、 次 の ミ

ドル の学 年 に お いて 生 徒 た ち が 、 教 育 上 の 決 定 ま た は暫 定 的 な キ ャ リア の 決定 を 行 う よ う

準備 す る諸 技 能 が 開 発 さ れ るが 故 に、 個 別 的 な キ ャ リア計 画(ICP)に と って 極 め て 重

要 で あ。 初 等 学 年 で は 、 次 に 述 べ る12の 主 要 な トピ ッ クの うち 、 自 己意 識 、 雇 用 可 能 な

諸 技 能 、 意 思 決 定 と 目標 設 定 、 地 域 社 会 の 関 与 、 経 済 及 び 偏 見 の 克 服6っ の トピ ッ ク に強

調 点 が お か れ る。 ミ ドル ス ク ー ル 時代 で は、 生 徒 た ち は暫 定 的 な キ ャ リア の 目標 の 設定
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に着 手 し、 ハ イ ス クー ル時 代 で は、 そ の 目標 を 確 認 した り、 あ るい は変 更 を行 う。

生 徒 た ち に キ ャ リア 活 動 を 提 供 す る た め の 組 織 が 必 要 と な る。 小 学 校 レベ ル で は、 キ ャ

リア 開 発 連 絡 員(careeerdevelopmentliaison)が 任 命 され 、 この 人 は、 職 業教 育 学 区

(VEPD)の た め の キ ャ リア ・コ ー デ ィ ネ ー タ と定 期 的 に会 合 し、 ま た小 学 校 の教 員 が 、 キ ャ

リア諸 活 動 を実 施 す る こ とを 保 証 す るた め に課 され る責 任 を果 た す 。 キ ャ リア活 動 を提 供

す る一 っ の方 法 は 、 キ ャ リアの 行 事 を通 じて 行 わ れ 、 他 の 一 つ の 方 法 は、 注 入(infusion)

を 通 じて実 施 され る。 注 入 す る た め に は 、 教 師 は 、 ど の カ リキ ュ ラ ム領 域 に お け る あ る 目

的 を キ ャ リア の 目的 と対 応 させ る。 注 入 に関 す る よ り多 くの情 報 は、VEPDの キ ャ リァ

・コー デ ィネ ー タか 、 あ る い は学 校 の キ ャ リア 開 発 連 絡 員 か ら獲 得 さ れ得 る。 注 入 活 動 は、

学 習 者 の 目標 の 習 熟 に と って 適 切 で あ る。2Dミ ドル ス ク ー ル 及 びハ イ ス ク ー ル ・ レベ ル

で は、 キ ャ リァ計 画 立 案 チ ー ム が 形成 さ れ、 この チ ー ム に は 、 次 の 代 表 の グル ー プ が 含 ま

れ る。 キ ャ リア開 発 専 門 職 員 、 ガ イ ダ ンス の カ ウ ンセ ラ ー 、 教 員 、 管 理 者 、 両 親 及 び キ ャ

リァ 開 発 学 校 指 導 者 で あ る。 キ ャ リア計 画 立 案 チ ー ム は 、 生 徒 に対 して最 も優 れ た 情 報 提

供 シ ス テ ム を決 定 す るで あ ろ う。

12の 主 要 な トピ ック は 、 次 の 一 つ な い しは そ れ 以 上 の 手 段 を通 じて 着 目 さ れ な けれ ば

な らな い と され る。 即 ち 、 特 殊 な コ ー ス あ る い は教 授 モ ジ ュ ー ル 、 既 に い くっ か の トピ ッ

クを 教 え る現 存 の コ ー ス 、 計 画 立 案 され た 学 際 的 な ア プ ロ ー チ及 び 課 外 教 育 活 動 で あ る。

22》 いず れ の 段 階 も、 親 の 関 与 は、 生 徒 の 学 習 者 の 目標 に 習 熟 す る際 の 重 要 な 要 素 と見 な

され 、 親 の 関 与 を 促 進 す る示 唆 され た 諸 活 動 に は 特 別 な指 定 が な さ れ て い る。 個 別 的 な キ

ャ リア計 画(ICP)の 諸 過 程 と文 書 作 成 を うま く修 了 す る鍵 と な る他 の 問 題 は、 初 等 学

年 レベ ルで は、 学 校 と学 校 外 の 地 域 社 会 との 連 携 及 びICP過 程 の実 施 の た め の ス タ ッフ

の 開 発 で あ り、 ミ ドル ス ク ー ル 及 びハ イ ス ク ール ・ レベ ル で は 、 これ ら二 つ の 問 題 に加 え

て、 さ らにICPの 文 書 を 生 徒 が 手 にす るの を 可 能 にす る こ と及 び 能 力 テ ス トを基 礎 に し

て文 書 を作 成 され る と きに 生 徒 の キ ャ リア 上 の 関 心 と学 力 の 評 価 の 二 つ の 問 題 が 加 味 さ れ

る。'Li)

す べ て の 個 別 的 な キ ャ リア計 画 は 、 次 の4つ の 開 発 領 域 に亙 って 育 成 さ れ るべ き個 々 の

生 徒 の 能 力 が 、12の 主 要 な トピ ック と して 示 され 、 各 トピ ッ ク に1っ な い し3つ の学 習

者 の 目標 を 持 っ て い る。 その 目標 を さ らに明 白 に す る た め の 数 多 くの指 標 が 、 各 々 の学 習

者 の 目標 に伴 っ て い る。 ま た生 徒 た ちが 、 各 々 の 主 要 な トピ ッ ク に対 して学 習 者 の 目標 に

習 熟 す るの を助 け るた め に諸 活 動 が 示 唆 さ れ て い る。4つ の 開 発 領 域 と12の 主 要 な トピ

ック は、 以 下 の よ うに分 類 配 列 され て い る。 即 ち、A.個 別 的 な 開発(自 己意 識 、 自己 評

価 、 雇 用 可 能 な 諸 技 能)、B.教 育 と仕 事 の 世 界(キ ャ リア情 報 、職 業指 導 、 進 学 計 画 立

案)、C.キ ャ リア上 の諸 過 程(偏 見 の 克服 、 探 求 、 意 思 決 定 と 目 標設 定)、D.地 域 社

会 と環 境(経 済 、 地 域 社 会 の 関 与 、 将 来 の動 向)が そ れ で あ る。'%n

こ こで は職 業 キ ャ リア教 育 制 度 との 関 係 で 、 「雇 用 可 能 な 諸 技 能」(E叩loyability

skills)と 「職 業 指 導 」(Vocationalorientation)の 二 っ の 指 標 を 取 り上 げ て 、 各 段 階 の

共 通 した面 と異 な った 面 とを 対 比 しな が ら、DIDを 追 って 記 述 して み よ う。
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◎雇用可能 な諸技 能

★雇用 を獲得 し、維 持 し、またそ にお いて昇進 す るために必要 な仕事上の行動 、能 力及び

態度で示 され るように、各 々の トピックの下 に生徒が達成 す べ き能力 目標が 掲げ られ る。

これ らは、三っ の段階 と も共通 であ る。

[学 習者の 目標1];初 等学年 で は、仕事 と学 習 との間の関係 にっ いての 意識を獲得 す

至 とあるの に対 し、 ミ ドル ス クールで は、 関係 を理解す るとな り、ハ イスクールで は、仕

事及 び学習 に対す る積極 的 な態度 を求め る要求 を理解す ると して、 よ り積極 的な行動 や態

度 を求 めて い る。

指標:

☆有償及 び無償の両者 の異 な った タイプの仕事 を確認す る。

☆ いか に現在の学習 が、仕事 と関連 してい るかを記述す るな ど。

初等学年で は、上記 の よ うな6項 目に亙 る最 も多 くの指標 が提示 され、仕 事 と学 習 との

関連 にっいての最 も基礎 的 な理解を求 めて いる。 ミ ドル ス クール では3項 目、 またハ イス

クールでは5項 目の指標 が掲げ られ、 ミ ドル スクールの☆ 「効果的 な学習 習慣 や諸 技能を

実証す る。」 は、ハ イス クールの指標 の第4項 目 とほぼ同一 であ る。 またハ イス クールの

指標 ☆ 「積極 的 な仕事 上の態度や行動 を実証す る」 は、 よ り積極 的な行動 を求 めて いる。

[学 習者の 目標2]:初 等学年で は、個 人的 な責 任 と立 派な仕事 の習慣 の重要性 にっ い

ての意識を獲得す る と述 べ るの に対 し、 ミ ドル ス クールで は、職場 を求 め、 また獲 得す る

のに必要な諸技能 にっ いての知識を獲得 す るとな り、ハイ ス クールで もほぼ似 た表 現 なが

らも、職場を求め、獲得 し、維持 し、 また変え る準備 をす るための技 能を開発す るとよ り

行動 的、実践 的な側面が 強調 され る。

指 標:

☆(従 属性 、迅速 性、他 の人々 と うま くや って い く能力の よ うな)個 人 的な資質 がいか に

職場 を獲得 し、 また維持 す ることに とって重要 であ るか を記 述す る。

☆仕事 を達成す るため に勤労者 の間の協 力の重要性 を記 述す るな ど。

初等学年 では、上 記の よ うな4項 目の指標 が提示 されて い るに過 ぎない。 ミ ドルス クー

ルで も4項 目のみの指 標が掲 げ られて いるに過 ぎないが、ハ イス クールでは、10項 目に

及ぶ よ り具体 的、実践 的 な指標 が掲 げ られ る。例 え ば、☆ 「ハ イ スクールか ら文民 の雇用、

軍事 あるいは中等後教 育及 び/あ るい は訓練へ の移行 を行 うため に利用可能 な就職斡旋事

業 を記述す る」 とか、☆ 「ある人 の技 能及 び学校 の業績 にっ いての正 確 な描写 を提供 す る

ため にキ ャ リア ・パ スポ ー トを作成 す る」 などの実践活動 が求 め られ る。

[示 唆 された諸活動]:

☆すべてのカ リキ ュラム領域へ諸活動 を注入す る こと。

☆生産 物を協力 して作 り出すための仕事 の シ ミュ レー シ ョンなど。

初等学年及 び ミ ドル ス クールで は8項 目、ハイ ス クール で は12項 目とそれ ぞれ段階 に

よ って項 目数が異 な るのみな らず、初等学年 で は注入 とか シ ミュ レー シ ョンが多 く、 ミ ド

ルス クールでは シ ミュ レー シ ョンや レジュメな どが増 加 し、 ハイ ス クールで は レジュ メを
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始 め、模擬面 接、応募 の手紙 、雇用 サー ビスの利用 、 カ リキ ュラム上の単元 、葛藤解決 の

役割演 出等 の具体的 な作業 が示唆 されてい る。25)

◎職業指導

★職 業上 のキ ャ リア選択肢 が、個 人の教育 上の進学計 画立 案 に均 等 な強調 点を お くことを

確認 す ること。

[学 習者 の 目標1]:初 等学年 で は、学 習者 の 目標 は一 つで あ り、職業 上の選択肢 にっ

いての意識を獲得 す るとあるのに対 し、 ミ ドルス クールで は、す べ ての利 用可能 な職業上

の選択肢 につ いての知識 を獲得 す ると多少表現 が変わ り、ハ イス クールで は利用可 能 な職

業上の選択肢を理解 す る とな って いる。

指標:

☆総合制ハ イス クール におけ る協同的 な職業学 校 あるい は職業 的 な環境を確認す る。

☆個人的 な関心 の職業領域 を確認す るなど。

初等学年で は、上記 のよ うな指標が3項 目、 ミ ドルス クール及 びハ イ スクールで は4項

目とな って お り、上述 の二 つの指標が表現 を変 え なが らも掲 げ られ てお り、 さ らに☆ 「い

か に職業訓練 が、 あ る人 の個 別的 なキ ャ リア計 画(ICP)文 書の 中へ統合 され得 るかに

っ いての意識 を明 らかにす る。」の項 目に見 られ るよ うに、個 別 的なキ ャ リア計 画 に踏 み

込 んだ指導 が含 まれ る。

[学 習者 の 目標2]:ミ ドルス クールで は、職業教 育 の恩 恵 を理 解す る と述 べて いるよ

うに知識 の段階 に とどまって い るの に対 し、ハ イス クールで は、職 業教育 を通 じて獲得 さ

れた諸技 能を発展 させ る とよ り積 極的な表現 とな って い る。

指標:

☆職業 プ ログラムを修了 して直ち に雇用可能 とな る価値 を明 らか にす る。

☆財政上及 び昇進 の機会 が、職業上の 目的 と して存在す ると言 う意識 を明 らかにす るな ど。

ミドルス クール及 びハ イス クールで は、多少表 現 は異 な る も上 記 のよ うな項 目が3項 目

が掲 げ られ、ハ イス クールの第1項 目は、☆ 「職業教育 修了者 に対す る直接 の雇用 の機会

を確認す る」 とより具体 的、直接的 な表現 とな って い る。

[示 唆 された諸 活動]:

☆職業ハ イス クール ・プ ログラムの現場訪 問

☆両親 と生徒 に対す る情 報資料

☆教 室での講 演者 と しての職業教育卒業生

上記 の3項 目は、三 つの段階 と も共通 であ る。初等学 年で は5項 目、 ミ ドルス クール及

びハ イス クールで は10項 目が掲 げ られてい る。 キ ャ リア展示 会、職 業教育指導者 及び/

あるい は生徒の審査会 、個 人の関心 のプ ログラム領域 におけ る職業教 育の生徒 との職場 で

の実地 経験観察(Jobshadowing)な どの項 目は、 ミ ドル及 びハ イス クー ルの両段 階で共通

に見 られ る。26)

2.キ ャ リア ・パ スポ ー ト

第II章 の第2節 で触れ た至上命令4で 示 されるよ うに、前 述 した個 別 的なキ ャ リァ計画
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(ICP)と 密接不可 分 に結 びっ いて個 々の生徒 の生涯的 な職業教 育 プ ログラムの一貫 と

して、 またその プ ログ ラムの修了 を意味す る最終段 階 と して、 キ ャ リア ・パ スポー ト

(CareerPassport)の 取得が位置づ け られ る。 ここでキ ャ リア ・パ スポ ー トとは、次の よ

うに定義づ け られ る。 それ は、オハ イオ州 におけ る中等 あるいは中等後 の成人職業教 育 プ

ログラムを修了す る生 徒の専門的 な職業技 能、 アカデ ミックな諸技 能 及び雇用可 能な諸技

能を文書資料 と してま とめ る(docu皿ent)資 格付与 の道 具で あ る。 それ は また、職業教 育訓

練を修了す る人 々を して彼 らの取得 した諸 技能 を労働市 場で取 引す るの に役立 て る一 方、

雇用者た ちが応募者 を確認 し、精選 し、 また評価す るのを援助 す るよ うに構想 されて いる。

それ は応募者の コースの学 習や成績 を単 に列挙 した簡単 な履歴書(resume)あ るいは内申書

を はるか に越え る ものであ る。キ ャ リア ・パス ポー トは、雇用者 に特別 に生徒が何 をす る

ことがで きるかを教 え る。 それ は単 に、生徒 た ちが形式 的な評価 と職場経 験の観察 を通 じ

て習熟 した ことを実証 して きたそれ らの諸能 力のみ を列挙 す る。 それ は将 来の被雇用 者の

文書 資料の内容や諸能 力に対 して信頼性 を与 え る州全域 を通 じて標 準化 されて いる。27》

キ ャ リア ・パ スポー トは、 各々の生徒が集積 した次の よ うな一連 の能 力資 格証、個 人的

なデー タ(教 育歴、雇用歴、褒 章、特別 な功績 の承認)、 地域社会 サ ー ビスや継続教 育修

了証 、SATやACTな どの標 準テ ス トの成績 、オハ イオ州能力分 析 プ ロフ ァイル(OC

AP)に 対応 した特殊 な職場 と関連 した諸技 能の リス ト、高等学校 や 中等 後教育機関 の 出

席記録,内 申書 と平均点、教 育長の推薦文 な どの公文書 か らな るポ ー トフ ォリオ であ る。

生徒 はこのパ スポー トを持 って行 けば、 自分 が望む州 内の どの企業 や職場 での仕事 を保証

され ることとな る。za,

前述の至上命令3で 触 れたオハ イオ州 能力分析 プ ロフ ァイル(OhioCo叩etencyAnaly-

sisProfile,GCAP)は 、全部で60種 類 の職業 プ ログ ラムの リス トを 列挙 し、各職 種 ごと

にOCAPプ ロフ ァイルを作 成 してい る。 これ は、 オハ イオ州 の企業 や産業 の代表 者 たち

が、 さまざまな職業 にお ける成功 のため に本質的 に重 要 と して確認 して きた技術 的な諸技

能 を目録化 した ものであ る。各 々のOCAPプ ロフ ァイル は、 あ る職 業 あるいは職業領域

に入 るの に必要 とされ る職業技能、 アカデ ミックな技 能及 び雇用 可能 な諸技能 を確認す る

ユニ ッ ト(単 位、下部単 位を持 った り持 た なか った りす る)、 諸能力 及 び能 力の形 成部 門

を含んで いる。各 々のユニ ッ トは、 コア、上級及 び継 続(core,advancing,futuring)の3

つの レベルの項 目に分 かれ る。大部分 のユニ ッ トは コア項 目であ るが 、 それは入門 レベ ル

の雇用 に とって本質 的 に重要 な知識 、技 能及 び態度 を確認す る。 これ らの項 目は、州 の職

業能力 テス トの質問 の基 礎 とな ってい る。上級項 目は、 あ る職 業 にお いて 向上 す るの に必

要 とされる知識、技 能及 び態度 を確 認す る。 この項 目は、数 は そ う多 くはないが、 それぞ

れの職 の経営 に関 わ る項 目、例 えば市 場操作、食 品産業や食 肉産業 の企業経営 な どが それ

である。継続項 目は、今か ら3、4年 の うちにあ る職業 に入 り、 また留 ま るの に必要 とさ

れる知識、技能及 び態度を確認す る。差 し当た って今 までの ところ この項 目は見当 た らな

い。291例 えば大工 職で は、全 部で14の ユニ ッ トが掲 げ られ、壁、 屋根 、床、階段等 の

建築、 内装 と外装 な どの具体 的な技 術的 な諸技 能を列挙す るのみ な らず、 エネルギ ーの効
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率 的な建築や大 工職の特殊 な応用部 門 とい った2項 目の上級項 目を加 えて い る。3ω

おわ りに

本論を締 め括 るに当た って、 オハ イオ州の職 業 ・キ ャ リア教 育制度 が、連邦 レベル での

教育改革 の二 っの動 き、即 ち一方 で は、2000年 の国 家教育 目標で示 され る国家 的な基礎学

力の教育基準 の統一 的な引上げ 、他 方で は、ハ イス クール生 徒の職 業準備教育 を強化 し、

学校 か ら職場 への移行(就 学か ら就職へ)を よ りスム ーズにす るため に学校 と企 業の連携

協力体制 の促 進 を集約 す る もの と して特徴づ け られ るこ とが で きる と言 うことであ る。特

に後者 の改革 の動 きは、1970年 代 の連邦 レベルで展 開 され たキ ャ リア教育 の再生 と も言 う

べ きものであ り、今 日のオハ イオ州の制度 は、以上 の分析 か らさ らに次 ぎのよ うな特色 を

持つ ものであ ると言 え る。

第一 にオハ イオ州 の職 業 ・キ ャ リア教育制度 は、以 前 に唱導 され たキ ャ リア教 育以上 に

アカデ ミックな教育 と職 業教育 との統合 を唱い、 「オハ イオ州 の未来 の職業」 では、職業

技 能、アカデ ミックな技 能及 び雇 用可能 な諸技 能 の三 つの技 能の養成 を強調 し、具 体 的に

プ ログラムの中 に とり入れて い る。(至 上命 令1)第 二 にオハ イオ州の制度 は、 中等

教育 お よび中等後教 育の学校制 度及 び教育 プ ログラムの垂 直的及 び水平的 な両者 の接続関

係協定を含む接 続関係 を重視 して い る。(至 上命 令2)第 三 にその制度 は、オハ イオ

州能力分析 プ ロフ ァイル(OCAP)で 示 され るよ うに、職 業教育 の生徒及 び プログラム

に対 して厳格 な成果 を要求 し、各 種の職業資格証 と密接 に関連 した職業教育 体系 を確 立 し

よ うと してい る。(至 上 命令3)第 四 にその制度 は、個別 的なキ ャ リア計画(ICP)

及 びキ ャ リア ・パ スポー トで示 され るよ うに、個 々の生 徒の キ ャ リアに応 じた生涯学 習的

な強力な指導 体制 を確立 しよ うと して い ることで ある。(至 上 命令4及 び5)個 々の中

等教 育お よび中等後教 育の修 了者 は、就学期 間中の 資格 付与 、個人 的なデ ータ、学校 の内

申書のあ らゆ る情報 を含む公文書 で あるキ ャ リア ・パ スポー トを渡 され る。 それは一 連の

書類が、 ポー トフォ リオ とい う書類 の紙 ば さみの 中に ま とめ られ た もので あ り、雇 用者 に

とって有用 な特殊 な将来 の被雇 用者 の情報 を含ん でい る。 この文書 は、 いわば個 々の学習

者の キ ャ リアに応 じた学習 された カ リキ ュラムの評 価の集 大成 された もの であ り、今 日唱

導 されてい るポ ー トフ ォ リオ評価 と呼 ばれ る もの であ る。 このオハ イオ州 の個別 的 なキ ャ

リァ計画 は、今 日の生涯学 習社 会 におけ る自己教育 力、即 ち 自己のキ ャ リアに応 じたカ リ

キ ュラムの 自立 的 な 自主編成 能力の育成訓 練 に対 す る指導方 法 と して その意義 を見 出だす

ことがで きよ う。 これ と類 似 したキ ャ リア教育 やキ ャ リア ・パ スポー トを採 用 して いる州

が、 ウィス コ ンシン、 ミネ ソタ、 ミシガ ンなど数州 に及 んで い ることは、 注 目に値す る。
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大 学 、 学 校 と 地 域 社 会 の 連 携 一 ペ ン シ ル ベ ニ

ア 大 学 と 西 部 ・ フ ィ ラ デ ル フ ィ ア の 事 例 一

伊 藤 稔

は じめに

現代 アメ リカ合衆国社会が抱 えて いる様 々な問題、 例えば 、犯罪 、麻薬、識字問題、幼

児の死亡率 、ホ ーム ・レス、10代 の妊娠 、私生児 の出生率、社 会福祉 の負担率、失業率、

都市暴動 、家庭 や地域社会 の崩壊等が増加 す る一方 で、産業界 では、技術系の労働力不足

に直面 してい る。 その理 由の一 つ に、 アメ リカ も日本 と同様 に若者達の理工系離れが顕著

にな り、科学技術系大学 院学生の過半数 を外国人留学生が 占めて いることが 、技術系労働

者不足 に追 い打 ちをかけて いる。 さ らに、大都市部 の黒人 や ヒスパニ ック系のマイノ リテ ィ

ーの高校 生の ドロ ップア ウ ト率 は改善 されな い状態が続 いて いる
。 アメ リカの大都市部 に

はそれぞれ、世界的 に有 名 な大学 や高等 教育機関が存在 す るに もかかわ らず、 このよ うな

大都市 部の抱え る社会 問題 に有効 な手立 てを見出せ ない状 況が続 いて い る。大学 、学校 や

地域社 会が大都市 の抱 え る社会問題 に対 して どの よ うな役割を果 たす ことがで きるのか、

1980年 代か ら様 々な議論 が行わ れて きて いる。

ア メ リカ合衆国 におけ る大学 の役 割が1980年 初頭か ら大 き く変化 して きた。その背景の

一っ は、現在 の 日本 の大学が直面 して いる18歳 人 口の減 少が あ った。 さ らに、経済の低迷

による公的 資金 の財政 削減で あ る。 また、大学 の大衆化 に と もな う、大 卒者の就職難 や失

業率 の増加等が起 こった。 このような社 会状況の下で、改革は大学内部 か ら必然的に起 こっ

て きた。 「危機に立つ国家(ANationatRisk,1983)」 等の教育改革論議 が起 こる前か ら、

初等 ・中等 教育 ばか りで な く、 「大学 はいかにあ るべ きか」 の議 論は始 まって いた。 ボイ

ヤ ー(Boyer,E.,1981)ら は、 「アメ リカの大学 を含めた高等 教育機 関 は、 もはや、国家

の経済発展を牽引す るという重要 な役割を果た して いない」 ことを指摘 した。nそ れか ら、

10年 後 の1990年 初頭、ハ ーバ ー ド大学学長 ボ ウク(Bok,D.,1990)は 、社会 の期待 に大学

が応 えていな いことを訴 えた。2〕それ は、 アメ リカ社会が抱 えて いる様 々な問題(麻 薬、

人種、貧困、失業等)の 解決に対 して大学が何の役割 も果 た して いないということであ る。

特 に、 ソ ビエ ト崩壊以後 、 それ まで軍事 危機 管理を主題 と して発展を とげた技術開発が

転換点 を向かえ た。 ポス ト冷戦構造 を きっか けに、例え ば、ア メ リカ教育2000年 法(1994

年)3)の 成立 などを見 て もわ るよ うに、民 主党の ク リン トン政権 は大統領(President)よ

りは首相(PrimeMinister)的 役割が 目立つ ほど、国内政策 をよ り一層重視す る政策を次々

に打ち出 して きた。

大学 を中心 とす るアメ リカの高等教育 研究機関の研究予 算 は、 これ まで国防予算 か ら技

術開発研究部門へ多 く当て られて きた。他方、人文社会系 の分野 は大学 の予算削減の波 を

直接 うけ、学部改組 や縮 小 または廃止 され る学部や学科が 増加 した。例 えば、社会学 の分

野 にお いて、 カ リフォルニ ア大学バ ーク レー校 の社会学教 授ス メルサ ー(Smelser,N.)
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編 集 の 『社 会 学 ハ ン ドブ ッ ク(HandbookofSociology,1988)』 の 中で も、 「社 会学 は 社

会学 とい う学 問 その ものを 研究 対 象 に して お り現 実 の 人 間 社 会 そ の ものを 扱 って いな い。 」

4)と 指 摘 され た
。 ま た 、 ペ ン シル ベ ニ ア大 学 の社 会学 教 授 の ハ ー カ ビ ィ ー(Harkavy,1.,

1994)は1990年 代 の高 等 教 育 の存 在 意 義 にっ い て 、 従 来 か ら指 摘 され て きた よ うな社 会 か

ら隔 離 され た ア カ デ ミッ クな 「象 牙 の 塔(ivorytourer)」 か ら脱 却 し、 大 学 を 取 り巻 く

地 域 社 会 に根 を お ろ した高 等 教 育 の 再 構 築 を提 案 して い る。 そ の た め に 社 会 学 研 究 が 果 た

す べ き役 割 の 重 要 性 を 指 摘 した。5)

こ こで は 、 この よ うな背 景 の 中 で 、 ペ ン シル ベ ニ ァ 州 の 大 都 市 フ ィラ デ ル フ ィ ア市 にお

け る大学 、 学 校 と地 域 社 会 の パ ー トナ ー シ ップ を 取 り上 げ なが ら、 大 学 、 学 校 と地 域 社 会

の パ ー トナ ー シ ップ につ い て 考察 す る。 特 に 、1980年 代 か ら、 ペ ン シル ベ ニ ア大 学 が 本 格

的 に取 り組 ん で きた、 大 学 が リー ダ ー シ ップ を 発 揮 して 推 進 して い る大 学 、 学 校 と地 域 社

会 の パ ー トナ ー シ ップ に っ い て 、 キ ャ ンパ ス ・コ ンパ ク ト(ca叩asconpact)の 概 念 や 法

的 な 背 景 、 成 立 の プ ロセ ス 、 現在 の 大 学 の取 り組 み と今 後 の課 題 等 に つ いて 検 討 す る。

1.大 学 、 学 校 と地 域 社 会 の パ ー トナ ー シ ップ に お け る コ ンパ ク トの 概 念

キ ャ ンパ ス ・コ ンパ ク トや 家 庭 と学 校 を 結 ぶ コ ンパ ク ト(fa皿ily-schoolconpact)等

の用 語 は1990年 代 に入 り頻 繁 に使 用 さ れ る よ うに な った 。 教 育 に関 して コ ンパ ク トと い う

言葉 が 用 い られ る よ う に な っ たの は 、1978年 に起 こ った ボ ス トン ・コ ンパ ク ト(Boston

Compact)6)が 有 名 で あ る。 それ は 、 ボ ス トン市 内 に あ る学 校 、 教 育 委 員 会 、 地 元 企 業 や

商工 会議 所 等 が マ イ ノ リテ ィ ー を 中心 に して 、特 に 、 社 会 ・経 済 的 に恵 まれ な い青 少 年 の

雇用 保 障 に関 して 、相 互 の合 意 に基 づ い て教 育 的協 定(co叩act)を 結 ぶ とい う ことで あ っ

た 。 具 体 的 に は 、 学 校 改 善(ド ロ ップ ァ ウ ト等 の 退 学 者 の 減 少 と基 礎 学 力 の 向上)の た め

に、 地 元 企 業 の 技 術 者 や教 育 専 門 家 が コ ンパ ク トを 交 わ した学 校(主 に公 立 中等 学 校)へ

直 接 出向 き、 児 童 生 徒 を指 導 した り、 学 校 の 夏 期 休 暇 期 間 を 利 用 して 地 元 企 業 へ 職業 実 習

に出か け る等 の活 動 を通 じて 、 コ ンパ ク トで 交 わ した 目標(学 校 改 善 や 青 少 年 の 雇 用保 障)

を 達 成 しよ うと い う もの で あ っ た。 す な わ ち 、 地 元 企 業 が 求 め る質 の良 い労 働 力 を 公 立 学

校 が う ま く供 給 で き るか ど うか が 課 題 に な っ た 。地 元 企 業 は そ の た め に 、 学 校 改 善 の た め

の 資金 援 助 を した の で あ る。 当 然 相 互 の 合 意 した 目標 達 成 が で き な け れ ば コ ンパ ク トの存

続 は 危 機 を 向 か え る こ と に な る。

この よ うな コ ンパ ク トに基 づ く学 校 と地 域 社 会 の パ ー トナ ー シ ップが 、 そ の 後 もア メ リ

カ の 都 市 部 を 中 心 に生 ま れ た 背 景 の 一 っ は 、連 邦 政 府 の教 育 政 策 に よ る と ころ が 大 き い。

1981年 、 従 来 の 初 等 ・中等 教育 法 に代 わ り新 教 育 法(ECIA:EducationalConsolidation

andI叩rovementActof1981)に 修 正 され 、 連 邦 政 府 の 教 育 権 限が 大 幅 に各 州 や 地 方

自治 体 へ 委 譲 さ れ た 。 また 、1984年 に 成 立 した 「経 済 安 定 の た め の教 育 法(Education

forEconomicSecurityAct)」 の 目標 の一 つ に 「地 域 の 学 校(初 等 ・中等 学 校)と 企 業 、

コ ミュニ テ ィ ー、 大 学 な どの 高 等 教 育 機 関 と の パ ー トナ ー シ ップ を 促 進 す る こ と」TJが あ
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げ られ た 。 さ ら に1994年3月 に民 主 党 の ク リン トン政 権 下 で 成 立 した 『ア メ リカ教 育2000

年 法 』(共 和党 の プ ッ シ ュ政 権 か ら引 継 つ い だ法 案)の 中 で 示 さ れ た8っ の国 家 目標 の 中

の 一 っ に 「すべ て の学 校 は 、 児童 生 徒 の 社 会的 、 情 緒 的 、 学 問 的 成 長 を増 進 させ るた め に、

親 の 関 与 と参加 を促 進 す るよ うな パ ー トナ ー シ ップ を 強 化 す る こ と」B)が あ げ られ た。 す

なわ ち 、80年 代 後 半 か ら90年 代 に か けて 学 校 と地 域 社 会 を 結 ぶ パ ー トナ ー シ ップ と称 す る

コ ンパ ク ト(教 育 的 協 定)は 連 邦 政 府 か らお墨 付 きを 受 けた こ とに な っ たの で あ る。

例 え ば 、 「家庭 と学 校 を結 ぶ パ ー トナ ー シ ップ法(TheFa皿ily-SchoolPartnership

Act(Chapter1290,Statuesof1994))」 で は、 学 校 にお け る子 ど もの 教 育 活 動 の た め に

父 母 が年 間(aschoolyear)最 高 で40時 間職 場 を 離 れ る こ とが 許 され る こ とを 規定 した。

ま た、1995年 カ リフル ニ ア州 知 事 ウ ィル ソ ンは、1997年 まで に州 内 の 各 教 育 委 員 会 や学 校

が 「家 庭 と学 校 を結 ぶ コ ンパ ク ト」 の モ デル を 開 発 す る新 しい法 案9)に 署 名 した 。 こ こで

用 い られ る コ ンパ ク トの概 念 は 「子 ど もの学 習 援 助 の た め に、 子 ど も 自身 、 父 母 、 教 師 、

地 域 住 民 や教 育 委 員 会 が 共 に協 力 す る と い う合 意 に基 づ いて 協 定 を結 ぶ こ とで あ る。 そ の

教 育 的 協定(コ ンパ ク ト)を 築 くた め に、 学 校 が コ ミュニ テ ィ ーや 地 元 企 業 の 参 加 を 積 極

的 に呼 び か け る。 」10)と い う もの で あ る。

この よ う に、 家 庭 、 学 校 や 地 域 社 会 を 結 ぶ た め の パ ー トナ ー シ ップ の 法 的 な基 盤 整 備 が

90年 代 に 入 り進 展 した。 そ の 背 景 の 一 っ に大 都 市 に 位 置 す る大 学 が リー ダ ー シ ップを 発 揮

して大 学 ・学 校 と地 域 社 会 の パ ー トナ ー シ ップ を促 進 した事 が 一 因 で あ る。

例 え ば 、 ・TheBostonUniversity-CityofChelsea(ボ ス トン市)

・JohnGoodlad'sNationalNetworkforEducationalEeneWal(シ ア トル 市)

'JamesComer'seffortsinNewHaven(ニ ュ ー ・ヘ ブ ン市)

●TheUniversityofPennsylvaniaWiththeAestPhiladelphiaImprovement

Corps(フ ィ ラデ ル フ ィ ア市)な ど。

次 に筆 者 が ア メ リカ 留 学 中 に関 わ り、1995年 秋 に再 び訪 問 した ペ ン シル ベ ニ ア大 学 の事

例 を 紹 介 す る。

2.ペ ン シルバ ニ ア 大 学 の大 学 ・学 校 と地 域 社 会 のパ ー トナ ー シ ップ

1985年 、 フ ィラ デ ル フ ィ ア市 に あ るペ ン シル ベ ニ ア 大 学 が 中心 と な って 、 大 学 に 隣接 す

る学 校 や地 域 社会 とパ ー トナ ー シ ップ を 結 び、 地 域 社 会 の 教 育 や 福 祉 活 動 に積 極 的 に 、参

加 し、 教 育 研 究 実 践 を 行 う こ とを 目的 に した西 部 フ ィラ デ ル フ ィア地 域 改 善 部 隊(NEPIC:

TheAestPhiladelphiaImprovementCorps)が 発 足 した。 この プ ロ グ ラ ム に関 わ って い

る、大 学 の 教 員 ス タ ッフ 、 大学 院 生 ・学 生 、 地 域 の 学 校 教 員 や生 徒 、 地 域 住 民 が 、 一 っ の

学 習社 会(LEAgNINGSOCIETY)を 形 成 した。 す な わ ち、 従 来 の大 学 像 は 、地 域 社 会 や 学 習

社 会 とは 孤 立 無 縁 な、 ア カ デ ミズ ムの 巨塔 と して 、 地 域 社 会 や一 般 の 人 々 か ら隔 離 され た

存 在 で あ った。 例 え ば 、 大 学 が 現 実 に地 元 地 域 社 会 が 抱 え る、 人 種 、 貧 困 、麻 薬 、 暴 力 、

教 育 等 の 社 会 問 題 に対 し直 接 、 関 わ り研 究 実 践(例 え ば 、 ア ク シ ョ ン ・ リサ ーチ や、 学 習
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の拠 点 と な る図 書 館 等 の運 営)等 を 大 学 が 主 体 的 に行 う こ とは 、 そ れ まで の ア メ リカ社 会

で は ほ とん ど見 られ なか った。

1980年 代 に入 り、 大 学 の役 割 が 、研 究 、 教 育 、 と地 域 へ の サ ー ビス の3領 域 へ 拡 大 され

る中 で 、 これ らの3つ の機 能 を 創 造 的 に 、 ダ イ ナ ミ ック に、組 織 的 に融 合 し、 無 知 や 貧 困

にあ え ぐ大 学 の地 元 地 域 社 会 の人 々 に対 して 救 済 活 動 が 開 始 され た。 す なわ ち、 科 学 的 知

識(hu皿aneapplicationsofscientificknowledge)を いか に人 間 味 あふ れ る もの にす

る こと が 、 大 学 ・学 校 と地 域 社 会 の パ ー トナ ー シ ップ に求 め られ た。 大 学 は、 グ ロ ーバ ル

な学 習 社 会(GlobalVillage)に お いて 、 地 域 社 会 が 抱 え て い る様 々 な問 題 解 決 の 中心 的

役 割 が 期 待 され た。 そ の よ うな大 学 の 役 割 は2i世 紀 に向 けて の ア メ リカ社 会 に と って必 要

不 可 欠 で あ ると い う共通 理解 が ペ ンシル ベ ニ ァ 大 学 の知 識 人 の 問 で 生 ま れ た の で あ る。 こ

の 共 通 認 識 が キ ャ ンパ ス ・コ ンパ ク トを 築 く機 会 と な った。

フ ィ ラ デ ル フ ィア 市 は 全 米 で も第5番 目の 大 都 市 で あ る。 そ の 中 で も、 ペ ンシル ベ ニ ア

大 学 の 位 置 す る西 部 フ ィ ラデ ル フ ィ ア は貧 困 に あえ ぐ生 活 保 護 を 受 け て い るマ イ ノ リテ ィ

ーの人 々 が 多 く住 ん で い る地 域 で あ った 。 主 に、 黒 人 、 東南 ア ジア 系 、 ヒス パ ニ ック系 の

移 民が 多 か った。 ペ ンシ ルベ ニ ア大 学 周 辺 地 域 社 会 の 貧 困 を大 学 だ け の 力 で 解 決 す る こと

は困 難 で あ った。 地 元地 域 の公立 学 校 、 企 業 、 組 合 、 コ ミュニ テ ィ ーの 組 織(商 工 会 等)、

フ ィラデ ル フ ィア市 当局 、 ボ ラ ンテ ィ ア組 織 等 と のパ ー トナ ー シ ップを 大 学 が リーダ ー シ ッ

プを 発 揮 して 検 討 した。 特 に、 人 文 社 会 学 系 大 学 教 員 と学 生 達 は、 地 元 地 域 社 会 の 中 か ら

の学 習(thenecessaryoflearningfromandWiththeco皿munity)を 通 じて 、地 元地

域 社 会 の 人 々を 研 究 対 象 に す るの で な く、 地 域 社 会 に生 き る人 々 と共 存 しな が ら行 う研 究

(reseachingrithandnotonpeople)、 そ して 、 そ の研 究 成 果 が 地 元 地 域 社 会 の 問 題 解

決 に還 元 で きる と い う共 通 認識 にを 持 った 。

1981年 、 ホ ッキ ニ ー(Hackney,Sheldon)が 新 学 長 に就 任 す る と、 学 長 は 自 らが リ ーダ

ー シ ップ を 発揮 して よ り具 体 的 なパ ー トナ ー シ ップ の実 現 に 向 け て
、 全 学 を あ げて 推 進 し

よ う と した 。特 に 、 ペ ン シルベ ニ ァ大 学 の 教 養 学 部(TheSchoolofArtsandSciences)

の地 域 社 会政 策 研 究 室(OCOPS)の プ ロ グ ラ ム は 、 従 来 か ら、 地 域 社 会 と最 も密接 な つ な が

りを持 って い た 。 す なわ ち、 学 部 学 生 の た め に特 色 あ る学 際 的 な セ ミナ ー(featuring

interdisciplinaryse皿inars)、 夏期 実 地 研 修(summerinternships)や フ ィ ラデ ル フ ィ ア

市 の社 会 サ ー ビス 機 関 と の研 究 提 携(researcbaffiliationsWithsocialservice

organizations)等 の プ ログ ラ ムが 従 来 か ら存 在 して い た。 これ らの プ ロ グ ラ ムを よ り効 果

的 に機 能 させ る た め に、 西 部 フ ィ ラデ ル フ・イァ 地 域 改 善 部 隊((EPIC)が 結 成 され る こと に

な っ たの で あ る。

(1)西 部 フ ィ ラ デ ル フ ィ ア 地 域 改 善 部 隊(NEPIC)

1985年 に誕 生 した西 部 フ ィ ラデ ル フ ィ ァ 地 域 改 善 部 隊(NEPIC)は 、 ま ず 初 め に 、 ペ ンシ

ルベニ ア 大学 に隣接 す る7っ の公 立 学 校 と の連 携 と活 性 化 運 動(revitalizationmove皿ent)

を 展 開 した 。 そ れ は 、大 学 近 隣 の 経 済 ・社 会 的 に 、 困 窮 して い る地 元 地 域 社 会 を 改 善 す る
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た め に は、 大 学 周 辺 の 学 校 が 戦 略 的 に重 要 な教 育 機 関 に な る と考 え た か らで あ る。 す なわ

ち、 パ ー トナ ー シ ップ に つ いて 、 地 元 地 域 社 会 の 人 々 と共 通 認 識 を持 っ た め に コ ンパ ク ト

(教 育 的 協 定)を 結 ぶ こ とが 重 要 に な った 。 特 に、 大 学 が リー ダ ー シ ップを 発 揮 して 実 践

され る大 学 、学 校 と地 域 社 会 の パ ー トナ ー シ ップを キ ャ ンパ ス ・コ ンパ ク トと呼ぶ よ うに

な った。 学 校 や大 学 の カ リキ ュ ラ ム を 地 域 社 会 に根 ざ した 、 よ り具 体 的 で実 践 的 な もの(

community-centeredandactionoriented)に 改善 しよ う と試 み た。

1985年 春 、 ペ ン シル ベ ニ ア大 学 の 地 域 社 会 政 策 研 究 室(OCOPS)は 、学 部 学 生 の た め に 「

都 市 部 の大 学 と地 域 社 会 と の連 携(UrbanUniversity-Co皿 皿unityRelationships)」 と い う

歴 史 セ ミナ ーを 開 設 した。 この セ ミナ ー に は 、 学 長 の ホ ッキ ニ ーや歴 史 学 教 授 の ベ ンソ ン

(Benson,L.)、 教 養 副 学 部 長 の ハ ー カ ビ ー(Harkavy,1.)も 、 ス タ ッフ と して加 わ った。

例 え ば 、 ・10代 の 失 業 問 題 を 研 究 テ ーマ に した学 生 達 は 、地 域 社 会 に現 存 す る企 業 で 、 就

職 可 能 な職 場 を 失 業 者 に斡 旋 す る ボ ラ ンテ ィア 活 動 し、 失 業 問 題 を抱 え る地 域

社 会 につ い て の 分 析 を 行 い 単 位 を 取 得 した 。

・1985年 、MOVEの 火 災11)が あ った地 域 の 小 学 校(theBryantMurals)の 壁

の ペ ンキ塗 や 学 校 周 辺 に植 木 を 植 え た り、 環 境 の 美 化 へ も積 極 的 に学 生 や 地 域

住 民 が 参 加 した。

ま た 、 放 課 後 学 習(after-schoolprojects)で は、 現 場 の教 師 や 大 学 生 が 、 ボ ラ ンテ ィ

ァ で 、 公 立 学 校 の 正 規 授 業 の 補 修 授 業 を 行 った 。 この よ うな 活 動 が 以 後 、 ペ ン シルベ ニ ァ

大学 近 隣 の大 規模 総 合制 高 校(2校)や ミ ドル ・ス ク ール(3校)、 それ に小学 校(2校)

まで 、 拡 大 され た。 これ が 西 部 フ ィ ラデ ル フ ィ ア地 域 改 善 部 隊(WEPIC)設 立 の き っか け

に な った の で あ る 。

現 在 で は、年 間 を通 じて 大学 生 、大学 院生 、公 立 学 校 の 子 ど も達 、 父母 、地 域 社 会 の人 々

が 、 この パ ー トナ ー シ ップ(AEPIC)に 参 加 して い る。 特 に 、 街 の 緑 化 、 パ イ プオ ル ガ ン

の補 修 、落 書 きの 除去 や 清 掃 、地 元 地 域 学 習(communitystudies)、 コ ン ピュ ータ ー講 座 、

レク リエ ー シ ョ ン、 高 齢 者 の 福 祉 、 美 術 や 工 芸 、 ドラ マ や ダ ンス 等 の プ ログ ラ ムが 行 わ れ

て い る。 これ らは 、 学 校 の 放 課 後 や 週 末 に開 か れ て い る。 また 、 これ らの プ ログ ラ ム に関

わ る人 々が ペ ン シル ベ ニ ア 大 学 の 中 で 全 学 的 に拡 大 して い っ た。 教 養 学 部 、教 育学 部 、社

会 学 部 、 芸 術 学 部 、看 護 学 部 、 ア ンネ ンバ ー グ ・コ ミュニ ケ ー シ ョン学 部 、 歯 学 部 、 ウ ォ

ー トン企業 経 営 学 部 、 薬 学 部 等 ま で が 、 このパ ー トナ ー シ ップ の プ ロ ジ ェ ク トに参 加 して

い る。 ま た機 械 工学 部 や 法学 部 の 学 生 や 教 員 もボ ラ ンテ ィ ア と して 参加 した い る。 そ こで、

教 養 学 部 長 は さ ら に、 社 会 サ ー ビス の た め の ペ ンシ ルベ ニ ア大 学 プ ロ グ ラ ム(PPPS:Penn

Progra皿forPublicService)と い う大 学 講 座 を 新 設 した。 さ らに 、 現 在 で は、 ペ ン シル

ベ ニ ア 大 学 コ ミュニ テ ィ ー ・パ ー トナ ー シ ップ ・セ ン タ ー(CenterforCommunityPart-

nerships,UniversityofPennsylvania)と して 大 学 組 織 の 一 機 関 に ま で 発展 した。

(2)ペ ン シルベ ニ ア大 学 地 域 サ ー ビス プ ロ グ ラ ム(PPPS)

1985年 のAEPICの 発 足 を き っか け に ペ ン シル ベ ニ ア 大 学 講 座 に新 設 され たPPPSの 中 で 、
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現 在 で も特 に継 続 さ れ 、 発展 して い るキ ャ ンパ ス ・コ ンパ ク トの 事 例 に っ い て 、 ペ ンシル

ベ ニ ア 大 学 の 地 元 地 域 に あ る2っ の 公 立 学 校 を 例 に 見 なが ら、 大 学 、 学 校 と地 域 社 会 の パ

ー トナ ー シ ップ活 動 の事 例 と して 紹 介 す る
。

ア)タ ーナ ー中 学 校 の実 践12}

1989年 、 ペ ンシルベ ニ ア大 学社 会 学部 で 社 会 学 を専 攻 して い る ドレス ナ ー と い う学 生 は、

NEPICの 学 生 ボ ラ ンテ ィア ・ス タ ッ フ と して 夕 一ナ ー 中学 校(JohnP .TurnerPiddle

Schoo1)で 学 習 指 導 補 助 員(tutorと して 子 ど もの 学 習 援 助)を して い た。 また 、 彼 女 は 陶

芸 技 術 を 身 に付 けて い た ので 、 タ ーナ ー 中学 校 の 美 術 担 当 の ク レモ ン先 生 と共 同 して 、 今

ま で 使 用 され て い なか った陶 芸 の た め の 教 室 を 、 週2日 、6年 生 と8年 生 に 教 え 、週 末 に

は、 地 域 社 会 の住 民 の た め に、 夕 一ナ ー陶 芸 教 室(potteryinTurner'sCom皿unity

SchoolProgram)を 指 導 した。 ま た 、 ペ ン シル ベ ニ ァ 大 学 に は 、 陶 芸 の設 備 が な か った た

め に、 陶芸 に興 味 の あ る芸術 専 攻 の学 生 まで が 、 地 元 タ ーナ ー中学 校 へ 通 うよ うに な った。

ドレス ナ ーは学 位 論 文 で 「都 市 部 の コ ミュニ テ ィ ー ・ス ク ール の ため の 多 元 的 文 化社 会 の

学 習 内容 に 向 け て:タ ー ナ ー 中学 校 で の 陶 芸 と文 化 研 究 の ワ ー ク シ ョ ップ の事 例 研 究(

TowardsaMulticulturalSocialStudiesCurriculu .皿fortheUrbanCo皿 皿unitySchool

APotteryandCulturalStudiesworkshopattheTurnerPiddleSchool,asaCase

Study)」 を 書 い た 。 これ らの活 動 が 発 展 して 、 ス ワス モ ア ー大 学(SWarthmoreCollege)

の学 生 や 教 員 まで が 参 加 し、 ス ワス モ ァ ー大 学 とペ ン シル ベ ニ ァ大 学 の 共 同 の 学 校 改 善 セ

ミナ ーへ 発 展 した 。 ま た、 現 在 で は 「タ ー ナ ー/ウ ィ ピ ック新 聞(Turner/NEPICNeWS-

letter)」 を 年4回 発 行 して い る。

タ ーナ ー中 学 校 は 西 部 フ ィラ デ ル フ ィ ァ地 域 に お いて 、 総 合 制 コ ミュニ テ ィ ー学 校(

ComprehensiveCo皿 皿unitySchoo1)と して の役 割 を 担 う こ とな った 。 土 曜 日の週 末 講 座 は

200名 を 越 え る児 童 生 徒 や地 域 住 民 が 集 ま り、 ま た 、水 曜 日の成 人 教 室 で は、150名 を越

え る地 元 地 域 住 民 の 生 涯 学 習 の場 に発 展 して い っ た。 放 課 後 の職 業 訓 練(After-School

JobTraining)や 宿 題 クラ ス も誕 生 した。 さ らに、 早 朝 コ ン ピュ ー タ ー教 室 や 、 学校 内 学

校(SchoolwithinASchool)で は 、5人 の 教 師 と140名 の生 徒 に よ る地 域 社 会 に根 ざ した

教 育 実 践 が 行 わ れ る よ うに な った 。

イ)ウ エ ス ト ・フ ィラ デ ル フ ィ ア高 校 の 実 践13)

1988年 、 ペ ン シル ベ ニ ア大 学 の キ ャ ンパ ス ・コ ンパ ク トに基 づ い て 、 ウエ ス ト ・フ ィ ラ

デ ル フ ィ ア学 生 研 究 実 習 プ ログ ラ ム(TheNestPhiladelphiaStudentApprenticeshiP

Progra皿)が ス タ ー トした。 この プ ログ ラ ム は 、高 校 生 が 、 地 元 地 域 社 会 の 歴 史 や 文 化 を 調

査研 究 し本 を編 集 出 版 援 助 す る とい う もの で あ る。 ウエ ス ト ・フ ィラ デ ル フ ィア高 校 で研

究 実 習 プ ロ グラ ム を 行 う た め に新 た に7名 の教 員 が 採 用 さ れ、AEPICの ス タ ッ フ、 フ ィ ラ

デ ル フ ィ ア教 育 委 員 会 の教 育 委 員 、 ペ ン シ シル ベ ニ ァ大 学 の教 員等 で 構 成 さ れ た運 営 委 員

会 が結 成 さ れ た 。

ウエ ス ト ・フ ィ ラ デ ル フ ィア高 校 に在 籍 す る9～12学 年 の優 秀 な 高 校 生 を 対 象 に 、 特 別

クラ ス を 編 成 し、 教 員 や ペ ンシル ベ ニ ア大 学 の 学 生 ボ ラ ンテ ィア が 高 校 生 の グル ープ 学 習
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を 援 助 す る こ とに な った 。 当初 、 シラ キ ュ ー ス大 学 教 育 学 部 の グ ラ ン ト(Grant,G.)、 や

ボ ー ガ ン(Bogdan,R.)の 高 校 生 の エ ソ ノ グ ラ フ ィ ー研究 に 基 づ いて 、 プ ロ グ ラム は 運 営 さ

れ た。 ラ イ トフ ッ ト(Lightfoot,S.)の 「素 晴 ら しい高 校(TheGoodHighSchoo1)」14}

が テキ ス トに選 ば れ た 。 そ の高 校 生 の 学 習 集 団 を母 体 に 「西 部 ニ ュ ー ス 新 聞(TheNestern

NeWSIetter)」 の発 刊 に こ ぎつ け た 。 そ の 学 校 新 聞 で 取 り上 げ られ た ウエ ス ト ・フ ィ ラデ

ル フ ィァ高 校 のパ イ プ オ ル ガ ンの歴 史 を 高 校 生 達 が 調 査 した ことが き っか け と な り、 パ イ

プオ ル ガ ン補修 の プ ロ グ ラ ムが 始 ま った 。 そ の学 校 新 聞 を 媒 体 に、 写 真 、 エ ッセ イ、 詩 、

グ ラ フ ィ ッ ク等 の実 践 的 な ク ラ ス が 高 校 に特 設 され た 。 フ ラ ンス の フ レネ 学 校 の よ うな 実

践 が キ ャ ンパ ス ・コ ンパ ク トを き っか け に生 まれ た 。 特 に学 校 新 聞 の編 集 で は、 地 域 社 会

が 抱 え て い る社 会 問題 につ い て の 討 論 等 を 通 じて 、 児 童 生 徒 の作 文 力 向 上 や 子 ど もひ と り

一 人 が 自分 自信 に 対 す る 自信 を 深 め 、 学 力 向 上 や ドロ ップ ア ウ ト率 の改 善 に寄 与 した との

評 価 を 得 た 。

この よ うな 学校 と地 域 社 会 の パ ー トナ ー シ ップ と い う形 態 を と りな が ら大 学 が 主 体 的 ・

積 極 的 に地 元 地域 社 会 サ ー ビス に対 して 取 り組 ん だ 背 景 に は 、大 学 内部 か ら学 長 の リー ダ

ー シ ップ を 中 心 に キ ャ ンパ ス ・コ ンパ ク トに 対 す る共 通 理 解 の 波及 と大 学 教 育 改 革 に対 す

る地 域 社 会 か らの 要 請 が 考 え られ る。 そ の 大 学 教 育 改:革 の一 つ がPPPSを 母 体 に して生 ま れ

た ペ ン シル ベ ニ ア 大 学 コ ミュニ テ ィ ー ・パ ー トナ ー シ ップ ・セ ン タ ーで あ る 。

(3)ペ ン シ ル ベ ニ ア 大 学 コ ミ ュ ニ ィ ー ・パ ー ト ナ ー シ ッ プ ・セ ン タ ー

1992年 に設 立 さ れ た ペ ン シル ベ ニ ア 大 学 コ ミュニ テ ィ ー ・パ ー トナ ー シ ップ ・セ ンタ ー

(CFCPS:CenterforCo皿 皿unityPartnerships,UniversityofPennsylvania)15)の 目

的 は4っ あ った 。 ① 全 学 を 挙 げ て 地 元 地 域 社 会 サ ー ビス の た め の大 学 プ ロ グ ラ ム に学 内 で

調 整 を 諮 りな が ら協 力 す る こ と。 ② 大 学 と地 元 地 域 社 会 の間 の パ ー トナ ー シ ップを 刷 新 し

よ り効 果 的 な連 携 を 築 く こ と。 ③ ペ ン シル ベ ニ ア大 学 と地 元 地 域 住 民 との 新 た な共 通 理 解

を 育 み なが ら、 相 互 理 解 を 深 め る こ と。 ④ 高 等 教 育 機 関 が地 元 地 域 社 会 に貢 献 で き るよ う

な 全 米 的 な ネ ッ トワ ー クを 強 化 す る こ と。 これ らの 目標 を 達 成 す る た め に 、 当初 、CFCPS

は 次 の よ うな3つ の活 動 を 中 心 課 題 と して 取 り組 ん だ 。 「1.地 域 社 会 住 民 の 基礎 学 習 援 助

(Academically-BasedCom皿unityServiceLearning)」 、 「2.従 来 か らの 地 域 サ ー ビス

(DirectTraditionalService)」 と 「3.地 域 社 会 と地 域 経 済 の発 展(CommunityandEc

onomicDevelopment)」 で あ る。

特 に、 第1番 目の 地 域 社 会 住 民 の 基 礎 学 習 援 助 に関 して は、1995年 の ペ ン シルベ ニ ア大

学 秋 学 期 か ら、 西 部 フ ィ ラ デ ル フ ィ ア地 域 住 民 の 学 習 活 動 を援 助 す るた め に36講 座 が 開 設

され た。 例 え ば 、 具 体 的 に大 学 教 員 、 大 学 院 生 や 学 部 学 生 が地 元 地 域 社 会 の公 立 学 校(大

学 周 辺 の2つ の 小 学 校 、3っ の ミ ドル ・ス ク ール 、2っ の高 等 学 校 等)に 年 間 ま た は夏 学

休 暇 期 閤 に ア ク シ ョ ン ・リサ ーチ の形 で 、 教 育 活 動 、 レク リエ ー シ ョ ン活 動 や地 域 サ ー ビ

ス活 動 を 経 験 し、 地 域 社 会 の 抱 え る 問 題 を 地 域 社 会 に根 ざ した 方 法 で 取 り組 む とい う もの
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で あ る。 そ の よ うな活 動 を 通 じて 、 公 立 学 校 教 育 の 内容 を 活 性 化 しよ う と試 み て い る。 こ

の よ うな キ ャ ンパ ス ・コ ンパ ク トの実 践 の 一 っ で あ るペ ン シル ベ ニ ア大 学 の 「全 米WEPIC

模 範 計 画(TheNationalWEPICgeplicationProjrct)」 が1994年11月 、 リー ダ ー ズ ・ダ

イ ジ ェス ト財 団 等 か ら、3年 聞 に百 万 ドル の 資 金 援 助 を獲 得 した 。

第2番 目の地 域 サ ー ビス につ いて は 、す で にペ ンシル ベ ニ ア大 学 の75%以 上 の学 生 が様 々

な 形 で 地 域 奉 仕 活 動 に参 加 して い る。 例 え ば 、1995年 秋 の新 入 生 の 千 人 以 上 が 新 入 学 オ リ

エ ンテ ー シ ョ ンの 期 間 中 に 、地 元 地 域 社 会 の 清 掃 ボ ラ ンテ ィア や ホ ー ム レス の改 善 計 画 に

参 加 した 。

また 、 第3番 目 の地 域 社 会経 済 発 展 にっ いて は 「西 部 フ ィ ラデ ル フ ィア購 買 運 動(Buy

AestPhiladelphiaProgram)」 を 通 して 、 大 学 が 積 極 的 に 地 元 地 域 か ら物 品 を購 入 しよ

う と い う運 動 を 展 開 して い る。 そ の よ う な活 動 を 通 して 地 域 経 済 の 活 牲 化 を 図 ろ う と して

い る。 具 体 的 に、1987年 に ペ ン シル ベ ニ ァ大 学 が 地 元地 域 か ら物 品 を 購 入 した総 額 は約 二

百 万 ドル で あ ったが 、1994年 に は千 五 百 万 ドル まで 増 加 した 。 さ らに、1994年 度 中 に 、大

学 は 二 百 八 十 万 ドルを 地 元地 域 マ イ ノ リテ ィ ー企 業 か らの 物 品 購 入 費 に 当 て た 。

この よ うな大 学 、 学 校 と地域 社 会 の パ ー トナ ー シ ップ を 促 進 す る た め に 大学 機 関 内 部 に

自発 的 ・積 極 的 に誕 生 した コ ミュニ テ ー ・パ ー トナ ー シ ップ ・セ ンタ ーは 大学 を 取 り巻 く

現 実 の 社 会 問 題 と対 峙 しな が ら、 具 体 的 に社 会 問 題 を 大 学 問 題 の 一 部 と して 見 な し、 問 題

解 決 に向 けて 大学 全 体 の教 育 研究 実 践 活動 を コ ー デ ィ ネ ー トす る役 割 を担 って い る。 ま た、

従 来 か らあ る 「社 会 と無 関 係 に存 在 す る ア カ デ ミッ ク な 巨塔 」 と して の 大 学 イ メ ー ジか ら

の脱 却 も試 み て い る。 そ して 、 パ ー トナ ー シ ップ と い う形 態 を 通 して 、 地 域 社 会 に開 か れ

た高 等 教 育 研 究 機 関 の 在 り方 を 模 索 して い る。

3.大 学 、学校 と地域 社会のパ ー トナー シ ップの課題

ここで取 り上 げたペ ンシルベニ ア大学 におけ る高等教育研 究機関の改革 は、す でに10年

以上が経過 した。 しか し、 このよ うな大 学内部か ら生 じた大学が リーダ ーシ ップを発揮 し

て運営 されてい るパ ー トナ ーシップの実践は、全米で も少な い。 日本 にお いては大学改革

は叫ばれて いるが、大学 、学校 と地域 社会のパ ー トナ ーシ ップは皆無 であ る。それ ほど大

学 とい う組織を内側か ら改革す るのは難題で ある。 ペ ンシルベニ ア大学 の事例 にお いての

一つの特 徴 は、学長 自 らが リーダ ーシ ップを発揮 して、21世 紀 の大学 が求め られて いる教

育 。研究 ・地域サ ー ビス の3っ の役割 を積極的 に推 進 した ことであ る。特 に、学部教育 の

中心であ る教養学部が リーダ ーシ ップを発揮 して教育 と地域 サ ービス に重点を おいた21世

紀に向けての大学教育 の在 り方を問 う大学 改革で もあ る。大学 にお ける基礎教育 の全てを、

国家や アカデ ミックな研究 のためだ けで な く、大 学が立脚 してい る地域社会 の中か ら、地

域社会の住民 と共 に、大学 研究 者、学生一人 ひ とりが、地域社 会の抱え てい る問題解 決へ

向 けて共通認識 に立 って初 めてパ ー トナー シップは現実化 した。大学改革 には、財政 的裏

づ けや優れ た人材が必要で あ ることは十分予想 で きるが 、それを具体的 な実 践 に移すた め

には、大学首脳人 の リーダ ーシ ップと大学 、学 校 と地域 社会が抱えて い る現実の社会問題
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を手が か りに しなが ら教育 ・研究 しようとす る大学教 員の姿勢が必要不 可欠であ る。 その

よ うな共 通理解 を築 くためのキ ャ ンパス ・コ ンパ ク トに基づ いたパ ー トナ ーシ ップの構築

が、今 後の大学 、学校 と地域社 会のパ ー トナー シップを発展 させ るための課題であ る。
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チ ャー タース クール にみ る新 しい連携

一教育資源 と しての教師 の活用 一

本図愛実

はじめに

アメリカにおける 「学校 と地域社会との連携」は、地域産業と学校 という伝統的な連携

から、8(庫代以降教育改革の原動力としての連携へと大 きく変容 したu。新 し4観 点に立

つ職業教育の実践 も含め、■連の国家をあげての教育改革のなかで、制度の構造的変革を

意図 した連携が行われるようになったのである。

こうしたなか、チャータースクールは教育改革手法の一つとして登場 した。チャーター

スクールとは教師の教育の自由を基本とする、契約更新式の極めてユニークな公立学校で

ある。本特別研究のテーマである 「学校と地域社会との連携」とは 「学校を地域社会に開

き、学校内外の学習経験お よび教育資源 を重視 し、活用」することを意味しているa。

チャータースクールにおいては、古 くて新 しい、そして最 も重要な教育資源である教師を

最大限に活用することが目指され、そのため州 と学区は新 しく大胆な連携の関係 を取 り結

んでいるのである。

本稿では、このような文脈におけるチャータースクールの構造を明らかにすることを目

的と設定する。具体的には、最 も積極的に学校選択による教育改革を進めている州である

ミネソタ州を中心として、教育改革における教師、チャータースクールをめぐる連携の関

係、チャータースクールによる実際の教育実践について検討していく。

1.教 育改革における教師

1.学 校選択の登場 と実施

周知の通 り、アメリカの教育改革は卓越1生の獲得を目標に掲げてきた。卓越性の獲得

は、アメリカ経済の競争力に対する憂慮に端を発 している。日本を含む諸外国との競争に

勝つためには、一部ではなく国民全体の高い教育達成が必要 であるとされ、アメリカの経

済と将来を案ずる連邦や州の政治家やビジネス団体の主導により改革の口火が切られ、州

法の制定によりいきすぎた多様化の是正等が行われた。 しかし、こうした トップ ・ダウン

型の改革にも限界がみえ始め、ボ トム ・アッフ型の改革が次に続いた。それらは第二の波

と称され、第一の波において論議に参加できなかった地方 レベルの教育家たちが、学校制

度の構造自体を変革の対象 として論議を行なうようになった帥。

構造的変革のための提案の一つに学校選択がある。学校選択は公立学校のみを対象 とす

る学-k選択 と、公立/私 立学校の両方を対象 とするプログラムに分けることができる。教

育改革としての学校選択は、1980年 初頭、後者のプログラムであるヴァウチャーの採用

を将来像にもつ共和党により、政策の表舞台に登場 してきた。それまではマグネットス
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クールや局所的な地域での実践にす ぎなかった学校選択が、にわかに政治色を帯び、内外

の関心を集めることとなったのである。共和党のヴァウチャー推進に対 し、民主党は公立

学校 を対象とする学校選択を支持 し、レーガン、ブッシュと共和党の大統領が上程 したヴ

ァウチャー案をいずれも廃案へ と持ち込んだ。 しか しながら、.レーガンとブッシュのヴァ

ウチャー提案には異なる側面がある。両者 とも宗教団体を支援団体の一つとしているもの

の、 レーガンは小さな政府の一貫として財政削減のためヴァウチャーを提案 し、教育大統

領を自認していたブッシュは、地方レベルの学校選択に関する論議に連関しなが ら、教育

の構造的変革をもたらすものとしてヴァウチャーを提案 しだ 。

一方、強力な政治団体でもある全米教育協会(NEA)、 アメリカ教員連盟(AF"1'.)な ど

の教員組合は、民主党と協力関係にありながらも、断固として学校選択に反対 した。教育

組合が学校選択に激 しく反対す る理由は、学校衰退の主因が教育における官僚制に設定さ

れ、それを打破するために学校選択の推進が語られることにあった。チャブとモー

(Chubbエ&Nloe>T.)の共著Politics,MarketsandAmeri'ca'sSchoaLsによる議論はその典型である。

彼らの議論において、教育の官僚制 とは、直接的な民主政治(ciirectiy(iemocraticpditi(S)によ

る現行の公立学校制度を意味し、教育における官僚 とは、公立学校制度の運営者、すなわ

ち行政担当者や教員を指す。平等、公正を目的とする民主的なコントロールは、民主的で

あろうとすればするほど規則力将 細 となり、形式化が進行する。そのような公立学校に比

べ、学習者による学校選択という市場によりコン トロールされている私立学校は、校長の

リーダーシップにより統制された、効果的な学校(effectiveschools)'であるとされている5)。

時系列的なデーターの処理により導かれた、こうしたチャブとモーの知見は、教育界に

大きな衝撃を与えた。教育組合や学校選択に反対する教育学者たちは、教育は商品ではな

い、学習者には選択されにくいが社会にとって重要な経験や価値観が無視される、私立学

校と公立学校の格差は学校組織よりも私立学校力引憂れた生徒 を集められることによる、現

行制度からみて非現実的である、などを主張 し、チャブとモーの知見を否定 してきたδ。

しかし、チャブとモーはそうした批判に精力的に応酬 し、最終的にはヴァウチャー制を

基礎 とする学校制度案の提示や、カリフォルニア州の住民提案174号 以後の新ヴァウチ

ャー導入案を企画 しているの。結局のところ、チャブとモーの知見をめ ぐる論議は、学校

選択 をめぐる議論を活発にし、その革新性を流布することに貢献 したのである。しかしな

がら、学校選択について意見の一致が論議の結果得られたわけではない。学校選択による

教育改革は、教 員不在のまま、公立学校制度の抜本的改革を切望する研究者、政治家、ビ

ジネス団体などの意向を受け、行政の主導により進展 してい くことになった。

教員の不支持は学校選択の進展に大きな影響を与えた。学区外学校 選択(lntexDistrict

Sch(blCh・ice)もその一つである。同プログラムは生徒が自由に州内の全ての公立学校を選

ぶことを可能にする最 も革新的な学校選択プログラムである。ミネソタ州での1987年 の

導入を筆頭にアーカンソー州やマサチューセッッ州など11州力洞 様のプログラムを採用し

ている釦。
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このプログラムは、貧富や人種の差異が学区間格差にそのまま反映されている現状を改

革の焦点においている。学習者の自由な学区間の移動により生徒獲得の競争が学校間に起

こり、学校変革を導 くことが 目指されたのである。 しかし、学校選択推進者たちがこのプ

ログラムのみで現状 を変革できると考えていたわけではなく、次なる学校選択プログラム

が模索され始めていた。その経緯 と学区外学校選択 プログラムの問題 点をミネソタ州の事

例から探ってみよう。

2.ミ ネソタ州6曙 交選択政 策

ミネソタ州 は、地方 を中心 とす る抜本的改革の波 に乗 りなが らも、州主導型の改革 を着

実に押 し進め、様 々な学校選択 プログラムを提供 して きた。そのなかで以下の5つ を基本

的な枠組み としている。それ らは、中f交 選択(Pos硬OQndaryEnrd㎞ent

Options)、 ハイスクール卒業 集中プログラム(SchoolGraduationIncentive

P㎎ram)、 地域学習センター(AreaLearningCentex)、 学 区外学校選択、チ ャータース

クールである。各 プログラムの学校選択政策 における位置づ け と内容 を以下 に説明す る

0

中等後学校選択は、教育組合を中心とする反対勢力との妥協から、学校選択への足掛り

として制定 されたプログラムである。反対派が主張 したような混乱 と不利益がプログラム

施行後に起こらなかったことから、学校選択反対派の力はやや弱体化した。このプログラ

ムでは、ハイスクールの正規の授業として高等教育機関の授業を第11、12学 年の生徒に

提供している。1985年 から実施され、同年の参加者は3,528人、1991年 は7,534人であっ

た。1991年 度までは州が高等教育機関に対 し習得された単位数分の授業料を払っていた

が、1992年 度からは学区が払 うことになった。今後の進展は鈍 くなる可能性が高い。

ハイスクール卒業集中プログラムと地域学習センター は、教育的危機にある子どもを

対象としたもので、中笥 妾学校選択同様、学区外学校選択の導入反対の緩衝としての役割

を果たした。同プログラムにおいては公立、私立学校(非 宗教学校)の オルタナティブプ

ログラムを卒業単位数修得のため履修することができる。

これらのプログラムの存在に支えられ誕生 したのが、公立学校制度の革新的な弾力化で

ある学区外学校選択である。1987年 の導入当初は学区の任意参加か ら成 り立っていた

が、1990年 には全学区参加となった。これに伴い、参加者は1987年 の140人から1991年 に

は9,885人と増大 した。

これらのプログラムに関する改革の成果については、今の ところ肯定的なレポー トが多

い。 しか し、参加者数が依然として少ないことを指摘することができる。90年度の学校選

択の参加者総計は全就学者数の11%、9]年 度は13%と 報告されているが、学区外学校選

択に限定すれば、91年度の全就学者数のうちわずか1%が 学校選択制度を利用 したにすぎ

ない。生徒の自由な移動という点か ら見ると、学区には二つの相反する対応がみられた。

一つは
、生徒の流失により、学校選択、学問的指標についての広報を他の学区よりも行う
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ようになった場合と、教師や他の職員の解雇、コースの停止、学校閉鎖を行った場 合であ

る10。

現段階では学区外学校選択による学校間の生徒獲得競争が学校改善を行ったかどうかを

判断することは難しい。 しか しながら、以下の二つの問題点が学区外学校選択の導入結果

に影響 したと考えられる。

第一は、通学手段の保障、情報の提供についての州の関与が十分でなかったことであ

る。行動の主体を学習者にお くととから、学校選択は費用のかからない安価な改革手法 と

みなされやすい。しかし、教育的に不利な立場にある層に対 して行政が関与 しなければ、

学校選択は教育をめ ぐる格差を広げるだけで しかない。ミネソタ州では、州教育局が学校

選択制度についての1青報を提供 しているが、各学校の教育実践に関する情報の提供や通学

手段の保障は、各学区に委ねられている。学区間の格差が厳然としている現在においては

州 〒政の援助あるいは指導が必要である。

第二は、各学校が積極的に改革に参加 していない点である。学校が生徒を引 き付けるよ

うな特徴をもち、情報を提供 しなければ学校選択は教育改革として機能 しない。進学率と

いう一元的尺度ではなく、危機にある子どもたちを対象とした多様な教育実践による多元

的尺度を提供 する学校を作 らねばならない。第一は予算の増額による解決が可能だが、第

二は学校選択政策の構造的改善が必要 となってくる。つまり、学校の主要な運営者である

教師による改革への関与をいかにして図るかが課題となってくるわけである。

3.チ ャータースクールの考案

教員の参加 という課題を抱える学校選択推進者たちはアメリカ教員連盟(AFT)会 長シ

ャンカー(Shanker,A.)の 発言に着 目した。1988年 、全米記者クラブで彼は、 「教育改革

は十分な速度で進行 していない。改革にエンジンをかける手段として、既存の学校の中

に、完全な自治をもつ学校を設置する認可を教師に与えるべ きである。」 と、→教育コン

サルタント、ブディ(Buddy;R)の アイディアでしかなかったチャータースクールを全米

に紹介 したll)0

シャンカーの発言を受け、ミネソタ州の学校選択推進者たちは、学校選択政策の欠陥を

補うためチャータースクールを検討 し始めた。チャータースクールにおいて教師は、行政

との契約時に結ばれた教育 目標を達成するため、専門性に基づ く自由な学校経営を行うこ

とができる。学校 としての認可は、その教育目標が達成された場 合にのみ更新 される。学

校選択推進者たちは、ある一定期間に教育 目標を達成することを教師の専門性 とし、専門

性をもつ教師に対する信頼が教員の教育に対する熱意をひきだ し、多様な教育実践を行 う

特徴のある学校をつ くりだすと考えたのである璃。このしくみは、全米におけるチャー

タースクールの基本型 となっていった。以上のミネソタ州の学-選 択政策におけるチャー

タースクールの位置づけを図示すると図1の ようになる。
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【図1ミ ネソタ州学校選択プログラムにおけるチャータースクール】

〈反対勢力との妥協〉 〈入学制度の革新的弾力化 〉(教 育的危機にある子どもを対象〉

PEO

]985年 ～

→ 学 区外 学 校 選 択

1987(90)年 一

ハ イ ス ク ー ル 卒 業集 中 プ ロ グ ラ ム

地域 学 習 セ ン ター 等1987年 一

i

〈教 員 の 関 与 〉

チ ャ ー タ ー ス ク ー ル

1992年 一

筆者作成、注)年 は実施年を表わす、()内 は全学区対象 となった年。

教師の専 門性 に対する信頼 とい う点か らすれば、チ ャー タースクールはアメリカ最大の

労 働組合で もある全 米教育協 会(NEA)の 主張 にも沿 っている。全米教育協会(NEA)は 長 らく

「結果に基づ く教育」(Ou㎞meba鎚dEduc蝕)n)を 指針 として掲 げて きた助。結果 に基づ き

契約更新が 行われるチャータース クールの仕組み は、この指針 を現実 の もの としている。

ただ し、全 米教育協会σEA)は 、ヴァウチ ャーの布石 である としてチ ャータースクールに

警戒1を 強め、チ ャータースクール教 師を組合員か ら除外す るなどの態度 をみせている。

に もかかわ らず、チャータース クールは多 くの教 員を魅了 している。その後、19州 がチ

ャータース クール法を成立 させ、チャータース クールの数はわずか2、3年 の間で200校

以上 に拡大 した1勘。連邦 レベ ルにおいて もチ ャータースクールに教育改革の期待がかけ ら

れている。 「初等中等教育法 」の改正版である 「アメリカ学校改善法」(Improving

AmericasSch(ColAct)は 、親 と生徒 の公立学校内における選i択を高め、総合的 な教育改革 を

進展 させる一手法 としてチ ャータースクールをみ な し、連邦補助金の対象 と指定 した琢。

このように個 々の教員 や社会がチ ャー タース クールに対 して魅力 をもつのは、これまで顧

み られなかった教師の専 門性 に信頼 をお くとい う斬新 さにある。学校選択においてだけで

な く、 これ までの多様 な教育改革政策 において初めて、教師の 自治 と権限が 肯定的に捉え

られへ教育改革の起動力 として位置づけ られるようになったのである。

II.チ ャータース クールをめ ぐる連携10

1.州 、学区、チ ャータースクールの連携

教師の専門性に信頼 をお くことか ら成るチャー タースクールは、他 の公立学校 とは異な

り、法律上、財政上、学区か らの独立 を基本 としている。そのため、州 と学区はこれ まで

とは大 きく異なる連携の 関係 を取 り結んでいる。州、学区、チ ャー タースクールの連携の

内容は、認可、契約更新、保健や通学な どの基本的サービスの提供 を主 とする。

とはいえ、その連携の行われ方は各州 によって異なっている。その連携の状態、チ ャー

タースクールの自治の度合、チ ャータース クール数の上限などをもとに、各州のチ ャー

タースクール法は 「強い」法、 「弱い」法 として類別 されている。 「強い」法か ら 「弱
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い」 法 まで を もつ州 を順 に並 べ る と、 ア リゾ ナ、 ミシ ガ ン、 デ ラ ウェ ア、ニ ュ ーハ ンプ シ

ャー、マサ チ ュ ーセ ッッ、テ キサ ス、 カ リフ ォルニ ア、 ミネ ソ タ、 コロ ラ ド、ル イジ ァ

ナ、 ウ ィス コ ンシ ン、ハ ワイ 、 ワ イオ ミ ング、ニ ュー メキ シ コ、 ロー ドア イラ ン ド、 ジ

ョー ジア、 カ ンザ ス、 ア ー カ ンソー、 ア ラス カ と なる。

2.連 携の内容

「強い」法をもつ州におけるチャータースクールは、州、学区どちらとも契約関係を結

ぶことがで き、州が契約締結者である場合、学区はチャータースクールの協力者 として基

本サービスの提供を行 う。 「弱い」法をもつ州においては、チャータースクールは学区に

属する。その中間に位置する法をもつ州においては、 「強い」法をもつ州同様の連携が行

われるが、チャータースクールはまず学区との協力関係が必要とされている。以下にそれ

ぞれを代表する州の規定内容をみてゆく。

最 も 「強い」チャータースクール法をもつ州は、アリゾナ州である。読解力全米35位 、

卒業率44位の同州では、抜本的な改革が強 く必要 とされていた。学校選択推進を掲げて当

選した知事シミントン(Symi㎎bn,F)は 、教育長 グラハム(Giaham,1.)と ともに、

1994年 、チャータースクールの基本的アイディアを具現したチャータースクール法を成

立させた。同州のチャータースクールは完全な独立体であり、大幅な自治を享受 してい

る。ただし、非宗教、授業料を徴収 しないなどの公立学校の規定や、健康、安全、公民権

に関する州の規定は守らねばならない。チャータースクール教師は各チャータースクール

に雇用される。通常の公立学校教員が学区と雇用関係を結ぶのとは大 きく異なる。あらゆ

る個人や機関が、学区、州教育委員会、州チャータースクール委員会にチャータースクー

ルの申請を行うことができる。申請を受けた機関がチャータースクールの認可、契約更新

を行う。チャータースクール数の上限はないが、州教育委員会、州チ ャータースクール委

員会の認可は年25校 とされ、すでに49校が開校 している。

「弱い」チャータースクール法をもつ州にカンザス州がある。1994年 までにチャー

タースクール法を制定 した州のなかでは、最 も 「弱い」法をもつ州であった。チャーター

スクールは学区に属する。つまり、チャータースクール教師の給与は他の公立学校教員同

様、学区から支払われる。学区の承認により学区規則の免除が可能だが、学区との法的関

係は変わらない。あらゆる集団がチャータースクールの申請を行うことができる。学区の

承認を受けた後、州教育委員会の承言勧 泌 要である。1学 区につ き1校 、州内15校 に限定

され、開校数は0校 である。1995年 に1校 が申請 したが、州教育委員会によって否認さ

れている。

これらの中間に位置づけられるのが、ミネソタ州やカリフォルニア州などである。

ミネソタ州の場合は、教員組合との意見調整か ら、チャータースクール数の上限と、チ

ャータースクールの申請者や教師が教員免許をもつ者でなければならないことが規定 され

ている。制定年当初はわずか8校 しか認められなかったが、1995年 にようや く40校に拡

大された。同州のチャータースクールをめぐる州、学区の連携はアリゾナ州ほど大胆では
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ない。経 営上、財政上、チャータースクールは独立体であるが、学区との連携を基本とす

る。学区の認可力碍 られない場合は州教育委員会が協力者になるかどうかを検討 しなけれ

ばならない。

カリフォルニア州のチャータースクールもミネソタ州のチャータースクール同様、学区

との連携を基本とする。チャータースクール数は州内100校 以下、一学 区10校以下と規定

されている。チャータースクールの申請はだれでも行 うことができるが、学区の公立学校

教員の10%、 あるいは一学校の教員50%の 賛同を得なければならない。チャータース

クールとなった83校のうち、大半が既存の公立学校によるチャータースクールへの変更で

あった。

皿.チ ャータースクールによる教育実践1乃

未活用の教育資源としての教師は、チャータースクールにより力量を発揮することがで

きるようになったのだろうか。本節では、 ミネソタ州の実践に焦点をあて考察する。

ミネソタ州のチャータースクールの特徴は以下の5つ に整理することができる。第一

は、教師集団の自由な教育活動を基本としていること、第二は、生徒数に応 じて、州から

直接支払われる教育費によって学校が経営されること、第三は、契約更新式であることで

ある。行政 とチャータースクールの間で、教育達成を履行内容 とする最高3年 間の期限付

き契約が結ばれ、契約が履行 された場合に学校として再認可 される。第四は、具体的な教

育 目標を共有する教師集団から成る小規模学校であることである。現在の生徒 と教師の割

合は4:1～Za1で ある。第五は、教師、父母等からなる学校理事会が学校の運営を行 うと

決められていることである。

チャータースクールと連携の関係を結ぶことにより、学区は、1)学 区内における通学

手段 を保障する、2)学 校 として適切な場所を提供 ケる、3)学 区の基本的方針を適用し

た衛生、保険などのサービスを提供する、4)契 約更新を検討する、を行うことになる。

各チャータースクールは、対象となる生徒を焦 点化 し、学校の特色を鮮明にさせる必要

がある。ミネソタ州下院の調査報告によれば 各チャータースクールは以下のような特徴

を掲げて認可を受けている。
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【図2各 チ ャ ー タ ー ス ク ー ルの 特 徴1

学校名

ブ ラ ッ フ ビ ュ ー ・モ ン テ ッ ソ ー リ

ス ィ ー ダ ー ・リ バ ー サ イ ド

シ テ ィ ー ・ア カ デ ミ ー

メ トロ ・デ ブ

ミ ネ ア ポ リ ス ・地学 習 セ ン タ ー

ニ ュ ー ・カ ン ト リ ー

ニ ユ ー ・ノ、イ ツ

ニ ュ ー ・ヴ ィ ジ ョ ン

PACT

PE.A.S.Eア カ デ ミ ー

ス キ ル ズ ・フ ォ ー ・ ト ユ モ ロ ー

ト イ ボ ラ ・メ ドー ラ ン ズ

特徴

モ ンテ ッ ソー リ教 授 法

貧 困層 の た め の コ ミュ ニ テ ィ ー スク ー ル

教 育 的 危機 に あ る生 徒 の た め の コ ミュ ニ テ ィー ス ク ー ル

聾唖者を対象 とする教育

低い生徒/教 師比率による特別学習

テクノロジーと問題解決に力点をおく田舎の学校

通常の学校ではうまく行かない生徒のための学校

多 面 的 デ ィス シ プ リ ン ・ア プ ロ ーチ に よ る学 習

親の関与を強調する学校

薬物の問題をもつ生徒のための学校

職業、技術教育の重視

学年制の撤廃と地域の教育資源を重視する田舎の学校

出典:Renew℃hE灘ntM㎞ 舳HbuseQfRβp磯n囲vesMim蹴aCh舳rSchoo嬉1994 ,p17

同報告書は また、実施年 である1992-93学 校年 度か ら開校 している6校 についての契約

内容 を報告 している。その6校 とは、 ブラッフビュー ・モ ンテ ッソー リ、ス ィーダー ・リ

バーサイ ド、シティー ・アカデ ミー、メ トロ ・デ ブ、ニュー ・ハイッ、 トイボラ ・メ ドー

ランズである。各 々の契約内容 には各学校の教育実践の 目標が提示 されている
。その一部

を以.ドに紹介する。

ブラッフビュー ・モ ンテッソーリ(幼 稚園 レベル)

・感覚的活動(色
、手触 り、形 などか ら物 を区別す る)

・言語活動(正 式 な言語学習のための考 え方
、聞 き取 り、話 し方)

ス ィーダー ・リバーサイ ド

・目標1:生 徒は地域に益す る重要 な役割にあ る責任ある人物 として
、 自分 自身、

他者について考 える

・目標2:責 任ある市民

シテ ィー ・アカデ ミー

・読解 と数学において各学年 レベルの学問的能力 を身につける

・教育活動中に喫煙
、薬物の使用 を行わない

・適切な評価 とカウンセ リングを受け
、職業 カウンセ ラーか らの支i援に従 う

メ トロ ・デブ

・書かれた英文を文法的に正 しい点字 に訳す(読 解
、第4学 年)

ニユー ・ハ イツ

・目的的に考える:概 念
、意 思決定 、問題解決の戦略 を使 う

・自分の学習 を方向づける:よ く検討 された 目標 をたて
、その達成過程 を管理す る
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トイボラ ・メ ドーランズ

・言葉、数、視覚、記号、音 との交わ りにより獲得された知識 技能、態度を実証する

・社会における集団や個人の多様性や相互依存を理解するための知識 技能、能力を実

証する

これらの多様な目的は各学校の教育内容を明確化し、わかりやすいものにしている。問

題はこれらの目的達成に関する評価方法である。残念ながら、チャータースクールが施行

されてまだ間もないことから、その評価方法に対する報告、研究は存在していない。

しかし、先の調査では、6校 を対象 として親と学区教育委員会に対する質問紙調査が行

われている。その結果をみてみよう。

チャータースクールが学区に与える効果について、チヤータースクールをもつ学区教育

委員会の委員は、17%の 委員が利益になると考え、70%の 委員が不利益になると考えて

いる。前者の内分けは、年齢主義に対 して5.9%、 経費削減4.0%、 チャータースクールか

ら学ぶことができる40%、 その他3.0%で あった。一方、後者の内分けは、歳入の減少

34.4%、 資源の流出161%、 チャータースクールがエリー ト主義になる可能性98%、 学区

の責任98%で ある。歳 入の減少に対する懸念がかなり高いことを指摘することができ

る。生徒がチャータースクールに流出し、学校の予算に変化が生じると予想されているた

めと考えられる。

親に対する質問は、多重回答式により満足、不満足の内容が調査されている。親が満足

していることの総数は216で、内分けは、カリキュラム65、教師52、学校の特徴42、生徒

への効果39、親の関与10、 その他8で ある。親が満足 していないことの総数は138で、そ

の他35、設備18、混乱16、生徒への効果16、広 さ15、管理15、 通学手段14、 人事9で あ

った。カリキュラム、教師、学校の特徴など教育実践の内容に関わる点を中心 として、親

が満足 している様 子力洞 われる。

以上の学区教育委員、親の評価は、チャータースクールについての肯定的な成果を示 し

てお り、チャータースクールの特徴である教師の専門性が発揮されたと捉えられる。

おわりに

以上の考察より、チャータースクールという革新的な公立学校をめぐる、州、学区の連

携の構造を理解することができる。こうした連携は、これまで未活用であった教育資源で

ある教師を活用するために創出されたのである。アメリカ社会が構造的改革を真摯に必要

としていることがその背景に伺える。それまでの学校選択論は、教員の存在を軽視する

か、官僚制という概念のもと是正の対象 として教員を論 じ、教育組合の主張と真っ向から

対立 してきた。 しかし、抜本的な改革は教師の参加なくしてありえないことが認識される

ようになり、チャータースクールによる教育改革では、教師の専門性が高く信頼され教育

改革の原動力とされるようになったのである。

教育改革の有効性という点からすれば 実施されて日の浅いチャータースクールについ

て評価を下すことは到底できない。とりわけチャータースクールによる学校間競争の存在
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については即断 し難い。 しか し、チャータースクールは公立学校再生の大きな可能性を秘

めている珊。チャータースクールが、多元的な教育実践を作 り出すことができるようにな

れば、公立学榛教員に対する官僚という批判は妥当性を失い、ヴァウチャーの理論的根拠

は崩壊 してい くことになるだろう。チャータースクールの発展は公立学校教師に対す る社

会的権威を回復 し、公教育制度の核である公立学校を発展させてい く契機を作 りだすこと

になるのである。
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学校と地域社会との連携に関するカナダ ・ケベック州の教育政策

ノ1・林 順子

カナ ダの ケベ ック州 では 、1980年 代 に入 る と教育 行政機 関 の文 書 に、 それ まで盛 んに用

い られ て いた 「参加 」 の語 と ともに 、 「パー トナ ー シ ップ」 の用語 が用 い られ る よ うに

なった。 しか し、親 の学 校 運営 への 参加 につ い ては学 校委 員会 な どの制 度面 での 保証 が確

立 したが 、パー トナー シ ップ につ いて は、奨 励や 促進 とい う積 極 的働 きか けに よ って実施

の気運 を盛 り立て る方針 を とって きた。 したが って 、教 育省 が どの よ うな理 念で推 進策 を

とって きたか を把握 す る必 要 があ ろ う。

本稿 は 、 この観 点か ら、カナ ダ ・ケベ ック州 にお け るパー トナ ー シ ップ政 策の 展開 を 中

心に ま とめた もの で あ る。 先ず 、パ ー トナ ー シ ップ政 策 が民 主化 政策 に よ る参加 の原 理の

路線 を引 き継 いだ もの で あ るこ とを明 らか に し、次 いで 、そ め政策 が どの よ うに展 開 して

い るか を概 観す る。 最後 に 、その よ うな政 策 が どの よ うに具 体化 され て い るか を実践 例 を

通 して紹介 す る こ と とす る。 なお 、 カナ ダでは 各州 に教 育行政 の 自治権 が あ り、教育行 政

機関 も州 単位 に設 置 され て い るの で 、本論 で扱 う行 政機 関 はす べて州 の機 関 であ る。

1.パ ー トナ ー シ ップ政策 の視 点 と展 開

1。 「参加 」 か ら 「パ ー トナ ー シ ップ」へ

(1)「 参加 」重 視政 策 の導 入 と推 進

1)1960年 代 にお け る 「参加 」 重視 政策 のの 導入

カナ ダの ケベ ック州 で は 、1960年 代 にい わ ゆる 「静 か な る革 命」 が行 われ 、教 育制度 の

抜本 的 な改革 も中心 的 な役 割 を演 じた。 この 教育改 革 を準備 したパ ラ ン審 議会 は 、教育行

政の 民主 化 を改 革 の 主軸の 一 つ とし、その 具体 化方 策 の一つ と して 「参加 」の概 念 を導入

し、 これ につ い て教 育行政 へ の住 民 の参加 と学 校教 育 への親 の参 加 の2側 面 を示 した。特

に 、後 者 は子 どもの学#5Z教 育 の改 善の た めに不 可欠 な要 素 として強調 され た。 その 主 旨は

次の とお りであ る。

先ず 、パ ラ ン審 議会 の第1報 告 書 にお いて 、子 どもの教育 に 対 して責任 を有す る者 と し

て 「親 」 、 「教 会 」 、 「教 育関係 者 」 を挙 げて教 育 にお け る親 の位 置付 けを確認 し、親 は

自分 の子 どもの教 育 を選ぶ 権利 が あ る と した 口。 第2報 告 書 にお いて は 「親 の参加 」2》お

よび 「親 と教師 」3)と い う項 を設 けて いる。 前者 では 、教 育改 革 は親 の 協力 を必 要 と して

い る と断言 し、親 は積 極的 に学 校 の教 育計 画 に参加 す る方向 が好 ま しい と指 摘 して いる。

後者 では 、教師 は親 の 協力 が必 要で あ る と し、教 師 が権威 をも って温順 な生徒 に 画一的 に

教 える時代 で は ない こ と、親 と教師 は 共通 の問題 を抱 えてい る こ と、 さらに、新 しい 教育

理 念 の共通 理解 の 必要 、学校 生活 改 善 にお け る親 の協 力 の必要 、教 育活 動 に関す る情報 交

換の 必要 、生徒 の進 路指 導 への 親の 参加 の必 要 な どを指摘 してい る。 この考 え方 の具体 化

と して、第3報 告 書で は、親 に 一層 重要 な役割 と活発 な参加 を保 障す べ きで あ る として 、
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学校 運 営へ の親 の参加 を制度 的 に実現 す るた めの方策 を示 してい る4)。 その 一つ が親 も委

員 と して参加 す る学校 委員 会 の設 置の勧 告 であ る。

こ うして 、親 が子 どもの受 け る学校 教育 に参加 す る機会 に っい て提案 され た が、 この こ

とは、教 育行 政 の民 主化 とい う観 点か らの みで はな く、教 師 の教育 力 の限界 、す なわ ち 、

あ る意 味で絶 対 的で権 威 的 であ った教 師像 を否 定 し親 の 協力 の必 要 を認 めてい る。 これ は、

児 童 ・生徒 の学校 生活 や 教科外 の 文化活 動 な どの充 実に親 の 協力 が必要 で あ るこ とな ど、

具体的 な事 例ま で示 して い る こ とに よ って もわか る。

2)「 参加 」 の概念 の 普 及

パ ラ ン審議 会 に よ って 提 示 され た親 の学 校運 営へ の参加 は 、発 言権 を通 して の意思 決 定

への参加 と学 校 の 日常生 活へ の参加 に 大別 す る こ とが でき る。 意思 決 定へ の参加 につ い て

は、1971年 か ら1972年 にか けて 学校 委員 会 と父 母委員会 が 法制 化 され た。 学校 委員 会 は各

学 校に 、各学 校 委員会 の委 員 長か ら構成 され る父母 委員 会は学 区 レベ ル に設 置 され る こ と

が義務 づ け られ た。 学校 の 日常生 活へ の参 加 にっ いて は、様hな ここ ろみ が な され た。

1975年 の 教育 省の 調査5)は 、親 の参加 活 動の 実践 につ いて 、活動 目的 に よ って次 の よ うな

分類 を試み てい る。

① 親 が 教職 員 と直接 に接 触す るこ とに よって学 校 に慣れ るこ とを 目的 と した活 動

② 学 校 と地域 に 関す る相 互理 解 を深 め るための親 と学校 との 情報 交換

③ 児童 ・生徒 の活動 に親 が 間接的 に貢献す る活動

④ 児童 ・生徒の 学校 教育 に親 が 直接貢 献す る活 動

この よ うに分類 が 可能 で あ る とい うこ とは 、親 の参加 が学校 に受 け入れ られ 始 めて い るこ

と、親 の 間に参 加 の意識 が 定 着 し始 めた こ と、そ して、少 な く とも1参 加」 の概 念 が学 校

運営 の場 にお い て普及 して きた こ とを意味す る。 しか し、同 時 に、多 くの 問題 点 も指 摘 さ

れ る よ うに なっ た。

3)「 参加 」 重視 政策 の推 進

1977年 に教 育省 が発 表 した政 策案 『ケベ ック州 の 初等 ・中等 教 育』(緑 書)6》 は 、親 の

学校 運営 へ の参加 の現 状 に関す る問題点 を指 摘 した。 参加 促 進政 策が 発表 され てか ら10年

以 上 を経 過 し、参加 への 意識 が親 の問 に広 ま り、学 校や 学級 の 問題 に直接 的 な影饗 を与 え

る ことを望 んで きて い るの で、学 校委 員会 等 を通 して の参加 に満 足 しな くな って い る。 そ

の理 由は 、委員 会 の議 題 が余 り重要 な もので ない 、 あ るい は、親 が理 解 で きない よ うな問

題 で あ る、な ど、親 が実 質的 に学 校 の運営 方針 に影 饗 を与 え る ことは困難 で あ る とい うこ

とで あ る。 反対 に 、一 方に は親 の側 の躊躇 や 無関 心 、他方 に は学校 の管 理側 か らの親 の参

加 を管理 運営 の妨 げ とな る と して遠 ざける場 合の あ る こ とも指摘 され て い る。 この よ うな

問題 は あ るが、親 の参加 電視政 策 は推進 すべ きで ある との方針 を明示 し、親 の学 校 生活へ

の参加 は 促進 され るべ きで あ る等 、制度 上の 改 正 をも含 めた具 体的 な提 案 を行 って いる。

この よ うな政策 の背 景 には 、教 育活動 に 関す る各学 校 の 主体性 を重視 す る方針 が あ る。
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この 方針 に 基づ いてす で に試 み られ て きた学校 単位 の教 育計 画策 定 を義 務づ け る方 向 が定

ま ってい た7)。 この こ とは、 また 、学 校が 地域 社会 の もので あ る とい う認識 にっ な がっ て

い る。 事:実、 「学 校 の役劉 」 の 章に おい て、`学 校 と地 域'と い う項が設 け られ 、学校 と

親 との関係 も地域 とのつ なが り とい う文脈 で説 明 され て い る。

1977$=の 政策 案 を も とに して作成 され た実 施 計画 が1979年 の 『ケベ ックの学校』 で あ る。

この文 書 は第3章 「学 校 の教 育計 画」 につ ぐ第4章 の表題 を 「参 加」 と し、具 体的 な実施

項 目を示 してい る。 その9項 目には次 の ものが 含 まれ てい るA)。

1.政 府は、…般に、教育計画に関係する様々な社会的文化的 コミュニティーに属する

人々すべての参加を促進す ること。

5.教 育省は、親を対象 とした参加の新 しい手引きを普及すること。

8.教 育委員会、学校長、親、教員:および職員は、青少年が発達段階に応 じて、学校環境

構築および学校単位の教育計画の実現に、 より.一層参加することができるようにすること。

9.教 育省は、学校が地域祉会の社会的文化的 コミュニテ ィーに一層開かれ、その コミュ

ニテ ィーの学校生活 とのかかわ りがよ り効果的になるよう奨励すること。

(2)「 参 加 」(participation)か ら 「連 携 」(partnership)へ

1)「 パ ー トナ ー 」 の 用 語 の 導 入

「パ ー トナ ー 」 と い う 表 現 が 政 策 の 中 に 明 確 に 位 置 付 け られ て 用 い ら れ る よ うに な っ た

の は 、]982年 に 教 育 省 が 発 表 し た 白 書L'Ecoleuebecoise:uneecolecommunautaireet

responsableか ら で あ る 。 こ れ は100頁 近 く も あ る 教 育 行 政 組 織 再 編 成 案 で あ る 。

]979の 政 策 案 で は 、 「参 加 」 と い う 表 現 が 、 教 育 行 政 の 民 主 化 と い う観 点 か ら 強 調 さ

れ て い た 。 し か し 、 「参 加jは 、.主 体 の 存 在 が 中 心 と な り 、 そ の 主 体 に 対 し て 主 体 に 属 さ

な い 者 が 協 力 す る と い う 側 而 を 強 調 す る 語 で あ る 。 こ れ に 対 し て 「パ ー トナ ー シ ソ プ 」 は 、

対 等 な 立 場 の 者 同 」コが 係 わ り 合 う と い う 側 面 を 前 面 に 出 し た 表 現 で あ る 。 こ の よ う に 対 等

性 と い う観 点 で 前 述 の1979年 の 実 施 案 を 見 る と 、 「8.教 育 委 員 会 、 学 校 長 、 親 、 教 員 お よ

び 職 員...」 と 同 等 に 列 挙 し て い る な ど 、 「パ ー トナ ー シ ッ プ 」 と い う表 現 は 用 い られ

て い な い が 、 そ の 観 点 は す で に 存 在 し て い る と 言 え る 。 白 書 は 、1979年 の 公 教 育 法 改 正 に

つ い て 、"Cesleisontjetetesbasesd'uncetroiteparticipationdespartenaires

d(・r6cole,principalemFntBPSparents."(こ れ ら の 法 律 は 学 校 の パ ー トナ ー 、 主 と し

て 親 、 の 緊 密 な 参 加 の 基 礎 を 投 じ た)9)と 説 明 し 、1979年 の 政 策 に お け る 「参 加 」 が 、 学

校 の パ ー トナ ー と い う 立 場 で の 参 加 で あ る こ と を 示 し て い る 。 こ の こ と は 、 当 時 パ ー ト

ナ ー の 用 語 を 用 い る 風 潮 が あ っ た と は 言 え 、 参 加 の 概 念 を 民 主 化 と い う観 点 で 推 し 進 め て

い っ た 結 果 、 参 加 が 対 等 な 関 係 で あ る べ き だ と い う 考 え 方 、 す な わ ち 、 パ ー トナ ー シ ッ プ

と い う概 念 に 変 容 し て い っ た と 解 す る こ と が で き る 。

.1982年 の 白 書 は 随 所 で パ ー トナ ー と い う 表 現 を 用 い て い る が 、 学 校 の パ ー トナ ー は 誰 で

あ る と し て い る い の で あ ろ うか 。 例 え ば 、 学 校 と親 お よ び 地 域 社 会 と の 関 係 に 関 す る 項 で 、

パ ー トナ ー と い う 語 を 用 い て い るto)。 ま た 、 教 育 の 「制 度 の 偉 大 な パ ー トナ ー 達 」 と い
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う表現が 用 い られ てお り、そ の文脈 を辿 って い く と、 「三っ の 主要パー トナー 、す なわち 、

学校 、教 育委員 会 お よび教 育省 」1Dと い う表現 に行 き着 く。 これ は、 この3者 の 関係 を

官僚 制機構 内 の上 下関 係 では な く、パー トナ ー同 士の 関係 とす べ きで あ る とい う理想論 と

関連 して い る。 この よ うに 、学校 運 営 に係 わ りを持 つ学 校外 の要 因 を意 味す る用 語 として 、

対象 を限 定せ ず にパー トナ ー とい う語 を用い てい る。

2)`地 域 の 学 校 と し て の 役 割 の 強 調

1982年 の 白 書 の 表 題 に"une6colecommunautaireetresponsabie"と い う 表 現 が 用 い ら

れ て い る 。 これ は 学 校 が 地 域 共 同 体 、 す な わ ち 、 地 域 社 会 に あ っ て 、 責 任 あ る 存 在 で あ る

こ と を 意 味 し て い る 。 本 文 に は 学 校 と 地 域 と の か か わ り に っ い て の 詳 述 が あ る 。 そ の 基 本

的 考 え は 、 次 の よ う に ま と め ら れ よ う。

政 府 提 案 が 椎 奨 す る 学 校 は 、 独 自 の 教 育 計 画 を 有 す る 学 校 で 、 換 言 す れ ば 、 地 域 社 会 が

方 針 ・ 目 標 ・そ の 実 現 方 法 の 策 定 に 協 力 す る 学 校 で あ る 。 独 自 の 教 育 計 画 を 右 す る 学 校 は 、

校 長 や 特 定 の グ ル ー プ の も の で は な く 、 皆 の も の 、 す な わ ち 、`1'ecolecommune'で あ る 。

ま た 、 学 校 は 皆 で 責 任 を 分 か ち 合 う 場 で あ り 、 文 化 的 民 主 主 義 の 場 で あ る 。 学 校 は 、 地 域

の 多 様 性 と 独 自 性 を 認 め る と 言 う 意 味 で 、 共 通(commune)で あ る が 多 様 化 さ れ た 学 校 と な

る 。 学 校 は 家 庭 の 延 長 で も あ り 、 地 域 社 会 に 織 り 込 ま れ た 存 在 で も あ る 。 さ ら に 、 学 校 は 、

地 域 に 役 立 ち 、 地 域 を 活 性 化 す る 場 と も な る 。 こ の よ う な 意 味 で 、 学 校 は 地 域 の も の

(communautaire)で あ る と す る 。 そ し て 、 「学 校 を 再 評 価 し 、 そ の 責 任 を 強 化 す る こ と

は 、...そ の 地 域 の 共 同 体 に 根 ざ し 、 包 容 力 が り 、 開 か れ た 人 間 味 あ る 学 校 、...

持 っ て い る も の を 地 域 の サ ー ビ ス の た め に 供 し 、 益 々 増 大 す る 地 域 社 会 に 対 す る サ ー ビ ス

(託 児 、 社 会 的 文 化 的 活 動 な ど)の 需 要 に 応 え る 学 校 、 親 、 教 職 員 そ し て 子 ど も 達 が 方 針

決 定 や 管 理 運 営 に つ い て 意 見 を 述 べ る こ と の で き る 学 校...を 選 択 す る こ と で あ る 。 」

tz)と い う 表 現 で
、 「`1'ecoleeommuneetcommunautaire'の 選 択 」 と 題 す る 項 を 閉 じ て

い る 。

3)パ ー トナ ー シ ップ の基盤 の 確立

上 述の 】982年 の教 育省 白書 の内容 に は 、理 想 主義的 な 色彩 が見 られ る。 この 白書 の作成

時 に教育相 で あ ったの は 、1977年 に ケベ ック社 会 に大 きなイ ンパ ク トを与 えた 「フ ランス

語憲 章」 を起 草 したカ ミーユ ・ロー ラ ン(当 時 は文 化相)で あ る。 彼 は 、1976年 に政 権 を

掌握 した ケベ ック党 の 党首 ルネ ・レベ ックの 下 にあ って 、ケベ ック州 をフ ラン ス系社会 と

して確 立発 展 させ る こ とにエ ネ ルギー を注い だ人 で ある。 した が って、 ケベ ック州 の教 育

行政 制度 の再編 成 に関 す る この 白書に は、彼 の理想 主義 、そ して 、熱意 が反映 してい る と

言 え よ う。

196Q年 代 に 始ま った教 育行 政民 主化 の路線 上 で 、教育 行政 への 住 民の参加 と学校 教育 へ

の親 の参加 の理 念 が導 入 され た。 これ を前提 と して 、1976年 か ら1985年 ま で続 い た ケベ ッ

ク党政 権時 代 に 、学校 と地域 社会 との連携 の 基礎 とな る考え方 が固 ま った と見 る ことがで
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き る。先 ず 、1979年 にそれ ま で実施 が 試み られ て きた学校 独 自の 教育計 画策 定が 義務づ け

られ 、学 校 の主 体性 が強 化 され 、 これ は パー トナー と して要 求 され る主体性 の 土台 とな っ

た。 そ して 、1982年 の教 育省 白書 に よ って、地 域 に根 ざ した学校 と して、 学校 と地域 との

関係 が 定義 づ け ら強 調 され る と ともに 、パー トナ ー とい う用 語 を州 の教育 行政 の枠組 み の

中に 定着 させ た。 ま た、親 も地 域社 会 の 中の重 要 な存在 と して位 置付 け られ 左。 この よ う

に、学 校 と地域 社会 が パー トナ ー であ る と認識 され る こ とに よっ て、両者 の連 携 を可能 と

す る理 念的 基 礎が 築 かれ たの で ある。

(3)社 会 的背 景

以 上の よ うな政 策理 念 が展 開 され て い る背景 に は、 ケベ ック州 に とって 大 きな社 会変動

が始動 して いた。 当時、教 育政 策 上特 に意識 され ていた 現象 を指摘 してお く。

Dケ ベ ック祉会 に お ける多 民族 化の 進行

1962年 、それ まで ヨー ロ ッパ 系移 住者 を優 先的 に受 け入 れ る こ とが で きる よ うに なって

い たカナ ダの移 民制 度 が改正 され 、移 民 に対す る人 種 的 ・民族的 差別 が ほぼ撤 廃 され 、

1967年 の改 正 で 、人種 ・民族 ・国籍 に よ る差別 が全 面的 に排 除 され た。 この一連 の改 正 と

符 合す るか の ご と く、 この時 期 に、 カナ ダ全 体で ヨー ロ ッパ系 の移 民の 比率 が急速 に減少

し、ア ジア 系の よ うに人 種 を異 にす る移 民が増 加 し始 めた。 これ は 異質 な文化や 価 値観 が

カナ ダ社会 に顕 在化 し始 めた こ とを意味 し、多文 化 主義政 策 の必要 を社会 と して認 識せ ざ

るを得 ない 事象 となっ てい った。 ケベ ック州 では1969年 に フ ランス語 を 母語 としな い移 住

者 の 子 ど もを対 象 と した受 け入 れ学 級 を フラ ンス語 系学校 に設 置 し始 めてい る。

ケベ ック州 には 、 この外 に も社会 の多 民族 化 を進行 させ る要 因が あ った。 それ は フラ ン

ス系住 民 の出 生率 の低 下 であ る。 ちなみ に 、1957年 の 出生 率 は30.3%で あった のが 、10年

後 の1967年 には17.9%に 落 ち 込ん でい る131。 この よ うに 、国際 都市 モ ン トリオー ル を除

いて は 、ほ とん どの住 民 が フラ ンス系 で 、いわ ば 、同質 社会 的性格 の 強か った ケベ ック社

会が 、 フラ ンス系住 民 の 自然増 の鈍 化 と移民 法改 正や 当時 の 世界情 勢 の結果 と して母 国 を

後にす る人々 の増加 に よって 、多 民族 化 し始め る こ ととな った。

2)「 フラ ンス語憲 章」 の余 波

1977年 に州議 会で 成 立 した 「フ ランス語 憲 章」 は ケベ ック州 の公用 語 を フラ ンス語のみ

と した。 当時 、一般 に は 、移住者 の子 どもは英語 系の 学校 に通 学す る傾 向に あ った。 しか

し、 この 憲章 に よ って 、学 校教 育 もフラ ンス語 系学校 を主 と し、英 語 系学校 を例外 的 存在

と して、親 ・兄 ・姉が英 語 系の 小学校 で 教育 され た者 のみ の就学 を許可す る こと とな った。

この 教授 用語 に関す る制度 改正 の結 果 、それ ま で児童 生徒 の 同質性 を前提 として 教育 を展

開 して きた フ ランス語 系学校 が 、児 童生 徒の 多様 化 に直面 す る こ ととなった。

3)青 少年 の 問題 行動 の増加

1970年 代 は 、ま た、 ケベ ック州 に お け る就学 率 が急速 に 上昇 した時 期 で、それ と ともに
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中等教 育段 階 にお け る登校拒 否 が 目立 ち始 めた時 期 で もあ った。 そ の上 、1960年 代 の社会

変動 は 、青少 年 の生活 環境 に も影響 を及 ぼ した。1970年 代 には特 に青少 年 のモ ラルの低 下

や 問題行 動 の増加 が指 摘 され る よ うに な った。 青 少年 の非 行 の中で 、特 に問題 視 された の

が麻 薬の使 用 で 、中等 教育段 階 の青少 年 に普及 し始め たの は1967年 のモ ン トリオ ール 万博

以降 で あ る と言われ て い る。 当時 、ケベ ック州 で は麻薬 は ごく限 られ た人 々 に よってのみ

用い られ てい たが 、 この次期 以降 、安 易 な宣伝 文句 にひ かれ て麻 薬が 浸透 して いっ た。 こ

の外 、麻薬 取 引 をは じめ、器 物破 壊 、窃 盗、暴 力 、恐喝 、売春 な どの 青少 年犯罪 も増加 し

た。 また、15歳 か ら19歳 の 自殺 も漸増 して いっ た。 この よ うな状 況 は、規 律の保 た れて い

る学校 教育 を前提 として教育 活動 に 当た ってい た 当時 の 教員 に とって 、対 処が困難 な事態

として受 け 取 られ が ちで あっ た。

4)学 校 に よ る教育力 の 限界 の認識

以 上の よ うに 、学 校 教育 にお いて 、それ ま で に教員 が得 て きた経験 だ けで は対処 し切れ

な い情 況が 顕在 化 し始 め、子 どもの生活 を よく知 って い る親 、そ して 地域 の協 力が 不可欠

で ある とい う認識 が 背景 に あ った と見 るこ とが で き る。 この こ とを反映 す るか の よ うに 、

教 育省 の文 書に 多様性 へ の対応 の必 要 に言及 してい る箇所 が多 くなっ てい った。 そ して 、

これ までの 教育行 政 の キー ワー ドであ る 「民主 化」や 「分権化 」 に 「地 域 の学校 」 が加

わ ったの で あ る。

2.パ ー トナー シ ップ政策 の展 開

(1)パ ー トナー シ ップ政 策の視 点 の転 換

1970年 代 後 半か ら1980年 代 前 半にか けて政 権 を掌握 してい た ケベ ック党 は、上 述 の ご と

く、学校 と地域 社 会 との連携 の 基盤 を整 えた と言 うこ とが で きる。 その 政策 の視 点 に関 し

て は、深刻 な社会 問題 を抱 えつ つ も、理想 主義的 な理 念 を前 面に 出 した政策 論 を展開 して

き た。 政権 が 自由 党に移 ってか らも、学校 と学 校外 の 教育 力 との連携 を推 進す る方 向 は変

わ らなか った が、 現実的 な 発想 が前 面に 出て くる よ うに なった。

教育省 の諮問機 関 で もあ りチ ェ ック機 関 で もあ る教育 高等 評議 会 が提 出 した1991-

1992年 度 の報 告書 『教育 の経営:も う一つ のモ デル の必 要』 は 、社 会環 境 の変 化 を次の よ

うに捉 え 、 この社 会的 変 化に 対応す るた めに教 育政策 を見直す こ とを提 言 した。

「我々の社会は現在大きな変革期にあ り、それはすべての社会制度に影響 を及ぼ してい

る。経済も見直しをせまられている。市場は開放され、自由化された。社会制度の役割一

た とえば、政府の役割や家庭の役割 一も修正される傾向にある。労働構造が変化 している。

人々の生活様式 も変容 している;価 値観と習慣が多元主義の文脈において変化している。

権利の主張が一層顕在化 している。知識の発達の速度は増 し、情報技術のおかげで知識の

伝播も一層容易になっている。 しかし、同時に、情況は一層複雑化 し、問題は深刻化して

いる。 中でも、価値観の喪失、暴力の激化、失業率の上昇、資源の保存 と集団あるいは個
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人の問の公平な分配について懸念 されている。要するに、深刻な変動期にある社会の挑戦

に立ち向か う個人または機関の能力の適否が、今迄よりも一層根本的に問われているので

ある。」14J

この よ うに 、経 済 を始 め とす る社会情 況 を前 面 に出 して 、そ の対応 策 を提 言 して い るが、

その 中で教 育 行政機 構 の縮 小 とパー トナ ー シ ップの推 進の 必 要 を指 摘 して い る。,

(2)パ ー トナー シ ップ政 策 の推 進

教 育高等 評議 会 は 、精 力的 に各教 育分 野 にお け る改 善策 に関す る報 告書 を提 出 してい る

が 、その 中か ら、小学 校 に関す る報告 書 、職 業 技術 教育 に 関す る報 告書 、移住者 に 関す る

報告 書 を取 り上 げ、パ ー トナー シ ップ政 策 の観 点か らそ の趣 旨をま とめ 、ケベ ック州 にお

けるパー トナ ー シ ップ政 策が 積極 的 に推 進 され て い る情 況 の一端 を紹 介す るこ と とす る。

1)『 小学校 に お け る明 日のた めの 教育』(]99]年)

これ は各方 面の教 育 関係者 の 見解 を聴 取 して作成 され た 報 告書で 、教 育相 に対す る提言

とな ってい る。 本報 告書 はそ の 第1章 に学 校教 育 に影響 を与 える社 会環境 の 変化 を次の よ

うに ま とめて い る15)。

① 家庭 環境 の 変化:社 会の 多 民族 化 のみ な らず 、共稼 ぎそ の他 の 要素 に起因す る家 庭

内 の 人間関係 や 生活 リズ ムの変 化 は児童 の家 庭環 境 を多様 化 し、教 師が 抱い て きた従 来の

両一 的 な家 庭 像 を改 めな けれ ば な らな くな って い る。

② 個 人の 意識 の変 化:多 文化共 存 祉会 が定 着 し始め 、`異 質 な もの'受 け入れ るこ と

を当然 とす る方 向 に人 々の意識 が 変 わ って きてい る。

③ 知 識 の拡 大 と相互 依 存性:近 年 ます ます 専門 化が 進ん で いるが 、一 方、 知識 の多様

化 と複 雑化 に よ り、専門 分 野の 中に 閉 じこもって い る こ とがで きな くなって い る。

④ 知識源 の 増加 と情 報伝 達方 法 の多様 化:知 識 伝 達の場 が学 校以 外 に拡大 してい る。

以上 の よ うな現状 認識 に立 って 、学 校外 のパー トナ ー との連 携の 必 要 を指摘 してい る。

例 えば 、家 庭環 境 の変化 に 関連 して は、子 ど もの 教育 に関す る学校 と親 との 協 力のあ り方

を見直 す 必要 が ある こ とを指摘 してい る。 さ らに、学 校 の教 育力 の限 界の認識 につ なが る

現 象 として、知 識伝 達 の場 と して位 置づ け られ て きた学校 の歴 史的 地位 が揺 らい でい るた

め 、学 校 がそ の 知識 伝 達 とい う役割 を学 校外 の パー トナ ー と分 か ち合 わ ざるを得 ない状 況

に置 かれ てい る こ とを指 摘 してい る。

2)『 職 業 教育:統 合的 発展 の時』(1992年)

これ は教育 高等 評議 会 が 中等 ・高等 教育 段階 にお け る職 業技 術教 育 に関 しる教 育相お よ

び 高等 教育 ・技 術相 に 対す る提案 書 で、1991年 にケベ ック州政 府 が労働 力開 発 に関す る政

策 を表 明 した文 書 『能 力 と競 争 力を もつ ケ ベ ックの た めのパ ー トナー シ ップ』 の趣 旨を受

け継 いだ もので あ る。
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本書 は、現 在 は州全 体 と して基 本的選 択 を しなおす 時で あ る と し、そ の理 由を次 の よ う

に ま とめて い る16)。

① 変 動す る経 済:市 場 の 開放 、競争 の国 際化 、産 業界 の再編 成 、技術 革新 の加速 化 な

どの現象 が あ り、 大 きい な経済 成長 に門 戸が 開かれ て い るが 、 同時に社 会的 経済 的不 平等

が深 刻化 す る危 険 もあ る。

② 労働 市場 の 柔軟 化:企 業 は競 争力 を高 め るた めに情況 に適応 す る柔 軟性 が取 り入れ

て いる。 この柔 軟性 重視 傾 向は新 事 態に対 処 で きる人材 の登用 に も関連 してい る。

③ 逆 説的 現象:失 業率 が高 い一 方 、業務 に適 した 資格 を有す る労働 力 不足 が重 要な問

題 とな って きてい る。

④ 職 業教 育に お け る学 校の 役割 の縮 小傾 向:企 業 も 、かっ てな いほ ど、現 実的 ・潜在

的 な労働 人 口の職 業 的能 力 の開発 にせ ま られ てい る。 職 業的能 力 の開発 に関す る各パ ー ト

ナー の役割 と貢 献 も見 直 され 、変化 しつ つ ある。

以 上の認 識 を もって 、職 業 技術 教 育の見 直 しにつ い て論 を進 めてい るが 、その 中で、 中

等教 育 レベ ル にお け る職 業 教育 にっ いて は、す ぐに役 立つ技 術 よ りは、将 来の技 術 の進歩

や 変化 に適 応す る基 礎 とな る よ うな職 業基 礎教 育の 必 要を強調 す る一方 、その方 法 につ い

て は学校 教育 に限 定せず 多様 な 可能 性 を開 発す る方 向 を奨励 してい る。 そ して 、既 に実践

され て きた学校 と企 業 との連携 が 発展す る条件 につ い て、次 の よ うに指 摘 して い る17)。

① 既 に学校 と企 業 の連携 は増加 し多様 化 して い るが、今 後 もその ア プ ロー チの 多様 化

を助成 す べ きであ る。

② 既 に構想 され て い る学 校外 職 業教育 を推 進す るこ とは重:要で ある。

③ パー トナ ー 問に必 要 なバ ラ ンスを維持 す るこ とは重要 で ある。

④ 職 業基 礎教 育に対 す る企 業の貢 献 を奨励 す る こ とが適 切 であ る こは、明 白であ る。

3)『 異文 化集 団 の生徒 の受 け入れ と統 合 を成 功 させ る ために』(1993年)

これ は 、教育 高等 評議 会 が教 育相 お よび高等 教育 ・科学相 に提 出 した答 申であ る。 ケ

ベ ック州 政府 は1991年 に 『ケベ ックで共 に築 こ う』(△uRuebecpourbathensemble)と

題 す る政策 表明 を採 択 し、 引 き続 い て 『移 住 と統 合に 関す る実施 計画(1991-1994)』 を定

めた。 この政 府 の方針 に 関連 して、学 校教 育 にお ける移住 者 の問題 に対 処す る方 策 を諮問

した ので あ る。

学校 と地域 社会 との連携 を重視 し始 め た経 緯 に は、移 住者 の増加 に よる児童 ・生 徒の 多

文化化が ある こ とを既 に指摘 した。 この答 申で は、 フ ランス語 憲 章が公 布 され てか ら15年

経 過 し、移住 者 の子 どもの学校 選択 の流れ が英 語系学 校 か らフ ラ ンス語系学 校 に移 り、 フ

ランス語 系学 校の 児童 生徒 の民 族 ・母語 の多 様化 が が定着 した こ とが指 摘 され て い る。 こ

の現 象 は特 にモ ン トリオー ル地 区 で顕 著で 、巻 末の1992-1993年 度 統 計 に よる と、フ ラン

ス語 と英 語以 外の 母語 を有 す る児童 ・生徒の72.5%が モ ン トリオール に集 中 し18) 、同地

域 の児童 ・生徒数 の29%に 及ん で い る19)。 なお 、英 語系学校 か らフ ランス語 系学校 へ の

流れ の変 化に つい て は同地 区 にお け るフ ランス語 系学 校 にお け る英 仏以外 の母 語 を持つ 児
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童生徒 の比 率 が1982年 には6.7%で あった のが 、1992年 に は29.8%と な ってい る。 また 、

異文化 集団 に属 す る児童 ・生徒 数そ の もの も増加 し、 モ ン トリオー ル地 区 では1982年 約3

万5千 人(13。1%)か ら1992年 約5万6千 人(29%)に 急 増 して お り2。)、同 地 区で児童

生徒 の50%以 上 が母 語 を異 に してい る学 校数 も23校(7.7%)か ら55校(17.6%)と な って

い る211。

この よ うに、同 …地 区 で55校 にお い て異 文化 的背 景 を有す る児 童 ・生徒 が全体 の 半数 以

上 とな って いる事 態 にあ って 、多民 族 社会 に対 処す る ための教 育施 策 を再検 討 して いる。

そ の中で 、学 校外 の 教育 力 との連携 に関 して は、 次の よ うな指摘 を行 っ てい る。

児童 ・生徒 の多 民族 化 か ら生 じる問題 を解 決す るた めに 、学校 外の教 育 力 との連携 が必

要であ る と した 上で 、事 実多 くの試 みが積 極 的 にな され て きて い るが、 各種 の貢献 がば ら

ば らに行 われ て い るき らいが あ るの で、総 合的 観点 か ら相互 調整 を行 う必 要が あ る と し、

教育省 、教 育委 員会 、高等 教育機 関 、異文 化 問教 育 ・国際 理解 セ ンター(CEICI)や ケ

ベ ック州 人権 委員 会 な どの各 種の 団 体や グル ープ(こ の 中には 自治体 に よ る もの もあ る)

の役 割 の明確 化 を試 み てい る。 また 、問題 の 中 で重視 され てい るの が学校 と親 との連携 で 、

言葉 や価 値観 な どが 異 なる ため に親 と教師 の意 思疎 通 が困難 な場 合 も多 く、子 どもの教育

面での親 との連携 ばか りで な く、親 と学校 との関係 を円滑 にす るた めの 地域社 会 との連携

も指 摘 され てい る。

II.パ ー トナ ー シ ップ政策 の 具体 化

これ ま で、 ケベ ック州 の学 校 教育 に関す るパー トナ ー シ ップ 政策 の展 開につ い て述べ て

きた。 ここで は、 い くっか の実 践例 を紹 介 し、 この政 策 がそ の よ うに具 体化 され てい るか

を垣 間 み る こ ととす る。

1.教 育課 程 の構 造22)

現行 の 教育課 程 の構 造的 基盤 は 、1981年 に公布 され た教 育省 令 「就 学 前教 育及 び初等 教

育制度 に 関す る規則 」 と 「中等 教育 制度 に関 す る規則 」 に よって形 成 され た。 これ らの 規

則 は1986年 に主 な修 正 が加 え られ 、1990年 に は 「就 学 前教育 及び 初等 教育 制度」 と 「中等

教育制 度」 とい う名 称 の省 令の 公布 に よ り廃 止 され た。 しか し、教 育課 程構 造の 基盤 は新

省令 に受 け継 がれ て い る。

1981年 の教育 課程 で は 「教科指 導J(activited'enseignement)、 「個別 指 導」

(servicespersonnels)お よび 「補完指 導 」(servicescomplementaire)の3領 域 で、 .

個別指 導 に は 「適応 ・学習 困難 な児 童 ・生徒 」 、 「貧 困 地域 の児童 ・生 徒」 、 「フ ランス

語の特 別指 導 を必 要 とす る児童 ・生 徒」 、 「通学 困難 な在 宅 また は入 院 中の児 童 ・生徒 」 、

「教 育上 特別配 慮 を必 要 とす る児 童 ・生徒」 、 「先住 民」 な どの カテ ゴ リー が設 定 され た。

1990年 の省 令は この構 造 を踏 襲 した が、教 育課 程 の領域 の 再分類 が行 われ 、 「教 科指 導」 、

「補完指 導」(個 人指 導 と補完 指導 を統 合)お よび 「個別 指導 」(カ テ ゴ リーに 分 け られ

て いた個別 指 導 を統合)の3領 域 とした。

この よ うな教育 課程 の構 造 にお いて 、 どの部 分で学 校外 の 教育 力 と連 携 を持っ かは特 定
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され てい ない。 連携 の分 野 や方 法 にっ いて は、前述 した よ うに 各学校 に策 定 を義務づ け ら

れ た学 校独 自の教育 計画 に委ね られ 、実践 例 は上記 の3領 域 に わた ってい る。次 に具 体例

を示す 。

2.学 校 と企業 の連 携:サ ン ・ピエ ール 小学校 の 「ミク ロ企 業」23)

「ミクロ企 業 」の プ ロ ジェ ク トは 、学校 と製紙 関係 企 業 との連携 に よって設 立 され た回

収.業と再 生業 を営む ミニ会社 で 、経営 評議 会 を持 ち、収 益分 配 も行 うな ど、基本 的 な会社

組 織 を備 えた学校 内 企業 で ある。 この 活動 は 、小学 校の 実情 と教育 省 の学習 指導 要領 を踏

ま えた上で 、次 の よ うにカ リキ ュ ラム化 され た。 なお 、手引 きも作成 され てい る。

(1)目 標

1)資 源 再利用 、企 業創 設 お よび 経済 の 墓礎的 事柄 を理 解 させ る。

2)環 境 と経 済 の調 和が 適切 な選 択 と制 限 に よって 可能 であ る こ とを理 解 させ る。

3)企 業 の経営 管理 の諸機 能 に親 しませ る。 また 、市 民 と して必 要 な環境 の価 値観 を伝 え る。

(2)活 動 内容

1)生 産活 動の 体験

例:再 生紙 に よ るク リスマ ス カー ドの作成(幼 児級 か ら第 六学年 ま でが参加 。 美術 の授

業 で実際 に再 生紙 を生 産 して ク リスマ スカー ドを作成 し、複数 の会 社等 に販 売。)

これ らの活 動 に よる収 益は 、企業 が30%を 取 り、70%は この ミニ 会社 の資金 とす る。

2)会 社の 社会 的役割 の 学習

例:緑 化 作業(学 校 内 の温 室 に毎年 多年 草 と一年 草の種 を蒔 い て育 て 、六月学 校 の周辺

に植 える。企 業 が環境 に貢 献 で きる こ とを学 ぶ。)

(3)学 年別 指導 要領

く第1学 年 〉 「学 校 と環 境」

目標:児 童 が 、次の諸 活 動 を通 して環境 に っ いての 基礎 的 な知識 を把 握 で きる よ うにす る。

① わた しの環 境 ⑦問題 の 一つ:ご み ⑬環 境の お世 話 ⑳ ロ ゴ探 し

く第2学 年 〉 「安全 と環境」

目標:児 童 が製紙"工 場"で 作業す る ときに注意 して行動 で きる よ うにす る。

①予防 措置 ⑫ 隠れ た危 険 ⑬注 意 ⑭応 急措 置

〈第3学 年 〉 「生 産 と環 境 」

目標:児 童が企 業 の組織 、使 命 、機能 、設 備 、品質 の 規準 に慣れ るよ うにす る。

①プ ロセ スの工 夫 ⑦施 設設備 の 説明 ⑭ 品質 管理 ⑭ 生産 と販 売の 関係

く第4学 年 〉 「宣伝 と市場 と環 境」

目標:販 売 競争 に勝 つ ため に、 また 、 自分 の信 念 を護 るた めに は、人 々 に説明 す る必要 の

あ る こ とを理解 させ る。
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① 報道機 関 向 け コ ミュニ ケの 作成 ⑫視 聴覚機 器 の利 用 ③ ス ロー ガンの 作成 ⑭ ボス

ターの構 想(こ の 学年 が本 物 の記者 会 見の 準備 をす る。)

〈第5学 年 〉 「財 政 と環境 」

目標:こ の ミニ会 社 の歩 み を通 して会 計 処理 の基礎 的 な事柄 を理 解 させ る。

①収 入 と支 出 に関す る基礎知 識 ②市 場 の法則 ⑬経理 の 基礎知 識 ⑭ 簿記 の初歩

〈第6学 年 〉 「経 営管理 と環境 」

目標:企 業 の管理 者 の役割 を理解 させ る。

①企 業業 績 の推移 の コン トロール ② 内部 情報 紙 の発行 ③ 時間 表 の確認 ⑭ 責任 の分担

以 上 の教育 活動 は 、 当該 学 年関 連教 科 の授 業 に組 み込 まれ 、評 価 も行 われ てい る。

3.学 校 ・親 ・地 域社 会の 連携:ノ ー トル ダ ム ・ド ・ラ ・デ フ ァンスの試 み24)

前 に も述べ た よ うに、 カナ ダ、 そ して 、ケベ ック州 に お ける移 住者 の増加 は、学校 の児

童 ・生徒 の構成 に も影響 を及 ぼ してい る。 言 語 、生活 習慣 、価 値観 な どの 異な る子 ども達

を同 一学 校 、同一 学級 で指 導す る ことは容 易で は ない。 ケベ ック州 の 教育省 に は異文 化集

団 担 当の課 が別 置 され 、 この問題 に対応 してい る。 そ の方 策 の一つ と して 、学校 と親 との

連 携 を促 進 す るプ ロジ ェク トが組 織 され た。 そ の作業 資料 を入 手す る ことがで きたが 、そ

れ に は、理 念 に関す る叙 述 の後 に 、6つ の先 導的試 行 と8つ の 実施 例が 掲載 され てい る。

こ こでは 、実施 例 か らノー トル ダム ・ド ・ラ ・デ ファ ンスの試 み を紹介 す る こ とす る。

1)名 称:「 パー トナ ー シ ップ ー ミニ ・討 論 会"心 を 開い て"一 」

2)学 校 の プ ロフ ィル:1991-i992年 度 の児童 数439名 。 受 け入 れ 学級 とフ ランス語 補習学

級 に い る児 童数 は105名 。 児 童の80%が 移住 者 の子 どもで、そ の 民族的 構成 は ラテ ン ・ア

メ リカ→ ハイ チ→ ア ジア→ イ タ リア→ その他 で あ る。 社会 的 に恵 まれ ない地 域 にあ る。

3)企 画 の理 由:学 校 独 自の教 育 計画 の多 くの 点が社 会 環境 の現 実に適 しない ので 、見直す

必要 が ある。 先ず 、教 育方 針 の決定 に親 の参 加 の方法 を見付 け るなけれ ば な らない。

9)概 観:こ の ミニ ・討 論 会 は、親 、学 校の 教職 員 、地域 か らの情 報提 供者 、教 育 界か らの

情 報提 供者 を もって構成 し、考 えや経 験 につ い ての情 報交換 を行 う。 所 要時 間は4時 間

(16時30分 一20時30分)。 方法 は ラ ウン ド ・テー ブル と共 同作 業 とし、学 校や 家庭 や地 域

での子 どもの 教育 に関す るテー マ を3つ か4つ 扱 う。

5)目 標:一 般 的 な 目的 は学 校 と家庭 との コ ミュニ ケー シ ョンを 円滑にす る ことであ るが、

個別 目標 と して、新 しい情 況 と需 要 に応 え るこ とがで き るよ うな教育 計 画 をそ の学校 の た

めに策 定す るこ と とと して い る。 ま た、参加 数300家 族 を 目標 と して いる。

6)実 施過 程

① 準備:・ 関係 ず る人 々の 中か らボ ラ ンテ ィアの チー ム を組 織す る(9月)。

・その 日の 目標 を設 定す る。 ・テ ーマ の設 定:学 校や 親 のニ ー ズや 依頼 で きる情 報提供 者

に よって 異な る(10月)。 ・日程 の選択:1月 が よい と され て いる。 それ は、新 学期 が9

月に始 ま るの で、学 年の 中間 に 当た り、1学 期 の閥 に問題 を把 握 し、学 年の 後半 にお いて
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計画 を実施 に 移す こ とが で きるか らで あ る。 ・テー マ にそ って教 育界 と地域 の情報 提供者

を選 ぶ(1'L月)。 ・通 訳 と託 児所 の責任 者 を選 ぶ(11月)。 ・受 付 、案内 等 に当た る児童

に役 割の 説明 をす る(12月)。 ・そ の 日のテー マ につい て 、 「も しも私 が親 だ った ら。 も

しも私が先 生 だ った ら。 」 とい う題 で、児 童 に作文 を書 かせ る。 これ は子 ど も遠 の必要 を

理解す る資料 となる(12月)。 この 作文 のま とめ を事前 に親 に配付 すれ ば 、参加 を促す の

に効果 が あ るか も しれ ない。 ・親 に対 す る招待 状 を作成 し、申込 書 と ともに配 付す る

(12刀 末 、 ク リスマ ス の前)。 ・当 日の1週 間 前 に、電 話そ の他 の方法 で 出席 を促 す(1

月初 旬)。 ・地 域の 店 との交 渉 を始 める。 当 日にバ ランスの とれ た食事 を供 す るための 買

い物 の計画 や保 存 の計 画。 ・当 口の 食事 の準備。

② 展開:・ 受付 と案 内。 ・共同作 業 グルー プ に登録。 通訳 は非 フラ ンス語系参 加者 を

助 け る。 ・共 同作業 の 開始。 選 んだ テー マに適 した作業 一覧 表 を用 意。 グルー プ ごとに書

記 を指 名。 ・軽食 と児童 に よる余 興。 この 集い は児 童 を この企 画 に参加 させ 、様 々 な国の

出身者 同 士が知 り合 う機 会 とな る。 ・ラ ウン ド ・テーブ ル。 各 グルー プで テーマ につ いて

話 し合 った 結果 を、 その グル ー プの情 報提 供者 が10分 程度 に ま とめて発表 す る。 ・質疑応

答 。情 報提 供者 は逐 次通 訳が で き るよ うに、区 切 って解 答す るこ と。 ・校 長の閉会 の挨 拶。

フォ ロウア ップのあ る こ とを明確 にす る。

③ 評価:・ 量的 評価。 参加 者 の 合計(出 席 した親 の 数)。 ・質的評 価。 親 の コメ ン ト

ある いは質 問紙 に よる満 足度 の評価。 多民族 地域 の場 合 、 フラ ンス語が理 解 で きな い親 が

い るので 、質問 紙 に よる調査 は必 ず しも効 果的 で はない。 親 の参加 情況 の 変化 に よる評価。

(親 のボ ランテ ィア の増加 、学校 委員 会へ の参加 度 、 自発 的 な学校 訪問 、 な ど)

7)フ オ ローア ツプ:一 略 一

8)協 力者:・3、4名 の学 校関係 者 グループ(企 画)。 ・児 童 と親 のボ ラ ンテ ィア(1止

話役)。6年 生の児 童 か ら選 ん だ受付 ・接 待役。 ・各作 業 グルー プの配 属者:リ ー ダー的

存在 と して、 教員t名 また は教 育界 か らの情報 提供 者1名 また は地域 か らテー マに そ って

選 ばれ た情 報提 供者1・名。 総 括 役 と しての オブ ザー バー。 通訳(教 員 、親 、地域 団 体な ど

か ら選 ぶ)。 ・託児 所 と食事 の 準備の た めの ボ ランテ ィア(親 、中等学 校 の生 徒、 教職員

な ど)。 ・地域 の 中等学校 、民族集 団 な どの代 表者1名 。 ラ ウン ド ・テー ブルの た めの教

育 界 と地域 か らの情 報提 供者。 ・余興 のた めの 児童 数名。 ・監督 のた めの 学校職 員2名 。

9)会 場 、物 品等:一 略 一

10)好 ま しい条件:・ 地域 め諸 団体 間の パー トナ ー網 の作成 。親 と学 校 関係者 か らの ボ ラ

ンテ ィア登録 者 リス トの作成 。 この 種 の活動 の成 功 は組 織 者側 の 善意 と献身 に っか ってい

る。 ・社 会 のた めに尽 く して い る ことで人 々に よ く知 られ て い る人 を情 報提 供者 と して招

く。 ・児童 の親の 出身 国 と家庭 で川 い られ てい る言語 に 関す る正確 な統 計資 料 を調 べ てお

く。 ・親 の 参加 を用 意にす るた めに託 児サー ビス を準備す る。 ・親 が かか わ る可能 性 の あ

る地域 の 教育機 関 ・政府 機 関 ・諸団 体 の代表 を参加 させ る こ とに よって 、 この企 画が真 に

地域#f会 の活 動 であ る とい う認 識 が持 て るよ うにす る。
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煽

皿.結 語

これ まで 、カナ ダ ・ケベ ック州 にお ける学校 と地 域社 会の 連携 に つい て 、その政 策の視

点 とい う観点 か らま とめ 、最 後 に、具 体的 な事 例 を紹 介 した。1960年 代 の教 育改 革の結 果 、

民主 化政 策 に よって教 育行 政 へ の住民 参加 と学 校運 営へ の親 の参加 が重視 され る よ うに

な った。 その 後の 社会 環境 の 変化 に伴 い、学 校 の教 育力 の限 界 を現実 的な 次元 で捉 え、学

校外 の教 育力 との連携 を積 極 的 に奨励 す る よ うに なった。 こ こで、無 視す るこ との で きな

い こ とは 、本 論で も触れ た よ うに 、連携 の 土壌 が築 かれ てい た こ とであ る。 す なわ ち、民

主化 路線 に よ る参加 の概念 の 導入 は、 学校 を地 域 に向か って 開 くこ とが好 ま しい とい う考

え を定 着 させ た。 そ して 、学校 に独 自の教育 計画 策 定権 を与 え、 主体的 に学 校外 の教育 力

と連携 を計画す る こ とが で きる よ うに した。 この よ うに 、分権 主義 を背 景 と した条件整備

は、現 実路線 に よるパ ー トナー シ ップ政策 を推 進 す る土壌 とな っ た と解 す る ことがで き よ

う。
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オ ンタ リオ州の中等教育
一教育水準の向上 とカ リキ

ュラム改革

小川 洋

1は じめに

現在、先進工業諸国では、中等教育 と くに後期 中等教育 の拡充が顕著である。 しか し中

等教育の拡充 は、さまざまな矛盾を引き起 こす。 そのひとつ は、中等教育の もつ二重的性

格一完成教育と準備教育 一をい っそう際立たせ ることである。初等教育の延長上に発展 し

た完成教育 と、高等教育の準備教育 として位置付 け られ る教育 との対立である。 この対立

をひとつの制度の中でどのように調和 させ るかとい う課題である。いまひとつは、青年期

の長期間を学校 とい う狭い世界で過 ごし、実社会か ら隔離 され る傾 向が強まることである。

これに対 して、学校 と社会の連携をどう作 るかとい う課題である。 さらに、後期 中等 教育

の拡大は必ず高等教育の普及をよ りい っそう進め ることだ。ξこには・高等教育 との接続

の適切化 という課題がある。

カナダは、世界で もっとも後期中等教育および高等教育の普及率の高い国のひとつで あ

る。そのなかで もオ ンタ リオ州は もっとも高い普及率を誇 る。またオ ンタ リオ州 には、 カ

ナダの経済活動の半分以上が集中 し、その中心都市である トロン トは人 口も増大 しつづ け

ている。現在 も国内の移住者だけでな く、世界各地か らの移民の流入が続 く。多様な言語 ・

文化の併存を前提として教育機会を拡大 し、さらに産業構造や社会の変化 に対応す るため

に教育の質を高めるとい う、ひ じょうに困難な課題に取 り組まざるをえない。

本論では、 トロン ト市を中心 としたオ ンタ リオ州の中等教育について、カ リキュラム改

革など教育の質的向上への取 り組みについて考察す る。

IIオ ンタ リオ州の中等教育

1就 学率

教育については州に権限があ り、カ リキ ュラムや教育年限は州 によって大 きく異なる。

オ ンタ リオ州では9年 次か ら中等学校での教育 となる。9年 次以降の就学率は次表のとお

りである。なお中等後教育 には学位を提供 しないコ ミュニテ ィカ レッジも含 まれる。

表1就 学率 (瓢)

年次

9(15歳)

10(16歳)

11(17歳)

12(18歳)

13(19歳)

オンタリオ少卜1

中等学校

100.0

99.6

91.2

60.6

18.0

中等後教育

9.6

39.8

合計

100.01

99.6

91.2

70.2

57.8

全国

中等学校

100.0

96.4

73.5

36.6

11.0

中等後教育

10.4

24.7

35.9

合計

100.0

96.4

83.9

61.3

46.9

出 典:EducationinCanada:AStatisticalReviewfor91・92.
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就学率か ら見 ると、オ ンタ リオ州においては16歳 か ら17歳 にかけて9%程 度が中等教

育を未了で中退す ると考え られる。 しか し編入 ・復学が容易なため、教育委員会では中退

率の集計はない。1ま た従来、中等学校の4、5年 目に大学進学 に必要な科 目を履修 し、19

歳で大学に進むのが一般的であったが、最近では中等学校を4年 間で卒業 して大学へ進む

ことが奨励 されている。

2中 等教育のカ リキュラム

オ ンタ リオ州の場合、9年 次か ら中等学校での教育 となるが、カ リキュラムは1-3年 次、

4-6年 次、7-9年 次(イ ンター ミディエイ ト)、さらに10年 次一12年 次(シ ニア)と4

段階に分けられている。9-10年 次は 「探求」の期間 として位置付 けられ、後期中等教育

への過渡的な性格をもつ。なお、7-8年 次 は初等教育の完成期と して前期中等教育的な性

格を もつ。

(1)カ リキュラム改革

オ ンタ リオ州 は最近、1年 次か ら9年 次までのカ リキ ュラムを大幅に改訂 し、1993年 よ

り移行を開始 して1996年 までに完了させ ることを予定 している。

新 しいカ リキュラムの 目標は次の とお りである。2第1に 、一部の生徒だけでな く、全体

的な学力水準の向上を 目指す こと。第2に 、生徒の学習内容や学習状況についての情報を

生徒 自身、保護者あるいは地域住民に充分 に提供 し、教育方法のい っそうの改善を図るこ

と。第3に 、変化す る社会 における生活への適応力を高めること。第4に 、学校教育 と労

働現場 との結び付きを強めること。

これ らの 目標を実現するために、次のような点を改善す るとしている。

まず従来、学校は 「学習機会」を提供する場であることが強調 されていたが、今後はす

べての生徒 に対 して、何を学習 し何ができるようにな るべ きかを明確にす る。次いで、科

目の細分化を避け、学習内容を大き く4分 野に分 けること。その分野間の科 目相互の関連

性を強調 しなが ら学習す ること。学習分野は次の4つ である。①言語(文 法、スペ リング、

作文など)、②数学、科学および技術(代 数、生物、コンピュータなど)、③ 自己と社会(地

理、歴史、実務教育など)、④芸術(ダ ンス、演劇、音楽、視覚芸術など)。 そ して、習熟

度別となっていた9年 次の授業を一体化す ること。最後 に、今までは特定の分野でのみ強

調されていた 「問題解決」に重点を置いた学習を、すべての分野で進めること。

以上の原則を前提 として現在、各教育委員会は具体的な改革を進めている。

(2)卒 業要件

必修科 目が中心 となる9年 次の学習の後、10年 次以降は完全な単位制が とられ る。1単

位は最低限110時 間相当の授業が必要である。9年 次の学習は8単 位に換算 される。10年

次か らユ2年次までの間に22単 位を履修 し、合わせて30単 位を履修することによって、中

等学校修了資格(OSSD)が 得 られる。そのなかには、次の計16単 位の必修科 目が含 まれ る

ことが必要である。3

英語(5単 位)、 フランス語(1単 位)、 数学(2一 単位)、 科学(2単 位)、 カナダ地理(1
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単位)、 カナダ史(1単 位)、 その他の社会科(1単 位)、 芸術(1単.位)、 体育(1単 位)、

経営ない し技術学習(1単 位)

(3)シ ニア区分のカ リキ ュラム

9年 次 と、 シニア区分初年度である10年 次の2年 間は、「探求の段階」と位置付 けられ

ている。 自分の興味 ・関心を確かめ、能力を試 し、職業的な 目標を明確に し、将来の学習

計画をより詳細に決め る時期である。学校外の教育資源を利用 した職業に関す る学習プ ロ

グラム もこの段階か ら始 まる。

っいで11-12年 次では、まとまった教科 を組み合わせた学習によ り、将来の職業な どの

基礎力を付 けることが求め られ る。職業の現場な どとの協働教育な ど、実践的な職業経験

プログラムも本格的に行なわれ る。

10年 次以降、科 目は 「基礎 レベル」、「普通 レベル」および 「上級 レベル」の3っ の レベ

ルが用意 される。普通 レベルは、中等学校卒業後に就職す る、あるいは大学以外の中等後

教育機関に進むもの向けである。上級 レベルは大学進学者 向けである。進学希望者には、

オ ンタ リオ州 の大学進学資格 とな る上級 レベルの なかのオ ンタ リオ進 学単位(Ontario

AcademicCredits・OAC)の 履修が必須である。

(4)地 域社会 との連携

オ ンタ リオ州の中等学校には、さまざまなタイプの学校外教育資源 と連携 したプログラ

ムが用意 されている。お もな ものを2つ あげると、ひとつは 「協働教育」で、学校での学

習と職業の現場の経験 とを結びつ けたものである。地域 の商業や工業分野の経営者の協力

を得て、生徒に実際の職業経験を させ るプログラムである。い まひとつ は、「連合教育」で

技術開発省の職業訓練教育 と結 びつけた ものである。生徒 は中等学校で、技術開発省の実

習生 となるために必要な技術 ・知識を学習 し、卒業後 そのまま実習生 となることができる

プログラムである。4

協働教育 について、州文部省は、協働教育 に進む経験学習モデルを次表のように示 して

いる。5

表2経 験学習のモデル

様式

初歩的経験

初級的経験

職業観察

労働体験

個別指導

協働教育

時間

1日

1-2日

最大1週 間

1-2週 間(2学 期 制)1-4週 間(学 年 制)

随時

1学 期ない し1年 間

増加単位

な し

な し

な し

な し

な し

あ り

区分

インターメテ"イエイト

インターメテ"イエイト

インターメテ"イエイh

インターメテ"イエイト/シニア

インターメテ"イエイト/シニア

シニア

実際の協働教育は、学校と雇用者との共同責任で運営 される。学校側が責任を もつ分野

は次のとお りである。①プ ログラム作成②生徒の選考③生徒の配置④プ ログラム実施上の
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組織運営⑤安全指導と保険の準備⑥生徒の職場までの交通の手配⑦生徒の訓練の観察と評

価。雇用者側の責任となるのは、①安全な環境②学習と訓練に焦点を当てた労働環境③生

表3ト ロン ト市の協働教育事例

徒個々の訓練援助④教員と

学習 プログラム

校内学習

校外学習

合計単位

校内学習

校外学習

合計単位

会計

会計関係の職場での実習

の協働学習

自動車技術

自動車サー ビス工場での

実習の協働学習

時間数

110時 間

110時 間

110時 間

220時 間

単位数

1単 位

1単 位

2単 位

1単 位

2単 位

3単 位

の間で生徒の訓練計画につ

いての 協議⑤生徒 との専門

知識の共有⑥生徒の学習を

現場観察を通 じて指導す る

こと⑦ 生徒の学習の進捗状

況を教員 と一緒 に評価す る

こと、である。

生徒 は学校での学習と職

場での学習 とによ り、単位

の取得が認め られ る。 トロ

ン ト教育委員会の生徒向けの資料には、表一3の ような事例が示 されている。6

(5)大 学進学単位

大学進学を希望す るものは上級科 目であるOACの6科 目を履修す ることが条件 とな って

いる。新 しいカ リキュラムの もとでは12年 次で6科 目を履修す るように奨励 されている。

しか し競争率の高い大学の要求水準は最近、急速に高まっている。そのため一部ではOAC

科 目で高い水準を維持で きない場合 は5年 計画で卒業するようにア ドバイスされている。7

科目は次表にあげるように多岐にわたっている。

表4オ ンタ リオ進学単位オ ンタ リオ進学科 目

語学

広東語

英語

英文学

現代文学

フラ ンス語

ドイツ語

古代ギ リシャ語

古典ギ リシャ語

現代ギ リシャ語

イタ リア語

ラテン語

言語と文学

ポーラ ン ド語

ポル トガル語

スペイ ン語

文学研究

社会

経済学

地理

カナダ"の 地理

地理(世 界の問題

歴史

カナダ史

近代西洋文明

北アメ リカ史

カナダ人の歴史

法学

国際関係

政治

科学

生物

科学

物理

社会における科学

数学

代数

代数 ・幾何

有限数学

微積分

芸術

芸術

演劇芸術

合奏

楽器演奏

歌唱

視覚芸術

体育

体育

経営

会計

工業

電気

家族

カナダの家族

家族研究
コ ン ピュ ー タ

問題解決

コンヒ.・一タ科 学 と 技 術
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(6)高 等教育への接続

オ ンタ リオ州の中等学校卒業者が大学に進む場合、統一テス トなどの学力判定テス トは

ない。OACの 成績が もっとも重要な資料 とされる。OAC科 目の評価は、正規の考査や課題な

どによって年に2回 出される。そのうち、中間の評価が入学者選考資料 として利用 され る。

最終の評価は入学許可の確認などに使われる。

学部 レベルへの進学に必要なOACは 、高校の生徒向け進路資料や、大学のガイ ドブ ック

などに紹介 されている。それ らの資料か ら学部別のOAC科 目の指定の一部事例を、次表に

あげる。

表5学 部別OAC

学部

建築学

工学

生命科学(医 学

お よ び 歯 学 課

程、心理学)

経済(経 営学

商学)

必修OAC

微分 ・積分 、代数 ・幾 何、科 学 、化

学、 英語

微分 ・積分 、代 数 ・幾 何 、化 学 、物

理 、英語

英語 、(以 下 か ら3つ)微 分 ・積 分

代 数 ・幾何 、化 学、物 理 、生物

微分 ・積分、英語、(次 か ら1科 目

代数 ・幾何、有限数学

履修 の望ま しいOAC

視覚芸術

コンピュータ科学、有限数学

その他

作品

オ ンタ リオ州には公的財源によって運営される17の 大学 と芸術大学があ り、最終的な入

学許可の権 限は各大学がもっている。 しか し一方で、オ ンタ リオ州はカナダでもっとも統

一 された入学者選抜 システムを もっている。

まず、大学の入学者選抜関係者、学術関係者、中等学校長、カウンセラー協会員などに

よって構成される大学入学評議会が組織 され、ここで選抜方針のガイ ドライ ンが作成され

ている。また、「オ ンタ リオ大学出願セ ンター」が設置 され、州内の 中等学校か ら大学に出

願する生徒の出願か ら選抜までを一括 して扱 っている。現在、毎年13万 人の出願者の40

万件の選抜処理を行 っている。8大 学出願 センターは各中等学校 あるいは教育委員会の コ

ンピュータか ら出願者のOACな どの学習成績資料を集約 し、出願 を受け付けた各大学にそ

の資料を提供する。各大学が入学許可を した場合、出願者 には2週 間以内に諾否を決める

ことを求め、重複 して入学許可が出されないように調整す る役割 も果たす。9

mト ロン ト市の中等教育

中等教育の実際を トロン ト市の公立学校 に見てみよう。9年 生で 中等教育に進む際に、

大部分の生徒は市内の公立学校進学す る。オ ンタ リオ州の学校教育 における私立学校の此

重は概 して低い。90-91年 度の私立学校に在学す る生徒の比率は3.31%に 過 ぎない。10

多 くの生徒は家か ら近い公立高校に進むが、基本的には どの公立学校へ も進学できる。

一73一

L



英語以外の言語教育などの特殊な科 目は一部の学校に しか設定 されていないか らである。

またオルターナテ ィブ ・スクール もい くつかあ り、必要 に応 じて入学が認め られ る。公立

高校の大部分には、上級科 目と一般科 目とがあ り、いわゆる総合制をとっている。

トロン ト教育委員会が運営にあたっている中等学校 は37校 ある。これ らのうち、27校

が一般的な中等学校であ り、10校 はオル ターナテ ィブ ・スクールである。一般の中等学校

の うちもっとも多いものは、名称に℃ollegiate"、 あ るいは"Academic"の つ くもので、16

校を数える。その前身 は大学進学準備の教育 を提供す る学校 と して設立 されている。ほか

に商業学校あるいは工業技術学校を前身 とす るものが数校、さらに名称 に"secondarジ を付

けるものなどがある。これ らの うち、OACの 科 目を もたない学校 は、小児病院に付属す る

学校のみであ り、すべての学校でOAC科 目が用意 されている。創立時か らの特徴や、地理

的条件などによって、強調 され る科 目の傾 向な どに相違があるが、大部分の生徒は地理的

に近い学校 に入 る。 しか し、一般的な学校教育に満足できない生徒 に対 してはオルターナ

ティブ ・スクールが、その要求に応え る。そ こで はそれぞれ高度な学習が可能である。

またカナダの文化政策の基本である多文化主義を学校教育に取 り入れることは、重要な

課題である。全国各地か らの労働人口の移動は経済発展の著 しいオ ンタ リオ州に集中す る。

その中にはフランス系のみならず ウクライナ系や ポーラン ド系などの東欧系の人口も多い。

そのうえに近年、永住を求める香港系の若年 中国人の移住 も著 しい。 これ らの人 々のそれ

ぞれの民族文化を尊重 しなが ら、彼 らにカナダ社会で生 きてい くために必要な能力を開発

す ることが、オ ンタ リオの学校教育に求め られている。

(1)オ ルターナテ ィブ ・スクール

初めに、特別な能力を もつ生徒や独特の学習スタイルを追求す る生徒のため に、学校外

教育資源な どを利用するオルターナテ ィブ ・ス クールのい くつかを紹介す る。11こ れ らの

うち7校 は、10年 次ない しそれ以上の科 目のみを もつ。これ らの学校を希望する生徒は、

基本的に面接によって入学が許可 される。学校の生徒数 は70名 程度か ら多 くて も180名 と

小規模である。

① シテ ィ スクール

教職員 と生徒の良好な協力関係の もとで、比較的高い学習水準が維持 されている。教員

は必要に応 じて生徒の学習を個別的に支援 してい る。一般 的な29の 普通科 目の他に、年に

よって特別な科 目が設定 される。95-96年 度 には、3つ の 「創造的作文」と 「メキ シコ系

アメ リカ人研究」が設定 された。 さらに生徒の要求 に応 じて、学際的科 目が開かれ ること

もある。今まで 「戦争 と平和」、「ユー トピアと逆ユー トピァ」、「ホロコース ト」、「60年代 」

な どが取 り上げられた。

②イ ングルヌック コミュニティ ハイスクール

34の 普通科 目が用意 されている。その他に 「Outreach」 とい うプログラムが必修 とな っ

ている。 この科 目は毎週特定の曜 日の午前 中、学校外の教育資源を利用 した学習を行 うも

のである。内容的には、興味 ・関心に応 じて、ダ ンスのような個人技の練習、あるいは ビ

デオ編集などの技術習得、またはデ ィケア ・サー ビスなどの社会サー ビスなどの分野があ
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る。それぞれの活動は特定の科 目の一部とされ、その科 目の評価の20%の 比重を 占める。

③S.E.E.D(経 験 ・探求 ・発見の共有)

この学校 は本来強い動機づ けをもった生徒が、特殊な学習方法によ り自分の問題関心を

追求する学校である。生徒は関心を もつ分野を専門とす る教員を選 び、時には政府の研究

奨励費を得て学習す る。生徒 はこのよ うな学習活動を終えた場合 、一般科 目を中心 とした

学習に入 ることもできる。 ここでの学習を希望する生徒 は、 自ら一年間のカ リキ ュラムを

教員に提 出 しなければな らない。その特殊性か ら、応募者は何回かの来校でなるべ く多 く

の職員や生徒たちと面接 し、そのア ドバイスを受 けて応募す るか どうかの結論を出すよう

に指導 している。

(2)多 言語教育

カナダは1969年 の 「公用語法」によ り、英語 とフランス語を同等の公用語 とし、英語 と

フランスの学習を義務づ けるようにな った。さらに82年 憲法では 「多文化的伝統の保護 と

増進」を国是 としてあげた。 トロン ト市 には移民の相当部分が流入 している。ある中等学

校では校内で40ヶ 国語の言語が飛び交 っているという。12そ のため、学校ではさまざまな

言語教育が行 われている。トロン トの24の 一般 中等学校では次のような言語のクラスが設

定 されている(カ ッコ内は学校数、 アンダーラインはOACの あ ることを示す)

アジァ言語:中 国語(2)、 広東語(5)、 北京官語(2)、 ベ トナム語(1)ヨ ーロッパ言語:

ドイッ語(8)、 イタ リア語(8)、 スペイ ン語(9)、 ポーラン ド語(1)、 ロシア語(1)、 ポル トガ

ル語(5)、 ウクライナ語(1)、 ギ リシャ語(2)古 典語:ラ テ ン語(6)、 古代ギ リシャ語(1)、

古典ギ リシャ語(1)

この他に 「第二言語 としての英語」(E.S.L)は10校 に、「英語能力開発」(E.S.D)は2校

に設置されている。

V教 育水 準の 向上 対策

(1)共 通 カ リキ ュラム

州文部省(MinistryofEducationandTraining)は 、 カ リキ ュ ラム改革 の効 果 を高 め、

教育水準 の 向上 を図 るため、 各州 の カ リキ ュラム 開発 の 基礎 とな る 「共 通 カ リキ ュラム 」

(TheCommonCurriculum)を 、各教 科 につ いて作成 して い る。 こ こには追 求 され るべ き教

育成果 の項 目があ げ られ 、 さ らに個 々の生徒 の 達成度 を 判断す る 目安 が詳細 に述べ られ て

い る。例 と して9年 次の英 語(作 文)の ご く一部 を示す 。13す べ ての生 徒 に達成 が期 待 さ

れ るのは、 レベル3か ら6の 間で あ る。

表6共 通カ リキュラム(英 語)

レベル1

レベル2

レベル3

自分の発想や単純 なス トリー、質問に対す る応答を考え、自分の言葉で文を書

く。また指導を受けなが ら、基本的な形式や慣例 にそ って文を書 く。

話題や主題を展開 し発展 させ、指導を受 けなが ら、人の意見などを理解す る実

習をする。

独力で単純な 口語的あるいは文語的な形式によって文を書 く。一貫 した考えを

伝えるために文を構成す る。文体、論点な どを保持す る。

L
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レベル4

レベル5

レベル6

独力で さまざまな形式によ って文を書 く。聴衆を意識 して特定の 目的のため

内容、スタイルや文章構成を選ぶ。またフィー ドバ ックを得 ること。

自信を もって明確で一貫 した意見を書 く。聴衆や 目的に応 じて内容、語彙、ス

タイルや構成を変えて質の高い文を書 く。

目的や聴衆に応 じて滑 らかに創造的に文を書 く。内容、スタイルの質や慣例的

用法について理解す る。より高い目標を設定す る。

(2)ベ ンチマーク

トロン ト市教育委員会は独 自に、学習到達度の向上を図 るため、3、6、8の 各年次を

対象 に 「水準点」(Benchmark)と い う標準テス ト的な ものを設定 してい る。「水準点」は ビ

デオと印刷物のいずれの形で も提供 されている。教員は、そこに示 されている基準をもと

に生徒の学習到達度を測るとともに、自らの教育法の反省の資料 と し、その改善に役立て

ることが期待されている。

6年 生の数学の 「水準点」の事例をあげる。14

オンタ リオ文部省及び トロン ト市教育委員会の設定す る目標

・数学的概念 と算術的手法を理解 して使 うこと
。

・数学を 日常の実際の問題にあてはめること
。

・ひとつない しそれ以上の計算を含む問題を解 くこと
。

(例題)ベ ビーシッテ ィング

生徒は次の次の問題を提示 され る。

「トレボルとい う名の生徒が午後10時 までは1時 間当 り2.5ド ル、10時 以降はその

倍額でベ ビーシッテ ィングを している。 トレボルが午後6時 か ら、1時 間か ら7時 間、

働いたとして、それ ぞれい くら受け取るか。」

生徒たちに計算するように求める。

この例題に続いて、この例題に対す る生徒の解答方法や内容につ いて評価す るための、

5段 階の基準が示 されている。

英語についてはこの他、聞取 り、会話、黙読、発表などの項 目につ いて、それぞれ詳細

に基準が提示 され、学習指導の点検 に役立て られ るようにな っている。

(3)大 学進学単位(OAC)

大学側の入学者選考の決定的な資料 となるこれ らの科 目については最近、見直 しが行 わ

れた。新 しいOACの 学習内容や構成、教授法などについて、大学の研究者や関係者が直接

関わ って検討 された。また大学側は中等学校側の実施状況に明 らかに不適当な点があれば、

ア ドミッション協会を通 じて州文部省に対 して、中等学校の監督を充分に行 うよ うに申 し

入れることができる。15
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刷 改革の課題

現在カナダでは、女性が労働力の45%を 占め るまでにな っている。また他の工業国 と同

じく、大規模工業や資源産業は後退 し、サー ビス業やハ イテク産業の発展が著 しい。そ し

て コンピュータなどの新 しい技術が、人 々の仕事や組織の在 り方に大 きな影響を与えつつ

ある。変化の激 しい社会では一生同 じ職業で雇用が保証 される時代 ではな くな り、生涯学

習に備えることが必要になっている。

またカナダ経済の 中心的地位を占めるオ ンタ リオ州 には、全国か らの移住者が集ま り、

海外か らの移民の半数は トロン トを 目指すといわれ る。 もともと多様であ った民族構成を

い っそう複雑な ものに している。

オ ンタリオ州の教育改革はこのような状況を踏まえ、全体的な教育水準の向上 をはか り、

将来の州の産業を支える高い技術、能力を もった州民を育成す ることを 目指す ものである。

そのため、統一的カ リキ ュラムによる教育を中等教育の前半部 まで延長 し、カ リキュラム

の詳細な基準を示 し、各教育委員会が教育達成度を向上させ るよう促 してい る。 さらに教

育委員会 によっては、カ リキュラム区分上の重要な段階に標準テス ト的な資料を用意 し、

学校が生徒の学習状況を見極め、い っそうの向上を図ろうと している。

高等教育 も例外ではない。大学にも教育効果の向上が求め られるようになっている。他

の先進工業国 と同様に、カナダ政府 も財政の累積赤字を抱え、教育 予算 も削減 され る傾 向

にある。大学はよ り優れた学生を集めて、よ り高度 な教育をす ることを要求されている。

しか し、中等学校側が大学出願セ ンターに提出す る 「中間評価」は近年、高 く出され る傾

向になっている。1967年 には、80点 以上を得てコースを修了 した ものは7%に 過 ぎなか っ

たが、最近、その数字は45%を 越えている。16結 局、大学側が入学許可の水準を上昇 させ

ることになっている。オ ンタ リオ大学ア ドミッション協会の報告によれば、一部の大学で

は入学条件 として80点 代後半の点数が必要 とな っている。17

オ ンタ リオ州では統一テス トが中等教育に与える弊害が指摘され、1969年 に廃止 され、

現在のOACの 制度が採用された。 しか し、現在の制度では中等学校の学習成績があま りに

重視され、新 しい弊害が現れてい る。近い将来、統一テス トの復活 も予想 されている。さ

らに、高校における標準テス トや能力テス トの導入を支持する動きを強めることにな って

いる。18

オ ンタリオ州の教育改革は、教育の質 的向上を求めて今後 も続 く。

注)

1宮 本 健 太 郎 氏(オ ンタ リオ教 育 研 究 所)の トロ ン ト市 教 育 委 員 会 へ の 調 査 に よ る。 な お 、 宮 本 氏 に は

資 料 の 収 集 な どに多 大 の ご協 力 を い た だ い た 。 こ こ に記 して謝 意 を 表 した い 。

20ntarioMinistryofEducationandTraining:TheCommonCurriculumHishliehtsGradeslto9,

OntarioMinistryofEducationandTraining,1993.

3TorontoBoardofEducation:YourChoice1994-1995,TorontoBoardofEducation,1994.

40ntarioMinistryofEducationandTraining:OntarioSchoolsIntermediateandSeniorDivisions

ProgramandDiplomaRequirements1989,0ntarioMinistryofEducationandTraining,1989.
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PP27-28.
'

50ntarioMinistryofEducationandTraining:Co-operativeEducationPoliciesandProceduresfor

OntarioSecondarySchools1989,0ntarioMinistryofEducationandTraining,1989.p.4.

6TorontoBoardofEducation:CO-OPWorkinetoLearn
,TorontoBoardofEducation,1995.p.2.

7旦andbookofLakefieldColle｢e,LakefieldColege
,1995.p,14.

8G.J.Marcotte:EnhancineArticulationBetweenSecondaryandPost-secondarySectorsin

Ontario:TheRoleofaCentralizedAdmissionAlicationBureau ,大 学 入 試 セ ン タ ー 、 「21世 紀 に

向 け て の 大 学 入 試 に 関 す る 国 際 会 議 」(1995年)資 料 。

91bid.

10EducationalStatisticsBulletin.1992.

11TorontoBoardofEducation:ProgramsintheSecondarySchools1995-1996 ,TorontoBoardof

Education,1994.

121bid.,p.10.

130ntarioMinistryofEducationandTraining:TheCommonCurriculumProvincialStandards

Laneuaee,Grades1-9.,NewFoundationsforOntarioEducation,1995.pp.58-59.

14SylviaLarter:"Benchmarks",FWTAONewsletter,Sept.一 〇ct.1991.

isG .J.Marcotte:Ibid.

161bid.

17LakefieldCollege:Ibid.

18G.J.Marcotte:Ibid.
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カ ナ ダ ・オ ン タ リ オ 州 の 学 校 に お け る

ガ イ ダ ン ス ・ カ ウ ン セ ラ ー の 役 割
一 学 校 と 地 域 社 会 と の 連 携 を す す め る 者

宮本 健太郎

1.は じ め に

カナダ ・オ ンタ リオ州 におけ る学 校 と地域 社会 との連携 について、 いろい ろ と資料 を収

集 していた とき、何度 か 「ガイダ ンス ・カ ウ ンセラー(GuidanceCounsellor)」 とい う

言葉 を耳 に した。

た とえば昨年10月 、私 は トロン トにお ける国 際学 術調査 に同行 させ ていた だ く機 会を得

た。 それ は学校5日 制の視点 か ら、学校 外教育施設 お よび地 域社会 の教 育力 の実態 を把握

す るとい うもの だ った。、トロ ン●ト市教育 委員会(TorontoBoardofEducation)の 会議

室で、主 だった部署 の担 当係官を前 に して、私 はたずね た。

「児 童生徒が週末 、地域社 会 において ボラ ンテ ィア活動 を してみた いと思 った ときに、ど

のよ うに して情報 を得 るの で しょう」 「学 校の ガイダ ンス ・カ ウ ンセ ラーか らだね」 とい

う答 えが返 って きた。 私 は続 けてたず ねた。 「地域社 会の住 民や企業が週 末、児童生 徒の

ために講座や小旅行 を企 画 した ときに、 最初 に相談 す るのは誰で しょう」 答 えは同 じだ

った。 「それ もガイ ダ ンス ・カウ ンセ ラーだよ」

それ以来私 は、 「オ ンタ リオ州 にお いて 、学 校 と地域社 会 との連 携をすす め る鍵を握 っ

て いるのは、ガイダ ンス ・カ ウンセ ラーで はな いか」 とい う仮説 を もっ よ うにな った。 日

本 の学校制度 のなか で は位 置づ け られて いな い、ガ イダ ンス ・カ ウンセ ラーの役 割 にっ い

て も興 味を もっ よ うにな った。

今 回、上記 の仮説 を検 証す るため に、資料 収集 と同時 に聞 き取 り調査を行 った。 まず、

オ ンタ リオ州 の学校制度 におけ るガイダ ンス ・カウ ンセ ラーの役割 を明確 にす るために、

オ ンタ リオ州 文部省(OntarioMinistryofEducationand'Training)、 トロ ン ト市教

育委員会 を訪 問 し、担 当係官 にお話 を伺 った。 また、 ガイダ ンス ・カ ウンセ ラーの実際の

仕事 ぶ りを把握 す るため に、 トロン ト市内 の小学校お よび中等学校 を、それ ぞれ3校 ずっ

訪問 し、6人 のガイ ダ ンス ・カウ ンセ ラーか らお話 を伺 った。

この論 文では、 これ らの資料分析 お よび聞 き取 り調査 に もとづ き、学校 と地域社 会 との

連携 とい う視点 か ら、 オ ンタ リオ州 の学校 にお けるガ イダ ンス ・カ ウンセ ラーの役割を明

らかーにす る。全体の構成 と しては、最 初 に、 ガイダ ンスの 目的 およびガイダ ンス ・カウ ン

セラーの役割を説 明す る。次 に、小 学校 およ び中等学校 にお けるガイダ ンス ・カ ウ ンセ ラ

ーの仕 事の実際 を述 べ る。興 味深 い実践 につ いて も紹介す る。最後 にま とめ る と同時 に、

日本の教育 と照 ら しあわせ て、私 な りの考 察 も導 く。
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皿,ガ イ ダ ンス ・カ ウ ンセ ラ ー の 役 割

オ ン タ リ オ 州 文 部 省 は 、 ガ イ ダ ン ス の 目 的 お よ び ガ イ ダ ン ス ・カ ウ ン セ ラ ー の 役 割 を 説

明 し た 資 料 と し て 、 『ガ イ ダ ン ス(Guidance,Curriculu皿IdeasforTeachers,

Pri皿aryandJuniorDivisions)』 『ガ イ ダ ン ス1984(Guidance1984,Curriculu皿

GuidelinefortheIntermediateandSeniorDivisions)』 の2冊 を 発 行 し て い る 。D

1.ガ イ ダ ンス の 目的

『ガイダ ンス1984』 にお いて、 「ガイダ ンス」 は、 「児 童生徒 に対 して、 自分 の将来を

選択 す る機会を最大 限に利用す るため にはど うすれば いいか、 自分 に課せ られ た社 会的責

任 を果 たす にはど うす れば いいか、指導 お よび助言 す る過程 」 と定義 されて いる。

そ してガイダ ンスの 目的 は、児童生 徒 に次 の ような技術 、知識、態度 を獲得 させ ること

だ と説 明 して いる。

(1)自 分 を理解 し、 許容で きる

(2)他 の人 々 と協調 的 な関係 をっ くれ る

(3)適 切 な教育計 画を立 て られ る

(4)さ まざまな将来 にっ いて考え られ る

日本 の学校教 育 において 「ガ イダ ンス」 とい うと、各年度 の初 めに開か れ る時 間割 りや

学校行事 についての説 明会、 あ るいは卒業年次 の児童 生徒 を対象 に した進学 や就職 につ い

ての説 明会 を想 像 しが ちで ある。

「ガイダ ンス」の訳語 と して 「生徒指導 」 とい うことばが使 われ ているよ うだ が、 この こ

とばか らは、っ い服装検 査や持物検査 、問題行動 を起 こ した生徒 に対す るカ ウ ンセ リング

を想 像 して しま う。

オ ンタ リオ州の学校教 育で は、 「ガイダ ンス」 を も っと広 い意 味で、児童 生徒 の健全 な

発 育のために、学習や進 路選択、道徳 や適応 な ど、 さまざまな側面 か ら積極 的 に指 導 およ

び助言 してい く過程 と位 置づ けて い るといえ よ う。

2.ガ イ ダ ン ス ・カ ウ ンセ ラ ー の役 割

ガ イダ ンス ・カ ウンセ ラーは、 ガイ ダ ンスの専門教育 を受 け、学校 において ガイ ダ ンス

の仕事 を任 されてい る教員 であ る。ガ イダ ンスの 目的を達成す るため に、 さまざ まな役割

を果 たす よ うもとめ られてい る。その役割 は、 ほぼ次 の3っ にま とめ られ る。
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(1)カ ウ ン セ ラ ー(Counsellor)

児童生徒 は、 日々いろ いろな問題 や悩み に直面 す る。授 業 についてい けない。 どの学校

に進学 して、 どの コースを選 んで、 どの教科 を受講す ればい いのかわか らない。 自分 の将

来 が不安 であ る。 い じめを受 けてい る。家族 とうま くいか ない。移民 して きたばか りで、

言語 や文化 の ちが いに とまど ってい る、 な ど。

ガイダ ンス ・カ ウンセ ラーは、 個別 あ るい は集団 でカ ウ ンセ リングを行 い、 これ らの多

岐にわ光 る問題や悩 みを聞 き、解 決 にむけて助言 してい く。必 要 に応 じて、専 門家の指示

をあおいだ り、関係 す る機関 を紹 介 した りもす る。問 題 によ って は、長 い時 間のか かる こ

ともあ る。 大変 な仕 事で ある。

今後 の方 向性 と して、個別 カ ウ ンセ リングか ら集 団 カウ ンセ リングへ、対処 療法 的カ ウ

ンセ リングか ら予 防的 カウ ンセ リングへ とい う流 れが確認 されて いる。 しか し個別 カ ウン

セ リングの重要性 を唱え るガイダ ンス ・カ ウ ンセ ラー は多か った。

(2)指 導 者(Instructor)

ガイダ ンス ・カウ ンセ ラーは、児 童生徒が 自分 の能力 や適 性 に気づ くよ うに指導 してい

く。 また現代 社会 にお いて、 どの よ うな職業 があ るのか。 その職業 につ くには、 どの よ う

な勉強を しな ければ な らないのか。 さまざ まな機会 を とお して教 えてい く。

小学校で は、 ゲ ームや活動 を とお して、児童 に自分 や 自分 と他の人 々 との関係 にっ いて

理解 させ る。rガ イダ ンス』 には、その よ うな実践 例が多数紹 介 され てい る。社 会見学 を

とお して、 いろい ろな職業の ある ことを学 ばせた りもす る。

中等学校で は、卒 業生や地域 の住民 を招待 して、彼 らの職業 とその職 業 につ くの に必要

な勉強 にっ いて話 して もらった りす る。職業検索 デ ー タベ ースの使 い方 を指 導 した りもす

る2)。 卒業年次 の生 徒 を対象 に、履歴書 の書 き方 や面接 の受 け方 を教 え ること もあ る。

(3)コ ー デ ィ ネ ー タ ー(Co-ordinator)

ガイダ ンス ・カ ウ ンセラーは、児童生 徒、学校 の教 職員 と管理職 、児 童生徒 の保護者、

そ して地域社会 の住民や企業 のあい だに立 ち、 さまざ まな協議 および調整を行 う。

学校 内の協議 お よび調整 と して は、 ほとん どの学校 で定期 的に、 ガイ ダ ンス ・カ ウンセ

ラー、管理職、教 育心理士(Psycho-educationalConsultant)、 社 会福祉士(Social

porker)の 連絡 会議 が開かれて いる3)。

た とえば、 ど うして も授業 につ いてい けない児童 生徒が い るとき、ガ イダ ンス ・カウ ン

セ ラー は教 員や管理 職、 そ して保護 者 と相談 の上 、特別 な配 慮が必要か ど うか、教育心理

士 に判断を もとめ る。保護者 に児童 生徒 の養育能 力が ない と思われ る場 合 は、教員 や管理

職 と相談の上、社 会福祉士 に判 断を もとめ る。児 童福 祉協会(Children'sAid
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Society)に も通知す る4)。

その ほかぐ教 員 と協 力 してガ イダ ンスの授業を行 った りもす る。 さまざ まな教科 の授業

の なか に、ガイ ダ ンスの要素を いれて も らうために、教 員 を対象 に、新 しい教材 や プログ

ラムの紹 介 も行 う。

学校間の協議 および調整 と しては、転入学、進学 に関 わ る事務手続 きを行 う。転入学希

望者の面接。卒業年 次の児童生徒 お よび その保護者 を対象 に した、進 路説 明会の開催。学

校見学。.成 績証 明書 や推薦状 の発行 。入学願書記入 に際 しての助言 な ど。 かな り時 間のか

か る仕事で ある。

地域社会 との協議 お よび調整 と して は、社 会見 学、卒業 生や地域住民 によ る講演会 など

を 企 画 実 行 す る 。 ト ロ ン ト職 業 セ ン タ ー(TorontoCentreforCareerAction)の 嘩 員

と協力 して、 ガイダ ンスの授業 を行 った りもす る5}。

その ほか、児童生 徒が ボラ ンテ ィア活動 を行い たい とい孝 ば、地域 の病 院や福 祉施設 に

問 い合わせ をす る。 地域 の青少 年施設や コ ミュニ ティ ・セ ンターが、児童 生徒 を対 象 に し

た講座 を開講 す る場合 は、 まず最 初 に学校 のガイ ダ ンス ・カウ ンセラー に情報 を送 る。

この ようにガイダ ンス ・カ ウ ンセラーの役割 は、 とて も幅 広い。そ して その仕 事の多 く

が、地域社会 を含 む さまざまな人 々 との協議 および調整 によ ってすす め られて いる。 ガイ

ダ ンス ・カウ ンセ ラーは、学校 と地 域社会 との連 携 をす すあ られ る可能性 を もった者 だ と

い うことが で きるだ ろ う。

3.ガ イ ダ ン ス ・カ ウ ンセ ラ ー の資 格

ガイダ ンス ・カ ウンセ ラーにな るため には、教員免 許状 に くわえて、 ガイダ ンスの専 門

教育を受 けな ければな らない。具体 的 には、新 しい(ま たは上 級の)資 格取得 を希望す る

教員のための コース(AdditionalQualificationCoursesforTeachers)の なかの、

「ガイダ ンス1」 を修 了 しな くてはな らない。 中等 学校 において、ガイ ダ ンス主任 にな る

ため には、 さ らに 「ガイ ダ ンス2」 と 「ガ イダ ンス3」 の修了 が必 要条件 とされ る6)。

実際、私 が聞 き取 り調査を行 ったガイ ダ ンス ・カ ウ ンセラーの うち、6人 中5人 が、最

初 は一般の教 員 と して出発 して いた。 その後、 自分 の能力 や適 性 に気づ いた り、 ガイダ ン

スの必要性を感 じた り して、新 たに専 門教育を受 け、ガ イダ ンス ・カウ ンセラー の職 を得

た ということだ った。(残 りの1人 は、地域の青少年 保護 セ ンターに勤 めなが ら、専門教

育を受 けた との こ と。)

ガイダ ンス ・カウ ンセ ラー は教員 であ るとい う点 で、教育心 理士や社 会福祉 士 とは異 な

る。待遇1ま学 校 の他 の教 員 とほぼ同 じだ し、 その学 校のす べての児 童生徒 に対 して、 ガイ

ダ ンスを行 わな ければな らな い。教 育心理士 や社会 福祉士 は、 その専門教育 を受 けていれ

ば、教 員免 許状 を もって いな くて もよい。 また待 遇 は、教育委 員会職員 とほぼ同 じであ り、

必要の生 じた児童 生徒 に対 して、その仕事 を行 えば よい とされて い る。
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皿.ガ イ ダ ン ス 。カ ウ ンセ ラ ー の仕 事 の実 際

1.小 学 校 に お け るガ イ ダ ンス ・カ ウ ンセ ラー

オ ンタ リオ州 の小学校(1年 生か ら8年 生。一般 には、6歳 か ら13歳)に おいて は、児

童500人 に対 して1人 の割合 で、 ガイダ ンス ・カウ ンセラーを配置す るよ う奨 励 されてい

る7》。

しか し、 トロン ト市教育委 員会管轄 下 にある公 立小学校115校 の うち、専任の ガイダ ン

ス ・カウ ンセラー を配 置 してい る ところは、3校 しか ない。非常勤 のガイダ ンス ・カ ウン

セ ラーを配 置 して い るところ も、4校 だけであ る。 その他 の小学校 では、管理職 がガイ ダ

ンス ・カウ ンセ ラーの役 割を果 た して いる。

これは教職員 の人事 が、原則 と して、 それぞれの小学 校 に任 されて いるためであ る8)。

また、 ほ とん どの小学 校の管理職 は、新 しい(ま た は上 級の)資 格 取得を希望 す る教員の

ための コースのな かの、 「ガイダ ンス1」 を修了 してい る。(ト ロン ト市教育委 員会管轄

下の小学校 で は必修 で ある。)そ のため、ガイ ダ ンス ・カ ウンセラ ーの役割 も果 たせ る

とい うことだ った。

トロ ン ト市教育 委員会 の担 当係官 は、次 のよ うに語 って くれた。

「数年前 に、教 育予算 の大幅 な削滅 が あ り、 それを機 にガイ ダ ンス ・カ ウ ンセ ラーの数が

激滅 したんだ。 ガイダ ンス ・カ ウンセ ラーの役割 は幅広 いか ら、 なかなか理解 して も らえ

ない。す ぐに効果 が現 れ ることも少 ない しね」

実際、専任 のガイ ダ ンス ・カウ ンセラ ーを配置 して いる小学 校 は、 それぞれ に特色が あ

った。生活保護 を受 けてい る住民が多 く住んで い る地 域 の小学 校、ガ イダ ンスの先進的 な

実践を積極 的に行 って きた小学校、 そ して フラ ンス語 によ る教育 や教科担 任制度を採用 し

ている小学校 であ る。

生活保護 を受 けて い る住民が多 く住 ん でいる地域 の小学校 のガイダ ンス ・カウ ンセラー

は、 カウ ンセ リングに多 くの時間 を費 や していた。児 童福 祉協会や トロ ン ト警察 など、 関

係す る機 関 との協議 および調整 に も多 くの時間 をか けて いた。

ガイダ ンスの先進的 な実践を積極 的 に行 って きた小 学校 のガイダ ンス ・カ ウ ンセ ラーは、

カ ウンセ リングや協議 お よび調整 に くわえて、社会見 学 な どを とお しての進路指 導 に も熱

心 だった。

フラ ンス語 に よる教育 や教科 担任制 度を採用 してい る小学校 のガイダ ンス ・カ ウ ンセ ラ

ーは、転入学 や進 学 に関わ る事務手続 きに多 くの時 間を費 や していた。転入学希 望者が多

いためで あ る。

これ らの例か ら、 それぞれの小学校 、ガ イダ ンス ・カウ ンセラー によって、 その仕事 の

内容 がかな り異 な ってい るとい うことがわ かる。
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2.中 等 学 校 に お け るガ イ ダ ンス ・カ ウ ンセ ラ ー

中等学 校(9年 生 か ら13年 生。一般 には、14歳 か ら18歳)に お いて は、生 徒350人 に対

して1人 の割合で、 ガイダ ンス ・カ ウ ンセ ラーを配 置す るよ う義務 づ け られて いる。

中等学校 は小 学校 とちがい、大規模 校が多 い。 その ほ とん どが、複数 の コースを開設 し

てい る、単 位制中等学校 であ る。 そのため、 ほぼす べての 中等学校 に、複数 の専任の ガイ

ダ ンス ・.カウンセ ラーが配 置 されて い る。

一般 に
、 中等学校 のガイダ ンス ・カ ウンセ ラーは、 時間割 り作成 のため の説 明会、 それ

に関わ るカ ウンセ リングに多 くの時問 を費やす。オ ンタ リオ州 の中等 学校 では、10年 生 か

ら能力別編成 を行 って いる。生 徒 は9年 生 の終 りに、 自分の能力、適 性、将来 の希望fdど

を考慮 して、 自分 の進む コースを決 めなければな らない。

中等学校 を卒業 してす ぐに就 職 したければ、基 礎課程(BasicLevel)に 、就職 した

り短期大学 に進学.した ければ、一 般課程(GeneralLevel)に 、大 学 に進学 したけれ ば、

上級課程(AdvancedLevel)に すす む9}。 生 徒 に とって は、将来 を左右す る大事 な選択

である。

そ して、 ガイダ ンス ・カ ウンセ ラー と相 談 しなが ら、 自分 の時間割 りを作 成 して い く。

自分 の受講 した い教科が 開講 されて いな ければ、他 の中等学校 に転 校す る こと もで きる。

(公 立 の中等学校間 での転 校 は、比較 的容易で あ る。)そ ういった情報 を提供 し、助 言

を し、それ に関わ る事務 手続 きを行 うの は、 ガイダ ンス ・カ ウ ンセ ラーであ る。

その他の仕事 の内容 は、小学校 の場合 と同 じ く、 それぞれ の中等学校 、ガ イダ ンス ・カ

ウ ンセ ラー によ ってか な り異 な る。

た とえば、 ほとん どの生徒 が上級課程 に在 籍 して い る中等学校 のガイダ ンス ・カウ ンセ

ラーは、大学進学 の ための事務 手続 きに多 くの時間 を費 や していた。大学 訪 問。成績証 明

書 や推薦状 の発 行。入学願書記 入 に際 しての助言 などであ る。生徒 に 自分の 能力や適性 に

気づかせ る指導 も系統的 に行 って いた。

同 じくほ とん どの生徒が上級 課程 に在籍 してい る中等 学校 のガイダ ンス ・カ ウ ンセ ラー

は、転入学 に関わ る事務手続 きに多 くの時間を費や してい た。 その中等学校 は、1学 年度

を前期 と後期 にわ ける制度 を とって いるため、転 入学希 望者が多 い とい うこ とだ った。上

級学年の生徒 が専門訓練を受 けて、下級学年 の生 徒 を対 象 にカウ ンセ リングをお こない、

卒業 のための単 位を取得す る とい う、先進 的な実践 もお こな っていた。

技術関係 の教科 を多 く開講 して いる中等学 校の ガイダ ンス 。カ ウンセ ラーは、転入学 に

関わ る事務手続 き、 カウ ンセ リングに多 くの時間 を費 や していた。転 入学 を希望す る生徒

が多 い こと、移 民や避難民 の生徒が多 い ことが、 その理 由で あ る。

「新 しくカナ ダに移住 しで きた生徒 は、 多 くの場合、 さまざまな問題 や悩 みを抱 えてい る。

カウンセ リングには、十分 時間 をかけな けれ ばな らな い」 と、その中等学校 の ガイダ ンス

・カウンセ ラーは語 って くれ た。
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3.興 味深 い実践

ガイダ ンス ・カ ウ ンセ ラーが中心 にな って行 った実践 で、 学校 と地域 社会 との連携 とい

う視点か らみ て興 味深 い ものを、2例 紹 介す る。

(1)児 童福祉 協会 および トロ ン ト警 察 との連携

最初 に紹介 す るの は、生活 保護 を受 けて いる住 民が多 く住んで い る地域 の小学校 のガイ

ダ ンス ・カウ ンセ ラーが、 この数年 お こな って きた実践。 彼女 はガイダ ンス ・カ ウンセ ラ

ー として赴任 して ま もな く、多 くの児童 の家庭 がか な り難 しい問題 を抱 えて い ることに気

がっ いた。

児童福祉協 会 などの機 関 に相談 して、す ぐに社 会福 祉士の指示 をあお げばよいの だが、

なかなか行動 を起 こさな い。対処 療法 的カ ウンセ リングよ り予防 的 カウ ンセ リングの ほ う

が効果 の高 い こ とを知 って い る彼女 は、教 職員や管理 職 と相談 の上 、児童 福祉協会 の職員

や トロン ト警察 の警 察官 を積極 的 に学校 に招待 し、 彼 らと児童 お よびその保護者 との距離

を縮め るこ とに した。

児童福祉協 会の職員 に は、1か 月 に1回 、 「保 護者 と しての権利 」 「しっ けの しかた」

「乳幼児 を抱 え なが らの児童 の養育」 な どのテーマ で、児童 の保護 者 に向けて話を して も

らう。1週 間 に何 回か、小学校 のガ イダ ンス室で 出張相談 も して も らう。 それ らの情報 は、

学校通信 などで、児童 の保護 者 に知 らせ る。

トロ ン ト警 察の警察 官 には、1年 に何回 か、 「野 蛮 な破 壊行為」 「薬物 中毒」 「家 出」

「家庭 内暴 力」 などのテ ーマで、児 童 に向けて話 を して も らう。休 み時間 には、児童 と一

緒 にバ スケ ッ トボール などを楽 しんで もらう。

これ らの実践 にっ いて、 ガイダ ンス ・カ ウ ンセ ラーは、次 のよ うに語 って くれた。

「ほとん どの保護者 は児童福 祉協会 を、 自分 たちの子 ど もを連 れ去 って い く機 関だ と誤解

して いる。児童福 祉協会 に相 談 にい くことは、 『自分 は保護者 と して失格 だ』 と判断 され

ることだ と思 って いる。 そ して多 くの児 童 は、 トロン ト警察 の警 察官 を、 自分 たちを注意

したり逮捕 した りす る人 だ と考えて い る。私 は、児 童福祉協会 の職員 も トロ ン ト警察の警

察官 も、 いっ で も私 たちを助 けて くれ る人達だ とい うことを知 らせた いの」

いまの.ところ、児 童 およびその保護者 、児 童福祉協 会や トロン ト警 察 か ら、好 意的な反

応が返 って きてい るとい う。

生活保護 を受 けて いる住 民が多 く住 んでい る地域 の小学校 とい う、特殊 な環境 にお ける

実践で はあ るが、ガ イダ ンス ・カウ ンセ ラーが中心 にな って、学校 と地域社会 との連携 に

より行 った実践 と して注 目され る。
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(2)地 域社 会 に根 ざ した進路指導

次に紹介 す るの は、 トロン ト市教育委 員会の主導 で は じめ られた実践。地域社 会 に根 ざ

した進路指導(Community-BasedCareerEducation)と いわれ るもので、 ここ数年 関心

を集 めてい る。1993-94年 度 に、小学校2校 、 中等学 校1校 の参加 に よ り試行 された。

対 象 は、7年 生か ら9年 生 の児童生徒。学 校の教職 員、児童生徒 の保 護者、教育委員 会

の職員、地 域社 会の企業や団体 などの協力 に よって行 われ る もの だが、ガ イダ ンス ・カ ウ

ンセラーが 中心 的 な働 きをす る。

児童生徒 は地域 社会の企業 や団体 を訪問 し、そ こで さまざまな仕事 を して いる人 々 と交

流 し、 自分の住 んで いる地域社 会 には、 いろい ろな職業 と仕 事が存在 す ることを知 る。 そ

して、学校で の勉強 とさまざまな仕事 とを結 びっ け、 自分 の将来 につ いて考え る ことがで

きるよ うになる。

訪問す る前 と後 の活動 に十分 時間を費やす とい う面 で、一般の社会見学 とは異 なる。 ま

ずガイダ ンス ・カ ウンセ ラーと教員 は、地域社会 に根 ざ した進路指導 を、既 存の教育課程

のなか に統合す るよ うに計 画 を立 て る。一般 には、国語 や社 会の時間が あて られ る。 そ し

て学校の教職員 、児童生 徒の保護者 、教育委員会 の職員 、関係機関 などを とお して、協 力

して くれる地域社会 の企業や団体 を さがす。

協力 して くれそ うな企業や 団体 とは、詳細 に打 ち合 わせを行 う。児童生 徒 には、 さまざ

まな職業 にっ いて調べ させ た り、企業や団体 の代表者 に どの よ うな質 問をす るか考 え させ

た りす る。 それか ら、訪問す る予定 の企業 や団体の代表 者 に、学校 の教 室 にきて話 を して

もらう。

企業 や団体 の訪問 にあた って、児童生徒 は小人数 の グル ープで行動 す る。受 けいれ る企

業や団体 は、 で きるだけ児童 生徒 に、仕事 の一部 を実 際 に体験 させ るよ う計画す る。 児童

生徒がふ だん あ ま り見 られない舞台裏 も積極 的 に見せ るよ うにす る。 質問 に答 え る時間 も

十分 にとる。

訪問後、 ガイダ ンス 。カウ ンセ ラー と教員 は、児童生 徒の経験を進路指 導や教科 の学習

に生かす よ うにす る。 お礼の手紙 を書かせ る こと も忘 れない。 この試行 に参加 した小 学校

のガイダ ンス ・カ ウンセ ラーは、 次の よ うに語 って くれた。

「児童 は多 くの ことを学 んだ と思 うわ。た とえ ばあ るグループ は、銀行 を訪 問 したの。 ほ

とんどの児童 は、銀行の窓 口 しか知 らない。で も今 回 は、情報 セ ンターや デ ィー リング ・

ルーム、警備 室な どを見学 す るこ とが で きた。 コ ン ピューターに数字 を入力 した りして、

実 際に取 り引 きに参加す る こと もで きた。 これ は貴重 な経験 よ」

そのほか児童生 徒 は、病 院、市 役所、動物 園 などを訪 問 した とい う。 児童生 徒、学校 の

教職員、児童生 徒の保護者、地域 社会 の企業 や団体 な ど、好意 的な反 応が返 って きて い る

とい うことだ った。 いまで は、参加希望校 が多す ぎて対応 に困 る状 態だ そ うだ。

ガイダ ンス ・カウ ンセ ラーが 中心 にな って、学校 と地 域社会 との連携 によ り行 った実践

として興味深 い。
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IV.考 察

資料分析や聞 き取 り調査 を とお して、 オ ンタ リオ州 の学校 にお けるガイダ ンス ・カ ウン

セ ラーの役割 はかな り幅 広い とい うこと、 その仕事 の多 くが、地域社会 を含む さまざまな

人 々との協 議お よび調整 に よってすす め られ てい るこ とが わか った。 また聞 き取 り調査 を

とお して、 それぞれの学校 、 ガイダ ンス ・カ ウンセ ラーによ り、 その仕事 の内容がか な り

異な って い るとい うこ ともわか った。結 論 と して、ガ イダ ンス ・カ:ウンセラー は、学校 と

地域社 会 との連 携をすす め られ る可能性 を もった者 だ とい うことが で きるだ ろ う。

幅広 い役割 を担 って い るこ と、地域社 会 を含 む さまざまな人 々 との協 議お よび調整 を行

え るこ と、 そ して学校 の実情 にあわせて仕事 の内容 をかえ られ るだけの 自由を もってti、る

ことは、 ガイダ ンス ・カ ウンセラーの強み で もあ る し弱 みで もあ る。地域 社会 との連携を

含む いろいろな新 しい実 践を行 え る反 面、 その役割や仕事 につ いて周 囲の理解 を得 るの は

容易で はない。

今年発 行 され る予定 の、1年 生 か ら13年 生 向 けの ガイダ ンスの学 習指 導要領 で は、 「カ

ウンセ リングか ら指導 へ」 「指導 に際 しては協議 や調 整を とお して、で きるだ け教職員 や

地域社 会を巻 き込 む よ うに」 とい う方 向性 の打 ち出 され るこ とが決 まってい る。ガ イダ ン

ス ・カウ ンセラーの役割や仕 事の 内容 も多少 かわ って い くと思われ る。

しか し日本の教育 をふ り返 ってみ るとき、 専門教育 を うけた ガイダ ンス ・カウ ンセ ラー

が学校 に常 駐 して い るとい うの は、羨 ま しく思 う。 と くに中学校 にお いて は、教 員の仕事

が とて も多い。教科 の指導 に くわえて、学級 指導、課 外活 動の指導 も しなければ な らない。

も しいっで も相談 にのれ るカ ウンセ ラーがいれ ば、教員 の負担 も軽 減 され る し、不登校 や

い じめの問題 も減少 す るのでは ないか と考 え る。

また 日本の学校教育 で は、 進路指導が きちん と教育 課程の なか に位置づ け られて いない。

自分の能力や適性 は ど うい うもの なの か。現 代社会 にお いて、 自分 の能力や適性 にあ った

職業 は、 どの よ うな ものが あ るのか。 その職 業 にっ くに は、 どの よ うな勉強を しな けれ ば

な らないの か。 そ ういった ことを系統 だてて考え させ、知識を与 え、援助 して い く教育 は、

これか ら重要 にな って い くと思われ る。

学校 と地域社会 との連携 をすすめ るさいに も、児童生徒 、学校 の教 職員 と管理職 、児童

生徒の保護者、 そ して地域社 会の住民や企業 の あいだに立 ち、活動 で きるガ イダ ンス ・カ

ウ ンセ ラーの よ うな存 在 は貴 重だ ろ う。学校 と地域社会 との連携 をすすめ るには、学校教

育 と地域社会 の実情 に造詣 の深 い指導者 の存 在が不可欠 で ある。 その よ うな指導 者のた め

の ポス トとその よ うな指導者 を養成す る機 関の設立 は、十分 に考 え る価値が ある。
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補注

1)オ ンタ リオ州の学 習指導要領 は、4段 階 に区分 され てい る。 プライマ リー(Pri皿ary、

1-3年 生)、 ジュニ ア(Junior、4-6年 生)、 イ ンター ミデ ィエー ト

(Intemediate、7-10年 生)、 シニ ア(Senior、11-13年 生)で ある。

2)オ ンタ リオ州 の 中等学校 のガ イダ ンス室 には、必 ず職業検索 デー タベ ースの内蔵 され

たパ 「 ソナル ・コ ンピュー ターが設置 されて いる。生 徒 は自分の興 味のあ る職業 名を入

力 し、 その職業 の詳細 やその職業 にっ くための一般 的条 件な どの情 報を、即座 に得 る こ

とがで きる。

3)オ ンタ リオ州 の学 校制度 のなかに は、教育心 理士 と社会 福祉士が位 置づ け られて いる。

教 育心理 士 は、学 習遅 滞者 や学 習困難者の判定 を行 う。教育 心理士 にな るには、心 理学

の修士号 を取得 していな けれ ばな らな い。社会 福祉士 は、児 童生徒 の家 出、虐待、 自殺

未遂 とい った、深刻 な問題 の解決 にあた る。児童生 徒の家庭 訪問や他 の関係 機関へ の紹

介 も行 う。社 会福祉士 にな るには、社 会福祉学 の学士号 を取得 して いなければな らない。

4)児 童福祉協 会 は、16歳 以下の児童生徒 の安全 と保護を 目的に設立 された公共団体。 そ

れぞれの家庭 に社会福 祉士を派遣 した り、一時 的 に児童生徒 を保護 した り、必 要 に応 じ

て養子縁組 を行 った りす る。児童生徒 が虐待 されて いる、 あ るい は きちん と養育 されて

いない疑 いがあ る ときは、児 童福祉協 会 に通知 しな けれ ばな らな い とい う法律が あ る。

5)ト ロン ト職 業セ ンター は、 トロ ン ト市 と トロ ン ト市教育委員 会 によ って運 営 されて い

る。一般市 民 に対 して、就職の指導 お よび斡旋 を行 うと同時に、教育相談員 を配 置 して、

学校のガイダ ンスを援 助 して いる。

6)オ ンタ リオ州 の教員 養成大学 では、 さまざまな専門領域 にわた って、新 しい(ま たは

上級の)資 格取得 を希 望す る教員 のための コースを開講 してい る。授業 は、夕方 か ら夜

にか けて(10月 か ら3月 、週 に1回)、 あるいは夏期休暇 中(7月 、週 に5回)に お こ

なわれ る。教 員 は これ らの コースを受 講す る ことによ り、新 しい教科 の教 員免許 状を取

得 した り、教 員免許状 の ラ ンクをあげた り、 自分 の視野 を広 げた りす ることが で きる。

7)オ ンタ リオ州の小学校 は、1年 生 か ら6年 生 までの もの(JuniorSchool)と 、7

年生 か ら8年 生 までの もの(SeniorSchool)に 大 き く分 け られ る。 これは、6年 生

と7年 生 では学 習指 導要領 の区分が異 な るか らであ る。

8)在 籍 してい る児 童の人数 に よって、 その小 学校 の教職 員の人数 は決め られ る。 しか し

人事 の詳細 は、 その小学校 の教 職員、管理職 、児童 の保 護者の代 表か らなる、 学校委員

会 において協議 され る。 ガイダ ンス ・カ ウンセ ラーを配 置す るか、音楽 や演劇 あ るいは

体育 の教員 などを配 置す るか は、 それぞ れの小 学校 の選択 で ある。

9)基 礎課程 は、社 会 にでてす ぐに役 に立つ技 能を、身 につ け られ る教科 が多 い。一 般課

程 は、技能 を身 にっ け られ る教科 と一般教 養を高 め る教科 が組 み合わ され てい る。上 級

課程 は、一般教 輩を高 め る教 科が多 い。 多 くの 中等学 校 は、一般 課程 と上級課 程 を併設

して い る。
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メ キ シ コ に お け る 基 礎 教 育 制 度 改 革 の 動 向

90年代前半サリナス政権下における教育改革の特色

斉藤 泰雄

江原 裕美

は じめに

本論は、1994年ll月 末にその任期を終了 したカルロス ・サ リナス大統領の政権期(1988

～1994年)の メキ シコにおいて行われた教育改革 、とりわ け国民教育 の基礎をなす とい う

意味で、基礎教育(educacionbasics)と よばれて いる、就学前教育、初等教育、中学校

教育の段階において大規模に推進 された教育改革 の特色 と動向を明 らかにす ることを目的

とす る。

この政権期の メキ シコ は、1982年 以来 この国が陥 って きた深刻な経済危機をようや く脱

しっっあ り、経済の再建 に自信をふかめた政府 は、よ り積極 的に国の経済発展、近代化の

道を突 き進んだ時期にあた る。典型的なテ クノクラー トといわれたサ リナス大統領 は、

「近代化」(modernization)を 政権の中心的スローガ ンと して掲げ、新 自由主義(ネ オ ・

リベ ラ リズム)の 旗印の下 に、一連の社会経済的な改革 に着手 し、 メキ シコの国家像を大

きく転換 させた。サ リナス政権が推進 して きた北米、カナダとの三国間での 「北 米自由貿

易協定」(NAFTA)の 締結(1993年)や メキ シコのOECD加 盟(1994年)は 、 こう

したメキ シコの近代化政策の成果を国内外 に印象づ けるひとっ到達点で あった。

こうした、近代化路線の一環 と して、教育 にも本格的な改革の手がのびる。 それは、当

初 は、80年 代の経済危機 による教育予算削減の影響 を最 も深刻 にこうむ った初等教育の再

建、その質的向上をはかるための教育課程の改定の試行 とい った比較的地味を ものであっ

たが、政権半ばの1992年 以降は、大規模な制度再編 をふ くめて基礎教育の改:革の スケール

を拡大 し、 またそのペースを一挙に加速 させた。92年 、93年 と二度 にわたる憲法の教育条

項の改正、 この間における公教育省 ・各州知事 ・全 国的教職員組合の三者 による基礎教育

改革のための構想を定めたr国 民的合意』の締結、 さらにそれ らの内容を盛 り込んだ新 し

い 「一般教育法」の制定、 と矢継 ぎ早 に、教育改革 のための法的行政的枠組みが整備され

る。それ と前後 しなが ら、連邦政府か ら各州へ と基礎教育 と師範教育の運営の移管、教育

課程 ・教科書の全面的改定、教員の待遇の改善、新 しい学校支援組織の設置、教育の遅滞

を克服す るための 「補償的 プログラム」の導入な ど一連の施策が実行に移 される。以下、

ここでは、 こう した過程を、時系列的にた どりなが ら、最近 のメキ シコの基礎教育改革の

全体像を明 らかに したい。

1.1980年 代の経済危機 と教育 の停滞
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1982年 、 メキ シコは、主要輸 出産品であ った原油の国際価格の低迷 、膨大な対外債務の

累積 などか ら深刻な経済危機にみ まわれた。危機 の最中に発足 したデラマ ドリ政権 は、最

初か ら、債務の繰 り延べや利子支払 いのための新規融資の要請のため、IMFや 世界銀行

などの国際金融機関、債務国政府や外国の民間銀行団 との交渉にあけ くれた。国際金融機

関か らは、債務支払いの延期 や猶予の条件 として、メキ シコ政府 には、財政赤字を削減す

るための緊縮財政、非効率な公社 ・国営企業の民営化、イ ンフ レを抑制するための物価 と

賃金の統制などかな り厳 しい制約が課せ られ ることとな った。

こう した厳 しい財政再建策 、政府部門の リス トラを遂行 しなが ら、対外債務の削減に努

力す る姿勢を しめ した メキ シコは、一方では、 「債務国の優等生」 とい う国際的評価を得

ることに もなるが、他方、国内では、 この間における政府の財政支出の削減、 とりわけ、

教育を含む社会福祉関係の予算の大幅な削減 は、国民生活 に深刻な影響をおよぼす ことと

な った。

初等教育か ら大学教育 まで、私立の機関に在籍す る学生の比率が小 さ く、国 ・公立の教

育機関の 占める比重が圧倒的に高い この国において、政府の教育関係予算の削減は、教育

界を直撃す ることとな った。1921年 の公教育省の設置以来、時代 によ り、政権によ りその

成長に緩急の差 はみ られて も、着実 に量的な拡張 をとげて きた メキ シコの教育制度 は、19

80年 代半ばには、史上 は じめて、停滞あ るいは後退の兆候 さえ示 したのである。

た とえば、デ ラマ ドリ政権期(1982～88年)に おけるメキ シコ教育 の動向を批判的 に分

析 した教育社会学者オラク ・フェンテスは、数値 を示 しなが ら当時における 「教育の荒

廃」の様子を次のよ うに報告 している。す こし詳 しく引用 してみよう。

「1982年か ら87年 の間 に、連邦政府予算の 占める対外債務の支払いの額の比率が18%か

ら49%に も拡大す るにっれて、教育向 けの予算は急激に縮小 された。危機の勃発 した1982

年か ら1987年 間に、国全体の教育向けの支出は、イ ンフ レ率 を換算 した実質的な額で、51

53億 ペ ソか ら3360億 ペ ソに、約35%も 削減 されてい る。おな じくこの間、国内総生産 に占

める教育費の比率 も、5.3%か ら3.3%に 減少 した。 この教育予算の削減 は、教育制度全

体 に影響を与えて いたが、それは初等教育において特 に深刻であ った。財政の削減 は、学

校の施設や設備の増築や改修のための予算を大 き く削減 しただけで な く、(メ キ シコの よ

うに教育予算全体の ほぼ8割 が教員給与 に向け られて いる国 においては)、 教員給与 を直

撃 した。初等学校教員の給与 は、物価高騰の中で、実質的な購買力に換算す ると、わずか

4～5年 の間で約半分 となり、法定最低給与の1.5倍 とい う水準にまで落 ち込んだ。生活

を支え るため複数の学校での勤務、教職以外の さまざまな副業への従事が さらに一般的 と

な り、教育活動への意欲の低下、教職の社会的地位の低下 をまねいている。

学校段階 ごとに在籍者の統計を見 ると、教育の停滞の様子がみえる。4～5歳 児を対象

と した就学前教育の在籍者 は、1980年 代初頭 には、毎年ほぼ25%増 とい う急速な ス ピー ド

で拡大 して きていたが、その伸 び率は87年 には3.1%に とどまった。初等教育 は、全体の

在籍者数、新入学者数、卒業者数 ともに減少 した。在籍者数 は、 ピー クとな った1983年 の
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1537万 人か ら1988年 には1461万 人 とな り、約76万 人減少 している。新入学数の減少 は、出

生率の低下 にともう児童の減少、入学年齢の厳格化(こ れ まで見 られた学齢前の5歳 児の

入学の制限)な どの要因によって説明 され る部分 もあ るが、問題 は卒業者の数で ある。毎

年10万 人増 ほどのペー スで進行 して きた卒業者数 は、85年 ぐらいか ら停滞 し、87年 か らは

絶対数にお いて減少 に転 じた。 これ は、明 らかに、従来か ら指摘 されて きた、毎年多数の

留年者や中途退学者を生みだす学校教育の体質の問題が 、経済危機の影響で いっそ う顕著

にな った もの と見なされ る。毎年150万 人の児童がいずれかの学年で留年を してお り、ま

た初等学校 に入学 した者100人 中48人 はそれを修了 してお らず、その うちの25人 は第三学

年に も到達 していない。小学校卒業者の うち中学校に進学 した者 の比率 は、1982年 の87%

か ら87年 には83%に 低下 した。中学校への新入学者数 も86年 に163万 人に達 した後 、翌年

には162万 へ とわずかなが ら減少 している」D

フェンテスは、経済危機の下でのメキ シコ教育の様相を次のよ うに総括 して いる。 「公

教育は、荒廃 した土地であ る。荒廃devastaci6nと いう言葉 はけ っして誇張で はない」、

「過去三年 間に、教育制度全体の伸び率 はかろう じて1%に とど くだけである。それ は6

～24歳 の年齢層の人 口の増加率に はるかにおよばない。われわれが直面 していることは、

停滞にとどま らない。 なぜな ら教育の提供 は、それを求める人々の数 との関係でみれば縮

小 しは じめているか らで ある。 もし事態が変化 しないな ら、われわれはす ぐに後退 の局面

へ と入るであろ う」。

同 じよ うに、デラマ ドリ政権の終了時の1988年 に、 メキ シコの教育の現状診断を試みた

ヒルベル ト・ゲバ ラを中心 と した知識 人の グループは、 さらに詳細 にメキシコの教育制度

の諸側面 にっいて厳 しい分析を してい るが、彼 らがその報告書 にっけた タイ トルは、r静

かな破局』(Lacatastrofesilenciosa)と い う暗示的な ものであ った。報告書は次のよう

に書 き出 した。 「メキシコは、一世代前か らひ とつの静かな破局を経験 して きた、すなわ

ちその教育の停滞で ある。 あ らゆる指数 は、20世 紀のメキシコにおいて公教育が経験 して

きた活力にみ ちた時代の終焉を指 し示 して いる」2)と 。

デラマ ドリ政権下で導入 された主要な教育改革 といえば、1984年 に、従来 は中学校の卒

業を入学資格 とす る後期中等教育 レベルの機関であった初等教員養成の師範学校が、入学

資格を高校修了 とす ることで高等教育機関に昇格 をはた した ことが ほとんど唯一の もので

あった。高等教育の分野 においては、大学予算が削減 され る中、膨大な学生数をかかえて

その教育 ・研究の水準の低下や大学運営の非効率が問題 とされて いたメキ シコ国立 自治大

学の改革(大 学入試の全面的導入 、進級試験制度の厳格化、授業料の値上 げを柱 とす る)

が試み られたが、学生 たちの激 しい反対運動の前 に、 この改革は、事実上 、導入 され るこ

とな く撤回 されるにいたった;3)。

n.P教 育近代化のためのプログラム』の制定
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1988年12月 、経済危機か らの回復の兆 しが ようや く見え は じめた時期に政権を発足 させ

たカルロス ・サ リナス大統領は、公教育相 に、前政権でサ リナ ス自身の後を継 いで企画予

算相 をっとめた経済官僚マヌエル ・バー トレッ トを任命 していた。そ して歴代政権の慣例

に したが って、教育の分野 において も、その政権期6年 間にわたる基本的教育政策のガイ

ドライ ンを作成 させた。1989年10月 に発表された この文書 は、政権の中核的 スローガンと

歩調 をあわせて、r教 育近代化のためのプログラム:1989-1994年 』(Programaparala

ModernizacionEducativa,1989-1994)と 題 された。200頁 ほどの冊子の この文書 は、まず

教育近代化の意味 と基本的政策方針を述べ たのち、以下、基礎教育、教員の養成 ・研修、

成人教育、職業訓練、後期中等教育 、高等教育 ・大学院 ・研究、開放型(通 信 ・放送)教

育 システム、教育評価 、学校建設 ・装置 ・設備の維持改修の各領域 ごとに、現状診断、近

代化の方針、 目的 と戦略、年度を画 しての達成 目標な どを包括的に提示 して いる4)。

ここで、サ リナス新政権の教育政策の基本方針 として特 に注目されたことは、い くっか

の優先課題の中で も、 とくに最優先の もの として、(1)初等教育の完全普及をはか ること、

(2)その質の向上 をはかる こと、 また㈲教育行政面 では、連邦政府公教育省に予算 や権限が

過度 に集 中す る体制が、 「時代遅れ とな り、それゆえ に不経済で非効率的になっている」

と して州への分権化を推進す ること、を掲げた ことであ る。 とりわけ基礎教育 に関 しては、

前述のよ うに80年 代の経済危機の中で、量 、質 ともに深刻な打撃をうけた ことを政府 自ら

が認識 し、その再建、回復が急務であることを宣言 していることが注目される。 ここでは、

「教育の遅滞(滞 貨)」(rezagoeducativa)と い う従来あまり使われて こなか った用語 ・

概念をキーに して、長年懸案 とな りなが らいまだに多 くの課題 を残す メキ シコの基礎教育

の問題状況を次の ように とらえている。

「現在、年齢15歳 以上の非識字者は、420万 人 とみな され る。約2 ,000万 人の成人が憲

法 で義務教育 とされている初等教育を修了 していない。 さらに1,600万 人が中学校 を卒業

していない。一一一一初等教育の遅滞で も同 じで もことが生 じている。一般的に、イ ンデ ィ

オ系住民、農民、女性 、都市の貧困層 には、さまざまな意味での貧困に、教育の遅滞が加

わる」(p.8)。

「国の努力に もかかわ らず、就学年齢の子 どもの うち約30万 人、すなわち潜在的需要の

2%が 、小学校の第一学年への入学の機会 を もたず未就学であ る。一方、10～14歳 の児童

の うち170万 人がいず この学校に も在籍 して いない。成人教育 の対象は、年齢15歳 以上な

ので、彼 らにはまった く教育を受 ける機会が存在 していない。初等学校に入学 した者の う

ち45%、 す なわ ち660万 人をこえ る者が所定の6年 間で初等教育課程を修了 してない。農

村やイ ンディオ居住地区ではその数値は80%を こえ る。初等学校の低学年三学年で毎年約

50万 人、残 りの高学年三学年で38万 人の中途退学者がで る。前者 は機能的非識字者 を、後

者 は低学歴者の グループを肥大化させ ることになる。公立初等学校の うち約1万5千 校

(全体の20%)が 六学年全部を完備 して いない。 また1万6千 校以上で一 人の教員が全学

年を担当 して いる」(p.36)。
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「初等教育修了者の うち中学校 に進学 した者の比率 は、 ここ数年 間できび しい経済危機

の影響により、89%か ら83%に 低下 した。約30万 人、すなわち潜在的需要の17%は 、中学

校への就学の機会がない。 その大部分は、農村 とインディオ系住民居住地域に集中 して い

る。全体の25%、 約100万 人の生徒が、所定の3年 間の年限で中学校課程を修了 していな

い。 ここ10年 で も、中途退学や留年を減少 させ る ことはで きなか った。前者 は毎年9%、

後者 は26%に のぼ る」(p.38)。

しか しなが ら、r教 育近代化プログラム』は、教育制度全般 を網羅 しており、また、発

表当時 は、まだ メキ シコの経済 ・財政状況の回復 に不確定 な要素が残 ってお り、特 に各政

策の遂行の裏付け となる教育予算 の見通 しが不透 明であ ったこともあ り、全体的にやや総

花的、抽象的であ る、 との印象 は否めなか った。教育予算 は、90年 、91年 度 と徐々に拡大

されっっあ ったが、実際の文教施策 において は、 とりわけ目をひ くよ うな改革 は行われて

いない。

1990年3月 、 タイの ジョムティエ ンで開催 された、 「万 人のための教育世界会議」には

メキ シコ政府代表 も参加 していたが、 ここで採択 されたr世 界宣言』やr基 礎的な学習ニ

ーズを満たすための行動枠組み』は、メキ シコ自体の基礎教育への関心 ともあいまって、

メキ シコの教育関係者 に影響をおよぼ した と言われて いる。 この時期、公教育省が強調 し

ていたの は、 ジョムテ ィエ ン会議で提唱 された 「基礎的な学習ニーズ」を満 たす ことを 目

ざ した、基礎教育のカ リキュラムの改革の試みであ った。 しか し、これは国内で実験校を

選びだ して、カ リキ ュラム改革の先導的試行 を行 うというレベルにとどまっていた。

いっぼ う、先 にメキ シコの教育の荒廃や破局を指摘 し、教育改革が急務であると主張 し

てきた教育研究者 たちは、教育改革をカ リキ ュラム改革の レベルに限定す る政府の文教政

策にたい して批判の トー ンを高めてお り、基礎教育の機会の不平等の是正、教 員養成や勤

務条件の改革、学校運営の改善など、よ り重要 な包括的な教育改革の課題 に取 り組むべ き

ことを要求 して いた5)。 こうす る中で、メキ シコは、 この国の近年の教育の歴 史の中で も、

きわあて大 きなエポ ックを画す ことになる、1992年 ～93年 の教育改革をむかえ ることにな

った。

iii.1992年 の教 育改 革

1.憲 法の宗教条項の改正に ともな う教育改革

教育の制度改革 は、やや意外な角度 か ら着手 され ることにな った。サ リナスは、就任以

来、彼の となえ るメキシコ国家の近代化政策の一環 と して、国家 と教会の関係 を 「近代

化」す るとの趣 旨の発言を繰 り返 していた。 こうした発言 は、はた して どこまで本気 なの

か、どこまで踏み込み気なのか、とい ったことが議論をよんでいた。なぜな ら、 この問題

は、 これまでの メキ シコの国是 ・国策 ともいうべ き基本的原理 にかかわ ることであったか

らである。住民 の大多数がカ トリック教徒 といわれ るメキ シコであ るが、19世 紀初めの独
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立以来、長年にわた って国家権力 と教会権力が きび しい対立を繰 り返 して きた歴史を背景

に、今世紀初頭 のメキ シコ革命以来、教会 ・聖職者の活動 は、国家権 力の監視下 に置かれ

て きたか らであ る。 メキ シコ革命の最中に制定 された現行の1917年 憲法 は、と くにその第

130条 において、教会の法人格の否定、資産所有の制限、聖職者数の制限、教会の政治活

動の禁止、聖職者の選挙権 ・被選挙権の否定、教会外部での宗教行事の禁止、婚姻の民事

化、聖職者養成機関の学歴の公的認定の否定な どを規定 してお り、教会の活動 は、国家権

力によって徹底 的といえるほどに制限、監視 されてきた。かって教会 と国家 との対立が頂

点にたっ した1920年 代後半 には、 メキ シコ中央部のい くっかの州 において、熱狂的なカ ト

リック信者たちが、世俗 的な国家権力の末端 に位置す るとみな された公立学校を焼 き討ち

して教員を殺傷す るとい う事件(ク リステ ロスの反乱)ま で生 じて いる。

今 この時期に、国家 と教会 との関係 を根本的 に見直す、 というサ リナスの政治的意図が

どのへんにあ ったのかにっ いて はいまひとっ明 らかで はないが6)、 彼は、政権半ばにた っ

した1991年12月 、連邦議会 に、与党PRIを 通 じて、メキ シコ共和国憲法において国家 と

教会 との関連を定 めた各条項を改正す る憲法改正案を送付す る。 この憲法改正 は、議会で

承認 され、翌1992年1月28日 付官報に告示 された。 この憲法改正により、(1)教会および宗

教団体の法人格の容認、(2)聖職者の公民権の一部認可、(3)宗教活動 に課せ られて いた規制

の大幅な緩和の三点を柱 に して7)、 従来の国家 による教会の管理は大 きく変更 され ること

にな った。

この国家 と教会の関係の見直 し、教会 ・聖職者の活動への規制の緩和は、教育 に も影響

をおよぼす ことにな った。 というの も、 この憲法の宗教条項 の改正に連動 して、教育条項

であ る第3条 も一部改正 されることにな ったか らである。憲法の教育条項 はこのほぼ一年

後 に再度、大幅 に改正 され ることになるが、まず92年 の改正のポイン トをみよ う。

これまで、憲法第3条 は、次のよ うな構成 とな っていた。 まず、 「国家 連邦、各州、

地方 自治体 の提供す る教育 は、人間のすべての能力を調和的に発展 させ る ことをめ ざ

し、同時 に、独立 と正義 にもとづ き、彼の中に、祖国への愛 と国際的連帯の意識を促進す

る」と教育の基本原則を述べたのち、第1項 において、国家の教育の非宗派性 、科学の進

展に立脚 し、a)民 主的、b)国 民的、c)人 類共存への貢献を基本的性格 とす ることを規定 し

た後、第II～ 第皿の各項 において、それぞれ、国 による私学の認可制、私学の教育課程の

国定準拠義務、聖職者 ・教会の教育関与の禁止、国による私学での履修認定の取 り消 し権、

初等教育の義務教育、国の提供す る教育の無償制、大学の 自治制、連邦議会の教育関連立

法権限を規定 していた。

宗教条項の改正にと もない、 この第3条 は次 のように改正 された。すなわち 「教団、聖

職者、いずれかの宗教的信条の普及 に関係 した学校法人、教会や団体 は、どの ような形で

あれ、初等教育、中学校教育、師範教育、労働者 あるいは農民 向けの教育 を提供す る教育

機関に関与す ることはで きない」 として聖職者 ・教会の教育関与禁止を規定 した第IV項 が

そ っくり廃止 され る。また旧第1項 が、新第1項 と第 皿項 に分離 され、新第1項 の、従来

か らあ る、 「上記の(国 の提供す る)教 育 を方向づ ける基準 は、どのよ うな宗教的教義 と
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も完全に無縁な もの とす る」 とい う条文の間に、 「世俗的(laica)で あり、」とい う一語

を新たに挿入 した。 これ は、一見、公立学校における教育の世俗性原理を強化 して いるよ

うに もみえるが、一方、逆 に私立学校 は、第1項 の規定をまぬがれ ることにな り、 これに

より、国の制定す るナシ ョナル ・カ リキ ュラムを履行 した上な ら、独 自に宗教教育 を提供

す ることが可能 とな った。

2.公 教育相の交代

この憲法改正 と前後 して、同 じ1992年1月 に公教育相の交代がお こなわれた。歴代の政

権で も、病気な どを理由に任期途中で公教育相の入れ替えが行われたことはあ るが、 これ

まで通常 は一人の公教育相が政権期の6年 間継続 して その任にあたってお り、異例な もの

であ った8)。 これは、行政改革によ り企画予算 省が廃止 されたの にともな うものであ り、

その大臣であ ったエルネス ト・セデーイジョが公教育相に横すべ りしたとい うのが表向 き

の理 由とされた。前述の ように、バ ー トレッ ト公教育相による基礎教育改革への取 り組み

にたい して は批判があ り、大統領 も不満をつの らせ、彼を事実上更迭 した とい う見方 もあ

る。バ ー トレッ トは、後 にプエ プラ州の知事 に転 出 した。

大臣の交代 により、公教育省の幹部職員の顔ぶれ も一変 した。 メキシコの官僚機構 にお

いて は、政府高官 は、キ ャリア官僚ではな く、大統領や各大 臣によ って直接的に指名され

任命 される政治 的任命制であり、このために政権や閣僚の交代 ごとに、ほぼ全面的に入れ

替わる9)。 セデ ィー ジョ新公教育相 は、 自身は米国 イェール大学大学院卒の経済学博士号

を もっ経済 テクノクラー トであ るが、あた らに彼の下に公教育 省の高級幹部 と して リクル

ー トされた人材の中には、意外が顔ぶれがあった。r教 育近代化プログラム』の中心 とな

っていた初等教育 を直接 に所管す るキー ・ポス トとなる基礎教育部門担 当次官 にはヒルベ

ル ト・ゲバ ラが就任す る。ゲバ ラは、かつては1968年 の学生運動の指導者 と して著名であ

り、その後 も大学問題、教育問題な どを中心に歴代政府の教育政策をきび しく批判する論

陣を張 って きた左翼的知識人である。彼 は、前述の ように数年前 にメキ シコ教育 の現状 を

きび しく診断を したr静 かなる破局』報告をまとめあげたグループの中心メ ンバーであ っ

た。 もう一人、おな じく先に 「教育の荒廃」を指摘 していたオラ ック ・フェンテスが大 臣

任命の ポス トであ る国立教育大学(UPN)の 学長 に就任 した。 フェンテス もまた、左翼

的な社会学者 と して知 られ、反政府的な姿勢で教育問題 を論 じて きた学者であ る。 フェン

テスは、ゲバラが病気辞任 した後その次官職を継 ぐ。いず れ も政府与党PRIの 党員では

ない。教育界において著名であ り、積極的な教育改革論者 を党派を問わず政権 に登用 した

布陣 といえ よう。

3.r基 礎教育近代化のための国民的合意』の締結

この92年1月 の新体制の発足の後 に、 メキシコの教育改革 は、一挙 に加速 されることに
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な る。

その最初の もの とな り、またこの後の教育法制改革の基盤 ともな った ものは、1992年5

月18日 、連邦政府(公 教育省)、 各州知事、およびメキ シコの公立学校の教職員の大多数

を組織す る強力な教員組合である 「全国教育労働者組合」(SNTE)の 三者 の間で調印

されたP基 礎教育近代化のための国民的合意』(AcuerdoNacionalparalaModernazacio

ndelaEducationBasica)で あった10)。

この 『国民的合意』は、その名称が示すよ うに、対象領域を、基礎教育 とそれに関連す

る師範教育の分野 に限定 した もので あるが、これ によって、基礎教育の運営に直接的に関

与す る当事者の問で、改革の目的、領域、実施スケジュール まで含めて、改革 の全体構想

が明確にされた。 この文書は、全体で小冊子で20頁 ほどの分量の ものであるが、まず、基

礎教育の重要性 を次のよ うに再確認す る。

「… 一歴史的な証拠 と最近 の経験 によれば、質 の高い基礎教育 と開発の可能性 との相関

関係が きわめて高 いことを示 している。基礎教育 は、その社会の生産 力を高め、その経済、

社会、政治、科学的な諸制度 を改善す る。 というの も、基礎教育 は、国民的統 合を強化 し、

社会的連携を強固な ものと し、富のよ り均等な配分 を促進 し、よ り合理的な消費の習慣 を

形成 し、人権の尊重、特 に地域社会にお ける女性 や子 どもの地位 にたいす る配慮を深あ、

さらに技術的革新 にたいす る社会的適応を促進す ることに決定的に寄与するか らである。

さらに、よ り良 き基礎教育 は、より賃金の高い雇用の機会、農業や産業での生産性向上、

より良好 な栄養 ・健康状態、よ り積極的な市民 的活動、などを生みだす ことにな る」。

っついて、基礎教育をめ ぐる歴史的経緯 やそれが現在直面 している挑戦 にっいてふれた

後、具体的な方策 と して次の三点を柱 と して改革 を提示す る。すなわち、(D教 育制度の大

幅再編=基 礎教育の分権化。 これ に関連 して、父母や地域社会関係者 の学校運営への参加

を促進するために、各学校 ・地方 自治体 ・州 ・全国の各 レベルにお いて、新 しい社会的参

加のための組織 を設置する。(2)教育計画 ・課程 と教科書の全面的改定。(3)教職の専門職的

地位の再評価、である。

第一は、教育にお ける中央集権体制を是正す るための ものであ り、関連法令が改正 され

しだい、これ まで、連邦政府(公 教育省)が 各州内にお いて設置運営 してきた連邦立の就

学前教育施設、初等学校、中学校、師範学校を校舎 ・施設 ・教員 ともに、各州に移管 し、

それ にともない関係予算 も連邦政府か ら各州に配分す るとい うものであ る。設 置者別にみ

ると、 メキシコ国内の各州 には、連邦立、州立、私立 という三種の学 校の存在 して いるが、

基礎教育 レベルで は、在籍児童数でみると、 この合意協定時の1992年 段階では、就学前教

育で72%、 初等学校で71%、 中学校で69%と い う圧倒的多数が連邦立の学校に在籍 してい

た。連邦政府 は、教育関係法の制定 と施行を監視す る、就学前教育 ・初等教育 ・中学校教

育および教員養成教育の教育課程を編成 し、初等教育の国定の無償の教科書を作成配布す

る、教材の使用 を事前 に認定する、 といった中央教育行政当局 と しての監督行政 を遂行す

る一方で、基礎教育 サー ビスのほぼ7割 を、連邦立の学校 を通 じて直接的に提供 して きた

のであ る。教 員養成分野の師範学校で も学生の約3割 が連邦立の師範学校 に在籍 して いる。
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この うち、連邦政府が直接的に管理 して いる特別行政区であるメキシコ首都圏特別区(メ

キ シコ市)を 例外 と して、10万 校を こえる連邦立の学校、60万 を こえ る連邦政府の教職員

ポス トを各州に移管す るのであ るか ら極 めて大規模な事業である。

あ らたに 「連邦化 」(federalizacion)、 あ るいは 「教育の連邦主義」(federalismoedu

cativo)の 名でよばれ ることにな った この教育分権化にっいて、r国 民的合意 』は、その

理由を次のよ うに説明 している。

「教育制度 は、全体 と して、 まぎれ もな く中央集権化 と過度の官僚制化 という兆候を示

している。行政当局 と学校は、 ます ます離反 し、その結果 と して学校の活動の低下 をまね

き、形式的手続 きと事務連絡の ネ ッ トワー クだけが さ らに煩珀 にされて きた。子 どもと青

少年の教育にたいす る責任は、学校 、父母、地域社会 によ って十分 に共有 されていない。

実際に、連邦政府、州、地方 自治体の各 レベルのそれぞれの教育の権限関係にはかな り曖

昧な点がみ られ る。 さまざまな意味で、(公 教育が設置 された)70年 も前 に構想 された教

育制度の組織 の枠組みが耐用年数 に達 していることは明 らかであ る」。 「(こ こで提案 さ

れている)よ り多 くの資金、実質的な授業 日数の増加、適切 な教育課程 、良質の教科書、

意欲ある教員 も、国の教育制度 を悩 ま している中央集権主義 と過度の官僚制 とい う障害 と

非効率 を克服す るシステムを通 じて提供 されないか ぎり、教育の普及や質の向上 におよぼ

す効果はわずかばか りの もの となる」。

一方で は、 「この移管は、け っして連邦政府の側が公教育へ の関心を失 うことを意味す

るのではない」 ことを強調 してい る。事実、r合 意』では、公教育省が、上記のよ うな中

央教育行政 当局 と して監督行政を遂行 し続 けることを明言 している。 さ らに、 ここで新た

な方針 と して特 に注 目され ることは、連邦政府 にたい し、特 に教育の遅滞の著 しい地域に

たい してよ り積極的に介入 し 「補償的な機能」をはたす ことを求めていることである。

「連邦政府 は、 より深 刻な不足や欠陥 を もった州にた い して相対的 に多 くの資源を振 り向

け られるよ うに配慮す る。同 じように、国の当局は、恵 まれない地域やその教育が深刻な

状況にあ る地域 において教育水準を向上 させ るために、特別の プログラムを策定 し提供す

ることにな る。初等教育の修了率を高 める、教育の遅れの大 きい地区や集団にみ られる非

識字者を減少 させ るための プログラムに努力が はらわれ るで あろ う」。

第二 は、教育内容 と教科書の改定で ある。教育課程 はここ20年 ほど部分的に しか改定 さ

れて こなか ったため、 「今 日で は欠点 を示 して いる」とい う。 「基礎教育の基本 は、読み

・書 き ・算数 とい う、初歩的であ るよ うに見えて も、着実に生涯を通 じて学 びっづけるこ

とを可能に し、また人 々に思考のための知的な基盤 を与え るもの とな る諸技能であ り、第

二に、すべての子 どもは、 自分が生活す ることになる環境 の自然的社会的側面 にっいて、

および自分 自身にっ いての十分な知識 を獲得 しなければな らない」とい う。 こうした基準

にもとづ き、1992-93年 度か らただちにr教 育内容 と教材の改定のための緊急 プログラ

ム』が導入 され ることになる。

就学前教育にって いは、 「次の初等教育のサイクルとより良好な接続関係を提供す る」

ことを考慮 して、 「来年度か らほぼ全面的な改革を導入す ることが可能であ る」 とす る。
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初等教育にっいてみれば、 「教育課程 において は、本当に基礎的な知識に焦点を しぼ るこ

とが望 ま しい」 とされ、具体的 には次の4点 が確認 されている。①6学 年 を通 じて、読み

・書 き ・口頭表現のたゆみない学習 と練習を強化す る
。②数量 を正確 に関連づけ計算す る

能 力の発展を重視 しなが ら、6学 年を通 じて算数の学 習を強化す る。幾何の知識 と問題を

明瞭 に考察 してそれを解決する能力を強化す る。③社会科の代えて、歴史、地理、公民科

の各教科 によ る体系的学習を復活する。④子 どもの養育 と健康 に関す る学習内容 を強化 し、

また環境 と自然 資源の保護を教え込む教育を重視す る。特 に歴史 にっ いて は、ただちに9

2-93年 度か ら4、5、6学 年向けに新 しい歴史教科書 を配布す ると明言 して いる。中学校

で も、20年 ほど前に導入 された社会科、理科 とい う広領域プ ログラムを廃止 し、体系的な

教科別に もどす こと、 またスペ イン語 と数学を、それぞれ週3時 間か ら5時 間に増加す る

ことが決め られている。

合意の第三の軸は、教職の専門的地位の再評価 とい うことであ る。基礎教育の質の向上

にとって教員の果たす役割の重要性を再確認す るとともに、80年 代の経済危機の中で教員

の生活水準が低下 し、その社会的地位が脅かされていることを暗黙の うちに認 めた もので

ある。 このための新たな方策 と して、(1)教員給与の改善、(2)キャ リア教員職ポス トの導入、

②現職教員の研修 ・職能向上 ・資格付与制度の体系化、を確認 している。給与 にっいて は、

あえて ここに 「専門職的給与」(salarioprofesional)と い う用語を使用 しなが ら、それ

に相応 しく増額す ることで合意 している。 これ によ り、前政権末の1988年 には、法定最低

給与の1.5倍 程度 にまで落ち込んだ教員給与 を、組合 自体が専門職 と しての給与水準であ

ると設定 して いる法定最低賃金の3～4倍 まで引 き上 げるとしている。キ ャ リア教員職

(lacarreramagisterial)ポ ス トとは、従来のよ うに教育行政官や校長をめざさな くと

も、一般教員身分のままで比較的短期間で高い給与 をえ られるいわば上級教員ポス トであ

り、そのポス トを望む教員には、個 々の教員の専門的業績の審査、専門的教養の試験、研

修への参加等を総合的に評価 して、 これ に格付 けす ると している。現職教員の研修につい

ては、 「国の教員の知識の現代化 を急務 とす るために、短期間の うちに、教員たちの知識

を増強 し、その機能をよ り良 く遂行 しうるよ う支援す る ことを目的 としたr緊 急教員研修

プログラム』を策定す ること」で合意 してい る。

このr国 民的合意』 とい う形式 は、一種の行政協定 といえよ うが、調印 した当事者にた

い して法的拘束力を もっ もの とみなされる。その取 りまとめが、サ リナス大統領 自身の強

い指示 による ものか、セデ ィー ジョ文相の手腕 によるものか、経緯 は明 らかで はないが、

公教育省の新体制が発足 して、わずかに4ケ 月 ほどの短期間で、 ここまで具体的な改革の

ビジ ョンが明確 にな った ことは驚 きである。また、 これまで しば しば既得権益の擁護をは

か るたあに改革 に抵抗 し、特 に全国組織 としての組合の発言力が低下す ることを危惧 して

分権化に反対 して きた11)、 教員組合の支持まで取 り付 けた ことは注 目され る。 この合意

は、1992年5月18日 に調印され、 い くかっか緊急 プログラムは、9月 には じまる92-93学

年度か らただ ちに導入 された。
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lV.1993年 の憲法教育条項の再改正

1.憲 法教育条項 の再改正

r基礎教育 の近代化のための国民的合意』が正式に調印 されると、慣例 に したが って名

誉立会人 と してそれ に署 名 したサ リナス大統領 は、 もうひとっ大 きな制度改革の構想を発

表 した。 それは、従来、初等教育のみの6年 間で あった義務教育を、中学校 までの9年 間

とす るために再び憲法の教育条項の改正を行 うとい うものであ った。その改正案 は、92年

12月 に連邦議会 に提 出されたが、その案は、たんに新たに中学校の義務教育化 を条項 に盛

り込むだけでな く、教育条項であ る第3条 全体の条文や構成をかなり大幅に書 きかえるも

の となって いた。

セデ ィー ジョ公教育相が、議会で行 った改正動議の提出の趣 旨説明によれば、今次の改

正の主要な 目的 は、次の5点 であ った。① メキ シコ国民の教育を受 ける権利を憲法に明記

す る、②初等教育の他 に、就学前教育 と中学校教育 を提供す ることへの国の義務 を明確 に

す る、③義務教育を中学校 まで延長す る、④教育が保持すべ きナショナルな性格 を国が監

視 して保証す ることを明記す る、⑤教育サー ビスを提供す る法人が置かれてい る法的な無

防備状態を終息 させ る1`L)。

①②に関 しては、 「これまであいまいな形で しか規定 されていなか った」国民の教育 を

受ける権利、および、 「しかるべ き区分のな されて こなか った」国、子 ども、親 ・保護者

の権利 と義務の関係を 「はっきりとした形で条項 に明記す る」 ことにあるとされた。 この

改正により、第3条 の最初に、新たに次のよ うな条文が追加 された。

「すべての メキ シコ人は、教育を受 ける権利を有す る。国は、それを要求す る者にたい

して、就学前教育 、初等教育、中学校教育を提供す るもの とす る。初等教育および中学校

教育 は、義務教育 とす る」。

これによ り、国にたい して は、就学前教育を もふ くめて教育の提供義務を、子 どもには、

初等教育 と中学校教育 を受ける権利 と義務を、親 ・保護者 にたい しては、子 ど もにそれを

受けさせ る義務を明確 に した。就学前教育に関 しては、子 ど もの権利 とし、また国にたい

しては希望者 にたい して それを提供す る義務を課 して いるが、 「親が子 ど もにた い して 自

ら直接的 に自宅 において初歩的な教育 を与える、あ るいは適 当な施設でそれを受 けさせ る

権限を保持すべ き」 ことを主たる理由に、その履修を義務 とは していない。

④ に関 して は、あ らたに第皿項 と して、 「一一一一連邦政府は、共和国全体にむけた初等教

育、中学校教育、師範教育の教育課程を編成す る。そ うした効果のために、連邦政府は、

法律の規定す るところに したが って、各州政府 、教育に関係す るさまざまな社会的セ クタ

ーの意見を参照す るもの とす る」 との条項が追加 された。 この国の教育課程編成権 にっ い

ては、 これまで も下位法である 「連邦教育法」には規定 されてお り、国の権限に変更があ

るわけで はないが、あ らためて憲法条文に格上げ して明記 したわけである。おそ らくその

意図 は、基礎教育の管理運営を州に移管 して も、ナシ ョナル ・カ リキ ュラムの編成権を国
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が保持す ることに変わ りはないことを強調す ることにあると推測 され る。,

⑤ は、私学法人への規制の緩和で ある。 旧条項で は、第皿1項において、 「私人 は、あ ら

ゆ るタイプと段 階において、教育を提供することがで きる。 しか し、初等教育、中学校教

育、師範教育、労働者および農民向けのあ らゆ るタイプ ・段階の教育に関す るものについ

ては、個別案件 ごとに、事前に、公権力当局か ら明確な認可を得なければな らない。 この

認可 は、拒否あ るいは取 り消す ことがで きる。 そう した決定 にたい して、訴訟あ るいは不

服申 し立てはで きない」 と規定 し、 また第V項 で は、 「国は、私立の教育機 関で履修 され

た課程の有効性の公的認定 を、随時、任意 に取 り消す ことがで きる」 としていた。 こうし

た規定 は、前述の ように92年1月 の憲法改正 まで存続 して いた教会 ・聖職者の教育関与の

禁止条項 と並んで、特 に宗教系私学の活動 を国家の側か ら厳重 に規制す ることをね らいと

していた。先の条項が、廃止 された今、 これと一 セ ッ トで規定 されていた条項 もなん らか

の改正が必要 とされていたのである。

提案趣旨によれば、 こうした 「私人 の置かれてい る無防備状態」 は、 「現在の状況に照

らしてみて、またメキ シコ国家の司法 の伝統 に したがえば、 もはや、当然の ことであると

は言えない」とい う。 ここで も改正のポイ ン トは、先の条項 か ら、 「そ うした決定にたい

して、訴訟あるいは不服申 し立てはで きない」の部分が抹消 され、また 「随時、任意 に」

の文字が消 され、 これに代わ っていずれに も、 「法律の定め るところに したが って」 との

文言が追加 されてい る。 この改正により、私学 にたい して、国が一方的にフ リーハ ン ドで、

設置認可や履修認定を取 り消す ことがで きた従来 の方式 は改め られ、それ らはいずれ も、

法定の基準や手続 きに したが って処理 され ることとな り、また私学が下 された決定 にたい

して訴訟などで異議 申 し立てを し、司法判断を求め ることも可能 にな った。

2.中 学校の義務教育化

義務教育の延長間題は、教育関係者の間ではすで に1970年 代か ら議論 されて きた長年の

課題であった。 しか し、前述の よ うに、初等教育の完全普及 さえ達成 されていない という

厳 しい状況の中で その導 入は見送 られて きた経緯 がある。 さきのr教 育近代化 プログラ

ム』で も、r国 民的合意』 において も、義務教育の延長の課題 はふれ られていなか った。

ここであえて中学校の義務教育化 に踏 み切 った理由はなにか。公教育相 の趣 旨説明か ら、

関連す る部分をい くっか拾 いだ してみよ う。

「よりいっそう高 い国家発展 の目的を設定す る時、われわれメキ シコ人 は、教育の分野

において も、首尾一貫 して、 より野心的な 目標 を設定 しなければな らない。すべての メキ

シコ人が履修すべ き学歴の中に、中学校 を組み入れ ることは、社会や政府が、よ り良い教

育を、今 日教育を受 けで いる世代が生 きることになる世界にふ さわ しい人間形成 を、実現

す るためめの努力を惜 しまないとい う公約 を掲げることで ある」。 「セクンダ リアの義務

化 は、われわれが実現で き、また果たすべ き、補完的な努 力を促す ことにな る。初等教育

への普遍的なア クセスを実効的な ものとす る こと、それを履修する児童の平均成績 を相当
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に向上 させ ること、彼 らに提供 され る知識の質を向上 させ ることを必要 とす る」。 「かっ

て1917年 憲法の制定者たちが、その第31条 に初等教育の義務規定を盛 り込んだ時、教育事

業にたい して大 きな活力が生みだ さることにな った一一一一ことを思い出すべ きであ る。当時

は、すべての住民に、初等教育を普及 しうる可能性 はほど遠 いと思われていたにちが いな

いが、それを憲法の条文 に書 き入れた ことは、教員、父母、教育当局者の側に熱心かっ一

貫 した努 力を約束 させ、 しだいに成果が もた らされ ることとな ったのである」。

こうした公教育相の発言か ら読み取れる ことは、中学校の義務教育化 は、直ちにこれを

実施 しうる体制が整 っているとい うわけではな く、む しろ、それは 「より野心的な目標 」

であ り、 この目標を掲 げることによ ってその前段階であ る初等教育の拡充を促進する効果

が期待 しうること、憲法条文 と して書 き入れることでそれを実効あるもの とすべ く関係者

の一層の努力を引き出す ことがで きる、とい う期待である。 また別の部分で は、初等ある

いは中学校教育を修了 して いない ことを理 由に、雇用の場や政治的権利や親権の行使で差

別的な扱 いをされて はな らない、 との趣 旨の発言を している。

以上のよ うな内容 を盛 り込み、 また一つの条項 を二分割 した り、各項の順序を入れ替え

た新 しい憲法第3条 の改正は、翌1993年3月 に議会 において承認 され、3月5日 付 けで官

報告示 された。

V.「 一般教育法」の制定

このよ うな二回にわた る憲法第3条 の改正、r基 礎教育近代化のための国民的合意』に

よる具体的な制度改革への着手を うけて、 これまで メキ シコの教育制度の基本的骨格を規

定 してきた法律であ る 「連邦教育法」(LeyFederaldeEducaci6n1973年 成立)の 改正

が不可避 とな った。政府 は、その法案を議会 に提出す る。 この法案は、旧来の連邦教育法

の修正 というレベルではな く、 この連邦教育法、 さ らに別の法律であった 「成人教育法」

(1975年)、 「職業訓練 セ ンターの教員のための師範教育設置法」(1963年)の 諸法令 を

廃止 して、新たに 「一般教育法」(LeyGeneraldeEducation)を 制定す るという教育法制

を大幅 に改正す るもの とな った。法案 は、議会において修正を うけた後可決 され、1993年

7月13日 付 けで官報告示 される。

新教育法は、全8章 、85条 で構成 され る。第1章 「総 則」(1～11条)、 第 皿章 「教育の

連邦主義 にっいて」(12～31条)、 第 皿章 「教育における公正にっ いて」(32～36条)、

第IV章 「教育 のプロセスについて」(37～53条)、 第V章 「私人が提供す る教育 にっ い

て」(54～59条)、 第VI章 「履修の公的認定 と認定証の交付にっいて」(60～64条)、 第

孤章 「教育への社会的参加 にっいて」(65～73条)、 第VIQ章 「違反 、処罰、行政訴訟 にっ

いて」(75～85条)か ら成 る13)。

「一般教育法」は、旧連邦教育法(全69条)や 成人教育法(全26条)の 条項をそのまま

引き継 いでいる もの もあ るが、前述の ような憲法改革や一部ではすでに実施 に移 されてい

る制度改革を受 けて、全面的に修正 された、あ るいは、新 しく追加 された条項 も多い。 こ
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こで は、後者 を中心に検討 しなが ら、新法の特色 を概観 しよう。

〔分権化 と権限の配分〕

第 皿章では、 「合意」により、基礎教育 と師範教育の管理運営が連邦政府か ら各州に移

管 された分権化 一 「教育にお ける連邦主義」を受 け、あ らためて連邦政府、州 、地方 自治

体の各 レベルの教育 当局の間での権限の区分 と共有を明確化 している。基礎教育 と師範教

育のための全国的な教育課程の編成、学年 カレンダーの制定、州当局の実施す る教育制度

の評価のための基本方針の策定、初等教育用の無償制教科書の作成 と配布な どが、公教育

省を通 じて行使 される連邦政府の排他 的権限とされ る。州当局にとっては、幼児 ・就学前

・基礎 ・特殊 ・師範教育の教育サー ビスを提供 し
、監視す る;教 育課程 に地域的な内容を

盛 り込むよ う提案す る;教 職員 に継続的な研修の機会を与 える;基 礎教育および師範教育

において私立学校の活動を認可す ることなどが独 自の権限とされる。地方 自治体 は、いず

れの タイプ ・方式の教育サー ビスを提供することがで き、また州立および市町村立の学校

の基礎的な備品の準備 と補修に責任を もっ とされた。成人教育の場合には、州の権限 とさ

れる レベルの教育 にっいて も公教育省が直接的に提供、管理す るもの とされる。

〔教育評価の重視〕

また第皿章 において注 目され ることは、教育評価の事業 に関 して規定 して いることであ

る。 これは、最近、 メキ シコの教育界で盛んに論 じられて きた、教育の質の向上のために

は、教育評価 とい う過程が不可欠の ものであ る認識 に基づ くものであるが、これまで は評

価の目的や方法が法律の条項 と して規定 されることはな く、本法では じめて導入 された も

のである。国の教育制度の全体、教育課程、児童生徒、補償的プログラムなど各 レベルで

「継続的かっ体系的に」評価を行い、その結果 を父母、生徒、教員、そ して社会一般 に公

表す ることを約束 してい る。

〔教育の機会均等の確保〕

第II[章は、章全体が新たに追加 された もので ある。 「この章のテーマは、最 も新 しいと

いうだ けでな く、法律が想定 して いる社会観や国家像の視点か らみて、最 も賞賛に値す る

ものであ る」14)と の積極的評価 もあ るほど、新教育法の長所 として注 目されている部分

である。基本的方針 を示 した第32条 をみよ う。

第32条 教育当局は、個々人の教育の権利の完全な行使、教育 におけるよ り一層の公正、

教育サー ビスへの アクセスと就学継続の機会の実効的な平等の達成を可能 にする

条件の整備のための方策を講ず る もの とす る。

上記の方策は、教育の遅滞が より大 きい グルー プや地域 に、あるいは恵 まれな

い社会経済的条件 に直面 しているところに、優先的に、向け られ る もの とす る。

ここでは、① 国内において教育の機会 にきわめて大 きな格差、不平等が存在 して いるこ

とまぎれ もない事実 と して認識 していること、② また教育における中途退学の問題の深刻

さを認識 して、教育の機会の平等 と して、学校へのア クセ スのみな らず、あえて 「就学の
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継続」(permanencia)の 文字を並べて入れていること、③ さらに、恵まれないグループや

地域を対象 に指定 しなが ら、優先的 に、(逆 優遇 とな ることも辞 さずに)積 極的な施策を

講ずべ きことを規定 している、 ことが注 目される。

第33条 で は、各教育当局 は、それぞれの権限の範囲内において次のような活動を行 うべ

きことを列挙 している。 これ らは、メキ シコの基礎教育 の直面 して いる現実の困難が どの

ような ものであ るのかを浮 き彫 りに しているとい う点で も興味深い ものであ り、要点を紹

介 しよう。①孤立 した地域社会、あるいは都市周辺の貧困層居住地域などに、 より良質な

資源の配分 を通 じて、特別の配慮 をす る、②教員の定着を促進す るため上記の地域で勤務

す る教員への支援プログラム推進、③安定 した状態での学習を助 けるため学校寄宿舎、社

会統合セ ンター等の施設の準備、④正規の学校教育 を放棄 した子ど もたちのために初等教

育および中学校教育 を履修す るための教育サー ビスの提供、⑤学習不振者のための特別な

教育支援 プ ログラムの提供、⑥遠隔教育の制度の創設、⑦識字教育や コ ミュニテ ィー教育

プログラムなど国民 の文化、社会、福祉水準の向上 をめ ざす教育運動の展開、⑧児童 にた

いす る奨学金 その他 の経済支援 プログラムの実施、⑨子 どもへの配慮を高め るため父母向

けのプログラムの提供、⑩教員の協同組合や法人への支援、⑪教育への社会的参加の促進、

私人か らの教育への財政支援や本章に規定 した活動への支援の奨励、⑫業績をあげた人々

への認証 と表彰、⑬教育サー ビスの質量を改善す るその他のサー ビスの実施。

さらに注 目され ることは、同条では、続いて次のよ うな条文が一セ ッ トと して規定 され

てい ることである。 「国 は、教育サー ビスへのア クセスと継続の機会の実効的平等に影響

を及ぼす社会的条件を克服す ることに向けられた福祉援助プログラム、食料補助、保健キ

ャンペー ン、その他の方策を講二ず る ものとす る」。 これは上 に列挙 した方策が教育 に直接

的に関連す るいわば教育制度の内的な要因 に関す る ものであ ったのにたい して、教育の機

会は、 こうした内的要因以外の社会的条件 によ って実質的 に左右 されることを認 め、教育

における公正の確保のために も、総合的な福祉政策を推進す ることを国にたい して求めて

い るもので ある。 こうした認識 も従来の教育法規 には見 られなか った。

第34条 は、特 に連邦政府の活動 として、 「教育面での遅滞が大きい州を支援す るために、

特別の財源 もって、補償的プログラムを開始す る」 ことを規定 している。 この 「補償的プ

ログラム」(programascompensatorios)と いう理念 と方策 は、基礎教育の分権化一連邦化

の推進 とバ ラ ンスをとる形で この教育改革で特に重視 されて きた ものであ り、本法で も、

これを、先述の成人教育の分野 と並んで、連邦政府 に直接的 に責任を負わせる体制 と して

いる。後述す るように、すでに1992年 か ら、連邦政府 は、 この 「補償的 プログラム」を開

始 してお り、本条 は、いわばそれを後追い して条文化 した もの といえ る。

〔教育予算の優先性〕

教育財政に関す る条項では、一部にその期待があ ったよ うに、教育予算 と して国内総生

産の○%を あて る、州予算の○%に す る、 といったような数値は盛 り込 まれ ることはなか

ったが、 「連邦政府 と各州政府 は、国家の発展 とい う目的のために公教育が優先性 を もっ

ことに配慮す る」、 「っねに教育事業のための財源 を強化 し、公教育のために、実質的な
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額 において、よ り多 くの予算 を配分す る努力をお こな う」(第27条)と して、教育事業へ

の予算 の優先的配分を宣言 してい ること、さらにあえて 「実質的な額において増加す る」

との文字を入れて、教育予算の確保を要求 していることは、積極的な面と して評価で きよ

う。

また、教員給与 に関 して も、P合 意』で約束された法定最低給与 のO倍 とい った指数化

は条文化されなかったが、 「国 は、教育者 たちが、家族の ために、気品のある生活水準を

達成 しうる一一一一 ような専門職的給与 を授与す るもの とす る」(第21条)と 規定 している。

ちなみに旧連邦教育法で は、 これを 「公正な報酬」(remuneraci6njusta)と 表現 していた。

専門職的給与(salarioprofesiona1)を どの ように定義す るかに もよるが、少な くとも

「公正な」とい うあいまいな表現 よりは、教員の社会的地位の向上にむけて一歩前進 した

規定であ ると思われ る。

〔授業 日数の確定〕

第IV章 、 「教育 のプロセス」は、教育の さまざまなタイプや方式、教育課程、学年カ レ

ンダー等にっ いて規定す る。 ここで特 に注 目され ることは、 「基礎教育 は、その三っの段

階において、国内の多様 なインデ ィオ系住民、分散 して住 む農村住民、移動民の言語的文

化的特徴に対応す るため、必要 とされる適応策を とるもの とす る」(第38条)と して、就

学前教育や初等教育の段階で はすでに導入 されてい るバ イ リンガル ・バイカルチャラル教

育の実施の可能性、季節移動 をす る非定住的な住民の子弟の教育への配慮を明記 している

ことであ る。 また学年暦に関 しては、年間200日 以上 の授業 日数を確保す ること(第51

条)と して数字で明確 に規定 した。 これは、従来の慣行よ り20日 ほど多 くなる日数であ る。

また不可抗 力により授業が中断 された場合 は、その埋 め合わせの措置を とること も合わせ

て求めてい る。

〔社会参加審議 会の設置〕

第W章 の 「教育への社会的参加」 も新 しい章である。 これ は、主 と して 「合意」よってあ

らたに設置 され ることが確認 された機関である 「社会参加審議会」(consejodeparticip

aci6nsocia藍)に っいて規定 している。 これは既存の学校後援組織である 「父母協議会」

とは異な るものであ る。 「教育への社会的参加 は、基礎教育の質を向上 させ、教育サー ビ

スの普及を拡大す ることを目的 とす る」(第65条)と して規定 した後、その組織 と機能 と

にっいて述べて いる。それは、各学校、地方 自治体、州、そ して全国の各 レベルにおいて

設置 され るものであ り、父母 ・その協会の代表 ・教員 ・教員組合の代表、教育当局(レ ベ

ルによ り、それぞれ校長、自治体、州、国の当局者)・ 教育に関心 を もっその他の社会的

セ クターの代表(各 学校 レベルでは卒業生 も含 まれ る)で 構成 される。

審議会の機能 は、 レベルによ りす こ し異なるが、全体 と して、各学校や教育制度全般 に

ついて十分 な情報 を提供 され、教育成果の質を向上 させ ることに寄与す るさまざまな活動

を行い、また教育 に影響 をおよぼす社会的悪条件を克服す ることに努め るとされてい る。

従来の父母協議会 は、学校の教授活動 その ものや教職員の労働条件 に関す る側面 について

は介入 できないとされて きたが、 この参加審議会では、教授活動 その ものやその他の教育
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の質の向上にっ なが るよ うな側面への介入を許 していることが大 きな特色である。 また、

この審議会 は、国の編成す るナ ショナル ・カ リキ ュラムに、各州や地域の特色を もっ教育

内容を盛 り込む ことを提案す るための場 と もされて いる。

〔私学への規制の緩和 〕

第V、VI、V障 で は、特 に、憲法の改正 によ り私学への規制が緩和 された ことを受けて、

私学の認可 や履修の公的認定の手続 きの変更に関す る条項や公当局の決定にたいす る再審

査の提訴 の権利、訴訟手続 きな どが詳 しく規定 されたことが特に 目にっ く。

Vl.教 育改革の進展状況

1993年11月 、就任以来 ほぼ二年 にわたって一連の改革の導入 と教育法制の改正を主導 し

てきたセデ ィー ジョが公教育省を去 る。 これは、次期大統領選挙が、約10ケ 月後 にせまっ

たのを うけて、社会開発相であ った ドナル ド・コロシオが与党PRIの 大統領候補 と して

指名 されたのに ともない、 その選挙運動の総括責任者をセデ ィージ ョが務めることにな っ

たか らで ある。 ちなみに、翌1994年3月 、 その コロシオ候補が地方遊説中に暗殺され ると

い う事件が起 きると、サ リナスは、セデ ィージ ョ自身を大統領候補に指名 し、8月 の選挙

で彼が次期大統領 として選 出され ることになる。

セディー ジョの後任 には、かつて公教育相の経験 もあ るフェルナ ン ド・ソノラ外務大臣

が一時就いたが、す ぐに辞任 し、その後には、セデ ィージ ョの下で連邦特別区の教育担当

の次官をっ とめていたホセ ・ア ンヘル ・ペスカ ドールが昇格 した。 このため、セデ ィー ヨ

の設定 した公教育省の政策路線 と人事は、サ リナ ス政権の任期末 まで、ほぼその まま継承

され ることとな った。 この間にお ける教育改革の進展状況をみようLJ)。

表1に 示 したよ うに、90年 代前半の メキ シコのマ クロ経済の回復基調を背景に、政府の

教育関係予算 はかな りの規模で増加 されて きた。前述 のよ うに1980年 代の経済危機の間に

大 き く削減 されて、対国内総生産の比率で3%台 にまで落 ち込んでいた教育関係予算は、

1994年 には6.2%(政 府 支出5.8%、 私的セ クター0.3%)と な り、ほぼ経済危機以前の

1982年 の水準を回復 した。

また表2に 明瞭にあ らわれているように、教育の連邦化=基 礎教育 と師範教育の管理運

営の連邦政府か ら各州への移管は、早急 に実施 された。かって州内の連邦立の学校の教員

と州立の学校の教員の間で勤務条件 に相違あ ったような州 においては、その組合の統合を

め ぐる問題な ど も表面化 して いるが、形式的にはその過程 はほぼ終了 している。 このため

に1992-93年 には、就学前、初等 、中学校の各 レベルで登録者全体の全体 のほぼ70%を 占

めていた連邦立学校の児童生徒の比率 は、1994-95年 度 には、それぞれ9%、7%、10%

へ と激減 した。 これ らはほとん どが、連邦政府 直轄であ る首都圏特別 区の学校である。 こ

れに代わ って州立学校在籍者が、83%、87%、83%と 圧倒的多数 を占めるよ うになった。

教育課程の改定 と新 しい教科書の作成 も異例 ともいえ るほどの急速 なスピー ドで展開さ

れる。1993-94年 度 には、初等学校の第一、三 、五年の奇数学年 と中学校の第一学年で、
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第1表 メキシ]の 国全体の教育予算 の推移(1986～1994年)

ii 1986年Il988年11990年11992年Il994年1

1新 ペ ソで の総 額(百 万)13,102.7

1公 的 資金12,807.5

1私 的 資金1295.2

14,009.7129,722.7i53,234.3177,339.2
12,756.5127,321.7149,828.1173,292.411
1,253.112,401.OI3,406.214,046.711

ii国内総生産 に占め る教育l

l費 の比率(%)I

ii全 体l

l公 的資金l

ll私 的資金1

3.9

3.5

0.4

3.6

3.3

0.3

4.3

4.0

0.3

5.2

4.9

0.3

6.2

5.8

0.3
_』

〔出 展 〕ErnestoZedillo,PrimerInformedeGobierno1995

P.124万 彌 「一 一 一 一 一 一 一 一 一
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第2表 メキシコの基礎教育統計の推移(1986～1994年)

i 年度 1986-8711988-8911990-91
　

il992-9311994-9511

登録者数(百 万人)
就学前教育総計
連邦立
州立
私立

i
2,547.3
1,893.2
492.9
160.2

i
2,668.612,734.1
1,961.511970.6
516.81530.7
190.31232.8

iii

2,858.913,980.0

248.61270.OII

2,363。512,570.2肺

246.81252.611

ト
初等教育総計
連邦立
州立
私立

14,994.6114,656.4114,401.6114,425.6114,574.211
10,843.6
3,364.8

1786.2

10,550.1110,274.7i973.511,007.8
3,271.613,241.8112,529.2112,642.811
834.71885.81922.71923.611

中学校教育総計
連邦立
州立
私立,

4,294.6
3,046.21
865.91
382.5

{

4,355.314,190.2(4,203.114,493.2
3,067.612,912.1
940.21940.2
347.51337.9

f

443.51442.811
3,416.413,713.111
342.Ol337.3ii

1中 学校総数

ii・ 普通 中学校

ii・ 労働者中学校

ii・ テ レセクンダ リア

ii・ 技術系中学校

16,515

6,653

633

6,545
2,682

i lI
18,51619,22820,03222,255ii
6,92517,129

5701527
8,00118,423
3,02013,149

7,35317>86411
502(48211

8,908110,43911
3,26913,470

〔出 展 〕ErnestoZedilla,PrimerInformedeGobierno1995

PP.126-128一 一一一 万マ瓶 一一一一一一一}『『一一一一一一
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. ...,

1994-95年 度 に初等教育の残 りの偶数学年 と中学校二、三学年 に新 しい教育課程 と教科書

が導入 された。ただ し、改革の ひとつの 目玉 と して 、すでに印刷ずみの旧社会科教科書を

お蔵入 りさせて まで、92-93年 度か ら導入 を急いだ新 しいメキ シコ史の教科書 は、その記

述内容の妥 当性をめ ぐって厳 しい批判や論争をま きおこ し、半年た らずで使用が停止 され、

あ らためて公開公募制で教科書の作成が急がれたが 、それは1994年 まで完了せず、その間

は臨時の教材で代行 され ることとな った15)。

キャ リア教員職の制度化 も進んでいる。 このポ トスへの格付けは、それを希望す る教員

の専門的教養の筆記試験の他 に、勤務業績評価 などを総合的 に判定 して行われ るとされた

が、一部 にはその適用をめ ぐって混乱があるといわれてお り、評価基準の見直 しが議論さ

れて いる。 そのポス トへの応募 は、1994年 までに50万 人を超えたとい う。

中学校教育の義務化 は、1993-94年 度 か ら実施 されることにな った。中学校在籍者数の

推移をみる と、1992-93年 度 に420万 人であった ものが、93-94年 に434万 人、94-95年

度に449万 人 と しだいに増加 は して きているが、義務教育化を境 に在籍数が激増するとい

った現象は見 られない。中学校義務化 は、政府 自体が認めるよ うにいまだに 「野心的な 目

標」にとどま っていると言 える。中学校の普及は、初等教育の場合よ り困難の ともなうも

のである。校舎 は、初等学校 よりも費用のかか る大規模な もの となる。 なによ りも、全教

科を一人の教員が担 当す る初等教育の場合 とは異な り、教科担任制であ り、人 口密度の希

薄な農山村部 において は、各教科を担当す る有 資格の教員をそろえ ることはほとんど不可

能である。表2に おいて示 したように、 メキシコにおいて は、 こうした農村や山間へ き地

において、テ レビ放送 に全面的 に活用 して中学校教育を提供す る 「テ レセクンダ リァ」と

いうユニー クな学校方式がすで にかな りの規模に導入 されて いる。中学校の義務教育化は、

今後 こうした方式を急速 に拡大す ることを必要 とす るか もしれない17)。 いずれにせ よ、

特 に農村部や貧困層においては、生徒の年齢層か らみて も、一人前の労働 力、稼 ぎ手 と し

て期待 され る度合 いも大 き く、就学には困難が と もな うことに変わ りはない。

この間、政府 の施策 として特 に注 目され るもの は、 「一般教育法」において連邦政府の

任務 とされ た、各種の 「補償的プログラム」が大規模に展開されていることである18)。

その第一の ものは、1991年 に構想 され、1992年 か ら95年 までの5年 計画で実施 されている

r教育の遅滞克服のための プログラム』(PARE)で あ る。世界銀行か らの2億8千 万

ドルの特別融資ly)、 連邦政府 か らの4億 ドルを資金 として、 メキ シコ全31州 の中で も教

育水準の最 も低いチアパ ス、オアハカ、ゲ レロ、 イダルゴの4っ の州で、初等教育の質的

向上を 目的 と した特別プログラムを提供す るものである。 ここで は、州内で も特 に教育の

発展の遅れてい る農村部や インデ ィオ系住民居住地域 を対象に して、児童生徒の成績の評

価、校長 ・教員への研修の機会提供 と交通費の支給、教員の定着を促進す るためのへき地

校勤務教員への特別手当支給、子 ど もへの奨学金の給付、校舎 ・設備の補強、教科書 ・教

材の効率的配布のため車輌の増 加、教科書用倉庫の建設、学校図書室用の図書セ ッ トの配

布、イ ンデ ィオ系子弟のためのバ イ リンガル教材の提供、文具パ ックの配布などの活動を

行 ってい る。中間的な評価 によれば、プログラムの実施 は、 こうした地域 ・学校 において、
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児童 の成績 を向上 させ ることで きわめて効果的であ る、 とされた。

こうした成果を受 けて、政府 は、 さらに世界銀行か ら4億 ドルをこえ る追加貸付を受 け

て、同 じプ ログラムを、1994年 か ら99年 までの5年 間で、先の4州 ほど深刻で はないに し

て も、教育水準の指数が低 い別の10州 に拡大す る第二次計画r基 礎教育の遅滞克服のため

のプログラム』(PAREB)を 発足 させた。 これ らの州の900あ まりの市町村の うち約

500、150万 人の児童が在籍 し、5万3千 人の教員を もっ約1万5千 校の学校がその対象

とな る。

さ らに、1995年 か らは同 じく世銀 の資金支援を得て、5年 間のプ ログラムと してP教 育

遅滞の克服のための統合 プログラム』(PIARE)を 別の9州 で開始 した。 ここで統合

とい う意味 は、 この プログラムで は、州により初等教育だけでな く幼児教育 も成人識字教

育を も含めて、教育の遅滞のいち じるしい地域 ・学校での対策を進めるためとされ る。

また、1994年 か らは、以上の三っのプログラムのいずれの対象 ともな らなか った残 りの

8州 において、 メキ シコ公教育省の独 自の予算 により、やや小規模なが ら同様のプログラ

ム 『連帯の学校』が開始 された。 これ らに一連の補償 プログラムの開始によ り、 メキシコ

全土をカバー して、農村部や インディオ系住民居住地区な どを中心 に特 に教育の遅滞の大

きい地域 ・学校を対象 に、優先的にその遅れを補償す るための ネッ トワークがほぼ完成 し

たことにな る。

むすび

サ リナス政権が その後半期において、歴史教科書問題をひきおこ したように、拙速であ

るとの批判をあびなが らも、異例 ともいえ る短期間で基礎教育の改革を急いだ理由はいま

ひとっ明 らかではないが、これは、 ほぼ同 じ時期 にサ リナスが心血をそそいで推進 してい

た 「北米 自由貿易協定」(NAFTA)の 締結(1993年)や メキ シコのOECD加 盟(19

94年)を 視野 に入れた、 メキシコの 「先進国化」志向、社会体制の整備 と結びつ いている

ことは疑いがない。彼 は、1992年 の憲法の改正 により、メキ シコ革命の遺産 ともいえ るエ

ヒー ド(共 有農地制)の 解体や、国家 と教会の関係の見直 しを打ち出すなど、 メキシコの

「近代化 一脱革命国家化」を極端なまで推進 し、 メキ シコの国家像を大 きく転換 させた。

彼のネオ ・リベ ラ リズム路線 は、教育の分野にっ いてみれば、高等教育の レベルでは、自

立的な知識や技能の開発、質の高い人材の育成 を主眼 とした大学院や研究体制の整備の推

進、中堅技術者の教育の改革のため後期中等教育 レベルでの職業技術教育の見直 し、 さら

には私立学校への規制の緩和 などの政策にみ ることがで きよう。 しか し、基礎教育の レベ

ルに関 していえば、その教育 改革 は、 「教育の遅 滞」の克服、教育機会の不平等の是正、

留年 ・中途退学者の数の縮小 、全体的な教育の質の向上 という、む しろ歴史的に積み残 さ

れて きた課題 にようや く本格 的に取 り組みは じめた という性格が強 い。

周知のように、メキ シコでは、1994年1月 、NAFTAの 正式発足のその 日に、南部チ

アパ ス州 において生 じた、先住民を主体 と した貧 しい農民の武装反乱は、サ リナスの近代
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化路線 に取 り残 された貧困層の反発 として国内外に大 きな反響をまきお こした。 また、あ

まりに も性急な背伸びを した 「先進国化」路線 は、サ リナ ス政権末期 に、財政 ・貿易の大

幅赤字、外貨準備の激減 をまね き、セデ ィー ジョ新政権の発足直後 に通貨ペ ソの暴落 とい

う通貨危機をまね くにいた った。サ リナスの政策 にたいす る評価 は凋落 し、彼の唱えたネ

オ ・リベラル路線の見直 しをせ まる声 もある。

一般的に言えば、 メキ シコの政策 は、6年 ごとの大統領の交代 により、大 き く変化 し、

政策の継続 よ りも断絶が 目につ く。だが、基礎教育拡充の方針は、セデ ィー ジョ大統領 自

身が 、公教育相の時代 に策定 した ものであ り、 また上記のよ うな基礎教育の特色か らして

も、 ここ当面若干の足踏み はあるか もしれないが、 メキシコの教育政策において基礎教育

の拡 充が最優先課題 され ることに変わ りはないであろ う。

セデ ィージ ョ政権の教育政策 プログラムは、 まだ まとまった形では発表されてはいない

が、一足先 に、1995年6月 に発表された 『国家発展計画:1995-2000年 』にお いて は、教

育 に関連 して次のよ うに述べてい る20)。

「基礎教育の戦略的重要性 は、教育制度の中で も多数の児童生徒を対象にす ること、す

べてのそれ以降の教育を有効 に活用す るための基盤 となること、多 くのメキ シコ人にとっ

て、それが最終学歴 にな ること、にある。本計画では、(1)就学前、初等教育、中学校の各

レベルへのア クセ スを保証す るためのプログラム と活動を編成 し適用す ること、②基礎教

育全体での修了率をかな り向上 させ ること、(3)公教育の量 と質の不平等を是正す ること、

を提案す る。社会的地理的条件が教育へのア クセ スを困難に し、 また子 どもの留年や退学

の頻度 を高 くして いるよ うな州や地域 における遅滞を解消す ることに寄与す るプ ログラム

が強化 され ることにな る」。
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ニカラグアの初等、中等教育における教育改革の動向

松久玲子

はじめに

1990年 の総選挙で、サ ンデ ィニスタ政権が敗北 しチ ャモ ロ政権が誕生 した。それ と同時

に、教育の領域 において も前政権の教育政策 に対する厳 しい批判が起 こり、その見直 しが

開始され た。ニカラグアで は、1979年 にソモサ独裁政権が打倒 され、ニカラグア革命の開

始 とともに教育 システムの 大規模な変革が行われた。そ して、1990年 か ら開始 されたチ ャ

モ ロ政権の教育改革は、サ ンデ ィニスタ政権の教育政策を根本か ら転換する ものだった。

ニカラグアにお いて、教育の場 はアー ノブが指摘 したよ うに1)、 政治的 「対立の場」と

な っている。

本稿で は、初等、中等教 育に関 して、1990年 に提示 された 「民族救済新政府 における教

育省の方針」2)お よび1993年 の初等教育、 中等教育一般法、チャモロ政権の教育政策に

対する国際的教育援助がおよぼ している影響を分析 し、教育改革の動 向を考察する。

1.チ ャモロ政権の教育方針

政権の交替 は、ニカ ラグアの教育に大 きな影響をおよぼ した。チ ャモロ政権の教育は、

カ トリック主義の保守派 によ り主導権が握 られ、初 代教育相 にソフォニアス ・シスネロ ・

リベ ラ、副教育相 には現教育相のウ ンベル ト ・ベ リが就任 した。

そ して、1990年7月 に、教育政策の転換 をはかる新 しい教育方針 を示す 「民族救済新政

府 における教育 省の方針」(以 下 「方針 」 と略す)が 発表された。 この 「方針」の中で 、

新政権はサ ンデ ィニスタ政権の教育政策 に対 して、教育の質 的な低下、教育のイデオロ

ギー化、政治 的セク ト主義を厳 しく批判 し、1990年 代の新たな 目標と して教育 に基づ く経

済発展、統合 的教育、民主主義 と平和のための教育、家族 のための教育を掲 げた。

(1)サ ンデ ィニ スタ教育への批判

1.サ ンデ ィニスタ政権の教育

チ ャモ ロ政権 によって厳 しい批判にさ らされたサ ンデ ィニスタ政権の教育政策はいかな

るものだ ったのだ ろうか。1983年 にサ ンデ イ:ニスタ政権の教育省 は 「ニカラグアの新 しい

教育の 目標 、 目的、原則」を発表 し、その教育政策の基本方針を示 した。その特徴 は社会

主義 に基 づ く社会変革を担 う新 しい人 間の形成をめざ し、労働 と教育の結合、反帝国主

義、民族主 義、革命の遂行を 目的 とした教育の形成を原則 にあげて いる。

40年 以上 におよぶ独裁政権の もとで、サ ンデ ィニスタ政権は、それまで政治的な経験を

積んでいな い大 多数の民衆を国家の変革の過程 に動員 し、革命を遂行する新 しい人間の形

成をめざ した。 サ ンデ ィニスタ政権の教育観 は、 「教育的過程は政治的過程であ り、政治

的過程は教育的過程である」 という言葉 に示 され ているように、政治色が強 く国家主導の
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「

中央集権的性格をもっていた。

サンディニ スタ政権の教育システムは、フォーマル教育とノンフォーマル教育の2つ の

柱からなっていた。サンディニスタ政権は、1980年3月 から6カ 月にわたって全国識字運

動を実施 したが、この運動は民衆を革命に動員するための意識化教育の原点として位置づ

けられた。サンディニスタ政権の教育政策の中心は、ソモサ独裁政権時代に教育から疎外

されていた大多数の人々に教育機会を拡大することに重点がおかれた。全国識字運動とそ

の後のノンフォーマル教育の分野における成人を対象とした民衆基礎教育は、革命前に全

人口の50.3%に およんだ非識字人口に教育機会を提供 し、民衆の政治参加を推進するため

の教育運動として位置づけられた。フォーマル教育の分野では、初等教育において学校の

増設、教員の増員が行われ、特に革命以前ほとんど配慮されなかった農村地域 に重点がお

かれた。しか し、初等教育の就学率が増加する一方で、留年や中退率は高く、学校の絶対

数の不足や農村における4年 以下の不完全小学校の割合が高いことなどが原因となり、識

字運動直後には14%ま で減少したニカラグアの非識字率は再び上昇した。

2.サ ンデ ィニスタ教育への批 判

新教育省は、サ ンデ ィニスタ政権の教育政策 に対 し、財政的窮 乏にもかかわ らず、周縁

化 されていた民衆部分 に教育機会 を提供 し、 ソモサ時代 にはほ とん ど配慮 され なか ったニ

カ ラグアの産業構造を考慮 した技術 、職業教育 に力を注 いだ点3)を 評価 した。 しか し、教

育省は、その 「方針」のなかで サンデ ィニスタ教育がニ カラグアの教 育を危機的状 況に至

らしめた とし、その原 因をあげ、批判 した。

① 危機 的教育状況:危 機的状況の指標 と して、就学率の低下、留年、退学、非識字率の

増加、資格を持 たな い経験主 義的教員 と学校施設の不備をあげている。1988年 の純就学率

は1983年 を4%下 回 り、1990年 には7才 か ら12才 の初等教育学齢人口の約24%、15万

人が初等教育を うけて いなか った。留年、中退率 も高 く、1989年 の初等教育登録者数は第

1学 年215,931人 に対 し、第2学 年で はその半数近い118,329人 、第3学 年ではさ らに減

少 し89,108人 、第11学 年は6,127人 だ った。各学年の登録者の中には、留年 も含 まれるた

め中退率はかな り高いと考え られる。 さらに、正規の教員養成課程 を修了 して いな い経験

主 義的教師が多 く、教 員養成課程を修 了 して教職 に就 いて も教 員の定着率が悪 かった。教

科 書が不足 し、修 理や建て替えの必要な学校施設が半数近 くにおよんで いる と指摘 した。

サ ンデ ィニスタ政権 時代 に教育省の教育計画長 を務め実質的にサ ンデ ィニスタ教育を

担 ってきた ア リーエンは、この数字が ソモサ時代の教育状況を無視 した ものだと反論 し

た。ソモサ時代の純就学率は64%に しかすぎず、非識字率 も50.3%に 達 して いた。第11

学年の学生数は、全 日制 中等教育の学生数で 、夜 間中等教育の学生数 を含めると2倍 近 い

12,540人 に達 して いる。 さ らに、経験的教師が70-80%に 達 して いる とい う数字 も、成人

教育にボ ランテ ィアと して参加 した民衆教 師を含んだ もので、サ ンデ ィニスタ政権の教育

政策 を過小評価 した もので あると反論 している。4)

②教育水準の低下:新 政府は、10年 前 と比べ就学者の絶対数は拡大 したが、中等教育の
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学習内容はかつての初等教育にしか達していないと批判した。つまり、就学者の教育年限

は延びたが、教育内容が貧困化し、11年 間学習しても初等教育5年 のレベルにしか到達し

ていない。

こうした、危機的教育状況をもたらした原因として、教育省は軍事費の増大にともな う

教育予算の切 り捨てとともに、前政権による教育のイデオロギー化と政治的セク ト主義を

大きな要因としてあげている。

③政党的セク ト主義=教 育システムが政治化された結果、学生の教育評価の基準が学習

内容の到達度を基準にするのではなく、政治的基準、つまり組織や政党活動への参加、兵

役、生産労働への参加により評価された。教員の昇進基準も同様だった。教育が、特定の

イデオロギーの伝達装置とな り、特定の党派により私物化されたと批判 した。

ニカラグアの教育の現状に対する以上の分析を踏まえ、新教育省は教育の目標として、

国際的競争力を有し経済発展を可能にする総合的教育、民主主義、平和のための教育、家

族のための教育を提起 した。かつてのサンディニスタ政権の教育目標は労働と教育の結

合、革命の遂行におかれ、革命を前進させるための 「批判的意識の形成」、民衆が政治へ

主体的に参加するための組織を通 じた 「参加民主主義」が唱えられた。しかし、その目的

の遂行のためにサンディニスタ政権の教育は国家がカ リキュラムの決定に全面的、独占的

な責任を負うよう制度化され、独自の文化的要素、すなわちスペイン的、キリス ト教的、

土着的な要素が捨て去られたと、新政府は批判した。教育省は、サンディニスタ教育に対

抗するものとして、個人の尊厳を保証 し、教条主義の奴隷とならないための批判的意識を

育成する総合的教育、セク ト主義から解放された真の民主的教育、家族の役割を担 う人間

を形成する教育方針を示 した。

(2)具 体的方針

1990年 の 「方針」に述べられた教育目的を達成するための具体的な指針として、教育省

は以下の8項 目を示した。

1。 カリキュラム改革

教育内容の抜本的見直 しが実施された。特に政治的セク ト主義とイデオロギー的宣伝を

排除するため、世界史、ニカラグア史、政治経済、社会の教科書の改訂と、労働教育に替

わり公民教育の設置が行われた。公民教育は、特に人権や近代的核家族をモデルとした家

族の形成に深くかかわる内容となっている。

2.学 問の 自由化

サンディニスタ政権において実施されていた統一教科書の廃止が提案され、教育者の裁

量が生かせるプログラムの柔軟化、単純化が提言された。

3.教 員の資格、待遇改善

教員資格を持たない経験主義的教員の資格獲得を国が援助する。教員の給与の改善、教

育予算の増額が もりこまれている。

4.学 問的効率の向上
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教育 レベルの向上を 目的と して、進級 のための成績 評価 を見直 し、モデル校 となる国立

のエ リー ト校を創設することを提案 した。

5.民 主化 と親の果たす役 割

どのよ うな教育 を子 どもに受 けさせるかを決定する第一の責任 と権利が親 にあることを

明記 し、親や公立、私立学校教 員、教育関係諸団体が学校の運営、教育計画の採用や立案

へ参加す ることを提案 した。 また、全国教育協議会の開催を提案 して いる。

6.重 点領域

教 育改革のなかで重点 をおく領域 として 、就学前教育と基礎 教育、識字教育、成人教

育、技術教育の4領 域 があげ られた。

7.私 学教育の援助

教 育の多様化 と分権化 を可能 にするた め、私学教 育の促進 と援助が提案 された。

8.二 言語 、通文化教育

ニ カラグアの大西洋岸の少数民族の ミスキー ト、ラマ、スモ族 に対 して二言語、通文化

教育 プログ ラムの開発援助を行 う。母語 による識字教科書の作成な どを実施 した。

「方針」では、 さらに補足 として 「解説的条項」 の中で、新政府が世俗 教育を廃止 しカ

トリック教育を導入す るものではな いと述べ られて いる。 これは、新政権の教育省が伝統

的な カ トリック系保守派の牙城 とな るという世論の危惧 を否定 した ものだ った。 しか し、

続 いて、 中立的教育とはキ リス ト教 的価値観 に対 して も開かれ ている教育であると述べ、

民衆歌謡やニカラグアの国民的詩人ルベ ン ・ダ リオ の詩 を引用 して、キ リス ト教的価値観

が伝統的文化 に根ざ して いることを強調 した。

前述のア リーエ ンは、新政府の教育計画の基本姿勢を、①10年 間にわたるサ ンデ ィニス

タ教育のイデオ ロギーを払拭す ること、②新 自由主 義経済計画を教育の分野 に適用 し、そ

の発展を支援 し、強化す ることであると批判 した。5)

さ らに、ア リーエ ンは、新政府の方針 について以下のよ うに述べている。新政府 はサ ン

デ ィニスタ教育政策の評価を既める ことによ り、新 政権の教育政策の正当性を主張 した。

その具体的施策は、統一教科書の廃止に示 された。新教育省 は、初年度に教科書の改訂 に

取 り組み、国語 教科書、識字教科書、歴 史教科書をすべて替えた。また、教育分野 にお け

る新 自由主義経済の導入は、9年 間の基礎教育制度 を11年 間の教育制度 に編成 し直 し、無

償教育を6年 間の義務教育 にした ことに示 されている。サ ンデ ィニスタ時代、教育は高等

教育 にいたるまですべての教育階梯で無償だ った。 新政府 は、教育制度の再編成 によ り、

義務教育の6年 間を無償 にし、中等教育以降は一定額の授業料を徴収する受益者負担の方

針 を取 り入れた。 また、経 済開発の一環 と して、技術教育 による人的資源の開発 のため

INATECを 設立 し、職業、技術教育を奨励 した。新政府が示 した、教育 における重点領域

は、1990年 タイで開催 され たユネス コ世界 会議の決議を踏襲 した にすぎず、特 にサ ンデ イ

ニスタ政権の影響の強い識 字、成人教育は後退 し、変わ って新 しい価値観を最 も注入 しや

すい初 等教育 にお いて改革が進 め られた。
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ll.1993年 教育法

1990年 の 「方針」 に基づ き、1992年7月 か ら教育法の制定 にむけ審議会が設け られ、

1993年12月 に初等、中等教育一般法(ReglamentoGeneraldeEducaci6n

primariaySecundaria)が 公布された。前文によれ ば、 この教育法の基本姿勢は教

育経営の分権化 と子 どもの教育 に関す る親の決定権を優先する もので、中央集権 的な政府

に取 ってかわ り民主的な政府 をめざす と唱われている。

初等、中等教育一般法 は、以下の構成 にな っている。

1.教 育省の権 限、任務 と機能

z.教 育制度の構成

3.学 校の種類

4.地 方 自治体 市町村一の役割

5.初 等、中等教育 に共通する教 育業務

6.公 立学校 に関 して

7.私 立学校 に関 して.

8.学 校共通の行政的管理措置

9.公 立学校の財源

10.最 終措置

第1編 の 「教育省 に関 して」では、教育省の任務 として公教育の監督、視察、私学の視

察、政党の政治的宣伝か ら自由な科学 的技術 に基 づ く識 字運動、教員の養成、研修 、外国

人の教育の権利 、教育の過程 における父母の参加、奨学金 、外 国の経済援助の受 け入れ、

政治的偏 向か ら自由な教育の形成、教育相の任免があげ られて いる。教育 省の権限 と機能

は、初等教育 、中等教育を整備する ことで ある。教育省の学校機能の整備 に関す る役割

は、教育 目的、教育 レベル、マスタープラ ン(カ リキ ュラム、必修教材)、 学習プ ログラ

ム、進級基準 、教 育評価基準、教科 書の推薦 リス ト等の作成 を行 うとともに、行政的権限

と して国立学校校長の任免、教職員の 義務 、権利、違反行為への処罰の決定、労働条件、

中学校で徴収 する授業料の割 り当て、生徒の懲罰等を裁 量する。

第2編 の1章 、 「教育制度の構造 について」の教育省が管轄す る教育制度 について は以

下の図に示す。初等教育、中等教育の教育の一般 目的、教育年限 と就学年齢、入学資格、

学校の提供す るコース(初 等学校:4学 年以上の完全初 等学校 と4学 年未満の不完全初等

学校、中等教育:基 礎 教育、選択教育)、 規模(生 徒数 による規模)、 時間(午 前、午

後、夜間学校)に よる分類が示 されて いる。

第3編 は、 「学校 に関 して」で、所有権 によ り私立、公立学校 に分 けられる。公立学校

には、国立学校、 自治学校、地 方 自治体(市 町村)立 学校があ る。国立学校は、教育省の

直轄で学校評議会 によ り運営 され る。 自治学校 は校長 を座長 とする委員会 によ り運営 さ

れ、地方 自治体 立学校は、校長 が座長である市町村教育委員会 によ り運営 され る。
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ニカラグアの現行教育制度図

年 齢

基礎教育
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{準爾学級〕1(特別初等教育):(作 業)

藁認 筈覧;いll・1・ 川 ・1・1・1

高等教育

第4編 は教育 における地 方 自治体の役割 にっいて、第5編 は初等、 中等教 育共通の学校

業務 につ いてで ある。学校業務 として学校暦 、生徒の登録、教 師の教育活動 を支援するた

めの学校祭、各種の学業 に関する コンクール 、市民、文化活動 、スポーツ活動等のプログ

ラム、クラス編 成、成績評価、進級 などがある。 さ らに、学生、父母会に関 しての規定が

定 め られて ある。学生の義務、権利、および処罰、生徒会の設置が定め られ、生徒会の メ

ンバーは学校 当局 と学生の橋渡 しとして 学年成績80点 以上の学生の 中か ら選挙で選ばれ

る。父母会 は、学校と緊密な 関係を持 ち学校の運営に参加す る。国家は親が子 どもの教育

に第一の義務 と権利を持つ ことを諏め、親の義務 と権 利の遂行 を援助 し保証す る。

第6編 、公立学校に関 して は以下のよ うに定め られ ている。学校評議会(Conseゴos

Escolares)は 教師、父母 、学生 か ら構成 される。学生は、 学校評議会 において意見を

表 明す ることができるが、投 票権はもって いな い。学校評議会 は、 国立学校 と地方 自治体

立学校では学校審議会(ConseゴosConsultivos)、 自治学校で は運営審議 会

(ConseゴosDirectivos)と 呼ばれ る。学校評議会の主要な 目的は、子 どもの教育 に第

一の責任 をもつ父母が学校の運営へ参加す る ことを保証する もので ある。学校評議会の役

割は、学校施設の維持、改善、経営、管理の援助 、収 入、支 出、学校規則の承認、教育共

同体の成員 に学校 評議会の活動 を周知 させる、学校の年 間計画 に参加 し、父母会 を召集す

るな どである。学校審議会 は、時間割、教育省の推薦 する リス ト中か ら教科書 を選択す

る。 また、教育省の任命 した校長への拒否権 を持ち、教育省が決定 した以外 に授業料を随
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意的 に決 定できる。 自治学校の運営審議会は、学校審議会の持つ役割の他 に、校長の任

免、教員の任免権 をもつ。他 に、校長の任免 、教員の義務 と権利、教員委員会につ いて定

め られて いる。

第7編 、私立学校について、第8編 、学校の行政的管理措置、公立学校の財源 について

定め られて いる。.

1993年 の初等、 中等教育一般法は、 教育の分権化 に特徴づ け られる。サ ンデ ィニスタ

時代の強力な 中央集権 的な教育政策 に変わ り、行政面 、経済面 において分権的な政策が と

られて いる。その改革は地 方分権 にとどまらず、教育共 同体の代表者と して父母 と教育関

係 者に大きな権限 を付与 し、教育の場 にお ける意志決定 を認める ものである。行政面 にお

いては、教育省が統括 していた公立学校が、国立学校 、 自治学校、地方 自治体立学校 に分

かれ 、その運営 は教員 と父母会か ら選 出された委員か ら構成 される学校評議会が受 け持

っ。学校評議会 は、校長の任免 、教科書の選択、授業料の徴収等 に関 して一定の 自治権を

持っ。1993年 法の施行によ り、1994年 には初等前教育、初等教育 、中等教育、成人教育

で、 自治学校が22校 、地方 自治体立学校が199校 生 まれた。公 立学校全体に占める割合

は、 自治学校が0.3%、 地方 自治体 立学校が3.1%で ある。

また、チ ャモ ロ政権では私学化の傾向が強 ま り、1989年 には高等教育機関以外の私学の

割合 は10.5%だ ったの に対 し、1994年 には19.3%に 増加 した。 国庫助成 を受けて いる私

学の割合 は、1989年 には全私学の23%だ ったのに対 し、1993年 には36.7%に 達 してい

る。 しか し、補助金を受ける私学への教育省の管理強化 を背 景 に、国庫補助 を辞退する私

立学校が増加 し、助成を受ける私学の割合 は1994年 には26.3%に 減少 して いる。

教育の 内容 に関 して も、教育省の主導型の教育 か ら現場の裁量の範 囲を広げた 自由化政

策が とられ た。教科書を例 にあげると、サ ンデ ィニスタ政権時代のイデオ ロギー伝達メ

デ ィァ と新政府 によ り考え られた国語 、社会、歴史、識 字な どの統一教科書が廃止され、

統一教科 書に替わ り教育省が推薦する リス トの 中か ら学校委員会が選択す る方式が とられ

た。一方で、教育省が進級、成績評価 の一定基準を示 し、党派や政治的な判断 を含む余地

を排 除する措置がと られて いる。

さ らに、教育の受益者負担の姿勢 が示 され た。チ ャモ ロ政権 において教 育制度の改革が

行われ、9年 制の基礎教育 は11年 制の初等教育(6年)と 中等教育の基礎課程(3年)と

選択課程(2年)に 再編 され た。サ ンデ ィニスタ時代 には初等 前教育か ら高等教育 まで全

教育階梯が無償だ ったが、新政権では中等教育の授業料の一部徴収が可能となった。中等

学校では学校評議会が授業 料の一部の徴収 とその使途 に関しての独 自の裁 量権 を持つ。

川.教 育政策を方向付 ける隠れた要素:国 際援助

次 に、 「方針 」に示 された個々の政策 を重点領域 に沿 って財政面か ら検討 し、教育改革

の動 向を分析する。教育省 によって示 され た重点領 域は、就学前教育および基礎教育、識

字教育、成人教育、技術教育の4分 野で ある。
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(1)教 育領域別の予算措置

サ ンデ ィニスタ時代 と比較 し、チ ャモ ロ政権の教育省予算が国家予算 に占める割合は増

加 している。6)サ ンデ ィニスタ政権時代の大学教育の予算 等を含めた教育予算全体が国家

予算 に占める割合 は、高等教育 および技術 教育以外を管轄す る現教育省予算の割合 とほぼ

等 しくな った。高等教育は、大 学審議会 によ り運営 され、技術教育はINATEC

(lnstitutoNaciona!deTecnologia)の 管轄で 、教育省は初等前教育、初等教

育、 中等教育 、障害児教育、教 員養成、成人教育を管轄 している。

表1国 家予算に教育省の予算が占める割合(%)

年度

割合

1990

9.66

1991

12.72

1992

10.6

1993

12.77

1994

12.22

出 典:MED,

Informs・ ヒicar

表2

Si'ヒuaciondelSectorユ989-1994,Direcci6nde

1994.

サンディニスタ政権時代の国家予算 にしめる教育予算の割合

年度

予算

1980

11.1

1981

13.4

1982

10.3

1983

12.2

1984

10.0

1985

10.3

1986

12.8

1987

12.0

1988

9.0

出 典:JuanB.

Revolucion,

Arrien,Ncaraua3D`ezosdeducac'6n a

MED,1989.

チャモロ政権の教育省の予算配分は、表3に 示すよ うに、1991年 度の初年度の初等前教

育予算 が1992年 度以降 と比べ高い比率を示 している。初等教育および中等教育が教育予算

で最 も大きな割合 を占め、毎年若干の伸びが見 られ る。一方、重点領域である識字、成人

教育の予算措置 はわずかで、予算は減少傾 向 にある。教員養成 も同様である。

その中で、特 に初年度に教育予算が増加 して いる初 等前教育を見 ると、90.7%は 人件費

に使用 されて いる。1992年 度.、89.2%、1993年 度、79.2%、1994年 度、40.8%で 、人

件費の支出が 次第 に減少 している。替わ って増加 して いるのは、学校 への補助金な どであ

るa

初等教育の予算は増加傾 向を示 している。主な使途 は、人件費で80%か ら90%近 くにお

よんで いる。1992年 に、学校建築費が13.1%計 上 されたが、その後の建築費は計上 され

ていな い。。中等教育の場合 、1991年 度 、1992年 度は人件費が予算のそれぞれ、82.1

%、91.5%を 占めていたが、1993年 度 には77,2%、1994年 度には57.5%と 減少 した。教

員の レイオ フと中等教育の授業 料を親が一部負担 し、学校評議会の裁量 によ り教員の給 与

に上積みす る方式を導入 した結果 と言えよ う。人件費 を削減 した分 は、奨学金 や 自治学校

な どの学校補助金 に使用 され ている。 中等教育で は、特 に受益者負担の方向が 強 く表れ て

いる。
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成人教育 は、ほ とん どボラ ンテ ィア教師が教育 を担 当 してお り、人件費は20%前 後を 占

めるに過 ぎない。1991年 度に教材費が12.8%を 占めたが、以降は教材関係の支出はな

い。主要な使途 は、ボ ランテ ィア教師への物品支給 な どの経費である。

表3プ ログラム別予算配分(単 位千コル ドバ)

年度

中央の活動

プログラム

調整

教育視察

共通活動

就学前教育

初等教育

中等教育

成人教育

障害児教育

教員養成

合計

1991

53,084

(21.9%)

0

0

6,741

(2.8%)

37,693

(15.6%)

115,706

(47.8%)

15,158

(6.3%)

3,544

(1.5%)

2,821

(1.2%)

7,541

(3.1%)

242,288

1992

52,486

(19.1%)

0

0

0

10,430

(3.8%)

155,600

(56.7%)

40,402

(14.7%)

3,731

(1.4%)

3,231

(1.2%)

8,656

(3.2%)

274,536

1993

29.909

(10.1%)

5,131

(1.7.%)

23,722

(8.0%)

365

(0.1%)

10,007

(3.4%)

171,127

(57.5%)

41,925

(14.1%)

3,410

(1.1%)

2,961

(1.0%)

8.782

(3.0%)

297,339

1994

20,481

(6.2%)

5,078

(1.5%)

20,165

(6.1%)

16,050

(4.9%)

12,521

(3.8%)

192,083

(58.4%)

47,533

(14.1%)

3,411

(1.1%)

4,491

(1.4%)

7,310

(2.2%)

329,123

*1991年 と1992年 度 の プ ログ ラム 調 整 と教 育 視 察 は 、 中央 の 活動 中 に含 まれ て い る。

出典:MED,DivisiondePrespuestoよ り資 料 入 手。

(2)海 外教育援助

教育省予算を見ると、大部分の経費が人件費で、新 しいプロジェク トへ予算措置を取る
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余地がほとん どな いことが見 て取れる。そ こで、海外か らの教育援助が新 しいプ ロジェク

トの鍵 とな っている。1993年 度の教育省報告 によれば7)、 ニカ ラグアの教育省が受けて

いる多国間援助額は$1,486,800、 二国間援助額は$5,202,600、 計$6,689,400で1993年

度教育省予算の約10%に 相当す る。 多国間援助機 関は、ユこセフ、ユネス コ、OEAな どか

らである。二国間援助で は、アメ リカ合衆国が二 国間援助総額の76.9%を 占め、続 いてル

クセンブルグ公国が13.6%、 日本が8.4%、 その ほかオラ ンダ、スウェーデ ンな どか らの

援助がある。最大の援助供与 国はアメ リカ合衆国である。

サ ンデ ィニスタ時代の教育援助はユネス コ、ユニセフ、北欧諸国(ス ウェーデン、ノル

ウェイ、 フィンラ ン ド)や オ ランダ、 ドイ ツか らが主 だった。特 に、大学 レベルで は東欧

諸 国、キ ューバ への奨学制度 による留学が多い。政権の交替が、海外援助の供与 国の分布

に影響を与えている。

チ ャモロ政権下の教育援助 は、カ リキ ュラム改革 、教員資格を得 るための現職の教員養

成、初等教 育の第1学 年、第2学 年の定着 率の向上、 ノンフォーマル教育 における特殊教

育および就学前教育の拡大 、特 に困難な状 況におかれた女性および児童の就学、教育のイ

ンフラス トラクチ ャーの 改Aな どに向け られ ている。

二国間教育援助の最大援助国で あるア メ リカ合衆 国か らの援助 は、1993年 には初等教

育の教科書援助、教員研修、教材提供 、教 育省 マニ ュァル作成 にあて られ ている。初等教

育 における統一教科書 の廃止 と新教科 書の導 入はアメ リカ合衆 国の財源を もとに実施され

たと言え よう。 日本の援助 は、教科書、教材作成のための印刷機提供 とその操作訓練でア

メ リカ合衆 国の援助を補 完す るものである。ル クセ ンブルグ公 国の援助は学校の修理、建

築 にあて られて いる。 また、アメ リカ合衆国の援助 によ り1991年 に職業転換計画(Plan

deConversi6nOcupasiona1)が 実施 され 、大規模な退職一時金の支給 による退職勧

告の結果、1600人 の教師が職場を去 った。8)

多国間援助 プログラムの中で、ユニセ フの教育援助 プログラムは、 プログラム作成のた

めの調査、地方 自治体の技能訓練プ ログラム、就学前教育 と障害児教育、初等教育の定着

率改善プログ ラム、女性のための識字、成人教育 プログ ラム、教 員研修な ど多岐 にわた っ

ている。ユネス コ ・オ ラ ンダの共同援助は、カ リキ ュラム、教 員養成、教育計画 を中心 と

したニカ ラグアの教育改善の ための調査、提言 とそれ に基づ く出版活動な ど幅広 いプ ロ

ジェク トで ある。

(3)重 点領域 における教育政策

次 に、チ ャモ ロ政権 の教育方針 に基づ く教育改革 を、 「方針」 に示 された重点領域 に

沿 って検討 してみたい。

まず初等前教育 と基礎教育 に関 しては、基礎教育 を中心と して大幅なカ リキュラム改革

が行われた。 「方針」 のな かで、 「教育内容の根本的な再検 討を要する」 と述べ られてい

るが 、具体的 にはイデオ ロギー化が顕著である世界史、ニカラグア史、社会科、政治経

済、社会科学な どの科 目が その対象 としてあげ られ、算数、理科、国語の強化、公民科 、
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哲学、コン ピューター科 目を追加することが提言 された。その結果、教科別のカ リキュラ

ムでは、 国語が週4時 間増加 され、それ まで5分 野 に分かれて いた内容 は、読み書きと国

語の2分 野 に簡素化 された。最 も問題視 された社会科は、社会、歴史、地理、政治経済な

ど9科 目か ら14科 目に細分 され、週当た りの授業時間数 は初等教育と中等教育 を通 じて16

時間減少 した。

教育内容 に関 しては、サ ンデ ィニスタ政権の歴史観を含む教科書 はイデオ ロギー色が強

いという理 由で使 用を取 りやめ、新教科 書が作成 された。これ らの教科書 の作成 にあたっ

て は、前述 のよ うにアメ リカ合衆国か らの教育援助がその財源 とな った。 削減 された科 目

は、労働 および生産 に関す る科 目で、 この科 目はサ ンデ ィニス タ政権が識 字運動を基礎 に

形成 した民衆教育の成果 を学校教育 に取 り入れ るための教科 と して設置 されたが、チャモ

ロ政権では替わ りに公民教育、道徳 が設置 された。公民教育の教科書は、カ トリック的な

規範が反映 され、核家族 を理想 とする先進工業 国の家族観を取 り入れた保 守的な教科 書が

採用 された。9)

初等教育の第1学 年 、2学 年の 中退率、留 年率は改善 され つつあるとはいえ、高 い割合

を示 している。1993年 度の第1学 年の留年率は26.6%、 中退率 は17.4%、 第2学 年では

留年率13.8%、 中退率5.8%を 示 している。10)初 等教育の定着率 を高めるため、中退率、

留 年率の実態調査が進 め られている。 また、進級基準 を一定 にするため、1993年 の初等、

中等教育一般法 において評価 の仕方、基準が定め られて いる。

識字、成人教育 は、重点領域 であるにもかかわ らず縮小方向 にある。サ ンデ ィニスタ時

代 には、識字、成人教育は民衆基礎教育 と呼 ばれ 、教育システムのなかで フォーマル教育

と並ぶ ノンフォーマル教育の重要な軸 とな っていた。成人教育は、10歳 以上を対象 と し、

識字教育 と4年 間の民衆基礎教育、2年 間の民衆 中等教育か ら構成 されて いた。 教育省

は、成人教育の対象 を15歳 以上と し、所定の年齢で就学 しなか った2年 遅れまでの児童

(1年 入学時 に9才 を越えず6年 生で15才 を越えない)を 、学齢外初等教育 に再編 した。

それ まで成人教育の対象 とな っていた10才 以上15才 までの児童 を、初等教育の管轄下 にお

いた。年齢外初等教育に組み入れ られた学習者数を考慮 して も、1933年 の時点での成人教

育学 習者数は1988年 の時点 より10%近 く減少 して いる。tt)

一方で 、非識字率は増加傾 向にある。教育省の推 定 によれば、非識字率は1994年 には

31.3%ま で増加 している。12)教 育 省は、サ ンデ ィニスタ時代の教科書 「民衆の夜 明

け」を廃止 し、1991年 に新識字教科書 「道」を作成 した。この財源は、1991年 度教育省

の成人教育予算で まかなわれて いる。 また、成人教育 プログ ラム において女性を対象 とし

たプログラムが重視 されている。6才 以下の子 どもを育てて いる母親 への教育が 重視 され、

15才 か ら30才 までの農村女性の識字教育が優先 され た。 このプログ ラムはユニセフの援助

プログ ラム に組み入れ られてお り、ユニ セフ、ユネス コなどの 国際機関が提言 している

「女性の開発への統合」 と軌を一 にするプログ ラムである。

成人教育 にお ける教育省の方針は、サ ンデ ィニスタ時代に形成 された民衆教育運動か ら

離れ 、組織 を再編 し一部をフォーマル教育に組み込み、教科 書の改訂 によ りその影響 力を
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減少 させ、国際機 関の方針 に合致 した政策を展開 し財政基盤 を得る ことが優先 されて い

る。

技術 教育 は、教育省の管轄外で 、1991年 に設立されたエNATEC(lnstituto

NacionaldeTecnologia)の 管轄であるため、簡単 にふれ るにとどめる。学校、技

術 ・理工系学校 、移動セ ンターなどを利用 し、農牧業、 工業、経 営の3分 野の コースが開

設 されて いる。特 に、1992年 か ら経済危機 による失業を考慮 に入れ、技能訓練 を必要 とす

る女性失業者を対象 と した全国 レベルの プログ ラムが開設 された。

一方、重点領域 に指定 されていないが 、就学者が最 も増加 しているの は障害児教育であ

る。初等教育就学者数の増加 を上回 り、1987年 度 と比較す ると生徒数 は38%増 加 して い

る。初等教育、障害児教育が新政権の教育政策 にお いて優先的 にとりあげ られた と言われ

ている。13)障 害児教育の教育省予算 はほ とんどが人件費で、1994年 に設備費が計上 さ

れ たのみである。ユニセフ、イタ リアか らの 二国間援助 によ り障害児教育のための教員研

修 、教 員のマニ ュアル、教員研修のための教 材が提供 されている。

以上 に見 るように、教育政策の実現 にあた り、海外か らの教育援助 に財政の多 くを依存

し、援助 国の政治的意図や国際機関 による国際会議の合意、提言が教育プログラムに影響

を及ぼ している。

ivお わりに

1990年 にチャモロ大統領を首班として成立した民族再建政府は、平和の達成、民主主

義、経済繁栄を教育目標として掲げた。その教育政策は、 「教育の分権化」に特徴づけら

れる。 「分権化」とは、つまり私学教育への援助と国立学校、自治学校、地方自治体学校

に教科書の選択、授業料の徴収、その使途やカリキュラムの運営など学校経営の自治権を

一定程度認め、国家の教育への介入を抑えることと、学校評議会を通 じ親が学校運営へ直

接参加する代わ りに教育の受益者負担を組み合わせたものである。言い換えれば、教育の

民営化を志向する新自由主義経済の適用と言えよう。

この過程に、教育省はサンディニスタ政権の教育への影響を払拭 しようとする政治的党

派主義を持ち込んだ。サンディニスタ政権は、 「すべての教育はなん らかのイデオロギー

を含んでおり、中立的教育はあり得ない」と述べたが、チャモロ政権の教育政策 もまた、

反サンディニスタの党派主義にとらわれている。その結果、社会主義的価値観をキリス ト

教的価値観に置き換えた教科書やカリキュラムの変更が教育の場における新旧勢力の対立

を導いた。さらに、国家の教育への介入を減少させる教育の分権化、授業料や教科書代の

受益者負担、教育の私営化は教育における政治的対立を深めた。この政策をを財政的に支

援 したのはアメリカ合衆国だった。

経済危機に陥っているニカラグアにとって、海外教育援助は新たな教育政策を推進する

上で重要な役割を果た している。初等教育における留年、中退への対策、障害児教育、女

性のための教育プログラムの策定など国際機関の教育上の合意や大国の政治的意図が教育

政策に反映されたプログラムへの財政的援助が実現 している。一方で、旧政権によって維
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持されていた成人を対象とした民衆教育プログラムは、現教育省に放棄され、海外のNGO

の援助で民間組織により維持されている。

現在のニカラグアの教育改革は、左に揺れた振 り子が右に揺れ戻 している感がある。し

か し、教育の受益者負担は、貧困層の割合が高い国にあっては教育の両極化を招く可能性

が高い。また、サンディニスタ時代に形成された識字教育や成人教育運動は、単なる党派

的な政治教育の装置としてだけでは片づけられない、非政府組織による自立的な教育形態

を持つ。過去の教育的実績を冷静に見つめた上で、長期的な視野をもった教育政策が必要

であろう。

注

1,)RobertF.

19ユ9二1993,

Arnove,Eduat'onasContes『 ヒedTerraiNicraua

WestviewPress,Boulder,1994.

2.)MED,Lineamie

GobiernodeSavacic

" ・ヒeo Educacio ev

SavacionNacional,Mnagua,Juliode1990.

3.)ソ モ サ時 代 に は 、 国 内産 業 に 見 合 った 技 術 教育 は ほ とん どか え りみ られ て い なか っ

た 。職 業 教 育 は 、1967年 に 労 働 省 の 管 轄 の も とで設 立 され た工 業 学 校INA(Instituto

NacionaldeAprendizaje)が あ るの み だ った 。INAは 、1980年 に 労 働省 か ら教 育省 の 管 轄 と

な りSINACAPに 統 合 され た 。SINACAPは 、14才 か ら17才 の 青 年 を対 象 に3年 間の 基 礎 技 術 教

育 と3年 間の 中等 技 術 教 育 を、 農 牧 業 、 工 業 、 実 業の3分 野 で 提 供 し、学 習 者 数 は1982年

か ら1988年 の 問 に2倍 に増 加 した。1989年 に 再 び 、労 働省 の 管 轄 に 移 っ た が、1991年 以 降

INATEC(lnstitutoNacionaldeTecnologia)の 管 轄 とな った 。

4.)JuanB.Arrien,"Obje・ ヒivo3Desmantelar:LaEducaci6n

Sandinista'駐,旦nvio,Ano10,No.118,aqos'ヒ01991,Universidad

Centroamericana,Managua,p.18-32.

5.)ibid.

6,)教 育 予 算 が 国 家 予 算 に しめ る割 合 は 、1991年9.1%、1992年18%、1993年21%と

海 外援 助 受 益 に 関 す る報 告書 で述 べ られ て い る 。MED,DivisiondePrespuestoか ら

入手 した 資 料 か ら試算 す る と、 大学 教 育 予 算 を含 め て1993年19.2%、1994年18.5%と

な って い る 。

7.)MED,

麿 魯t

O va ivod CooAeracio ciae

iodeEducac u'ヒe 0 eDtiemb

e199 PerspecticasAara Managua,1993.

一127一

』 。、



8.)Arnove,ibid.p.102.

9.ム」 例をあげ る と、性教 育に関 しては避妊は 自然 な方法のみを可 とし、 コン ドームや ピ

ルの使用を否 とす る伝統的 カ トリック教会の方針に したがった ものであ る。

また、ニカ ラグアの場合、女 性世 帯主の母子家庭が首都マ ナグアでは 、50%近 くに達す

るとも言われ ているに もかかわ らず 、教科書に登場する家族は西欧的な文化パ ターンを持

つ 中産階級の核家族の姿である。

10.)MED,Bole・ ヒin工nformativa1994,No・7,Managua,septiembrede

1994.

11.)チ ャモ ロ政 権 の 成 入 教 育 に つ い て は 、松 久 玲 子 「ニ カ ラグ ア:チ ャモ ロ政 権の 教

育 改 革 と成 人教 育 」 ラテ ン ア メ リカ研 究 年報 、第14号 、1994年 を参 照 。

12.)MED,Direcci6ndeInformaticaの 報 告 によれ ば 、非 識 字 率 は、1989年

21。11%、1990年23.15%、1991年25.16%、1992年27.2%、1993年29.24

%、1994年31.28%と 増加 して い る。

13.)1993年8月 、教 育 省 成 人 教育 局 長 との イ ンタ ビュ ー での 談 話 。

一128一



ブ ラ ジ ル の 基 礎 教 育 改 革 の 動 向
一1980年 代 以 降 を 中 心 に 一

西井 麻美

1980年 代以降 のブラ ジルを概観すると、 まず、1964年 か ら続 いた軍事政権の終焉 と文民

政権の誕生(!985年)や 、1992年 のコロール大統領(当 時)の 失脚な ど、政治の分野にお

いて、画期 的な出来事 が起 こっていることを挙げることができるであろう。

しか しなが ら、新 たに発足 した民政は、必ず しも順風に乗 って いたわけではなかったこ

とが、90年 代初 めに、 コロール ・ゲー トによ り明 らかにされたわけである。けれ ども、大

統領 の失脚 とうい衝 撃的な事件 は、確かにブラジルの民政の弱点 を示 しているものの、反

面 で、大統領 の弾 劾裁判が実施 されたという点では、ブラジルの政治史上大きな一歩を踏

みだ した と評価 する こ.とも可能だ と思われ る。このよ うな状況 を鑑みて、筆者は、1985年

か ら1995年 までの10年 間は、ブラジルの新生民主制の基盤整備期 であった と捉えてお り、

同時 に、 この時期の基礎教育政策 も、民政 の下で構想が整 えられてい く基盤整備の時期 で

あった と考 えている。

経 済の分野 に 目を投 じてみると、1960年 代末か ら70年 代初 めの高度経済成長期 とは対照

的に、80年 代 は、経 済低成長期 に突入す ることになる。 この時期 には、高度経済成長の裏

の落 し子 のよ うな児童就労に伴 う未就学児童や ス トリー ト ・チル ドレン、青少年非行など

の問題 の深刻 さが表面化 し、基礎教育政策 は、新たな対応 を求め られ るようになる。

ブラ ジルの経済や政治 な どの社 会事情 は、1980年 代以降における基礎教育 の動向にも、

少なか らぬ影響 を及ぼ している。本稿においては、このよ うな1980年 代以降の時期 に焦点

を当てて 、ブラ ジル の基礎教育の特徴 について考察 して いきたい。なお、本研究 は、共同

研究の一環 であるため、共同研究の方針にあわせて、今 回は、初等教育 ・中等教育段階の

学校教育 につ いて主 に言及することにす る。

11980年 代以降の基礎教育の概要

ブラ ジル の教育省MECに よれば、ブラジルにおいて基礎教育 を推進する 目的は、1988

年憲法 の精神 に立 って、人々が公民権 を確立 し(formagao)停 滞 して いる国家 の発展 を取

り戻す(retomada)こ とを促す ことにある(こ の見解 は、後述 の 「すべての人のための教

育10年 計画 」 に示 された)。

ブラ ジルは 、民政 に移行後の1988年 に新憲法を制定 した。 この憲法では、教育の 目的は、

人格 を完成 し、市民権 を行使できるよ うにするための準備 を行 うとともに、労働への資格

を与え ることにある とした。そ してさらに、そのような教育 は、すべ ての人の権利 であ り、

国や家庭 の義務 である と定めた。 この ように教育はすべての人の権利 である という考えに
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立 って、無償か つ義務制の教育は、年齢にかかわ らず、すべての人に保障 されなければな

らな いと して いる。 このような1988年 憲法の精神 が、民政下d;..おける基礎教育の方針 とな

って いるのであ る。

基礎教 育の範 囲につ いて考えてみる と、1988年 憲法では、無償かつ義務制の教育の範 囲

は、初 等教 育(第 一段階教育)で とどまらず、中等教育(第 二段階教育)に も拡大 される

べ きものであ るとす る考 えが示されて いる。 さらに、88年 憲法にお いては、0歳 から6歳

までの子 ども を対象 とする保育園や幼稚園の教育 につ いても、国の教育義務の領域 に含 め

て規定 してお り、この ことは、就学前教育も義務教育の範疇 として捉 えて いこうとする考

え方 である ことを示 していると考え られる。 このように、1988年 憲法を基 にブラ ジルの基

礎教育 の範 囲 を規定 してみると、初等教育は当然 その範疇 に入るが、初等教育に限定され

な い拡張部分 をもつ領域 として捉え られ る。

次 にお いては、1980年 代以降のブラジルの初等 ・中等教育の実情 を学校教育に絞 ってみ

てい くこ とに しよう。

1.初 等 ・中等学校制度 および教育の 目的

(1)制度 の概要

民政移行後 の ブラ ジルの初等 ・中等学校においては、教育 目的や教育方針 は、上述 した

1988年 憲法 の規定 を最 高の基準 として いるが、学校制度の枠組 みは、1971年 の法律第5692

号 および1982年 の法律第7044号 に依拠 している。

法律第5692号 は、初等 ・中等教育の 目的 を、人格の完成や職業 に関する能力の基礎 をつ

く り(職 業準 備 を行 い)、 国民 としての 自覚の準備 を行 うことにある として、初等 ・中等

学校制度 の革 新 を行 った。初等教育(実 質 として前期 中等教育を含む)は7歳 か ら!4歳 を

対象 とす る8年 間で行 い、これ を第1レ ベル教育 とし、中等教育(実 際は後期中等教育に

相 当)は3な い し4年 間で行 い、これ を第2レ ベル教育 とした。

ブラ ジルの教育行政 は、連邦教育行政機関(教 育省MEC)、 州教育行政機 関(州 教育

局SEE、 州教育審議会CEE)、 市教育行政機 関(市 教育局、市教育審議会)で 構成 さ

れて いるが、初等学校 については、市教育行政機 関が、 また、中等学校につ いては、州教

育 行政機 関が それ ぞれ管理運営の権限 を持って いる。 しか し、初等 ・中等学校 には、連邦

立 ・州立 ・市立 のものがあ り、各学校の監督 は、設置者に委ね られている。設置者別の学

校数 の比率 は、1990年 の時点 で、第1レ ベル教育学校が、連邦立0.36%、 州立27.72%、

市立66.41%、 私立5.51%と な ってお り、市立が最 も多 いことが分か る。また、同年にお

け る、第2レ ベ ル教育学校では、連邦立1.4%、 州立53.59%、 市立6.37%、 私立38.64%

とな ってお り、州立 が最 も多 いが、私立 も少な くな いことが分かる。1)

(2)中等学校 における夜間 クラス

ブラジルの初 等 ・中等学校では、複部制で授業 を行っているところが多 い。特に中等学

校 では、午後 の6時 か ら始 まる夜間 クラスの設置が多 くみられる。 これは、学校数 の不足
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という理 由だけでな く、就学 児童 ・生徒の多 くが、就労 して いる実態に合わせて便宜 を図

って いる結 果でもあ る。

1987年 の時点で 、ブラジル全土 で、第2レ ベル教育学校 の全 クラスに占める夜間 クラス

の比率 は、54.84%に 上 って いる。地域別にみても、全地域 とも、夜間 クラスが半数 ほど

を占めて いる。2)

2.教 育 内容

(1)カリキ ュラム

法律 第5692号 は、初等 ・中等教育 の教育 内容 にも新たな方針 を提 示 した。第4条 におい

て、第1・ 第2レ ベル教 育のカ リキュラムの基本方針が示 されたが、それによると、全体

の カ リキュラム を全国共通科 目(umnucleocomum)と 選択 科 目(umapartediversificada)

で構成す る こと、 また、児童 ・生徒の総合的人間形成 を図るために、職業的教育を第1・

第2レ ベル 教育共 に必修 と して加える こと、国語(ポ ル トガル語)教 育 を重視することが

示 されて いる。3)こ のようなカ リキュラム構想 は、知識の教授だけでな く、秩序だった

訓練 や活動 をも教育 内容に含 ませることによって、総合的な人間形成 を 目指そうとするも

のであ り、完全 カ リキ ュラム(curriculopleno)4)と 呼ばれ ている。

学校教育 を規定 して いるも う一つの法律である1982年 の法律第7044号 は、法律第5692号

の規定 を改 正 した ものである。特 に改正 された点 は、第2レ ベル教育 における職 業教育科

目の必修 や規定 を取 り止 め、ただ職業準備 を行 うというよ うに緩和 した点である。

以上の法規 に基 づ いて、今 日、具体的に第1・ 第2レ ベル教育の共通科 目を定めている

の は、連邦教育 審議 会である。第1レ ベル教育の共通科 目として定め られて いるのは、ポ

ル トガル語 、社 会(ブ ラジルの地理 、歴史、政治 ・社会、公民)、 物理 、生物 、算数 であ

る。さ らに、同審議会 は、科 目ではないが、職業 、道徳、健康、芸術 に関す る学 習を全国

共通に行 うべ き領域 として規定 している。第!レ ベル教育 においては、職業に関す る教育

は、特 殊な教科 を設 定 して行 うよりも、様 々な教科 を通 じて行 う方がよいとされている。

第2レ ベル教育 では、ポル トガル語 、現代外国語、ブラジル文学 、数学 、社会(歴 史、地

理)、 物理 、化学 、生物が、共通科 目として挙げられている。5)

選択科 目は、地域 の特徴 や児童 ・生徒の個性 に対応することを目的 として設定 されてい

る。具体 的 に科 目を決定す るのは、各州や市の教育行政機関 である。第2レ ベル教育にお

ける選択科 目は、哲 学、体育、美術 、市民論、健康、宗教な どがあるのに加え、前述 した

ように1982年 の法 律第7044号 によ り、職業に関する科 目も選択科 目になっている。

②テ ク ノロジー教育

1980年 代後半 に入 る と、テ クノロジー教育の必要が強 く叫ばれるようにな った。教育省

MECは 、ブラジル の経済が、国際競争に打ち勝つ力 を持つ には、テ クノロジー教育を推

進 して、人 的資源 を育成す ることが不可欠である と主張 している。6)

1986年 には、特 に中等教育 における技術教育の促進 を 目指 して、技術教育拡張推進プロ
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グラムPROTECが 始め られた。連邦教育行政機関の一つである中等科学技術教育事務

局SEMTECは 、1990年 代 に科学技術教育 を促進するためた、職業科の中等学校ならび

に初等 学校 第5か ら第8学 年 において、技術教育の拡大をはか るPROTECの 推進 を求

めている。7)

さ らに、1922年3月 には、教育省MECの 改組 に伴って、テ クノロジー教育国家事務局

SENETEが 新 設 された。SENETEは 、初等教育 における職業準備教育 に関す るこ

との ほか、中等教 育段 階や高等教育段 階の技術教育学校 に関する事柄 を担 当することにな

って いる。SENETEの 活動の原則は、地方分権 ・統合 ・参加 ・地域主義 ・内需拡大 ・

現代化 の6つ である。8)

(3)環境教育

1988年 憲法 は第5章 で環境 に関する事柄について述べ、 ブラ ジル国民 は、健康な生活を

営むた めに必要 な生態 的均衡の とれた環境に関す る権利 を有する として、この権利を保 障

す るた めに環境教育 を促進する ことの必要性 をうた っている。 これ を受けて、次のような

環境教育 の実施 につ いての全国共通の方針が定め られた。9)

・環境教育 の実践 は
、アマ ゾンの天然資源の保護 と再生 を導 く

・連邦 、州 、市 の行政 は、民間団体 と協 同で環境教育 を推進す る

・アマゾ ン開発庁SUDAM管 轄 の法定アマ ゾニーア地区 を対象 とする環境教育プロ

ジェ ク トを計画 する

・環境影響報 告書(RIMA)に よ り奨励 された環境教育プログラムの実施 を
、アマ

ゾ ン地域 にあ る民間企業 と行政機関 とが共同の責任で行 う。

1989年 には、法定 アマ ゾーニ ア地 区の生態系 を保護す るの を 目的に初等学校や幼稚園に

お いて環境教育 を行 うことをもりこんだ 「私たちの 自然NossaNatureza」 プログラムが

発足 して いる。

3.進 級

児童 の学 習は、期末試験(年 に4回 以上試験 を実施する学校 もある)に よって評価され、

試験 の結果 は段 階やマ ークで表わ され る。今 日では、この学習評価に加え、出席状況によ

って進級 が決め られ る。進級 のための学習評価は、大変厳 しく多 くの留年 を生んでいる一

因 と言われて いる。進級 に際 して、平常評 価 を加味す るため進級 に必要な出席 日数が定め

られ た。進級 が認め られ るには、最低75%の 出席 日数が必要 である。毎年12月 には、進級

の合 否が児童 に通知 され る。

ブラ ジル の教育が抱 える大きな問題 の一つは、初 等教育段 階か らすでに多 くの児童が ド

ロップァ ウ トや留年 を していることである。この ことが、ひ いては読み書 きのできない青

年 ・成人 を生 み出す原 因 ともなって いる。

1987年 の統計 では、初等学校 における再履修者数 は、第1学 年1484503人 、第2学 年947

699人 、第3学 年638836人 、第4学 年413287人 、第5学 年703495人 、第6学 年412677人 、
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第7学 年257955人 、 第8学 年139528人 に上 って い る。 また 、1986年 の統 計 によ る と、初 等

学校 に お け る 中途 退 学 者 数 は、 第1学 年863723人 、第2学 年425578人 、 第3学 年327269人 、

第4学 年253157人 、 第5学 年542262人 、第6学 年323553人 、 第7学 年236490入 、第8学 年

154319人 、学 年 不 明97941人 とな って いる 。10}

また 、1990年 の 時 点 で、7歳 か ら14歳 まで の初 等 学校 学 齢 にあ た る子 どもの 就学 率 は 、

北 部86.60%、 北 東 部71.02%、 中央 西部93.98%、 南 東部96.29%、 南 部91.31%で あ り、

ブ ラ ジル 全体 で は 、88.27%と な って い る。11)

以上 の よ う に初 等教 育 の段 階 か ら留 年 や ドロ ップ ア ウ トが 少 な くな い理 由 と して は、家

庭 の 経 済 的 問 題 や 児 童 の就 労 、学校 の不 備 な どが 指摘 され て いる。 また 、地域 格 差 も大 き

く、1987年 で は 第1学 年 に在 籍 す る 児童 の 分布 率 は、全 国 平 均 が23.7%で あ ったの に対 し

て農 村 地 域 は45.3%に 上 って い る。

II基 礎教育の推進施策

1980年 代 以降のブ ラジルの初等 ・中等学校 の状況をみると、初等学校段階か らの留年や

ドロップ ・ア ウ トが多 いことや 、多 くの学齢児童 ・生徒が就労 していること、都市 と農村

な どの地域格差が大 き いことな ど、基礎教育 を推進 して いく上で、多 くの問題 に直面 して

いる ことが分 かる。 このような状況下にあって、ブラジルでは、初等 ・中等学校の領域で

基礎 教育 を推進 して いくための方策が、 いくつか構想 されて いる。

(1)基 礎教育推進計画

現代のブラジルにおいて初等教育が直面 している重要な問題として、留年率が高い、各

学年のうち低学年に占める在学者の割合が高い、児童の出席時間が一日に平均3時 間に充

たな い、教材 の不備、教員の絶対数 が不足 している上に、資格を有 しタい教員が少なくな

い、な どが挙げ られ ている。12)

この ような問題 に対処す るには、初等学校の監督権 を有す る市教育行政だけでなく、州

や連邦の教育 行政 が協 力 して施策を実施す ることが不可欠である。

民政 に移 行 した後、 ブラ ジルの中央教育行政機関である教育省MECは 、上述の問題に

取 り組 みなが ら基礎教育 を推進す るために、 「基礎教育推進計画 」を発表 している。この

推進計 画で は、次 のa、b2つ のプロ グラム とサププログラム を実施することがもくろま

れて いる。13)

a基 礎教 育 を推進 し、効果的な教育 システムを確立 し、ブラ ジルの社会 ・政治 ・経

済の実情 に適応する ことを目的 とするプ ログラム

サ ブプログラム:

・北東部(ブ ラジルにお いて最も貧 しい地域 とされている地域)の 教育推進

プ ログラム

・北部及び中央西部における基礎教 育プログラム
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・州 の教育 システムを援助す るプログラム

・市 の教育 システム を援助するプログラム

・読 み書 きコースの教員に対す るプログラム

b教 育 システムの効率化 ・合理化 を図 るため管理運営 ・技術促進 を行 うプログラム

サ ブプロ グラム:

・教育 的経営 を支援するプ ログラム

・教育 的運営 につ いての情報 化システムのプログラム

・教 育職 員の資質につ いてのプログラム

・教 育計画推進プ ログラム

さらに、 この 「基礎 教育推進計画」を実施 していく上で、補助的な役割 を果たす重要な

プログラム と して、 「学校給食ナ ショナル プロ グラム」 「教科書 プログラム」 「学校教育

教材 プロ グラム」の3つ のプログラムがたてられている。 ブラ ジル において基礎教育 を推

進 して いくに は、学校給食を実施することと、教科書 を無料配布す ることが有効な補助手

段 である ことを、デ ューハムは、指摘 している。14)彼 は、 ブラジルにおいて初等学校

段 階で留年や ドロップ ・アウ トが多いことの原因の一つは、そのよ うな状況 に追 い込まれ,

る子 どもの家庭 の経済 的貧困にあるとして、学校 で食事が与 えられることや、学校で必要

な教科書 を無償 で提供 され ることは、基礎教育 を促進する条件 になる と主張 している。

(2)TV・ ラ ジオ利用の教育

デ ューハムは、(1)で述べたプログラムに加えて、基礎教育 を充実する 目的で教育省ME

Cが 実施 して いる特徴 のある活動 として、テ レビを利用 した遠隔教育 「TVEducativa」

を挙 げて いる。15}

テ レビや ラジオ を利用 して初等 ・中等教育番組 を放送す る国家 レベルの計画は、1970年

代 か ら始 まっている。

1981年 には、教育省 によ り、ブラジル教育テ レビ財団FUNTEVEが つ くられ、翌82

年には、FUNTEVEに 教育 ラジオ放送 国家事務局SINREDが 配置された。SIN

REDは 、1987年 の前半 に18州 で教育テ レビ番組 を放送 し、同年1年 間で、12州 および連

邦地区で教育 ラジオ番組 を放送 した。16)

(3)す べての入 のための教育10年 計画

教育省MECは 、1990年 にタイで開催 された 「すべての人のための教育」会議へのブラ

ジル の参 加 を契機 と して、すべての国民 に基礎教育 を提供す ることを 目的 とする 「すべて

の人 のための教 育10年 計画」(1993年 か ら2003年 まで)を 策定 した。17)

この10年 計画の構想 のうち、特に初等教育 に関連する内容 は、以下 のようである。

a基 礎 教育の現状 につ いて状況分析を行 う

特に、学校施設や教育内容、教科書、教員の待遇 などにつ いて、不備な点や問

題点 を明 らか にす る
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b基 礎 教育 を取 り巻 く障害 に対処す る

留年や ドロ ップアウ トが多数 存在することな ど学校教育 システムが うまく機能

して いな い ことや、地域間の不平等が存在す るな ど、基礎教育の提供に障害 とな

っている大 きな問題に直接取 り組 んでいく

c基 礎教育 の促進 のための基本 目標 をたてる

ブラジルの経済 、社会、政治、文化 に主体的に係 わるのに必要な基本的能力を

授 ける ことや、発達 に適 した教育 を享受 しその教育 水準 を維持す ることのできる

機 会 を平 等 に普及す ることを 目的 として、基礎教育の方法 と内容 についてや、さ

まざ まな機関 との協力 、適切 な環境 づ くりに関す る基 本 目標 をたてる

また、基礎教育の質 の維持 と向上への投資 を行 えるよ う国家の財源 を豊かにす

るととも に、国際機 関か らの援助 ・協 力を仰 ぐ

d10年 で到達す る具体的 目標 を次のように設定する(初 等教育 に関連のあるものの

み につ いて)

最低 でも学齢 人 口の94%に 基礎教育 を提供 し、留年 を減 らして第1レ ベル教育

を修 了す る児童 を80%以 上 にす る

特 に、約3200万 人の経済的に貧困な家庭 の子 どもに、適切な教育 を行 うことの

できるよ う措置 を実施す る

II1980年 代以降の基礎教育の特徴

!980年 代以降 のブラ ジルにおける基礎教育 の特徴 につ いてまとめてみよう。筆者は、民

政移行 後の基礎教育政 策には、次の3点 の特徴 があると考 えている。第1点 は、国の発展

・開発 を支 える人材 を育成す ることを重要な 目的 として いることである。第2点 は、1988

年憲法の 中でも、特 に、すべ ての人の人権 としての教育 という考え を根本原理 としている

ことであ る。そ して、第3点 は、国際的に合意 された方針に沿 った政策 を策定 している と

いうこ とである。

1980年 代 末に は、 ブラジル全国民に初等教育 を保 障す ることをね らいとした全国開発計

画 の路線 に沿 った教育政策が推進 された。 この政策では、初等 ・中等教育 について次のよ

うな 目的 ・目標が掲 げ られた。

一般 的な 目的 と しては、初等教育では、すべての7～14歳 の児童が初等学校 に入学 し、

また学校 で の勉学 が維持 できるように適切な条件 の整備 を図 ることと、特 に経済力が低 い

地域 にお ける初等教育 の就学 を促進することが挙げられ た。

行政 目標 としては、初 等教育では、1991年 までに都市 、農村両地 区で週40時 間の全 日制

学校 教育 を提供す る機 会を拡大することや、低所得者層 の家庭の幼 児 ・児童 を対象に無償

の給食 を実施 する こと、コ ンピュータな どの情報機器 を使用 した教育 プログラムを展 開す

ることが挙 げ られて いる。 また、中等教育では、普通科 中等学校 及び教員養成課程 を有す

る職業科 中等学校 さらに夜間部の教育 レベル を高め、農村部 の職業科 中等学校の設備を改
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善す ること、 さらに、コンピュータ科学教育セ ンターを設置することが挙げ られ ている。

この教育政策 にみ られ るように、1980年 代以降 の初等 ・中等教育政策においては、経済

力が低 い地域や経済的 に貧 しい家庭の子 どもに特別な施策 を行 うと同時に、最新 の科学技

術教 育 を実施す るための施策を推進する ことを通 じて、国家の発展 を支えようという意図

をみて とることが できる。

国家の発展 を促す こ とを 目的に基礎教育を推進 するという構造 は、1985年 以前の軍事政

権下 においても、み られることである。 しか しなが ら、民政移行後の基礎教育政策が、軍

事政権下 のもの と若干異 なっているのは、1988年 憲法 に基 づいて、すべ ての人 の人権 とし

て教育 を捉 える点 を特 に強調 し、そのために基礎教育政策を実施する とす る点 である。軍

事政権下 にお いても、人権 として教育 を捉えるという考え方は呈示 され てはいたが、民政

移行後 の基礎教育 政策においては、特 に重要視 して、根本原理 として位置付ける姿勢が頻

繁 にみ られ る。 このよ うな方針が取 られ ている背景には、国際会議の影響 も少なか らず考

えられ る。最 も、1995年 までの10年 間においては、 このような教育理論 の主張だけが、先

行 していたよ うな懸念もあ り、その意味 でも、この10年 間は、民政下における基礎教育政

策 の基盤整備期 であ った と考え られ る。今後実際 に現 われ る成果 を待 って評価 を行 って い

く必要 があるであろ う。
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イ ギ リ ス



L

学 校 と 地 域 社 会(社 会 教 育 団 体 と 産 業 界)の

連 携
一全国運動場協会と義務教育段階での勤労体験学習一

小松 郁夫

1.学 校 にと っての 「地 域」 とは

学校 と地 域社会 の連携 を検討す る場 合、 ここで い う 「地 域社会 」 をど う捉 えるかが まず

問題 になる。 しか もこの 「地域 社会」 が意味 す る内容 は、 国 によ って も様 々で ある。本稿

が検討す る イギ リス(こ こで は4つ の連合 王国の うち、 当面 イ ングラ ン ドとウ ェールズ を

対象 とす る)で は、 それ をロ ーカル ・コ ミュニテ ィlocalcommunityと した場 合、教育界

にと っては、お よそ次 の よ うな 「地域 社会 」が検 討の対 象 に入 って くる もの と思われ る。

す なわち、 第一 は、 学校教育 と密接 な っなが りを持 っ 「地域 社会」 があ る。 具体的 には、

保護者 の組織 と して のPTAな どが あ る。 そ して、最 も学 校教 育 に深 く関わ り、今 日その

影響 力が重要 な意 味 を持 ってい る、学 校理 事会 にお ける 「地域 社会」や 「親 」の存在が挙

げ られる。

第二 は、児童 ・生 徒 を通 じて間接 的 に学 校 とっなが りを持 っよ うな 「地域 社会」で ある。

た とえば、学校 外で の多様 な教育機 関が挙 げ られ る。 スポ ーツや音楽 や美術 、演劇 な どの

芸術的な活動 に関係 す る ものが多 く見 られ る。 学校教育 の機 能 を補完 した り、学校 では十

分に保障で きない高 度 な教 育活動 な どを実践す る場 と して、 イギ リス社会 におい て も重 要

な機能 を果 た して い る。 公園や運 動場、 美術館 や博物 館、 コ ミュニテ ィ ・セ ンターな どが

社会教 育 ・生 涯学習 機 関 と してや それ らの諸環 境 として、重 要 な役割 を果 た して いる。 今

回紹介す る 「全国運 動場協 会」 の活 動 な どは、 そ うした機 能 を果 た している もの である。

この他 に、 基本 的 に学校 的 な機 関で あるが 、 コ ミュニテ ィ ・ホ ームcommunityhomesや

コ ミュニ テ ィ ・ス クールcommunityschoolsと 呼 ばれ る機 関が ある。 これは、か つて 「学

校 に類似 した機関」 と して認定 されて いた もので あるが、何 らかの理 由で正規 の学 校 に通

学で きない児童 ・生 徒(障 害 を持 っ者 な ど)が 通 う場 所 と して、 イングラ ン ドとウ ェール

ズで37校 ほ ど存在 して いる。 これは、特 殊学校specialschoolsと は 区別 され る。

第三 は、学 校教育 とは一応区別 され た独 自の教育機 能 を果 たす ことを 目的 と して活動 し

てい る諸 団体が挙 げ られる。 た とえば、 ボ ー イ ・ス カウ ト、 ガ ール ・ス カウ トなどの組織、

本来教会 の布教活 動 と して設置 ・運営 され てい る もの などがあ る。

第四 は、学校教育 終 了後の就職 や労働 市場 と関連 した もので ある。地 元の産業 界や労働

界、 さ らには職業訓 練機 関や職業 紹介機 関 な どが重要 な教育 的 役割 を果 た して いる。1995

年7月 の中央行政機 構 の改革 によ って、 教育 省 と雇 用省 の統 合が な され たが、教 育 と雇用

の結合が 図 られ た ことによ り、 イギ リスの教 育環境 もか な り質が変 化 した。す なわち、職

業訓練や職 業紹介 、職業 指導 な どの社会 的機 能が一 段 と学校 教育 と密接 に結びつ くことと

な ったのであ る。 労使双 方の学校教 育へ の 関与の度 合い も ます ます 深 ま った といえる。 イ

ギ リス社 会は、依 然 と して地域社 会中心 に動 いて いる社会 であ る。 情報 も地元新 聞local

一139一



neWSpaperが 与 え る情報 が庶民 の生活 に根強 く生 きつ いてい る。 したが って 「地域社会」

とい う場合 に、 この地元 の産業 界を中心 とした地域 の動向や盛衰 が学校教 育 に与 える影響

は今 後 ます ます 重要 にな って くるよ うに思 われ る。

本 稿で検 討す る勤 労体験学習 、職場経験学 習の重要 な一翼 を担 って いるのが地元の 産業

界で あ り、労 働界 であ る。 さ らには、 その活動の仲介 役 と して も活躍 してい るイギ リス版

「ハ ロ ー ・ワ ーク」 の存在が注 目される。

第五 は、 直接は学校や 教育 とは無 関係 の 「地域社 会」の存 在を挙げ なければ な らない。

一 見無 関係 のよ うで あ
って も、 それ らの活 動が児童 ・生徒や保 護者、学 校関係者 に与 える

影響 が大 きいか らで ある。た とえば、地 元の新聞や ラ ジオな どのマ ス コ ミが伝 える学 校の

ニ ュース などは、学校 選択が 保護者 と児童 ・生徒 に保障 されてい るイギ リス社会 にあ って

は、重 要 な情 報源 とな って いる。

また、教会や 政党 な ども教育 のあ り方を検討 してい く場合 に無視 で きないr地 域社会」

の具体 的 な存 在で ある。

以上 の ものを分類す る と以下 のよ う にな るであ ろ う。

① 学校理事 会 の理 事 と しての 「親 代表理事」、 「地域 代表理事」(地 元 産業界代表、

青少年団体 代表 、教会 関係 者な ど)

② 職業教育 の連 携先 としての地元 企業 ・労働 界

③ 地元 の新聞、 ラ ジオな どのマ ス コ ミ

④ 多文 化社会EthnicMinority,Multi-culturalSociety

⑤ 文化 ・スポ ーツ関係 の青少年 団体

⑥ 政 治団体、 労働団体 な ど

⑦ 教 会関係

⑧ その他

こう した多様 な 「地域 社会」 の中か ら、今回 は学校 外教育 ・運動施 設 に関す るもの とし

ての 「全国運動場 協会」 と学校教 育 と連 携す る 「地 元産業 界 ・労働 界」 を取 り上げ る。

2.子 どもの遊 び場 の整 備

我が 国で も全面 的 な学 校週5日 制が具 体的 な政 策課題 に登場す るよ うにな りぐ土曜 日と

日曜 日の学校外 での児童 ・生徒 の生活 のあ り方や 遊び場や 活動 の場 の確保 、責任者、 指導

者 の確保 などが実現 に向け ての課題 とな って いる。 筆者 は1995年9月 と11月 の イギ リス現

地調 査な どによ って、 こう した課題 に対 す るい くつかの イギ リス独 自の試 みや特徴 につい

て、 学校関係 者や社会教 育関係 者か ら事情 を伺 うことが で きた。

その中で も特 に 「全国運動場 協会」NationalPlayingFieldsAssociation、(以 下では

NPFAと 称す る)は 、 学校 と地域 社会 にあ って、児童 ・生 徒 と学 校、地方 自治体 に対 して、

非 常 に有意義 な支援 活動 を展 開 してい るこ とで知 られてい る。 この組織 はエ リザベ ス女王

が 名誉総裁 を務め る、全国 の 「遊び 場」 の管理 ・運営組 織 であ り、 各 自治体 や企業、社会

教 育団体、 民間企業 や民間 スポ ーツ団体 な どが加盟 してい る もので ある。幸 い、筆者の長
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年の友人 であ るエ ルザ ・デ ービス女 史(か つて学 校経営 研究者 と して有名 であ った)が 、

新た にこの組織 の事務局 長 に就 任 したので、現 在非常 にユニ ー クな実 践 を行 って いるこ と

を知 り、す ぐにで も 日本の各施 設 に導 入で きるので はないか と思わ れ る活 動 につ いて説 明

を受け る ことが で きた。

それ は非常 に安 い費用で 各地 の公 園な どの空 き地 に設置 で き、 さまざ まな球技 を子 ども

たちが 自由にボ ール遊 び な どがで きるブ ロ ック製の壁 の よ うな もので あ った。NPFAMULTI

GEMESWALLと 名付 け られ た このブ ロ ックの塀 は、長 さ9.lmで 、 高 さが3-4.1m、 厚 さ0。7m

の もので、 テニ ス、バ レー ・ボ ール、バ ス ケ ッ ト ・ボ ール、サ ッカー、 ク リケ ッ トな ど多

彩なス ポーツが 気軽 に楽 しめ るよ うに出来て いる。(図1を 参 照)

*図1



ところで、 このNPFAは 、運 動場や遊 び場な どの取 得、維 持、改 良に責任 を持 ってい

る唯一 の全国組織で あ り、独立 した慈善 団体であ る。 この組織 は、公 費及 び支援 者か らの

寄付、 さらには 出版物 の収入 と技術指 導 によ る収 入で賄われ てい る。 パ トロ ンはエ リザベ

ス女王 、総裁 は夫 君のエデ ィンバ ラ公 であ る。遊 び場の安全確 保 に関す るパ ンフレ ッ トを

発 行 した り、200種 類 を越す 多様 な子 どもたちのゲ ーム に関す るル ールや遊び方 を記 し

た カー ドを提供す るな ど、 出版活動や 研究会 ・研修会活動 な どの さまざ まな活動 を全 国で

展 開 して いる。 図の2は 、NPFAが 開発 した遊び場 の安 全確保 に関す るコ ンピ ュータ ・

ソフ トの画面 であ る。

た とえば、活動 資金 のスポ ンサ ーには、英国 に進 出 して いる 日系企 業 な ども入 ってお り、

寄付集 めのための いろい ろな行事 も協 会の重要 な活 動 にな ってい るよ うで あ る。 また、プ

ロ スポ ーツ選手 などの多 くの著 名人が 協会活動 の協 力 してお り、学校 にお け るスポ ーツ活

動へ の奨励活動や表彰 制度 も進 めて い る。

*図2



このNPFAの 予 算 規 模 は、 次 の よ う に な って い る 。

1994年 の 場 合 、1993年 の 場 合

GeneralFund

〈収 入 〉

£393、284(¥6,400,000)£412、623

〈支 出 〉

｣379,098｣381,419

0therFund

〈収 入 〉

｣35,552｣73,062

〈支 出 〉

｣23,403｣74,030

〈基 本 資 産 〉

｣1,752,973(･280,000,000)｣1,548,376

120カ 所 の 運 動 場 、 遊 び 場 、 オ ー プ ン ・スペ ー ス等 を 所 有 して い る 。 面 積 は642.

75工 一 カ ー(約26万 平 方m)に 及 ぶ 。

なお筆 者は この他 にい くつか の美 術館、 博物館 な ど も見学 し、 社会教 育へ の十分な配慮

(入場料 が無料 が非 常 に安 い などの措 置が取 られて いる)が あ るこ とが う らや ま しい と思

いなが ら調査 して きた。 また、 見学 に対 して も、非常 に陳列 に工夫 があ り、見 る側 にた っ

た説 明の工夫 、た とえば イヤ ホ ンの整備 、わか りやす い解説 や、 多様 なニ ーズ に合 わせ た

講義 の提 供 な どが な され てい る ことが わか った。

3.進 路指 導 と しての 「勤 労体験 学習 」(職 場 経験学 習)一 日本の事 例 一

1996年2月16日 の朝 日新聞千葉 県版 によれ ば、千葉 県鎌 ヶ谷市 のあ る中学校 では、 前年

度か ら 「高 校入学 だけで な く将 来の職 業選択 に役立 つ進路 指導 をめ ざ して」、 同校 の中学

2年 生が1日 の職場 体験 を行 ったそ うであ る。 これ は市 内や 近隣 の工場 、商店、 農家な ど

で 「実際 に働 いて、進路 につ いて考 えてみ よ う」 とい うね らいで行わ れた ものである。約

220人 の生 徒が60カ 所 に分か れて、 中学生 で もで きる仕 事 を手伝 い なが ら、朝 の出勤か ら

夕方 まで社 会 人 とほぼ 同 じ一 日を送 った のであ る。

記事 によれ ば、受 け入れ先 とな ったの は、牧場や 鉄工所 、鉄道 会社、 ホテル、幼稚 園、

各種の商店 や飲 食店 な ど様 々であ った。生 徒は2人 か ら7、8人 の 少人数で1週 間前 に事

前訪問 し、 説 明を受 けた上で働 い たので ある。書店 で働 いた生徒 の感想 は、 「本の仕入れ

は大変 だ と分 か った」 とか 「簡単 と思 っていたが疲 れ た。で も、面 白い仕事 です」な ど と

述べて いる。

さて、現行 の学習指 導要領 では勤 労体験 学習 にっい て次の よ うに規定 してい る。

(1)日 本の学 習指導要 領 に見る 「勤 労体験 学習」
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① 「小学校学習指導要領」 … 平成元年3月

第4章 特別活動

第2内 容

D学 校行事

学校行事においては、全校又は学年を単位として、学校生活に秩序 と変化を与え、集団

への所属感を深め、学校生活の充実 と発展 に資する体験的な行事を行 うこと。

(5)勤 労生産 ・奉仕的行事

勤労の尊さと生産の喜びを体得す るとともに、社会奉仕の精神を洒養す る体験が得られ

るような活動を行うこと。

② 「中学校学習指 導要領 」 … 平成元 年3月

第4章 特別活動

第2内 容

A学 級活動

学級 活動 にお いては、学 級 を単 位 として、学級 や学校 の生 活の充実 と向上 を図 り、生徒

が 当面 す る諸問題 への対応 や健全 な生活 態度 の育 成 に資す る活動 を行 うこ と。

(3)将 来 の生 き方 と進 路 の適 切 な選 択 に関す る こと。

進 路適性 の吟 味、進路 情報の理 解 と活 用、望 ま しい職 業観 の形成 、将来 の生活 の設 計、

適切 な進路 の選択な ど

D学 校 行事 … 小学 校 に同 じ

(5)勤 労生 産 ・奉仕 的行事

勤 労の尊 さや 意義 を理解 し、働 くことや 創造す る ことの喜 び を体得 し、社会奉 仕の精神

を養 うと ともに、職業 や進路 にか かわ る啓発 的 な体 験が得 られ る ような活動 を行 うこ と。

③ 「中 学 校 学 習 指 導 要 領 」 … 昭 和52年7月

第4章 特 別 活 動

第2内 容

B学 校 行 事

(6)勤 労 ・生 産 的 行 事

勤 労 の 尊 さ や 意 義 を 理 解 し 、 働 く こ と や 創 造 す る こ と の 喜 び が 体 得 で き る よ う に す る と

と も に 、 職 業 や 社 会 奉 仕 に つ い て の 啓 発 的 な 経 験 が 得 ら れ る よ う な 活 動 を 行 う こ と 。

こ の 部 分 の 英 語 訳 は 次 の 通 り で あ る 。

6)Eventsrelatedtoworkandproduction.

Toorganizeactivitiessothatstudentsmayappreciatethevalueand

significanceofwork,experiencethepleasureofworkandcreatingof

things,andatthesametimeobtainenlighteningexperiencesregarding

vocationandsocialservice.
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C学 級 指 導

(3)進 路 の 適 切 な 選 択 に 関 す る こ と 。

進 路 適 性 の 吟 味 、 進 路 の 明 確 化 、 適 切 な 進 路 選 択 の 方 法 な ど を 取 り 上 げ る こ と 。

同 じ く 、 英 語 訳 を 見 て み よ う 。

3)Regardingtheappropriatechoiceoffuturecourses.

Suchmattersasthescrutinyofone'sownaptitudes,theclarification

offuturecourseandthemethodforappropriatechoiceoffuturecourse

shouldbetakenup.

④ 「高等 学校学 習指導要 領」 … 平 成元年3月

第3章 特 別活動

第2内 容

Aホ ームル ーム活動

ホ ームル ーム活動 におい ては、学校 にお け る生徒 の基礎 的な生活集 団 として編成 したホ

ームル ーム を単位 として、 ホ ーム ル ーム生 活の充 実 と向上 を図 り、 生徒 が 当面す る諸問題

への対応や健 全 な生活 態度 の育成 に資す る活動 を行 うこ と。

(3)将 来 の生 き方 と進 路の適切 な選 択決定 に関す る こと。

進路適性 の理解、 進路情 報の理 解 と活 用、望 ま しい職 業観 の形成、将 来 の生活の設計、

適正 な進 路の選択 決定、進 路先 への適 応 など

D学 校 行事

学校 行事 にお いて は、全校若 しくは学年 又はそれ らに準ず る集 団を単位 と して、学校 生

活 に秩序 と変化 を与 え、集 団への所 属感 を深め、学 校生活 の充実 と発展 に資す る体験 的な

活動 を行 う こと。

(5)勤 労生産 ・奉仕 的仕 事

勤労 の尊 さや意義 を理解 し、働 くこ とや創造す るこ との喜 び を体得 し、社 会奉仕 の精神

を養 うとともに、 職業観 の形成や 進路 の選択決 定 など に資す る体験が 得 られ る よ うな活 動

を行 うこと。

k

l
'

§

　

1
用

4.イ ギ リス の勤 労 体 験 学 習WORKEXPERIENCE

(1)そ の 概 要

学 校 と地 域 社 会 の 連 携 ・協 力 の 問 題 を学 校 カ リキ ュ ラ ム の 方 面 か ら具 体 的 に捉 え るた め

には 、 イ ギ リス の 場 合 、 「勤 労 体 験 学 習 」WorkExperience(以 下 、W.E.)に つ い て の 報 告

が最 もふ さわ しい もの と い え る。

この勤 労 体 験 学 習 を 法 律 や 報 告 書 な ど を も と に して要 約 す る と、 これ まで の 歴 史 的 経 緯

は次 の 通 りで あ る。

1)EDUCATION(lgorkExperience)ACT1973

・この 法 律 は、LEAが 学 校 教 育 の 一 環 と して 、 義 務 教 育 終 了 前 の最 終 学 年 の 生 徒 に、
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WorkExperienceを 提供す る こ とを可能 とした ものであ る。

・言 うまでも な く、 既存の 児童生徒 の労働 の禁止 に関す る諸法 令や 児童生徒 の雇 用 に関す

る諸規 則は、LEAの 承 認の下 に行われ るWorkExperienceに は適用 されない。

2)白 書 「青 少年 の教育 と職 業訓練 」EDUCATIONANDTRAININGFORYOUNGPEOPLE,1985

〈歴史 〉

*青 少年の職業 生活へ の準 備 に対 す る学校 教育 の役割 に関す る(保 守党)政 府の政 策

1981白 書 「新職業訓 練計画 」

1984白 書 「職業の ため の訓練 」

1985白 書 「よ りよい学校」

「入職前 教育修 了証」(CPVE)制 度の導 入、 「継続 教育機 関の非進 学セ クター」 の創設

1982年 、 「技 術 ・職 業 教 育 推 進 計 画 」TVEI(theTechnicalandVocational

EducationInitiative)の 発 表 …14-18歳 の 生 徒 の た め の もの で 、 計 画 はMSC

(ManPowerServiceCommission)に よ って 運 営 さ れ た 。 この 当時 、 す で に62の 計 画 が イ

ング ラ ン ド、 ウ ェー ル ズ 、 ス コ ッ トラ ン ドで 実 施 さ れ て い た 。

1983年4月 か ら 「青 少年職業 訓練計画 」theYouthTrainingScheme,YTSが ス ター

トす る。 この計画 には、労 使双方、 教育 関係 機関 、そ の他 の多 くの機 関が協力 を して、発

足後2年 間で70万 人 の若 者が学 校教育終 了後 に訓練 に参 加 した。

3)WorkExperienceandtheSchoolCurriculum,NCC1991

・1988年 教 育 改 革 法 の 目的 の1つ で あ る
、 「大 人 の 生 活 につ い て の 機 会 を 知 り、 責 任

を学 び 、 経 験 を 積 む 」 た め に 児 童 生 徒 に提 供 され る もの で あ る。

・1988/1989年 まで に
、91%の 学 校 が 特 定 の 生 徒 の た め にW.E.を 提 供 して お り、71

%の 生 徒 が 義 務 教 育 の 最 終 学 年 に この 経 験 を積 ん で い る。

・政 府 と して は 、10学 年 の 夏 学 期 と11学 年 の 修 了 ま で の 間 に全 て の 生 徒 が 一 定 期 間 の

W.E.をTVEIの 拡 張 の 下 に 経 験 す べ きだ と考 え て い る。

・多 くの 学 校 で は、2週 間 のW.E.を 支 持 してお り、 約50時 間 の 計 画 を樹 立 して い る。

・この 文 書 で は 、NationalCurriculumが 規 定 す る 教 科 やcross-curricularelementsを 含

む学 校 全 体 の 教 育 課 程 とW.E.の 連 携 に関 す る 提 言 を ま とめ て い る 。

4)forkExperience<AGuideforSchools>1995

・1970年 代 には 、7人 に1人 の 割 合 で しか 実 施 され て い な か ったW.E.が 今 日で は 、約

9割 に生 徒 が 経 験 す る よ う に な っ て い る。

・W .E.は 、 生 徒 に以 下 の よ う な 点 で 有 意 義 で あ る と考 え られ る。

一146一



① 共 通教育課程 とそ の他の教 科の知 識 と理 解 を高 め、職業技 術 を開発す る。

② 自信 と柔軟性 を高 め、他 の人 々 と仕事 をす る能力 を向上 させ る。

③ 仕 事の世 界 につ いて学 び、雇用 者か ら求め られて いる技 術や 態度 について知 る こと。

・今後 は、配属 され た職 場経験 を通 して得 られ る経験 の質 を一層 向上 させ る必要が ある。

・W .E.と は、生徒 を非雇 用者の よ うに、特定 の課業 もし くは義 務、 あるい はそ うした

もの概 略 を実 践で きるよ う雇用者 の施設 内 に生 徒 を配属す るこ とで ある。

・W .E.は 、法令 によ り規 定 され た ものであ り、義務教 育最終学 年 の生徒(第10学 年

の生 徒の場 合は、 イ ース ター学期 の最後 に行 われ る)に のみ 承認 された ものである。

・公営学 校 のW .E.に 関す るすべ て の計画 はLEAが 、国庫補 助学校 の場合 は理事会が

承認 した もので なけれ ばな らない。

・各学 校の 計画 には、 目的 と 目標 、評価 と修正 、学校 経営計画 との関 係や計画 への組み 入

れ等が含 まれ ていな ければ な らな い。

5.イ ギ リスの勤 労体験学 習 の現 状 と課題

イギ リスの教育 改革 の重 要 な課題 は、 国民教育 の水準 の維 持 ・向上で あ る。 よ り具 体的

には、学 校教育 に対す る規制(特 に保 守党 政府 に とっては、野党 の労働党 系が支配す る と

ころの、 意 に添 わ なか った大都 市部 での地 方政府 によ る政 治的意 図 を持 った規制 な ど)を

緩和 し、 自由競争 と学校 経営 の 自主 性 を柱 と した経 営 の合 理化、 効率化 を 目指す ことであ

り、学校 相互 の相対評 価 を可 能 とす るよ うな画一 的な教育 課程 行政の実 施で ある。

質の高い労 働力 の確 保 とい うこ とは、 国際競争 に敗 北 した とされ るイギ リス経済 を立て

直す重 要 な要 素で あ り、教育 省 と雇用 省の統合 によ って、 これ まで もEDUCATIONANDTRAI

NINGと いわ れて きた イギ リス にお け る大 衆教育(エ リー ト教育 は相変 わ らずパ ブ リック ・

スクール な どの私学 や 旧グラマ ー ・ス クール 系の公立 進学校 な どを中心 として行われ る)

の最重要課題 で ある。

(1)勤 労体験 学習 の教育 的意義

さて、筆 者が調 査 した この勤労 体験 学習 は、 目的や 狙 いは大 き く分け て2つ の傾 向があ

る と考 え られ る。1つ は、教育 的観 点 を重 視す る もので ある。 この場合 は、職業教育 的内

容よ りも、 「特 別活動」 的 な意 義 を重視す る ものであ る。 この場 合は、学 校生活や学 校教

育の 目的、 目標 に合致す るこ とな どが特 に重要視 され る。 た とえば、時 間 を守 り、仕事 に

は遅刻 を しない とい った行動 規範 を遵守す る活 動は、労働 生活 だけで な く、 児童 ・生徒 と

しての 日頃の生 活習慣 と して も重要 な もので ある。 また、職場 にお ける健康 と安全 に注意

す るとい うの も、学校 事故 の防止や 日頃 の健康管 理 にお いて も、共通 した教育 課題であ る。

さらには、他者 との協 調性 を図 り、 コ ミュニ ケ ーシ ョン技術 を向上 させ て、相 互の意思 の

疎通 に留意す る とい うの も、 学校 を含 む社会生 活の基本 的 な行動規範 であ る。

短期間の擬似 的 な職 業行 為であ って も、そ の活動 を通 して 自己 を発 見 し、 自己の特性 を

・ 認識す る とともに、 その長所 を伸 ば し、 短所 は改善す るよ う に努力す る とい うの も、 こう

した勤労体験学 習 の実践 的な活動 を通 して一層 促進 され るもので ある。
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(2)勤 労体験学 習の職業 教育 的意 義

他 の1つ は、 職業教育 的視 点や職業 準備的 な視点で 行お うとす る もので あ る。その 後

の職業 教育 との連続性 や実務 的 な内容 をよ り重 視す る発想 に立 ってい る。 特定の職業 につ

いて学び、 その 自己適性 を診 断す る と同時 に、必要 な資格要 件 な どにつ いて も学ぶ こ とが

多い。 イギ リスは多 種多様 な職業 資格が複雑 に存在す る資格社会 で もある。特 にその改革

が頻繁 に行われて いる最近 、情報 を的確 に把 握 し、早 期 に準備す る こ とも生徒 には必要 な

こととなるであ ろ う。

(3)目 的や 目標

勤労体 験学習 は当面、学 校で学 習 した もの を実 際の場 面で確 認す る手 段 として捉え られ

る。1988年 教育改 革法 によ って規定 された全 国共 通教育 課程 にお いて も、学 校の カ リキ ュ

ラムは将来の成 人生活 への機会 、責任 そ して経 験 を準備 す る もので なけれ ばな らない と規

定 してい る。各学 校 の教育課程 方針 におい て も、そ の基本 政策が 明示 されてい なければな

らない。そ こでは、 この勤労 体験学 習 と各教 科 との関係が 明確 に され、職 業資 格や職 業技

術 につ いての取 得 につい ての情報が 盛 り込 まれて いな ければ な らな い。 また、 人格形成面

で、 自信 を高め、柔 軟性や 寛容 さを培 う ことが 目指 され るで あろ う。 そ して、 職業の世界

につ いての認識 を深 め、他 者 と協 調 して仕 事 に励 む よ うな人格 の完成 を 目指す 教育が 目標

とされ るのであ る。

この勤労体験学 習の運 営が うま くい って いる地域や学 校 の場合 は、地域 全体が労使 双方

の協 力があ り、地 域社 会全体 と して協 力体制 が首尾 良 く行 われ てい る。 また、実施 に当た

っては、健康 と安全へ の配慮 が非 常 に重視 されて い る。職場 の選 択 は学 校が生徒 に紹介す

る場 合が 多いよ うだ が、生 徒 自身が 自分で探 して くる場合 もあ る とい う。そ の場合 は、生

徒 が 自分で この勤労 体験 学習 の狙いや実施 上 の システ ム を説 明 し、経 営者 な どの 了解 を得

てか ら学 校 との正 式 な連 携交渉 が行 われ る。 中 には、 自分 の両 親 の職場 での実習や 自分の

家の職業 を体験 の場 に選 ぼ う とす る例 もあ るよ うだ が、そ う した もの は学 習経験 としては

な じまない もの と して 認め られ ない。

また、筆者が 教員 団体や学 校 な どで事情調 査 した限 りでは、将 来 の就職希 望の職種 を選

ぶ とは限 らず 、将来デ ス ク ・ワー クを望 んでい る生徒が 工場実 習 を希望す る こ とも少な く

ない とい うのが実態 であ る。

なお、 生徒の 自分のチ ェ ック ・リス トは表1の よ うな形 式 にな って いる(現 地調査 した

ス トックポ ー ト市 の中等学 校 の事例)。 また、2週 間の期 間中 に必ず教 員が訪 問 して、表

2の よ うな報告 書 を学校 の担 当者(こ れ は進 路指 導教 員か も しくは職 業相談 員の場合が 多

い)に 提出す るよ うにな ってい る。

(4)連 携の課題

課題 は、 今 イギ リス教育 関係 老及び政 府の一番 の 関心で ある 「学 力保 障」 との兼 ね合い

を どうす るかで あろ う。 これ は さらに、 「16歳 以 降」 の教 育 の充 実や 職業 資格制度の整

備 とも関連 して、 中等教 育以後 の問題 と して、今後 どの よ うに処 理す るのか が課題 になろ

う。 また、各地域 の 「産学連携 」機 関、 た とえばlocalEducationBusinessPartershiP,
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education-businesslinksorganisation、 又 は職 業 指 導 ・援 助 機 関CareersService、 な

ど と の 連 携 を 充 実 させ る た め に は、 先 の 述 べ た よ う に、1995年7月 に再 編 され た、 中央 の

新 しい 組 織 で あ る 「教 育 ・雇 用 省 」 の 特 性 を 今 後 どの よ う に活 用す る か で あ る。

*表1(生 徒 が 記 述 す る チ ェ ック ・リス ト)

こ こ に は 、 職 場 の 住 所 、 会 社 名 、 仕 事 の 種 類 、 勤 労 体 験 を す る 期 間 、 昼 食 時 間 、 週 当 た

りの 労 働 時 間 、 通 勤 方 法 ・手 段 な ど を記 入 す る こ と に な って い る 。

}

}

　

　
ゑ

L

Parts-Pr(… ア αγα亡五〇れ

yo脱 γ2)ersonciC

C屍ec庭 ∠二ist

1-VorkExperienceProvider.

NameofFirm

久断e∬ofFirm

り1'eCNo

吻 ε(ゾ σγ:ganisation.

吻e(ザ 毘σγ疋雲柳eγfε駕 ε

∫亡αγ亡2)a亡e ∫亡αγ亡`riYYL2

∫ 仇 畝 の α亡eLease亡 ん(ゾ 五鴛れcκ

腕 η肥qr五 娩cκ

9-foursofworkpertiveek

?raveCtoaruffrommy-workexperiencewilC6e6y

(statemodeoftransport).

wtak.esurey・uFn・w亡ke亡imesof亡Fce6u .∬es/亡rains

α煽 『亡hec・ ∫亡(ゾ 亡heプare

五蝋 ℃丘 απ αηθeη泥 れ亡∫

αbむ 汽fれ θ 亡06e、woγ ・n

一149一



*表2(教 員が 記述す る職場 訪問 記録)

ここには～生徒 の氏名 と学年 ・学 級、会 社名、9項 目の評 価事項 な どを記 入す ることに

な って い る。評価 内容 として は、 一般的 な勤務態度 、時間 の管理、勤 務 日数、 学習能力、

服装、 集団で の作業能力 、職場 の指導者 との関係、 支持や助 言 を理解 し、実 行す る能力、

仕事 の正確 さ、な どを評 価す るよ うにな って いる。
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*表3(職 場の監 督者が記 述す る職場経 験実績記 録)

ここで も表2と 同様、生徒 の 氏名 と学年 ・学級、 会社名、9項 目の評価 事項な どが、4

段階で評価 を記 入す るこ とに な ってい る。評 価 内容 と しては、一 般的 な勤 務態度、時 間の

管理 、勤 務 日数、 学習能 力、服装、 集団 での作業 能力、職 場の指 導者 との関係、支持や助

言 を理解 し、実 行す る能 力、仕事 の正確 さ、 などであ る。
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英 国 に お け る コ ミ ュ ニ テ ィ

歴 史 と 現 斗犬

一 ス:ク ー ノレ の

佐々木 毅

この論文では、英国におけるコミュニテ ィー ・スクールの歴史 と現状について、その有

力 な流れ である農村 カ レッジVillageCollege(以 下VCと 略記)を 中心 に、 コミュニテ

ィー ・スクールの運動の中でのVCの 位置、VCの 創始者であるヘ ン リー ・モ リスHenry

Morris(1889-1961)の 思想 とVCの 設置の経緯、VCの 現状 とその問題点を概観 する。

VCに 特 に着目するのは、この運動が一個人の創意 と努力に起源 をもつ とはいえ、草の

根 か らの教育要求 を集めて発展 してきた歴史的伝統 をもち、その活動が学校 と(狭 義の)

地域社会の連携について考 える際に興味深い一例 となるか らである。連携 は両者お互いの

独 り合点やすれ違いを含む要求の押 しつけ合いではなく、納得つ くの協力を意味するはず

である。その意味で草の根 の教育要求に学校がどう応 えるか、さ らには草の根の知恵か ら

学校が何を くみ上げるかは重要な意味をもつ と考 えられる。教育政策が支持す る最新の動

向にっいて取 り上げるこ とも重要 であるが、教育 は息の長い、自発的な学習 によって支え

られる事業 であることを踏 まえると、民間か ら自発的に成長 した教育運動 に目を向けるこ

とも有意義 であろう。そ してその ような教育運動が教育政策の最近の動向によってどのよ

うに影響 を受 けているか を検討することも、必要な課題であると考えたのである。 また一

っの学校 についてかな り詳 しく取 り上げているが、そのような微視的な視野 にこだわ るこ

とも、全体の問題点 を明 らかにする一つの方法であろう。

1.コ ミュニ テ ィー ・ス クー ル とVC

ウォ リ ック大学 の ジ ョン ・トム リン ソンはヘ ン リー ・モ リス の生誕100年 を記念 す る講

演 の 中で 、教 育(学 習 、学 校教 育)は 「自 らを定義 し直す過 程 の中 にあ り、社 会 的、経 済

的 、政 治 的 な力 によ って 定義 し直 され て い る。rコ ミュニ テ ィー』 も定 義 し直 されっ っ あ

る」1)と 述 べ て いる。 コ ミ ュニ テ ィー も学 校(教 育)も 固定 的 な もの では な く、環境 との

相 互 作 用 に よっ て変化 す る もの であ るか ら、 コ ミュニ テ ィー ・スクー ルの 定義 も同様 に 、

固定 的 な もの で は ない。 これ は また、 コ ミュニ テ ィー ・ス クー ル の成立 の 歴史 的 な背 景の

多様 性 に も起 因 す る もの であ る。

コ ミュニ テ ィー ・ス クー ルの先 駆 的 な実践 とな ったの は1920年 代以 降 、 ケ ンブ リッジ シ

ャー で 当時の この 自治体 の教 育長 であ っ たヘ ン リー ・モ リスが設 置 したVCで あ り、①地

域 の青 少年 を対 象 とす る中等 教 育 機 関 で あ り、 ② 同時 に 地域 の全住 民 を対 象 とす る社 会

的 、文 化 的 な活 動の ための 施設 を備 えて い った。他 の 自治体 で も、 この例 に倣 って地域 の 、

社 会 的文 化 的 なセ ンター と しての性 格 を あわせ もつ中等 学校 を設置 す る よ うにな った。 こ

れ らの 学 校 は普 通 コ ミ ュニ テ ィー ・カ レ ッジ(以 下CC)と 呼 ばれ る こ とが 多 い。 その

後 、1967年 のrプ ラ ウデ ン報告 』 は コ ミ ュニ テ ィー ・ス クー ル の理 念 に新 しい展 開 を加
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え、 「通常の授業時間を越 えて子どもたち、両親、および例外的に コミュニテ ィーの他の

メ ンバーに対 して開かれ た」2〕学校 と規定 し、特に教育優先地域にこの種の学校 が設置す

べ きで あると勧告 した。この結果、初等教育段階 においても、コミュニテ ィー ・スクール

が出現することとなった。なお この論文集掲載の小松論文で触れ られているように、 「何

らかの理由で正規の学校 に通学できない児童 ・生徒が通 う場所」についてこの名称 を用い

る場合 もある。この ように、 コミュニティー ・スクールは定義不可能なほどの意味の広が

りをもっているが、 ここでは最初に述べたように、地域のための文化的 ・社会的な施設 を

備 えた中等学校 に限定 して研究を進める。

英国 、特 にイ ングラン ドでは地域社会のあ り方が多様であ り、その間の格差が著 しく、

学校 と地域社会 との連携が安易には論 じがたい状況がある。その中で、最 も古い伝統を作

り上げてきたVCは 興味深 い例 を提供 しているように思われ る。

II.ヘ ン リー ・モ リス とVCの 構想

ヘ ンリー ・モ リスはその思想 を体系的に記 した書物 を書かなかったが、彼がVCに どの

ような意義 を与えていたか は、彼が1924年 に関係者に配布 したパ ンフレット 「農村カ レッ

ジ:特 にケ ンプ リッジシャー を考慮 した農村部 における教育的社会的な施設 の設置 に関す

る覚 え書 き」(TheVillageCollege:BeingaMemorandumontheProvisionofEduca-

tionalandSocialFacilitiesfortheCountryside,withSpecialReferencetoCam-

bridgeshire.)に よって窺 うことができる。

この覚 え書 きでモ リスは、19世 紀か ら20世紀 にかけてのイ ング ラン ドにおける公立学校

制度の大規模 な発展が都市 における発展であったことを指摘 する。学校教育だけでなく、

成人教育 もまた都市で盛んである。 これに対 して農村部における教育は経済的な理 由、地

理的 な理 由のため に不振であると論 じる。 もっと重要なのは、中等 および高等教育制度が

基本的には都市の制度 であるため、農村出身の青少年が彼 らの故郷の生活や習慣 とは異な

る都市的な書物中心 ・学問中心の教育を受けることであ る。そのため彼 らは故郷で働 くた

めの訓練は まった く受 けない ことにな る。農業 と農村の生活の改善のための中等教育機関

と、成人教育機関が必要である。 したがって比較的規模の大 きな農村に上級 もしくは中央

学校 を設置 し、11歳 以上の青少年を教育 することを提案 した。 これは、当時の下級学校が

3歳 か ら14歳 までの子 どもを対象 とし、その規模が小さいために、大部分が単級かそれに

近い状態であったため、年長の生徒が十分 な教育を受け られない問題があったことを踏 ま

えての提案であったが、同時に、社会的な威信の高 いグラマー ・スクールの教育が農村に

は不用な性格であるとして、新 しい性質の初等後教育を目指す独 自の構想であった。 この

結果 として独立 した上級学校では学級単位の授業が可能 にな り、手工、家政科 目、基礎理

科、園芸 など年長者 にふさわ しい授業 も開設可能 となる。逆に下級の学校の教師は年長者

の教育か ら解放 されるとい う利点があ ると説 く3)。

モ リスの構想の特色は単 に初等後の教育の独立を主張 しただけでな く、それに他の機能

を与 えようとした点であ る。かれは地方参事会 の権限が多岐にわたって いる点 に着目す
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る。すなわち教育 については、基礎教育、上級教育(@中 等教育 と昼間継続学校 、⑮継続

教育、◎農業教育)、 児童 、青少年 、成人の社会的肉体的な訓練 にかかわるだけでなく、

1919年 の公共図書館法に よって図書館の設置 に、青L少年雇用お よび失業保険 に、公共の保

健 に、さ らに農業 と農村 に基礎を置 く産業にかかわ る権限を有 していた。つま り参事会は

地方教 育当局 であるばか りでな く、社 会的経済的 な福祉のための行政に もかかわってい

た。これ らの活動を教育 とは切 り離 して別個に行 うのではな く、学校教育施設の中で統合

して行 うとい うのがモ リスの着眼であった。 この ように して設置され るべ き学校は年少の

子 どもの教育 と年長者の教育 をあわせ もつ もの と、年長者だけを対象 とする もの とがあ

るが、年長 者の ための初等後の授業の ための教室 と特別教室(工 作室、家政教室 、理科

室)、 職員室 、医務室、事務室などの他に、昼闇学校が集会室、食堂、体育、演奏会など

の 目的の ために使用 するだけでな く、夜になる と演奏会 、劇の公演 、映画の上映、講演

会、公的 な会合 などのために一般住民が使用することのできるホール、生徒によって も住

民 によっても利用される図書室 と読書室、理科の実験室 として も使 用できる農業教育のた

めの部屋、 さらに成人教育用の討論 ・談話に適 した部屋、集会室、学校の生徒によっても

運動のため に訪れたクラブ員によって も利用で きるシャワー室 および更衣室、運動場、園

芸の ための土地 、雇用問題 につ いての仕事のための部屋、講義室、校長室 、室内の娯楽の

ための部屋 などが望 ましい施設 として追加 された。教育施設であるとともに、社会的もし

くは社交的な施設であ る性格上 、屋内遊戯やスポーツのための設備が必要であ るが、この

部分は学校 に付属 するが有志による出資に基づ く行政的 ・財政的に別個の単位 として運営

されるもの と構想 され た4)。 当時、農村 における社交的な場 は、パブを除いては存在 しな

か った ことを考 える と、 この構想の独創性が よくわかる。室内の娯楽 ・遊戯 として卓球の

他に、 ビリヤー ド、ダー ツなどが取 り上げ られたの もこの ような事情 を背景に していると

思われる。

VCは 地方当局に責任 を負 う理事会によって運営 され るもの とした。VCが その役割 を

果 たす ことを期待 される地域 の代表者、地方参事会の代表者、ケンブ リッジ大学の評議会

によって任命 され た代表1名 、その他VCに 利害関係をもつ団体の代表か ら構成 され ると

い う案であった5)。

VCの 校長はさまざ まな教育事業 に総合的にかかわる新 しいタイプの指導者であ り、教

師であると考 えられた。モ リスはVCの 校長 はより広い範囲 に渡 る責 任をもつ新 しい地位

であることを示すためにWardenと 呼ばれ るべ きだと主張 した。VCの 校長 は今日でもW

ardenと 呼ばれつづ けている。校長 は農村に育 ち、大学教育 を受 けた人物であ り、さらに

理科系の学位 をもつ ことが望 ましい とされ た。また農村の生活 を愛 し、また理解で きる人

物であ り、必要 な リーダー シップを備 えていなけれ ばな らないとも述べている6,。

地方 の民間団体 とVCの 関係について、これ らの団体がVCの 施設を利用 して活動で き

るような配慮 を している。 このような協力関係によって地方の文化の育成の条件が整 えら

れるとモ リスは考えたのであった7》。

モ リスが強調 したのは さまざまな教育的社会的な機能をもつVCの 構想における建築の
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重要性 であ る。彼はイ ングラン ドの地方 における学校が小規模 でみすぼ らしい ものであ

り、芸術性のかけらも見 られ ないことを指摘 し、新 しい建築の運動の成果が学校建築 に取

り入れ られ ることが必要 であると論 じている。彼 は建築物が日常的に人 々の視覚 に訴 える

ことで、啓蒙的な意義 を持つことを認識 していたので、VCが 新 しい種類の教育機関であ

り、新 しい種類 の建築物 を備 えることによって、地方の文化を一新する機関であることを

はっき りと示す ことができると考 えたのである。注目すべ きことは彼が建築 のよしあしを

費用の点 よ りも設計に求めていることである。VCに さまざまな活動や機能が統合 され る

ことによってイ ングラン ドの農村 に新 しい施設が生 まれる。さまざまな要素 が 「有機 的な

全体」 となる81。

VCは 地域のい くつかの基礎学校の卒業生 によって構成 され、そのことによって従来 は

ば らば らだった個 々の学校の間の関係を生み出し、また高等教育への橋渡 しとなる9)。 さ

らに学校でもあ り、地域社会のコミュニテ ィー ・センターでもあるという性格から、真 に

全 人的 な教育 を行 い、学校教育 と普通 の性格の二重性を解消することができる。また職業

的な教育 と非職業的 な教育が学校の中に共存することによって両者の対立 を克服すること

がで きる。 また教育が生涯 にわ たって継続 し、終わることがないとい うことをはっきり目

に見える形で示す ことができる。地方の生活に根ざ し、それに役立つ ことを目指す学校で

あるか ら、 目標 がす ぐ目に見 える ところにあることは優れた利点である。彼 はパブ リッ

ク ・スクールや大学 だけでな く、寄宿制を とる勤労者カ レッジやデンマー クの民衆大学校

が 日常生活や家庭か ら離れて教育 を行 っている ことを、農村の生活のために好 ましい とは

考 えていない。モ リスは近代の教育施設は個人の生活 を時間 と空 間において家族から切 り

離 し、そ うすることによって家族か ら離れた不 自然な形態を とっていると論 じている。V

Cは それが奉仕す るコミュニティーの日常生活に反 した教育をするか もしれないが、それ

は現実か らの逃避をいみするものではなく、それを豊かにし、変容 させるような教育を目

指 すものである。彼 はまた農村の土地 の所有が古 い地主の後退 によって変化 していること

に伴 う社会的、経済的な変化 によって コミュニテ ィー全体が村の伝統 を維持することにか

かわ る責任は増大 していると説 く。VCは コミュニ ティーの伝統 を守 るとともに、その社

会的政治的な義務 を実現 するための民主主義 を育成する場所 ともなるはずであった。農業

労働者、小地主、小農 によって構成 されるコミュニ ティーにおいて、VCが なければ強力

な指導力は期待 できない。 またVCは カウンテ ィー とよ り小 さな自治体 との代表者を結び

つ けることによって彼 らの日常的な接触の場 とな り、その仕事に現実 的な手がか りを与え

るこ とになる。さ らにVCは 農村に新 しい種類の、新 しい地位を もっ指導者や教師 たちを

創造す る機会を提供する10,。

モ リスはこのよ うにVCの 意義 と役割 について論 じ、ケンブ リッジシャーの地域的な事

情 の分析に基づいて具 体的な設置計画 まで提示 している11J。

モ リスが最初 に設置を計画 したソース トンVCは1928年 に開校式 を行 い、1930年 か ら本

格 的に活動を開始 した。 しか し初代 ・二代の校長 ともにモ リス とそ りが合わず、経営は順

調 ではなかった。 しか しこの困難にもかかわ らず、モ リスはさらに3校 のVCの 設置を計
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画 した。このためカーネギー財団か ら援助 を得たほか、さまざまな援助 を得 て、1937年 の

12月 にはボ ッテ ィシャムVC、 リン トンVCの 建物が完成 した。さ らに1939年 にはイ ンピ

ン トンVCが 開設 された。 この間にモ リスの建築観が変化 したことが、インピントンVC

の設置 に重要な影響 を及 ぼした。モ リスはさまざまな芸術家 との出会 いによってその審美

眼 を磨 き、変化 させ る人であ ったが、 ドイツか ら英国に亡命 し(さ らにアメ リカに渡 るこ

とになっ)た 大建築家 ヴァル ター ・グ ロピウスと知 り合 ったことが決定的な影響 を及ぼ し

た。周知の通 り、グロピウスはヴ ァイマール時代の ドイツにおける総合的な芸術革新運動

であったバ ウハ ウスの指導者であった。啓蒙的 な建築物 には、最 も現代的な建築家の作品

がふさわ しい というモ リスの考えにグロピウスの作風 は好 ましく思われ、グロピウスは、

マクス ウェル ・フライ と共同で学校の建物の設計 を手がけることになる。モ リスはまた学

校の入口にヘ ン リー ・ムー アの彫刻を買い上げて置こうとしたが、ケ ンブ リッジシャー当

局が支払 を拒否 したために、実現 しなかった。 この点 にも彼の芸術 とその教育的な影響へ

の関心が うかがわれ る12)。

モ リスの書 き残 したものから知 ることので きる彼 の教育思想 は次のような特徴をもって

いる。

第一 に、覚 え書 きか らも知 ることがで きるように、彼は農村地域 のための教育を重視 し

ていた。第二次世界大戦中において も、彼 は次の ように書 いている。 「農村部における最

大の困難の一つ は子 どもたちの ためのよい教育 と若者お よび成人のための適切な社会的生

活 との欠如である」13)こ の困難の打破のために上級学校 の設置 による青年の ための初等

後教育 と、農業教育や地域の文化活動が必要である。第二に、彼 は教育 を学校教育に限定

させず、広 くとらえていた。覚 え書 きで彼は 「教育 はきわめて若 い人 々の教育 を意味する

ようになって しまい、学校 に限定 されている」14)と 指摘 している。言い換えれば、教育

を生涯にわ たって継続する過程 であ り、学校以外の場面 でも展開され ると認識 していたの

である。第三 に、青少年及 び成人教育における活動activitiesの 役割 を強調 していた。彼

は 「チ ョークとお話 し」 「教科書の機械 的な使用 と子 どもの経験に結 びつかない事実のお

うむ返 しの繰 り返 し」15)の 授業 を否定 し、朝 の集会 か ら、実験室や農園での実験 ・実

習、技術 ・家政教科 にお ける作業、学校 の周囲の環境の学習 を出発点 とする歴史 ・地理の

授業な どVCの の生 き生 きとした活動ぶ りを強調 しているのである16)。 第四に、学校 は

社会か ら孤立 したものではないという主張である。学校 と地域社会の社会的 ・文化的な活

動の場 を結合する発想 は この点か ら導 き出されている。第五 に、学校建築の役割を重視 し

ていた ことである。学校建築 は単 に施設 として役立つだけでなく、その外観 によって地域

に対す る啓蒙的な役割 を果 たすと彼は考 えたのである。

モ リスは1954年 に引退 するが、彼の活動はR.A.バ トラーのような政治家の着 目する

ところとなった。バ トラーはモ リスの活動に財政的 な援助を与 え、1954年 にはバ シンボー

ンVC、1965年 にはガム リンゲイVCの 開校式に出席 した17⊃ 。次節に見 るよ うに、VC

にな らった教育機関は着実 にその数を増や し、ケ ンブ リッジシャーの外にも設置されるよ

うになった。

一157一



皿.VCの 現 状

ケ ンブ リッジ シ ャー に は現在11校 のVCが 存 在 し、 この他 に 、14校 のCCが あ る。特 殊

教 育 諸 学校 を除 く と、 中等 教育 機 関 は56校 な の で、 これ は相 当 な割合 であ る。 ケ ンブ リッ

ジシ ャー以 外 ではVCと い う名称 を とる学校 は見 られ な くな って いるが 、 ヒ リン ドン、ハ

ウ ンズ ロ ウ、 ニ ュー ハ ム 、 コヴ ェ ン トリー 、 ウ ォル ソー ル 、 リヴ ァプー ル、 セ ン ト ・ヘ レ

ンズ、 ワイ ガ ン、 ノー ス ・タイ ンサ イ ド、ベ ッ ドフ ォー ドシ ャー、 コー ン ウォール 、ダー

ビー シ ャー 、 デ ヴ ォ ン、 イー ス ト ・サ セ ックス、 グ ロス ター シャー 、ハ ンプ シャー、 レス

ター シ ャー 、 ノ ッテ ィ ンガ ムシ ャー 、 ソマ ーセ ッ ト、 ウォ リック シ ャー 、 ウェス ト ・サセ

ックス の各 自治 体 の 区域 内 に3校 以上 のCCを 見 いだ す ことがで きる18,。

VCの 教 育 の現状 につ いて、 ケ ンブ リッジ シ ャー の イ ン ピン トンVCに 着 目 して、少 し

詳 し く見 てい きたい 。前 節 で触 れ た よ うに 、 この学校 はモ リスが 第二 次世 界大 戦前 に創設

した4校 のVCの1つ で あ り、 その建 物 を ヴ ァル ター ・グ ロ ピウスが 設計 した こ とで知 ら

れ る。 その 後 、学校 の拡 張 に よって建物 は増築 され たが 、グ ロ ピウスの設 計 した部 分 はグ

ロ ピ ウス ・ビルデ ィング と呼ば れ現在 で も学校 教 育 の心臓 部 と して使 われ てい る。グ ロ ピ

ウス に よ る設計 は、図119Jに 示 す とお りであ るが 、モ リス が覚 え書 きで示 した構想 を具

体 化 した もの と して興 味 深 い。 この学 校 に独 自の個性 を与 えて い るの は、 グ ロピ ウス を仲

立 ち と した ドイ ツ との 結 びっ きのほか に20)、 克 明 な暗号 日記 を残 した ことで知 られ る17

世 紀 の海 軍軍 人サ ミ ュエ ル ・ピープ スが 、学校 に敷地 を提 供 したチ ャイ ヴ ァー ズー 家 の系

譜 に連 な って い る こ とであ る21)。 学 校 のニ ュー ス がPピ ー プ ス ・パ ッチ』 と題 され てい

るの は この点 に 由来 す る。学 校 は長 くモダ ン ・ス クール であ っ たが 、1953年 以 来 、5年 制

の グ ラ マー ・ス トリー ム を設 置 し、1965年 には第6年 級 を設 け たので 、地 域 との結 びつ き

の 強 さ を強 調 して きた伝 統 とあい まって 実質 的 に は総 合制 学校 で あ っ た22)。 現在 は総 合

制学 校 であ る。現 在 の 校長Wardenは シル ヴ ィ ア ・ウェス ト博 士 で1985年 以来 在任 し、5

人 目の校長 で あ る。 イ ン ピ ン トンVCで は最初 の女 性校長 で あ るが 、最近 は他 のVCで も

女性 校 長 ば か りに な っ てい る との こ とで あ っ た。専攻 は ドイツ語1ド イ ツ文学 であ り、校

長 は 自然科 学 を専攻 した人物 が望 ま しい とい うモ リスの構 想 が ここで も社 会 の変 化 の影 響

を受 けて きて い る こ とを示 して い る。

創立 当初 の学 校 の 目標 は進 取 の精神 と努 力を重 ん じつ つ責 任 あ る態 度 を育 て て、福祉 的

な社 会 としての学 校 を発 展 させ る こ とで あ ったが 、機 会 の平等 を 目指 し、社 会 の急激 な変

化 を生 き抜 くため に必 要 な技 能 と適応 力 を発 達 させ るこ とが 加わ って きて い る。特 に強調

され て い るのが 、男 女 平等 な社 会 を目指 す教 育 であ る。 したが って従 来 は どち らかの性 に

向 い て い る とされ て き た領域 を、男女 と もに学ぶ こ とが 実施 され る よ うに な って きた。19

72年 に は男子 も裁縫 お よび衣 料学 を学 習 す る よ うにな り、理科 や技 術 関係 の科 目 も男 女共

習 とな っ た。 また1987年 に は肢 体不 自由の生 徒 を受 け入 れ る な ど、地 域 の すべ ての 人 々の

た め の教育 を 目指 す努 力 が続 い てい る23)24)。

イ ン ピン トンVCの コ ミュニ テ ィー教 育 はパ ッチpatchと 呼 ばれ る一種 の ネ ッ トワー ク
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図 ■ グ ロ ピ ウ ス に よ る 設 計 図



で 、VCの 開 設 す る コー スの ほか 、地域 の さ まざ まな教 育 ・文化活 動 を結 集 して い るが 、

次 の よ うな活 動 を 含 ん で い る 。① ユ ー ス ・ワー ク:@ボ ー イ ・ス カ ウ トの よ うな 「任意

制 」 の組 織 と⑮ ユ ー ス ・ク ラ ブ の よ うな 「公 的 に維 持 され る」組 織 との活 動 を含 ん で い

る。13歳 以 下 を対 象 とす るイ ンピン トン ・ユ ー ス ・ク ラブに例 を とる と、毎 週 火曜 日の午

後6:45か ら9:15ま で 、 イ ン ピ ン トン ・ユ ー ス ・セ ン ター を使 って ス ポー ツ、美 術 、工 芸 、

そ の 他 の活 動 を した り、 デ ィス コを開催 した り、外 出 した りして い る。若者 を対象 とした

バ ス旅行 プ ロジ ェ ク トや 、幼 児 を対象 とした遊戯 集 団 な ども実施 され て い る。② 成 人教 育

プ ロ グ ラ ム:@非 職 業 的 な コー ス と、⑮ 職 業 的 も し くは資 格取 得 を 目指 す コー ス とが あ

る。非 職 業 的 な コー ス は昼 間(月 曜 日か ら金 曜 日まで)開 設 され て いる もの と、夜 間(火

曜 日か ら木曜 日 まで)に 開設 され てい る もの とが あ るが 、夜 間 の方 が科 目 も多 く多様 で あ

る25)。 開設 科 目を列 挙 す る と:ダ ンス、 フ ラ ンス語 、 フォー クギ ター 、 ドイ ツ語 、 レー

ス 刺繍 、陶芸 、痩 身 法 、 ス ペイ ン語 、木工 、 ヨガ、粘 土彫 刻 、 コラー ジ ュ、 フ ラ ワー ・ア

レ ン ジメ ン ト、哲学 、 ワイ ンの味 わ い方 、絵 画 、カ リグ ラフ ィー 、電気 工学 の基礎 、 イタ

リア語 、 フ ィ ッ トネ ス(男 性 向 き と女 性 向 き)な どわ が 国の カル チ ャー セ ンター を思 わ せ

る よ うな内容 が見 い だ され る。 フラ ンス語 、スペ イ ン語 、 ドイ ツ語 、 ロ シア語 につ い て、

そ れ ぞれ の学 習 を盛 り上 げ る一 日が設 定 され てお り、そ の 日はそ れぞ れの 言語 に よるセ ミ

ナ ー や映 画 の上 映 な どが 実施 され る。 この行 事 は土 曜 日に行 われ て いる。 また、 「トラ ヴ

ェル ・トー ク 」 と して世界 各地 を実際 に旅 行 した人 に よる旅 行 の体験 談 を聞 く行事 が設定

され て お り、 四半世 紀 以上 にわ た って人気 を集 め て き た由で あ る。障害 を もつ ために この

種 の学 習 に参 加 で きな い 人 々を助 け る学 習 協力 者 の制度 も設 け られ て い る。職 業 的お よび

資 格 を 目指 す コー スで は ワー プ ロ、 ア ロマ セ ラ ピー 、英語(GCSEとAレ ベ ル)、 グ ラ

フ ィ ック ・デザ イ ン、 コ ミュニ テ ィー ・グル ープ の組織 、数 学(GCSE)、 ユ ース ・ワ

ー ク 、応急 手 当、社 会学(GCSE)、 速 記 な どの科 目が開設 されて い る。 コ ミュニ テ ィ

ー 教 育 や活 動 にか か わ る科 目が開設 されて いる点 に歴史 ある活 動 の 自信 が窺 わ れ る
。 この

他 にパ ッチ には合 唱 、 園芸 、 アー チ ェ リー 、 バ ドミ ン トン、水 泳 、 ク リケ ッ ト、 エ アロ ビ

ク ス、 サ ッカ ー 、 テニ ス な どにか かわ る多 くの ク ラブ やサ ー クル 、赤十 字 や救 世軍 、幼 児

の 保 育 に かか わ る遊戯 集 団 な どの 団体 が情 報 を寄せ てい る26)。

IV.考 察 と結論

ヘ ン リー ・モ リスが教育長であったというそもそもの出発点が示 すよ うに、VCは 多岐

にわ たる教育的 ・社会的活動の場 であ り、それゆえ地方教育 当局 との結びつきが強い。19

88年 教育改革法 においてもっ とも顕著 に見 られ る地方教育行政を弱体化 させる政策の推進

の中で、VCの 地位 と教育活動が影響 を被 ることは否定 できない。現実にケンプ リッジシ

ャーにおいても、バ ッシンボー ンVC、 コンバー トンVC 、ロングサ ンズCC、 ソース ト

ンVC、 ソー トリーCC、 ソーハムVCの6校 がGMSに 移行 している27) 。筆者が見聞

した限 りでは、VCが 直接的に当面 している困難 は財政的な性格が強いように見受け られ

る。
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地域社会の変貌 もVCも しくはCCの 活動 を困難にさせている。 トム リンソンは、モ リ

スが念頭 に置いた 「場所 のコミュニテ ィーcommunityofplace」 が、 「利害の コミュニテ

ィーcommunityofinterest」 にその位置を譲 っていることを指摘 し、 さらに、英国社会

の多民族化の進行に ともなって、地域社会が民族 によって細分化 される傾 向があること、

モ リスは農村 か ら都市への人口の流出の時代 にVCを 構想 したが、現在は都心部か ら郊外

への人 口の流 出が続 き、農村部の都市化が進行 している28)。 本来、果樹園 と牧草地が広

が っていたイ ンピン トンがケ ンブ リッジの町に包含 されているのはその一例 である。

さ らに トム リンソンは、VCが コミュニテ ィーの文化的な活動の中心 となるというモ リ

スの構想 に、さ らに地域 の資源を利用することをつけ加 えるべ きであ り、それがモ リスの

精神 を現代に生かす ことを強調 している291。

VCは 学校 と(狭 義の)地 域社会の連携 を目指す伝統 ある試みであるが、イングランド

全体 に目を向けた場合に、都市 と農村 、都心部 と郊外、過密地域 と過疎地域 、裕福な地域

と貧困な地域、住民の階級構成 ・民族構成 など地域社会のあ り方 も多様 である。モ リスの

構想 は各 々の地域社会が比較 的同質であることを前提 としている。VCの 構想 と実践がケ

ンブ リッジシャー以外では、かな り異なった形で実現 しているのはこの間の事情を物語 る

ものであろう。地域の性質が学校教育の成果 にさ まざ まな影響を及ぼすことは確かである

が、最近のイギ リスで盛 んな効果的な学校effectiveschoolの 研究 は、同 じよ うな性質の

地域 に置かれた学校で も、違 った成果を挙げていることに着 目している。 トム リンソンは

地域の資源の活用 を示 唆 しているが、地域社会 と学校 との連携は多様であ り、学校教育の

改善 の努力 もまたよ り多様な もの となるであろう。
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イ ギ リス に お け る ニ ュ ー ・ラ イ トの 教 育 改 革 の 検 証

一多様 化 政策 に よる総合 制 中等 学校 の再 編 一

宮腰 英 一

は じめ に

1980年 代 か らイギ リス(イ ング ラ ン ドと ウェール ズを対象 とす る)に お け る学校 の組 織

的枠 組 みは、 少 な くと も20年 前の学 校制 度 とは大 き く異 な るシ ステ ムの も とで構成 されて

い る。1960年 代 に、11歳 時試 験 の廃 止 、す べ ての生 徒 に対 す る教 育 の機 会 均等 の保 障、 能

力混 合 クラス の編成 な どに よ り総 合制 中等 学校 の構 想 が地 方 教育 当局(LEA)の 主 導 の も と

で展 開 され た の に比べ 、一 転 して補 助 学席 制度(AssistedPlaceScheme)、 国庫 補 助学 校

(Grant-MaintainedSchool,以 下GMS)、 シテ ィ ・テ クノ ロ ジー ・カ レッジ(CityTech-

nologyCollege,以 下CTC)、 入学 定 員枠 の 自由化(openenro1皿ent)、 学校 の 自律 的経 営

(LocalManagementofSchools,以 下LMS)と い った学校 形 態 の多様 化 や 自由化 が 中央政

府 の も とで進 め られ た。 こ こでは、① 親 の学 校選 択 の 自由の拡大 、② 各学 校 の 自律 的運 営

の確 保 、③ 児 童生 徒 数 を算定 基準 とす る頭 割 り財 政(percapitafunding)な どを政策 の

基礎 とす る 「教 育市 場 」(EducationMarket)の 形 成 が企 図 され たの であ る。

ニ ュ ー ・ラ イ ト(NewRight)の 教 育改革 と称 され るサ ッチ ャー 改革 は、19世 紀 自由主義

経 済 政策 の ア ナ ロジ ーで語 られ る こ ともあ るが、 しか し伝統 、 権威 、秩 序 を重 ん じ、政 治

的 に厳格 に統 制 され た教 育市場 の形 成 をね らう点 にお いて、 それ とは大 い に異 な っ て いる。

サ ッチ ャー 自身 が 「親 の選 択権 と教 育の 多様性 の 目的 を… 『バ ウチ ャー 』 と いう言葉 に触

れず に、 …結果 的 に我 々は 『公立部 門のバ ウチ ャー 』 とい う目標 に最 大 限近 づ くこ とが で

きた 」Pと 述 べ て い るよ うに、受 益 者 の財 政 負担 の軽減 と学 校選 択 の 自由の保障 を狙 っ た

「教育 バ ウチ ャー 」構 想 こそ 実現 され なか っ た もの の、サ ッチ ャー退 陣後 の90年 代 に おい

て も保 守 党政権 の続 投 の も とで、 サ ッチ ャー リズム の路線 に沿 っ た教育 政策 が加 速度 的 に

展 開 され て い るので あ る。

小論 は、 こう した1980年 代 以降 の学 校設 置 、運 営 形態 の変 化 に着 目し、第1に 教 育 への

市場原 理 の導 入 を提 案 した ニ ュー ・ライ トの教 育政策 の構想 を明 らか にす る。第2に 具 体

的な 教 育政策 の プ ロ グラム を探 る。 第3に 国庫補 助 学校 の 実態 を具 体的 に検 討 して行 く。

第4に ニ ュー ・ラ イ トの教 育改革 の 特徴 を、 「多様 化 」 と 「選 択 の 自由 」の論理 を も とに

検証 す る。

1.イ ギ リス の教育 改革 の 展開

1.ニ ュー ・ライ トの優 位

まず 最初 に、 ニ ュ ー ・ライ トが台 頭 し、 教 育政策 にお け る主導権 を握 っ て い く過 程 を整

理 してお き たい。1964年 の保守 党 の敗 退 の原 因 は、 経 済 ・社会 政策 にお い て労働 党 に対抗
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す る独 自の政策 方針 の欠如 に あ り、 そ の結果 、教 育政 策 をめ ぐる党 内論 争 か ら保守 党 の分

裂状 態 を生 み だ した。 と りわ け中等 教 育政策 につ いて、労 働党 教育 政策 の イデ オ ロギ ー性

とそ の推進 す る総 合制 に反対 し、 グ ラマー ・スクー ルへ の支持 と復 活 を求 め る保守 党 リベ

ラル派 で 「影 の文 相 」(ShadowEducationMinister)のE.ボ イル(EdwardBoyle)の 宣言

が 、1968年 の保守 党大 会 で否決 され 、彼 が辞 職 した と ころ か ら保守 党 内 での教 育政 策 の方

針 をめ ぐる論 争 が激化 した。 チテ ィ(C.Chitty)の 研 究 に よ ると、 保守 党 右派(Right)は 、

従 前 の グラ マー ・ス クール を擁 護す る 「現状 維持 派 」(preservationists)と 、新 たな教

育組 織 化 の実験 を指 向す る、 いわ ゆ る 「バ ウチ ャー派 」(vouchermen)と に分裂 し、両 派

は、学 校 を整 備 し公 平な条 件 でそ れ らに生徒 を配置 す る上 での国家 の役 割(roleofthe

state)を め ぐって争 う ことにな った2)。1970年 代 半 ばま で、 右派 の主 流 に位 置 して いたの

は、現 状維 持 派 であ っ た。1969年 か ら始 ま る 『黒書 』(BlackPapers)に よ ってな され た

総 合制 中等学 校 への批 判 は、 その初 期 に お いては、 初等 学校 におけ る系統 的 教 育 の強調 、

伝 統 的 なグ ラマ ー ・ス クール 教育 に よ る高 度 な教 育水準 の維 持、 高等 教 育 の専 門職 養成 指

向 と いった 旧制度 へ の 回帰 的性 格 が色 濃 く認 め られ る。 しか し1975、76年 のr黒 書 』は、

教育バ ウチ ャーの導 入 と親 の学 校選 択 枠 の拡大 の理 念 に支 持が 向け られ 、 か くて1970年 代

半 ば には、反 動化 政 策(reaction)か ら再 編政 策(reconstruction)へ と方針 の転 換 が 図

られ た。 ここに旧保 守派(old-conservative)が 新 保 守派(neo-conservative)に 道 を譲

る ことに な ったの で あ る3〕。

1980年 代 の ニ ュー ・ラ イ トの勝 利 は、 戦後 の福 祉 国家政 策 の幻想 を いっそ う強 め る こと

に な る。1972年 の外 国為替 レー トの変 動 相場 性 への移 行 、73年 の第1次 オ イル ・シ ョック

に つづ く世 界経 済 の混 乱 や景 気 の後 退 が保 守党左 右 両派 の再:提携 を生 み、 ま た74年 の総 選

挙 で の保守 党 の敗 北 で、 ピー ス にかわ りサ ッチ ャーが75年2月 保 守党 党首 に選 出 され た。

サ ッチ ャー リズム と称 され るニ ュー ・ラ イ トの諸政 策 の特徴 は、 一般 に 自由市 場経 済原 理

に ヴ ィク トリア的 な 家庭、 伝統 的 モ ラル、 強 い国家 をむす びつ け る 「容易 な らざ る試 み 」

(anuneasyatte皿pt)と 評価 され る。 この 「容 易 な らざる試 み」 とは、 ニ ュー ・ライ トが、

一 方 で 国家 に よ る規 制 を緩 和 し 自由の拡大 を価 値 とす る柔 軟 さと、 他方 で国家 に よ る統制 、

秩 序 め 回復 、権威 の 尊重 を重 視す る強硬 さの、 いわ ば柔硬 の両 面性 を備 えて い る と ころか

ら派 生 す る もので あ り、 実際 の政 策立 案 に お いて相 互 に矛 盾 す る場 面 も表 れ る ことに な る。

しか し、 ニ ュ ー ・ラ イ ト諸派 は 、個 と国 家 との関 係 にっ い て、両者 の媒介 的 組織 を否定 し、

国家 は個 人 の構 成す る社会(society)の 集 合体 に す ぎな い と見 るで あ り、 具体 的 政策 に お

いて は、教 育 に おけ るLEAの 自律 性 の排 除 という点 で一 致 した考 えを持 っ て いた4}。

2.ニ ュー ・ライ トの教 育政 策

で は、 ニ ュー ・ライ トの こ うした両 面性 は、1988年 教育 改革法(EducationRefomAct

1988)に お い て どの ように具体 化 され たの か。 同法 に規定 され た主 要事 項 につ いて は後述

す るが、 そ の原 則 を見 るに 同法 の規定 の 大部 分 は、 公的 セ クター の教 育 を市場 原理 に基 づ

くシ ステ ムへ と転 換 を図ろ う とす る もの で あ るが、一 方 でそ の原理 と矛 盾 す る とも取 れ る

全 国 カ リキ ュ ラム(NationalCurriculum)の 導 入 を規定 す る条項 もあ る。 この 点 につ い て
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サ ッチ ャー 自身 は、 教育 改 革 を進 め て い く上 で、 前者 を 「分権 化 をめ ざ した計画 」 であ る

とし、 後者 を 「集 権化 の最重 要施 策 」 と位 置 づ けて い る ことか らも明か で あ る5}。 この指

摘 は、 ニュー ・ライ トのイデ ィオ ロー グが、 内部 に お いて一枚 岩 で はな か っ た こと を裏付

け る もの とな る。

全 国 カ リキ ュ ラム は、 ニ ュ ー ・ライ ト内の新 保守 派 によ って考 案 され た とされ る6/0こ

のグ ルー プ は、文化 至 上 主義 的 でか つ反平 等論(anti-egalitarian)を 掲 げ、近 年優 勢 に

な りつ つあ る文化 相対 主 義 の影響 か ら 「イギ リス文 化 」(BritishCulture)の 卓 越性 を擁

護 す る こ とを彼 らの主 要 な任務 で あ るとし、 多文 化主義 、反 人種 差別 主義(anti-racis皿)、

労 働者 階級 子 弟 の生活 に対応 す る学校 教 育 な どの政 策 は、 全 て これ ま でイギ リス教 育 シス

テ ム が伝統 と して きた階 層構 成 や価値 観 を崩 す もの と して排除 し よ うと した。全 国 カ リキ

ュラ ム は、 こう した課 題 に対 処 す るた めに、義 務 教育 段階 の公 立 学校 にお いて ミニ マム な

目標 を全 国水準 として設 定 し、 中央集 権的 な管 理(centralization)に よ り、教 育文化 の

国民 的 アイデ ンテ ィテ ーの確 立 を狙 った もの とい える。全 国 カ リキ ュ ラム に関す る意 見 の

不一 致 の本質 的 な点 は、 国 が強制 す るカ リキ ュ ラム を課 す ことの妥 当性 に つ いてで あ った。

で は、 も う一 方の 新 自由派(neo-liberal)の 主 張 は、 どの よ うであ っ たのか。 この派 は

放 任 的 自由を価値 とし、 政府 の統 制 をで きる限 り縮 減 し、 学校 設置 ・運 営 の民営化 を押 し

進 め る ことに よっ て市場 原理 の導 入 を狙 っ た。 そ して親 の学 校 選択 の 自由 の拡大 と、学校

理 事会 の 自律 的学 校 経 営 に よる教育 の質 の 向上 を図 ろ う とした。 具体 的 に1988年 教 育改革

法 に反 映 され た学 校 選択 の 自由の拡 大 に関す る内容 は、定 員枠 規制 の緩 和 、GMSへ の改

組決定 権 限、 法 人立 中等 学校 であ るCTCの 創設 の3つ が あげ られ る。

こう したニ ュー ・ライ トの教 育改 革 の主 な 内容 は以 下 の よ うに整理 され よう。

①学 区制 の緩 和 と学 校選 択 の 自由の保 障(学 校理 事会 へ の親理 事 の選 出、学 校選 択 の 自由

の拡 大、定 員 枠規 制 の緩 和、CTC創 設 、GMSへ の改組 決定 権 限、 学校 情報 の 開示)

②学 校経 営の 自律性 ・独 自性 の強化(LEAの 権 限縮 小 一 公営学 校 の 離脱 政策optingout、

公 営 高等 教 育機 関 の法 人 化、 内 ロ ン ドン教 育当局 の解 体、 各 学校 の財 政 権限 の拡 大)

③ 公営 学校 へ の全 国 カ リキ ュ ラムの導 入 に よる教 育 内容 の標 準 化 とナシ ョナ ル ・ア セス メ

ン トに よる達 成度 の測定(全 国 カ リキ ュ ラムの創 設 、学 力テ ス トの実 施 と結 果 の公表)

④宗 教 教 育(キ リス ト教)の 義 務化

⑤大 学 財政 へ の管理 強化(大 学補助 金 委員 会UGCか ら大 学財 務審 議 会UFCへ 改組;国 庫 補助

金 の抑 制 と大学 人 ・産業 人 によ る大学予 算 配分、 ポ リテ クニ ック ・カ レ ッジ財務 審 議会

PCFCの 設置 、1992年 継続 ・高等 教 育法 で高等 教 育財 務審 議会HEFCへ の一 元化 、能 率 性 の

確保3E's:Economy,Efficiency,Effectiveness)

⑥ 教員 管理 の強化(勤 務 評定 の導 入、 大学 教 員の終 身 在職 権 の廃止)

n.ニ ュー ・ライ トの教 育改 革 の内容

1.民 営化(privatization)の 推進

次 に、 ニ ュー ・ライ トの 主要施策 の特徴 と内容 に つ いて探 っ て行 く。1988年 教 育 改革法
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を、 民 営化(privatization)を 指 向す る戦 略 として ウ ォル フ ォー ドは捉 えて い る7)。 そ の

意 味 す る ところは、 国(State)に よる私 的 事業 の支 援 ・開発 を通 して、公 営学 校部 門(

publicorstatesector)と 独立 学校 部 門(independentsector)と の境 界 を曖昧 に し、

公私 の ハ イブ リッ トな 中間領域 で あ る第3セ クター(下 図 の① ② の部 分)を 拡 大す る事 に

よ り、 中間層 の学 校選 択 の 自由 を拡 大す る こ とに あ る。 それ は学校 選 択の 拡大 と関 わ る(1)

定 員枠 規 制 の緩 和、(2)GMSへ の 改組決 定 権限 、(3)法 人 立 中等学 校 で あ るCTCの 設 立

にお いて明 らかに検証 で き る。

まず 、公 的 セク ターへ の私 的 要素(=市 場原理 、 選択 の 自由)の 導 入(図 ①)に つ いて

み る と、(1)定 員 枠規 制の緩 和(入 学者 数 を生徒 定 員 が最 大 で あっ た1979年 の水 準 に設定)

と、(2)GMS(公 立 学校 の私立 国 営化)が あげ られ る。第2に 、 私的 セ ク ター へ の公 的 要

素(;無 償措 置 、公 共性)の 導 入(図 ②)に つ いてみ ると、(3)補 助学 席制 度(Assisted

PlaceSche皿e)(独 立 学校 へ、 有能 な生徒 を入学 させ る国庫 助成 制度)と(4)CTC(産 業

界 の後 援 に よるテ ク ノロジー分 野 の教 育開 発)が あ げ られ る。

(state) 公1① ②1私 (private)

〔図1〕 公的領域 と私的領域の変容

2.定 員枠規制の緩和

定員枠規制の緩和は、最 も直接的に親の学校選択 の自由を拡大す る施策である。1988年

教育改革法第26条 ～第32条 の規定 によって、LEAは 親の学校選択 に便宜 を図るために各

学校 の生徒 の受け入れ数の上限 を引 き上げることになった。第26条 によって、入学定員の

制限が緩和 され ることになった。すなわち、当該年齢集団のために、当局(補 助学校や特

別協定学校 の理事会乃至LEA)に よって定 められた制限は、その年齢集 団の学校標準定

数(schoo1'sstandardnu皿ber)よ りも少な く設定 してはならないこと(第26条(1))、 こ

の標準定数は最少の入学制限に代わ るものである(同(2))と された。また第27条 は、標準

定数の決定 の仕方 とその変更 の仕方 について定めている。すなわち一校が1つ 以上の標準

定数 を設定 できる。例 えば、5歳 入学で、その年齢での入学者の標準定数 を有する小学校

は、別の幼児学校か ら7歳 で入学者 を受け入れ るために第2の 標準定数 を定 めることがで

きるとされた。

このように教育改革法 により、生徒の受け入れ数の上限 を、ほとん どのLEAで 生徒数

が戦後最大 となった1979年 の水準 で設定 できることとなった。 この結果、人気のある学校

は学校標準定数いっぱいまで生徒 を受け入れることができるが、そうでな い学校 は生徒獲

得のために市場競争を行い、改善努力 を求め られる ことになる。 こうして この制度 は、親

の学校選択の幅を拡大 し、LEAに たいして も親の学校選択権の優位性が確保 されること

を企図したものである。

3.国 庫補助学校(GMS)

1988年 教育改革法は、中央政府か ら直接補助金 を支給 され、独 自の経営 を行 うGMSの
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新 し いカテ ゴ リー を創設 す るため に、LEA管 轄 か ら離脱(opting-out)で き る規 定 を設

け た。 教育科 学 省 の 「学 校 へ の財 政 委任 」に関 す る審 議 会報 告 書 は 「公 教 育セ ク ター 内に

お いて選 択 を行 い得 る ように、 親 の権 限 に新 たな かつ 強力 な領 域 を加 え る……親 や コ ミュ

ニテ ィー は、全 国 カ リキ ュ ラムの法 的枠 内で、 彼 らの 子 どもの要求 に見合 った仕方 で、 ま

た親 の 希望 に則 って、 学校 の発 展 を保 障す る新 たな機 会 を有 す るで あ ろ う。 」 と、 この制

度導 入 の 主 旨 を述 べ て い る。GMSの 理事 会 は、通 常 、5名 の親 選 出理事 、1～2名 の教

師 に よ り選 出 され た教師理 事 、校 長 、 その他8～10名 の理 事 か ら構成 され てお り、学 校運

営 へ の親 の発 言権 が 強 め られ てい る8}。

1988年 教育 改革 法 に お いてGMSへ の地 位 変 更の 手続 きは次 の2通 りで あ る。① 理事会

決 議→28～42日 以 内 に理事:会 で第2次 決 議→3ヶ 月 以 内 に親 に よる投票(無 記 名郵 送方 式)

→ ※第1次 投 票 で過 半数 を獲 得 した場 合(投 票 率 が50%未 満 の とき は14日 以 内に第2次 投

票 を実施)決 定→6ヶ 月以 内 に教 育科学 相 に提 案書 を提 出→2ヶ 月間 、意 義 申 し立 て を教

育科 学相 に提 出で き る→ 教 育科 学相 に よる認可 の決 定 。② 児童 生徒 の親 が全 児童生 徒 数 の

20%以 上 の同意 署 名 を添 えて理 事会 へ 要望 書 の提 出→2ヶ 月 以 内に親 によ る投 票 の実 施

(無 記 名郵 送 方式)→ 以下 、 ※ に同 じ。

この複雑 な手続 きは、1990年 代 の改 革課 題 を提 示 した1992年7月 教育 白書r選 択 と多様

性 』9}に お いて、 簡素 化 が提 案 され た 。 この提案 は 、1993年 教 育法(EducationActl993,

c.35)第2部 第2章 第23条 ～第37条 の 「GMSの 地 位獲 得 の ため の手続 き」 に具体 化 され

て い るが、主 な変 更 点 は、学 校理 事 会 での第2次 決 議 の廃止 、 国務 大 臣 に よる離脱 手続 き

に必 要 な経費 の支 出、小 規模 小 学校 の 群組織 の離脱 の承 認 、学校 理 事会 の決 議期 間 、親 に

よる投票 の期 間 の短 縮 な どで あ る。

このGMS制 度 は、親 の学校 選択 の幅 を広 げ る と同時 に、学 校 の 自律 的 経 営へ の参 加 も

企 図 され てお り、 い わば選 択権(choice)と 投 票権(voice)の 両 方 を併せ 持 つ点 に特 徴 が

み られ る。

4.補 助 学席 制度

公営 学校 部 門 か ら選 抜 され た高 い能 力 を もつ生 徒 が、独 立 学校 で 学べ る ように財政 措置

を講 じた この制度 は 、1980年 教 育法 の第17、18条 に規定 され てい る。 同法 第17条(1)に よる

と、 「(補 助 学席 を)得 られな か っ た ら、独 立学 校 で の教 育か ら利 益 を得 られ な い であ ろ

う生 徒 に、 そ の教育 を受 け る ことがで きる よ うにす るた めに、 国務 大 臣 は、次 の よ うな計

画 を立案 し、 かつ施 行 で き る。(a)当 該 参加 校 は、 この計 画 に もとづ き補助 学席 に選抜 され

た生 徒 が、 も しこの計 画が な けれ ば生徒 に課 され る授業 料 を免 除 で き る。(b)国 務 大 臣は 、

免 除 され た授 業 料 を学校 に償 還 す る。 」 こ こで い う当該参 加校(participatingschools)

とは、 国務 大 臣の計 画 に参 加 す る こ とを同意 す る、 中等 教 育 をあた え る独 立学 校 で あ り、

公益 性(charitablestatus)を 有 す るもの に限 られ る。

これ らの学校 で生 徒 は、 親 の収入 に応 じて授 業料 の全額 乃 至一部 を免 除 され、 そ の分 を

国務大 臣 に よ り当該校 へ償 還 され る。 通常 、 初等 教 育か ら中等 教 育 へ と進 む11歳 時 が、最

も多 く利用 され て いるが 、12歳 ～16歳 時 ま で も可 能 で あ り、 ある いは17歳 時 も国務大 臣に
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よ り可能 と認 め られ たケー ス もあ るion。 ま た、 この制度 に 関す るLEAの 拒 否権 が、84年

2月16日 付 け訓令(StatutoryInstru皿ents,S.L1983/189)に よ り廃 止 され た。

この制度 は、従 来 の 「直接 補 助制 度 」(directgrant・scheme)に 代 わ る もので あ るが、

LEAが この制度 には関与 して いな い こと、 国庫 補 助 金が 学校 への 包括 交付 金(block

grant)と してでは な く、 生徒 個 々人 に対 してな され る こと、 な どの違 いが あ る。 その他 、

補 助 学席 制度 につ いて、(a)有 資格 者 の年 齢、居 住 地 な どの要件 、(b)参 加校 に よる授業 料

免除 の要件 や手続 き、(c)参 加 校 が国務 大 臣 か ら授 業料 免除 額 に対 し償還 を要 求 し受 給 す る

時期 と手続 き、(d)選 抜方 法、 入学 、授 業料 額 、会 計監 査、 国務 大 臣へ の情 報 提供 な ど、参

加校 の承諾 を得 られ る条 件 の整 備 、(e)そ の他 、 この制度 を遂 行す る上 で必 要 な要 件 は、 国

務大 臣が法令(regulation)で 規 定 す る こ とにな って い る。

5.シ テ ィ ・テ ク ノ ロジー ・カ レッジ(CTC)

CTCは 、 都市部 の教育環 境 の改 善、 産業 教 育 ・訓練 政策 の高度 化 、民 間 出資 と政 府補

助 よ る私立 型 学校 、授 業料無 償 な どを特 徴 に持 っユ ニー クな学校 で あ る。CTCは 、新 し

い形 態 の中等 学校 と して、1988年 教 育改 革 法 の第1部 第5章 第105条 で 規定 され て いる。 同

規 定 に よる と、CTCは 独立 学 校(independentschool)と して設 置維 持 され る(第105条

(1)(a))。 そ の学 校 は都市 部 に立地 し、 そ の地 域 の11歳 か ら18歳 ま での多 様 な能 力 を有す

る生 徒 に教 育 を与 え、科学 と技 術(scienceandtechnology)に 力点 を置 く幅広 いカ リキ

ュラ ム を提供 す る ことにな って い る(同(2)(a)～(c))。 入学 金 や あ るいは学 校 で な され る

教 育 に つ いて設 置者 との協定 に よ り特 定 され る例 外 措置 に従 って、無 償 で教 育 す る こ とを

保証 す る ため に課 された条件 や要件 を履 行 す る こ とに よって、 国庫補 助 金 が な され る(同

(3))。 こ うしてCTCは 、民 間企 業、 教育 財 団、 公益 法人 な どがCTC設 立 の発 起人 と し

て寄 附 金 を提 供 し、 それ に加 えて国庫補 助 金 とに よ り無償 で教 育 を提供 す る独 立学 校 とし

て誕 生 したの であ る。 また、 そ の教 育 に も特徴 がみ られ る。 まず、 入学 者 の選 抜 方法 は、

学 力試験 中心 では な く、 生徒 の適 性 ・関心 ・意志 や親 の教 育意志 な どが 重視 され る。 カ リ

キ ュ ラム は、① 一般 教 育 と情報 ・科 学 ・技 術 教 育 の重視(特 に情 報 テ ク ノ ロジー、 コ ン ピ

ュー ター 教育)、 ② 全 国カ リキ ュ ラム に準拠 、③1～3学 年 は共通 課程 、4・5学 年 は選

択 、第6学 年 は大 学受験 準備 、④ ス ポー ッや趣 味、 文化 活 動 な ど 「エ ン リ ッチ メ ン ト」と

称 され る特 別 活動 の設定 が な され て い るltl。 この よ うにCTCは 、革 新 的 なカ リキ ュ ラム

と学校 経 営方 針 を取 り入 れ、都 市部 の親 に対 し中等 学 校 の よ り幅広 い選択 を与 え る と共 に、

そ の子 どもの将来 の労働生 活 に 向け て よ り確 か な準備 を提供 す る こ とを売 りもの に して い

る と言 えよ う。

m.GMSの 事 例 一TewkesburySchool-

1.GMSの 分布 状 態

以 上 みて き た施 策 の中 で も、88年 教 育改 革法 と93年 教 育法 で最 も強調 され 、 かつ ラ ジカ

ル なア イデ ィア として注 目され るGMSの 実 態 にっ い て探 って行 く。

GMSは 、1995年3月27日 現在 、 イ ング ラ ン ド全 体(LEA数 が109)で1,034校 あるが、
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Essex(143校 、 自由民 主党 と労働 党 の連 立)、Kent(87校 、最大 政 党 が保 守 党)、Lin-

colnshire(54校 、労 働 党 と 自由民 主党 の連 立)、Gloucestershire(47校 、最 大政 党 が 自

由民 主党)、Hertfordshire(39校 、最 大政 党 が労 働党)のLEAが 上 位5位 を占め て い る。

ロ ン ドン圏都 市 自治 体(174校)と ロ ン ドン圏周 辺 の6つ のLEA(341校)を 合 わせ る と、

全 体 の約 半数 とな り、GMSの 集 中化現 象 がみ られ る。逆 にGMSの 少 な いLEAは 、 ロ

ン ドン圏 か ら遠方 に な るほ ど減少 傾 向 に あ るが 、GreaterManchester、Merseyside、

SouthYorkshireな どの大 都 市 圏都 市 自治体(MetropolitanDistricts)で あ る。 また、

Durha皿 、Cornwall、Sufforkな ど、28のLEAで はGMSは ゼ ロ とな って い る12)。

次 に、Gloucestershire(47校 、最 大政 党 が 自由民 主党)のTewkesburySchoo1の 事 例 を

取 りあ げ、GMSの 特 徴 や 問題点 な どを検討 して行 く13J。

2.GMSへ の移 行過程

!992年4月 に実 際 にGMSに な った グ ロス ター シ ャー のテ ユ ー クスバ リー校(生 徒 数

1,250人 、 男 女共学 の総 合制 学校)の 校長 に よる と、 移行 の 手続 に は時間 が か か り、 か つ複

雑 で あ り、学校 理 事 と校 長 は、教 師、 支援 者 、労 働 団体 、親 、OB、LEA、 マ ス コ ミな

ど との対応 や協議 で 忙殺 され た。GMSへ の移行 にあ たっ ては、 副校 長(Duptyhead)が 、

移 行調 整 員(TransitionalCo-ordinator)と して、 関係 当局 、関 係者 との実 際 的 な連絡 調

整 の任 務 を遂 行 した。GMSへ の移 行 日程 は、 次の ようで あ る。

1991年9月 第1週 第1次 決 議:

情 報 収集 、 ス タ ッフ と親 との協議 、 ス タ ッフ に よる投 票 、選 挙 人名簿 の作成

1991年10A第1週 第2次 決 議:

親 の公聴 会、 選挙 人 名簿 の確 認 、選挙 改 革協 会ElectorialEeformSocietyに よる

投 票 用紙 の配 布 、 「提案 」 と 「申請 」の準備 、理 事 会 が教 育省 へ の提 出書類 を作成

1991年11月 最終 週 親 に よ る投票 の終 了

1991年12月 第1週 末 「提 案 」 と 「申請 」の 告示 、関 係 文書 の発 行

保証 、給 与 の支 払簿 、 そ の他 のサ ー ビス協定 な どの移 行手続 きの ス ター ト

1992年2月 最終 週 教 育省(DFE)に よ る認 可

1992年4月!日GMSと して発 足

GMSへ 移 行 した こ とによ り、補 助金 にお いてLEA管 轄の学 校 よ りも優 遇 され てい る。

(1)経 常経 費(generalallowance)が10万 ポ ン ド追 加、(2)特 定補 助金(Specialgrants)

が、 カ リキ ュ ラム開 発 に2.2万 ポ ン ド(LEA学 校 は5千 ポ ン ド)、 スタ ッフ研修 な ど啓発

事業 に2.2万 ポ ン ド(LEA学 校 は5千 ポ ン ド)、 小 資本 補 助金(minorcapitalgrants>

に3万 ポ ン ド(LEA学 校 は な し)。 その ほか に、 初年 度 には、 コ ン ピュ ー ター関 係 の設

備整 備費 と して6万 ポ ン ドの補 助金 が 出 され て いる。

LEAと の関係 は 、特 に金 銭 的問題 につ いては、 一般 的 な小売 価 格の指 標 に基 づ く契約

に よって な され る。例 えば、 同校 の場 合、 有給職 員の登録(Payroll)、 職員(Personne1)、
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カ リキ ュ ラム ・ア ドバ イス、 教育 オ フ ィサ ーへ の援 助網(Helpline)、 入 学 許可 、会 計監

査 の項 目に つ いてLEAと3年 契約 を結 ん で い る し、 その他 に もLEAの 現職 教 員研 修 コ

ース、 出版 物 な どの供 与 を受 けて い る。

3.GMSの 問題 点

で は、GMSの 問題 点 は何 か。 と りわけ校 長 の職 務 内容 の変 化 に と もな う戸惑 いが指摘

され て い る。

まず第1に 、財 政 の 自主 的管 理 の導 入 に よ り、校 長 の主要 な職 務 が、 「財 政 と人 事:」に

関 す る事:項に集 中 し、 「無 資 格 の会 計 職員 と非常勤 の事 業家 」(unqualifiedacountant

andpart-ti皿eentrepreneur)と して活動 す る管理 者 と しての性 格 を強 め る ことに なった

ことで あ る。 その結 果、 カ リキ ュ ラム の改善 、教 職員 の職 能成 長、 生徒 の 豊 かな教 育経 験

の蓄 積、 外部 試験 に頼 らな い生徒 の学 力 向上 の指 標 の開発 な どとい った学 校経 営 に関 わ る

重要 事項 へ の対応 を減 らさ ざる を得 な くな っ た。 またLEAと 学校 との関 係 も変 わ っ た。

同校 は、 教 育省(DFE)と の関係 を強 め たが 、 その分、 従 前、 学校 の管 轄 にあ ったLE

Aに よ る、GMSへ の予 算 が カ ッ トされ、 ま た提供 され る情報 量 も少 な くな った。 こう し

た変 化 に直 面 して、 校長 は学 校 の存 在意 義、 子 ど もの教 育 といっ た主要 な 目的 への洞 察 力

を欠 くとい った、 最初 の危機(f三rstperil)へ 直 面す る ことにな っ た。

この よ うに同校 は 次の点 で、 そ の強 調す る内容 が変 わ った。① 有 能 で精 力的 な ビジネス

・マ ネー ジ ャー を採 用 した こ と。② 学校 理事 の実業 的、 専 門的技 術 へ の依 存 が増大 した こ

と。 すな わ ち新 たな理 事会 に、事務 弁 護士(solicitor)、 銀行 経 営者(bank皿anager)、

公認 会 計 士(accountant)の 参加 を得 て:専門的 技術 ・知 識 の強化 が 図 られ た 。③LEAの

官 僚 的要 求 を満 たす 必要 性 を排除 した こ と。LEAに 比 べDFEは 、学 校 へ の要 求 が少 な

く、 しか も職 員 は親 しみやす く、 有能 で、 近 寄 りやす く、 決 断力 が あ る と評価 され て いる。

第2の 問題 は、必 要 な外部 の経 験 、批 判、指 導 の メ リッ トを得 る ことな しに、 学校 単独

で カ リキ ュ ラ ム開発 や運 営 を して行 か ねば な らな い ことで あ る。 しか し、 財 務管 理者 と し

て の校長 は、 直接 的 か つ数量 的 な見返 りの少 な い事業 へ の支 出 を渋 る ことに な り、肝 心 の

教 授=学 習 の質 を高 め るため の教育 ア ドヴ ァイザ ーな どの雇 用 を抑 制す る とい った問題 や、

あ る いは近 隣 の学 校 との合 同 に よる教 員の現 職研 修(INSET)や 情 報 交換 に掛 か る費用 を削

減 す る とい った問題 を生ず る恐 れが あ る。

第3の 問題 は、初 等学 校 とのパ ー トナ ー シ ップ の希薄 化 で あ る。 これ まで 生徒指 導 教職

員(pastoralstaff)の 定期 的 学校 訪 問、 教 育実践 にっ いて の討 議 、 教師 の 交換 や合 同授

業、 カ リキ ュ ラ ム ・プ ロジ ェク トな どに よ り築 いて きた初 等学校 の教 師 や児童 との密 接 な

協調 関 係 を いか に保 持 して行 くか とい う問題 で あ る。特 に カ リキ ュ ラ ムの継 続性 の 問題 や

全 国 カ リキ3ラ ムの キー ・ステー ジの累進 性 な どを協 議す る合 同の研 修体 制 を構 築 す る こ

とが 喫緊 の課題 として要請 され て い るの で あ る。

第4の 問題 は、 地 域住民 との関 係 が疎遠 にな る可能 性 が大 きい とい うこ とであ る。 この

問題 は、新 た に選 出 された学 校理事 会 が 、成 人教 育 を行 う継続 教 育 カ レ ッジや 、余 暇時 間

に利 用 され る公 共 スポ ーツ施 設 を賃貸 す る市当局 に過 重 な負 担 を強 い る ことに よっ て、 コ
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ミュニテ ィ ・ス クール と して の学校 の機 能 の縮小 化 を図ろ うとす る ところ か ら生 じ る。 同

校 は 、 コ ミュ ニテ ィ ・ス クー ル と して以 前 か ら地 域 住民 や親 の教 育要 求 に応 じた り、責任

を担 って きた学 校 の機能 をそ の まま保持 し、地域 の各種 公 共的施 設 の利 用 関係 につ いては、

従前 の慣 習 に依 る との同意 を とる こ とが求 め られ る。逆 に、学校 は、課 外活 動 、生 徒 の職

業紹 介 、 ワー ク シ ョップ やカ リキ ュラ ム ・プ ロジ ェク トな どの多 くの コ ー スを、 この地 域

に生 活 し働 いて い る人 々の好 意 と協 力 に依 存 す る こ とが多 い。 その ため学 校 は、 多 くの時

間 を毎 年、 地 域 の関係 者 との協議 、 助言 、職 業実 習 の専 門技 術指導 と施設 提供 の 依頼 に費

す こ とにな る。

4.GMSの メ リ ッ ト

GNSへ 移 行 してか らの12ヶ 月 間 で得 られ たメ リ ッ トを、 校 長は 次 の よ うに述 べ て い る。

第1に1992-93年 の追 加資 金供 与(extrafunding)は 、経 常経 費(AnnualMaintenance

Grant)と 特 定補 助金(specialpurposegrants)に よ ってな され 、LEAに よ り削減 され

た5万 ポ ン ドを補填 し、 かつ10万 ポ ン ドの剰余 金 を生 ん だ。 この追 加資 金 供与 に よ り、次

の よ うな改 善 が な され た。①第7年 次の学 級 規模 の縮 小 と第7年 次 か ら第9年 次 の学 級定

員 の平 均 を26人 に引 き下 げ た こと(同 カ ウ ンテ ィの平 均値 を下 回 る)。 ② キ ー ステ 「 ジ4

(14-!6歳)及 び16歳 以降 のカ リキ ュ ラム を拡大 した こ と。③ 学級 設備 費 の20%増 と学校 図

書サ ー ビス費 の4千 ポ ン ド増 。④ 教 職員 の研 修 と職能 成 長 の機 会 を充 実 した こと。 ⑤教 師

の1日 欠 勤 につ い て(LEAの 基準 では3日 欠 勤)補 充 教 師 を利用 した こ と。⑥2名 の加配 教

師の採 用 。⑦ 外部 試 験 の ため の有給 試験 監督 者 の雇 用 。⑧ ペ リパ テ テ ィ ック ・ミュ ー ジ ッ

クの授 業 を10%拡 大 。⑨ 生 徒用 トイ レの改 装 と第二 演劇 室 の建設 。 ⑩ コ ン ピュー タ ー ・ネ

ッ トワー クの整 備 と中央 事 務施 設 の拡 張。 ⑪設 備 ・備 品 の改装 と交 換費 用 の倍 増 。⑫ 教師

や多 くの管理 的 職務 に携 わ る上級管 理 チ ー ムの仕事 を軽減 す るため に ビジ ネス ・マ ネー ジ

ャー を任命 、 な どで あ る。

第2に 、 生徒 の最 大 利益 を考慮 して、学 校 独 自の優 先策 を、 当該校 の責 任 で決定 し うる

領域(scope)の 拡 大 を認 め られ た ことで あ る。 これ に よ りLEAの 官僚 機構 か ら解 放 され、

長 時間 を要す る施 策決 定 の無 駄 を排 除す る ことがで きた。DFE機 構 は、LEAに 比べ干

渉 的 では な く、 よ り学 校 の利 用者 サ イ ドを重 視 した政策 方針 に もとつ いて い る。学 校 とL

EAと の関係 につ いて、後 者 の役 割 が主 人(皿aster)か ら奉 仕者(servant)へ と基 本 的 な

役 割 の逆 転 が な され る こと とな つた。GMSは 、教 授=学 習 の質 の 向上 や 教育環 境 の整 備

に直 接 か かわ る よ うな教育サ ー ビス を指 標 と し、 それ らに価 値 の あ る教 育 サ ー ビスの み を

購入 す る新 しい主人(new皿aster)と して期待 され る。

以 上 よ り、GMSは 、財 政 的 にみ た場 合 、LEA管 轄 の学校 よ り もかな り優 遇 され て い

る。 経常 経 費 の金額 は、GMS固 有 の特別 な責 任領 域 を反 映 して増 額 され て い る し、 特定

補助 費 に つ いては 、 目的 の多 様性 に応 じて配分 額 が変 わ るが、 特 に カ リキ ュ ラム と教 職員

の職 能 成長 に関す る もの は、 全国 教 育支援 ・研 修補 助 金(GEST)と 直接 結 び付 けて な され

る。 この補 助 金 は、LEA管 轄 の学 校 よ りもGMSへ 優 先 的 に提供 され、 しか もLEAを

経 由せ ず に、 校長 や学 校理 事 会 の政策 意 思 を直接 反 映 して な され る。
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GMSの こうしたメ リットは、 同時にGMSを 管轄 内に多 く持つLEAの 行政サ ービス

の内容 と方法 について見直 しを迫 り、変革への契機 ともなっている。LEAは その地域の

中心機関 として、可能な限 り財政権限を各学校へ委譲す ると共に 自らを有効 なサー ビス提

供者 として位置づけること、 さらにはGMSに 対 しても信頼のできるサー ビス、情報を提

供す ることが求め られている。

lV.ニ ュー ・ライ トの教 育改革 の特徴

1.多 様 化 の 問題 点

で は、1993年 教 育法 で、GMSへ の移行 が さ らに加速 度 的 に進 め られ る こ とにな ったが、

そ の狙 い とす る多様 な教 育サ ー ビス の供給 と親 の学校選 択 の 自由の 促進 、LEAの 介在 の

排 除 の政策 は 、実 際 どの ような 問題 を抱 え て いるの であ ろ うか。

1993年 教 育 法へ の道 を開 いた1992年 の教 育 省 白書r選 択 と多様 性 』で再三 繰 り返 され て

い る 「大テ ー マ 」(greatthe皿es)は 、質(quality)、 多様性(diversity)、 親 の選 択

(parentalchoice)、 学校 の 自律 性(schoolautonomy)、 責任 性(accountability)の

5つ のキ ー ワー ドで代 表 され る。 こ ら らに基 づ いて、新 たな教 育 の枠組 み と教 育 にお け る

価値 の構築 をね らう政 策原理 は、 同 白書 の次 の文 章 が象 徴 して いる。 「さ らな る多様化 に

よ り、 学校 は地方 や 国家社 会 の要 求 に よ り効果 的 に答 える こ とが で き るで あろ う。学校 の

旦 箆性 が増 せ ば増 す ほ ど、 そ れ だけ益 々学 校 の劃 ヨ…が大 き くな る。 親 は彼 らの子 ど もたち

の願 いを最 もよ く知 っ てい る 一 もち ろん教 育 の理論 家 よ りも、行 政 官 よ りも、我 々の最

も優 れ た教 師 よ りさ えも。 」141(下 線 は筆者)こ うした構 想 は、 しか しな が ら、 この改革

は 、20世 紀初 頭 以来 、教 育政策 の主要 な担 い手 として中央 との協 働 関 係 に あっ たLEAの

助 言 やそ こで蓄積 され た知見 を政 策形 成 の過程 に何 ら反映 させ る ことな く、 きわめ てプ ラ

グマ テ ィ ック な政 治 改革 者 の熱意 に も とつ く政府 の 命令(govern血entfiat)の も とで進 め

られ て い る。 こうし たLEA排 除の論 理 は、 む しろ両者 を分極 化(polarization)や 敵対

関 係(adversarialrelationships)に 導 いて い る し、現 実 には それ 以上 に、 多 くの学校 が

求 め 、生 徒 が期待 す るよ うな相 互的協 力 関 係 を崩 壊 させ る もの として働 いて い る。

こ う した事 態 のな か で指 向 され る 「す べ て の子 ど もは人生 にお いて最 高 の 出発 をすべ き

で あ る」LS)と の多様 化 の政策 は、 実際 に は多 くの 問題 や矛盾 を露 呈 して い る。LEAで 教

育行 政官 と しての経 験 を もつ ウイ リァ ム ズ(Willia皿s,V.)は 、1988年 教 育 改革 法 以降、 障

害 児 な ど特別 な要求 を もつ生 徒 に た い して適切 な準 備 がな され て いな い こ と、 不登 校生 の

問題 へ の取 り組 み がな され な くな っ た こと、教 師 と生徒 の 比率 改善 の財 政援 助 が な されな

くな った こと、 音楽 、 野外散 策 、学 校 間の 対抗 試合 、博 物館 ・美術館 ・劇場 へ の訪 問 な ど

に つ いて の補 助金 が な くなっ た こ とな どの問題 点 を指摘 して い る。 また、選 択 と多様性 の

政策 に関 して みれ ば、 特定(particular)の 校 長、 親 、地域 社 会 の教 育へ の視 点 や要 求が 、

従 来 には学校 やLEAご とに 当然 な が ら様 々で、 か つ双眼 的 見方(binocularviews)が な

され て いたに も拘 らず 、 自律 的学校 管 理 に な ってか らは 自己利益 を優 先 して追 求 す るよう

にな り、加 えて全 国 カ リキ ュラ ムの実 施 も手 伝 って、 む しろ単眼的 視 野(monocularper一

一174一



L

spectives)で 把握 され るよ うにな った、 との指 摘 もあ るis}。 ま さに その ことは、 「多 様

化 」 とは逆 に、学校 を単 一 の価値 観 へ と誘 導 し、 そ の結果 、 多 くの 犠牲者 を生 み 出 しか ね

な い 問題 状 況 をは らん で いる。

これ らの問題 は、 当然 、先 の5つ の原則 その もの に表 れ た問題 で もあ る。 例 えば 「学校

の 自律 性 」 は、 これ ま で公的 に責任 あ る民 主 的 に選 出 され たLEAに よっ て、 すべ ての公

営学 校 に対 して、抑 制 と均 衡 の原 則 で統制 され て きたが、 今 後、 中 央政府 に統制 され た階

層 的 に任命 され た一 元的 システ ム に包 括 され る危 険性 が あ る。従 って、 こ こで い う 「責任 」

は、 もは や地 域 の要 求 に対 応 す るもので は な く、 単 に中央 政府 と個 々の学 校 との間 で交 わ

され る協約 にす ぎな い。 しか も中央政 府 の命令(governmentexcathedra)を 持 ってな され

る もの であ る。 この 中央 統制 は 、1993年 教 育法 に よ り、GMSを 促 進 す るため に設置 され

た学 校 基金 提 供機 関(FundingAgencyforSchools)や 中央 当局 の 査察 に よって強化 され、

「親 の選択 」や地 域 の利益 は、 これ らに よるカ リキ ュ ラム や財政 統 制 に よ り制 限 され、従

属 させ られ る ことにな る。 こ こでは学 校理 事会 は、 公共サ ー ビスの 責任 の一 旦 を担 う団体

と して、個 別 の学校 の利 益 のみ な らず、 社会 全体 の 公益 と価 値 を視 野 に いれ て、 教 育政策

の 意 思決定 に いかな る有 効 な役 割 を演 ず る ことが で きるか が鍵 とな るので あ る。

2.「 多様 性 」 と 「選 択 の 自由 」 を推進 す る論理 の検討

1980年 代以 降 の教 育改 革 へ の先鞭 を着 け た1976年10月 の ラ スキ ン ・カ レッジで の、 いわ

ゆ る 「大討 論 」は、 第1に 差異 化(differentiation)、 第2に 職 業 化(vocationalizati

on)、 第3に 集権 化(centralization)、 第4に 民 営化(privatization)の4点 に整理 さ

れ る17}。 特 に第1の 「差 異化 」は、 総合 制(co皿prehensive)政 策 か ら特 殊化(specialized)、

差 異 化(differentiated)さ れ た学 校へ と、教 育政 策 を大 き く転 換 す る原 理 とな っ た。 こ

れ ま で既 に検討 して き た ように、戦 後 の学 校設置 形 態 の変 化 は、 〔図2〕 の よ うにな ろ う。

最 後 に、 ニ ュー ・ラ イ トの 教育政 策 に おけ る 「多様性 」(diversity)に つ いて、 その特

徴 、 属 性、 問題 性 を どの ように解釈 し、把 握 した らよ いか を考 察 して ま とめ とした い。

第1に 、 「多様性 」 の推 進 主体 と意 味 内容 の吟 味 につ い てで あ る。M.ア ップル はr公 的

知識 をめ ぐる ポ リテ ィックス ーナ シ ョナ ル ・カ リキ ュ ラム の意味 を問 う 一』(ThePoli-

ticsofOfficialKnowledge-DoesaNationalCurriculu皿MakeSense?)に お いて、

改 革 を押 し進 めて行 く上 で、 「どの集 団 が主導 権 を握 って い るか 」 「結果 として誰 が利益

を得 て、誰 が 失 うか 」181を 吟味 す る必 要 が あ る と指摘 す る。ヘ ゲ モニ ー を握 るニ ュー ・ラ

イ トの ター ゲ ッ トは 、経 済活 動 の 中枢 を担 う中流 階級 であ り、 その活 力化 と復 権 をね らう

もの で あ る。 全 国 カ リキ ュラ ムの創設 や 全 国共通 テ ス トの実 施 と結 果 の公表 は、消 費者 で

あ る親 に対 し学校 の 「品質表 示 」 を保 障 す る情報 と して意 味 を持 つ。 ま た、 ここでは 「共

通 の 文化 」の創 造 の過程 にお いて、 人 々の 共通 な参 加 の過程 が保障 され て いたか どうか を

吟味 す る ことが必要 とな る。

「多様 性 」 の意味 内容 を考 え るため には 、 その前 提 として 「共通 文化 、 共通 カ リキ ュ ラ

ム、 共通 民族 、 共通 の 国籍 」 の同一性 に暗黙 の うち に準 拠 し、 肯定 して い るので は ないか 、

と言 う こ とで あ る。 そ うであ るな らば 「多 様化 」 は必 ず し も 「異質 性 」(heterogeneity)
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(1944年 教育法)

3分 岐型 中等 学校 、11+exa皿.

中央 一地 方 教 育当局 一学校

(パ ー トナ ー シ ップの重視)

(60～70年 代)

地 域 総 合 制 中 等 学 校

non-selective

GCE,CSE試 験

(LEAの リー ダ ー シ ッ プ)

(1988年 教育改革法)

選択 と多様化

学校 の自主的 ・自律的運営

生徒数に応 じた資金配分

共通 カ リキュラム導入

→成績の公表 、GCSE試 験

(中 央の統制、学校主導)

〔図2〕 戦 後 公 営 中 等 学 校 の 形 態 の 変 遷

※MコModernschoo1,G=Gramarschoo1,TコTechnicalschool,

C=Co叩rehensiveschoo1,括 弧 内 の 数 字 は 、 生 徒 数 を 想 定 し て い る 。

の承認 では な く、 「同質性 」(ho皿ogeneity)を 暗黙 の うち に含意 してお り、 従 っ てそ の 内

実 は、 単 な る 「差 異化 」(difference)に 過 ぎな い。そ こでは利害 的 な不 平等 が隠蔽 され、

批 判 が封 じ込 め られ、 不平 等 が巧妙 に再 生産 され てい るの ではな い か。例 えば、受 験 競争 、

学歴 社 会 の なか で序 列 化 され たひ とつ の物 差 しにお いて ラ ンク付 け され、 差 異化 され る可

能性 が有 り得 る とい うこ とで あ る。

第2に 、 公 的部 門 の削減 を特 徴 と してい る こ とで あ る。教 育市場 が、 その 正 当性 を主張

す る論拠 として、 公的独 占教 育(publicmonopolyeducation)へ の批 判 が あ る。S.ボ ール

に よれ ば19}、 二S・ ライ トの言 う独 占的 な公 的学校 は 、①顧 客 の要 求 を直 接満 た さな い

こ と、② 利益 観念 の欠如 が学 校管 理 者 の保 守 的 で 自己利 益 優先 の態 度 を助 長 す る こ と、③

親 の意 向 が反 映 され 難 い官 僚的 非効 率性 を拡大 す る こと、 ④教 育水 準 の低 下 や卓越 性 追求

の抑 制 を もた らす こと、 ⑤親 の選 択 の 自由や子 ど もの要 求 を保証 し ない こと を特徴 として

い る。従 って、 こう した問題 を解 決 す るため に、 「自由化 」 が主張 され るが、 そ の意 味 は、

国の統 制 か らの解 放 で はな く、 む し ろ国家 的 ア イデ ンテ ィテ ィを強 調 しつ つ、 「規 制緩 和 」

(deregulation)、 「私事 化 ・民 営化 」(privatization)を 図 る こ とに な る。そ れ は、民

主化 志 向(平 等、 機会 の均 等)か ら、市 場原 理(選 択 の 自由、 多様 化)へ の転換 を も た ら
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す ことになる。ア ップルによれば、権力関係 と権力行使の過程(ポ リテ ィックス)の 密閉

化、すべての政治 を選択 と消費 という倫理、つま り経済に還元す ることを求めているので

あ り20)、 そ こでは個 々人の利益(私 益)が 優先 され、公益概念の後退 と共に教育的利益配

分の不均等 や社会全体の利益(公 益)の 減退がなされ る。

以上の視点 を総合すると、親 ・子 ども、学校 ・教師、行政の三者関係は、次のように図

示 され よう。

親 ・子 ども

選択の 自由、 自己責任

学校運営への参加

学校 ・教師 行 政

個 性 の ア ピール 誘 導 的機能 、 規制緩 和

評 価 ・点 検 情 報提 供サ ー ビス

多様化 、個 性 化 評 価 、配分

〔図3〕 三 者 関 係 の 構 図

第3に 、 ポス ト ・モ ダ ンと二3・ ラ イ トの奇妙 な一 致 が認 め られ る ことで あ る。

今 田高俊 に よれ ば21)、 ポ ス ト ・モ ダ ンは、成 果 と効 率 の機能 優 先 か ら脱 却 し 自己組 織化

と意 味 を問 う こ とを特 徴 として い る。 「ポ ス ト ・モ ダ ン」 のキー ワー ドは、 「差異 化 」

(differentiation)で あ り、 それ は統 一性 の排 除、様 々な差 異 の変 幻 自在 な う ごめ き、脱

中心 ・位 階序 列、 主 体 と客 体 お よび秩 序 とカオ スの 区別 な き状 態 、 ローカ ルで マ イナー な

異 質性 の営 み、相 互 共約 の な い脱 論理 的 創造 力 に基礎 づ け られ る。 そ うして、 こう した

「ゆ らぎ 」の なか での 自己決 定 、適応 、 自己組織 が な され るの で あ る。

これ に対 して、 ニ ュー ・ラ イ ト(新 保 守 主義)は 、統 制 思想 の限 界、 効 率 ・合理性 重視

の機 能優 先 か らの脱 却 、人 間 の意識 的、 自覚 的 で な い遂 行 力 ・持 続 的 行為 に よ って 自生 的

秩 序(spontaneousorder)が 形 成 され る とす る人間 の現 実 を構 成す る力へ の信 頼 が ある。

両者 の観 念 は 、 きわ めて類似 して お り、 教 育 の場 面 にあ ては めて見 た場 合 、 ニ ュー ・ラ イ

トの教 育政 策 は、新 たな教 育(学 校)モ デ ル の模索 の過 程 で、 産業 社会 型 モデ ル(国 民 教

育 制度)の 再編 と未 来 社会 志 向型 モデ ル(脱 学校 、生涯 学 習)の 先 取 りを 同時並 行 して進

め る こと を特徴 として い る。
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地 方 教 育 行 政 の 役 割 と学 校

上田 学

1.は じめに

英国(イ ングラン ドおよびウェールズ)の 地 方段階における教育行政組織 は、1870年 の

いわゆ るフォースター法(ForsterAct)に よって設置された学務委員会(SchoolBoard)を そ

の嗜矢 とす る。学務委員会 は全国に初等教育 を普 及させ るため、それ まで民間で設置運営

されて きた有志立学校 によって教育を受 ける機会 が提供 されていた地域を除 き、公的に学

校を設置運営するために設 けられたものであ り、住民の選挙によって選出 され た委員が当

該区域内の教育行政のみを取 り扱 う組織であった。 しか しその後の教育の発展 、特 に中等

教育、技術教育の進展 と、教会勢力が実質的な推進役であった有志立の学校 にたいす る財

政支援の必要性 によって 、これ らに対応で きる新 たな組織 を整備 しなけれ ばな らない事態

が生 じてきた。

すで に1888年 の地方 自治法の改定 により、新 たな地方組織 として県(county)お よび特別

市(countyborough)が 設置 されていたが、1902年 には在来の学務委員会を廃止 し、これ ら

の地方行政組織 に初等および中等教育に関わる権限を付与す ることになった。具体的には

当該地域内に公費で学校 を設置 ・管理するとともに、有志立学校 にたいする助成およびそ

れに対応する監督 をお こな うこととされたのであ る。この ように教育行政 に関わ る地方組

織は地方教育 当局(LocalEducationAuthority:LEA)と 呼 ばれて いる。実際 に計画を立案

し業務 を執行す るために、当該地方自治体の議会議員 と教育経験 を有 する者で構成される

教育委員会(EducationCo皿 皿ittee)が設置 された。

以来 、地方における教育行政 は、数 回におよぶ行政制度 の改革 によって組織再編を くり

かえてきたものの、LEAは 近年 にいたるまで就学前教育か ら大学 を除 く高等教育 、継続教育

にいたる包括的な教育行政 に関する業務 を担 って きた。教育行政は伝統的に 「全国におよ

ぶ業務ではあるが、地 方ごとに実施 される」1)(nationalservice,locallyad皿inis-

tered)も の と理解 され、英国の公教育にお いて地方教育 当局 が中心的な役割 を果た して き

たことが、その基本的な特徴 と してと らえ られ よう2)O

嚢

き

　
C

2.教 育改革法(EducationaRefor皿Act,1988)に よ る制度改革

しか しながら国際社会 における英国の地位が相対的 に下落 し、経済的停滞 が慢性化する

なかで公共支出全般の見直 しが提言 され、現実的に果た している教育 の効果 と経費 との関

連が問われるようになって きた。それは中央で優位 にたつ保守党 と地方 自治体を墓盤 とす

る労働党の対立を基本 的な枠組み として、地方 自治体が教育行政に大 きく関与するという

制度の功罪 、教育 の水準を向上 させる必要性 とこれを効率的に提供する方策のあ り方、ま

たこれに連動す る公的費用の効果 として論 じられたのである。1988年 の法改定は70年 代後

半には じまるこれ らの論議 にたいする一つの到達点であるとともに、それ以後現在に至 る
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一連の動向の出発点であるという点で
、きわめて重要な意味 をもって いる。

次にその概要 を、地方当局 と学校の関連 を中心 に簡単に述べてみ ることにする。第一は、

教育省(法 の制定時の名称 は教育科学省)が 地 方当局の維持する学校(maintainedschoo1)

3}お よび政府直接補助学校(GrantMaintainedSchool:GMS)に 学ぶ義務教育段階の子 どもに

たいし、全国共通の教育課程を定め、各教科 ごとに7、11、14、16才 の時点で達成 目標を

設定 してその修得状況 を測定す ることになったことである。 これを実施す るために全国共

通カ リキュラム協議会が設置 され たが、これは1993年 から学校カ リキュラム評価 当局

(SchoolCurriculu皿andAssess皿entAuthority:SCAA)に 再編 されている。また地方教育 当

局 、対象 となる学校理事会および校長 にたいし、全国共通 カ リキ ュラムにそった教育の実

施を求めて いる。第二は、地方教育当局および学校理事会 が定め る入学定員が、在籍児童

・生徒数 が最大値を示 した1979年 の実績をもとに、これを下回 らないように定員を定める

ことを求て いる。そのため保護者の選択の幅が拡大 し、収容する余地のあるいずれの学校

に子 どもを自由に入学 または進学 させ ることがで きるようになった。第三 は、学校 の財政 、

教員の任免にかかわる権限 を地方教育 当局 から各学校 に移管 した点である。また理事会が

これらの権限の一部 を校長 に委譲することも可能 となった。第四 は、地方教育当局 の維持

す る中等学校お よび児童数300人 以上の初等学校にお いて、保護者 の投票 によってその過半

数が支持 した場合 、大臣の認可 を得て理事会は地方教育当局の財政 と監督か ら離脱(opt-

out)し 、政府か ら直接補助金の交付 を受けることがで きるように したことである。なお

1990年 には、この規定 の対象がすべての初等学校にまで拡大 され 、また1993年 の教育法で

は、政 府直接補助学校 に転身することを決定 して いない学校 にたいし、毎年地方教育 当局

か ら離脱す るか否かの投票 を行 うことを求めるように改定 された。第五は、政府が民営の

シティ ・テ クノロジー ・コ レッジ(CityTechnologyCollege:CTC)に 財政的援助をす ること

を認めた ことで ある。第六 は、 これ まで地方教育 当局の責任 と権限 とされて きた大学以外

の高等教育機関で ある高等教育 コ レッジやポ リテクニクを独立 した法人 とし、教育科学大

臣の任命する理事会にその管理 の権限を付与 した ことであ る。第七 には、従来通 り地方教

育 当局 の管理下に置かれることになった規模の大 きいコ レッジにあっても、教職員の任免

や財務 に関する権限が当該校の理事会に委譲 され ることになったことであ る。さらに、ロ

ン ドンの教育行政 を担当 してきた内部 ロン ドン教育当局(lmerLondonEducation

Authority:ILEA)を 廃止 し、12の 内部 ロン ドンの区(Londonborough)と ロンドン市(City

ofLondon)が その権限を行使す ることとなった。

このような多方面にわたる改革 を行おうとす る教育改革法 は、地方教育 当局 と学校 との

関係に どのような変更をもた らしたのであ ろうか。次のページに掲 げる表は教育省 、地方

教育当局 、校長、学校理事会それに親(保 護者)の 分有す る権限の実態 を示 したものであ

る。表内の教育省 の権限 を示 した項 目のなかで 、二重丸を付 したものはそれ まで地方教育

当局が享受 して きた権 限の うち1979年 以後に中央に移管 されたものを意味 し、他方、学校

理事会 と親の項 目のなかの二重丸は同 じく1979年 以後 に新 たに追加された責務や権利を表

している。
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教育に関わ る権限 ・権利の分有関係4》
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これ をみ ると明 らかなよ うに、 これ まで地方の権限 とされて きたものの うちい くつかが

中央当局 に移管 され、反面 、地方教育 当局 から学校に委譲 された権限が認め られ る。学校

財政 をめ ぐる権限がその代表的なもの ととらえ られ よう。他言すれば、これまで地方教育

当局を中心 として展開されてきた教育行政の仕組みが大きく転換 して、中央集権的な動向

と個別学校への権限移管 という分権的な方向が同時に追求 されて きることが理解で きるで

あろう。それが また、地方教育当局の果 たすべ き役割の相対的な縮小を意味することはい

うまでもない。

3.変 革期におけ る地方教育 当局の役割

これ まで地方教育 当局は 、イングラン ドとウェールズの県 と大都市圏お よびロン ドンの

区の参事会 とされ、当該区域 内の教育 に関する権限を行使す るものと規定 されて きた。そ

の業務を遂行す るために教育委員会 が設置 され、 「当該地域の住民の要請 に即 して、初等 、

中等 、継続の各段階の教育が利用 され ることを保障す ることによ り、可能な限 り地域社会

の精神的1道 徳的 、知的、身体的発展 に寄与する」ことと規定 されていた(1944年 教育法

7条)。

教育委員会は(1)教 育長の任命、(2)当 該地域 における初等 、中等、継続教育機関の設置

・管理 ・監督、(3)義 務教育への就学督促 、(4)地 方教育当局の設置する学校の理事会規定

の制定 、(5)地 方教育 当局の維持する学校の教員人事 と給食業務、(6)教 職員および児童 ・

生徒の健康 ・安全の確保などに関する権限 を行使 して きたのである。
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1988年 の教育改革法 の制定の結果、地方教育 当局が果たす ことになった具体的な役割は

前表 に示 した通 りであ るが、 「地元による学校経営」(LocalManagementofSchools:LMS)

と呼ばれ る方式 に したがって、地方教育当局が維持する学校が独 自に経営 をおこなうよう

になったことは注 目されてよい6)。 すなわちそれまで地方教育当局が個々の学校に関わる

経常的および資本的予算を立案 し、それにもとつ いて支出がお こなわれ、書籍、文具、設

備等の費 目に限って校長がそれを執行 する権限が認め られていた。LMSに よると、地方教育

当局が作成 し教育省の認可 した予算配 当基準(formula)に もとづ き、運営に必要な経費が一

括 して各学校に配 当され る。これを受 けて学校理事会 は独 自の判断によって教職員の人件

費 、施設の維持管理費 、消耗 ・備品費等を支出す る責任を負 うことになる。学校に配 当さ

れ る予算額 は年齢に応 じた児童 ・生徒数を基本 とし、それ に基本的経費や学校面積 、特別

な配慮を要する児童 ・生徒の実情な どを考慮 して加算 され た額 によって算定 され る。 この

ような財政運営の実施 にあたって 、地方教育当局 は学校の予算を決定する前に、学校の理

事会および校長 と協議することが求め られ、予算の執行に適正を欠 くような:場合に当該校

の予算執行に関す る権限を停止 することがで きる。また予期せぬ事態 によって財源不足と

なった学校 にたい しては、臨時の措置を講 じることが認め られている。

各学校に運営経費が一括配分 されることになった結果、地方教育 当局はすべての教育予

算に責任を負うという点において従来 とは変わ ることはな いものの、その実質は形式的な

関与であり、予算 の額の決定 と執行 に伴う裁量の幅が減少 したため、弱体化 したことは否

めない。地方教育 当局 が自らの裁量 に基づいて予算執行す ることがで きる項 目は、資本的

経費、資本的経費 に充当す るための借入金の返済などの債務償還費 、特別の 目的のために

賦与 され る政府資金 、視学や審 議会 に要す る経費、教育福祉 に関す る経費 となっている

(第38条4項)。

またLMSの 実施 について教育省は1993年 か ら、一般学校 予算か ら資本的支出 、特別補助金、

通学輸送費 、給食費、移行措置 に伴 う経費 を控除 した額の うち85%を 学校 に配 当すること

を求めている6)。 これ らの ことを考慮すれ ば、財政的な部門における地方教育 当局の占め

る位置が相対的 に小さ くなった ことは明 らかになろう。

これ と関連 して、地方教育当局の維持する学校 にお ける教職員の人事に関する権限が、

学校の理事会 に移行 している。国の定めた教員資格を充足 していることを前提 に、校長も

しくは教頭 の場合 には理事会が募集 ・決定 し、その結果 を地 方教育 当局に報告する。その

過程に教育長(ChiefEducationOfficer:CEOま たはDirectorofEducation:DE)が 参画する

ことはで きるが、必ず しも必要条件ではない。一般の教員の場合 には、理事会の専決事項

であるが1そ の結果は地方教育 当局の承認を必要 とし、また必要があれば教育長 が選考の

会合に出席することが認め られて いる。

4.地 方教育当局の役割に関す る考え方

これ まで述べて きたように、1988年 の法改正を含む この10年 あま りの間に英国の地方教

育 当局の果 たす役割は縮小を余儀 な くさせ られて きた。この過程 は中央政府 が学校を消費
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者のニーズに合致 し、児童 ・生徒 の個性 に応 じた個別的な組織 に編成 し直そ うとする動向

であるとともに、経営効率の原則を学校に適応 しようとするものである。その基本的な発

想 は 「優れた経営 には、目標が設定され資源が配分される経営組織が明確 にされ る必要が

ある。そ してその組織 は、これ らの資源の範囲内で 目標の達成のために運営 されることが

求め られるのであ る。組織の効率 は監視され、また組織は資金の消費 と成果 について責任

を負わなければな らない。」7)と いう経済効率の観点 に依拠 してお り、学校にも新 しい教

育の組織についての考 え方 と精神的な風土が必要であるという観点か ら導入された方策で

ある。

このように地 方教育 当局の役割が急速に変わったことにたい して、関係者はどのように

とらえているのであろうか 。近年の改革が保守党政府の意向を強 く反映 したものであるこ

とか ら、中央政界が今後 どのような方向を辿って いくのか という問題 と密接不可分の関係

にあり、それが地 方教育 当局の将来あるいは役割 を分担するセ クターの今後の見通 しを不

透明なものにしていることは間違 いない。

次に掲げるのは、現職のLEAの 上級ア ドヴァイザ ーの地 方教育 当局の現状についての見解

である。彼 によるとLEAに は現在、学校 とLEAの 間が消費者 と供給側 という関係になってい

ることか らみて 、よりよい関係 を継続 させ ることが得策であると考え る風潮 があ り、その

ためあ らたな中央の視学8)に 代わ ってその業務に関わった り、その過程で学校 との関係を

損ね るようなこ とをするのは賢明でないという雰囲気がLEA関 係者の間にみ られる。またこ

のような民営化 された視学組織 は、それをささえ る市場が うまく機能 しないために早晩失

敗に帰す可能性 が強い という見通 しが これを支 えているという。

さらに彼 によれば政府は現在 、政府直接補助学校への転身を奨励す るという政策を熱心

に遂行 してお り、一旦GMの 地位 を得 ると再び もとのLEAの 管轄下に戻 ることは認めないとい

う姿勢であ る。このような状況の もとにあってLEAが 関与で きる領域 として、次の二つをあ

げている。それ は就学前教育 と地域に密着 した成人教育であ る。学校教育の主要な領域は

すでにGM化 とLMSの 導入 によって、LEAの 影響力が相対 的に下落 したことは否 めないが、こ

れ ら二つの分野 は、なおLEAが 責任をもって対処で きる領域である。またLEAに は消費者保

護の観点か ら、地域に居住 する児童 ・生徒 とりわけ特別の配慮 を要す る子 どもが、学校で

十分な教育 を受 けているか否か をチェックする機能が残されていると指摘 している。この

ように考えると就学前 、学校在学生お よび離学後の成人一人ひと りに満足な教育 が受けら

れるよ うに働 きかけることが、LEAの 新 たな職分であ ることが浮 き彫 りにされて くると述べ

ている9)。

一方
、教 育行政 を担 う自治体組織の側では、近年の改革動向をどの ようにとらえ、これ

にどのように対処 しようと して いるのであろうか。自治体組織の一つである都市部 自治体

協会(AssociationofMetropolitanAuthorities:AMA)は 、36の 都市部参事会 、31の ロン ド

ンの区部お よび ロン ドン市 をその構成員 とす る組織で あるが、地方教育行政の実態と問題

点を探 り、あるべ き方向を提言す る作業をお こない、その成果を報告書 として公表 してい

る。報告書 によるとAMAは 、LMSと いう方策 を基本的に支持 しなが ら、その現状が完壁なも
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のではな く、なお改良の余地があ るという現実的な立場にたって提言 をお こなっている。

それは法改定によって新たに登場 したLMSが 、学校 をよ り効率的にすることに貢献 している

という実態 と、もはやLMSの 導入以前に歴史の歯車 を戻そ うとする願 いは どこにも見 られな

い という現実を踏 まえてい るため と考え られる。

この報告書によれば、LMSの 導入によって学校理事会 と校長がLEAの 継続的な協力 と支援

のもとに、自らの力によって意思決定がで きるようになった故 に、この方策は大 きな成果

をあげたととらえてい る。

1993年 の教育法によって義務づけ られた離脱の是非 を問う保護者の投票において、学校理

事会の99%以 上が反対(現 状維持)の 意思 を表わ したのは、地元の民主主義の枠組みを支

持 したか らに他な らない。教育改 革法の提起 した制度が定着 して いく過程で 、LEAは 積極的

な役割を担って い くことが望 まれ る。具体的には児童 ・生徒および親の利益を保護するた

めに、入学制度 、退学 ・復学手続 きが公正であること、特別な配慮を要する子どもが適正

な待遇が受け られ ること、苦情 申 し立てに適切 な助言 を与えること、英語を母語 にしない

子 どもが教育課程で不利益 を受 けることがないようにすること、総 じて教育水準の向上を

確保す るためになお大 きな力を発揮 しなければな らない。また教員の採用や待遇 について

も学校 理事会 との間に協力が必要であ り、適切 な指導 と助言 を与える必要がある。同時に、

現行制度をより円滑に運営 するために、教員のみならず学校理事にたい し研修の機会 を提

供 して専門的な能力を高め る役割が認 められ る、 と指摘 している10)。

上に簡単 に見 てきたように、教育行政の実務に近 い両者の考えには若干の差異が認めら

れ る。前者 は現行制度 の中で残 された機能に着 目してそれに活路を見いだそ うとし、後者

は現行制度 をよ り充実 したもの にするという立場か ら、制度的な不備 を指摘 しなが らLEAの

役割を積極 的に確認 してこれを構築 していこうとする点に特徴があるといえよう。このよ

うな差異は両者の立地基盤 の違 いによって生 じたもの と考え られるが、いずれに しても教

育改革法の成立直後にみ られたよ うな、LEAの 消滅や政府 と学校 との直接的関係を示唆する

ような悲観的な論調ではないことだけは確かで あろう11)。

4.若 干の間題提起

以上に述べて きたように、地方段階 にお ける教育行政の役割が大 きく変貌 して きたが、

これ らが示唆す る点について以下 に若干のべ ることに したい。

第一に指摘で きることは、英国の学校制度を支 える地域 の概念が変わったことである。

従来、日本の学校制度 と同様に通学区が指定 されていない私立学校を除外 すれば、地方教

育 当局ゐ維持す る学校 には通学 区(校 区、schoolcatchmentarea)が 定め られ、児童、生

徒 は当該居住区内の通 うべ き学校 が指定 されていた。その意味で各公立学校 は、学区 と必

然的に結びつ きをもたざるをえない仕組みになっていた。学校は校区の実態、と りわけ保

護者あ意思や要望 、家庭の教育環境な どを、反対 に保護者 は学校の教育方針 とその実態な

どについて関心をもつ ことがで きる制度にあったといって よい。 しか し現実はかな らず し

もこの ような方向では進んで こなかった。
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1977年 に公表 された教育科学省(当 時)の 白書(テ ーラー報告)は12)、 父母の学校参加

を提唱 した ことで知 られ、1980年 には親が学校理事会 のメンバー となることを盛 り込んだ

教育法 を制定 している。親 を学校経営の主体である理事会の構成員 とする政策は、学校の

自律性 を確立 させ ることによって地方教育 当局か ら受 ける影響力を低減 させることに主眼

があったと考え られるが、他方では親が学校に注意を払い、教育 により関心 を向けさせる

ための方策であったととらえられ る。換言すれば このような方向転換は、一般的にそれ ま

で親が学校 に無関心であった風潮 を改 め、親にたいし学校経営に一定の役割 を担 わせるこ

とによって彼等の 自覚 と注意を学校 に向けさせ るために提起 されたものであった。

しか し先にも見たように、1980年 代 の後半か ら始 まる一連の改革は80年 の教育法の提起

した課題が充分 に奏功 しなかったとい う現状認識 に立 って、 これを現実化するための補強

策であった。そのため学校の周囲の地域社会 、とりわけそ こに居住する保護者 と学校が連

携 するとい う構想ではな く、通学区を解消 して同一行政区域内で親の希望する学校に子 ど

もを進学 させ ることを可能 にした近年の政策によって 、学校 とその周辺地域 と連携をはか

ることよりも、親 の関心 と協力 を取 り付けることを優先させ ることになったのであ る。し

たがって学校 との関連 で論 じられ る地域の概念は、通学区を指定することによって学校 と

密接不可分の領域を指 して いた時代か ら、特に校区に限定 されず同一行政 区域内か ら通学

して くる子 どもの家庭 と学校 との連携 を前提 とした地域へ と変貌 したといわなければなら

ない。

第二に指摘で きることは、LMSを 始め とする学校の運営方式 に関 してで ある。すでに見て

きたように学校 に関わる経費は、基本的に児童 ・生徒数の多寡 によって決定 されて一括 し

て理事会 に配 当され、その使途 と金額 は学校側 に委ね たことが この制度の特徴であるが、

経理面のみな らず教育計画にかかわる学校側の裁量の幅が広がったことはいうまでもない。

その意味で硬直 した財政の運用ではな く、費用効果を視野に入れなが ら、在籍す る児童 ・

生徒数 の一定数以上 を確保するために、教育の質を高めてい く責任 が学校 当局に委ね られ

たと理解することがで きる。も し経営方針を誤 ることになれば、生徒数の減少は避け られ

ず、当然の ことなが ら校長 をは じめ理事の責任が問われることは間違 いない。反面 、保護

者の理解 を得て魅 力的な学校づ くりを目指 し、課程 を修了 した生徒か ら大 きい満足 と保護

者をは じめ地域社会か ら高 い評価が得 られれば、経営的に成功 してい くことになろう。そ

のため学校が常に評価の対象 となっているといっても過言ではない。

この ような仕組みは日本の学校にいかな る示唆を与えて いるのであろうか。周知のよう

に日本 の義務教育学校の圧倒的多数 は市町村立であ り、その経費は大雑把にいえば市町村

が全体の1/4、 府県が1/3、 残 りは国が負担するという状況になっている。学校の管理 ・運

営については、法令 によって定め られているもののほか、設置者が所管す る領域がほとん

どであ り、各学校が独 自に判断 ・計画する部分 は極めて少ないといわなければな らない。

公立学校がこの ような問題状況にあることをふ まえると、学校の 「独 自性 」 「自主性」

を高め るためには{学 校に財政権 、人事権 、教育課程の編成権な どを与えてその意図する

ところが実現で きるような方策が講 じられ るべ きであろ う。このような具体的な構想 を提
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起 してはじめて学校の 「自主性 」や 「自律性」が確保 され ると考え られるのであ り、単に

国の施策にたいする批判 として学校のあ り方を抽象的 に論 じてもあま り有効 とは考え られ

ない。真に地域 に根ざ した学校経営を構想するのであれば、これ までのべて きた英国の

LMSは 十分 に素材 として検討に値すると思われ る。 しか しなが ら日本では、学校を一つひと

つの独立 した組織体 として発展 してきた歴史がな く、またこれを運営する理事会 も私立学

校 を除 いて存在 してこなかった。当然の こととはいえ、学校の教職員はこのような組織体

の運営の任にあたるべ く養成されてお らず 、その経験もほ とんどが皆無に近 いといえよう。

このような実態を前提に して、LMSの 検討には価値がない と考えるのではな く、その実現の

ために どのような方策 が複合的に必要かを論 じることが、学校の 「自主性 」 「独 自性 」を

高めるための一歩 とな ると考え られよう。
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イ ギ リス に お け る 全 国 共 通 カ リキ ュ ラム の 改 定 動 向
一 「デ ア リ ン グ ・レ ビュ ー 」 を 中心 に

新井浅浩

は じめ に

1988年 教育 改革 法 によ り設置 され たイ ギ リス 教 育史 上初 め ての全 国共通カ リキュ ラム

で あ る 「ナ シ ョナ ル ・カ リキ ュ ラム 」は 、1989年 の導 入開 始 を皮 切 りに 、順 次 各教 科、

各 段階 にお いて導 入 され た。 と ころが、そ の途 上カ リキュ ラムの構造 的 問題 や実 践 上の諸

問題が 噴 出 し、ナ シ ョナ ル ・カ リキ ュ ラム は度 重な る小規 模 の修 正が 施 され た。1993年

4月 、 ジ ョン ・パ ッテ ン教育 相 の在 任時 、 カ リキ ュ ラムの 大 々的 な調 査 と修 正を決 断、 中

央 行政 の豊 富 な経 験 を持 つサ ー ・ロ ン ・デ ア リング を、そ れ まで カ リキ ュラムの 開 発母 体

で あった全 国 教育 課 程審 議会(NCC)と 学校 試験 評 価審 議 会(SEAC)を 統 括 した学

校 カ リキュ ラム評 価 機構(SCAA)の 議長 に任 命 す る と同時 に、同 氏 に対 しナ ショナル ・

カ リキ ュラム の見 直 しを諮 問す る ことな った。

この見直 し作業 が いわ ゆる 「デ ア リン グ ・レ ビュ ー 」(thebearingreview)で あ り、

そ の報 告書 が 「デ ア リン グ ・レポー ト」 で あるiJ。 同報 告書 を受 けて 立法 化 され た、 「修

正 」ナ シ ョナル ・カ リキ ュラ ム は、1995年9月 よ り導 入 開始 、以 後5年 間は修 正 無 しと

され た ことか ら、21世 紀 に 向 けて のイ ギ リス の学 校 カ リキ ュラム を大 きく規 定 す るもの

と して位置 づ け られ た といえ る。本 稿で は 、デ ア リ ング ・レ ビューそ してそ の成 果 であ る

デ ア リング ・レポ ー トが 、そ れ まで のナ シ ョナル ・カ リキ ュ ラム の問題 点 を どう克 服 し得

た のか 、ま た積 み残 され てい る 問題 は何 か を明 らか に しよ う。

1.ナ シ ョナル ・カ リキュラムをめぐる問題一デアリング ・レポー ト前史

1989年 導入 開始されたナショナル ・カリキュ ラムは、様々な批判 、問題点 を指摘 さ

れたが、それ らは大 きく次のよ うに分類することが可能で あろう。すなわち1)ナ ショナ

ル ・カ リキュ ラムの導入 その ものを批判 したもの、2)ナ シ ョナル ・カ リキ ュラムの内容 、

在 り方 を批判 した もの、3)上 記2)の 中でもとりわけ評価 の在 り方 を批判 した ものであ

る。

1.ナ ショナル ・カ リキュ ラムの導入 自体 への批判

ナショナル ・カ リキュ ラムの導入に関 しては、ナ ショナル ・カ リキュラムがマ ーガレッ

ト・サ ッチ ャーとい う保 守政権下においての教育改革 の中で創設 させ たものである ことか

ら、政治的 にはいわゆる左派 か らの反対が刮目される ところであろう。 しか しなが ら、共

通カ リキュ ラムの基準設定に関する今般の動きの発 端が、労働党政権下 にお いて の教育大

討論を契機 としていたことか らもわかるように、ナ ショナル ・カ リキュラム に対す る意見

は政治的に右派=賛 成、左派=反 対 という単純 な図式で構成 されているわけではない。そ

れでも、それ までのイギ リスの初等 中等教育におけるカリキュラムが教師や地方教育当局
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に よる 自主 的 な編 成 であ り、 自 由と創 造 を謳歌 す る ことに よ って 国際 的 にそ の実 践 の名 を

馳 せた もの で ある ことか ら、 特 に現 場の 教 師や 各地 方 教育 当局か ら、 ナ ショナル ・カ リキ

ュ ラム導入 へ の反対 の議 論が 噴 出 した の は事実 であ る2)。 実際 、導 入 がす す む につれ 、 ナ

シ ョナル ・カ リキ ュ ラム導入 そ のもの に反 対 とい うよ りも 、先 に指摘 した二 つ 目 の点す な

わ ち内容 も し くは 在 り方 の問題 や 、三 つ 目 の点 すな わ ち評 価 の在 り方 に 関す る問題 を指摘

す る声 が高 ま って き た。

2.ナ シ ョナル ・カ リキ ュラ ム の内容 も し くは そ の在 り方 へ の批 判

ナ シ ョナ ル ・カ リキュ ラム の 内容 も し くはそ の在 り方に 関 する 批判 につい て特 に注 目 さ

れ るの は、1)全 体 カ リキュ ラムにお け る ナシ ョナル ・カ リキュ ラム の位置 づけ と関連 し

た ナ シ ョナ ル ・カ リキ ュ ラム の 構成 要素 に関す る こ と、2)ナ シ ョナ ル ・カ リキ ュ ラム に

定 め られた 事 項の全 体量 の多 さ と複 雑 さ に 関す る こ とであ ろ う。1)に つい ては 、 ナシ ョ

ナ ル ・カ リキ ュラム は、 英語 ・数学 ・理 科 ・歴 史 ・地理 ・技 術 ・音楽 ・美術 ・体 育外 国語

(中 等 学校)の10教 科 によ る基礎 教 科 で構 成 され てい るが 、 これ で は、 例 え ば環境 教育

や 経済 教育 等 の現 代 的課 題 を取 り扱 う領 域 が含 まれ て いな い ことにな る 。例 えば ロ ン ドン

大 学 のD・ ロー トンは、そ の意 味で ナ シ ョナル ・カ リキュ ラムは時代 遅 れの カ リキ ュラム

で はな いか と指摘 してい る3)。 ナシ ョナル ・カ リキ ュ ラム の 実施 とカ リキュ ラム の研究 開

発 を 目的 と して設 置 され た全 国 教育 課程 審 議会 で は、 ナ シ ョナル ・カ リキュ ラム に関連 し

て い くつか の ガイ ダ ンス ・シ リーズ を発 行 した。そ の 中で 、 ナシ ョナ ル ・カ リキ ュ ラム は 、

全 体 カ リキ ュ ラム で はな いこ とを確 認 し、 ナシ ョナル ・カ リキ ュ ラム 以 外の 領域 と して 、

〈経 済 理解 教 育〉 〈キ ャ リア 教 育 とガイ ダ ンス 〉 〈健康教 育 〉 〈市民 と して の教 育 〉<環

境 教育 〉 とい う五つ のク ロス ・カ リキュ ラー ・テー マ を提 案 した。そ して これ らは、そ れ

ぞ れが 固有 の 学習 目標 を持つ と とも にナ シ ョナ ル ・カ リキ ュ ラム の各 教科 を学習 す るな か

で 、教 科間横 断的 に学習 され る と説 かれ て いる 。 も と もと初 等学 校で は 、伝 統 的 に トピッ

ク学習 とい う総合 的 な学 習が 一 般 的で あ っ たが 、そ の傾向 は ナ シ ョナ ル ・カ リキ ュ ラム の

導 入以 後 も続 いて い る。 クロ ス ・カ リキ ュ ラー ・テ ー マは 、 そ のよ うな 実践 形態 の 中にお

い ては 、展 開 し易 い と考 えて 良 いで あろ う4)。 中等 学校 で は、 初 等学 校 と比 べて よ り教科

主 体 の教授 方 法 とな るの で、 ク ロス ・カ リキュ ラー ・テー マ は、独 自 の コー スと して、 教

え られ るの が通例 とな ろ う。 と もあ れ、 全体 カ リキ ュ ラム の 中で ナシ ョナル ・カ リキ ュ ラ

ム 外の領域 の提案 は、例 えば1988年 教育 改革 法 の掲 げ る 「広 くバ ランスの とれ た」カ リ

キ ュラムの 提 供 とい う教 育 目標 に照 らして も、 必須 の ことで あ った と言 えよ う。 しか しな

が ら、 こう したナ シ ョナ ル ・カ リキ ュ ラム 外の 領域 が 実際 ナ ショナル ・カ リキュ ラムに よ

って要 請 され た もの に加 えて 実 践す る ことが可 能で あ るの か 。 こ のこ とが次 の、 ナ ショナ

ル ・カ リキ ュ ラム に定 め られ た 事項 の全 体 量 の多 さ と複雑 さ に起 因す る問題 と関 連 して く

る ので ある。

ナシ ョナル ・カ リキュ ラム は 、定 め られ た各教科 毎 に到 達 目標 、学 習 プロ グラム 、評価

手 順が 示 され た。 各 教科 の内容 は、別個 に 作業 班が組 まれ 、 コ ンサル テー シ ョンを経て 、

省 令(order)と して法 的 に根 拠 づけ られ た0例 えば 、 数学 では 、14の 到達 目標 が定 め ら

一188一



L

れ5)、 その到達 目標は、 さらに、 レベル毎に細かい到達ステー トメン ト(statementsof

attainment)に 分けて説 明され ている。数学の到達ステー トメ ン トの総計は,292に も

上 った。これ らは、膨大な量 であり、全科 目を総合すれば、ナショナル ・カ リキュ ラム の

み によ って全体の時間の100%を 超 えて しまうという声も聞かれた。 これは、一つには、

ナ ショナル ・カ リキュラムの各教科の内容が別個に分断されて開発されたことによる問題

である。もう一つは、全科目を総計すると1000を 悠に超える数の細 かい到達 ステ「 トメ

ン トによって 、学習 プログラムが規定されていることによ り、教師の 自由裁 量の余地がな

い ことが指摘 されて いる。極めて記述的 で詳細な到達 ステー トメントは、次 に指摘する評

価手順 にとっても問題となるところである。

3.ナ ショナル ・カ リキュラムの評価の在 り方 をめ ぐる批判

ナショナル ・カ リキュ ラム に定め られる評価 に関 しての問題について は、ナシ ョナル ・

カ リキュラムが示す評価手順が全国標準 評価(全 国テス ト6))を 含んで いることか ら特に

議論が百出 している。全国標準評価 については、7歳 、11歳,14歳 、16歳 とい う各キー ・

ステー ジの最終段階において 、通常の教員 による評価 と共 に、別個の全 国統一評価 がな さ

れ るという ことか ら、その導 入当初から喧 々鷺々の議論がなされたη。

1988年 教育改革法 に先だって ナシ ョナル ・カ リキュラム、特にそ の評価の在 り方につ

いて勧告 したP・ ブラックを座長とした作業班 による通称 「TGATレ ポー ト」は、次 の

点 によ り、各界か ら肯定的な評価 を受けた。すなわ ち、① 形成的評価 を重視 して いること、

②広範な方法 を利用 した評価方法をとるべきこと、③評価結果が情報提供的であるべき こ

と、④ 到達基準準拠であること、⑤年齢 に固定 され ていない10の レベルで構成 された基

準 をもとめた こと等 である8)。

前述のD・ ロー トンは、ナシ ョナル ・カ リキュ ラムそのものに対 して は批判 的な立場を

とって いなが らも、TGATレ ポー トによって概略 された評価手順はナショナル ・カリキ

ュラム を有益で価値のあるものにす るとと らえることができるとしている9)。

二本立てで ある評価手順の うち、教員 による継続的評価 は、まさに形成的評価 となるが、

全 国標準評価 につ いては、全国テス トと称 され るように、その在 り方如何によっては、総

括的評価の色彩が強 いものとなろう。実 際、1991年 に正式な実施が スター トした7歳 時

の全国標準評価につ いて は、先に指摘 したように全 国テス トという言葉か ら連想 されるよ

うな特定の時期に限 られ た記述式のテス トとは違い、極めて形成的評価 の性格が強 い通常

の授業実践 とは不可分な形態 によっての ものであったio)。

それでも、その評価において、過程主義からくる手続きの複雑 さか ら教員 にかか る負担

が きわめて大 きな ものとなった ことは否めない。

10レ ベルの尺度 を用いた評価法 に関 しては、 これが到達基準準拠の原拠 となっている

点につ いて評価されている一方で、若干 の批判が無 いわけではない。 また先に指摘 したよ

うに、極めて詳細な到達ステー トメン トの集ま りが評価の基準となる と、いきおいチェ ッ

クリス ト的な評価 に偏ってしまいが ちで ある。

TGATレ ポー トにお いて提出され、一般に歓迎 された上述の原理 についても、14歳
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時 の全国標準評価 においては、夏学期のある特定の 日に全国一斉 に、記述式テス トを行 う

という、まさに総括的評価となった。 しか も教員による評価 との関係 において、 こちらの

力点が大きい となれば、問題 が出て こよう。実際これ については全国的 にボイコッ トが重

ね られ るなど、緊張は高 まった。

これ らの問題を深刻化 させた もとは、全国標準評価 を含 めた評価結果(leaguetable)

の公表である。この ことは、同 じく1988年 教育改革法によ って規定 された親 の学校選択

の 自由の拡大 、学校予算の自由管理 と連動 し学校のアカウ ンタビリテ ィーを増大 させると

ともに、教育への市場原理の導入となる ことへの危惧が指摘 されたのである。

II.「 デアリング ・レビュー」 と修正ナショナル ・カ リキュラム

1.デ ア リング ・レビューの過程

1993年4月 に開始 され た 「デ アリング ・レビュー」は、 同年6月 には中間報告書を提

出、さらに同年12月 には、最終報告書 を提出 した。その後 翌94年5月 には、修正 される

カ リキ ュラム の提案が出され、同7月 には、コンサルテー ションを受 け(5800も の応答

を受けたと言われ る)、11月 には最終 のカリキ ュラム法令が提 出された。

2.中 間報告書

中間報告書 は、 ナショナル ・カリキュ ラムに関して短期間なが らも極めて広 い範囲のコ

ンサルテー ションを行ったもの を元にしている。校長や教員 による9つ の地域会議、

1400校 からの書 面による報告、さらに2300も の個人また は学校か ら自発的な意見、その

他多数の地方教育 当局、教員 団体、親団体、産業界の団体 な どか らの意見がコンサルテー

シ ョンに活用 されたii)。

中間報告書では、教育水準 局(theOfficeforStandardsinEducation)に よ り報告

されているよ うに、ナショナル ・カ リキュラム によって学力水準は特に初等学校 において

向上している ことが確認 されつつも、改 良のための提案が提出された。その内容 を、前段

に指摘 した問題に即 して要約すれば以下 のようになる。

ナショナル ・カ リキュ ラムの量的削減 に関しては、各教科 の内容を必修の コアと教師の

自由裁量による付加的学習に分 ける ことを基本 とする。そ の関連で到達 ステー トメントの

数は削減す る。個々 の場合にあせて 自由に裁量 できる余裕 を、ナショナル ・カリキュラム

と宗教教育以外の授業時間で全体の10-15%か ら20-25%確 保する。 これ らは、先の各教

科の付加的学 習領域や例 えば初等学校 にお いては外 国語の学習等 にあて られ る。またナシ

ョナル ・カ リキュ ラムの中で 、非中核教科 にっ いて は、過度 に記述的な内容 を削減する こ

ととされた。 これ は裏をかえせ ば中核教科 によ り比重 を置 く ことを意味 しよ う。

10レ ベルの指標 につ いては、到達基準準拠 という側面 を残 しつつも、よ り効果的な新

しいものの模索と、5歳 から16歳 までの到達 を測定する単一の ものは捨てなければな ら

な いのかという問いかけ をしつつ、結論 を次の段階(す な わち最終報 告書)に 先送 りした。

評価 につ いては、教員 による評価が子 どもの進歩 の評価 の基本的手段であることを確認

した。すなわ ち、評価手順に定められる教員による評価 と全 国標準評価 の二者の うち前者

一190一



L

を重視せよ と指摘 している。全国標準評価(全 国テス ト)に ついては、その結果 の総計 を

公 表することによ り特に公の論争の的とな って いる ことが認められたが 、評価結果 の利用

に関 しては、今回の作業 の領域外である ことが確認 され、評価結果の総 計の公表 は、大 臣

の決定に委ね るとしている。 ただし、教員 によ る評価 を両親が信用す るには、そ れ と全国

の水準 を関連づける必要 がある と指摘 して いる。また 、全国テス トのキー ・ステージ1の

結果は、教師が子 どもの可能性 に対 して持 って いた前提を変えることになったとLEAの

視学官は指摘 した としている。キー ・ステージ1～ キー ・ステージ3に 関 しては、全 国標

準評価(全 国テス ト)は 向こう三年 間、 中核教科のみ に限 る、たキー ・ステージ4に つ い

て は、現在 のGCSEを 継続するとしている。 中核教 科以外 の教員による評価の在 り方に

つ いて は、最終報告書に先送 りされた。

行政 に関 しては、教育雇用省(DFEE)と 学校 カ リキュラム評価機構(SCAA)の

役割を明 らか にする こと、カ リキュ ラム関連の問題 に対応す るものと しての例えば地方教

育当局 などによるの中間機構の必要性を強調 した。

総 じて、教師の専門性 をよ り尊重 し信用せよ とい う姿勢が指摘できる。同時にそ のこと

はアカウンタ ビリテ ィーの義務 をよ り明確 にすることである と結 んで いる。

このような内容 の中間報告書はどう評価 されたのか。まず 、中間報告書が教育関係者の

声に強 く耳を傾けたものであったという評価を受けた ことが指摘できる12}。 シェフィー

ル ド・ハ ラム大学学習教授研究所所長のA・ キ ャッシュダ ンは、 「もし最終報告書 がこの

中間報告と同 じくらいのセンスを持 ち合わせた もの となれば、それは肯定的で有益 なもの

となるであろ う」 という表現 によって中間報告 を評価 している13)。

3.最 終報告書

最終報告書に示 された勧告全体の目的 は、ナ ショナル ・カ リキュラムの軽減をはかると

ともに教師の専門的判断を信頼 し、教師 自身も しくは学校 に自由裁量権 を与える こととま

とめることができるであろう。

カ リキュラムの軽減化 につ いては、各教科の到達 目標や到達ステー トメン トの数 を削減

す ることですすめ られるが、削減について は中間報告書に続 き具体的な 目標が提示 された。

キー ・ステー ジ1～ キー ・ステージ3に お いて は、学校が 自身の裁量で使え る時間を週 に

一一日分は確保する
。 さらに10教 科をそれぞれ法令 の中核教科 と付加的教科に分ける。キ

ー ・ステー ジ4に おいては、アカデ ミック選択、職業選択 の領域 を作 り、必修は英 語、数

学、第一理科、体育 と宗 教教育 、性教育 、現代語、技術の短期コースに限るとされた。

10レ ベルの尺度については、複雑で過度に記述的であ り改良されるべきであるが、そ

の ものは維持 されるべきである とされた。それ はレベル間に更なる段階 を加 え、到達ステ

ー トメン トと到達 目標の数的削減によって改良させ るべきで あるとされた
。なお10レ ベ

ルの尺度は、キー ・ステージ3の 最終段 階において終 了し、キー ・ステージ4に お ける評

価は、GCSEや 場合によっては他 の認定 され た資格 によってなされ るべきである とされ

た。

カ リキュ ラムの改訂作業においては、全 てのカリキュラム法令 は同時 に修正され ること、
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今回の見直 しの後 、5年 間見直 しは しないことが確認 された。

評価 につ いては、全国標準評価は、そ の有効性 と信頼性 を失うことな しに、できるだけ

簡略化 した ものとす るとされ た。とくに実施に必要な時間を継続的に削減す ることが強調

された。

最終報告書は、中間報告書 同様、教員団体を中心に歓迎 された。最終報告書に示 された

案 によ り、ナ ショナル ・カリキュラムは、実質14歳 までで効 力を失 うこととなったが、

必修と して定められたカ リキュ ラム内容 の量的削減は、基礎 を強化す る ことに使 えるとも

言 える。

4.デ アリング ・レビューその後

サー ・ロン ・デア リングによる二 つの報告書 に基づき、SCAAの 助言グループは、

1994年5月 にナ ショナル ・カ リキュ ラムの草案 を公表した。修正版ナ ショナル ・カリキ

ュラムの草案 においては、 「レベル説明(leveldescription)Jと いう新 しい概念が組

み込まれた。 これは、到達目標 における各 レベルを、従来 い くつかの到達ステー トメン ト

によって詳説 して いたものに代わって、それぞ れ3行 の長 さの一般的な記述 によ って説明

するための もので ある。 これ によって美術、音楽、体育を除いたナシ ョナル ・カ リキュ ラ

ムの各教科のそれぞれの到達 目標が10の レベルに分 けて説 明される。ナシ ョナル ・カ リ

キ ュラムにおいて規定される教 えるべき内容の軽減 に関しては、上記3教 科以外 の諸教科

の合計では到達目標 は31か ら20に 減 り、到達ステー トメ ントは、ほぼ1000に 近い数で あ

ったものが、200の レベル説明に変わ った14)。 レベル説明の機能は、ナショナル ・カ リキ

ュラムの規定する内容を軽減 ・簡略化 した と同時に評価手順 を簡略化 した。すなわち、そ

れ まで評価 は、詳細な到達ステー トメン トによる細かなチ ェックに追われていた ものが概

略 的な レベル説明 に依拠 して評価活動を行 うようになったか らである。 この ことは同時に、

レベル説明に基づ いて教師が独 自に判断で きるようになった ことを意味 し、教師 の専門的

判 断の信用 というデ アリング ・レポー トの精神 を反映 したもので ある と言える。

他方10レ ベル の尺度 につ いては、そ の代替案が模索 されたが結局はそのまま残 され た。

修正ナショナル ・カ リキュラムの草案 に基づ き、1994年7月 一杯 までコ ンサルテー シ

ョンを行った。これ らは、イ ギ リスの教育史上最も大 きな正式のコンサルテーションと言

われている。実際SCAAは 、5800も の応答を得たと言われる15)。 これ らを経て同

年11月 には、正式の修 正ナ ショナル ・カ リキュラムが法令化された。法令化された修 正

版 は、草案 よ りもさらに、内容 を削減 し、教科 内の一貫性 を拡大 し、教科間 の重複 を減 ら

した。

修正ナシ ョナル ・カ リキュ ラムは、1995年1月 には各学校 に配られ、同年9月 か ら導

入 されることとなった。修正ナ ショナル ・カリキュ ラムは、 どのように受け入れ られたで

あ ろうか。教師たちは、到達 目標に代わ った今回の レベル説明の システムを歓迎 している

と報道 されたIB)。 その一方 で、修正 カリキュラム全体は 、全面的に歓迎されているとは

言 えないという声 もある。例 えば前述のA・ キ ャッシュダ ンは、今回の修正カ リキュラム

は多 くの有益な細か い変更点があったことを認 めっ っ も、全体的なカ リキュラム の本質は
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●

変わっていないことを指摘 し、その意味で今回の見直 し作業は、教育的な改定とい うよ り

も、政治的な救済であったので はな いか と論じている17)。

おわ りに

これ まで に指摘 したよ うに、デア リング ・レビューによって、ナシ ョナル ・カ リキュ ラ

ムに定める教 えるべ き内容は軽減され、その記述は先に触れ た 「レベル説明」という新 し

い方式を導入することによって簡略化 された。 これにより、学校現場 における教育 内容の

自由裁量は修正前 と比して確か に増大した と言 えよ う。また レベル説 明のシステムは評価

の複雑 さを解 消す る ことにもつながった。同時 に評価 において教師の専 門的判断に委ねる

比重は高 まった。

しか し積 み残された問題も多 い。カ リキ ュラムの内容については、10の 基礎教科 に手'

を付けられなかった ことは、全体カ リキ ュ ラム にお けるバ ランス という点において どうな

るのか。必修 の部分 を削減す る ことによ り、10の 基礎教科 に含まれていない領域は(実

践の余地が)確 保 された と捉えてよいのであろ うか。

評価 については、10の レベルの尺度はそ の見 直しの必要 を指摘 されなが らも、結局有

効な代替案が出せぬ ままに終わ った。また全国標準評価の在 り方 とそ の結果 の利用 の仕方

についても、問題点が多 く指摘 されていながら、見るべき変更は無か ったと言えよう。

このような問題点 を抱 えなが らも、今般 のデア リング ・レビューはカ リキ ュラムの改定

という意味で一歩前 進したと評価 して良いのではあるまいか。1988年 教育改革法 による

全 国共通カ リキュラムの設定 においては、 「80年代前半までのカ リキュ ラムの同意 形成

路線か らの転換」が指摘 され たが、振 り子 は再び揺 り戻され る方向にあると指摘 しても過

言ではなか ろ う。

ナショナル ・カ リキュラムに見 られる度重なる修 正は、そ のことが教育現場に大 きな混

乱 をもたらしている事実 は疑 い得ないで あろうが、それは 「大いなる非効率 」とも言うべ

きイギ リスの特徴 と言えはしまいか。
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イギ リスにおける学校 と親 との連携

沖 清豪

1は じめに一歴史的文脈

イギ リス(本 稿 ではイ ングラン ドに限定す る)に おいて学校 と親の関係が教育政策 をめ

ぐる議論の焦点 になったのは、 この20年 ほ どの ことにす ぎない。 「大臣お よび地方教育当

局は、本法に基づいて定義 された権限を行使 し、義務を遂行す るにあたって、教育が効果

あるように行われ、公的 な費用を不当につかわない限 り、親の希望に従って生徒 を教育 し

なけれ ばな らない」 とい う1944年 教育法(バ トラー法)第76条 の規定に も関わ らず、現実

には1970年 代までの学校教育において、親 が どのよ うな形であっても学校 と連携を結ぶこ

とは極 めて困難な状況下にあった。 こうした状況 は、たとえば次のよ うな説明か らも読み

とることができよ う。

「かってはほとん どの親が自分 自身 を、その子 どもを教育す る主体だ とは考 えていなか

った。彼 らのほとんどは、それが学校の仕事だ と考えていた。そ して多 くの学校は この見

方を共有 してお り、 しば しば親をあか らさまな敵意 をもって見ていた。」1)

「イ ギ リスにおいては、他の多 くの国 よりもはっき りしてい るのであるが、子 どもたち

が 日中着 るべきもの、その髪の長 さや髪型 まで、決定を下すのは親ではな く、学校であっ

た。 さらに科 目の決定や公的試験 の受験についても、親の発言権 はほとん どか、あ るいは

まったくなかった。」2)

「私が第二次世界大戦後す ぐに初等学校 に通っていた頃、私の両親は私 を送る学校 にっ

いて選択の余地 など持ち合わせてはいなかった。彼 らは私が何 を教 えられ ているか、 どの

よ うに教 えられ ているのかについて、何 も言わなかった。彼 らは決 して私 の教師 には会わ

なかった し、非常に深刻 な問題が生 じない限 り、校長にも会 わなかったのであって、彼 ら

が唯一得ていた情報 は[成 績の]等 級 とわず かなコメン トが記載 され ていた年次報告だけで

あった。」3)

またバ ロン(Baron,G.)は 、1960年 代 のPTA活 動について、一部のPTAの 先進的な

活動 を高く評価 しつつ も、 「一部 の校長はPTAの 結成 を認 めず、学校 自体の実際の活動

に影響 を及ぼす よ うな試みに強 く抵抗 した」4)と指摘 している。

こうした状況 は、 しか し、学校理事会(governingbodies)の 実態 を調査 し勧告を行 った、

いわゆるテイラー報告書5)に よって大 きく改善 された。 この報告書は従来 しば しば形骸化

していた学校理事会の機能 を充実 させ ることを 目的 としてお り、特に理事会の構成 を、地

方教育当局、その学校の教職員、親(あ るいは適当な場合には生徒 自身)、 お よび地域社

会か らそれぞれ同数の理事を選出す ることを勧告 している6)。テイラー報告書全般に見 ら

れる民主的な学校運営制度について、ベ ー コン(Bacon,W。)は 、 「学校が、その所属 して

いる地域社会に対 して、よ り敏感 でよ りアカ ウンタブル になるよ う援助 し、新たに普遍的
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に適 用 で き る民 主主義 的構 造 を創 造す るた めに、[報 告書 は]一 連 のま さに革 命 的 な提案 を

含 ん でいる 」7)と 、高 く評価 して い る。

さ らに1980年 代 に入 り、親 を学校 教 育の 中に ど う位 置 づ け るか が政策 の焦 点 に な って き

てい る。 具 体的 に は親 を教 育 の消 費者 と位 置づ け るのか(parentsasconsumer)、 あ るい

は教師 のパ ー トナー と して位 置づ け るの か(parentsaspartner)と い う問題 で あ る。 前者

に関連 す る政策 と して は援助 学席 計 画(AssistedPlacesScheme)を 代表 とす る学校 選 択 を

め ぐる動 向を、 後者 に関 連す る もの と しては親 理 事(parentsg。vernor)の 設 置 の 義務化 を

挙 げ る こ とがで き よ う。 いず れ にせ よ、 こ うした議 論 は学校 教 育 にお け る親 の役 割 が多様

であ る こ とを物語 ってい る。

II概 念整理の試み

1.語 彙 の定 義

さて、 イギ リス にお け る学 校 と地域 社会 との連携 を考察 す る一 っ の事 例 と して、 学校 と

その学 校 に子 どもを通学 させ て い る親 との連 携 の 可能性 を考察 す る場 合 、議 論 の前 提 と し

て次 の三 点 を整 理 してお か な けれ ば な らない。

第 一 に、 こ こで い うところの 「地域 社会 」 とはな にか 、 とい う課題 で あ る。 イ ギ リスの

学 校 教 育 制 度 の 下 で は 、(1)中 央 政 府 に対 す る地 方 と して の 「地 方 教 育 当局 」(Local

EducationAuthority,LEA)、(2)よ り小規 模 で 、人種 ・文化 ・歴 史 的 に生成 され た 、い わ

ゆ る 「地 域 社 会 」(community,)、(3)学 区(catchmentarea)、 お よ び(4)さ らに 小 規 模 な

「近 隣」(neighbourhood)、 の 四段 階 の 「地域 社 会 」 を想 定 す るこ とが 可能 で あ る。 他 国

の 「地域 社会 」 に対応 してい るの は(2)のcommunityと して の地 域社 会 で あ り、以 下 の議論

で も原則 的 に この 「地域社 会 」 とい う概 念 を使用 す るこ ととす るが、 これ 以 外 の 「地域 」

概念 もイ ギ リスの教 育制度 にお いて は無視 で きない もの で ある。

第 二の 課題 は、 「地域 社 会」(community,)と い う言 葉 に代 替 され る存 在 と しての 「親 」

とは 、 どの よ うな特徴 を備 えて い るのか 、 とい うもので あ る。 こ こで は大 き く 「地域社 会

の構 成 員 と しての親 」 とい う特徴 をもつ場合 と、 「そ の 地域社 会 に位 置 す る学 校 に子 ど も

を通学 させ て い る親 」 とい う特徴 に規 定 され る場合 が あ る。 前者 の場合 、 個 々の子 どもの

利 害 では な くその 学校 が位 置す る地域 社会 の利 害 に注意 が払 われ 、特 にそ れ ぞれ の地 域社

会 に独 自の文化 、歴 史 、人 種 、民族 といった 現代 の課 題 を克 服す るた め の多 文化 教育 の視

点 が必要 と され る。 具 体的 な事 例 と しては、 地域 社 会 の利 害 を代表 す る形 で の理 事 の 立候

補 、宗教 学校 への移 行 をめ ざ したGM学 校 への 離脱(optingout)を 挙 げ る こ とが で きる。

一方 後者 の具 体的 事例 と して は、 よ り日常的 に 実施 され てい る教 育課 程 へ の さま ざま な形

で の関与 を挙 げ る こ とが で き る。 両者 とも 「連携 」 を考 え る場 合 に重 要 な もので あ るが、

本稿 では主 に後者 の 、 「その 地域社 会 に位 置す る学校 に子 どもを通 学 させ て い る親 」 に焦

点 を当て る こ とと したい。
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そ して第三の課題が・ 「連携∫ とは具体的 には何 を意味す るのか、とい う課題 である。

この問題は・イギ リスの場合特に注意を払 うべ きものである
。 この点については、節 を改

めて検討 したい。

2.イ ギ リス にお け る 「連携 」

ところで ・ この親 と学校 との 「連 携 」 とい う概念 はイ ギ リス 国 内 では どの よ うに理解 さ

れ てい るの であ ろ うか。

図1

選挙 民 として の市 民

潜在的な親 と教師の連携 の要素

一→ 権威

← レ 潜在的な親 と教師の連携

親の組織

中央 ・地 方 政府

そ の代表(教 育長)

代 表者 レベル

学校 レベ ル

親 の代表

弔
学校理事会

↓

国

教室 レベ ル

個 人 レベ ル

学校 の

親全員

ある教 室 の

子 どもの

親 全 員

個 々 の子 ど

もの親

親

校長

個 々の

子 ど も

一

教師の

代表

学校の

教師全員

ある教室の

教師

個 々の子 ど も

の教 師

教師

学校

出 典:Macbeth,A.,InvolvingParentsEffectiveParent-TeacherRelations,

Heinemann,1989,p.14.
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イギ リスでは、図1に 示 されているように、親 と学校 との.「連携」 を次の四段階で認識

している、まず、 日常的な教育過程の中での接触 を中心 とした個人 レベル の 「連携」は、

主に子 どもを通 じて実施 され るものである。次に、教室で職場の経験な どを語 るな どとい

った形で教育課程 を援助す るといった教室 レベル での 「連携」が想定 される。 さらに、校

長 を通 じて、あるい は全校 的な会合 を通 じて 「連携 」がはか られ る学校 レベル での 「連

携」が必要 となる。そ して、最終的には学校理事会に親理事を送 り込む形 で代表者 レベル

での 「連携」が求められ る。

また、個々の親が学校 とどのよ うな関係 を構築 し、 「連携」 を行っているかについて説

明 しているのが図2で ある。 この図では、親 と学校 とが良好 なパー トナーシ ップ関係 を構

築できてい るか否か、お よびその親が学校 との関係 構築 に能動的 ・関心が高いか否か、と

い う二つの尺度を用いて、個々の親 と学校 との関係 を傭瞼 してい る。

パー トナーシップ関係 が構築 される前の段階では、親 は学校 か ら提供 され る情報 を受け

取 り(図 中の⑦ 、以下同様)、 あるいは積極的に必要 とす る情報 を求める(⑥)こ とになる。

入手 した情報な どに基づいて、その学校が子 どもに不適切な ものだ と判断す る場合には、

親は学校の好み(reference)を 表明 し(⑧)、 さらに別 の学校 を選択す る(⑨)こ とになる。

一方
、親 と学校 とが良好な関係 を構築 しは じめた場合、あるいは父母会に出席 し(⑤)、 あ

るいは図書室の管理、マイクロバスの運転な どといった形で教育実践 に協力 し(③)、 場合

によっては子 どもの問題 を通 じて教師や校長 と接触す る(④)こ とになる。 さらに能動的な

親の場合、親理事 として学校運営に参加 し(①)、 場合によっては親 と学校 とが共同で新た

な機関を設置する場合 もあるが、これはまだ少数 に留まっている(②)。

図2親 と学校 との 関係

パ ーFt一 シップ 成 立

①親理事 として

学校運営 に参加

②学校 と共同で

新機関 を設置

コ

③ 教育 実践 に ・④ 個 人的 な:

関与1学 校 との接 触

⑤ 父母 会等 に1:

出席1

親 は

能動 的 一1⑥=乙 久ζ一ろ.権ρ 行 使.,

関心 高 い

:⑧ 学校 の好 みの表 卿

i⑨ 学腿 択i

親は

,⑦学 校 か らの情 報 提供 「一 受動 的

コ コ

:⑩ 子 ど もの教 育 に無 関心 ・
■

関心 低 い

パ ーFf一 シッフ'不 成 立

(執 筆者作成)
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3.「 連 携 」 の多義 性

さて、 イ ギ リス の教 育制度 を特徴 づ け る概 念 と して 、 しば しば使 用 され るのが 図2で 使

用 され たパ ー トナー シ ップ(partnership)で あ る。 古 くは 、教 育 行 政 にお け る中央 政府 ・

地方教 育 当局 ・学校 間 の三 者対 等 の関係 を示 す もの と して使 用 され て き た この概念 は、現

在学校 ・教師 と家庭 ・親 との 良好 な関係 を示 す概 念 と して使 用 され てい る。 しか しこの概

念 はあ くま で、親 と学校 ・教 師 との間 に意志 疎 通 ・コ ミュ ニ ケー シ ョンが成 立 して い る場

合 、言い 換 えれ ば子 どもの よ り良い成長 ・発 達 とい う最 終 的 な 目標 の 下に協 力 しあ うとい

う意思 ・体制 が整 ってお り、た とえ両者 の間 に葛藤 が存 在 して も、 そ の葛藤 を解 決 しよ う

とい う意 思 を 両者 が共 有 して い る 「状 態 」 を示 す もの と理 解 す べ き で あ り、 具体 的 な制

度 ・政策 を指す 言葉 とは言 い難 い。

「連 携 」 を示 す 語彙 と して次 に 考 え られ る のが 、親 の学 校 運 営参 加(participation)と

教 育課 程 へ の 関与(inv。lvement)で あ る。 参加 は具 体 的 に は親 理 事(あ るい は そ の他 の分

類 で選 出 され た理事)と して 、学校 理事 会 に出席 し、 学校 運 営 の あ らゆ る側 面 で理 事 と し

て の責任 を負 うこ とを意味 す る。一 方参加 は よ り漠 然 と した概 念 で あ り、論者 に よって も

そ の捉 え方 が異 な る。

た とえば ア トキ ン(Atkin,J.)は 「親 の 関与 」 を 、彼 が 平等 ・互 恵 主義 ・政 策決 定 の 共

有 とい った積極 的 な意 味 を認 め る 「パ ー トナー シ ップ」 と対 比す る形 で説 明 しよ うと試 み

てお り、 「関与 」 に外的 な援 助(募 金 、社 会活 動 へ の参加 、物 品 の提 供)、 参加(教 室 内

での援助 、 ワー クシ ョップへ の 出席)か ら学校 運 営 に関す る あ らゆ る側 面へ の 関 わ り合 い

(教職 員 の選 抜 、財 政 、 カ リキ ュ ラム)ま で、 多様 か つ広範 な意 味 を包 含 させ て い る8)。

しか し一般 的 には 、 「関与 」 とい った場合 、学校 運 営へ の 「参加j以 外 の活動 を総 称す る

場合 が多 く、 また学 校 内 での平 等 を実現 す るた めの活 動 と して積極 的 な意味 に解 して い る。

また、 「関 与」 と同様 の意味 で使 用 され て い る語 彙 と して 、liaisonとlinksが あ る。 一

般的 に、 両者 ともinvolvement、 あ るいは 文脈 に よ って はpartnershipと 同義 で使 用 され て

お り、特 に1iaisonは 個 々の親 と教 師 との結 び つ き を、linksは 家 庭 と学校 との結 びっ きを

表現 す る もの と理解 され てい る。

.さ らに、親 と学校 との 関係 を象徴 す る語彙 と して、次 の よ うな表 現 も見 られ る。

(1)架 橋 す る(buildingbridges)9)

(2)ネ ッ トワー クを構 築 す る(developingnetworks)10)

(3)親 と ともに働 く(workingwithparents)11>

(4)親 に聞 い てみ る(1isteningtoparents)12)

これ らの語彙 はいず れ も、 学校 と親 との コ ミュニケ ー シ ョンを重視 す る点 で共通 して い る

が 、前二者 に較 べ る と後 の二つ は教 師 を主体 にお い た関係 で あ る点 が 注 目され る。

さらに、学校 外 の活 動 を も 「連携 」 の一形 態 と して捉 えた場 合 、 次 の二 つ の活 動 が注 目

され る。 一 つ は、 帰 宅 した 後 に親 の前 で教 科 書 を読 む こ とが読 書 力(reading)の 向 上 に顕
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著 な効果 を挙 げ てい る とい う調 査結 果 に基づ い て、 学校 と家 庭 との 協力 の も と、 こ どもの

読 書経験 を増 やす た めの 協力体 制 であ る13)。

また 、親 を支援 す る学校 外 のボ ランタ リー な全 国機 関 も親 と学校 との連携 に無視 で きな

い役 割 を負 って い る。 た とえば、 コンプ リヘ ン シブ化 運動 に重 要 な役割 を担 ったCASE

(CampaignforStateEducation)は 、現 在 学校 内 で の親 の権 利保 障 の た めに さま ざまな活

動 を行 ってお り、 その 中で も家庭 と学校 との 関係 改 善は もっ とも注 目され る領 域 となって

い るので あ る14)。

4.連 携 の特徴

以 上の よ うに 「連 携 」概念 を整 理す る と、 イ ギ リスにお け る親 と学校 との連携 に関 して、

次 の3点 を指摘 で き るで あ ろ う。

(1)「 連 携 」成 立 には 、学校側 の情 報 の公 開 が不 可欠 で あ る。 この こ とは、 学校 が開 か

れ てい る こ と(openness)が 、学校 ・教師 主導 の 関与 で あれ 、親 主体 の運 営 参加 で あれ 、両

者 の間 のパー トナー シ ップ形成 の ため の重 要 な条件 で あ る こ とを意 味す る。 両者 の問 の良

好 な コ ミュニケ ー シ ョンが前提 とな って、 は じめて 「連携 」 が成 立す る。

(2)「 連携 」 の形 態 と しての新機 関 の創 設 は、現 在 依然 と して少 数 で は あ るが 、教 育制

度研 究 の上 で、極 めて注 目され る事例 とな っ てい る15)。

(3)「 連携 」 活動 の 中心 を 占め るのは、 学校 ・教師 主 導 の 「関 与」 で あ る。 そ の た め、

教授 専 門職(teachingprofession)と して の教 師 の視 点 と素 人(layman)と して の親 の 要 求

とが常に衝 突す る危 険性 をは らんで い る。

これ らの3点 の うち、特 に(1)と(3>の 特 徴 を検 討す る事例 と して 、以 下 で は、教 師 主導

で はあ るが親 を学校 内に積 極的 に取 り込 も うと した研 究 を見 て い く こと と したい。

IH事 例研 究

こ こで取 り上げ たい のは 、1970年 代 中期 以 降 に ノ ッチ ンガ ム大 学 で実施 され た、バ ステ

ィアー二(Bastiani,J.)の 調査研 究 で ある。 バ ステ ィアー 二 は教 師 ・学校 と親 との連 携 を

学校 教育 改善 の重 要 な要因 と とらえ、特 に両 者 の間 の コ ミュニ ケー シ ョンを 高め るた めの

方策 を検 討 して きた。1980年 代 後 半に は、親 と学校 との 関係 改 善 のた め の論 文集 を編纂 し

てお り16)、 近年 で は 、全英 消費者 協 会(NationalC。nsumerCouncil)か ら家 庭 と学校 との

望 ま しい関係 を勧 告 した小 冊 子 を刊 行 してい る17)。

バ ステ ィアー 二 は、教 師 主導 の 「連Jを 実 施 す る 中で 、 いか に家 庭 ・親 と学校 ・教 師

とが対等 の関係 を構 築 し うるか に注 目 してい る。 こ うした 関係 の鍵 とな るのが 、 さま ざま

な 文書、会 合 で あ り、そ の実施 のた め の綿 密 な計 画 であ る。

1.学 校 紹 介 パ ン フ レ ッ ト(schoolbrochure)
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バスティアー二 らが最初 に注 目したのは新入生 とその親 に、.学校 を紹介するためのパン

フレッ トである。その学校 をよりよく理解 してもらい、 これか らの連携 の基礎 を構蘂 する

ために、パンフレッ トは無視できない媒体 となってい る(図3参 照)。

このパ ンフレッ トの機 能 と しては次の4点 が挙 げ られ ている。第1に 「基礎情報モデ

ル」では、必要かつ有益な情報を作成 し、学校組織 の効率性 に関心を有 してもらうことが

必要である。第2に 「PRモ デル」では、学校での生活や学習の積極的なイメー ジを構築

してもら うことが必要 とされ る。第3に 「開発モデル」では、特にその内容に注 目し、学

校に入学す る、あるいは転校する際に有益 となる情報 と支援 を提供することが必要である。

そ して、第4に 「親関与モデル」では、親が将来的にその子 どもの教育や学校 での生活 ・

学習に積極的に関与 しやすい環境 を構築す ることが求め られてい る18)。

2.親 と教師 との個人的接触

バステ ィアー二 らは、続いて教師 と親 との個人的な接触、インタビューを通 じて相互の

理解 を深めることを求めている。

このイ ンタビューの 目的は、子 どもの教育における親 の役割 および教師の親に対す るア

カウンタビリティの特質 を教師 自身が認識 し、親 にっいても、その学校のカ リキュラム、

組織 と教授方法について理解 を深 めて もらうことにある。具体的には、

(1)子 どもの進歩、問題 について議論す る

(2)親 がその子 どもの学習現場 を見ることを可能 にする

(3)親 がその子 どもを手助 けできるよ うな方法についての示唆 を与える

(4)親 と子 どもが一緒 に学校生活に関与できるようにす る

(5)子 どもの教育についてのその親 の見方を教師が発見理解す る

(6)個 々の親 について理解す る

(7)子 どもについての必要な情報を得 る

(8)親 が教師について知 る機会を提供す る

(9)親 と教師 との間に個人的な信頼関係 を構築する

といった 目的を、このイ ンタビューは有 しているのである19)。

3.家 庭 ・学校間のプ ログラム

パ ンフレッ トや個人的なインタビューを通 じて培ったパー トナーシ ップを、学校内の教

育活動の中で利用 していくためには、そのためのプ ログラムを必要 とす る。図4は バステ

ィアー二が想定 しているプ ログラム全体の進行 である。 このプログラムで注 目され るのは、

教師主導の計画に も関わ らず、親のニーズ、期待 を最大限受け入れ ることが主要な 目的 と

されてい る点であ る。

「親 と学校 との関係 を改善す る試みは、いかなる場合 であれ 、次の世代のための効果的

な教育のためには、我々[教 師]が 子 どもやその家庭のニーズ、要求や期待を理解す ること

が必要であるとい う視点か ら始め られ る。言い換 えれ ば、学校(お よび学校内の個人)が 、
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図4家 庭 ・学 校 の連 携 プ ロ グラ ムの 概要

立案

・我 々は何 を しよ うと して いる のか?

我 々の計 画 とは?

・実 際 の方 法 は?

教 師 と親 のニ ー ズ、

希望 お よび期待

組織化

・家 庭 お よ び地域 社会 の生活 に積極 的 に

関与 し、 支 援 す る

・(公 式 に も非 公式 に も)親 の視 点 を政

策決 定 に と りいれ る

・親 自身 の教 育 や能 力 開発 の機 会 を提 供

.す る

・親 の技 術 、 関心 、経 験 を利 用す る

・その学 校 の教 育 への 関心 を深 め て も ら

い、理 解 、支 援 を高め て も らう

・その学 校 の運 営 を手 助 け して も らう

(日 常業 務 、設 備補 修 、 その他)

親 をそ の子 ど もの教 育 に関 与 させ る

個 々の子 ど もの問題 を議論 す る

・情 報 の 公開

教師と親の実際の

参加、関与

評価

・何 が生 じたか?

我 々の方策 は効果 的 だ った か?

我 々 が学 ん だ こ とは?

教師と親 の経験

家庭 ・学校関係の

改善

出 典:Bastiani,J.,forkingwithParentsAWhole-SchoolApproach,NFER-Nelson,

1989,pp.33-36.
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彼 らが奉仕すべき家庭や彼 らが位置 してい る地域社会 の人々を無視 した り、そ うした人々

か ら孤立 して働いてい くことは、教育的にも専門職的に も無意味である」20)。彼の この宣

言は教授専門職 としての教師の価値観の転換を求めている点で注 目すべきであろ う。

イギ リスにおいて、従来学校が親に対 して閉鎖的であったのは、教授専門職 としての教

師が、その専門職 としての信念に基づいて教育課程 を構築 し、その実現の障害にな りかね

ない親の存在 を忌避 していたことも原因のひ とつであった。バステ ィアー二の計画は、こ

うしたイギ リスの伝統を変革 し、教師主導であ りなが ら、教育消費者である親 をも学校内

に組み込む可能性 を秘めている点で、他の議論 と一線 を画 していると言えよ う。

IV結 び

ここで取 り上げた事例 はいずれ も、学校の情報公開の重要性 を強調 してい る。現在 、親

と学校 とのパー トナー シップの構築のため、 さらには親 に対す る学校 ・教師 のアカウンタ

ビリティの遂行の一手段 として、多様 な手段を利用 しての情報公開が求 められている。そ

の問題点の検討、お よび学校内外での新 しい機 関、全国的 な機 関の創設 ・活動の検討につ

いては、稿を改めなければな らない。
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少 年 「非 行 」 か ら 見 た

UKに お け る 学 校 と 地 域 の 連 携

一 学校と警察、および学校とヴォランティア団体の協力に関する事例の検討一

岡本 洋之

はじめに

i
`

t:

4'

謹

日本語の 「校内暴力」が、教師や他の子 どもたち といった人間に対 して加 えられる暴力

と、窓ガラスを割るなど器物 に対 して加えられる暴力の 、両方 を含むことか らわかるよう

に、 「暴力」 という語 は対人 ・対物のいずれにも用いられる。 しか し英語で は、対人暴力

はヴ ァイオ レンス(violence)、 対物暴力 はヴァンダ リズム(vandalism)と 、用語が使

い分 けられる。ヴ ァンダ リズムの結果死傷者が出て も、それはヴ ァンダリズ ムと見なされ

る。

論者はかつて、UKの 学校 に対 して子 どもたちが加 えるヴァンダ リズムを取 り上げ、そ

れへの対処 の論 理を、 「公共(public)と しての学校を脅かす ものが内にある場合 には外

に排除し、外 にある場合 には力でこれを防ぎ、か くして公共の利益を守 ろうとしている」

と解釈 した。それ とともに、このような問題行動 に対する報道 を検討 して、 「非行 」少年

を学校外 に排除 ・隔離することによ り学校 の秩序 を守 ろうとする考 えが、彼 らに よる学校

襲撃 をいっそ う激化 させていることを見た。 ここから、 このよ うな対策がもはや行 き詰ま

り、これに変わる新 しい、 「非行」克服への実践の受 け皿がつ くられつつあると指摘 した

(岡本、1994年)。 ただ、 この ときには 「受 け皿」の具体的中身 として、 「非行」少年へ

の排除 ・隔離 と、学校 を鉄格子で固め るような防衛に対する、嘆 き、疲れ、素朴な疑問等

が挙げられたにすぎず、これが新たな実践への方 向性 を含んでいる ことを十分に示せたか

といえば、少 々恨みが残 った。

しかしその後 、UKで の教育実践 に関する新 たな情報 を得 るにっれ、論者 は上 に述べ た

ことへの確信 を深 めている。すなわちこれか ら見 るように、現在のUKの 学校教育 は、

「非行」少年 を学校から追放 して こと足れ りとするものか ら、何 らかの形 で学校 が関与 し

っっ、少年 自身に 「非行 」を克服させ てい く実践 を行 な うものへと移行 しっっあると見 ら

れる。

このように考えられる理由は2点 ある。まず、 この移行においては学校 と警察 の連携

(police/schoolliaison,以 下 「学警連携」 と記す)の 果 たす役割が大きいのであるが、

その内容が1986年 ころと比べて確実 に変わっている。すなわ ち、かつてこれは学校 を利用

した警察側の情報収集活動 にすぎなか ったが、現在 は警察の学校教 育への参加、また学校

と警察、さらには他の社会諸団体を も含めてタイアップ した形での教育活動 に変 わ りっっ

あ り、このことは1989年 のエル トン報告書に見 られる国家的方 向性 となっている。

もう1っ は、新 しい実践の中で、子 どもたち自身が、また学校 にかかわるヴォランテ ィ
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ア団体のメンバーが、少年 「非行」の原因 を考えた り、新 しい子 ども観を築 き上 げた りし

てお り、 ここに見 られ る議論の質の高 さが、社会的影響力を もつ と考 えられるか らである。

本稿は、少年 「非行」への対応 とい う点か ら、UKの 学校教育に起 こっている変化 につ

いて、事例 を検討するものである。 まず、ヴ ァンダ リズムが引 き続 き深刻 な問題であるこ

とを示すために、 「荒 々しい問題 に対 しては荒 々しい解決 を」求める旧来 の姿勢が どこま

でエスカレー トしているかを見 る。次に、エ ル トン報告書が打 ち出 している学警連携が、

もともとは響察 の学校教育へ の参加 とはまったく異なる内容であったことを一瞥 し、 これ

と現在の学警連携の実践 を見比べて、今の到達段階 と課題 を考察する。さらに、学校にか

かわ るヴォランテ ィア団体を取 り上げ、この活動の意義 を明 らかにす る。最後に結論 とし

て、上に述べた学校教育の移行 を指摘 したい。

なお、本稿で用いたデー タは主 として、論者が1995年10月 下旬に、マ ンチ ェス ター市立

図書館(酬anchesterCityLibraries)に おいて、1994～95年(途 中まで)に 出されたU

Kの4大 新聞の記事のCD-ROMか ら検索 したものに基づ く。

Ir非 行」少年を排除 し、学校が防衛する政策の行 き詰 ま り

UKで は1994年3月 現 在 、少 年 らに よる学 校 襲撃 事 件 が増 加 中で あ り、そ れ に と もな い

学校 側 の 防衛 も厳重 にな って い る(Hammond,1994;岡 本 、1995年 、198～199頁)。

そ の後 の各紙 の 報道 を見 て も、 この学校 襲撃 は続 いて いる 。 た とえ ば全 国 の放 火被 害額

は5億 ポ ン ド、 うち学 校 へ の放 火 に よる もの は3,000万 ボ ン ド(約48億 円)で あ るか ら

(Bennetto,1994)、 被 害額 か ら見 る と全放 火 の6%が 学校 で発生 して いる 。ま た放 火 以

外 につ いて も、学 校 が3週 間 の あい だに2回 にわ た って荒 らさ れ 、1回 につ き コ ン ピュー

タ20点 ず つ が持 ち去 られ た とか 、1年 間 に学 校 が4回 侵 入 され て1回 放火 さ れ、計25,000

ポ ン ド(約400万 円)の 被害 を受 け た、 な どの例 が ある(Kingston,1994)。

しか し数 か ら いえば 、 これ らの件数 よ りも、無 用 の者 によ る学校 へ の単 な る侵 入 の方 が、

は るか に多 い。侵 入者 は校 内で 寝そべ った り、子 ど もた ちや 職 員 に話 しか け るだ けで あ る。

と くに学校 が地 域 に開か れ た もの と して創 られ た場 合 、塀 も設 けられ てお らず 、校 内 に侵

入 す るこ とは きわめ て たや す い。 したが って学校 職 員 や親 た ち は、 この状 態 を放 ってお け

ば侵 入者 が やが て凶悪 犯 罪 を起 こすの で はな いか と気 を もん でお り、 この こ とが 、学校 へ

の警 備 システ ム導入 を促進 させ て いる(Kingston,1994)。

ロ ン ドン近郊 の ハ ロー(Harrow)で は、1994年9月 か ら市 内 の全70校 で教 育委 員会

(educationalauthorities)と 警察 が タ イア ップ して学 校 警 備(SchoolWatch)を 始 め

た。 各校 の様子 を24時 間 集中 して把握 する セ ンター が設 置 さ れ て お り、 た とえば学 校周 辺

に不 審人物 がい る場合 、セ ンター は各 校長 と警察 に いつ で も通 報 す る(Abrams,1994)。

ま た同年10月 に はバ ー ミ ンガ ムで 、UK最 初 の 、緊 急通 報 装 置(panicbuttons)と 有

線 テ レビ(closed-circuittelevisionsystems)を は じめ とす る学校 響 備 システ ムの見

本市 が開 かれ たU。 この種 の システ ム は ここ20年 間 にUKで 大 きな市 場 を 開拓 して きたが、
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最近7年 間は、 とくに学校へ の売 り込みが中心である。その結果 、外来者 は校内に入 る際

にチ ェックを受 けるのが普通 となったほか、マイ クに向かってまず用向 きを申 し出 たり、

監視カメラで確認 を受 けてから ドアの錠が開けられるところも増加 している。このほか ま

だ全国で17校 ではあるが 、夜 間な ど無人の校 内に不審者 がいるのを機械が検知す ると、 自

動的に無害の煙幕が噴射 され、不審者は視界 をまったくさえぎられて動けな くな る、とい

う装置 も備 えられている(Kingston,1994)。

もちろん学校への侵入やヴ ァンダ リズムを行な う者には、壮年以上の者 も含 まれる。 し

か し現在 のUKの 学校襲撃犯 の多 くは少年であ り、そ こには義務教育期間中の者、 また襲

撃対象の学校にかつて通 っていた者が含まれることはすでに問題化 している(岡 本、1994

年、1995年)。 っまり、ヴ ァンダリズ ムを力で防 ぐ姿勢の根底 にあるのは、いったん 「非

行」に走 った少年 を学校 はもはや教育の対象 とは見ない考 え方である。すなわちこのよう

な少年 を指導 して学校 に引 き戻 すとい う、いわば 「非行」克服の取 り組みを行なう発想 は、

もともと無いように思 われる。

しか し、上 に述べ た学校防衛の有様 は、誰が見てももう行 き詰まった姿 であるといわざ

るを得ない。これに対 して、学校が地域社会 と連携をと りなが ら、これを打開する模索が

行なわれている。すでに学校 に寄 り付 かな くな り、毎晩のよ うに集団 で学校 に向か って煉

瓦を投げっ けるまでに至 った子 どもたちを、再び学校 に引き戻 して教育するのはまだまだ

多大 な困難が伴 うであろう。そ こで打 開策 はまず、現実に学校 に登校 している子 どもたち

を 「非行 」に走 らせない、いわば予防の段階から始められる。そしてこの 「非行 」予防の

教育が、現実には 「非行」にやや走 りはじめた子 どもたちを学校に引き戻 す、 「非行」克

服の効果 をも、ある程度合わせ もっているのである。その ような例を、学警連携 と、学校

とヴ ォランティア団体の連携か ら見ていきたい。

II学 校 と警察の連携

1.学 警連携の移 り変わ り

ジ ョン ・ライ ト(JohnWright)は1970年 代 後半 か ら1980年 代 半 ば ま でのUKに お ける

学警 連携 の 経緯 を まとめ て いる 。そ れ によ る と、 学校 と警察 が組織 的 に連 携 をと る ことが

唱 え られ たの は、1978年12月 に 内務 省(theHomeOffice)・ 保 健 社会 保 安省(the

DepartmentofHealthandSocialSecurity)・ 教育 科 学省(theDepart鵬ntof

EducationandScience)の3者 名 で出 され た回状 「少年 につ い て一 警 察 と他 の機 関 の

連 携一 」("Juveniles:Co-operationbetweenthePoliceandOtherAgenciesつ で

ある 。 これ は内部 文書 で あ り、学 警連 携 の 目的 を、少 年 「非 行 」 の 回避 と して い た とされ

る。

と ころ がそ の具 体的 内容 は、学 校 の教 育活 動 に警察 が 協力 す るの では な く、個 々の子 ど

もに関す る情報 を学 校 か ら引 き出す こ とで あ った。事 実 、 この 回状 の内容 に関 して文 書 で
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報告 する よ う求 め られ たの は、 各警察 の本部 長(ChiefPolice・Officers)だ けで あ った

うえに、 この報 告書 を受 領 す るの は上 記3機 関の うち内務 省 だ けで あ っ た(Wright,1986)

。 この時期 の学 警 連携 は、学 校側 に とって は何 ら益 にな らな い もの だ っ たの であ る。

と ころ が学校 にお け る訓 育 の あ り方 が問題 化 す る と、教 育 科学 大 臣 の諮 問機 関 「学校 訓

育調 査委 員 会 」(theCommitteeofEnquiryintoDisciplineinSchools)が1989年1

月 に出 した報告 書r学 校 にお ける訓育 』(DES/WO.1989)一 通称 ・エ ル トン報 告 書一

は、学警 連 携 につ いて も う一 歩踏 み込 み 、責 任 あ る市 民 性 を育 てる た めに警 察 が教育 に貢

献 すべ きで ある と した(p16.岡 本 、1995年 、195頁 を も参 照)。 これ までに なか った新

しい学警 連 携が 国家 規模 で推 奨 され る こ とにな ったの で ある 。

そ こで 、警察 が学 校 教育 に参加 す る とは どの よ うな こ とな の か、具 体 的 に実例 を追 って

行 きたい。

2.今 日の学警連携 の事例

(1)鉄道 に対するヴ ァンダ リズム防止教育

UKの 少年 「非行」 に関 して きわめて由 々しい問題は、1994年 現在 、毎 日のよ うに鉄道

列車 の通行が妨害されていることである。線路上 にコンクリー トの塊 や液化 ガスを詰めた

ごみ箱等 が置かれ、鉄道関係者や乗客は恐怖 におびえている。列車 の運転中、運転士が激

しい衝撃 と揺れを感 じて非常停止を試みると、 「前方には挑戦 的な様子の10代 の若者が、

猿の ように歯を見せてニヤニヤ笑っていた。彼はその まま線路 の中央 をまっす ぐ走 り去 っ

た」 という具合 である。

少年の犯行 とは必ず しも限定できないものの、国鉄の大部分を占めるブ リティッシュ ・

レールウェイで、軌道 内に何者かが侵 入しているのが 目撃 され た件数は、年 間約2,040(う

ち逮捕件数 は約660)、 列車への投石事件は約490(う ち逮捕件数 は約20)に 上る。この う

ちス コットラン ドでは、1994年6月 、深夜に走 っていた列車が妨害 によって脱線 したまま

鉄橋に突 っ込み、運転士 と乗客1名 が死亡 している。

このような事態のもとで、ブ リティッシュ運輸警察(BritishTransportPolice)は 列

車運転士 たちと共同で学校 に赴 き、 このようなヴ ァンダ リズ ムの危険性を子 どもたちに印

象づけ、その常識 に訴 えてきた。 しか し1993年 には鉄道側の事情で運転士が これに出席 で

きな くなったため、以後はもっぱら警察が この任務 を担 うようにな った。

1994年7月 までの1年 間に、警察官 はス コッ トラン ドの各学 校で、計4万 人の子 どもた

ちを対象 に、ヴ ァンダ リズムが生み出す肉体 的な恐ろ しさ(死 傷)と 精神的なシ ョックに

つ いて、ヴ ィデオテー プを見せなが ら語 った。これを始めて以 後竃事件の発生件数 は全体

として少 な くなってお り、この教育が効果 を現わ しているのではないかと考えられている

(以上、Rigby,1994)Z)。
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(2)「防犯クラブ」への支援

ロ ン ドン南東 部 にあ るブ ロ ック レー(Brockley)で は、続 発 す る犯罪 の 防止 に子 ど もた

ち自身が立 ち上 が り、 それ を学 校長 や 警察 を含め た大 人 が支 援 して いる 。

ブ ロ ック レー周 辺 で は 、通 り魔(mugging)、 強 盗 、強 姦 等 が平 均 して 週 に15回 も起 こ

って いる。 この地 のハ ッチ ャム ・ウ ッ ド ・ス クー ル(HatchamWoodSchoo1,生 徒 数600)

に通 う15歳 の少年 ダニエ ル ・ハ リン トン(DanielHarrington)は 、 自ら も恐 喝 に遭 った

経験 が あ り、犯 罪 多発 の事態 に立 ち上 が ろ う と、校 内 で35名 の友 人 を集 め 、 ロ ン ドンで最

初の 、学 校 にお ける 「防犯 クラブ 」(Cri皿ePreventionClub)を 組織 した。週1回 の ミ

ー テ ィングで は 、い じめ とヴ ァンダ リズム か ら麻薬 問 題 までが 取 り上 げ られ る。

そ して 「防犯 ク ラブ 」 は、警 察 、市 議会 、住民 の 自治 会(aresidents'association)、

校長(実 際 には校 長代 行)の 支援 を受 けて 、 計画 的 に行 動 を起 こす 。 こ うして彼 ら は麻 薬

売 買 の場 とな っ て いたパ ブ を閉鎖 に追 い込 み 、校 内 で は い じめ の被害 者 の ために投 書箱 を

設 け、 また市議 会 に要 求 して 、通 り魔 を防 ぐための街 灯 設置 を勝 ち取 る な ど した。

これ らの働 きの中心 は子 ど もた ち 自身で あ る。警 察 は子 ど もた ちの 動 きへ の支 援 者 を募

り、 市議 会 は この行動 に財政 的援助 を与 え 、校長 は必 要 な とき に助 言 を行 な うな ど、 いず

れ も子 ど もた ちへ の側 面 援助 を行 な って い る。

ハ リン トンは 、なぜ10代 の者 が 犯罪 に走 る のか を洞察 する こ とは 、若者 に も可 能 だ と言

う。 「ぼ くと同 い年 の者 が罪 を犯 す の は、退 屈 で、何 か に害 を及 ぼ したい と思 うか らです。

そ して、 ス リル を味わ う と ともに、周 りの注 意 を引 き たいか らで もあ ります 」。 さ らにハ

リン トンの仲 間 で 同 じ く15歳 の ウ ェイ ン ・オ コナ ー(WayneO'Conner)は 次 のよ うに言 う。

「ヴ ァンダ リズ ム はなぜ 起 こるか。 そ れ は、 もっ とほか にす るべ き良 い こ とを知 らな い か

らで す。 ぼ くは友 だち に言 い ます。土 曜 日は アル バイ トに行 け、学生 軍事 教練 団(the

Cadets)に 参 加 しろ、サ ッカー(football)を しろ、青 年 ク ラ ブに入 れ 、 と」(以 上 、

Oxford.1994)o

(3)考 察

以上の2例 は、 どちらも学警連携 による教育実践ではあるが、その意味合 いはまったく

異な っている。

列車通行妨害防止教育 の方 は、対象 とな った4万 人の子 どもたちの中に実際の加害者あ

るいはそ うなる可能性のある者がいる ことを前提 として進め られて いる。子 どもたちの視

聴覚に訴えて、常識を呼び覚 ますとい う点で、ス タイルはと くに新 しくはない。 これによ

ってヴァンダ リズムの件数が減少 した ようであるから、遊び半分による列車通行妨害には

抑止効果があったと見 られる。だが これだけでは、犯行 例にあるような意 図的なヴ ァンダ

リズムには対処できない。初等教育段階では難 しいかも しれないが 、中等教育においては

ヴァンダ リズムの本質 や原因を考えさせるものにしなければ、早晩行 き詰 まる可能性 があ
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る。

「防犯 クラブ」は、子 どもたち自身による一種の圧力団体 である。こちらは被害者の側

が声 をあげ、学校 ・警察 を含めた大人が支えている。 まず子 どもたちは市議会等 に要求 を

出すことを通 じて、計画的、組織的 に犯罪 に立ち向か う方法を学びつつある。これは、犯

罪に対 して物理的な力で 自分だけを防衛 しようという、従来多 くの学校が とってきたヴ ァ

ンダ リズム対策 と比べてみれば、きわめて質 が高 い。 また子 どもたちが、犯罪の本質や原

因に迫る議論を行なっていることは、普遍 的な人間観 を子 どもたちが 自得 しているとい う

意味で、 きわめて有益である。さらに大入の役割 を側面援助 にとどめている ことも、子 ど

もたちが 自立 した市民 として成長 していくうえで貴重な ことで ある。今後 は、校内での世

論形成や、他校 に同様の組織がつ くられた場 合のネ ッ トワー クづ くりが推進される ことに

なると想像される。

ID学 校 とヴ ォランテ ィア団体の連携

(1)ヴ ォランテ ィア団体 「居場所」の活動

1995年2月 のrイ ンデ ィペ ンデ ン ト』紙には、家庭崩壊等 によって不利益 を被 っている

子 どもたちの面倒 をみる心理療法士の ヴォランテ ィア団体が紹 介されている。 「居場所」

(thePlacetoBe)と いう名の この団体は、会員数 が100名 以上 あ り、ロン ドンの小学校

7校 を本拠地 として、数百名 の子 どもたちのケアにあたっている。

発起人のキャミラ ・バ トマゲリッジ(CamilaBatmaghelidjh)が このグループ を始め た

のは、絶えず自殺 を試 みる7歳 の女児 と出会 ってか らであった。女 児の母親 は他 の子 ども

の世話にか まけて、彼女 を医師に見せなか ったため、バ トマゲ リッジは思い余 って女児が

通 うノ1、学校 に乗 り込み、心理 治療を開始 した。やがて校長の好意で、バ トマゲ リッジは校

舎内に1室 をあてがわれ、そ こで他の子 どもたちへのケアも行な うようにな った。

「居場所 」のメンバーは、単に学校 に居 るとい うだけではな く、その存在 を子 どもたち

によく示 すようにして いる。校内ではメ ンバーであることを示すrP2B」 と書かれた黄

色いバッジを着 けているほか、一小学校では校舎の内装 にも改革を加 えた。もともとどこ

の学校 にでもある単調な クリーム色であった壁が、海の生物 と、庭園 と、笑顔を描いた明

るい色の壁画で彩 られるようになった。

このよう な努力の結果 、子 どもたちは 「居場所」のメンバー と話 をすることを恥 と思 う

どころか、自ら進んでメ ンバーに心 を開 くよ うになった。 「私 たちの仕事のほとんどは学

校の廊下で行なわれます。子 どもたちは私たちの特別なヴォランティア活動 を期待 して、

嬉 しそうな 目を します。次の週 になると、子 どもたちは私 たちに手 を振 ってくれ ます。そ

れか ら彼 らは私 たちに近づいてきて面 白い仕草を します。そ して子 どもたちが安心感を覚

えるようになる と、彼 らは自分から、会いに来て もいいかと尋ねて くるのです」 とバ トマ

ゲ リッジは言 う。一方 これとは別に、 「居場所」のメンバー は、問題 をかか えた子 どもと

一212一



話す ため、毎週 あらか じめ決 めてあった時刻 に子 どもを教室 に迎 えに行き、面談が終わる

と子 どもを教室 まで送 って行 く。

バ トマゲ リッジは、 自分の子 ども観 を次の ように述べ ている。 「これ らの子 どもたちの

何人かを見ていると、 もっとも伸び伸 びした考え方 に至 ります。それは、悪い子 どもな ど

存在 しないということです。大人は これらの子 どもの悪 い面 をいろいろ言 う。しか しそれ

は、子 どもが 自分 自身を苦痛か ら守ろ うとしてい るか ら生 じる ことにほかならないのです。

ひとたび彼 らがそのことを理解 し、かつ、あなた もその ことを理解 したと彼 らが知 ったと

き、彼 らはあなたに向か って語 りはじめるのです」。

このような 「居場所」の活動は、実 際に 「非行」に走 りは じめた小学生への指導に も効

果を現わ している。アダムという9歳 の男児は、家庭 で虐待を受 けたうえ、母親が薬物濫

用の末に死亡 し、その後 は不潔な家庭で継父 と生活 していた。アダムは自動車に押 し入 っ

たり、建物に放火するなどの 「非行」 をして いたが、さ きのバ トマゲ リッジによって家庭

から引き離され、里親 の もとで生活す るようになる。一方バ トマゲ リッジは、アダムの通

う小学校 で週3回 彼 に面接 してケアを行な った。約半年 後、アダムの もっていた玩具 を別

の子 どもがひったくったとき、アダムは声 をあげて泣 いた。 これが、彼が自分の感情を表

現した最初 であ った。以上 は一つの例 であるが、実際 に 「居場所」の活動 する学校 では、

無断欠席、ヴァンダリズ ム、そ してい じめは減少 しているとされる。

これについて ロイヤル ・フ リー病院(theRoyalFreeHospital)の 臨床心理学顧問 ロ

レーン ・シェア(LorraineSherr)は 次のように評価 する。 「私 たちは早 くから、r居 場

所』が学校 を治療にふさわ しい環境に変えている とい うことに注目 してきました。たとえ

ば子 どもたちの中に悩んでいる者がいるとします。従来 ならば、この とき周 りの子 どもた

ちは、その子 どもの悩みの内容にまで心が及 ばず、ただ傍観 したり、無視 した り、あるい

は教師を呼んできたりしたものです。 しか しr居 場所』の活動 は、このような際には機械

的にではな く感情 を込 めて取 り扱 うべ きだということを教えている ようです。そ してこの

ことが、個 々の子 どもたちに とどまらず学校全体に良 い影響 を与えています。すなわち子

どもたちは、自分が感 じ、考 えることを、 はっき りと認識 し、それ を言葉で言 うことがで

きる。r居 場所』の活動 は、子 どもたちに、 この認識 と発言に必要な言語を与えて いるの

です」(以 上、Lantin,1995)。

②考 察

「居場所Jが 小学校 を本拠 として心理治療 を行 なう団体である ことから、 クライエ ン ト

となる子 どもたちの大半 は、家庭に教育能力がほとん ど、あるいはまった く無い状態であ

ると推察 される。 したが って 「居場所」の活動 につ いて一言 で表現 するならば、それは家

庭における教育力の不足 を学校 で補 うものだといえよ う。

ただ、学校 を舞台に した心理治療 というだ けなら、そ う目新 しくないかも しれない。

「居場所」の新 しさは、 シェア も述べ ているように、 「学校を治療 にふさわ しい環境に変
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え」るこ と、すなわち個別のケアにとどまらず、学校 全体の環境の改善に力 を入れている

点にある。'バッジの着用、校舎の内装の改善 といった 「もの」の類 を重視 しているのはそ

の現われである。 と同時に、 クライエ ン トになる子 どもたちにとっては、学校は家庭に代

わる生活の場でさえあるから、 「居場所」は学校 を、子 どもたちが治癒 したのちも、帰 り

たいと思 ったらいつでも帰れ る場所 と位置づ けていると考えられる。

実践の中で重要 なことは、 「居場所 」のケアによって、すでに 「非行」の前歴があるア

ダムが立 ち直 ったことである。これは、彼 がまだ9歳 であったか らできたのかも しれず、

積極的にヴァンダ リズムを行な う年齢 にな ってか らでは、学校 での このようなケアは困難

かもしれ ない。 しかしアダムの例は、家庭が教育 力を失 った子 どもが 「非行 」を克服 する

ためには、従来その子 どもの いた家庭 に代わる、まさに`居 場所'を 保障することと、専

門家 による注意深いケアが必要 であることを示 していよう。

結 論

以上、UKに おける学校 と地域のかかわ りを、少年 「非行」対策 の面か ら、 「地域社会」

を警察 とヴ ォランティア団体に限定 して見て きた。以上から次のことが言え よう。

まず初等教育段階の実践で注 目され るのは、 「居場所」の活動にあ るように、家庭にお

ける教育力の不足を学校で補 う試みである。その際、学校においてケアの対象 となる特 定

の子 どものための空間に限ってではな く、学校全体の環境を改善 し、子 どもたちが治癒 し

たのちも、帰 りたいと思 ったらいっで も帰 れる場所 にしてい ることが、特記 すべきことで

ある。

次 に中等教育段階の実践で注 目されるのは、 「防犯 クラブ」への支 援に見 られるように、

子 どもたちを犯罪被害者の立場から、社会 に働きかけさせ、計画的、組織的に犯罪 に立 ち

向か う方法 を学 ぱせて いること、また子どもたちに犯罪の本質や原因 を考 えさせているこ

とである。この際大人がすべて側面援助に とどまっていることも、子 どもたちの自主性 を

養 ううえで大 きな意味 をもっている。そしてこのような実践 の積み重 ねが、 「非行」を許

さな い学校の環境 をつ くりあげてい くもの と見 られる。

ここか らでも、旧来 の、 「非行」少年 を排 除していわば野 に放 ち、学校は鉄格子等で身

を固めて防衛 に努 めるスタイルを超 える、新 しい教育実践の姿 が見 えて くる。すなわち現

在のUKの 学校教育は、 「非行」少年 を学校から追放 して こと足れ りとするものか ら、何

らかの形 で学校が関与 しつつ、少年 自身に 「非行 」を克服させ ていく実践へと移行 しつつ

ある途上 であると考 えられる。今回検討 した実践 は、 まだ 「非行」の克服 には至 っていな

いものの、やがてその段階に至る萌芽 を十分有 してい よう。

なお残 された研究上の課題 は、学警連携 と、学校 とヴ ォランテ・イア団体の連携 のそれぞ

れを各カン トリーの実情 をふ まえて全国的に把握 することなど、多 くあるが、最大 のもの

は、そもそも 「非行」の原因 と本質 をどうとらえるべ きか、とい うことで ある。 これを解

決するには、実際の 「非行」少年の行動 と声 を検討 してみなければならない。今後は これ
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を念 頭 に起 きつつ 、 「地 域社 会 」 の一 つ と して少年 刑務 所(secureunits)

そ こか らUKの 学 校教 育 を見 てみ た い。

を取 り上げ、

〈注 〉

1)こ の 見本市 に は、バ ー ミ ンガム警 察 当局 の防犯 担 当 官 も出店 した(Kingston,1994)。

2)な お グ ラス ゴーで運 転 士 組含 の世 話人 を して いる ウ ィ リー ・ウ ィルキ ー(Willie

Wilkie)は 、若者 に安全 に関 す るメ ッセー ジを伝 え る ため に 、や は り運転 士 も学 校 に足 を

運ぶ べ き だ と主 張 して いる(Rigby,1994)。
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pouvaitfairedesetudes・econcfairessansLatin?[.・41`吻 餌 廊P砺cε 髭 曲 吻alitecfe

・漁 吻 μ協 吻ue1escfas・es… 癩;鰍 ・emitconfondu・ 々6吻 ω な ¢6∬ ・in

duneinstructionquidemeureinaccessidleaupeuple,quifuisoftfermee,quisoitla

'6arriere'
."(cit.inA.Prost,1968)

Orcettebarriersquesanctionnelebaccalaureatseredoubleduneautrebarriers

dontI'efficacitereposesurunprocessusd'exclusionparticulierementiniquequine

cesserad'etresou書ign6parlestenantsdeI'ecoleunique:

一Seu日ecursusoffersparIeslyc6esouvresurdes6tudeslonguessanctionn6espar

unBaccalaureat.
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一LechoixdeI'etablissementinitialserevelstitreunchoixfinaldufaitde

l'absencedecorrespondanceentrelesdiff6rentsprogrammes.

一Les"enfantsscolarisesdanslespetitesclassesdelyceequisontpayantes

b6n6ficlentd'unencadrementdifferent.

一Ces8tudesrestentpayantesjusqu'en1945alorsmemequelePrincipedela

gratuityest6tendua('ensemblede『enseignementobligatoiredes1933.

一Faceacetenseignementd蟹elite
,la川eR6publiqueaeua、cceurdemettreenplace

unvastesyst白med'enseignementlaique,obligatoireetgratuit:『6colecommunale.Les

loisde1881paracheventuneevolutionquis'etaitpoursuivietoutaulongduXIXe

siecle.L'obligationd'ouvrirdes6coles,lacr6ationdecomit610cauxdelo6ducation,ies

debutsd'unsystemecentralised'inspectionetdecontrole,1'ouvertured'ecoles

normalespourlaformationdesinstituteursprecedentI'avenementdeIa川e

RepubliqueetlesfameusesloisFerryquiconsacrentleroleetlaresponsabilitede

l'自atenmatieredl6ducation.L'6colecommunaleainsimiseenplaceapour

particularited'offriruneformationinitiatetotalementdistinctedecellequiprevaut

alorsdanslespetitesclassesdeslycees.Carits'agitdetransmettreauxenfants

('ensembledessavoirsquileurserontnecessairestoutelaviedurant.L'ecoleprimaire

esteneffetaussiuneecoleterminals.Ellsn'ouvresuraucunepasserelleversles

etudestonguesetlesbaccalaureats.Onydonneunenseignementencyclopediqueet

hautementmoralisateurdestineaformerlessoldatsdunouveauregime,descitoyens

determinesaprotegerlesinstitutionsencoreinstablesdelaIlleRepublique.Les

artisansdeceteffortnationalsontlesinstituteurs,ces"pretres(aiijtces'recrutes

parmilesmeilleursslavesdelacommunaleetformesensuiteauseindesecoles

n・・males,s・rtede'seminaires願 ∬"quic・nstitue・tl'uniquefilie・easce・da・te

accessibleauxenfantsdelacommunale.LafermetureinternedecettefiliereestI'unde

sestraitsdominants.

Cettefractureinitiateauseindelastructurederenseignementscolairefrangaisa

exerceuneinfluencedurablesur('ensembledesdebatsetdespolitiquesde('education.

Surleplandesinstitutions,cen'estqu'aveclesreformesBerthoin(1959),Fouchet

(1963)maissurtoutHaby(1975)qげunepageapu6tretourn6e.Restequedefagon

plusprofondeetplusinsidieuse,1'ecoled'aujourd'huirestsmarqueeparcettehistoire.

L'酬tismedesprogrammes,lapermanencedesfili白resetlareconstitutiondes

hierarchiesinternes,lesdivisionsducorpsenseignants,lafermetureoulatendance

aureplissursoideI'ecole,sonindifferencehautaineaI'egarddesusagers,voiredela

societecivile,1'autonomiedesonsystemsdevaleurinternsmaisaussilesformes

parfoisintensesd'engagementdesonpersonneldansfactionpedagogiquesontautantde

traitsparmibeaucoupd'autresdontlageneseestindissociabledecettehistoire.

2.SurinvestissementdeI'ecoleetformationmorale

LestheoriciensdeI'ecolerepublicaineaccordantunegrande

socialisationdeI'enfantetauxconditionsd'interiorisationdune

nouvelle.CesthemesrecurrentsdanslescoursqueDurkheim

d'6ducation《L'6ducationmorale,Sociologieet白ducation)traduisent

6poquedebouleversementdelahi6rarchietraditionnelledesvaleurs.

1'enseignementetlerefluxplusgeneraldesvateurscollectives

traditioncatholiqueposenteneffetunproblemeaiguaHombre

partagentunevisiontresoutreedelapuissance

d'acculturation.Laviolencedespol6miquesqui

I'enseignements'articuleauneperceptioncommune

pouvoir,sous-estime('influencedumilieufamilialet

propredeI'enfant.Lesrepresentationsdominantes

I'enfantuntitreenpureattenteげune

pattemollepromiseaugrand-oeuvrede('education.

pouvoiretdoncdanslaresponsabilitedeI'ecole

ducitoyen

importanceala

6thiquecollective

consacreauxquestions

inscriptionsocials
Cettecroyance
est

dasacralisationquiminelesassisesdelasocials{M.Bernard)

deI'ecoledans
entourentla

quiaccorde
('importancede

jusquechez
tabularasa,pageblanche,

collectivedansle
commelecontrepointdela

Restequelesentiment

1'inqui6tuded'une

Lala7cisationde

deposesdansla

depenseursqui

leprocessus

la了cisationde

aI'ecoleunsur-

lapersonnalite

Durkheimfontde

・i

{
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diffusd'urgencequiaccompagnechezDurkheimlesprojetsderaffermissementdulien

S・Ci・lt・ ・t・ ・mm・ … 靴 卿 磁64Pε 競r`伽 解 ㍑ 雌 卿6C伽 〃renthumain,

autrementquaureg鰍 娩`'雌 娩7・ 伽 伽,c'est-k一 砒 耐 伽 ・ユ伽 π"(d・Q・ei…)

6clairentlesurinvestissementdontl'6colefaitl'obletetlaplacetressp6cifiquequi

luiseraestreservesauseinde('arsenalideologiquerepublicain.

3.Exterritorialiteetcultedelaraison

L'ecolerepublicaine,sielleveuttitrefideleauxideauxquiI'anime,sedoitd'etre

uneinstitutiondedieeaI'interetgeneral.LaRepubliquenes'est-ellepasprecisement

constitueeparoppositionauxinteretsparticuliersreprgsentesparlanoblesse,

1'egliseoulescorporations?L'idealcentralisateurdelarevolution,sonhisritage,esl

celuidunesocieteuniederrieredesideauxcommunschoisislucidementetassumes

collec電ivement.IIestins6parabled'unefoidansleslumiらresetdansunprogres

indefinidelaraisonhumaine,fondementcommunetsourceultimede('ententeentre

leshommes.LacroyanceenI'universalitedelaraisonestindissociabledecemessage.

EtleroledeI'ecoleseraprecisementdedonnerachacun,selonsesmoyens,('occasion

deseconstituerensujetlibreetencitoyenresponsableparunjusteexercicedeson

in量elligenceetracquisitiondesavoirsintrinsequementlib6rateurs・

Orcetteinscriptiondel'6colerepublicainedanslalogiquedeI'interelg6n6rala

pourcorollairelapreeminencedonneeauxsavoirsabstracts.L'ecoledoitfavoriser

I'exercicedelaraisonetlegoutdelaspeculation,elledoitintroduireI'enfantdapsle

mondedesidespuresouseretrouventlesespritseleves,sansconsiderationderaceou

denationalite.Larelationpedagogiquetransiteparcetteouverturesurdeshorizons

liberateursquiassurent('ententeparfaitedesintelligences.Lemaitreestunpasseur,

leguideausterecharg6d'introduireI'enfantversleslumi6resde1'esprit.Etcette

tachegraveetausterenepeutninedoitselaisserdistraireparlesmouvementsde

surfacequiagitentlemonde,auxportesdeI'ecole.Lahauteurdesmurs,le

depouillementdessalles,lamajestedeslieuxetI'ecartqu'ilsinstaurentaveclemonde

seconjuguentpourinciteriesslavesafairelepas,aaccepterlerenoncement

necessaireaunerenaissanceBanslemondedeI'esprit.

Cetteｰtttiseenorcfrecfumotufe"emprunteeaJ.一L.Derouet(1992)neseretrouve

jamaisr6a聾s6edanssonint6gralit6;elled6finituneconfigurationdurable,unr6seau

d'ideesetderepresentationsassocieesquiconstituentaujourd'huiencoreunreservoir

dereferencestoujoursdisponiblesdanslesdebatsquiagitentlemondescolaire.Les

proposdeI'inspecteurdepartementalchargedelacirconscriptiondeOullinsquenous

6voquonsplusloin,participentdecettetradition・

・鈎 伽 動 面 動 磁 伽 昆面 亡・η ・漉 力 伽 ∬吻
・c'estqu'e(lene・opiaitpasCa

5・ciete,c'etaitunlieudeh6era伽,雌 伽 薇 侃 砺 襯 鰯 亡P4膨 砂 面5・C娩 麗 屹纏

μ,・ 伽 伽 競 ・・妙 磁,C'est-a-duequ'e1!eaete吻 ・血吻 伽 競 ・・あ・μ 明 μ晩

etclitfermee:'(Henriot-VanZanten,1994p.76)

B.Lamiseensystemedesann6es1960-1970
LesreformesBerthoin,FouchetetHabyontconsists,selonlemotdeProst,enune

"noseensysteme"progressived'unappareild'educationcomposedefilieresautrefois

stanches.Cespolitiquesprocedaientdudoubleconstatduneinjusticesocialslongtemps
critiques(lesCompagnons,leplanJeanZay,leprojetLangevin-Wallon...)etde
I'inopportunitｮsocialseteconomiqued'unsystemequi,audebutdesannees50,
excluaittesdeux-tiersdunegenerationaI'entreeensixiemeetn'enaccueillaitencore

que55%danslesann6es1960.(Euriat,1995)
1.Lesr6formesBerthoinetFouchet

1958estI'anneede('electionduGeneraldeGaulle,deI'avenementdelaVe
R6publiqueetd'uneConstitutionquirenforcelepouvoirpr6sidentieletassurela

stabilitepolitiquequiavaitfaitdefautauxregimesanterieurs.Sous('impulsiondu
GeneraldeGaulle,soucieuxd'elargira('ensembledelasocietylabasederecrutement
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deI'eliterepublicaine,unereformeradicalesepreparequientroistempsconduiraa

('unificationderensemblede「appareild'educationfrangais.

一LareformeBerthoinde1959donnelecoupd'envoide('unificationdupremier

cycledusecondaireparlafusiondesclassesdelyceesetdescourscomplementaireset

laprolongationa16ansdelascolarit60bligatoirequiencouragelacroissancedes

effectifsen6emeet5eme.1目ntroduit6galemen量1eprinciped'uneorientationsur

deuxansmaiscelle-cin'auraguered'effetsconcretscar,pratiqueeauseindechaque

etablissement,elleneremetpasenquestionlesdivisionspreexistantes.Auvudu

nombreinfimedesslavesquichangentd'白tablissement(1%),onpeutdirequecette

orientationseresumeausimpleenterinementdeschoixscolairesinitialementoperas

parlesfamilies.
一Lar6formeFouchet(1963)opereunchangementplusradicalaveclacr6ationdes

Collegesd'EnseignementSecondaire(CES)quireunissentsousunmemetoit('ensemble

descursus:les3filieresquiysontam6nag6esprolongentlestraditionsant6rieures:

classiquepourlafilierelqui響aituneplaceaI'etudedulatin,primairesup6rieur

pourlafiliere2.Latroisiemefiliereaccueillelesslaveslesplusendifficultydansdes

classesdetransitionprochesdesclasses.defind'etudeduprimaire.Maisle

cloisonnementverticaldestroissectionsapoureffetlemaintiendunepressionsur

lesslavesinscritsenCM2tandisqualarepartitiondesprofesseursmanifestsaugrand

jourIaconceptionhi6rarchiquequiapr6sid61adefinitiondeIanouvelleconfiguration:
"Lenseignementlongesttheori

cjuementdonneparunprofe∬ 餌C殉%`厩 吻 駕 耀 π亡

courtparunancieninstituteur[..4μ 厩 セψ 伽 伽 碓1瀟,momsita1ecfroitkdes

professeursqualifies(auseescfusystemeJ."(Citronp.26).CommeledeclareA.Prost,

γゼ・漉 ㎎ επ脚5鰯 伽 ま甜 ・uvesesmarsetsesstructures,漁f㎜ ・nquetoujourssa

pe吻(哲 陀 斐Orlesann6es1960sontaussicellesdesgrandesenquetesdePINEDqui

mettentenevidenceunecorrelationentrelescategoriessocioprofessionnelleset

resp6rancedeviescolaire.EIIesvoientaussiIaparutiond'unouvrageretentissantqui

propulselesociologueP.BourdieuaucentredesdebatsdeI'epoque.Les"Heritiers"

(1964)denoncentautermeduneanalysetrespousseelaselectioninsidieuseoperas

parl'6cole``reproductrice".llnesuffitpasd'assurerr6galit6deschancesa量'entr6e

deI'ecole,itfautencorequelesdispositifspedagogiquesnesanctionnentpasceuxdes

slavesquis'eloignentdumodelsnormatifvalorisepar('institutionscolaire.

2.Lar6formeHaby(1975)

LareformeHabydoitparacheverleseffortsdesannees1960engarantissant

notammentlarealitydesfluxentrelesdifferentesfilieresdemeureesjusqueIfi

presquestanches.LesprincipesdeI'scoleunique,selon('expressiondeJeanZay,sont

enfinconcretisesavec('absorptionde('ensembledesetablissementsdupremiercycle

dusecondaire(CESetCEG)auseindunememestructure:lecollege.t_epland'etudeest

am6nag6avecdeuxpremieresann6esconsacr6esal。observationdes61らvessuiviesde

deuxanneesd'orientation.Lesclasseshomogenessontsupprimeeslesetablissements

sonttenusdebrasserleurselvesdesorteabriseral'int6rieurm6medes

6tablissements,lestentativesdereproduirelessystemeshi6rarchis6squer【 皇tatvient

d'abandonneraI'endroitdusysteme.

Leproletestambitleuxetpeutsepr6valoird'6trei'ultimemaillond響unelongue

chainederevendicationsetげam6nagementsquivisaientaetablirdanslesfaitsles

devisesdelamoraler6publicahequesonUesprincipesdelusticesocialsetd'6galit6.

Maisilseheurtetresviteauxr6sistancesd巳uneimportantefractiondesenseignants

"traumatisespar1ePrincipede碗 亡吻eneite"(Der・uetp
.38)etdesfamilies

d6…i6・t6・ ・p・ ・lan・uve聾ec・ ・fig・・ati・・q・im61ang・'sansprecaution・nisurvei1lunce

命 εψ 鳩4吻ittZS・C娩 ¢κ 劾 ω 伽 協 吻 晦 脇"(id.P.38).L「enseignement

privydevientalorsI'uniquerecoursdefamiliesdoublementinsatisfaitestautparles

conditionsoffertesdanslepublicquedufaitde('absencedechoix(cartescolaire)etde

I'autoritarismedesdecisionsprises,notammentenmatiered'orientation,parles

enseignants.A.Prostprocedeaundecomptequileconduitaestimerqu'unfamillesur

troisaeurecoursaumoinsune看oisal'enseignementpriv6,chiffrequiexpiiquel。6cho
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医

etIamobilisationconsid6rablesqui,sousleministereSavary,en1984,r6pondronta

l。menaced,unei・t69・ati・ ・f・ ・c6・d・1,enseignem・ ・tp・i・6ausei・d'u吻 忽 磁5ε π 伽

Pa6fU'1(P・ ・st,C・ ・f6・enced・nn6ealaMais・nF・anc・ 一Jap・ ・aisee・1991)・の
3.Unbilann6gatif

Defait,lar6formeHabynevapastenlrsespromesses.

一Auseindes6tablissements,1'h6量6rog6n6it6desclassesdemeureunefiction;dans

lagrandemajorit6descas,lesPrincipauxsontpromptsautiliserlesoptions(seconde

langue,Iatin,grec)pourjustifierIacompositiondeclassesquib6n6ficieptde

conditionsd「enseignementadapt6esaIeurpublic.Onvoitainsiseg6n6raliserune

affectationdiscriminantedesenseignantslesplusc6t6souIespiusdipl6m6squi

r6tabliten髄ligraneleshi6rarchiessupPos6es6teintes・

一Surleplanduterritoire,lesdift6rencesdescolarisationentrer6gionsetentre

campagnesetvillessontflagrantesetviolentleprincipe6galitaristequipr6sidaitla

miseenplacedelar6forme.

一Autota1 ,cetter6formeappara言tcommel'ultimeavatardlunepolitique

centralisatricequipr6tend,depuisuneinstancecentrale,6trecapabled「imposercette

uniformit6etcette6galit6r6publicainedontelleestl'h6riti白re.Ll6checflagrant

entrainerabient6tuneremiseenquestiondesapriorimemequiontpr6sid6alamise

enplacedecetter6forme,Etl蟹ironievoudraquecesoientlessocialistes,

centralisateursimp6nitents,quisoientIesartisansd'uned6centralisationquetoutle

mondesembled6sormaisappelerdesesvceux.Carlasoci6t6frangaisetraverseacette

m6me6poqued'importantes〔nutationsquirendenturgentesuneadap量ationen

profondeurdel'apPareilげ6ducation・

C.Lestransformationssoci6tales

LacrisedeI'6coieestaussiunecrisedecroissancedelasoci6t6frangaise。Les

ann6es1970bient6tstigmatis6esparlacrisedup6trole,marquentIed6butdlune

periodsd'importantesrestructurationseconomiquesetindustrieliesquivontaffecter

defagondurablelastructuredeI'emploi,ieregardport6surl曹6coleetlad6finitionde

samission.AlaprimautelongtempsdonnasalafonctionpolitiquedeI'ecole(formation

descitoyens,unitydelanation,integrationsociale)sesurimposentverscetteepoque

desconsiderationsdlefficacit6etderentabilit6.L量6colenedoitplusseulementservir

lesobjectifsd'integrationnationaleetdejusticesociale,ellsdoltpreparerlajeunesse

.Lan6cessit6

1'undesthemes

grandsproblemes

ダ
prepa「e「

alaviedansunesoci6t6moinspr6visibleetadesemploismoinsstables

d'unediversificatめndesformationsetdesparcoursscolairesdevient

dominantsdecette6poque.Cettestrat6gier6pondeneffetadeux

concomitants.

一ilslagitd量unepartd'6viterrengorgementd6javisibledesfiliOreslespius

prestigieusesparuneventilationdes6ibvesentrelesmultiplescursusquisemettent

enplaceacette6poque・

一 麗s璽agitd'autrepartdefourniralamachineiηdustriellel'arm6edetravailleurs

dontelleaunbesoinaccrudufaitdestransformationsinternesausystbmede

production:confront6auneconcurrencedeplusenplusvivealorsqueIesbarribre

protectionnistestombentuneaune,1'industriefrangaisesedoitdlam61iorersa

productionetder6duirelescoOtsdefabrication・Productionafluxtendu・cerclesde

quam6s,passageduquantitatifauqualitatifsontlesmotsd'ordrede1'6poque.

Unetenslons'instauredoncentrelareconnaissancedefaitdelan6cessit6d'une

diff白renciationcroissantedesformationsetdesparcoursscolaires,etlemaintien

d'unelogiquenormativeetcentralistequipr6tendg6rerdirectementdepuisParis

I'ensembledesbe§oinsetdescursusscolaires.Cettesituationtrouvesonexpresslon

ultimedanslemaintiendeCAPqui,commeceuxdutextile,Iachentchaqueann6esurIe

march6dutravaildesdizainesdemilliersdeleunesarm6sd'unm6tierquin'existe

plus(Hamon).

EtlecoOt6conomique,chi貿r6a100milliardsparan,etsocialde CBS

dysfonctionnementschroniquescondamnechaquejourdavantageunsystemsdegestion

quls'avereincapabled'ajus量ersesd6cisionsauxr6alit6slocalesetadesbesoins

economiquesalafoispointusetfluctuants.Leniveaulocalsembledansces

circonstancesbienmieuxarmspourrepondreadesproblemesdontI'ampleuraffects
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directementleshabitantsdescommunesdisposeesasemobilisercontreunfleausocial

dontellessontlespremieresvictimespotentiellescar,commalesignalsuneplaquette

municipals,"L'eckecscolaire-itfrappeckaqueanneeplusde100.000jeunesquisortent

5傭 卿h伽tiondusystemeeducatif-estauta脚 π 伽"一rekumaanqu'uncframes・c妬

傷r払 離5傷 ヲ¢批 〃 吻 吻def'ercgrenagefatalquicorccfuitcfuckomagea血

marginaGsa伽,v・ 加 繭 卸 観 御 駕 〆(per1iettemunicipaleJHen・i。t-VanZanten,

1994p82.

D.Lesnouvellespolitiquesetlechoixdeladecentralisation

『61ectionen1981deFrangoisMiterrandalaPr6sidencedelaR6publiquefourniセ

('occasiondelancercettegrandereformedeladecentralisationquedenombreusesvoix

reclamenldepuisplusde20ans.L'existenced'in6galit6s刊agrantesentreles

differentesregionsfranraiseestsouligneedepuislaLiberation;lanaissancedela

DATARen1962nesuffitpasaendiguerdesscarfsquisemanifestentsurdesplans

aussidiversqueI'activite6conomique,lech6mage,1曹6ducationoulerevenupart創e

dlhabitant.Ainsi,dansleseuldomainedel'6ducation,lestauxdescolarisationa16ans

dansiesecondcyclepassentdeplusde60%aParisdansleslyc6esg6n6rauxet

techniquesa25%danslaMeuseoulaHaute-Sa6ne.Ouencore,lapartdesbacheliers

dansunegeneration,quiestde50%dansI'AcademiedeParis,nestplusquede18%

danscelbd,Amiens(Savaryp.7).Or,danslesann6es1980,ildevien量clairqueces

probl6mesdelusticesocialeetderationalit66conomiquenepourrontetrer6solupar

desmesurescentralisestraditionnelles.

Leconstatdecettediversitedefaitdessituationsconduitlenouveauministrede

('educationaenvisagerunereformeradicaledumodededirectiondespolitiques

6ducatives・'久 伽 ε碗膨 π重,砺4籏 花鵬 ¢臨 εμπc・吻 θ躍疵6亡 伽 卿tesc(.assesd'un

fyceepurisiensorterconnes:i1s伽 切f血 雇 膨 仰 面 伽cf`elzves,ni.1ameme

P・鈎 ∬θ漉 ㎎c雌 徽 πちnilesmemesenseignants_吻 ¢cπ心 協P喫 而 像 面 面 π麗 プ

auketablissementsfapossi6ilitecfefairecfesprojetsconformeraleurscaracteristtques

(clansCerespectdesrn伽 毎伽srationales)quedefeindreune吻enei吻uin'existe

nullepart。Croyez-voi∬ の'鉱5醒 亡泌 ・nna6(zdedemanderd膨5㈱ 膨duXXe

僻 ・廊5鷹 吻 伽pluscfeSO%♂6伽 説 伽 解 ∬ ε命 μ梛 ㈱ 膨 読吻ceegfenry-IN

cf'az/OLプあme〃 彫ノonctwnnement?6'estsipeuπ 比0π πα6あ{μ
、C'estimpraticadle・(='est

aussitrespeudemocratique."(Savaryp.12)

Cetteorientationre刊6te6galementlebilantr6sg6n6ralquidominoalorsune

r6刊exionfrangaisesur「6ducationquid61aisseaucoursdesann6es1980roPPosition

6colereproductrice-6colelib6ratricepouruneoPPosition6colefermee・6cole

・uve・te(Plenel,1985》 …fluxprises漉posi伽P・ 魔吻 鰯etaukanalyses

5・Cわ吻iquessuプ 〃吻`zGaedescFcancesetla.recrea伽ou(a.reduce伽 血 ・吻`ilitespar

伽 昆,sesubs伽entprogressivementcellessurleroledel'ecoleBansla吻 吻 伽ou

伽 吻ra伽de吻 鋒 κ酪8御P∬ 伽 艇 駕,1991).のanscetteoptique,μ 呼 膨 畠鵡

縦 ㎜ 撹 伽 ㏄εμ痴 卿 伽 註ノDoerunrotepresqueau∬i吻 α伽 亡卯 θ砺 μ θ

槻 伽 訟 伽 罐 卯 卿 π脚 磁 漉 伽 刎ε加 ε漉 伽 あ51∬α顧6卿6惚 卿 吻 庭5μ プ

('ensembleduterritoire,mailunepGcralited'initiativeslocales."(Henriot-vanzanten,

1994p.74j

1. LeschangementssousIeminist6reSavary

a.delareformea1'innovation

UndespremierstraitsdelapolitiqueeducativeconduitssousSavaryaateI'appel

lanceauxenseignantseux-memos,afinqu'ilsdeviennentlesacteurscentrauxdes
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ref・rmesetlesimpulseursd'une'%加 槻 伽desco(leges"sel・nl'expressi。ndeL・uis

Legrand.Lafortel6gitimit6politiquedessocialistesauseindelapopulation

enseignantepouvait,devaitsetraduireparlamiseenroutedanschaqueetablissement

detouslesprojets,detouteslesinnovationsqueleshi6rarchiesant6rieuresavaient

bbqu6es.Lebouchonavaitsaut6,Iaparole6taitrendueauxenseignantsetaleurs

initiativeslongtempsbrideesparlecarcanduneadministrationtatillonne.Maisces

attentesallaientbient6tetred6guesdufaitdesdivisionsprofondesquis6parentla

populationenseignanteencorporationsd'int6r6tsetdetrad面onsoPPos6es。

b.lesZEPetlesbasinsdeformation

territorialisationdelapolitiqueeducative(1981-1982)

"競 砒'跳c伽 槻 伽 卿rive"quiinspirelacrea伽desZAPporteimp伽e〃 蹴

痂 伽Lionquelademocratisai伽 μ 歪6切 μ 枷 碗 μ 〃 血 聯zε 伽 伽,θ 亡 π侃

plusnecessairementpaプ 〃畷 伽 伽 ・"(Charl・tp.35)

c.Lesloisdede;cenlralisationdans1'education

Laloidedecentralisationvoteeen1982aconnusaprincipalsapplicationdans

('educationrationale.Ellsyavaiteteprecedespartouteuneseried'initiativesqui,par

delalesevenementsdemai68prolongeaientlesreflexionsengageesaucolloque

d'Amiens(mars1968).Lesetablissementss'etaientvureconnaitreuneautonomic

croissantequ'exprimaienttouratourunecirculairedeJosephFontanetlaissantune

margedelibert6de10%auconseild賢administrationdes6tablissements,puisen1978,

('introductionduconceptdeprojetdansI'universscolaireparChristianBeullac.Les

PACTE(projetd'actionculturelles,techniqueseteducatives)rencontrerent('adhesion

desenseignantsavantdesetransformerenPAE(Projetd'ActionEducative),formule

quileurdonnaitcoh6renceetdur6e.Dansleprolongementdelar6flexiondugroupede

travailde('lnspectiongeneratechargedereflechirsurI'autonomiedesetablissements,

lesconclusionsdesmultiplesexperimentationsengageesparMauriceVergnauda

Toulousefurentpubli6esen1981.E鰭esaccordaientuneplacecentraleaIanotionde
"projetd'etablissement"etvalurentacetinspecteurgeneraldelaviescolaired'etre

appeleparAlainSavaryaladirectiondescolleges.Sonactionytrancheaveccellsde

LouisLegranddontlerapport,centresurlapedagogicetI'encadrementdesslaves"se

situeclansfeprofonge〃sentdespe吻ogiesdecompensa伽quis'etaientdeve(oppees

clanstesα π泌5卿 π琵CLU7CEtA.tS-unis.Mau・iceVe・gnaudab・ ・decesm6mes

questi・nsdansuneperspectivebeauc。upPluslargecar閃 昆P吻 蓄cf'eta6G:∬ ε膨 π亡

constitueundrspositifpoGaique,dontfe6utestderetisserunGenqueyescrisescfesannees

5卿 π亡ε一軌 α磁 命 亡ε痂,sinonromp'.(Der・uetp.64)

Enmai1982,unrappor電deLucSoubr6(闘Decentralisationetd6mocratisationdes

institutionsscolaires")indiquelesgrandesorientationsdeladecentralisationscolaire.

IIpreconiselerenforcementdesetablissementseux-memesafind'eviterleurmissen

tutellep・ ・1・・p・uv・irsl・caux・'久 卿"・U"SCO・ ¢耽 メ傭,6如 舐 ∬ementsforts"(cit.

dansChariotp.34).DansI'espritduministre,ladecentralisationdoitsurtouttitre

comprise"comnteuneaugmentationcfupouvoircfeseta6Gssements"(Savaryp.11).Le

nouveaustaMd日'6tab踊ssementpubliclocald'enseignement"'(EPLE》estunegarantie

d'ind6pendancepourles6tablissementsqui,parlebiaisdeIeurche奪d電6tablissement,

conserverontselonlevceuxdeSavarylapr6sidencedesconsellsd。administration.しes

risquesd'uneinf60dationpolitiqueauxcollectivit6slocaleensontd'autantamoindris.

勉 亡・厩 伽,"L'appGcationdeCade・ ・痂 廊 ・伽4β%雌 伽 勉 吻 磁 伽 伽

7メ¢πτノieプ1983/c1u22/uil(et1983/du25メanvi¢ プ ヱ985,)modfieあstatusdes

顔 旛5ε 〃iCttfSSG・Cairesetelargityescompe櫨 郎 伽 ω漉c吻 鋤 亡ε協 α傭"(Cha・1・t

p.35)
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'z知 協c磁 漉 ㎜ 四ω 聯 卿 ・irsauk・ ・旋 ・tivitesla`Ules
.五ui-memegardela

responsa6iGaededefinir(es・ 励 螂 槻 伽uxetyescontenusdens吻 駕 〃疏 ち 漉

defivreryesdiplomes,derecruter,former,retri6ueretgererfepersonneletd'assurerfes

depensescfefonctionnement.Lacommuneconservesesresponsa6iGaestracfitionne(.(esde

construc伽et伽 切 伽desec・1esprimaireset脚.terne1(es・ 加 ω螂 胡κ伽et

〃ε㍑ 伽(f?.SC・ 吻esreleventdesormaisdudepartemenち 血 吻 伽 ・α∬umQntlameme

`jiQTg¢encequic・ ㍑ 徽 多血吻 じees."(id.P.35・36)一
Cettesecondepartieseproposederendrecomptedespremieresevaluationsquiont

pu創rerealiseedanslecadredesnouvellesconfigurationsdonneesparlesr6formesde

decentralisationde1982.Elles'appuiedoncsurdesetudesdeterrainconduitespardes

chercheursetpublieesenFrance.Nousyadjoignonsdansunsecondtempsles

observationsquanousaeonsnous-mamaspurecueilliraucoursdunebraveenquete

conduitsdansuncollegedelaregionparisienne,ennovembre1995.

A.Lespolitiqueslocales

1.lecasdeOullins(Henriot-VanZanten,1994)

LavilladeOullinsdanslabanlieuedeLyonpresentsuncasinteressantdemissen

oeuvredeproletsmunicipauxsusceptiblesd'affecterlaviedes6tablissements

scolairespublics.OnyVOIIunmairesocialistsd6cid6amodifierlepaysageurbainde

savillaafindejouersurlesimaginairescollectifs,d'attirerlesmediasetd'impulser

unedynamiquequiassureunevisibiliteaccruedelavillaetsuitesonabsorptiondans

lamagmadeLyon.Leprojetsefocalisesurlar6novationdes6tablissementsscolaires

(maternelle,primaireetcollege),ouplutotdeleursfacadesdontlarefectionestala

chargedelacollectivitelocale.Lechoixdesetabtissementsscolairestientaleurbonne

disseminationetal'int6r6tqu'ilssuscitentordinairementparmilapopulation,La

realisationfinaledes.fresquesmuralesestl,aboutissementdedispositifssp6cifiques

n6goci6senfonctiondesparticipantsetdesartistesimpliqu6s.End6pitdelagrande

visibilitgdesr6alisations,cetteactionn'agu6red'effetmesurablesurlavieinterne

des6tablissements,sansdoutefauted'avoircherch6ayassocierdesledebutles

enseignantseux-memes.Leprojetdumaireneportaitd'ailleursqu'accessoirement

surr6coleeUatransformationdespratiquesdontelleestlelieu,

MaiscetteactionestparailleursaI'originedulancementd'unHombreconsequentde

projetsd'actioneducative(PAE)negociesdansunestructurespecifiquemiseenplacea

cete.ffetetquireunitlespartenaireslocaux,lesenseignants,lesartistesetles

representantdeI't=tatquesontlesinspecteurs
financesparlaseulemunicipalite,vontrencontrer

(chezI'undesdeuxinspecteursduprimaire),
transformationpersonnellechezcertainsdes
dispositifpermetd'entrevoirlesevolutions,les
transformationsquipeuventr6suiterd'une
scolairestraditionnellementrepliessurleurs
monde.Nousenrecapitulonsiciquelques-unesdes

penser,Iecadren6cessairementlimit6delamonographiepouratteindre
archetypalessusceptiblesdefaciliter('analysedesituationshomologues.

duprimaire.OrcesPAE,parfois
desreactionstresvivesderejei
oudlimplicationfortevoirede

participantsenseignants.L'ensembledu
resistances,lestensionsetles

expositionsoudained'6tablissements

propresvaleurs,fermessurleur
expressionsquidepassent,peut-on

adesvaleurs

一Inspecteurdepartementalchargeduprimaire

Deuxinspecteurssontimpliquesdanslesprojetsconduitsparlavilla.Leurs

reactionsparfoiscontrasteesretrouventunegrandeuniformitelorsquelesprojetsmis

enplacetouchentalapgdagogieetauxprerogativesquisontinstitutionnellementles

leu・s・"Personneclanscettecomnussion,励 伽 アε`teurdepartementafnepeutjuger

unPAS,personne,c'estpasvrai,1ape吻ogle`'esttresdfficile,1ape吻 四 琵c㍑ 観

{
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磁 妨 π駕 漁 μψ 傷5ψ 舵 ♂漁5嬬,c'estunesomedesavoir(...ノ ∠砺 σ伽 π翅z,Sl

vowsvou(zz,競 伊 伽 諺 旋 伽 ア㏄伽 吻 碗 ε耀 批砒,卿 鷹 命 明 μ'吻 吻aranrie,

励6吻6吻ogique"(He・ ・i・t-VanZ・ ・ten,1994P,92).

一Enseignanis

Ladiversitedesr6actionspeutetrerapport6eauxdiff6rentsordresd'enseignement.

LesinstituteurssemblentglobalementmoinsfavorablesaI'ouverturedeI'ecolesur

l'ext6rieuret合laremiseenquestionsdeleurspratiques.Mais,lesPAEsont6galement

roccasionpouruncertainnombred'entre-euxder6alusterleuri叩ageprofessionnelle

etparfoisdedevelopperdescomp6tencesnouvelles,voired161argirIeurhorizon.On

constatenotamment('importancedecertainespersonnesqui,dufaitdeleurs

exp6riencesant6rieures(militantisme_)oud'6pisodesbiographiquespersonnels

(mariageavecunartiste...)serventderelaisentrelesunivers,facilitentlamissen

communicatlondesdi貿6rentesgroupesetactualisentce蓄aisantdesdimensionsignor6es

deleurproprehistoire.

Lesenseignantsenpostedanslescollegesetlesecolesmaternellesontdavantagede

faciliteras'engagerpositivementdanslesexperiences,etsemblentenattendredes

effetsd'ouverturesurleuruniversprofessionnels.

一Collectivitelocale

Lesmoyensd'actiondescollectivit6slocalesnesontgu白reconsid6rablesm6meapr6s

laioidedecentralisation.CommelerapPelleAgn6sHenrioトVanZarl霊en,ll∠ 綴6血5

面 漉 厩 撹 伽 記5ε ω π伽 亡εプ♂伽 麟 κ 卿 膨5ω 血加 四5郎 協 郷'一interven伽 ∫

auniveauducadre6ati,delaflotationenmateriel,deprojetsperiscolaires,d'actions

砒`ompagnementduprojetpe吻ogujuecfec吻ue伽6伽 ε鷹 π亡5鰯touckerk

伽 ¢π磁'伽5卿 薦 協 螂 繍,fesmet6iodespeg吻oguluesutiGsees,lerecrutementetla

3∬ 伽dupers・ 鷹`ε 榔 吻Want'(id.P.77)。Restequecesm・yens,P。u・limitesqげils

soient,peuventsu貿ireasemerdesdoutes,voireaperturberlefonctionnementen

circuitfermedesetablissementsde(`educationnationals.DanslecasdeOullins,les

PAEsontunlevierd'actionconsiderableencequ'ilssuscitentdesouverturesqui

trouverontdesd6bouch6sdurablesdansler6seauassociatiflocal.Denouvelles奮ormes

departenariatquiinfiltrentcesexp6riencessonttoulourssusceptiblesded6boucher

suruneredefinitiondelafonctiondesenseignantsetdeI'ecoleells-meme.

Memeunprojetqui,dansI'espritdesonprincipalartisan,nestpascentresur

I'ecoleetsatransformation,exercedeseffetssurlespratiquespedagogiques,effets

sansdoutemarginauxmaiscontagieuxetdoncdurables.C量est,anepass'ytromper,ce

quepressententlesrepresentantdelahierarchiedeI't=ducationNationalsetcequi

motivelaviolencedeleurr6actionauxempi6tementsqげilsconstatent.

Reste6galementquelespo聴quesmunicipaie§,encequ璽ellesinterviennent

directementsurI'otfred'6ducationparlacr6ationdenouveaux創ablissemen量se口es

modificationsdelacartescolaire,exercentunepressionconsiddrablesurlesrapports

entre創ablissements,surIaperceptiondesusagersetsurletraitementdes

"problemesdepopulation"quipeuventaffecterunezoneg80graphique
.Cesdimensions,

peuapparentesaOullins,trouventcependantuneexpressionponctuelleBansun

mouvementdeprotestationdesparentsa('occasiondelaventilationentrelesdifferents

6tablissementsscolairesdelapopulationnouvelled'une,塵cit6detransit"dont

('implantationavait6t6impos6ealamunicipalit6.

2.Vilannor

LavilladeVilannorjouxtecellsdeLesGersinsaveclaquelleellsentretientdes

relationsetroites,notammentdapslecadredusyndicatintercommunalchargedela

gestiondesprojetsd'investissementcollectifsd'interetscommunstelsquela

constructiond,6coles,d,6quipementssportifs_

Vilannorh6berge2co隔 的esintercommunauxquiscolarisent3000616ves.Le

collegeRamus,quiaccueillealuiseulI'ensembledesenfantsvillanorois,estun
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一,

attentionqulsexpnmetantpardesprojetsarchitecturauxong旧auxqueparle

financementd'actionseducativesdontlad6fini電ionrelevedelaresponsabilit6de

I'etablissement.MaisI'autonomiedesditsetablissementsauregarddesprojets

pedagogiquesestpleinementreconnuedanslesproposduMairequietablituneClaire

distinctionentrelesecolesprimairesetdescolleges

'

partenaireplusprivilegiequelecollegeRollinsitueaproximitymaisavecunsecteur

different.Lesrelationssontcourtoisesmaissansgrandeampleur:"idsinterviennent

clansfeurdomaine...,onpeutserencfredesservicesreciproquement,parcequ'onpeut

卿 吻 傭 観 伽 蹴6醐 π 伽 乃 脚 娩 μ脚 伽r而 〃ε 伽 ・itdesoindercous,Paプ

θ移 卿 妙 ∬ 師 幡 廊5飢 伽 鋤 ・幻鰯 伽 μ驚,幡 κ 吻app_parrapportje

dirais・ 曜 μ 泌 ・砺 卯P邸 庇 卿 傭 庇 伽 磁 ・aufparrapportauxjeunesqui・ 傭

aveclera〃urssagescolaire,quiWoosp・5ε 仰 硯 耀."

L'uniquemcertitude6voqu6erenvoiefinalementalagestiondutempsvacantavant

l'arriv6edescarsderamassage,momentcritiquedurantlequelcertains61合vespeuvent

fairedes脚b6tises四.Pourlereste,lesrelationsaveclesco闘 ξ曇gessontdistenduesau

contrairedes6colesprimaires.

Celles-ci,directementfinanceesparlamunicipality,sontI'objetdunelarge
齢1卿 ・.

Lescollegesintern伽 鰍 血 榔 伽 プφα而 麗 訴 傭 伽 仰 吻etspropres,ilsont1euプ

vie・ω厩 ・吻 ・・roilquec'esttresthenqu吻aitcettesepara伽 ・伽 砒 命 μ 掘 ∬

kein,c'estpasconurceavec(.eseco(.esprimaires,clansfaLoia'ecfecentra1uation,1esecofes

primairesoui,onmetcfesequipementsddisposition,onmetdeslocaux,onnese

prononcepassurfepe吻ogiquemailauniveau,iffauts伽 繍 ∬5加 亡ραC㍑ μπ伽 妬

・nsoutientcfesprojetspe吻ogique .,a`hifannor・ 加 膨 麺 吻 ・edesou伽pourfes

projetspe吻ogtquesquifinancikrementWoosame脚 ∬ezloinquanclmeme,1Ll1SSL".

LamairiedeVillanorpoutainsiseprevaloird'unsoutienfinancierimportantquia

servialar6alisationdevoyages:

Cetteanneei1sont...projetdec(asseen9{ngfeterre,projetcfeclassemusiquepour(.es

α ・deuxCPetdemieq吻 ・ntpartiren_dapsfanaturevers1a`Vtenneyouプ 血

㎜5膨 ・膨5ε 脚 肱 励 冗吻 砒 ε舵,i1sportent5foursp(zinsdB吻kt・ π,yesCMZ_

et吻acf'autresprojetsp吻 吻 鰯 … 鵬 ・痂 ㈱ 伽`ommecarnetd`keque,

幡 侃 仰 傭P∬ 吻 解 膨 π醜 漉C・menupe吻 四 ゆ εμC㍑ 伽r伽 幅 ・π

n'apash1e勧e,励 吻auncoict伽u∬L_"

B,Lavied璽unco贋legeaI'heuredelad6centralisation

lMonographie

a.Cazacterisli4uesetfonctionnement

LeCollegePierreCoubertinaateconstruiten1984-1985autermed'unmontage

financierquiassociaitlesyndicatintercommunalscolairedesGersinsaud6partement

dontc'etaitlatoutepremiereconstructiondecollege .LePrincipal,surplaceavantla

findestravauxapuensurveillerlederoulement .LorsdeI'ouverturedesportesen

septembre85,lecollageaccueillaitunfortpourcentaged'enfantsstrangersdontdes
"gensduvoyages"enpartiesedentarise

sdapslacommunedeLesGersinsquidomicilie

aussilecollege.LeniveaugeneraletaitfaibleavecunfortretardmoyenaI'entreeen

6eme:43,3%avaientunanderetardet15,7%deuxansderetardalorsquela

moyenneacademiquetournaitalorsautourde60%d'enfantsaI'heure .L'ecarttenait,

selonlePrincipaしaunerumeurant6rleureaucollegeetquiledesignaitcommeun

"etablissementpoubelle"condamneparsonim

plantationaaccueillirlesenfantsdeIa

delacommunelamoinsfavorisee .Ladesectorisationpartiellemiseenoeuvretroisans

plustard,risquaitdedonnerrapidementcorpsacettemauvaisereputationanticipee.

一226一

垂

1



En1995-1996,1'6tablissementscolarise601slavesdomicili6spour65,1%aLes

Gersins,villed'unpeuplusde8000habitantsg6r6eparunmairecommuniste

jusqu'auxelectionsde1995etpour28,8%aVirelle.Leseffectifssontstables(603

slavesen1994-1995)avecuneproportioncroissanted'elevesaI'heuredansleurs

6tudes:66,3%en1994.Enseptembre1995,21classesg6n6ralesaccueillaient517

slaves(276titles);les4classessupplementairesdestineesaux84slavesrestantse

r6partissaiententreune.4。techno(26elves),une3。techno(24),une4。AS(18)

etune3。CPA(16).Unpeumoinsde10%deredoublants(5461白ves)6taien量ventil6s

entrela6emeetla3eme(14,21,6,13).Lepourcentagedesenfantsdenationalite

etrangereestendiminutionconstantedepuisI'ouvertureducollegeavecunetendancea

lastabilisationautourde12%depuis3ans.Laminoritenationaledominantesontles

Portugais.Les"Enfantsduvoyage"partiellementsedentarisessurleterritoire

communalformentuneminoriteethniquepeurepresentee(5enfantsen6emeet7en

5eme)maisparticuli合 ・ementdi循c日easc・la・ise・ ・"1JCesenfantss'adaptentmadau

α)age'adsenteisme/refuscfe伽 τれ鉱4血 〃uuson/departsanticipesノ 砺 とuftesdeあ`tore

oumemeincapaciteadire.2)∠ ・euプノrequentatic)πcfela6emeest翻 ムaleatoireet

ckang⑳me.」 り ∠⊃'attentedesparentsest雌 祀π切 」50μZ/ent鉱}neτ ノoientpaspourあ 鉱プ

enfantl'interetdunepoursuitedesetudesaucollegeetafortioriaulycee."(Projet

d'etablissement1994-1998.

L'6quipe6ducativecomprend45enseignantset25personnelsadministratifetde

servicedontunePrincipaleadjointetuneconseillereprincipald'education(CPE).

Depuis1990,leseffectifsducollegesesontstabilisesetletauxderenouvellementdu

corpsenseignantabaiss6aussi"les6quipesdynamiquessontrest6esrelativement

stables"(Projetd'Etablissement).

L'investissementprofessionnelestfortetlecollegealareputationd'etre

particulierementactif,cequiluiad'ailleursvaluen1994d'etrechoisicomme

collegeexperimentalpourleniveau6eme,"surpropositiondesrecteursenraisonde

leurvolontedes'engagerdapsunedemarcheinnovante".Acetitre,ittestepourla

secondeanneeconsecutivedesmesuresdestinesamettreenoeuvre"uneveritable

democratisationdusystemeeducatif".

Defait,lecollegepoursuitdefrontungrandHombred'actionsquiimpliquentbien

audeladeleurservice,bonHombredesenseignants.Lenumerospecial51delaGazette

interieure(mai1995)distribueegratuitementenseptembrea('ensembledes

nouveauxinscritsdonneunapergudel'ampleurdesactivit6sθngag6es.Envoicile

resume

一π班 翫 西ππ吻 με5'
{grouperrleniveau6琵 π4i螂dtoutes!esclassessa1ゲ`1a,∬eoption5アorム 五ε5

grouperlet2屍 π塑cfε π診rle3hゴ セπ5ε勿 παπεπ砺 ε64betゴ そ1heureroutesfes3semainespour1e

ω π翻6陀co7π7π μπ。∠'{sgrouper3et44乙4heurespaプsemaine・ ∠'esgroupersonsプ α二〇π5が協65ω1rtes

yes6semain.es,

一μ グε¢4乙lectureen60∫1heuプepar卯inzaineazノ α:la改)cumentaliste

Cequiachangeen6eme!

1一1eshorairesheddo(parsemainesJ

-renforcementenmathetノ 勉 脚 誌
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Journal"LaGazette"

Vidgoaucollege

Atelier"Theatre"

club"textiles"patchwork

Recup'art
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Innovation

Experimentation

庄valua量ion66me

Comityd'Environnementsocial 2860

210
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  Ce seul tableau ne permet pas de saisir la complexité du jeu financier qui permet au 
Principal de conduire ses actions mais il montre bien l'ancrage local d'un volant 
important d'activités, situation nouvelle à bien des égards. Nous reviendrons sur ce 

point dans une section ultérieure.

  Les emplois du temps 
  - L'emploi du temps (exemple) : la semaine s'étend du lundi 8h10 à 16h45 au 

samedi 8h10 à 12h05 à raison de 7 périodes de cours de 55 mn. maximum. Le 
mercredi matin est libre sauf pour les élèves "retenus"; l'après-midi est réservée 
aux activités de l'Association Sportive qui compte autour de 20% d'adhérents. Le 
samedi ne comporte que 4 périodes de cours.

     b. Relations avec les différents partenaires 
  Le collège est situé dans une zone intermédiaire entre l'univers des banlieues et le 

monde rural, à proximité de la Beauce. Avec une population qui excède à peine les 8000 
habitants, Les Gersins couvre 630 hectares dont 130 boisés. La zone habitée est 
disséminée sur de vastes étendues réparties entre trois pôles séparés par des zones non 
urbanisées. Plusieurs cités hébergent une population peu favorisée au regard des 
agglomérations voisines. L'histoire veut que la ville ait elle-même la réputation d'être 
la ceinture rouge de Grandsins, cité commerçante et bourgeoise qui jouxte Les Gersins 
et lui offre l'ensemble des commodités qui lui font défaut. Les Gersins manque en effet 
de boutiques et de centre commercial, à l'exception d'un unique intermarché qui ne peut 
suffire à créer un centre de gravité autonome. La ville manque donc de lieu propre de 
rassemblement aussi les déplacements des 600 élèves du collège constituent l'un des 
importants mouvements au sein de la commune. 

  La municipalité a été mise sous tutelle par le Préfet en raison d'un grave déficit 
budgétaire qui interdit pour quelques années les investissements lourds. Cette situation 
a pesé lors de la campagne électorale qui a vu la victoire de la liste "conservateur" et le 
départ de l'ancien maire communiste. C'est un changement important pour une 
commune gérée par la gauche depuis plus de 20 ans et qui pouvait s'enorgueillir d'être 
à la pointe en matière de politique de la jeunesse tant pour les moyens matériels mis à 
disposition que pour son équipe d'animation. Les équipements municipaux destinés à 
l'enfance et à la jeunesse sont importants au regard des moyens d'une commune qui est 
la seule à avoir embauché voilà déjà quelques années un professionnel de l'animation 

pour diriger et concerter les actions de son équipe. La pertinence de ce choix est 
aujourd'hui reconnue par quelques-unes des collectivités voisines qui ont signé des 
convention avec Les Gersins pour mettre en place des dispositifs similaires. 

  Les problèmes de petite délinquance restent mineures au regard de la situation de 
bien des agglomérations plus proches de Paris mais le sentiment général est celui d'une 
multiplication des problèmes qui exige que des mesures soient prises sans attendre. La 
commune bénéficie cependant d'un environnement naturel qui offre aux jeunes des 
dérivatifs comme la pêche, impraticable dans les banlieues concentrationnaires 
limitrophes à Paris. 

  Le renouvellement total de l'équipe municipale dans les mois qui ont précédé 
l'enquête a eu pour effet le gel de nombreuses activités et suscité un climat d'attente 
mélangée d'inquiétude parmi les responsables salariés de la mairie. Le nouveau maire 
décidait pour sa part de différer les actions nouvelles afin de mieux appréhender la 
situation dont il héritait. Au mois de novembre 1995, un début de reprise commençait 
à se faire sentir a permis de mesurer certaines des attentes du secteur jeunesse de la 
municipalité à l'endroit du collège P. Coubertin. 

        Les partenaires extérieurs 
      Les services jeunesse de Grandsins 

  Le collège constitue un pôle de stabilité un peu privilégié qui réunit des équipes 
éducatives soudées et stables face à un milieu local assez dépourvu en moyens humains 
et financiers. Les services jeunesses de la mairie côtoient fréquemment la fraction 
déshéritée ou marginalisée de la jeunesse locale, celle qui présente un risque de
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basculer du côté de la délinquance ou de la drogue. La volonté de maintenir des liens 
avec le collège répond à la volonté d'aborder les activités périscolaires au sein de la 
commune dans un cadre ouvert qui associe les jeunes en difficulté à des jeunes en 
situation scolaire normale. Le responsable jeunesse de la mairie tient donc à préserver 
des activités communes avec le collège, même ponctuelles, car le contact maintenu peut 
permettre à terme de concevoir d'autres projets. 

  Cette demande manifeste une reconnaissance du travail réalisé au sein de l'école, qui 
apparaît comme un repère stable face aux situations plus flottantes des services 
municipaux. Ici, l'école n'est pas ressentie comme un bastion à prendre, un lieu à 
rénover mais plutôt comme un partenaire possible qui dispose d'une infrastructure 
privilégiée et maîtrise des incertitudes importantes eu égard à l'intégration sociale des 
jeunes de la commune. La qualité du travail réalisé au sein du collège est partie 
intégrante de cette appréciation qui, en creux, souligne l'autonomie nouvelle des 
collèges et le rôle du Principal comme chef de projets et acteur local. Le statut 
d'Établissement Public Local affirme en effet la capacité nouvelle des établissements 
scolaires à contracter, négocier et nouer des liens avec différents partenaires, sans 
avoir à passer par la hiérarchie administrative. Par contraste, rappelons le jugement 
porté voilà tout juste 25 ans par Suzanne Citron (1971): " ... `Trois ans après mai 
1968, if apparaît que !a rigidité de notre système scolaire centralisé, hiérarchisé et 
uniformisé constitue (e facteur décisif du blocage de ('école française; [...I La création, 
dans (es établissements secondaires, de conseils d'administration n'est en rien ('amorce 
dune gestion autonome, puisque (es établissements scolaires sont entièrement soumis, 

pour la moindre décision administrative, à l'accord de ('autorité de tutelle et ne jouissent 
d'aucune liberté pédagogique réelle...". 

       Les familles 
  Les parents d'élèves sont représentés par deux Associations qui se partagent chaque 

année les postes d'élus au conseil d'établissement et coopèrent plutôt facilement au sein 
du collège. En 1995, les résultats, identiques à ceux de l'année précédente, attribuaient 
5 sièges (94 voix) à la FCPE contre 2 sièges (51 voix) à l'AGPE (association locale). 
Reste que le faible taux de participations aux élections (29,5% en 1995) reflète le 
relatif désengagement d'un grand nombre de parents, phénomène confirmé par un 
absentéisme prononcé lors des réunions professeurs-parents organisés les 15, 22 et 
29 septembre : le taux de présence était de 54%, 49%, 56,5% et 58% pour les 
classes de la 3e à la 6ème respectivement. En termes généraux, les parents ressentent 
un désinvestissement des familles à l'endroit des études de leurs enfants, phénomène 
qu'ils mettent volontiers en rapport avec la façon dont les pouvoir publics (IA, ID) et 
les enseignants traitent les rares parents volontaires : 

  " On veut cantonner (es parents à un rôle très... Moi, j'ai été reçu pas tellement 
longtemps par ('inspecteur d'académie qui m'a dit '(es parents, pour couvrir (es livres 
d'école, pour éventuellement tenir les fiches des bibliothèques, oui... " mais notre rôle 
s'arrêtait là, on n'a pas à intervenir... c'est quand même des gens qui font des années 
d'études... i(faut savoir se tenir très en retrait !" 
  Ce sentiment d'un maintien à distance volontaire par des enseignants jaloux de leurs 
prérogatives reviendra à plusieurs reprises au cours d'un entretien avec une dizaine 
de parents volontaires, dont les représentants des deux Associations. 

  Par contraste, la situation au sein du collège est regardée comme tout à fait 
exceptionnelle, les parents s'y disent même "gâtés". 

  - Est-ce que vous avez ('impression d'avoir une voix, d'être entendu? 
  - Ici, oui, tout à fait , clans ce collège oui, mais on a conscience que c'est pas 

représentatif... [ .. ] Si l'équipe pédagogique met une barrière, rien ne peut se passer, il y 
avait un collège ici dans (es environs où le principal était vraiment tout ('opposé de M.. 
-laubert (le principal de P. Coubertin), (es parents ne rentraient pas au collège !!
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  Au contraire de ce qu'ils constatent dans un grand nombre d'établissements, les 
parents ont le sentiment d'être les bienvenus au collège P. Coubertin et ce, 
essentiellement grâce au Principal. Ce dernier se félicite pour sa part de la coopération 
des familles, tout aussi essentielle aujourd'hui qu'à l'époque de l'ouverture du collège : 

  " C'était un coflège qui, lorsqu'il est né, avait mauvaise réputation [ ... ]. j'ai eu des 
classes difficiles au début... car il y avait une fuite des bons élèves; mais d y a quand 
même eu des parents très militants de fa FO PE qui ont mis leurgamin chez moi en dépit 
des sollicitations extérieures [... ]. Et c'est vrai que fa FCPE était très présente et qu'elfe 
a contribué fortement à modifier l'image de marque de fétab(ssement. Parce que les 

premiers parents qui sont venus au collège, qui étaient des gens extraordinaires, ont "supporté " au sens sportif du terme le collège. Quand ils entendaient dire dans des 
réunions le collège c'est ça, le principal c'est ça, ils disaient non c'est pas comme ça, c'est 

faux.. donc ifs ont joué un rôle important dans fa construction de l'image...". 
  En plus de leur participation aux manifestations (loto, fête de l'Europe...) qu'ils 
"animent en grande partie", leur action dans et hors de l'école contribue fortement à la 
construction de l'image de l'établissement et à la lutte contre les rumeurs. ".le sais 

que ces parents là, de toute façon, ils voyaient te maire, c'est quand même eux qui... à fa 
limite... qui font quelque chose...,,; 

  Ils sont donc des partenaires indispensables qui expriment le désir d'être associés à 
l'action éducative mais s'en sentent souvent exclus, par les chefs d'établissement, les 
enseignants et jusqu'aux politiques ministérielles qui découragent les parents de 
s'impliquer dans des actions bénévoles; et les parents évoquent ces études libres le soir 
organisées quelques années durant dans l'enceinte du collège à l'initiative d'un 
professeur de maths et qui associaient parents et enseignants : "depuis cette année les 
parents doivent être habilité par l'inspection académique... alors ça fait des papiers 
administrativement supplémentaires et d faut un certain bagage... c'est de nature à 
démobiliser les parents et à décourager le volontariat... je pense que c'est fait pour 
éloigner les parents du domaine scolaire qui doit rester aux yeux des enseignants leur 
terrain d'action et point final .." 
  Reste que la faible implication générale des familles à la vie scolaire n'est peut-être 

pas seulement le fait des résistances du milieu scolaire à leur venue 

 If y a aussi en 6ème par exemple, on propose... je pense aussi que les parents ne 
s'intéressent peu aussi hein, tout ça, ... parce que en 6ème, d y a une réunion qui se 
passe, je dirais à peu près un mois après fa rentrée, 
- à tous les niveaux ça se passe 
- oui mais je parle déjà, après le CM2, on peut penser que les gens, d y a un grand 
changement alors on pense que peut-être ifs vont peut-être venir au moins en 6ème, et 
suite à cette réunion, sur 24 familles s'il y a 10 familles qui sont venues, alors que l'on fait 
connaissance avec tes professeurs, avec ... c'est tout de même incroyable ! 
- Est-ce que ça traduit une situation focale... ? 
- 7%[pn, je crois que c'est national... en moyenne nationale, on doit être à peu près dans 
la moyenne... 

      La mairie et le syndicat intercommunal 
  Ni la municipalité ni le syndicat intercommunal ne sont des partenaires obligés au 

regard des actions pédagogiques. Aucune obligation ne leur est faite de financer cette 
dimension de la vie des établissements. La situation économique de la commune est telle 
que le soutien actuel aux projets d'action est inexistant. L'attribution de Bourses à
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réserves financières dans la configuration nouvelle. Cependant, nous le verrons, cette 
capacité est étroitement liée aux qualités relationnelles et gestionnaires du chef 
d'établissement et à une double localisation temporelle et géographique. 

  Les manifestations annuelles de la vie locale et la présence du Maire aux conseils 
d'administration du collège étaient autant d'occasion de tisser les liens qui 

permettaient au Principal de P. Coubertin d'exprimer sans trop de réserve son opinion 
et ses souhaits. Une certaine communauté de vue en matière d'éducation favorisait 
également des relations de bonne coopération, modestes au demeurant car la 
municipalité n'était pas (et n'avait pas à être) un partenaire très présent pour le 
collège. 

Q           rôle joué par le syndicat intercommunal, il excède ses strictes attributions

certains élèves résume leur contribution. Mais l'action de longue durée du Maire 
sortant dans tout ce qui touche à la politique de la jeunesse est fortement louée par le 
Principal qui évoque diverses situations ayant mis en évidence l'importance des choix 
éducatifs pris par la commune. Ainsi en est-il de l'option de mettre à disposition des 

jeunes une large section murale devenue zone réservée aux TAG promus forme 
d'expression artistique : 

  Prend l'exfmp[e des 'Tags... à un moment donné on était sans cesse confronté à ça 

parce qu'if nous taguaient tout... même dans le collège... et pour nettoyer, ça coûtait. 
La municipalité a fait une action là-dessus avec son responsable du secteur jeunesse; tu 
verras, if y a un mur entier qui est tagué mais avec contrôle... et ils avaient des 
animateurs qui étaient d'anciens tagueurs, et ensuite j'ai eu moins de problèmes. Ça, c'est 
une action que je trouve intéressante [... ]l'aurai même été prêt à [es aider s'ils n'avaient 
pas eu de f& parce que je trouve que ça, c'est une œuvre de prévention remarquable. 
  Le traitement de l'environnement constitue une incertitude réelle pour le Principal 

qui sait d'expérience que l'ennui des jeunes est rarement bénéfique au collège : 
  Autrement, durant l'été, les jeunes s ennuient, ifs se rassemblent le soir, boivent de la 

bière et éventuellement vont casser les vitres... 
  Mais qu'il se déclare prêt à financer l'action si les moyens avaient manqué mérite 

d'être relevé. Cela en dit long sur la capacité de l'établissement à constituer des

   uant        au roe joué par le syndicat intercommunal, il excède ses strictes attributions 

juridiques " Le synduat inter-communal ici nous donne deus subventions un peu 

pédagogiques, il n'est pas obligé :4000 francs pour un voyage à l'étranger et une somme 
globale de S,Fr. par élèves de son secteur pour les sorties scolaires". Il prend également 
en charge l'organisation du ramassage scolaire qui est de son ressort et reverse à la 
municipalité une somme annuelle forfaitaire de 70.000 Fr. comme droit d'utilisation 
par le collège des équipements sportifs municipaux. Cet arrangement met un point 
d'orgue local à une question litigieuse qui oppose ici et là des municipalités au 
département ou à la région (cas de Montpellier) selon la loi de décentralisation, la 
construction des équipements sportifs incombe effectivement aux communes. Et celles-
ci sont théoriquement en droit de réclamer au collège un prix de location qui, en l'état 
des choses n'est pas prévu dans les budgets des collèges et lycées. 

  `C'est une somme importante, je ne pourrais jamais payer fa... tu as vu que le budget 
de l'TPS était de 5'0.000 francs : je ne pourrais plus acheter un seul ballon.. .

Le département

  Le département est aujourd'hui le principal acteur pour tout ce qui concerne le 

financement, la construction, l'équipement et l'entretien des collèges. Cette situation 

juridique se traduit localement par autant d'aménagements spécifiques qu'il y a de 
départements. L'Essonne se distingue par une forte mobilisation autour des questions 
éducatives et d'importants efforts budgétaires qui se reflètent dans les moyens
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attribués au collège P. Coubertin. " d faut dire que depuis (Q décentralisation on est 
mieux loti... on a plus d'argent qu'avant, ça c'est clair et net, surtout au niveau de 
l'entretien des locaux". Ainsi, le budget de fonctionnement comprend-il une rubrique 
"fournitures d'enseignement" qui alimente l'achat de petit matériel, les 
photocopies... selon une hyper-équation de 110 Fr. par élève dans l'enseignement 
général et de 310 Fr. pour deux qui sont inscrits dans les classes 4ème et 3ème 
technologiques. L'éducation physique et sportive (EPS) bénéficie également d'une 
subvention forfaitaire de 49,37 Fr. par élèves. Au total, le collège a perçu 107..385 
Fr. pour le seul budget de fonctionnement éducatif de l'année 1994-1995. Les sommes 
attribuées au titre des autres chapitres (chauffage, eau, entretien, administration...) 
sont gérées par le chef d'établissement qui reste libre de modifier ensuite l'affection 
des différents budgets :

  Donc on fait un budget... qui n'est pas nécessairement identique à ça. Simplement on 
n'a le droit à rien de plus... si on met moins pour le chauffage, qu'on vienne pas pleurer 
ensuite. C'est ça l'autonomie. Tar contre pour la demi-pension, on ne peut pas demander 
ce que l'on veut, c'est très encadré, et même pour (es crédits d'hébergement, on ne peut les 
affecter qu'à des choses très précises.

  Les recettes de demi-pension représentent plus d'un million de francs sur un budget 
total de 1.730.000 Fr. Elles sont l'objet d'un contrôle très strict qui interdit leur 
utilisation pour les frais pédagogique mais autorise cependant le transfert des 
bénéfices sur un fond de réserve

C'est très contrôlé; On peut faire des bénéfices par contre qui vont sur des fonds de 
réserve. Mais on n'a pas trop intérêt à en avoir car après ds nous disent si on veut faire 
des travaux importants, de prendre sur notre fond de réserve... donc on dépense, c'est le 
système (rire).

  Toutes les décisions qui touchent au budget doivent être approuvées par le conseil 

d'administration où siègent des parents, des professeurs, les délégués élèves et des 

représentants des collectivités locales... Pour réglementées que soient les 

augmentations des frais de demi-pension, elles donnent lieu bien souvent à une 

opposition vive des représentants des familles. Tel n'est pas le cas à P. Coubertin où le 

Principal admet réaliser d'importants bénéfices sur ce budget sans se heurter à des 

critiques de principe : 
  'Au niveau des responsables, [... ] je n'ai jamais eu ce qu'on constate dans d'autres 

établissements, c'est-à-dire des surenchères corporatistes ou disons... par exemple, au 
budget, bon, c'est clair hein, nous on fait déjà des bénéfices très importants, entre autre 
sur la demi-pension, j'ai jamais eu des gens qui disaient l'année prochaine on va pas voter 
('augmentation de la demi-pension sous prétexte que ('année précédente on a eu des 
excédents. ?u Leur expliques pourquoi tu as ça et à quoi ça sert et ils acceptent. " 

  La qualité des relations établies avec les familles lui donne un crédit de confiance 
dans la gestion des moyens financiers. Sans doute partagent-elles le sentiment que cet 
argent sera employé au mieux des intérêts de l'ensemble des enfants... avec un souci 
particulier d'intégration et de soutien pour ceux qui sont les plus en difficulté.

  Le département intervient plus directement dans le financement des actions 

pédagogiques par la mise en place d'une Direction de l'éducation et de la formation 
(DEF) qui définit des priorités et gère le financement des projets conçus dans les
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collèges. En 1994-1995, deux types d'action étaient encouragées : les "actions de 

soutien" et les "contrats d'action éducative. Ces aides ne sont absolument pas 

obligatoires. Elles reflètent des choix de politique et des priorités financières 

spécifiques au département mais dont les retombées sont importantes pour les collèges 

désireux d'expérimenter des formes de soutien ou des actions nouvelles.

  "En 1994-1995 on a reçu pour 210 heures ('équivalent de 36.120 Fr. pour des heures 
de soutien et d'activités dirigées (réussir sa 6ème); plus (es 'Contrats Objectifs Plus" pour 
50.275 Fr., plus pour "Planète Métal" 9740 Fr. ... soit plus de 100.000 Francs au 
total C'est important, c'est presque autant que (e budget éducatif du co((ège."

  Nous donnons en appendice un aperçu général des projets réalisés en 1994-1995 
avec leurs financements respectifs. L'implication du département au sein des actions 
conduites par le collège reflète les changements intervenus dans les années 1980 . Elle 
est d'autant plus remarquable que la Loi de décentralisation ne lui reconnaît aucune 
autorité sur le plan pédagogique. Le département peut financer mais n'a pas le droit 
d'évaluer ou de critiquer les actions réalisées.

"Parce que (e principe qu'i(faut que tu vois c'est que seuls (es services du ctorat ou de 
l'I.A. sont habilités à faire un contrôle pédagogique. Donc, ça pose un problème au 
Conseil général car ils voudraient pouvoir financer (es actions qui leur semble 
pédagogiquement bien mais, ifs ne peuvent pas évaluer même s'ils financent. Les actions 
qu'on leur soumet elles passent d'abord par ('inspection académique (In qui fait un 
contrôle de conformité pédagogique , c'est à dire qu'elle vérifié la conformité aux 
textes. [... J Le Conseilgénéra(n'en a pas le droit. Il n'est pas habilité à dire, on vous a 
donné 5000 Fr. et votre travail ne vaut rien... If ne peut que suivre l'avis des services de 
('IA. If paye mais ne contrôle rien. Ça c'est (e gros problème, ça. Les chefs 
d'établissement y tiennent en plus, parce que tu vois, sinon, ils ont peur d'une dérive, (e 
clientélisme quoi... Mais en revanche, le Conseil Général peut définir des `domaines 
d'intervention : "

L'in tion a
"
ma ique (I.A.)

                                             primaire, ne serait-ce qu'en 
d'une gestion locale des personnels. Nous n'aborderons pas ce point ici. 

  Outre son rôle dans le fonctionnement général de la machine scolaire, MA

  C'est le partenaire obligé de l'établissement, sa hiérarchie. La France dénombre 28 
"circonscriptions académiques" ou "académi

es" qui regroupent chacune un ou 
plusieurs départements. Chaque académie est coiffée par un Préfet, représentant de 
l'État, et pour l'éducation nationale, par un Recteur. Au plan départemental, des 
Inspecteurs d'Académie, dont le titre officiel est devenu "Directeur des services 
départementaux de l'Éducation Nationale" ont la responsabilité d'impulser les 

politiques nationales sous le contrôle de leur Recteur. Les collèges sont donc en 
constante relation        avec un Inspecteur d'Académie (LA.) qui représente l'autorité hiérarchique 
directe, mais aussi avec le Rectorat qui gère les carrières des enseignants et du 

personnel administratif, regroupe les statistiques, et impulse directement c                                                                ertaines 
actions. La situation diffère sensiblement dans le rimaire ne serait-ce u'en raison

partenaire essentiel pour tout ce qui se rapporte au budget 
l'établissement, et aux aides ponctuelles attribuées sur 
administrative et pédagogique des collèges passe entièrement par lui. 

  La dotation globale horaire (DGH) du collège est obtenue au 
complexe qui prend en compte une multitude de critères :

sco aire, est un 
udget ordinaire de 

projets. La gestion

terme d'un. calcul

i
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  - Le nombre d'élèves est l'indication déterminante : Dans le département , la dotation 
est de 1,13 heure par élève. Les prévisions sont faites au mois de novembre pour le 
nombre d'élèves. 

  - L'emplacement de l'établissement est une seconde variable de poids puisque cette 

dotation est majorée de 5% en zone d'éducation particulière (ZEP) et de 2,5% pour les 
établissements qui comme P. Coubertin se trouvent dans un Secteur en difficulté 

particulière (SDP). 
  - Une commission départementale décide chaque année de l'attribution d'heures 

supplémentaires pour les classes spéciales comme la 4ème AS (structure spécifique 
avec des élèves en forte difficulté) qui a valu 30 heures en 1994-1995 au collège P. 
Coubertin.

  La DGH ainsi obtenue est redistribuée entre l'ensemble des horaires obligatoires. 
Les heures restantes peuvent être utilisées librement conformément aux projets de 
l'établissement. Les expérimentations, les projets, les différentes actions bénéficient 
le cas échéant de subventions horaires supplémentaires qui s'additionnent à la DGH. Le 
collège P. Coubertin, particulièrement entreprenant, parvient au total à s'assurer une 
enveloppe globale qui excède de beaucoup les enseignements obligatoires

 le suis très à l'aise par rapport à la dotation. -e pense que je dois avoir à vue de nez 
une cinquantaine d'heures annuelles de plus que l'horaire obligatoire. Là on est riche 
cette année... d'autant plus que les effectifs ont été inférieurs aux prévisions : on a 600 
élèves au lieu des 618 prévus aussi j ai supprimé une division. C'est à dire qu'en gros j'ai 
déjà 20 heures en plus par rapport à mes effectifs. Et 20 heures c'est important car une 
6ème, c'est 26 heures en gos, 23 heures obligatoires plus 3 heures versées aux professeurs 

pour le soutien. Plus du fait qu'on est en zone SDP, les 2,5016 et tout ça, ça nous fait 
plus de 50 heures . Ça fait pratiquement deuxclasses entières...

  Les contraintes de fonctionnement s'accordant mal avec le calendrier administratif, 

le Principal est parfois amené à anticiper sur des financements afin de lancer dès la 

rentrée certaines actions.

  Il y avait un projet sur deuxsixième 'art et environnement" pour lequel les profs font 
des ateliers, 1 heure par semaine qui est en plus de leur horaire et pour lequel ils sont 

payés en 5&S. Si tu veux prévoir ça, 2 classes, 4 profs, il faut prévoir dans l'emploi du 
temps à l'avance : tu ne peuxpas d'ire en octobre je refais les emplois du temps, sinon tu 
as la révolution. Donc moi j'ai dit quelle que soit faa réponse de CLA, je le fais, je vous 

paye en avance... Donc tous les profs ont été payés" en avance, c'est totalement 
illégal

  Décision qui le conduit à prendre des risques qui ne le laissent pas totalement 

tranquille

  - Donc, en plus je les ai eu les heures, maintenant je me demande ce que je vais en 

faire... j'ai eu 100 heures, le projet a été accepté. 
  - Tu vas remettre en place un projet que tu vas payer à l'avance ! 

  - Tu imagines mon successeur... Tous les chefs d'établissement font un peu ça mais 
moi je le fais beaucoup, (à ... j'atteins des (imites... si un jour j'ai une inspection de la 
vie scolaire... je ne sais pas comment je ferai.. .
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  S'essaie quand même en plus d'être relativement... que ce soit pas opaque, donc 
j'eVlque auxgens, que ce soit relativement transparent... et donc, je suis obligé de 
laisser des traces... il y a un dossier appelé HSE où il y a une feuille - on peut l'enlever 
bon - où j'ai mis toutes (es heures payées par anticipation...

  Cette situation n'est pas sans rappeler ce que décrivait déjà S. Citron dans les années 

1970 : "I( est notoire qu'un chef d'établissement passe une partie de son temps à 
chercher par des jeux d'écriture ou des manipulations de statistiques à obtenir du système 
(oukase qui fui permettra de résoudre tel ou tel de ses problèmes concrets" (p. 16). La 
nécessité d'agir aux limites de la légalité pour obtenir les moyens de dynamiser 
l'établissement ne semble guère s'être estompée. 

  Mais sur le plan des initiatives pédagogiques, le paysage éducatif s'est renouvelé en 

profondeur et que l'on ne saurait plus écrire aujourd'hui que notre système national 

ne permet pas à un chef d'établisssement secondaire de modifier (e fonctionnement d'une 
classe, pour y introduire, par exemple, des heures d'expression française, au bénéfice 
d'élèves déficients" Sans doute est-ce de n'être plus tout à fait "national" que cette 
ouverture a été possible. 

  Reste pourtant qu'être actif et moteur dans ce métier conduit à s'exposer 
doublement, tant au regard de son administration propre que face à la fraction aisée de 
la population locale peu disposée à placer ses enfants dans un établissement fréquenté 

par des catégories moins favorisées, soupçonnées de pénaliser la progression des 
études. L'effet pervers d'une politique dynamique d'ouverture et d'expérimentation au 
niveau d'un établissement est la désertion des familles mieux loties et une chute 
tendancielle de niveau difficile à enrayer. Les chefs d'établissement qui adoptent une 

politique élitiste et pratiquent l'exclusion des élèves les plus faibles se taillent 
toujours une réputation de pédagogue émérite.

Les in teurs départementaux (IEN) et les autr hefs d'établissement ecteur

     élargi 
  Une réunion annuelle est organisée avec l'Inspecteur de l'Éducation Nationale du 

Primaire (ancien IDEN responsable dans le primaire) et des quatre Principaux des 
collèges qui recrutent leurs élèves sur le même secteur. L'objet de la réunion est de 
ventiler les futurs élèves sur la base des desiderata des familles recueillis lors d'une 
enquête conduite à partir de Pâques par les directeurs d'école. Une rapide négociation 

permet de vérifier l'adéquation des demandes à l'offre et de statuer sur les cas les plus 
litigieux. Le choix des familles n'est pas nécessairement respecté car les Principaux 

peuvent toujours arguer du manque de place pour refuser certaines demandes 
dérogatoires. Mais il apparaît aussi que les décisions prises ce jour-là n'interdisent 

pas des aménagements ultérieurs : 
  If y a des gens qui sont refusés mais si les parents sont très accrocheurs, qu'ils 

viennent me voir... même si théoriquement c'est ('I.A qui est responsable de 

l'affectation des élèves, il n'empêche qu'un chef d'établissement qui veut inscrire un 
môme, i((inscrit... 

  L'enjeu est suffisamment sensible pour que des Principaux aillent parfois jusqu'à 
démarcher les familles de bons élèves. La fuite des éléments les plus dynamiques est 
dans tous les cas, une inquiétude et une préoccupation réelles, comme nous l'avons déjà 
vu. 

 l'ai eu des classes difficiles au début... car d y avait une fuite des bons élèves; mais il 
y a quand même eu des parents très militants de (a TCPE qui ont mis leur gamin chez 
moi en dépit des sollicitations extérieures. Ça veut d'ire que des chefs d'établissement ont
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carrément vu des familles en leur disant de ne pas mettre leur gamin à P. Coubertin, que 
ce n'était pas possible, c'est une trop bonne élève il! (le principal)

     Les relations entre collèges et lycées. 
Le collège est confronté à une double contrainte sensible pour l'ensemble du personnel 
et des familles. D'une part, il s'agit de promouvoir une éducation qui accueille les 
élèves, quel que soit leur point de départ, et les aide à trouver leur place dans le 

quotidien de l'école, face aux exigences éducatives des programmes. L'effet Pygmalion 
propre à la notation est trop connu pour que l'on ne manie pas sans prudence les 
pratiques évaluatives. Encourager les élèves, leur (re)donner de goût du travail 
scolaire, faciliter leurs progrès par une pédagogie différenciée et des actions de 
soutien, tel est la mission que le collège se donne. Mais, sous un autre angle, le collège 
n'est pas sa fin propre. Il introduit un nombre croissant d'élèves (les fameux 80% de 
Chevènement) vers les degrés supérieurs du secondaire et se trouve donc inséré dans 
un dispositif qui l'évalue. En 1992, le collège P. Coubertin a subi de plein fouet la 
sanction négative que lui valaient les résultats de ses élèves au lycée Chausson. La mise 
en place d'une vaste évaluation nationale en seconde avait fourni les informations 
nécessaires à une évaluation plus fine des performances des élèves en fonction de leur 
établissement d'origine.

C est-à-dire que l'évaluation de seconde au lycée, ils ont pu tirer des statistiques en 
fonction des collèges de provenance, c est pas un papier officiel mais... 
- Ah bon, il y a une trace de cegenre qui existe? 
- Ça existe. 
- Ah d'accord ... c est comme ça que vous avez pu dire que vous étiez ex aequo... en 
bas? 
- C'est ça, on sait où on se situe, pas officiellement, mais ça existe 

                                   (entretien avec des parents d'élèves)

  Les élèves issus de P. Coubertin se classent derniers ex aequo ce qui entraîne une 

prise de conscience des écarts de notation entre ces deux univers qui mobilisent parmi 
les parents, des représentations très contrastées

il y a un fossé entre la Sème et la 2d; c'est pas du tout la même ambiance en plus 
d'établissement non plus.. . 
- quand on passe du collège au lycée, c'est vrai ... 
- c'est pratiquement comme passer de la materne ([e au collège pratiquement . 
- parce que (e collège, c'est un peu un cocon ici ... 

                                                       (parents)

  Cette prise de conscience a amené l'équipe éducative à réviser partiellement ses 
critères de fonctionnement afin de combler les écarts d'appréciations apparus à cette 
occasion et de faciliter l'intégration de se élèves dans le second cycle du secondaire. 
Diverses innovations allaient s'en suivre : 

  - Mise en place d'équipes disciplinaires chargées d'objectiver leurs critères de 

notation 
  - Augmentation des redoublements en fin de 4ème pour améliorer la préparation de 

ceux qui poursuivent au lycée. 
  - Tentatives de concertation avec les collègues qui exercent au lycée afin 

d'homogénéiser des normes retenues dans l'évaluation du travail des élèves.
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  Cette dernière démarche devait aussi mettre en évidence l'existence d'enjeux 

préalables aux problèmes didactiques : Ainsi, le lycée Chausson est un établissement 
nouveau désireux d'imposer sur son secteur une image performante;

  - étant un lycée tout neuf aussi, d a à forger... par rapport à un autre lycée qui est 
sur la commune... Là-haut, il y a fe lycée Furet hein, qui est (à depuis je ne sais combien 
bannes, je ne sais pas hein, ça fait un nombre hein... (parents)

Et la notation est un moyen d'action pour atteindre son objectif

"If y a des lycées qui font un barrière en seconde
, ils épurent enfin de seconde et ne 

filtrent qu après [afin de seconde que [e dessus, hein, et après, ça se passe bien, mais ça 
dépend des établissements, des politiques, ça c est [e proviseur qui choisit sa politique, un 
peu hein mais ifs ont toujours tendance à essayer un peu élitisme hein, parce que la 
renommée et peut-être un peu leur salaire aussi est fonction des résultats... 
- leur promotion 

- les promotions surtout, peut-être pas les salaires, [es promotions oui. 

                                                     (parents)

  A ce niveau, la tension trouve difficilement d'autre solution qu'un relatif 

alignement des politiques car les critiques portent plus naturellement sur 

l'établissement qui prend du retard que sur celui qui cherche à imposer de l'avance

  «Parce que [es difficultés rencontrées qu'ont rencontrées [es élèves il y a 3 ans en 
seconde, c'était au lycée Chausson; on a toujours essayé de raisonner en disant : (es 
élèves ont été ma[ préparé, au collège, on n'a pas essayé de raisonner en disant est-ce que 
la demande du lycée Chausson était plus... 
- n était pas trop forte? 
- était plus importante... on n a jamais raisonné à (envers, en fait oui. Alors est ce que 
ça ne nous tire pas véritablement vers (e haut? 

  - Oui, oui, peut-être hein" (parents)

La volonté de soutenir les élèves doit composer avec cette réalité externe et passer des 

compromis qui se traduisent dans le cas de P. Coubertin par un renforcement des 

dispositifs pédagogiques internes d'aide, des exigences augmentées qui se traduiront par 

un accroissement des redoublements, et une démarche vers les enseignants pour qu'ils 

raffinent leurs critères d'évaluation et comblent un peu l'écart avec les lycées. Le 

Principal se procurera donc les notes de ses élèves scolarisés en seconde afin de 

mesurer les écarts de notation et d'amener ses propres professeurs à une réflexion sur 

ces questions.

"C'est vrai qu'i[y a des efforts ici qui sont faits contre l'échec scolaire mais c'est un peu 
au détriment de ['établissement aussi où i[ y a beaucoup plus de redoublants qu'if y en 
avait avant... par une volonté de faire une meilleure intégration en seconde... [... J à 
partir de la 4ème on change de, d'embrayeur là, car on s'est rendu compte que [es élèves 
de P. Coubertin arrivaient en seconde, pas tous, mais il y avait certaines dficu[tés, 
c'était pas (es plus mauvais non plus, clans [es autres établissements, ifs ont pas... mais 

c est vrai qu'i[y avait...
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- on est à la queue quand même, à la queue ex quo (rire). 
- Oui à (a queue ex aequo.. . 
- bon, mais donc c'est vrai qu'i(y avait un problème de niveau, donc ('administration 
aussi du collège, avec ('équipe pédagogique s'en est aussi aperçu et ont fait en sorte de 
mettre en place des dispositifs dans (es cours... que (es équipes pédagogiques par 
matière, les professeurs travaillent ensemble, pour que trois profs de maths travaillent de 
(a même façon, dans les cours... qu'ils puissent comparer, changer... "

Cette réalité conduit aussi le Principal à mettre au point des outils d'évaluation affinés 

qui lui permet de mieux mesurer les chances des élèves, leur progrès, leurs 
transformations. Le collège scrute mieux son évolution et ses résultats, objective son 
travail et se donne des chances de succès.

III. Conclusion générale

  Nous avons cherché-dans cette dernière partie 

ce qui avait pu changer dans la façon dont 

impliqués, de près ou de loin, dans la vie 

alternatives, leur options... Bien sûr, nous ne

à appréhender 

 les différa     différents 

scolaire, percevaient

pouvions

   au niveau d'un collège 

    partenaires et acteurs 
        leur rôle, leurs 

qu'esquisser des débuts de
réponse à ces questions. Il nous est tout de même apparu que le collège est aujourd'hui
en relation avec un grand nombre de partenaires 

administrations locales ou supérieurs hiérarchiques, contrôlent 

activité et sont susceptibles de peser sur le devenir des

également apparu que le chef d'établissement, dans la mes 
l'intersection de plusieurs communautés (enseignante,
administrative... ) joue un rôle décisif dans le fonctionnement collège

sensibles qui, familles, 
    des segments de son 

établissements. Il nous est 
ire même où il se situe à 

      familiale, locale, 
  du . Sa capacité à

mobiliser son équipe, ses aptitudes de gestionnaire, sa détermination pédagogique seule 

susceptible de le soutenir dans des situations professionnellement risquées, sa

perception de son métier et de la nature de sa responsabilité à l'égard des enfants de la 
communauté où il exerce, sont autant de paramètres déterminants dans l'évolution des 
établissements. Le poids des politiques locales et régionales sont également apparues 
avec une force nouvelle qui laisse présager des évolutions ultérieures importantes, 

peut-être dans le sens d'une différenciation croissante qui imposera tôt ou tard une 
nouvelle réflexion sur ce que doit être le rôle de l'État et sur les formes futures de 
coordination et d'harmonisation des politiques locales. La mise en place des évaluations 
nationales en 6ème et 2de en sont sans doute les premières manifestations. 

  Il y a enfin tout en ensemble de transformations que nous n'avons pas abordées ici 
mais qui d'ores et déjà pèsent sur la vie éducative française. Citons pour l'exemple les 

politiques locales de création d'établissement, notamment dans l'enseignement 
technique, et les coordinations d'établissement au sein de bassins éducatifs coordonnés 

par des Inspecteurs Académiques à la recherche d'une nouvelle légitimité. Nous 
poursuivrons et approfondirons donc notre description à l'occasion des rapports 
ultérieurs. 
  Ces quelques observations auront sans doute permis de prendre la mesure des 
changements qui s'opèrent aujourd'hui au sein du monde éducatif français. Le thème 
central de la réflexion semble s'être déplacé d'un souci égalitariste porté par une 

politique centralisatrice, à un souci d'ouverture dont chacun se demande comment il 
parviendra à s'articuler à des principes élémentaires de justice. L'ouverture de l'école 
sur le monde, sur la société, sur le quotidien est assurément la transformation 
majeure inaugurée par les réformes des années 1980. Son devenir intéresse 
l'ensemble de la communauté mondiale qui partage avec la France un même souci de 
redéfinition de cette institution essentielle qui vit aujourd'hui encore dans le 

prolongement des idées qui participèrent à sa naissance comme à celle des Etats-Nation.
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フ ラ ン ス に お け る 地 方 分 権 化 政 策 の 進 展
一その歴史的経緯と学校運営への影響一

クロー ド・レヴィ ・アル ヴァレス

(藤井佐知子 ・油井澄子 ・井上星児訳)

1.法 制的枠組みの転換

フランスは約10年前か ら、歴史的大変動にみまわれている。それは、フランス革命以来

徐々に国家に集権化されていった諸権力の一部の地方公共団体への委譲である。 この権限

の再配分はすべての行政分野に及び、教育の分野では、それが比較的完成された形でなさ

れたが、そこにはなお微妙な問題を含んでいる。この権限再配分によって生まれた新 しい

教育の時代の幕開けは、最 も中央集権化された国の一っといわれるフランスの中で進展 し、

歴史の流れのなかでしっかりと根を下ろしてきた教育的伝統に衝突するだけに、その変転

を理解するのは必要なこととはいえきわめて困難である。

そこで、サヴァリ文相下の教育改革を論 じるまえに、この教育的伝統にっいて概観 して

おこう。ここか ら地方分権化改革をもたらした動因を探 り出すとともに、とくに地方公共

団体の教育に関する新 しい権限がいかなる効果をもたらしたかにっいて考察 してみたいと

思う。第二部では、学校 レベルにおける分権化改革の反響の一端を個別的に明らかにした

いo

1.教 育 システムの伝統的特質

{1)初等 ・中等教育の分断 と人間性 に基礎を置 く社会的選別

フラ ンスの近代教育組織 は、その誕生以来、 きわめて対照的な伝統 をもっ2種 類の学校

間の本質的分断の影響を受 けて きた。

その1っ は リセである。 リセ は第一帝政 の時代に大幅な改革がなされ たが、その歴史 は

中世のコ レージュに遡 ることがで きる。 リセで行われた教育は、文化の単一性を提起す る

ヒューマニズムの理想 を淵源 とし、古代人が模範的 な形 で示 した普遍的人間像 に基礎を置

くものであった(Prost)。 古代語の学習 は、知識の厳格 な階層性を前提 と したこの伝統 に

接近す るものであ り、偉大な古典作家 の作品に登場す るモデルに近づ こうとす るために現

実の世界を無視す る傾向をもっ。精神 は興奮す るほどまでに、 この現実感を消失させ る世

界の影響を受 けていた。 たとえば次の ごと くである。 「一一一私は、 はるか遠 く、な じみの

ない崇高な階級にのぼ りっめた気が した。一… もし私の人生か ら教育を除いた ら、突然幕

が下 りて きて目の前 の広大 な風景 を遮断す るよ うなものだろ う。す なわち、私 の人生は古

代よ り続 く歴史の流れか ら切 り離され、人間性 は、不安定で移 ろいやす く、粗野 なもの と

なるだろ う」(LavisseErnest,Prost,1968よ り再引)。 しか し、 それはまた社会的選別
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とその承認を先鋭化す る道具 ともな ることを、エ ドモ ン ・ゴブロが証明 している。彼は、

ラテ ン語学習の社会的機能にっ いて言及 した際、次のよ うに自問 している。 「もし中等教

育か らラテ ン語教育を除いた ら、 どのよ うな事態が生 じるだろ うか。一一一社会階級を分け

る文化的不平等はな くな って しま うだろ う。すなわちすべては混ざ り合 う。 ブルジ ョワ階

級 は、庶民階級 には接近不可能で、彼 らを閉 じ込め 〈障壁 〉となるよ うな教育を必要 と し

ているのであ る。 」(Prost,1968よ り再 引)

ところで、 この障壁 はバ カロレアによ って裏づけ られ るが、 これに加えてバカ ロレアの

前の段階 において もう一っの障壁があ る。それ は、統一学校の支持者 たちが強調 し続 ける

ことになるきわめて不公正 な排 除の論理 に支え られてお り、具体的には次のような内容で

ある。

一 リセの教育課程 のみが、バ カロ レアを取得で きる長期課程に通 じている。

一異なる教育課程間 に共通性が ないため、最初に選んだ学校が最終的な選択 となる。

一有料 リセの低学年 に通 う子 ど も達 は様 々な指導 を受けることがで きる。

一 リセは
、無償性 の原則が1933年 に義務教育期間全体に拡張 されたに もかかわ らず、

1945年 まで有料 のままであ った。

このエ リー ト教育 に対 して、第三共和制 は、世俗性、無償、義務の三大原理 をもっ大規

模 な教育 システム、す なわち公立小学校 の設置に熱意 を燃 や した。1881年 法は、19世 紀を

通 して引 き継がれてい く一っの画期 を形成 した。学校 開設の義務、地方教育委員会の創設、

集権的監督及び統制の システムの確立、小学校教員養成のための師範学校 の開設等は、教

育に関す る国の役割 と責任を確立 した有名はフェリー法が作 られ る第三共和制以前 にすで

に始動 していたのである。

こうして設置 された公立小学校 は、 当時 リセの低学年 で支配的であ ったの とまった く異

なる初等教育 を行 うところに特徴があ った。 なぜな ら、子 どもたちに、一生涯を通 じて必

要 とな るであろ う知識の総体を伝授す ることが重要だと考え られたか らである。小学校は

また、長期課程やバ カ ロレアにっなが る橋渡 しの課程 は全 くもっていなか ったので、実質

的に最終学校で もあ った。小学校で は百科全書的な教育が行 われ、'また、新体制の兵士、

すなわち第三共和制 のなお不安定な諸制度 を擁護す るよ うな市民の育成を 目的 とす るきわ

めて道徳的 な教育が施 された。

この国家的努力の立役者 となったの は小学校教師たちであ った。公立小学校の優秀な生

徒のなかか ら集め られた 「俗人聖職者」である彼 らは、公立小学校の子 どもたちが社会的

上昇 を成 しうる唯一の コースで ある 「世俗的神学校」 ともいうべ き師範学校で養成教育 を

受けていた。 このコース内部の閉鎖性 は重要 な特徴の一っであ る。

フラ ンス学校教育の構造 に当初か ら存在 したこの断絶は、その後長年 にわた って教育政

策 と教育論争 に対 して影響を与 えた。制度面での大 きな進展 は、ベル トワ ン改革(1959

年)、 フーシェ改革(1963年)、 そ してとりわけア ビ改革(1975年)ま で待たねばな らな

か った。 しか しいずれ にせよ、今 日の学校が、以上 の歴史が示す通 りの様相を保持 し続け

てお り、そのあ り様 はより深 く、 よ り潜んだ形 にな って きている。教育課程のエ リー ト的
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性格、コースの固定性、コース問の序列化の復活、教員団体の分裂、学校が持 っている閉

鎖性や壁をっくる傾向、利用者すなわち市民社会に対する傲慢なほどの無関心、丙部的価

値に基づくシステムの自治、そして時には並外れることもある教師の教育活動への従事の

仕方などはいずれ も、数あるフランス教育の特徴のなかでも以上の歴史と強く結びっいた

結果生 じたものである。

②学校への過剰な思い入れと市民の道徳性の酒養

共和国の学校を唱道する理論家達は、子どもの社会化、ならびに新 しい共通の倫理感が

どのような条件の下に内面化されるか、ということを大変重要視 している。デュルケムが

教育問題にっいて行った講義(『 道徳教育論』、 「教育と社会学』)に 繰 り返 し出てくる

このテーマは、伝統的な価値 ヒエラルキーが大混乱する時代の不安を表 している。教育の

世俗化と、カ トリックの伝統に根づいた共通の価値の全般的後退 は、社会化のプロセスに

おける学校の力にっいて非常に極端な見方をしていた数多 くの思想家たちに重大な問題を

投げかけた。そして教育の世俗化をめ ぐる激 しい論争は、学校に過大な権限があるとみな

し、家庭環境の影響や子どもの個性を軽視するような共通意識に結びっいていた。デュル

ケム以前には、子どもは単に社会への組入れが期待される存在、すなわちタブラ ・ラサ、

白紙、あるいは教育という大事業を必要 とする弱い存在などとみなすのが主流であった。

しか しこの時期、学校が子どもを社会化する権能をもっており、かっ責務であると皆が信

じたという事実が、社会の基礎を揺さぶる非神聖化の波と相関連 して現れていたのである

(M.Bernard)。 いずれにせよ、 「意図的な行動の枠組み、すなわち教育以外に人間の特性

が現れるということを考えない」(deQueiroz)デ ュルケムの社会的紐帯を強化する考えに

ともなって急速に普及した見解が、学校への過剰な思い入れと、共和国イデオロギー装備

内に割り当てられることになる学校の非常に特殊な位置を照 らしだしている。

13)理性への信奉と学校の社会か らの隔絶

共和国の学校は、その根本にある理想に忠実であろうとするならば、社会の全体利益に

奉仕する制度でなければならない。思想史上では、共和制は貴族や教会、同業組合などの

個別利益の対立の否定の上に成り立 っていた。革命の理想であり遺産となったのは、明快

に選ばれ、皆が自分のこととして受け止められるような共通理念に支えられた団結した社

会の実現であった。 この中央集権的な思想は、知性および人間の理性のたゆまない進歩に

対する信奉、ならびに人間の相互理解の共通基盤および根源とは切 り離すことができない。

このメッセージは、理性の普遍性に対する信頼と不可分である。そ して学校の役割はまさ

に、各人が自らの知性を正 しく行使 して自由国民、責任ある市民になる機会と、本質的に

人間を解放する知識を子どもの能力に応 じて与えること、ということになる。

ところで、このよ うに共和国の学校が社会の全体利益の論理に組み込まれたことによっ

て、抽象的知識を最優先させるという考え方が派生 した。学校は理性の行使と思索への意

欲を助長 しなければならず、また学校は、人種や国籍のことなどを考慮に入れずに、高尚

な精神に行きっく純粋に観念的な世界に子どもたちを導かねばならない。教師と子どもの

関係は、知性の完全な合意をもたらし、人間を解放する領域への通 り口となる。教師は渡
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し守であり、子 どもを知性の光へ と導 く役 目を負 った厳 しい指導者である。そ して この重

要で厳格な仕事は、学校 の外で人々を煽動す るような見せか けの運動 によって邪魔 されな

い し、 また決 してそ うな ってはならない。壁の高 さ、教室の簡素 さ、現場の荘厳 さ、学校

外の世界 との隔た りな どが一緒 にな って子 どもを一歩進ませ、精神界 での生 まれ変わ りに

必要な自分 の世界の断念を受 け入れるよ うに仕向けているのであ る。 ドゥルエ(1992年)

が言 うところの この 「思想体系」は、そのまま完全に実現されたわけではないが、 これは

学校に関す る継続性を もっ思想体系 と、思想やお互 いに関連す る理念型のネ ットワークを

定め、今 日これ らは、学校界 を動揺 させ る論争の際の源泉 として常 に使われている。後 に

検討するウラ ン地 区の県視学の発言は、 こうした慣習か ら引 き出された ものである。

「ジュール ・フェリー時代の学校が成 し得 たのは、社会を模倣 しなか ったということで

ある。学校が解放 の場であ り教育す る場であ ったの は、社会が教育的機能 をもっていなか

ったか らであ り、学校が閉鎖的であ ったか らこそ革命的な機能を担 う機関とな ったのであ

る。それ は、学校が社会か ら閉ざされた機関だ ったか らであ る。」(Henriot-VanZanten,

1994,p.76)

2.1960～70年 代の制度的整備

ベル トワン改革、 フーシェ改革、およびア ビ改革 は、 プロス トの言葉 に従えば、かつて

は完全 に区分された複数のコースか ら成 り立 っていた教育組織の漸進的 な 「制度的整備」

を成 し遂 げた。 これ らの政策の背景 には、 コンパニ ョン協会や ジャン ・ゼイの計画、ラ ン

ジュヴァン ・ワロン計画等が長年にわた って批判 し続 けて きた不公正 と、 システムの社会

経済上の遅れ とい う二重の情勢があ った。後者 にっいていえば、1950年 代初めにコレージ

ュの入学年齢層 の うち3分 の2は 除外 され、1960年 代 にはいって もその割合は55%に しか

達 しなか ったのである(Euriat,1995)。

〔1)ベル トワン改革 とフー シェ改革

1958年 に ド・ゴール大統領が選出され、第五共和制がスター トした。その時に成立 した

憲法 は、大統領の権限を強化 し、以前の体制 に欠 けていた政治的安定を確保 した。共和国

エ リー トの輩出基盤を社会全体にまで広げたいと願 う ド・ゴールの後押 しにより、 フラ ン

ス教育組織全体 の単一化 にっなが るラデ ィカルな改革が三度 に分 けて実施され ることにな

った。

まず1959年 のベル トワ ン改革が、 リセ と小学校補習科 のクラスを一緒 にすることによ っ

て前期中等教育の統一 の開幕を告げた。 また義務教育年齢を16歳 まで延長 し、中等教育第

1・ 第2学 年の在学者 の増加 をもた らした。 さ らに、2年 間の進路指導の原則 も取 り入れ

られ各学校で実施 されたが、既存の能力別学級を再検討 しなか ったために具体的な成果 は

まった くあが らなか った。転学 した生徒の数が ごくわずかだ った(1%)の をみ ると、 こ

の進路指導 は、単純化 して いえば、家庭が最初 に行 った学校選択の承認であ ったといえよ

う。

フーシェ改革(1966年)は 、 中等教育 コ レージュ(CES)の 創設によ り一層ラディカ
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ルな変化を もたらした。 中等教育 コ レージュは、すべての課程 を同 じ屋根の下に集め、そ

の中に新 しく3っ のコースを設けたが、 それ らは過去の伝統を引き継 いだものであった。

すなわち、古典 リセ ・コ レージュはラテ ン語学習を行 うコース1に 、高等小学校(小 学校

補習科)は コースIIに 、そ して コース111は、小学校完成級 に続 く移行学級 において最 も学

業上 の困難を きた した生徒 を受け入れ ることになった(Derouetp.37)。 しか しこの3っ

の コースの縦の仕切 りは小学校最終学年在学者に対 してプ レッシャーを与えっづ けること

にな り、 また一方、教職員 の配置は階層性 を白日の もとにさらす ことになり、 「理論的に

は長期課程は有資格教授が教え、短期課程 は昔の小学校教師が教え る一一一そ して子 どもが

困難を抱えればそれだけ(制 度上 の)資 格ある教授 に習 う権利が減 る」(Citronp.26)と

い う新 しい状況を決定づ けた。 プロス トがい うよ うに、 「中等教育 コレージュは確かに壁

と骨格 は手 に入れたが、そ こには教育方法が欠けて いた」。

ところで1960年 代は、国立人 口問題研究所(INED)が 大規模な調査を行い、職業別

社会階層 と学校生活への期待の間の相関関係が明 らか にされた時代で もあった。 また社会

学者 ブルデ ューが大反響 を呼ぶ書物を著 し、 当時の論争の中心に押 しあげ られた時期で も

あ った。彼 はP遺 産相続者たち』(1964年)に おいて非常 に入念 な分析 を行い、 〈再生産

〉の機能 をもっ学校によ る潜在的 な選別のあ り方を非難 して いる。学校教育を受 ける機会

の平等を保証す るだけでは不十分であ り、学校制度 によ って価値づ けられ る規範モデルか

ら逸脱す る生徒のそれが教育上 の措置によって制限され ることがないよ うに しなければな

らない、 とブルデ ューは訴えたのであ った。

(2)アビ改革(1975年)

ア ビ改革は、それまで ほとん ど完全 に区分 され、発展が遅れて いたコースの問の流動性

を実現 させ ることを中心 に、1960年 代 に行 われた努力を完成させ なければな らなか った。

ジャン ・ゼイが示 した統一学校の原則 は、前期中等教育 を施すすべての学校(中 等教育 コ

レージュと普通教育 コレージュ)を 同 じ学校すなわ ちコ レージュのなか に吸収す るとい う

形で具体化 された。学 習計画 も、最初の2年 間 は生徒を観察 し、 それに続 く2年 間で進路

指導を行 うとい うふ うに改変 された。 そ して能力別学級 は廃止 された。学校は、国が放棄

したばか りの、 自らの内部 に存在す る、階層的 システムを再生産す る傾 向を排除す るよ う

な仕方で生徒を混合 させ る義務を負 ったのである。

この計画は野心的で、共和国倫理のスローガ ンである社会正義 と平等の原則を実 際に確

立す ることをめざ した一連の要求の最終段階だったということができる。 しか しそれは早

くも 「能力混合の原則に:不安を覚えた」(Derouetp.38)数 多 くの教師たちと、 「異 なる

社会的 出自と教育経験 を もっ子 どもたちを警戒す ることな くうかっ に」(Derouetp.38)

混合す る新 しいや り方に当惑す る親の抵抗 にぶつか った。 この とき私立学校が、生徒 に与

え られる諸条件な らびに選択の欠如(学 区の存在による)、 な らびに進路指導の際に教師

が行 う決定の独裁的性格 とい う二っの点で:不満 をもっていた親たちの唯一 の残 された道 と

なった。 プロス トは少 なく見積 もって も3分 の1の 家庭が少 な くとも一度私立学校 に救い

を求めてお り、 この数字 は、1984年 、サ ヴァリ文相が行お うとした私学の 「大公共事業」
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への強制的統合 という脅威に対す る反響 と大規模な結集 とな って現れた、 と述べている

(Prost,1991年 日仏会館での講演)。

{3)否定的評価

ア ビ改革 は実際の ところ、公約 を果たせ な くなっていった。それは次の点においてであ

る。

一学校内部では
、能力混合学級は見せかけだけのものとな って いった。 ほとん どの場合、

校長 はす ぐに、生徒の能力 に応 じた教育条件が整え られた学級編成を行 うとい う名目で選

択教科(第 二外国語、ギ リシャ語、 ラテ ン語)を 設けるよ うにな り、 これに伴 って最 も評

判が よ く、最 も学歴の高 い教師が これ らの教科 にあか らさまに配置され るとい う状況が生

まれた。 そ して彼 らは、消失 しかけたと思われていた ヒエラルキーを再び目に見え るかた

ちで もた らす ことにな ったのであ る。

一地域 レベルでは
、地域圏間および都市部 と農村部の問の就学率の格差が顕著になり、本

改革を主導 した平等の原則が崩 された。

一全体的にこの改革は
、中央 当局が共和国の理念 と して引き継 いで きた国家の統一性 と平

等を強制的にな し遂げ る力を持 っていたい と願 う中央集権的政策の最後の姿のよ うに思わ

れ る。 まもな く誰の 目に も明 らかな失敗が、本改革の実施を リー ドした理念のアプ リオ リ

な再検討を迫 るよ うになる。 これ以後すべての国民が切望す るよ うになる地方分権化の立

役者 となるのは、皮 肉な ことに筋金入 りの中央集権主義者であ る社会党員だ った。 とい う

のは、 フランス社会 はこれと同時期に大変貌 を遂 げ、教育組織 も時代 への適応が急務 とな

るのである。

3.社 会の変革

学校 の危機 は同時にフランス社会の成長の危機で もあった。 まもな く石油危機 によ って

特徴づけ られ るようになる1970年 代 には、雇用構造な らびに学校 とその使命 に対す る見方

に長期的に影響を及ぼすよ うな経済 と産業 の大規模再編がスター トした。 この時期か ら、

学校 に長 い間優先的に与え られて きた政 治的機能(市 民 の育成、国民 の統一・、社会的統合

な ど)に 加えて、効率性や収益性 といった観点が入 って くるよ うにな った。学校は もはや

国民統合や社会正義 とい う目標の実現 に資す るだけではだめであ り、青年を、 ますます予

測困難 となる社会での生活 と、 ますます不安定になる雇用 にむけての準備をさせなければ

ならな くな った。 こうして、教育訓練 な らびに学校 内の コースの多様化の必要性が この時

期の主要なテーマの一っとなった。 この戦略は、次 のような関連す る二 っの大 きな問題に

実質的 に応 えるものであ った。

第一 は、生徒の多様 なコースへの振 り分 けによって この時期 に生 じていた最 も威信ある

コースの明 らか な供給過剰 を避 け ることで ある。

第二の問題 は、生産 システム内部の変革 によ って需要が増 した大量の労働者を産業組織

に提供す ることであ る。保護貿易主義の壁が次か ら次へ と崩 れるに及んで国際経済競争が

日増 しに活気を帯びて くるのに直面 し、 フラ ンスの産業 は生産 を好転 させ、製造費を減 じ
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る必要があ ったのであ る。流れ作業、QCサ ークル、量か ら質への転換、が この時代のキ

ーワー ドであった。

その結果、教育訓練 と進路 コースの一層の分化の必要性を実際 に認 めることと、学校 に

かかわ る重要な事柄 と教育課程 はすべ てパ リが直接管理 したいとす る中央集権主義の規範

的論理を維持することの間で緊張関係が生 じた。 この状況 は、繊維業 のようにもはや存在

しない仕事への準備を した約1万 人 の若者を毎年労働市場 に送 り出すCAP取 得 コースの

維持 とい う事実 に典型的に現れた(Hamon)。

毎年一千億円に達す るこの慢性的な機能不全の経済社会的冗費 は、 自らの決定を地方の

現実や最先端でかっ流動的な経済的諸要求に合わせ られないことが明 らか となった管理 シ

ステムへの非難を日増 しに強めて いった。 こうした状況 において地方は、市町村の住民 に

直接影響する重大 な問題 に応 じる準備が非常 によ くで きていたよ うだ。彼 らは、 自らが最

初の犠牲者 となりうる社会的害毒 に対 して結集す る覚悟が できていた といえよう。 とい う

のは、あ る市町村冊子が示すよ うに 「学業失敗一 これは、教育 システムを毎年何の資格 も

な しに出てい く10万 人以上の若者 にかかわ る一 は、 しば しば失業か ら疎外へ、 さらには非

行化一歩手前へ とっ なが る破滅的 な悪循環の出発点 とな るため、人間の惨事であ ると同時

に社会の惨事で もあ った」(市 町村冊子)か らであ る(Henriot-VanZanten,1994p.82)。

4.新 しい政策 と地方分権化の選択

1981年 にフラ ンソワ ・ミッテランが大統領に選 出された ことにより、20年 以上にわた っ

て実に多 くの人 々が懇望 してきた地方分権化 とい う大改革が進め られ ることになった。 国

内に明白な地域間格差が存在す ることは戦後を通 じて強調されきてお り、1962年 の国土整

備地方開発局(DATAR)創 設によ って も抑止す ることができなか った。格差は、経済

活動 と同 じくらい様 々な局面、すなわち、失業、教育、住 民一人当た りの収入などに現れ

ていた。 た とえば、教育 の領域 だけをとってみて も、16歳 で後期 中等教育 に在学 している

者の割合はパ リでは60%を 越え るのに対 して、ムーズ県やオ ー ト=ソ ーヌ県では25%に と

どま ってい るとい う具合である。 さ らにまた、同一年齢層 に占め るバカ ロレア取得者の割

合をみるとパ リ大学区では50%で あるのに対 し、ア ミアン大学区では18%に しかな らない

(Savaryp.7)。 すなわ ち1980年 代 には、社会正義 と経済的合理性 の問題 は、伝統的な中央

集権的手法では解決す ることはで きないということが明 らか とな ったのである。

こうした実際におこっている事態 にっ いての数多 くの報告 は、新 しい教育大 臣に、教育

政策の指揮様式の根本的変革を検討せ しめた。 「現在、農村部の コレー ジュとパ リの リセ

の低学年 との差異は相当な ものである。生徒層が異なるばか りか、募集方式 も異なる し、

教員 も異 なる一一一 したが って私は、 どこに も存在 しない同質性を装 うよ り、各学校に自ら

の特質 にあった計画を(国 家の方針を尊重 して)た て ることを認めるのが望ま しいと考え

る。外国人子弟が生徒の半分以上 を占め る第10区 の コレージュ第一学年 とアン リ四世 リセ

に同 じ機能を もっよ う要請す ることは、理 にかなっているだろ うか。 ほとん ど非合理的で

あ るため実行不可能 である し、民主的 とは到底いえないであろ う。」(Savaryp.12)
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この方針 は、1980年 代を通 して、再生産の学校か人間を解放す る学校かとい う見方か ら、

閉鎖的学校か開かれた学校か とい う見方 に転 じた国民の教育に対す るごく一般的 なと らえ

方を も反 映 していた(Plenel,1985)。 「学校 の政治的地位の獲得 とい う問題や、機会の不

平等 な らびに学校による不平等の再現 と縮小に関す る社会学的考察 は、 しだいに、異 なる

集団間の差別や統合における学校の役割 に関す る社会学的考察 に取 って代わ られてい った

(Touraine.1991)。 この観点か らみ ると、地方 とい う場、 と りわ け都市部は国家とほとん

ど同 じくらい重要な役割を果 たすよ うになっていった。すべての地域 に適用可能な学校開

放のモデルは存在せず、あ るのは地域 の多様 なイニ シャティブであ る。(Henriot-Van

Zanten,1994,p.74)o

(1)サヴァ リ文相下で起 こった変化

a.改 革か ら革新ヘ

サヴァ リ文相の下で実施 された教育政策の主要な特色のひとっ は、教員が改革の中心人

物になり、かっ 「コレージュの刷新」(ル イ ・ル グラ ン)の 推進者 となるために教員たち

に発せ られ た呼びかけであ った。教員層 内部では社会主義が強い正当性 をもっていたので、

各学校に、古い階層制の存在 によ って阻まれていたあ らゆ る計画、あ らゆる革新に着手 さ

せ ることが可能 とな った。 コル ク栓 は吹 っ飛び、発言権が教師たちと、杓子定規な管理 の

締 めつけによって長い間抑え られてきた彼 らの自発的行動 に与え られた。 しか しこうした

期待 は、教員層 を伝統 と利害が対立す る組合 に分割させ る深刻な分裂 によ ってま もな く裏

切 られ ることになる。

b.教 育優先地 区(ZEP)と 教育訓練区域

教育政策 は1981年 か ら1982年 にかけて地域化され ることにな った。

「教育優先地区(ZEP)ρ 創設を もた らした〈積極的区別 〉の考え方 は、民主化の実現

は分化 によ って図ることがで き、 もはや統一 は必ず しも必要ではないということをはっき

りと表明 した。」(Chariot.P.35)

c.教 育における地方分権法

1982年 に成立 した地方分権法の主要 な規定 は国民教育 の分野 に適用 された。それ らはア

ミア ン会議(1968年3月)で の話 し合 いを五月革命(1968年)を 経た後 も引 き継いで きた

一連 の率先的行動 によ ってすでに先行 されていた ものであった
。各学校 は、 自 らの自治が

拡大 してい くのが はっきりとわか っていた。 この自治の拡大 は、学校 の管理評議会 にカ リ

キ ュラムの10%の 自由運用を認め ることと したフォンタネ文相 の通達、 な らびにブーラッ

ク文相 による学校 内への計画の概念の導入(1978年)な どによ って相次 いで示 されていた

ものであ る。 ブーラ ックが設けた教育 ・文化活動計画(PACTE)は 、教育活動計画

(PAE)に 変形 され る以前に、教員聞の合意を得て、計画 に一貫性 と持続性を もた らす

定式 を確立 していた。1981年 には、学校 自治の検討の任を負 っていた総視学内作業 グルー

プの考察の延長上 に、モー リス ・ベルニ ョーが トゥールーズで実施 した数多 くの実験結果

が公表 された。 この報告 は 「学校教育計画」 という概念に重要な意味を与え、学校生活担
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当の総視学官であ る彼 はサヴァ リ文相 によ って コレージュ局 に招聰された。その影響力 は、

「1960年代 にアメ リカで発展 した補償教育の延長上 に位 置 し」、教授法 と生徒の指導 に重

きを置 く報告書を著 したルイ ・ル グラ ンのそれ と対照的であ った。ベルニ ョーは、 これ と

同 じ問題を もっと広 い視野のなか に位 置づけて取 り組んでいたのであ る。 というのは、

「学校教育計画は、1970年 代の危機 の時代に断 たれてはいないまで も弱め られた絆を再び

強化す るのを狙 いとす る政治的措置の一っ」(Derouet,p.64)だ ったのである。

1982年5月 に出されたスブ レ報告(『 地方分権化 と学校制度 の民主化J)は 、学校 の分

権化の基本方針 を示 した。そ こでは、学校が地方当局か ら監督 を受け ることを避 けるため

の学校の権限の強化を奨励 している。つ まり 「強力 な地方 当局 に対 しては、強力 な学校

を」(Charlot,p34よ り再 引)と いうことである。文部省 の考えで は、地方分権化 は、特

に 「学校の権限の増大 として」(Savary,p.11)理 解 され るべ きであった。 「教育の地方公

施設法人」(EPLE)と いう学校 の新 しい法的地位は、 サヴァリの要望に従 って管理評

議会を存続 させよ うとす る学校 の、校長 を媒介 と した自立 の保証 を意味 している。 これに

よ り学校が地方 当局の政治的支配下に入 る危 険性は きわめて少な くなった。

結局の ところ 「地方分権化改革の国民教育への適用(1983年1月7日 法、 同年7月22日

法、1985年1月25日 法)は 、学校の地位 を修正 し、地方公共団体の権限を拡大 した。」

(Chariot,p.35)

「国 は、新 しい権限を地方公共団体に与えたが、教育の国家的 目標 と内容 の決定、免状

の付与、教職員の募集 ・養成 ・配置 ・監督、運営費 の確保 に関す る責任 は国に留保 され る

こととなった。市町村 は、幼稚園及び小学校の建設と維持 という昔か らの責任 を保持 し、

新たにコ レー ジュの建設 と維持は県の、 リセの建設 と維 持は、地域圏の管轄 となった。」

(Chariot,p.35-36)a

(以上 藤井佐知子訳出)

皿.地 方分権化のい くっかの結果

次の第二部で は、1982年 の地方分権化改革の もた らした新 しい状況の枠組みのもとで、

具体化 した主要な結果 に関 して説 明す ることに したい。 したが って、以下の記述 は、 フラ

ンス国内で研究者たちが実施 し、発表 した現地調査に基づ くものである。 また後半部には、

筆者が1995年1i月 にパ リ近郊の さるコ レージュで行 った短期 の調査 を通 して得た知見をっ

け加 えてお く。

1.地 方 レベルの政策 一 ウランの事例(Henriot-VanZanten,1994)一

リヨン郊外 にあ るウラン市 は、市 レベルのプ ロジェク ト実施が、公立学校の現実 によか

らぬ影響を及 ぼすに至 る興味深い事例のひとっであ る。社会党の市長は当市の都市景観を

変えよ うと決意 した。そのね らいは、共通の想像世界 に賭け ること、 メディアの注目を集

め ること、まちの発展がは っきりと目で確かめ られ るように して リヨ ンのマグマに吸収さ
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れぬ活力 を与えることであ った。 プロジェク トの焦点は、学校(幼 稚園、初等学校、 コ レ

ー ジュ)の 刷新 よりもむ しろ、地方公共団体の任であ る学校建箋の外面改修 に絞 られた。

改修工事 の対象 に学校を選んだのは、良好な立地 と、学校が 日常的に住民 に喚起す る関心

に基づ くものであった。最終的に壁面が実現 したのは、参画者 と関与 した芸術家問で交わ

され た特異な申合わせの結末であった。所産の もた らす多大な視覚的効果に もかかわ らず、

この行為には、校内生活に与え る測定可能な効果 というものがほとんど見当た らないので

あ り、 プロジェク ト発足当初か ら、教員の参加 にむけての努力が なされなか った ことは疑

うべ くもない。 そもそ も市長のプ ロジェク トは、学校および学校がその場面 となる教育実

践 の変革 という視点を、二次的に位置づ けていたにす ぎなか った。

しか し他方、 この行為の由来 は、地域のパー トナー、教員、芸術家および国を代表する

初等学校視学 官を結集 して、そのための固有の組織 において協議 に付され た多数の教育活

動計画(PAE)の 開始に求め られ る。 ところで、場合によっては市当局が単独で出資す

るこう したPAEは 、拒否(初 等学校視学官2名 中の1名 が示 した)、 あるいは参加 した

若干の教員が示 した強烈な傾倒 さ らには個人的見解の変化という、非常 に鮮烈 な反応 にい

まや遭遇せんと している状況 にある。講 じられた措置全体 を通 して、その展開、妨害、緊

張状態、変貌 を うかが い知 ることがで き、それ らは学校 自体の価値 に閉 じこもった伝統的

タイ プの学校 の突如 と した露呈が招 いた結果であるとい うことがで きる。 同類 の状況分析

を容易にす る典型的価値 にっ なぐためには、個別研究 のみに依拠 して いるとどうして も限

界があ るので、以下に表面化 した事柄の若干を とりあげ、要約を記 しておきたい。

一初等学校担当県視学官

視学官2名 が当市の実施 したプロジェク トに関係 した。彼 らの反応 は時折対照的ではあ

るが、実施 プロジェク トが制度上彼 らに属す る教育方法や特権 にかかわ りを もつ場合には、

大いに意見 の一致 をみ るのである:「 当委員会 においては、県視学官以外何びとた りとも

PAEを 評価す ることができない、 ほかの人 も評価で きるというのはうそだ、教育す るこ

とは非常 に難解なのだ、教育 とは経験 を要する職業のひ とっである、錯覚をおこ して はな

らない、それ は一種の知恵であ る(… 一)PAEの ひとっが県視学 の支持 を得たとき、それ

は、 そのPAEが 保証 され、教育的であるとのラベルを貼布 されたことを意味す る」

(Henriot-VanZanten,1994,p.92)o
'
一教員

その反応の多様性 は、教育段階の相違 と相 関関係 にあ る。初等学校教員 は総体的に、外

部への学校開放 とか、彼 らの教育実践を検討に付す ることに対 してさほど寛大であ るとは

思われない。 だが、一部の初等学校教員 にとってPAEは 、教職 をめ ぐるイメージの本来

の姿を取 り戻 し、また、時には新 しい力量を開発 し、 さ らには視野 を拡大す る機会 ともな

ってい る。 とくに重要性が指摘されてい るのは、彼 らが過去 に体験 した事実(活 動家 と し

ての闘争)と か 自己の伝記的エ ピソー ド(芸 術家 との結婚)が 、世間の人 々との対人関係

樹立のパ イプ役 とな ったり、各種 グループとの コミュニ ケーションを容易に した り、 そ う

したことを通 して彼 らの 自分史の欠落部分を現実 にわが もの とした りしている一部の教員
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についてである。

コ レージュと幼稚園 に在職す る教員は、それ以上 に、校舎の外壁を壁 画で飾 る実験的試

み に積極的に参加 しやすい傾向にあ り、彼 らが実験 によせ る期待は、その職業世界 に対す

る理解への手がか りと しての効果 であ るよ うに思われる。

一地方公共団体

地方公共団体の行動手段は、地方分権法以後にあ って もほとん ど大差は認め られない。

AgnesHenriot-VanZantenは 次のよ うに述べている。 「地方議員たちは、理論上 〈周辺部

〉か ら学校スペースに力を注 ぐことで満足すべ きであ る。一知識の伝達、適用され る教授

方法、教員の採用 と管理 とい う肝心要 なところは避けて、建物、物品の支給、学校教育活

動 プロジェク ト、各校 の教育活動計画に付 随す る行為の レベルでの関与」(Henriot-Van

Zanten,1994,p.77)。 いずれにせよ、限定されてはいるもののそ うした実行手段 は疑惑の

種 を播 き、 ひいては国民教育の諸学校 を混乱 させ るに足 るものである。 ウラ ンにおけるP

AEは 、地域団体組織網の中に持続的突破口を見出 して開放を促進する点で、行為の大 き

な原動力 となっている。 それ らの実験 に潜入す る新 しい協力者 のあいだで、教員 と学校 自

体の役割が再検討され るのはあ りがちな ことである。

プ ロジェク トの中心 とな る芸術家、すなわち校長 の念頭 には、学校 とその変革を柱 とす

る考えはない。そのよ うなプロジェク トといえども、教育実践に影響を及 ぼ し、まちの周

辺で はあ るが、波及性 を有するが故 に継続的影響を与え る。国民教育省 トップの代表者は、

そ うした現象を予知 して おり、彼 らの指摘す る攻撃的発言に対す る過激な反応 を正 当化 し

ている。

といえ ども、新設校をっ くった り、学校配 置図を変更 して教育の提供面に直接関与す る

とい う点で市の政策 は、①学校 間の関係、②子 どもによ る評価、③地理的範囲と関係のあ

る 「誰がその地域に住むか という問題」の処理上、無視で きぬ圧力を行使す る。 こうした

重大な側面は、 ウランでは殊更表面化 していないとはいって も、止むな く市が開設 した

「移民仮収容所」の新 しい住民を様 々な学校に振 り分 ける際には、必ずや父母の抗議運動

となって表 出す るのである。

2.地 方分権化時代の コレージュの実相

(1》個別研究

a.特 徴点と管理運営

1984年 か ら85年 にか けて建設 された ピエール ・クーベ ルタン校 は、 レ ・ジェルサ ン在の

自治体 問共同学校組合 にある県 を加入させ るという資金繰 りを設定 した結果 の産物であ り、

その県 におけ る新設 コレー ジュ第1号 であった。建設中の段階で校長は、現場の作業経過

を見守 ることがで きた。85年9月 の開校 当時、入学者 中外国人子弟の 占めた割合は非常 に

高 く、当校の所在す るレ ・ジェルサ ンに定住する 「旅芸人」の子ど ももいた。全体的に学

力水準は低 く、43.3%が1年 、15.7%が2年 それぞれ遅延 しての中学校進学であった。 ち

なみに当時の当該大学区平均で は、約60%の 子ど もが順調に中等段階への進級 を果 た して
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いた。校長の言では、平均値 との格差 は、 コレー ジュ新設以前 に流布 した風評 によるもの

だそ うで、 当校は最 も恵 まれぬ市町村 の子 ど もを受け入れざ るを得 ないいわば 「芥溜め

校」に指定されていた、 との ことである。3年 後 に実施 された部分的統合 は、事前 に流れ

た悪評 に逸早 く信患性を与えて しま う可能性があ った。

1995-96学 年度 における当校の在籍者601名 中65.1%は レ ・ジェルサ ンー人 口8000余 の

当市市長は、1995年 の統一地方選挙 までは共産党の出であ った一在住者 であ り、28.8%は

ヴィレユ在住者 である。1994年 度には66.3%で あるか らして、生徒 の増加比率か らみて も

生徒員数は安定的 だといえ る(1994-1995学 年度の生徒数603名)。1995年9月 、21の 普

通学級は517名 の生徒を受け入れた(内 女性276名);残 る84名 のための4補 充学級の編

成は、技術課程第3学 年(26名)、 技術課程第4学 年(24名)、 スポーツ協会第3学 年

(18名)、 職業見習準備学級第4学 年(16名)と なってい る。10%を 少 々下回る留年生徒

(54名)は 、第1学 年か ら第4学 年 に(各14、21、6、13名)振 り分 けられた。開校以来

外国籍の子 どもの 占める割合 は着実 に減少傾向をたど り、3年 来12%前 後 に落ち着 いてい

る。最 も多 いのはポル トガル人である。 その一部 は市 内定住の 「旅芸人 の子ど もたち」で

あ り、数的 には問題 とな らぬ一少数国民(第1学 年に5名 、第2学 年 に7名)で はあるも

のの、就学 させ るのが と りわけ困難 な状況 にある:「1)彼 らは コレージュに順応困難で

あ る:欠 席、宿題の拒否、突如の出立、読解困難 ない しは文字 さえ もわか らない。2)第

1学 年における彼 らの出席は非常に不確かで不安定である。3)父 母の学校に対す る期待

には異な るところがあ る:彼 らは往 々に して、 コ レー ジュま してや リセに通学 して勉学す

ることが、子 どものためにな るとは考えていないのである」。(Projetd'etablissement

1994-1998)

教育指導チームは教員45名 、事務職員 と用務職員は25名 で、 これには教頭 と生徒指導主

任専門員各1名 が含まれる。1990年 以来 コレージュの総人員は安定 してお り、教員の移動

も低率で、 「活動の推進力 となるチームは比較 的安定 した状況 にある」(Projetd'etab-

lissement)o

専門スタ ッフ陣への投資は充実 して おり、 コレージュの活動 はひと きわ活発だとの評判

もあ り、 「革新的教育方法への取 り組みに参入 する意欲を理 由にあげる大学区長 たちの提

言」 によ って、1994年 には第1学 年を対象 とす る実験校 に選 ばれ るにいた った。第2年 次

に も引 き続 き実験校 として 「教育制度の真の民主化」実現 に向けての措置を試行す る。

事実、当校 は多数 の活動 に真向か ら熱心 に取 り組み、教員 の多数が これに参加 している

が、正規の業務 としての ことではない。 さる9月 新入生全員 に無償配付 された校内誌の特

別号51(1995年5月 号)か ら、展開中の豊富な活動 の概略を うかが うことがで きる。以下

はその要約である:

一 数 学:ス ポ ー ツ を 選 択 す る ク ラ ス を 除 く 全 ク ラ ス に わ た る レ ベ ル の グ ル ー プ
。 グ ル

ー プiと2は 週 当 た り3時 闇 の 授 業 と
、3週 闇 に っ き1時 闇 の 共 通 試 験 が あ る 。 グ ル

ー プ3と4は 週 当 た り4時 闇
。 グ ル ー プ は6週 闇 ご と に 再 編 成 さ れ る 。
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一 第1学 年 で の 読 書 プ ロ ジ ェ ク ト:資 料 ・情 報 セ ン タ ー 専 門 担 当 員 と2週 闇 に っ き

i時 間 。

第1学 年 に お け る 変 更!

1一 週 間 授 業 時 閤 表(各 週)

・数 学 と フ ラ ン ス 語 の 強 化 学 習

・3時 闇 の 指 導 付 学 習

・体 育 ・ スt一 ツ の 授 業 時 数 は3時 閤 か ら4時 間 に 増 加 。 こ れ は 生 徒 全 員 に 共 通 。

・テ ク ノ ロ ジ ー の 授 業 時 数 は 減 り 、2時 閤 か ら1時 間30分 に 。

・歴 史 ・地 理 は2時 閤30分 か ら3時 間 に 増 加 。

生 徒 の 週 閤 授 業 時 数 は 、 基 本 的 に は23時 閤 プ ラ ス3時 闇 の 指 導 付 学 習;P.ク ー ベ

ル タ ン 校 で は 、24.5時 闇 プ ラ ス3時 闇 か ら25。5時 閤 プ ラ ス3時 闇 と い う 具 合 に 生 徒 に

よ り 変 動 す る 。

2一 指 導 付 学 習

3時 閻 の 指 導 付 学 習 は 次 の 通 り 区 分 さ れ る:1時 間 は 学 級 主 任 教 員 担 当 の 学 習 方 法

を 学 ぷ 時 闇 で 、 「中 学 生 の 学 習 方 法 資 料 集 」 を 使 用 す る 。2時 間 は ヴ ォ ラ ン テ ィ ァ

(教 員 、 監 督 員 、 生 徒 の 父 母 一一一一)が 宿 題 の 手 助 け を す る;生 徒8～10名 構 成 の1グ

ル ー プ に っ き1名 の 成 入 が 充 当 さ れ る 。1月 以 降 生 徒 た ち は2名1紹 と な り 相 互 に 学

習 を 助 け 合 う 。

3一 フ ラ ン ス 語 と 数 学 で の 学 習 支 援

生 徒 を 同 水 準 の6ク ラ ス に 分 割 し 、 そ れ ら の6ク ラ ス は2授 業 単 位 に 分 け ら れ る 。

授 業 単 位Aは6A、6B、6Cの ク ラ ス 、 授 業 単 位Bは6D、6E、6Fの ク ラ ス 編

成 と な る 。

数 学 の 各 授 業 単 位 は 、4グ ル ー プ に 対 応 す る 教 科 水 準 グ ル ー プ 単 位 で 運 営 さ れ る 。

生 徒 の 授 業 時 数 は3.33か ら4時 間 の 変 動 の 幅 が あ る 。

フ ラ ン ス 語 で は 、 ク ラ ス 全 体 で の 授 業 が3時 闇30分 と 、 授 業 単 位 当 た り4グ ル ー プ

の 割 合 で の グ ル ー プ 学 習 が2時 闇;さ ら に 、 強 度 の 学 習 困 難 な 生 徒 に は30分 が 追 加 さ

れ る 。 授 業 時 数 は5.5と6時 闇 の 変 動 の 幅 が あ る 。

補 習 ク ラ ス は な い が 、 学 習 支 援 の た め に 随 時 ク ラ ス が 組 織 さ れ る 。

4一 公 民 教 育

教 科 と し て の 公 民 教 育 は 廃 さ れ た 。 歴 史 の 教 員 は 公 民 教 育(社 会 の 諸 制 度 、 市 町 村 、

県 、 地 媛 圏 に 関 す る 知 識;民 主 主 蓑 制 一 一一)に 約15時 闇 を 振 り 当 て る;だ が 公 民 教 育

で は 、 「社 会 生 活 お よ び 個 入 生 活 の 分 野 で の 賛 任 感 を 生 徒 に た た き 込 む 」 た め に 、 関

係 す る 学 級 主 任 教 員 と 全 教 育 指 導 チ ー ム が 担 当 す る(環 境 、 保 健 衛 生 、 司 法 、 他 者 の

尊 重 一一一一)。

さらに、教育活動上の強力な動員が、社会 ・教育の家とスポーツ協会の二段構えの体制

のもとで、市内で運営されている密度の高い学校外教育活動にさらに加わる。
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一社会 ・教育の家は1901年 制定の法律 に基づ くひとっの結社であ るか ら
、基本的 には生徒

の任意加入制(1994年 には90%)で あ る。社会 ・教育の家 は、生徒 と成人の要望および指

導スタ ッフと資金調達の可能性 を考慮 して活動を組織す る。94-95年 度は13の クラブを管

理運営 していた:パ ッチワーク、写 真術、新聞、資料 ・情報セ ンター、 シルクスク リーン、

リサイクル術、 ピンポン、子 どもサ ッカー、バスケ ッ トボール、バ レーボール、 ドイツク

ラブ、遊戯室。 これ らクラブ活動への参加は無償で、年 間30フ ランの会費納入者が参加で

きる。社会 ・教育の家は このほか にも諸活動を組織 してお り、そ こか ら得た収益 はクラブ、

生徒の旅行、賞品授与(休 憩時間中のチ ョコレー トパ ン販売、生徒への ロッカー賃貸料、

公衆電話の管理、 ロ トゲーム、 ヨーロッパ の夕べ、学 園祭一一一)の 費用に役立てている。

さ らには、社会 ・教育の家 は遠足 とか旅行の費用全額 を父母が負担 できぬ生徒への経済的

援助 に寄与 してい る;援 助を受 けた生徒は代償 として、資料 ・情報セ ンターあ るいは事務

所の仕事を、援助額に応 じて手伝 うことになっている。加入者が選 出す る管理委員会が協

会の管理 と運営に当た り、委員会の構成は、成人6名(権 利上の委員長である校長、職員

3名 、生徒の父母3名)お よび生徒10名 。社会 ・教育の家 は、隔月刊のP.ク ーベルタ ン

誌を毎号850部 刊行するのを後援 して いる(第50号 まで既刊)。 購読料は社会 ・教育 の家

の会費 に含 まれている。

一スポーツ協会(A .S.)は コ レージュの外部組織ではあるが、スポーツ ・体育担当教員

が内輪の管理運営 に当た り、 それは彼 らの本務の一部 ともなってい る。入会希望の子 ど も

は、健康診断書、父母の承諾書、登録 カー ド用の身分証 明写真、学校指定の100フ ラン小

切手を添えて年度初めに登録すれば入会で きる。 コレージュのスポーツ協会 に登録 した生

徒は、 トレーニ ングに規則的に参加 す ること、全国スポーツ連盟が組織す る試合にはコレ

ージュを代表 して参加す ること、を勧めている。95-96年 度におけるP.ク ーベルタン校

のスポーツ協会の活動企 画は下記の通 りである:陸 上競技、バ レーボール、 ロッククライ

ミング、バ ドミン トン、柔道。 同スポーツ協会 は、陸上競技団体の部でフランスチャンピ

オ ンのタイ トルを もっ6名 の最年少者、バ ドミン トン個人 の部 と団体の部で県大会優勝の

3名 の生徒、 「世界バ レーボール」出場の2チ ームー一一を擁 し、素晴 らしい実績を誇 って

いる。

スポーツの レベル ・ア ップ学級(中 学校1～2年 生)が1988年 に発足す る。 このクラス

は、学校教育 とは別枠の運動能力テス トの結果 をもとに、地区内外の小学校5年 生 の志願

者中か ら採用 され、新 しい有能な生徒が集 まって くるにちが いなか ろ う。 この手だては、

比較的虚弱な生徒が校内に自 らの居所 をみっけ、また、そ うす ることによ って学業成果改

善面で、彼 らを援助す る手段 ともなっていると思われ る。

社会 ・教育の家 とスポーツ協会 に加えて、学校の活動は、県議会(県 レベル)か ら多大

の助成 を得 るPAE(教 育活動計画)の か たちをとる場合の少 な くない校外行事、旅行、

交流会を組織す ることによ って、 中継 ぎの役 目を果た してい る。

次頁に示 した一覧のみを もって、校長が活動 を展開す ることので きる経費操作上の複雑

性 を理解す るのは不可能である。 しか し、活動 に重要 なハズ ミが地域 に しっか り根づいて

一256一



1994-1995年 度実施の活動一覧 と経費

活動

総額

全体計画

読書6一 情報 ・資料 セ ンター

大学区長 一IA

補助金

30936.2

8076.2

12000

創 造 コ ミュニ ケ ー シ ョ ン

文 章 を 書 くクラ ブ:「 自 由な言 葉 の操 作 」
rラ 。ガゼ ッ ト』 誌

コ レー ジ ュ用 ヴィデ オ:

「演劇 」の ア トリエ

「織 物 」 ク ラ ブ:パ ッチ ワー ク

リサ イ クル術

コ レー ジ ュ用 映 画

予防一健康一衛生一自立
交通安全対策
「エイズ」予防週間

第4学 年生徒のための性病に関する知識の時間
4ス ポーツ協会の学級についての説明会

食品週間

時間

1661

44

162

県議会

補助金

101135

5000

10000

3000

5000

2500

2000

3375

4000

環境
「山」の教室

「森林」の教室

「重大危機教育」教室

明 日の ヨーロッパ
語学ラボラ トリーでの学習
ヨーロツパ滞在

ドイツの リセ との合流

10000

2000

生徒に責任 を もたせ る

個人指導 と学習方法:第1～4学 年
第3学 年での進路指導用パスポー ト800034

第4学 年 での将来へのパスポー ト

進路指導(第3、4学 年)

プラネー ト メタル(技 術課程第3学 年はコ ンクールで賞を取 る)

全生徒を受入れ援助する
援助と支援の教室:「 時」
数学支援:第1、2学 年 レベルのグループ、第4学 年では支援
第1学 年フランス語支援グループ
第1学 年のための指導付学習756

36120

2000

9740

スポーツで成功す る
「スポーツ」選択教室

スポーツ ・体育教育での危険対策 と安全性

オ リエ ンテー リング

革新
実験
第1学 年評価
社会環境委員会
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いることは明 らかであ り、 これは多 くの点で新 しい状況である。 この点は後述す る。

学校教育時間

一学校教育時間(例):週 聞授業時間は、月曜 日の8時10分 ～16時45分 か ら土曜 日の8時

10分 ～12時05分 とな ってお り、最大限55分 の授業 サイ クルに対応す る。水曜 日午前は、

「指示を受 けた」生徒以外 は休業 日で、午後 には20%前 後が会員 となっているスポーツ協

会の活動 に充当される。土曜 日には4サ イクルの授業が行われ るだけであ る。

b.種 々のパー トナーとの関係

コレー ジュは、 ラ ・ボースに近 い郊外地域 と田舎の中継地帯に位置す る。人口8,000を

やや上回 るレ ・ジェルサ ンは面積630ヘ クタール中130ヘ クタールが森林である。居住地

帯は、非都市化地帯で分離された3地 点に区分けされてお り、広大 な面積が分散 している。

多数 の集合住宅地 には、近隣の人ロ密集地域 に比べて恵 まれぬ人 たちが住んでいる。歴史

によ ると、 当市はグラ ンサ ンの赤い帯であ るとの評判 を もっている。 グラ ンサ ンは、 レ ・

ジェルサ ンに隣接 し、後者が事欠 くあ らゆ る便宜を提供 しているブル ジ ョワジーの商業都

市である。事実 レ ・ジェルサ ンには小売店や商店街 はな く、例外的に唯一 の共通市場があ

るが、独立 したひとっの要 となる市場を開設す るだけでは十分で はない。 したが って当市

には集会の場がない一コ レージュの600名 の生徒の移動 は、 このまちで は重要な人の動 き

のひとっであるとい うのに。

市当局 は数年間多額投資 を禁止す る深刻 な歳 出超過予算 とな ってい るために、県知事の

監視下に置かれた。 この状態 は、 「保守派」の勝利 と共産党の前市長敗退の結果を招いた

選挙運動期間中に、大 きな意味を もっ ことにな った。20年 余左翼系の政権下にあり、アニ

マ シオ ンの人的側面および物的側面 にっいて も青少年政策に関 しては先端 を走 っているの

を 自負 していた市 にとって、それ は意味深 い変化であ る。児童 と青少年のための市立諸施

設は、担当者の活動を指導 し調整す るためにアニマシオ ンの専 門家を過去数年間雇 って い

た唯一の市である当市の施策の見地に立っ と、大 きな位 置を 占めてい る。類似の措置を実

施すべ くレ ・ジェルサ ンとの協定 に調印 した近隣の地方公共団体の いくっかは、 この選択

の妥当性を今 日認めて いる。

軽度 の非行 問題 は、当市に比べ てパ リに近いところにあ る人ロ密集地域の実情に比べ る

と大 したことはない。 しか し、市民全体 としては、 問題が増加 しているために早急に対策

を要求 しているよ うに感 じられ る。 しか しなが ら市は、パ リに隣接 した強制収容所 さなが

らの郊外 においては実現不可能な、魚釣 りといった気晴 らしを青年 たちに与え る恵 まれた

自然環境を享受 している。

アンケー トに先立っ時点での市のスタッフの全面的刷新は、多数 の活動 の凍結を招来 し、

責任あ る地位にある市職員のあいだに期待と:不安の交錯 したムー ドを醸 しだ した。新市長

は、 自 らの引 き継 いだ状況をよ りよ く把握すべ く、彼 としては新規に行動を起 こすのを見

合わせ ることに した。1995年11月 には、察知 されは じめていた活動再 開がスター トし、P.

クーベルタ ン校に対す る市の青少年部門関係者が、 いくば くかの期待を予測す るのを可能

と した。
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〈外部のパ ー トナー〉

グラ ンサ ンでの青少年へのサー ビス

コレー ジュは、人材 と資力が不足 しがちな地域状況に直面 して、強 く結束 し、安定的な

教育指導 チームを結合す る多少 の特典 を もつひとつの堅固な核を形成 してい る。市当局の

青少年へのサ ービスは、非行あるいは麻薬へ と走 る危険のある一部の:不遇で疎外 された地

方在の青少年 と頻繁に接触す る。 コ レージュとの関係を維持す る意向は、学業困難 な青少

年 と学業上問題 のない青少年 とを結びっ ける開放的枠組みのなかで、まちのなかの学校外

教育活動 を取 り上 げる意向に対応す る。そ こで、市 の青少年担当責任者 は、 コレー ジュと

共同、ひいては定期的 な活動 とは距離を保っのに余念がない。 とい うのは、 コンタク トを

維持 してあ・<と、っ まるところ他の プロジェク ト の 構想 が"可'能 ヒ な3が らτあHU

そ うした要請は、学内での仕事 を承認す るものであ り、 それ は市のサー ビスの さらに不

確定 な状態 に対す るひ とっの永続的 目安で あるよ うに思われる。 この場合、学校は占領す

べ き一拠点、改革すべ き場所 とい うよ りもむ しろ、可能性を有す るパ ー トナーと受けとめ

られる。 そのパー トナ㌣は、特典 を もっイ ンフラス トラクチャーを有 し、市内の青少年の

社会的同化 を考慮 したうえで、深刻 な不安要素を抑制す る。 コ レージュ内部で行われる仕

事の質 は、 コ レー ジュの新 しい 自治 と、 プロジェク トのチーフおよび地域 の行為者 として

の校長の役割を強調す ることにな る、評価 を構成す る部分 となる。事実、公立学校の規程

は、行政上 の上意下服の関係を通過す る必要 はな く、 さまざまなパー トナーと契約 し、協

約を締結 し、関係を樹立す るための学校の新 しい権限を明確化 している。 これに対 して、

SuzanneCitronが まさに25年 前(1971年)に 下 した判断に立ち戻 ることに しよう:「 … 一

1968年5月 か ら3年 後、 中央集権化、階層 化、画一化 したわが国の学校制度の硬直状態 は、

フランスの学校 の停滞の決定的要因であると思われる;← 一一〕学校 は、 どん なに些細 な

行政上 の決定であろ うとも監督官庁の承認に全面的 に服従 し、教育活動上の実際面でのい

か なる自由を ももたない以上、 中等学校内での学校管理評議会の創設は、 自主管理への発

進 とは全 くなり得 ない一… 」。

麩

2っ の協会が生徒の父母を代表 し、 それ らは学校評議会委員 のポス トを毎年分け合 って、

む しろコレージュ内では問題 もな く協力 し合 っている。1995年 の選挙結果 は前年 と同様 に、

AGPE(父 母生徒代表協会、地方の協会)の2議 席(51票)に 対 して、FCPE(公 立

学校生徒 の父母会議全国連盟)は5議 席(94票)を 獲得 した。 それで もや はり投票率は低

い状況で(1995年 には29.5%)、 それは多数の父母の父母団体か らの離脱の反映であり、

9月15、22、29日 開催の教員 ・父母集会の ときに目立 った欠席 か らも確認 される現象であ

る:第4学 年か ら第1学 年 までの 出席率 は、それぞれ54%、49%、56.5%、58%。 総 じて

父母 は、子 どもたちの学習場所 に対す る家族の思い入れの低下の影響を受 け、それは、え

て して公権力(大 学区視学官、県視学官)と 教員が数少 ないヴォランティアの父母を遇す

る仕方 と関係のある現象 であ る:
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「父母を非常に一一一一な役割に封 じ込めよ うとしている。 さほど長期間ではないが、わた

しは大学区視学官 に受 け入れ られた。彼は 「父母 は、学校にある本 にカバ ーをかけるため

に、 ときには図書館のカー ドを整頓す るために、そ うです一一一一」 と私 に言 ったが、我々の

役 目はその域を出るものではなか った、関与すべ きではなか った、学を積んだ人 々もやは

り一一一一引 っ込んで じっとしている術 を心得ている必要が ある!」

彼 らの特権を羨望す る教員 とは意 図的 に距離を保 とうとす る意識 は、2っ の協会を代表

す る10名 ほどの 自発的父母 との対話 中に繰 り返 し現れ ることであろ う。

それ とは逆 に、校内での立場 は全 く例外的だ と考え られ、そこにおける父母は 「甘やか

されている」 とさえ もいわれている。

一説得力のある発言権をあなたはもっていると思 うか?

一ここでは、その通 りだ、校内で は全 くその通 りだが、 それが典型的ケースで はないこと

には気付 いている… 一 ←一一一 もし、教育指導チームが妨害すれば、 なにも事 は運ばない。

以前 この近辺 にあ るコ レージュの校長が ジ ョベ ール氏(P.ク ーベルタ ン校 の校長)と 真

向か ら対立 したことがあ った、父母は学校に寄 りっ こうとは しなか った!!

多数の学校で確認 されていることとは逆に、P.ク ーベ ルタン校では父母を快 く迎えて

いるとの思いが父母 たちのあいだにあ り、それ は何 よ りも校長に負 うところが大 きい。 彼

としては、 コレー ジュ開放の時代 と同 じく現在 において も不可欠 であ る家族の協力 を賞賛

してい る:

「創立 時には評判の芳 しか らぬ コレー ジュであった ←一一〕当初わ た しは問題の多 いク

ラスを持 った一一一なぜか とい うと、 よ くで きる生徒たちが逃 げ出 して しま ったか ら;し か

し、それで もFCPEに 加入 してい る非常に活動的な父母たちがいて、外部か らの働 きか

けが あったにもかかわ らず、 自分 たちの子 どもを私の手 もとに置 いた 〔一一一一〕FCPEは

大層意欲的で、学校のイメージ転換に多大の貢献 を した ことに間違いはない。 じっの とこ

ろ、最初の頃に学校 にや って きた父母たち一信 じられ ないよ うな人 たちであった一は、 コ

レー ジュを支えたのであ ったか ら。集会 の席上で、 コレージュとはその通 りだ、校長 とは

その通 りだ、 と人 々が言 うのを耳 に したとき、彼 らは、 いや、そん なもので はない、それ

は違 う、 といっ も言 うのであった一一一一このように して、彼 らはイメージ ・ア ップに重要 な

役割を演 じたのであ っだ 一一」

彼 らが 「大いに盛 り上げ る」イベ ン ト(ロ トゲーム ・ヨー ロッパ祭)へ の参加 のほか に

も、学校 内外でのその活動は、学校 のイメージ ・ア ップと風聞対策に非常に役立 っている。

「ともか く、そ うした父母たちは市長を見ていた、のを私 は知 ってい る、彼 らといえ ども

やは り一一極端 な場合には一一一一事をなす一一一」;

したが って、彼 らは不可欠なパ ー トナーなのである。彼 らは教育活動 に参加 したが って

いるが、校長 たちや教員によって、 またヴォラ ンティア活動 にかかわ る父母の気力を くじ

く政府 の方策 によ って も、教育活動か らは往々に して除外 されている、 と彼 らは思 ってい

る;そ して父母 は、数学の一教員 の主導 で数年間校内で組織 され、父母 と教員を結びっ け

ていた自由学習の夕べ のことに言及す る:
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「今年か ら父母 は、大学区視学当局か ら資格を付与 されねばな らな くなった一一一一そ こで、

行政上の余分な書類を作成す ることにな り、 ある程度の知識が必要 とな るし一一そ うした

ことは、父母側の意欲を失わせ、 ヴォラ ンティアへの熱意 に水をさす ことになる一一それ

は、教員の活動領域 と終着点をその視野 にとどめお くべ きである学校教育の領域か ら、父

母を遠 ざけるべ く行われた、 と私 は考えている一… 」

学校生活への家族 の参加がそれで もやは り一般 に低調であ るのは、恐 らく父母の来校に

対す る学校側の妨害という事実だけによ るもので はない。

一た とえば第1学 年 において も、人 々が言 うよ うに、父母はあまり関心を もっていないと

思 う一… だか ら私は、第1学 年で開催 される会合の ことを、新学期が は じまって約1ヵ 月

後 に言 うことになると思 う。

一全学年 にっいてそ うしたことが行われている。

一けれで も
、私 はすでに初等学校卒業後 に話 している。 中等学校第1学 年において は、大

きな変化が あるので、少 な くと も第1学 年の会合には多分父母は出席 するだろうと考え ら

れ るが、 その会合 には24家 族 の うち10家 族 しか出席 しなか った。 もし出席 したな らば、教

員や一一と知 り合 いになれるのに、 これ もやは り考え られぬことであ る!

一それは土地柄の問題 なのか… 一?

一いや、私は全国的な平均、 ほとん ど平均 に近 いと思 う。

(以上 油井澄子訳出)
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(3)市町村 と市町村合同組合

市町村 も、市町村合同組合(syndicatintercommunal)も 、教育実践活動に関 しての法

制上のパ ー トナーではない。彼 らには、前述 したよ うな学校 の運営 に財政 支出を行 う義務

は、課せ られて いない。 市町村の経済状況は周知 の とお りの 〔厳 しい〕 ものであ るので、

もろもろの活動 プロジェク トに対する現在 の支援 は無 いも同然である。ある種の学生た ち

に対する奨学金 の付与 くらいが、市町村の寄与なのである。

しか しなが ら、青少年 政策 に係 るすべての事柄 において市町村長が企て る諸種の長期的

活動 は、学校 の校長 によって恩恵 としてよ く利用 されてい る。学校 長は、市町村当局が行

う教育的選択 の重要性を示すさまざまな状況 にしば しば言及 してい る。か くて、今 日では

一種の芸術的表現にまで昇格 したTAG〔 注;若 者 たちが何 らかの 自己主張のために公共

物な どに対 して冒すペイ ン トを使 った落書 き〕用に提供 されているあ る広大な壁面を若者

の自由な扱いにゆだね るとい うような選択 もそこか ら出て くることになる。

(校長談)「 例 えばTAGの ことを とり上 げてみま しょう。…… ひところは、 どこに行 っ

て もTAGを 見か けま した。何にで も落書 きが行われていた。 コ レー ジュにおいて さえ、

そうで した。……それを消 し去 るのに金がかか った ものです。市 は、青少年課 の責任者が

中心 となってそれについての対策を講 じま した。 ご らんにな ったで しょうが、ある壁面全

部を、きちん とした計画の下 で、TAGの ために開放 してあ る、 そうい う壁面 があるので

す。市 当局で は、 その昔よ くTAGを や ってい た連 中を、 〔その事業の ための〕指導員

(アニマ トゥール)に 雇 ったんです。…… こういう措置を採 って以来、私 の学校で はTA

G問 題が減 りま した。 こういう事業 こそ、私には興味があるんです。 〔中略〕私 は、市に

お金がないな ら、場合によっては学校の方か らそのための援助を申 し出て もいい とさえ思

って いるほどです。なぜ な ら、それ こそが 〔少年問題等へ の〕すば らしい予防策であるか

らです。」

学校 の周辺 の状況を予測する ことは、学校長 に とって一つ の現実的 な不確実性 への対処

となる。彼は経験か ら、 コ レージュにおいて は若者 たちの倦怠感が多 くの場合好ま しか ら

ぬ結果を生む ということを知 ってい る。すなわち、彼 はい う;「 まあ、夏の間 は若者 は退

屈 しているんですよ。彼 らは暗 くな ると群れ集 い、 ビールを飲 み、 ときには窓ガ ラスを割

った りす ることもある……」

しか し校長が、 もし市当局 にお金がないのな ら上記のよ うな活動 〔一壁面への芸術的T

AG活 動〕へ の財政援助を 〔学校 の側か ら〕行 う用意 があると宣言す るのは、や はり特 筆

すべき ことで ある。 この ことは、新 しい形において学校が財政的 な蓄えをな しうるように

な った とい う事実を よ く物語 ってい る。 とはいえ、の ちに見 るよ うに、 このような学校の

〔財政的〕能力 は、 その学校長の人脈的能力や管理運営的能力の如何に深 く関わ ってい る

のであり、 またその学校 が置かれている時間的 ・地理的 な二重 の位置関係 にも深 く関わ っ

ている。
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P・ クーベル タ ン ・コレージュ 〔仮名〕の例 でいえば、校長 は当該市の市長 と、地域 に

お けるさまざまな行事を通 じて、 あるいはまたコ レージュの 「管理運営 委員会 」 〔訳注;

conseild'administration.各 中学校 ・高校 に設置 されている学 内の最高議決機関。校長

が主宰 し、教職員 ・父母 ・生徒 の各代表のほか、地元の行政 当局の長や地域企業 ・識者 の

代表などによって構成 され る。後述〕の場な どを通 じて、個人的ないい関係を もってお り、

市長に対 して自分の意見や希 望を遠慮せ ずに表明す ることができる。 そこには、教育に関

す る共通 な見方が成立 していて、 それがまた、 〔学校 と市 の〕よき協力関係を促進す るの

であ る。 もっとも、 そうはいって もその協力関係 は控え 目な ものである。 なぜな ら、市町

村 当局 というものは、コ レージュに とって、 けっしてはっきりした形 で現前す るパー トナ

ーでない し、 また、 そうで なければな らないとい うこともないか らである。

市町村合同組合 の役割 について言え ば、 それは実 は自分の法的 な権限を超 えることを し

てい る。前記校長 はい う、

「市町村合同組合 は、学校の教育活動に抵触す る 〔訳注;本 来、 そのような性格の補助

行為 はできない建前にな ってい るので、 このよ うな表現にな った もの〕二つの補助金を出

してい るのだが、 それは義務づ けられているもので はありません。一つ は外国への修学旅

行のために4000フ ランを支出 してお り、 もう一つ は、 自分の管轄区の子 どもたちに遠足 な

どの補助 として一人当た り総額5フ ランを出 しているのです。」

市町村合同組合 はまた、 自分の管轄 区のスクールバスの事業 も引き受 けているほか、市

町村に対 して、 コ レー ジュが市町村 の体育館を使用 することで、年額7万 フランを 〔補助

金の形で〕支出 して いる。 〔しか し〕このよ うな取 り決め は、 あちこちで地方行政上 の訴

訟問題 にまで発展 していて、例えばモ ンプ リエな どのように、市町村 当局 と県 あるいは地

方圏(レ ジオ ン)と が対決 してい るところもあ る。 というの は、 「地方分権法 」によれ ば、

体育施設 の建設 は、実質的 に市町村 に属することにな ったか らである。 それで、市町村 は、

理論的にはコレー ジュに対 して賃貸料を要求す ることがで きるのであるが、 しか しそ うい

う賃貸料 などはコ レージュや リセの予算費目には無 い ものなのである。

「その額 は相 当な ものなので、私には到底払えないのです。 ごらんのよ うに、体育の予算

は5万 フランしか来 ない。…… そんな ものを払 った 日には、本校で はバスケ ッ トt一 ルの

球1個 も買えな くなります よ」(同 校長)

(4)県(Ledepartement)

県 はこんにち、 コ レージュの財政、建設、施 設 ・設備および維持 ・運営 に関す る最大の

アクターである。 この法的な状況 は、各地方を見れ ば、県によって個 々それ ぞれのや り方

で具体化 されて いる。 当該県 は、上記P・ クーベルタ ン ・コ レージュに付与 されている潤

沢な諸財源か らも伺 えるよ うに、教育問題に熱心 で、 それに対す る予算措置 に県下をあ げ

てかな り努力 してい ることで目立 った存在である。

「地方分権法がで きてか ら、われわれの学校 は条件がよ くな った。以前よ り、金回りがよ

くな ったんですよ。 それ は、 ま った く確かな ことで、 とりわけ施設 の管理 ・維持 に関 して
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そういえますね。」

こんなふ うに 〔施設の管理 ・維持に関わ る〕経常費の中に、普通謀程 の生徒1人 当た り

110フ ラ ン、第3・ 第4学 年 の技術謀程 の生徒には2人 につ き310フ ランとい った、従来

なか った補助金 として、消耗品 の購入 やコ ピー代 などを賄え る 「教育的必需品」の項 目が

入 って くるよ うにな ったのだ。体育について も、生徒1人 当た り49.37フ ランの見積 り予

算額の恩.恵が得 られ るようにな った。 合計す ると、 コ レージュは、1994-1995年 度の教育

運営費 だけで107,385フ ラ ンの予算を配分 された。 しか も学校長 は、 さまざまな予算費 目

間 の割 り振 りを自由に行 う権限を認め られているので、他 の費目(光 熱水費、施設維持、

事務費等)に 配分 された予算を、自分の裁量によ って適宜運用す ることができるのである。

「そんなわ けで、予算の費目を立て るけれども、実際に は必ず しもその通 りでなければな

らない というわ けで はない。ただ、 それ以上 のお金 はも らえない。暖房費を節約 して も、

あ とで(不 足 したか らとい って)当 局に泣 きついていって もだめなんです。 まあ、 自立 と

い うのはそういうことで しょう。 自立 とは逆の例 ですが、学校が 〔親に対 して〕給食費を

欲 しいだけ要求す るということもで きませ ん。その金額には、法定 の枠が はめられている

のです。給食費 のた ぐいは、 きっちりと決 め られてあるもの以外の使途にそれを流用する

とい うことはできないんです。J

給食費の収入 は、173万 フランの総 学校 予算に対 して、100万 フラン以上 とい う額であ

る。 しか し給食費 は、非常に厳 しい規制があ って、教育 目的 の諸経費 にそれを充 当す るこ

とは禁 じられている。 とはいえ、給食費収入 の 〔黒字等によ って生 じる〕利益を、学校が

銀行に持 ってい る積立ロ座 に移す ことは認め られている。

「給食費 は、厳 しくコン トロール されているんです。 しか し、 その黒字分を積立ロ座に

入れ ることはで きます。 しか し、その積立をあま りに増やす ことは避 けた方がいい。 とい

うのは、増や しすぎると、 もし学校が何か大きな規模 の事業や活動の予算計画を立てて も、

当局 は、学校の積立金か らその経費を出すよ うに言 って くるのです。だか ら、金 は使 って

い った方がいい…… そうせ ざるを得 ないのです(笑 い)」

学校 予算に関する決定 は、 コ レー ジュの 「管理運営 委員会」で承認 されなければな らな

い。同委員会 は、親、教員、生徒の代表、および地域 自治体 の代表が、委員を構成 してい

る。給 食費 の値上 げについて は、た とえそれが規定に則 ったものであ って も、父母代表 の

委員 の側 か らの激 しい反対を 引き起 こすが常である。 しか しP・ クーベルタ ン ・コ レー ジ

ュの場合 は、 このような事態が見 られない。同校の校長 が、上述 のような立場上 の批判 に

抵触す ることを上手 に回避 しなが ら、給食費にっいて相 当な黒字を出す ことを是認 してい

るか らである。

「少な くとも責任 ある地位 にある親 たちに関 して言えば、 〔中略〕私 は、 よその学校 で

問題 とな ってい るよ うなそ ういう事態を本校で目に した ことはあ りませ ん。つまり、 自分

の偏狭な集団的利益 のことしか眼中にない連中が、圧力をか けた り自分 の利害を考えて主

張す るよ うな事態を、見 た ことはあ りません。本校の予算 において は、すでに相 当な額 の
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利益が入 っている、 と くに給食費収入 について利益 が上が っていることは、間違いない と

ころです。前年度 に黒字 があ ったのだか ら翌年度 の給食費の値上 げは許 さないとい うよう

な発言をす る親 は、本校 にはいないで しょう。彼 らに、 なぜ そ ういう値上 げが要 るのか、

それが何 の役に立 つのかを ちゃん と説 明さえ してやれば、承認 して くれるのです。」

親 たちと好 ましい関係をつ くりあ げているので、同校長 は、学校 の財政資金の運営 にお

いて親か らの信頼 をか ちえているのだ。 おそら く、 そのいい信頼関係のゆえに、校長 と親

た ちは、 それ らのお金が、最 も学習 の困難 な生徒 たちに対 して も格別の統合 と支援を配慮

す るか たちで、 いわば生徒全体 の利益のために最良 の形で使われているという感覚を、互

いに分か ち合 ってい るのであ る。

県 は、 コ レージュにおいて計画 される諸種 のプ ロジェク トの優先順位をつけその財政措

置を講ず る部局 であるDEF(教 育 ・訓練局)の 設置 によって、学校 の教育的諸活動 の財

政 に、より直接的に介入 して いる。1994-1995年 度 に は、2種 類 の活動に対 して 〔県か ら

の〕奨励が なされた。学 習困難者への 「支援活動」(actionsdesoutien)と 「教育活動

契約」(contrasd'actionedicative)で ある。 これ らの助成 は、必ず しも義務的な もので

はない。 それ らは、 当該県 における特別の政策的選択 と財政的優先性を示す ものなので あ

るが、 それを受 けられるか否かは、諸種 の学習支援 形態 と新 しい教育諸活動を実験的 に導

入 したいと考 えているコ レー ジュに とって は、重大な結果を もた らすのであ る。

「1994-1995年 度に は、本校 は、 〔中1の 学習困難者への〕学 習支援および指導付き学習

活動 に対す る時間給 として、36,120フ ランに該当す る210時 間 分を認め られま した。その

上、 「追加学習目標達成契約』 として50,275フ ランが付 きま した。 さらに、 「プ ラネッ ト

・メタル』活動の補助 と して、9,740フ ランが付 きま した。結局、総額で10万 フランを も

らったことにな ります。相 当な額ですよ。 こいつ は、 本校の教育予算に匹敵 します。」

1994-1995年 度 に実施 された各種のプ ロジェク トとそれぞれの財政措置額の一覧表 は、

別頁 に掲 げておいた。 コ レー ジュで行われ る各種の活動に対す る県 の 〔財政的 〕関与 は、

1980年 代に現れた変化 の1つ である。かの 「地方分権法」は県に対 して教育の面について

はいかなる権能を も認 めなか っただけに、上記 の事実 は一層注目 され るものである。県 は

そうした財政措置を行 うが、 しか し学校が行 う諸種の活動 について、 これを評価 した り批

判 した りする権限 は持 たないのである。

「というの は、忘れて はな らない原則 は、教育面で監督 ・指 揮で きる権限 は 〔県で はな

く〕大学区総長府(レ ク トラ)な い しは大学区視学官府(IA)の みに認 め られている、

ということです。 したが って、その ことは県 の側 に とっては一つの問題なわ けですよ。彼

らに してみれば、 自分た ちがいい と思 う教育上の活動に対 して財政措置を講 じたいわけで

すが、助成金を出 して も 〔学校の教育活動について〕あれ これ評価するような ことは言 っ

てはいけない。各学校 が県 当局に提 出す る 〔そうした助成金 の〕 申請書類 は、まず大学 区

視学 官府 へ 回 り、 そ こで いわ ゆ る 「教育 条件 合 致審 査」("Contr61edeconformite
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pedagogique")を 受 けるんです。つまり、 その助成対象 とな る学校の活動が、教育指導面

で 〔国 などの定めている通常の〕ガイ ドライ ンを逸脱 していないか どうかを審査 され るわ

けです。(中 略)県 当局は、 この権限を もっていない。 「5千 フ ランも補助金を出 したの

に、貴校の活動 はそれに見合 う内容がない……」などと言 う権利がないわ けです。県 は、

大学 区視学官府(IA)の 各局課が出 した所見を追認することしかできない。金 は出すの

に、何に も審査できない。ま さにそこが、大 きな問題なんですよ。学校の校長 さんたちも

多 くは、その点ではまさにそうでなければな らないと言 っています。 そうでなければ、や

は り歪曲が一 学校がなん らかの 「依存的関係 」(leclientelisme)に 組み入れ られて し

ま うとい うことが起 こりかねない と、校長 さんたちは心配 して いるんですね……」

(5)大学区視学官府(IA)

大学区視学官府 は、学校の法制上のパ ー トナーであ り、行政機構の上位者である。 フラ

ンスは、28の 大学区(ア カデ ミー)を 持 ち、各大学区は1ま たは複数の県(デ パル トマ

ン)を 擁 してい る。大学区 は、国 の派遣官職である県知事(プ レフェ)と 、また国民教育

省 の側か ら派遣 され る大学区総長(レ ク トゥール)に よ って統括 される。県の レベルで は、

大学区視学官(ア ンスペク トゥール ・ダカデ ミー)一 その正式 の官職名 は現在 は 「国民

教 育 省 県 長 官 」(ｰDirecteurdesservicesdepartementauxde1'Education

Nationale")と な ったが が、 その属す る大学区の大学 区総長の指揮の下で、教育政

策を推進する責務を担 ってい る。 コ レージュは、 それゆえ、直接的な法制上の権力を代表

す る1人 の大学区視学官 との不断 の関係にあるが、同時 に、大学区総長府(レ ク トラ)と

も関係 を もっている。 というのは、大学区総長府が、教員や事務官の任免 ・処遇を所管 し、

統計を編纂 し、ある種の活動を直接行 うか らである。初等教育 の場合 に比べ ると、た とえ

教職員 の地方的管理を考慮 した として も、状況 は非常 に異な って いる。 しか し、われわれ

は、 ここで はその問題には立 ち入 らない。

大学 区視学官 は、学校組織を全般的に管理運営す る職責を有す るほかに、学校の通常予

算や さまざまのプロジェク トに付与 され る単発的な助成事業に係わ る者すべてにとって の

本質的 なパー トナーで もある。 コ レー ジュの行財政面 と教育指導面の管理運営 は、全面的

に大学区視学官 に依存 している。

コレージュの全体的 な時間割 当(DGH)は 、多 くの算定基準に基づ く複雑 な計算を経

て認定 される。 それを列挙すれば、

0ま ず生徒数が、決定的な指標 である。 当該県では、時間割 当は生徒1人 当たり1.13時 間

である。割 当は、11月 の時点 で調査 した生徒数に対 してな され る。

O学 校 がどのよ うな立地条件 にあるか は、第二の重要な指標であ る。なぜ な ら、 この時闇

配 当は、 いわゆる 「特別教育優先地域 」(ZEP)に おいて は5%加 算 され、また 「特 別

教育困難地区」(SDP)に 在 る学校一P・ クーベルタ ン ・コ レージュ のよ うな

について は、2.5%加 算 されるか らである。

Oい わ ゆる 「中3AS学 級 」(重 度の学 習困難を抱え る中3生 徒を対象 とす る)の よ うな
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特別の学級 に対 しての加算的時間配 当について は、県 の特別 委員会が毎年 これを定 める。

P・ クーベルタ ン ・コ レー ジュの場合、1994-1995年 度に は、30時 間のAS学 級加算が認

定 された。

このよ うに して各学校に認定 され たDGH(総 時間割 当)は 、学校で法定 の総授業時間

数 の中に組み直 され る。残 った時間 は、学校の独 自の計画 に応 じて 自由に使 うことがで き

る。場合によ ってはいろいろな実験研究やプ ロジェク ト、残業活動などが、DGHに 加え

て時間配 当を受 けることがで きることにな ってい る。P・ クーベルタ ン ・コ レージュは、

格別 に意欲的な学校であるので、全体 としては 〔通常 の〕義務的 な教育をはるかに凌 ぐ総

時間割 当を確保するに至 って いる。校長 はい う、

「私 は、時間 と しては不 自由 していないんです。私 はざ っと見て、法定の時間を年に50時

間 ほど上回る時間を もらっていると思 う。今年 は リッチなんです。……実際 の在籍者数 が

予定数を下回 ったので一層 そ うなんです。618人 の見込みが600人 だった。私 は1学 級 減

らしま した。 ということは、大 まかに言 って、受 け入れた生徒数に比べて20時 間 も余分に

時間割 当を もらったわ けです。20時 間 とい うのは、大 きな数値ですよ。 とい うの は、中1

の場合、概算 で26時 間です。 義務 の23時 間 に、 さらに3時 間が学 習困難者を支援する教官

用 に割当 られてある。加えて、 ここはSDP指 定地区 なので、2.5%が 加算 され るか ら、

結局全部で50時 間以上になるわ けです。 それは、実際 のところまるまる2ク ラス分の時間

割 当ですか らね……。」

学校経営の実際 の上ではいろいろと思わぬ束縛など もあって、 当初の公的な業務カ レン

ダーのようには進まない ことが 出て くるので、校長 はしば しば新学年が始まるとある種 の

活動を行 うために学校財政 の前倒 しの運用を行 う。

「中1の2つ の学級を併せ て行 う 「芸術 と環境』活動のためのあ るプロジェク トがあ る。

教官 たちはそのための工房(ア トリエ)で 活動を し、通常 の授業時間の ほか週1時 間あて

指導を しますが、彼 らにはHTS(残 業手 当)が 支払われる。 その(支 払い計画の)予 定

を立てようと思えば、2ク ラス、4教 官 という想定で、前 もって時間割 の中で予定を立て

なければならない。10月 にな って 〔訳注;フ ランスは9月 が学年始期。 その1か 月後〕私

が時間割を作 り直す ということはで きません。作 り直 した りしよ うものな ら、反乱が起 こ

って しま う……。 だか ら私 は、大学区視学官府の反応が どうであれ、 〔教師たちに〕前払

いをするわ けです。 つまり、すぺて の教官が 「前払 い」で もらうことになるのだが、 これ

はまった く違法 なことなんです」

それは、校長 に危険な橋 を渡 らせ ることになる決定であ って、 そんなことをすれば彼 は

決 して平静ではい られな くな る。

「で、私 は実際以上の時間を も らえたのだけれ ども、 こん どは逆に その時間を どう処理 し

た らいいのかに頭を痛 めています。私 は 〔通常の時間 の外 に〕100時 間を もらい、そのプ

ロジェク トは 〔IAに 〕承認 されたんです……」

「別に もう一つプロジェク トを作 って、前払 いする という手 があ ります よ!(笑 い)」
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「で も、将来私の後任で来 る校長 さんが どう思 うかね。まあどの学校 の校長 さん も、多少

はそ うい うことをせ ざるを得 ないんだけれど、私 の場合 は相 当に、ぎりぎ りまでや った…

…。学校経営 の監査が入 った らどういうことになるか……

まあ、 そんなことを しているわけだけれど も、 自分 としてはガ ラス張 りに しよ うと努 め

ています。 そうい う私の措置が不透 明なものにな らないよ うに。だか ら私は誰にで も全部

説明 して、明 らかにするよ うに しています。 そ して、(誰 に支払 ったか等を〕必 ず紙に記

録 に残 しています。先生たちのHSE(残 業手当支払 い控 え)と いう名 の帳簿一 それは

隠す気になれば隠せ ます けれ ども.一 一一が あってその中のファイルに、私 はその種の前払い

した時間数を全部記録 しているんです……」

こうい う状況 は、 シュザ ンヌ ・シ トロンがすでに1970年 代 に記述 して いる状況を思い出

させ るよ うな話である。 すなわ ち、 「校長職 は、あれ これの 〔現場での〕具体的な問題を

解決 させて くれ るよ うな 「勅命」を当局か ら得よ うとして、自分 の持 ち時間を割いて、い

ろいろと記録を工夫 した り統計数字 の操作に苦労 しなければな らない というのは有名 な事

実で ある」(末 掲、 シ トロン著p.16)、 と。学校 を活性化す る手段を得 るために、合法

・違法すれすれの ところで行動 しなければな らない ということは、昔 とほとんど変わ らな

いのであ る。

しか し、教育的 イニシャテ ィブの面で は、教育現実 は深い ところで新 しくなってきてお

り、今 日では、 もはや次のような ことは書 けないであろう。 「フラ ンス社会の制度は、中

等学校 の校長 に、例 えば、学習困難者 の生徒のために国語(フ ランス語)の 表現力の時間

を入れ るとい ったよ うな、1つ のクラスの日常的な運営を変 えることはで きないよ うに し

てい る」(シ トロ ン、同)。 おそ らく、上述 のよ うな開放 が可能 となったの は、 もはや

〔学校運営のあり方が〕全 く 「中央集権的」でな くな ったか らである。

とはいえ、 この 〔教育 とい う〕職業 において活動的であり推進的であろ うとすると、二

重 の意味で 自分を危険に さらす ことになろう。すなわ ち、一つは 自分の管理運営 自体に対

して、また一つには、地:域の中でよ り富裕な階層が、 自分 たちの子女が学校で下層 の子供

た ちの犠牲 にされて学業を思 うように先へ進めることができていないのではないか と疑 う

ことに対 して、 自分を危険にさ らす可能性があるのである。学校 の レベルで開放 と実験 の

ダ イナ ミックな政策を推進 しよ うとすると、より恵 まれた階層 が学校か ら離脱 して いき、

〔学校全体が〕ブ レーキのきか ない形 で レベルが低下 してい くという、痛 し痒 しの結果 も

出て くる。 エ リー ト育成主義 の方針 を採 り、出来の悪い生徒 た ちを排除 しようとす る校長

は、いつで も、名誉 ある教育者 とい う名声を手にす るのである。

(6)県視学官(IEN)と その他の拡大 されたセクターの学校 の校長た ち

毎年 、初等国民教育視学官(IEN。 旧称IDEN)と 、同一学区内の小学校卒業児童

を受 け入れる4校 のコ レージュの校長 との会合が開かれ る。会合 の目的 は、次年度に入 っ

て くる小学校卒業児童をどのよ うに配分す るかを決めることである。 その決め方 は、小学
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校 の校長が復活祭の時期か ら各家庭に対 して行 うア ンケー ト調査 で表明 された子女をどの

中学校(コ レージュ)に 入学 させ たいかの希望を集約 した ものを基に して行 うのである。

速やか な交渉 によって、家庭が表 明 した入学希望が適切な ものであ るかが検討 され、最 も

紛議を生 じそ うなケースについて決定が下 されてい く。家庭の選択が必ず しも尊重 される

わ けではない。 というのは、 コ レージュの校長の側 は、常識 の線 を はみ出るような志望表

明に対 しては、 その学校 には空籍 がない という理 由を常にロにす るか らである。 しか し、

この日にな される決定 が、その後 の変更を絶対に許 さない とい うものでもないよ うなので

ある。

「当日の会議で、希望を拒否 される親 たちの例 も沢山あ ります。 しか し、非常に しっ こい

親 だと、何度 も私 たちコレージュの校長の ところへや って来 る。建前では、生徒の振 り分

けに権限を有す るのは視学官ですが、 コ レージュの校長があ る子 どもを受 け入れたいと思

えば、受 け入れ られるのです……」

〔学校 にとって優秀な子 ど もを迎え られ るか否か という〕問題 は非常 に大きな賭けで あ

るので、場合によ って は、校長が しば しば出来 る生徒 の家庭 を訪問 して勧誘 するというこ

ともある。最 も活発な子 どもたちに逃げ られ るということは、われわれが本稿ですでに見

てきたように、学校 に とって、多 くの場合、現実的な不安 と心配 の種になるのである。

「私 の ところ も、最初 の頃 は、学習困難 な生徒たちが多 いクラスをよ く持 ちま した。 とい

うのは、出来 のいい子 は、みんな他校へ行 っちゃったか らですよ。 しか し、FCPE(生

徒父母連盟)の 熱心な活動家である親 たちが、子女を私 の学校 へ入 れて くれたんです。外

か らの圧力に屈せず、にね。 その意味 はこういうことです。何校 もの校長が、 その親た ち

の ところに行 って、お宅のお子 さんはP・ クーベルタ ン ・コ レージュなんかには入れない

方が いい と言 っていたとい うことです。 なに しろ、 その家の子 は凄 く出来 る生徒で したか

ら!」(同 校長)

(7)コレージュと リセ との関係

コレージュは、すべての教職員 と家庭 にとって、無視で きない二重 の束縛のなかに閉 じ

込め られている。一方で は、 〔コ レー ジュは〕生徒をその学習 レベルに関わ りな く受 け入

れ、彼 らが学校 の日常 〔生活〕において、 またカ リキュラムの教育的諸要求に対 して、適

応できるよ うに教育をスムーズに してやることが必要 とされてい る。評価 とい うものにつ

きま とう 「ピグマ リオ ン効果」 〔訳注;人 を こう育てたい と強 く願 い期待 して育て るとそ

のよ うな効果が得 られ、 またその逆 も可能である という現象〕の ことは非常によ く知 られ

てい るので、成績をつけるに当た って は慎重に評価 しな くてはな らない。生徒 を励ま し、

学習を好 きにな らせ、一人一人に応 じた教育指導 と支援活動 によ って生徒 の進歩を うなが

す とい ったことは、 コ レージュが担 うべ き使命なのであ る。 しか しなが ら、別の角度か ら

言えば、コ レージュは 〔もはや〕 自らが最終点なのではない。 それは、いろい ろな後期中

等教育機関に進む生徒を ますます多 く送 り込んでお り(か つて シュベーヌマ ン文相 は有名

な 「高卒資格者80%目 標」論をぶ ち上 げたが)、 したが って 〔その観点か ら〕コ レージ
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ユを評定す る体制装 置に組み込 まれて しま っている。1992年 に、P・ クーベルタ ン ・コ レ

ー ジュは、'ショーソ ン ・リセに進学す る自校 の生徒 の進学率 によ って否定的な評価を真正

面か ら受 けることにな った。高校第1学 年生徒を対象 と した広汎な全国的学力テス トの実

施が、生徒の学力を出身中学校別にい っそう綿密 に評価す るのに必要な情報を提供 してい

たのである。

(以下 はすべて、生徒の親た ちとの面談結果であ る)

「高1で の学力 テス トの結果、出身中学校別の統 計が得 られるよ うにな ったんです。 も

ちろん、 それ は公的な文書ではない訳ですが、 しか し……」

「なるほど、 そのた ぐいの情報が あるわ けですか……」

「あるんですよ」

「なるほどね。 それで さきほど、おた くの学校 は一 番低 い学校群に入 って いることが分か

ったと言われたのですね」

「そ うなんです。 自分の学校 がどのあたりに位置す るか分か って しま うんです。公 式の評

価で はないけれど も、そ うい うことが分か るんですよ」

P・ クーベルタ ン ・コレー ジュ出身の生徒 は、最下位 に当たるグループに分類 された。

それ は、生徒の成績評価が中学校 と高校 とで差があ ることを父母 に認識 させたが、それに

対 して父母 はさまざまな反応 を示 している。

「中3と 高1と で、大 きな断絶 が出て くるんです。 学校 の雰囲気 もまた、ぜんぜん違 うわ

けです し・・…・」

「コレー ジュか らリセに進む時、 それ はた しかに……」

「実際の ところ、それ は幼稚園か ら 〔いきなり〕コ レー ジュへ進むのに匹敵するような雰

囲気 の違 い と言 って もいい くらいなんです よ」

「というの も、 ここで はコ レージュが多少 「繭」(ま ゆ)の よ うな場であ って……」

このよ うな事実 を認識すると、同 コ レージュの教員集団 は、中学 ・高校間での評価のギ

ャップを埋 めるよ うに し、同校か ら進学 した生徒が後期中等教育機関でよ りよ く適応す る

よ う、 自分 たちのや り方を一部見直すよ うになった。

さまざまな刷新が結果 として導入 された;

○ コ レージュでの成績評価を客観化す ることを任務 とす る科 目別指導チームの設置。

○ リセ進学希望者 の学習 レベルを高め るため、中3で の落第を一層厳 しくすること。

0生 徒の成績評価 に関 して中学校 と高校 とで同一 の評価基準を導入すべ く、高校 の先生 と

協議の場を もつ こと……等 々。

以上 のよ うな試みによって、教育上の問題に先立つ もう一つの問題が明 らかになった。

すなわち、 シ ョーソ ン ・リセのように、 自分の学区において、出来 のいい高校 というイメ

ージを作 りあげようとしている新設の高校の存在であ る
。

(親の話)「 まった く新 しい リセなので、同 じ市の既存 の他の高校に比較 した とき、 自分

のいいイメー ジを作 りあげる必要があるんです。た とえば、向 こうの方 にあるフユ レ ・リ
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セなどはもう随 分古 くか らある学校 で して……創立何年 になるかな…… とにか く相 当の年

数ですよ」

そ して、成績評価 が、 そのよ うな 〔出来のいい高校 のイメージを得 るとい う〕目的を達

成するための一つの手段になるので ある。

「高1の 段階で一つのハー ドルを設 ける リセが多 いんです。高1の 学年末 〔訳注;フ ラン

スで は義務教育が10年 なので、通常高1ま でが義務教育の範囲に入 る〕で生徒に箭(ふ る

い)に かけて精選 し、以後 はそのまま進級 で きるよ うに している。 しか し、それは学校 に

よ りますね、学校 の方針によ ります。方針をを決め るのは、 リセの校長 さんですが、や っ

ぱ り校長先生 は一般的 にいえばエ リー ト偏重の傾向があるんです よ。 というのは、 リセの

校長 の名声如何、 そして給料如何 は、結局 その 〔学校 の進学戦線 での〕結果次第ですか ら

ね……」

「昇進 もね……」

「昇進ですね。 おそ らく給料 とい うよ り、昇進ですね」

そこで問題にな るのは、 中 ・高の問にある教育方針 のズ レの解消策 としては、中 ・高 の

学校 の方針 の間に一致がある ことが必要 とい うことである。なぜな ら、 いろいろな批判 は、

通常、 リー ドしている学校 に対 して よりも遅れている学校 の方に、 より多 くな されが ちだ

か らで ある。

「3年 前、生徒が中学校か ら進学 して きて勉強が遅れが ちだ とい うことがあった とき、 シ

ョー ソン ・リセでは、それについて、中学校で十分 な基礎教育を受 けて こなか ったのがい

けないんだとい うことばか り、われわれ は言 い続 けたん じゃないで しょうか。高校 の側 の

ことは一度 も問題に しなか ったのではないで しょうか。つま りショー ソン ・リセか らの要

求が……」

「あまりに大 きす ぎた、 と」

「そ う。いつ も中学校 の方を問題 に した。で も実際 は、高校の方か ら一方的に引っ張 られ

ているばか りなの じゃないですかね」

「そういえば、 そ うい うことになるか なあ」

生徒 たちを支援す る意志があれば、 このよ うな外的な現実を視野 に入れて、妥協 もせ ざ

るを得ない。 そしてP・ クーベルタ ン ・コ レージュの場合、それ は、学内の補修教育のよ

うなシステムを強化す ること、あ るいは落第を増やすな ど生徒に対す る学 習の要求を強め

ること、そ して教師 に対 して は成績評価の基準を見直 し、 リセの側 のそれ との差を少な く

すること……等々に現れて いる。 コ レージュの校長は、か くて、高校 に進学 した 自校の卒

業生徒た ちの成績 を手に入れ、成績評価 の偏差を測 って、 自校 の先生 たちがそれ らを検討

するよ うはた らきかけるのである。

(親 たちの話)「 た しかに、 ここ(同 コ レージュ)で は、落 ちこぼれ問題を解決するため
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の努力がなされています。 けれ ども、 それによって、学校 自体が犠牲 にな っている面 もな

くはない。'とい うのは、落第す る生徒が以前 よりもず っと多 くな ったんです。 それ は、高

校1年 に入 ってよ りよ く学校に適応 してい くための ものです…… 〔略〕今は中3に な ると、

突然加速するんです。 といいますのは、高校 に入 った本校 出身の生徒が、全員で はないが、

うま く学習適応を して いないよ うだ という報告があ ったんです、 まあ一番ひどい成績 とい

うのではないけれ ども。むろん他の中学校 で も、問題 はあ るんですが……」

「で も、われわれ は、尻尾 の方にい るか らね(笑 い)… …」

「そう、 ビリの集団ですね……」

「なるほど、 た しかに学習 レベルの問題があ ったんです よね。学校の指導部 と教員たちも

それに気づ いて きて、授業 の中でい ろいろとそれを解決す る工夫をす るようになった。 ま

た、科 目ごとの教育 チームを組んで、先生た ちが力を あわせ て働 きました。例えば数学 の

場合は、3人 の教師が同 じや り方で授業 して、お互 いに比較 した り方法 の改善を図 ったり

とい うよ うな……」

こうした問題を解決す るために、校長先生 はまた、生徒 たちの進学する可能性、進歩 と

変容をよ りよ く測るために、 いっそう適正 な評価基準 を作 りあげよ うとした。それによ っ

て中学校 は、 自分たちの進歩 の様子 と結果 とをよりよ く点検 し、 自分た ちの活動を客観的

に把握 し、 よい成果を あげるチャ ンスを高めているのである。

ID.結 び

以上 においてわれわれは、中学校 の段階で、学校 の運営 に身近にあるい は遠 くか ら係わ

って くる様々なパ ー トナーやア クターた ちが、彼 らの役割、彼 らの選択肢……等 々を認識

す るや り方において何が変化 してきてい るかを把握 しよ うとした。 もちろん、われわれ は、

これ らの問題 に対 して回答 の糸ロを摘 くことができたにすぎない。 とはいえ、次 のよ うな

ことは明 らかにな った。すなわ ち、 中学校 は今 日、家庭や 自治体 なーいしは教育行政場 の上

位者など、多 くの無視できないパ ー トナーたちと関わ りを持 って いて、 それ らが、中学校

の活動の一部 や学校の今後の様相 を大 き く左右す るので はないか ということである。 さ ら

にまた、つぎのよ うな ことも明 らかにな った。すなわ ち、中学校 の校長 とい うものが、 さ

まざまな集団(教 職員、親、地域集団、行政 当局、等 々)の 交差 の網の目に存在 している

限 り、学校の運営 に決定的な役割 を果た して いる、 ということで ある。教職 員に対する彼

の動員能力、管理者 としての能力、職業上 の危険を生み出す状況を前に して彼を支える唯

一 のもの とな るであろう彼の教育的 な情熱
、学校共同体における自分の職務および子 ども

たちに対す る自分 の責任 の中身の 自覚、等 々が、 その学校 の発展 に決定的な重要性を もつ

ので ある。地域や地方の教育政策 の新 しい重み は、 これか ら先、お そら く学校、地域、県

などの間の格差 の拡大を招来す るよ うな、無視で きない展開を予測 させ る。そのような成

り行 きは、早晩、国のあるべ き役割や今後 の地域 間の調整 と調和 にかかわ る新 しい考察を
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要求 するであろう。 中学校 と高等学校 の各第1学 年を対象 と した全国的な学力テ ス トの実

施 は、お そら くその最初の現れであ ると思われる。

最後 に、 ここでは取 り扱わなか ったが、フ ランスの学校教育 の在 り方 にすでに大 きな影響

を及 ぼ し始めて いる一連 の変化が ある。一例を挙 げれば、学校 とくに技術教育関係 の学校

の新設にかかわる政策や、新 しい正 当性(unenouvellelegitimite)を 求 める大学区視学

官 の下に教育行政 区における学校聞 の連帯網を作 り上 げること、 などである。 それにっ い

ては、 この後の報告書をまとめ る折 に、以後 の展開を検討す ることとしたい。

以上 のい くつかの観察報告 は、おそ らくこんに ちフランスの教育界で起 こっている変化

の真価を見定め ることを可能 にす るであろう。考察の中心的なテーマは、中央集権主義的

な政策 によ って もたらされた平等主義的 な顧慮か ら、各人が どのよ うにして正義 の基本原

則にっなが るに至 るかを 自らに問 うところの開放 の顧慮 へ と置 き変わ ったよ うに思われ る。

学校を世界へ、社会へ、 日常へ と開放 する ことは、 いずれに して も、多 くの点で1980年 代

の諸教育改革 によって開始 された大 きな変革である。学校 の将来 は、世界の共同体 の全体

に関わ りを もつ。 その世界共同体 は、国民国家の誕生 に参与 した多 くの思想 と同様、学校

とい うものの 〔歴史的な〕誕生 に参与 した多 くの思想 の延長線上において今8な お生 きて

いる教育 のイ ンステ ィテ ユーシ ョンをあ らためてどのように定義 し直すかにつ いて、 フラ

ンスと同様に腐心 しているのであ る。

(以上、井上星児訳)

本章で引用 した文献 の リス ト

(邦訳略。前掲 ・仏文テキス トの末尾を参照)
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フ ラ ン ス に お け る 学 校 週4日 制 と 地 域 の

支 援 体 串唖

夏目達也

は じめに

本稿は,最 近 フラ ンスの小学校 において普及 しつつある学校週4日 制の実施状況 とそれ

をめ ぐる問題 を取 り扱 う。

最近のわが国の学校教育における動きの一つ として,学 校週5日 制の導入をあげること

ができる。す なわち,日 曜日のほか月1回 の土曜 日を休 日とす る学校週5日 制が1992年9

月か ら実施 され,さ らに1995年4月 か らは土曜 日の休 日を月2回 に拡大 して実施 されてい

る。これに伴い,教 育課程の再編成等 さまざまな問題が発生 している。休 日における生徒

の指導のあ り方 もその一つ と して指摘 されている。 しか し,学 校週5日 制が実施 されて間

もないこともあ り,こ れ らの課題に対する取 り組みは必ず しも十分に進んでいるとはいえ

ない。教育関係者の問で完全学校週5日 制の実施が取 り沙汰 されるようにな ってい ること

を考慮すれば,こ れ らの課題への取 り組みは急務といえ よう。

ところで,目 を諸外国に転ずれば,学 校週5日 制は決 して珍 しい ものではない。欧米諸

国にっいてみ ると,学 校週5日 制はむ しろ大勢 となっている。本稿が直接の対象とするフ

ラ ンスで も同様であ り,近 代的な初等教育制度が整備された19世 紀末以降,学 校週5日 制

が採用されてきた。 さらに,1992年 度か らは一部の地域の小学校で学校週4日 制を導入す

る試みが行われている。 これ に伴 って,教 育課程をいかに編成す るか,休 日における生徒

の指導をどのように組織するか,そ の指導 に学校や地域 はどのように関与す るのか,両 者

の関係はどのようにあるべきなのか等,わ が国と同様の問題が生 じている。

本稿では,こ のような問題 を抱える学校4日 制について,そ の実施状況 や地域の支援活

動の概要 にっ いて,主 に学校 と地域 との協力関係 という観点か ら明 らかにす ることを目的

としている。

1.学 校4日 制導入の背景 と普及状況

1.長 い1日 当た りの授業時間数

フランスの小学校では,夏 休みや冬休みなどの長期休暇のほか,1～2週 間程度 の短期

休暇がい くっか設け られている。おおむね7週 間の学習とこれ らの長短期休暇が交互に繰

り返すように,1年 間が編成 されている(学 年歴は国民教育省が省令によ り定めている)。

また,1週 間では,日 曜 日のほか水曜 日が休 日とな っているが,こ れは本来,公 立学校で

禁 じられている宗教教育を家庭で行えるよ うにす るための措置であった。この休 日は,伝

統的に木曜 日であ ったが,1972年 に1週 間の中間の水曜 日に変更された。

休暇が多いために,年 間の授業 日数はおおむね200日 となってお り,わ が国と比較 して一

般に年間授業 日数が少ない欧米諸外国の中でもとりわけ少ない方 に属する。一方,年 間の
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授業時間数は ヨー ロッパ諸国の平均が800時 間であるのに対 して,1)フ ラ ンスは936時 間で

あり,か な り多い。少ない授業 日数でこれを消化す るために,ど う して も1日 の授業時間

は長 くなる。一般にフラ ンスの小学校では,途 中昼食の時間をはさんで,朝8時 半か ら4

時半 まで学校 で授業が行われ るが,こ れはヨーロッパ諸国の中で最長 といわれる。 しか も,

このような時間編成は一年生か ら適用 され る。2)そ のため,子 どもにとって身体的 ・精神

的な負担が大 きく,学 習能率の面か らも問題が多いことが,教 育関係者の間で指摘 されて

きた。

子 どもが適切な修学 リズムで学習できるようにするために,国 民教育省は,1970年 代以

降 しば しば教育課程の改訂や教授法の改善などの措置を とってきたが,3)1日 当た りの授

業時間が長い状態は基本的に改善されていない。 これを改善 しよ うとす る動 きが具体化す

るのは1980年 代末である。

2.学 校の時間編成の変更を可能に

1988年 に国民教育大臣に就任 した ジョスパ ンの下で,国 民教育省は,1日 当た りの授業

時間の変更に関す る取 り組みを開始 した。 当時政府は,西 暦2000年 に向けて国民の教育水

準の大幅な引き上げを図るため,各 学校段階における大規模な改:革内容を規定 した新教育

基本法(1989年7月 付け法律)を 国会 において成立 させた。同法の諸規定 について具体的

に説明 した付属報告書において,子 どもが適切な修学 リズムで学習できるように学校の時

間編成を変更する方針が,以 下のよ うに打 ち出された。

「 学校における時間の編成 と管理には,依 然と して欠陥がある。授業の時間と休憩

時間は不規則に配分 されてお り,修 学 リズムは適切なバ ランスを欠いている。さらに,

学校の時間編成は,教 育の実際の 目標 に応 じたものとはな っていない。つ ま り,教 室

で過 ごす時間が あま りに多 く,無 駄な時間も多い。また,時 間の管理 の仕方があま り

に厳格で画一的である。(中 略)こ の 目標は,一 日,一 週間,一 年 間における学校

教育の活動を適切に編成することにある。一 日においては,諸 活動の時間を適切に配

分 し,無 駄な時間を避ける必要がある。また,一 週間においそは,授 業時間,個 人学

習,学 校教育外の活動に割 り当て られ る時間の間で均衡を図ることが必要 である。一

年においては,就 学期間と休業期間の交互の新 しい リズムが,時 間のよりよい活用 を

可能にす るように しなければな らない。」4)

年間の授業時間が設定 されており,当 面それ に変更がないとすれば,1日 当た りの

授業時間を短縮 させ る最 も手 っ取 り早い方法は,年 間授業 日数を増やすことであろう。そ

してそのためには,夏 休 みや冬休みな どの長期休暇を短縮することが考え られる。 しか し,

長期休暇の短縮 は,教 員の労働条件の悪化にっながるために,教 員の反発を招きかねない。

また,行 楽な どへの出発を早 くか ら予定 している父 母か らの反発 も予想 される。さらに,

夏には避暑 ・行楽が,冬 にはスキーな どのスポーツが盛んで,こ れ らに関連する観光産業

や運輸輸送産業が国の経済の少なか らぬ部分を占めるフラ ンスでは,そ の関係者な どの反

発 も無視できない。場合によっては,宗 教教育の時間の確保をめ ぐって教会 との調整 も必
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要になる。 このように,多 方面の利害が微妙 に絡むために,授 業B数 ・時間の修正 は容易

ではな く,そ れゆえ に根本的に解決 されないままに今 日に至 ったのである。国民教育省は,

こうした事情をふまえて,法 令な どによ り全国一律に実施するのではな く,各 地方がそれ

ぞれの実情をふまえて独 自に1日 当たりの授業時間を短縮 できるよ うにす る方法を選択 し

た。5)

1991年4月 に,同 省は政令及び通達(1991年4月22日 付け)を 発 し,各 県の初等融育行

政の責任者である大学区視学官に対 して,同 省が定めた授業時間の編成の仕方を変更す る

権限を,以 下の条件の下に認めることを規定 した。6)

① 学級における授業と休憩の回数や両者の釣合いを変更す ること,あ るいは授業の総時

間数を減少させないこと。

②国民教育省が従来か ら定めている年間授業時間(936時 間)を 変更 しないこと。

③授業時間や休み時間を変更 しないこと。授業 と休憩の リズムや教科グループごとの配

当時間を変更 しないこと。

④授業時間が1日 当た り6時 間,1週 間当た り26時 間を超えない こと。

⑤1週 間当た りの授業日を5日 以上としないこと。

これ らの規定は,学 年歴や授業時間を変更す る権限を大学区視学官に認めた ものであ り,

学校週4日 制についてはまった く言及されていない。 この段階では,国 民教育省は,学 校

週4日 制を促進する意図がないことはもちろん,大 学区視学官が学校週4日 制を選択する

ことについて もまった く予想 していなかったと考え られる。

しか し,以 上の条件を満た しさえすれば,学 校週4B制 を採用す ることは不可能ではな

い。.っまり,従 来か ら休 日とな っている日曜日と水曜 日に加えて,新 たに土曜日も休 日に

す ることが可能にな るのである。一部の大学区視学官は,こ の可能性 に着 目して学校4日

制の実施 に踏 み切った。ただ し,新 たに土曜日が休 日にな り,そ のままでは所定の年間授

業時 間数936時 間を確保できないために,夏 休みや冬休みなどの長期 ・短期休暇を短縮(年

間で12日 間)す る措置をとることにな った。

か くして1991年 度(1991年9月 ～)か ら,中 部の ローヌ地方の諸都市(中 心はフランス

第3の 都市 リヨン)と 西部の ノルマ ンディー地方の1都 市 において,学 校週4日 制が開始

された。

3.国 民教育省の対応 と父母 ・教員の反応

一部の地域で開始 された学校週4日 制は ,1週 間の授業 日を1日 減少させるものであ り,

1日 の授業時間の短縮にはまった く効果はない。 したが って,子 どもの修学 リズムや生活

リズムはなん ら改善 されない。その点で,国 民教育省の意向とはまった く異なるものであ

った。 ジョスパ ン国民教育大 臣(当 時)は,1992年1月 に,学 年歴や授業時間の変更に関

する権限が大学区視学官 にあることを確認 したうえで,そ の変更に当た っては子どもの利

益を考慮すること,学 校や父母の意見を十分にふまえることが必要であるとして,そ の権

限の行使を慎重 に行 うよう求めた。7)
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しか し,1992年4月 にジョスパ ンに代わ り国民教育大臣に就任 したラ ングは,学 校関係

者の合意を得ること,休 日である水曜日には子 どもたちが文化 ・スポーツ活動に参加でき

るようにす ることなどを条件 に,学 校週4日 制を支持す る意向を表明 した。8)

さらに,1993年3月 に就任 したバイルー現大 臣は,学 校週4日 制に積極的な姿勢を見せ

ている。,国民教育省 における修学 リズム問題の責任者に,最 初に学校週4日 制を実施 した

ロー ヌ地方の大学区視学官を任命 した。また,1994年5月 に発表 した初等 中等教育改革の

ための総合的施策(「 新 しい教育のための契約」)に おいて,小 学校の授業時間の編成に

関 して,土 曜 日を休 日とする方向を打ち出 した。 さらに,全 国の小学校に対 して,1週 間

の授業時間の編成についての希望を調査す るなど している。ただ し,同 大 臣は法令等によ

り全国一律 に学校週4日 制の実施を規定することはせず,こ れまで どお り各大学区に実施

す るかどうかの判断を委ねる方針をとっている。

一方,教 員や父母の反応は どうであろうか。小学校教員の間では,実 施 当初か ら支持す

る意見が強か った。たとえば,全 国小学校教員組合(SNI-PEGC,当 時)が1992年

に行 った調査では,小 学校教 員の3分 の2が 学校週4日 制 に賛成と回答 している。9)父 母

の間で も,学 校週4日 制に対する支持は少な くない。1994年 に国民教育省が父母を対象に

行った調査では,学 校4日 制の実施 に賛成 と回答 した者が全体の75%を 占めている。10)

このような背景 として,教 員の場合,休 日が土曜 ・日曜 日と2日 間続 くことにより有効

に休 日を利用できることがあげ られている。また,一 般勤労者の場合土曜 ・日曜 日の週休

2日 制が一般 的にな ってお り,土 曜 日に勤務することに教員たちの間で複雑な思いがあっ

たといわれる。 さらに,私 立小学校ではすでに土曜日休 日がかな り普及 していることも影

響 している。父母の場合 には,自 分たちが休 日の土曜Bに 朝早 くか ら子どもの登校準備に

追われな くて済むとい う事情がある(と くに,通 学 に長時間を要する農村地域では,こ の

点は切実である)。 また,家 族で一緒にくつろげる時間が増えることも理 由にあげ られて

いる。水 曜日の休 日には,父 母は仕事があるため,家 族で過ごせ るのは 日曜日のみとなっ

ている。さらに,休 日が2日 間続 くために家族で小旅行ができる。 これまでに も,金 曜 日

の夜か ら小旅行に出発す るために,土 曜 日に学校を休ませ る家庭 も少なかったともいわれ

るが,土 曜 日が休 日となることで,気 兼ねな く出発できるという事情 もある。

ただ し,教 員や父母の間でも,学 校週4日 制に対 して慎重な意見,あ るいは反対の意見

は決 して少な くない(こ の点については後述)。

4.広 が る学 校週4日 制

1991年 に実施 され た学 校週4日 制 は,翌1992年 度 には,さ らに南 部や 大 西洋側 の都 市 を

中心 に実 施校 が増 加 した。 国民教 育 省の 調査 で は,1992年 度 に学校 週4日 制 を実 施 して い

る小 学校 ・保 育学 校 は,全 国の ほぼ 半数 の48県 にわ た って お り,総 計4,850校(公 立 の み。

全体 の10.5%)で あ った。 また,こ れ らの学校 の 生徒 数 は合計57万9,250人 で あ り,こ れ は

全 国の小 学 生総 数の11.5%に 当た る。 さ らに この 割合 は1993年 度 には15.7%へ と増加 した

(学 校数 で み る と,実 施 校 は1994年 度現 在18.7%に 達 して い る11))。

一278一



この よ うな状 況 の 下で,学 校週4日 制を 支持す る学校が 増 えて い る。1994年6月 に,国

民教 育 省 は大 学 区視学 官 を通 じて,全 国の 小学校 と保育学 校 に対 して,希 望 す る授業 時間

の編成 につ い て意 見 を提 出す る よ う求 めた 。 この結 果 は同年12月 に発 表 された(回 答 した

小 学校 ・保 育 学校 は,全 国の小 学校 と保 育 学校 の総 数5.5万 校 の8割 に当 た る約4万 校)。

各学 校 が望 ま しい とす る授業 時間 の編 成は 以下 の とお りで ある。iz)

・学 校週5日 制(休 日は水 曜 日と 日曜 日,1日 の 授業 時 間は6時 間)一 一15.2%

・学 校週5日 制(休 日は土 曜 日と 日曜 日,1日 の 授業 時 間は6時 間)一 一4.1%

・学 校週4日 制(長 短期 休 暇を12日 間短 縮 ,1日 の授 業時 間 は6時 間)一 一38.3%

・学 校週4日 制(1日 の授 業時 間 は6 .5時 間)一 一2L3%

・その他(主 に学校 週4日 制で ,長 短期 休暇 の短 縮 ない)一 一21.1%

この よ うに,学 校週4日 制 を望 ま しい とす る学校 は全体 の6割 に達 す る。 これ らの学 校

が 直 ち に学 校週4日 制 の 実施 に踏 み切 るとは考 え に くいが,学 校 週4日 制 に対 す る支持 は

大 き く,今 後 実施 校 は増加 す る こ とが 予想 され る。 もはや学 校週4日 制 は,一 部の 学校 の

問題 では な くな って いる。

H.学 校4日 制 の実施状況 とその影響 一一国民教育省の調査結果か ら

1992年 に,国 民教育省は,各 地で実施されている学校週4日 制の実施状況,及 び実施に

伴 う教育等への影響に関す る調査を行 った。調査の対象 とな ったのは小学校 ・保育学校57

校である。 この うち30校 は学校週4日 制を1年 以上実施 している学校,残 り27校 は学校週

5日 制を実施 している学校である。調査は,こ れ らの学校の教員(学 校週4日 制実施校13

4人,学 校週5日 制実施校115人)と 父母(同293人,530人)を 対象に行われた。以下では,

この調査の主な結果をみる。13)

①学校週4日 制に対す る反応

1週 間の授業 日編成の望ま しい形態 として学校週4日 制をあげた者は,学 校4日 制実施

校では教員が72%,父 母が77%と 両者 とも全体の約4分 の3に のぼ っている。学校週5日

制実施校では この割合は57%と43%で 半数前後に達 しているとはいえ,学 校週4日 制実施

校 と比較 してかな り少ない。

表1:1週 間の授業編成の望ま しい形態

学校週4日 制

学校週5日 制(水 曜日休み)

学校週5日 制(土 曜日休み)

その他

学校週4日 制実施校

教 員

72

7

7

10

父 母

77

12

5

4

学校週5日 制実施校

教 員

5?

i8

8

8

父 母

43

35

19

2

<出 典>MinisterederEducationnationale,DEP,Lasemainede4joursde

p.15.classe,1994,

一 方
,学 校 週5日 制 が 望 ま し い と 答 え た 者 は,学 校4日 制 実 施 校 で は 教 員 が14%,父 母 が
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17%で あったのに対 して,学 校週5日 制実施校ではそれぞれ26%と54%で あった。学校週

5日 制実施校 では,父 母は学校週4日 制よりも学校週5日 制を選択 していることが注目さ

れる。つ まり,教 員,父 母 とも学校週4日 制に対する反応 は,学 校週4日 制実施校 と学校

週5日 制実施校 との間でかな り異なっている。

②子 どもの修学 リズム ・生活 リズムへの影響

学校週4日 制が修学 リズム として適切か どうかの問いに対 しては,学 校週4日 制実施校

では 「たいへんに適切」 と 「どちらか といえぱ適切」 と回答 した割合は,教 員が89%,父

母が91%と いうように,ほ とんどが学校週4日 制を適切 と判断 している。 これに対 して学

校週5日 制実施校では,教 員のみの回答であるが,そ の割合は若干下が り,全 体の4分 の

3(74%)に とどま っている。

表2:学 校週4日 制は,1週 間の修学 リズム として適切か。

たいへんに適切

どち らかといえば適切

どち らかといえば不適切

まったく不適切

学校週4日 制実施校

教 員

33

54

10

1

父 母

38

53

9

0

学校週5日 制実施校

教 員

37

37

18

3

父 母

<出 典>Ministerede1'Educationnationale,DEP,op.cit.,p」5.

また,「 学 校 週4日 制 は子 ど もの生 活 リズ ムに と って適 切 か」 との 質問 に対 して は,学

校週4日 制 実施校 で は,「 たいへ ん に適切 」 「どち らか といえば適 切 」 と回答 した割合 が

教員83%,父 母91%で あ る。 これに対 して,学 校週5日 制 では68%で あ る。 ここで もやは

り,反 応 は 学校 週4日 制 実施 校 と学校 週5日 制 実施 校 との 間で異 な って い る。

表3:学 校 週4日 制は,子 どもの生活 リズ ムに と って適 切か 。

たいへんに適切

どちらか といえば適切

どちらか といえば不適切

まった く不適切

学校週4日 制実施校

教 員

20

63

13

1

父 母

42

49

7

1

学校週5日 制実施校

教 員

33

35

21

5

父 母

<出 典>Ministeredel'Educationnationale,DEP,op.cit。,p.15.

③学 校 週4日 制 実施 に伴 う影 響 の有無

さ らに,学 校 週4日 制 の実 施 に伴 う影 響 にう いて,具 体 的 に尋 ね た結果 は,表4の とお

りで あ る。父 母 の場 合,学 校 週4日 制 実施 校 と学校 週5日 制実施 校 とで は大 差な く,ほ と

ん どの項 目で 学校週4日 制が よい影 響 を与 えて いる(学 校 週5日 制 実施校 では,与 え ると

予 想 され る)と 評価 されて い る。 と くに,子 どもの健 康や 家族生 活 の面 で の影響 が 高 く評
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価されている。 よくない結果 とな っているのは,家 計への影響 と教員 との面会可能性への

影響のほか,教 育課程の進行への影響(学 校週5日 制実施校のみ)の みである。

家計への影響 についていえば,休 日が増えることにより,土 曜 日に勤務がある父母の場

合には家庭で子 どもの世話がで きないため,な ん らかの手段に頼 らざるを得ず,出 費が必

要となるためである。また,教 員との面接の可能性については,土 曜日は多 くの父母 にと

って休暇を とらな くて も教員 に面会できる数少ない機会とな っているためである。

表4:学 校週4日 制実施 に伴 う影響に対す る父母の反応

影響す る項 目
影響の状況

学習成績へ の影響

学習組織への影響

教育課程の進行への影響

子 ども健康への影響

家族生活への影響

家計への影響

課外活動の参加への影響

教員との面会可能性の影響

学校週4日 制実施校

大変よ
い

12

16

19

20

31

7

13

8

よい

48

55

47

47

40

16

44

26

よ く
ない

37

22

34

27

22

ss

39

53

悪い

3

s

7

6

6

s

4

10

学校週5日 制実施校

大変
よい

20

21

17

34

33

12

33

よい

36

41

32

30

37

19

41

よ く
ない

28

23

35

20

19

53

17

悪い

16

15

16

14

11

16

8

<出 典>MinisterederEducationnationale,DEP,oP.cit.,P.18.

表5:学 校4日 制 実 施 に 伴 う影 響 に 対 す る 教 員 の 反 応

影響する項目
影響の状況

学習成績への影響

生徒の勉強態度

成績が普通の生徒の行動

成績不振の生徒の行動

成績が普通の生徒の疲労

成績不振の生徒の疲労

教員の疲労回復

教育課程の順調な展開

教員チームでの仕事

生徒の勉強面の評価

教員の教育実践

課外活動実施

父母 との関係の維持

学校週4日 制実施校

大変よ
い

2

8

11

6

7

6

39

11

10

8

17

16

13

よい

40

44

40

34

50

40

43

28

41

28

41

39

26

よ くな
い

56

45

41

51

33

48

10

45

40

60

35

44

55

悪い

1

3

8

9

10

s

6

16

9

5

s

2

s

学校週5日 制実施校

大変よ
い

14

19

23

17

27

25

41

19

17

14

24

26

20

よい

39

41

41

34

40

35

28

29

33

31

29

34

24

よ くな
い

36

28

24

32

24

27

26

45

39

44

40

33

42

悪い

10

12

11

17

10

13

5

7

11

11

7

7

14

<出 典>Ministeredel'Educationnationale,DEP,op.cit.,p.18.

教 員 の 場 合 に は,父 母 の 場 合 と 比 較 し て,週4日 制 に 対 す る 積 極 的 な 評 価 は 少 な い 。 と
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くに,生 徒の勉学,行 動,疲 労回復,教 育課程の展開,生 徒の勉強面での評価,父 母 との

関係の維持などでは,必 ず しも好ま しくない影響を与えていると判断 している。

学校週5日 制実施校の教員よ りも,週4日 制実施校の教員の方が,全 般 に好ま しくない

影響がみ られ ると している。このことは,実 際に学校週4日 制を実施 した体験 に裏付け ら

れた見解であるだけに注 目され る。

④教育への影響

学校週4日 制の実施は,各 校の教育にどのような影響を与えているので あろうか。学校

週4日 制実施校の教員に対す る教育実践上の変化に関す る質問では,教 育方法を変えたと

回答 した教員 は18%に す ぎなか ったが,教 科間の配当時間を変更 したと回答 した者は70%

と多い。教科間の配 当時間の変更の具体的な状況は,表6の とお りである。これによると,

全体 としては,「 変化な し」あるいは 「やや増加」が多数を占めているが,教 科 によって

若干の差異がみ られる。たとえば,フ ランス語 と数学は 「やや減少」 と回答 した者は10%

以下であるが,そ れ以外の教科ではいずれ も20%前 後が 「やや減少」 と回答 している。学

校現場な どでは,フ ラ ンス語 と数学は基礎教科 と呼ばれ,従 来か ら他教科 とは異なる扱い

を受けているよ うだが,こ の両教科以外の教科は軽視 され る傾向にあることがわかる。

表6:学 校週4日 制実施に伴 う各教科の配 当時間の変化

フ ラ ンス語

数 学

歴 史 ・地理,公 民

理 科,技 術

体 育 ・ス ポー ツ

芸 術 ・文学

やや増加

12

9

5

4

6

7

変化な し

68

72

63

59

66

61

やや減少

9

8

20

25

17

20

無回答

11

11

12

12

11

12

<出 典>Ministeredel'Educationnationale ,DEP,op.cit.p.20.

この ほか,校 長 に対す るア ンケ ー トでは,学 校 週4日 制 の 実施 に伴 う変 化 と して ,以 下

の よ うな ものが あ げ られて い る。 「教員 同士 で協 議す る時間 の確保 が難 しい」(26%) ,

「教 員 がチ ー ムを組 ん で指導 す る時 間の確 保 が難 しい」(20%),「 学 校外 部者 が教 育 に

参加 す る時 間の 確保 が難 しい」(20%)「 家 族 との時 間の 確保 が難 しい」(20%)な どで

あ る。 また,3分 の1の 校長 は,長 期 休暇 期 間 中に行 われ る代 替授業 を 欠席す る生徒 が多

い こ とをあ げて い る。

⑤学業成績への影響

国民教育省の調査では,学 校週4日 制の実施による学業成績への影響をみるために,学
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校週4日 制実施校 と学校週5日 制実施校 との間で,フ ランス語 と数学の成績を比較 してい

る(国 民教育省は,小 学校第3学 年 とコレージュ(中 学校)第1学 年の生徒を対象に,毎

年学年の初めにフラ ンス語 と数学について学力試験を実施 してお り,調 査では この結果を

用いている。なお,コ レージュの第1学 年の生徒の場合には,卒 業生の比較ということに

なる)。

調査の結果,フ ランス語,数 学 とも両校の間の差はほとん どない。 どちらか といえば,

学校週4日 制実施校の生徒の成績の方が良好とい う結果になっている(表7参 照)。 この

結果について,国 民教育省は,学 校週4日 制実施校には経済的に富裕な上級幹部職員の家

庭出身の生徒が多いため と説明 している。実際,両 校間で,父 母の職業が 同一の生徒同士

を比較すると,フ ランス語 と数学 とも両者の差はほとん どないか,あ って もきわめて小 さ

い。

表7:学 校週4日 制実施校 と学校週5日 制実施校における学業成績の比較

学校週4日 制実施校

学校週5日 制実施校

全体の平均

小学校第3学 年

フ ラ ンス語

65.9

62.7

63.2

数 学

70.0

67.1

67.4

コ レー ジュ第1学 年

フラ ンス語

73.1

67.8

69.2

数 学

63.1

57.7

58.3

〈 出 典>Ministerede1'Educationnationale,DEP,oP.cit.P.23.

⑥休 日の過 ごし方

学校週4日 制の実施に伴い,1週 間当た りの休暇が増 えることにな ったが,子 どもたち

は休 日をどのように過 ごしているのであろうか。表8は,新 たに休 日とな った土曜 日の子

どもの過 ご し方を父母に尋ね た結果である。

表8:土 曜 日の過 ご し方

親と一緒に家で過 ごす

1人 で家にいる

親と一緒に様 々な活動をす る

親と一緒に小旅行をす る

家族の誰か一人がみている

人を雇 ってみている

児童セ ンターに行 く

学校週4日 制実施校

79%

3

50

27

10

2

1

学校週5日 制実施校

74%

5

55

8

3

4

(注)学 校 週5日 制 実 施校 の父 母 に対 して は,仮 に子 ど もが通 う学 校で学 校 週4日 制 が実

施 され た場 合 に,ど の よ うに土 曜 日を過 ごす か を尋ね た。

〈出典>Ministerede1'Educationnationale,DEP,op.cit.,p.18.
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学校週4日 制実施校,学 校週5日 制実施校とも,土 曜 日の過 ごし方 として,「 親と一緒

に家で過 ごす」が70%以 上 と最も多い。次いで 「親 と一緒 にさまざまな活動をする」が50

%以 上で,「 親 と一緒 に小旅行をす る」も27%で3番 目に多い。このように,家 族 で過ご

している者が圧倒的に多い。表4に み られるよ うに,学 校週4日 制の実施 による好 ま しい

影響 として,家 族生活への影響をあげた者が最 も多いことと対応 している。逆に児童セ ン

ターに行 くと回答 した者はほとんどな く,休 日に地域で行われる諸活動に参加 している者

は少ない。

In.学 校週4日 制をめ ぐる問題点 ・批判

すでにみたように,国 民教育省の調査では,父 母や教員の多 くが学校週4日 制を支持 し

てお り,実 施す る学校 も年々増加する傾向にある。 しか し,学 校週4日 制 に対 しては多 く

の問題点が指摘 されており,実 施に反対す る父母 ・教員 も少な くない。問題点の一つは,

学校週4日 制が子どもの修学 リズム ・生活 リズムの改善につなが らないというものである。

つま り,学 校週4日 制では一 日の授業時間が長 く,子 どもの精神的 ・身体的な負担が大 き

い状態が改善 されない。のみな らず,従 来は5Bで 指導 していた内容を4日 で指導するこ

とになるため,子 どもたちの負担はかえって増大す るとい うのである。このような意見は,

父母団体に共通する ものである。たとえば,有 力な父母団体の全国組織の一つであ る 「全

国公立学校父母会議連盟」(FCPE)は,1994年5月 の全国大会において採択 したアピ

ールの中で
,学 校週4日 制に反対す るとともに,学 校週4日 制による子 どもの修学 リズム

への影響等に関 して,医 師な どの専門家の意見を もっと聴取す ることを,国 民教育省に対

して求めている。1の

このほかに,学 校 と地域 ・父母 との関係 という観点か ら,以 下のような問題点 も指摘 さ

れている。第1に,学 校週4日 制の実施に当たって,教 員や父母の意見が必ず しも尊重 さ

れていない ことである。

大学区視学官は学校週4日 制の実施を決定す る最終的な権限を もっているが,実 施に当

たっては教員や父母などの意見を聴取することが条件とされている。 しか し,そ の条件が

必ず しも満たされないままに実施され る場合が少な くない。たとえば,全 国に先駆 けて学

校週4日 制を実施 した ローヌ県では,実 施に至 る過程があまりに性急 として,一 部の父母

か らその手続 きが批判されてきた。 同県では,大 学区視学官に学年歴や授業時間の変更を

認め る政令や通達が1991年4月 に出されてま もな くの6月 半ばか ら7月 初めの短期間に,

行政主導で学校週4日 制に必要な手続きを済 ませ9月 か ら実施 したが,こ の間父母には十

分な説明が行われなか ったとい う(実 施か ら2か 月後のH月 にな ってよ うや くリヨン市が

説明会を開催)。Ib)ま た,県 の教育審議会で学校週4日 制の実施 に反対す る意見が多数を

占めたにもかかわ らず,大 学区視学官が実施に踏み切った県 もある。16)

一方,教 員,父 母,医 師な どの意見をふまえて慎重に進めている県 もあ る。大西洋岸の

ある県では,父 母,教 員,医 師,行 政などの代表で構成す る検討委員会を設置する ととも

に,一 般市民を対象に討論集会を開催 した。 その上で県内の全家庭,教 員,学 校を対象に
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アンケー トを行 ったが,そ の結果,学 校週5日 制の維持を求める意見が全体の41%を 占め,

学校週4日 制実施を求める意見の25%を 大き く上回 った。これをふまえて,大 学区視学官

は学校週4日 制の実施を断念 している。77)こ のことは,学 校週4日 制のメ リッ ト・デ メリ

ットにっいてていねいに論議 し理解を深めた場合 には,学 校週4日 制への支持が必ず しも

多数派にはな らない こと,ま たそれだけにこうした慎重な進め方が必要であることを示 し

ている。

第2に,新 たに休 日となる土曜日における子どもたちの指導体制が十分 に整備 されてい

ないことである。

学校外における文化 ・スOツ など子 ども向けの諸活動は,市 町村の責任において行わ

れることになっている。水曜日は子 どもたちにとっては休 日であるが,父 母は仕事がある

ため,各 市町村は子 どもたちが休 日に様 々な活動を行えるよう施設を設置 ・運営 した り,

地域の教育 ・文化関係の諸団体が行 う文化 ・スポーツ活動 に補助金を交付 している。 しか

し,新 たに休 日となる土曜 日については,同 様の施設は十分に整備 されているとはいえな

い。これは,大 半の父母が休 日であり,家 庭で子 どもの世話ができると判断されているこ

と,市 町村 に財政的な余裕がない ことなどによるものである。後者の点に関 しては,学 校

4日 制の実施に伴 う長期休暇期間中の代替授業のために,市 町村は給食の経費な どの新た

な支出を強い られており,財 政力のある市町村で もこれ以上の負担は難 しくなっていると

いわれる。1BJこ うした事情 を反映 して,国 民教育省の調査で も,土 曜 日に子 どもたちが参

加で きる諸活動の実施状況について不満を抱 く父母が全体の80%に のぽっている(水 曜日

の活動について も47%が 不満 としてお り,決 して少な くない)。19)

地域での活動が十分に行われていないため,土 曜 日には家庭で子 どもの世話をす るのが

一般 的にな っている。すでにみたように,郊 外で週末を過 ごす家庭 もあるが,こ うした過

ごし方ができるのは経済的に余裕のある家庭に限 られ,全 体か らみれば多 くない。家庭で

十分世話ができない家庭の場合,習 い事に行 った り買い物に出かけるなどする者 もあるが,

特別 にすることもないためテ レビを見て過 ごしたり,昼 まで寝ている者 も少な くないとい

う。

IV.学 校週4日 制をめ ぐる最近の動向一一行政サイ ドか らの学校週4日 制の見直 し

父母団体等 による学校週4日 制への批判が高まる中で,最 近では行政サイ ドか らも学校

週4日 制を見直す動 きがみ られるようになっている。

大都市の郊 外では,時 間的にも精神的に も子どもの世話をする余裕のない貧困家庭や,

フラ ンス語の能力が不十分で父母が勉強をみられない移民の家庭が多いが,こ れ らの家庭

の子どもは しば しば学業不振 に陥っている。地域によっては,こ うした子 どもたちに対 し

て,社 会教育や社会福祉関係の諸団体や個人が学習を支援するための活動を行ってはいる

が,20)支 援を受け られる者の数は十分ではない。 また家庭での援助 も期待できないために,

こう した子 どもにとって学校で教育を受ける 日数が減少す ることは,学 習面に大 きな影響

を与える。また,地 域での学習活動や文化 ・スポーツ活動が十分に整備 されていない現状
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では,文 化 ・スポーツ活動な どに親 しむ機会が制限されることになるという点でも影響は

無視できない。つま り,学 校週4日 制は,家 庭 によって学習 ・文化 ・ス0ツ 活動の機会

に格差を生 じさせている。また,学 校外における子 ども向けの諸活動が市町村の財源 に依

拠 しているために,地 域間でも同様の格差が生 じている(大 都市郊外では,自 治体の財政

力が弱いために,文 化 ・スポーツ活動を援助 ・促進することが困難 になっている)。 家庭

や地域による格差をな くし,す べての子どもが文化 ・スポーツ活動 に参加できるようにす

ること,従 来か ら問題 となっている1日 の授業時間が長い状態を改善す ることを 目的とし

て,政 府は学校週4日 制の見直 しを進めている。

1995年5月 に首相に就任 したジュペは,小 学校 における授業時間の編成の見直 しを行 う

方針を掲げてお り,1995年6月 に国民教育大臣のほか,地 域の文化 ・スポーツ活動を所管

す る青年 ・スポーツ大臣に対 して,こ の問題に取 り組むよ う指示 している。21J

従来か ら学校週4日 制の実施 に積極的な国民教育大 臣は,首 相の指示に対 してとくに 目

立 った動きを見せていないが,青 年 スポーツ ・大臣は小学校の授業時間の編成の改善に関

する実験を行 うことを,1995年10月 と1996年1月 の2度 にわたり発表 した。zz)実 験は,学

校週5日 制を前提 として,1週 間の うち少 な くとも3日 は午後に学校 内外でスポーツや文

化活動を行 う時間を設けること,ま た1日 の時間配分について午前中は主 にフランス語や

数学な どの教科,午 後は体育や芸術系の教科の授業を行うことなどを内容 と している。学

校生活 に多様な文化 ・スポーツ活動を取 り入れることで,日 頃 これ らの活動の機会 に恵 ま

れない子 どもたちにその機会を提供す ること,子 どもたちの修学 リズムを より適切な もの

とす ることを 目的 としている。実験校では学校週5日 制が前提とされているが,こ れは所

定の年間授業時間数を確保 しなが ら文化 ・スポーツ活動を行 うことは,学 校週4日 制の下

では不可能 との判断 に基づ くものである。実験に参加するのは全国約200の 市町村(パ リや

マルセイユなどの主要都市が含まれている)で あ り,各 市町村が実験校を決定する。文化

・ス0ツ 活動に要する経費は,子 ども1人 当た り年間約1,500フ ラン(約3万 円)が 見込

まれている。

このような試みは,す でに以前か ら東部の都市エ ピナルで実施 されてお り,首 相 もこれ

を先進的モデルと して評価 している。同市では,1989年 度か ら,貧 困層の多い地域の小学

校を中心に学校の授業時間の編成の見直 しを行 ってお り,子 どもたちが文化 ・スポーツ活

動に参加できるように してきた。対象の学校では,授 業は午前中のみ とし,午 後は子 ども

たちは地域の児童セ ンターやスポー ツセ ンター等で,ス ポーツ ・文化活動 を行 う。サ ッカ

ー,バ ドミン トン,ス ケー ト,ダ ンス,栽 培,手 芸,英 会話,地 理や理科の学習など,そ

の種類は多様である。指導員の手当て,学 校か ら各種施設への移動に要す る費用,道 具 ・

材料費など活動のための費用は市が負担 しており,子 どもたちは無料で参加 できる。23)

おわ りに

学校週4日 制は,1991年 の開始か らまだ数年 しか経過 してお らず,そ の評価は早計であ

ろう。学校週4日 制は,本 論でみたように,1日 の授業時 間が長い状態を改善 しようとす
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る当時の国民教育省の意向とはま った く無関係に,む しろその意向に反す る形で開始され

たものである。実際に,実 施校での実態か ら明 らかなように,学 校週4日 制は1日 の授業

時間が長い状態の改善には何 ら寄与 していない。 また,当 然必要 となる各種の条件の整備

が十分 になされないままに実施 されているのが実情である。 このよ うに学校週4日 制は多

くの問題をは らんでお り,し ば しば指摘 されているよ うに,子 どもの利益よ りも父母や教

員を含めた大人の利益を優先 させた制度との見方は否定できないよ うに思われ る。その点

で,最 近政府内部で学校週4日 制の見直 しが行われ るようにな ったのは,む しろ当然とみ

ることができよ う。ただ し,政 府内部で も国民教育省は学校週4日 制実施の積極姿勢を崩

していないことやこれまでの実施校の増加のペースか ら判断 して,学 校週4日 制実施校が

直 ちに減少す るとは考えに くい。

学校週5日 制を維持す るにせよ,学 校週4日 制を普及させるにせよ,そ の成否は地域 と

の協力関係を学校がいか に構築す るかにかか っているといえよう。学校週4日 制が父母や

教員の間で一定程度の支持を得ている中で,学 校週5日 制を維持 しよ うとする場合には,

父母 ・教員を納得させるだけの根拠を提示す ることが求め られる。最近青年 ・スポーツ省

などが打ち出 した文化 ・スポーツ活動の拡大は,お そ らくその根拠の一つ にな り得るであ

ろ うが,そ のような活動を成功 させ るためには,活 動を財政的に支える市町村や,活 動を

実際に担 う地域の人 々との協力関係の構築が必要である。一方,学 校週4日 制を普及 しよ

うとする場合 には,批 判されている休 日における子どもの指導体制の不備を補 うことが必

要不可欠であ り,や はり地域 との協力が必要となる。この ような意味で,学 校週4日 制の

試みは,地 域 との緊密な協力関係を構築するという課題を学校 に提起 しているとみること

ができよ う。

<注>

1)LeKondede1'Education

2)

3)

4)

1994.7-8,p.54.
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小学 校下 級 学年 の授 業 時間 は若 干少 な くな って いる。

この点 につ いて は,吉 田正 晴 「フラ ンスにお け る修 学 リズムの研 究 と学校 経 営の革 新」

『広 島大 学学 校教 育 学部 紀要 第10巻 』1987年,拙 稿 「フラ ンスに お ける学校 週5日

制 と教 育 課 程の 編成 」全 国市 町村 教育 委員 会連 合会 『時報市 町村 教委 』平 成6年5月
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19)YEN,op.cit,p,21.

20)こ の よ う な 活 動 の 一 つ は,

か ら 実 施 し て い る も の で 「学 校 外 教 育 活 動 」

Lasemainede4fours

国民 教育 省が 社会 連帯 省 との共 同事 業 と して1980年 代 初 め

(activiteseducativesperiscolaires,

AEPS)と 呼ば れ る活動 で ある。1982年 の発足 当初 は移 民 の子 弟を対 象 に,彼 らが フラ

ンス社 会 で直 面す る諸 問題 の解 決を援 助す る ことを 目的 と して い た。1984年 か らは,

学業 困難 に陥 って いる フ ラ ンス 人の子 ど もを も対 象 に加 え,彼 らが 学業 困難 を克服 で

きる よ う指導 を行 うこと,そ れ を通 じて 学校 や勉 強 に対す る関 心 と意欲 を高 め る こと

な どを も 目的 と してい る。 また,親 が 勉 強を み られな い家庭 の 子 ど もにつ いて は,学

校 で 出 され る宿 題 の援助 を行 う こと も 目的の一 っ に加 えて い る。(BO.1984.9.6,

p.2910-2916.)

21)LeKondede1'Education,juillet-aout1995,p.8.

22)LeMonde,3-4septembre1995,60ctobre1995.26janvier1996.

23)LeKondede1'Education,avril1994,p.22-23.
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第三回総会研究発表(口 頭) 於:国 立教育研究所7月26日

ドイツにおける学校の開放と異文化間教育

天野正治

はじめに

本報告では、これまで報告者が発表 して きた二点の研究成果 と、一点の新 しい資料

に基づ き、 ドイツにおける学校の開放 と異文化間教育について言及 してゆ くこととす

る。

1.西 ドイッの教育改革を探る旅か らi)

は じめに、10年 ほと前 の西 ドイツにおける内的学校改革の模索について論ずる。

1.現 地調査で意図したこと一80年代半ばの教育状況一

1985年 の1月26日 か ら2月19日 まで、私は ドイツ連邦共和国(西 ドイッ)に おもむ

いて、教育改革の発展状況について調査 した。その際、各州の多様 な発展の様 子を把

握することに力点をおいた。それは、教育に関する大幅な権限が各州に委ねられてい

るこの国の場合、全部で11あ る州について、その各州 レベルの教育動向をみることが

不可欠であるという理由に加えて、当時この国では連邦政府の教育政策上のイニシァ

チブが弱まり、各州 ごとの独自の取 り組みがいっそう強まってきているとい う事情が

あるためであった。

1960年 代半ばか ら1970年 代半ばにかけての西 ドイツは、この国の人々が幾分自嘲的

にそう名付 けている 「教育改革の多幸症期」 と呼ばれる時代を経験 し、教育制度の著

しい量的拡充が行われるとともに、 「民主化」 「効率化」 といったスローガンの下

に、抜本的 ・構造的 な制度改革が志向された。

だが、この大 きな高まりをみせた教育改革への熱意 も、その間に生 じた経済発展の

行 き詰まりや、教育の急激な量的拡大 に伴 って生 じた種々の困難iのためにしだいに冷

却化 し、今や一種の幻滅感 と悲観主義が人々の問で支配的になっているといわれる。

それが果たして事実であるのか どうか。事実であるとすれば、今 この国の教育改革の

試みはいかなる方向に向けられているのか。私の関心 はこのような点にあった。

2.構 造的改革から内的改革へ 一 ドイッ国際教育研究所にて一

最初の訪問先フランクルフル ト・アム ・マイン市の ドイツ国際教育研究所で、旧知

のヴォルフガング ・ミッター教授が語って くれたことは、この国の教育政策的状況を

きわめて的確に総括 していた。その要点は次のようである。

連邦政府のイニシアチブは今著 しく弱 まってお り、全国的な教育問題の審議機

関としての ドイツ教育審議会はすでに解散 し、連邦と各州が協力 して教育計画の

策定を行 う連邦諸州教育計画研究助成委員会 もかつての力 を失っている。現在の
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連邦政府与党、キリス ト教民主 ・同社会同盟((:DU・csu)は 州 レベルの活動 を

重視 している。今や教育制度の構造的改革は休止状態 に入っている。どの州でも

三分岐型の学校制度が維持 されてお り、総合制学校は足踏み状態である。

教育改革の多幸症の時代は去 った。教育制度の大規模な改革は、今論議の大 き

なテーマとはなっていない。だが、この一種の 「醒いざめJ状 態は、決 して悲観

主義を意味しない。む しろ人々は、 「現実的」 になったというべ きであろう。か

つてのように楽天的でなくなり、改革に伴 う困難な諸問題に注意を向けるように

なった。他面、具体的な問題への関心、教育研究への関心は高 まっている。

3.教 育制度の 「内的改革」の諸相

(1)90年 代 を望んでの教育課題

この調査旅行において、訪問先での話 し合いを重ねるうちに、私は 「内的改革」へ

の動きが とみに活発化 していることを強 く印象づけられた。社民党政権下のノル トラ

イン ・ヴェス トファーレン州文部省 を州都デュッセル ドルフに訪ねたとき、審議官の

ブロックマイアー氏が、次のように語って くれた。

90年 代を望んで三つの課題が考えられる。第1は 、今生徒数の減少が生 じてお

り、これを機に、学校が一人一人の生徒にあった教育 をなしうるように、学校の

条件整備 を進めることである。第2は 、経済をいっそう発展 させるために、教育

内容 として何が大切かを考 えることである。第3は 、青少年が 自主的な進路選 択

を行いうるように、適切な援助 と動機 づけを行 うことである。

この州では10年制の普通教育学校就学義務 を実現 した。中等教育の上級段階を

3年 、職業訓練 期間を3年 とする 「上級3年 」の方針は堅持する。大学側が入試

を行 うのではなく、学校側が与える資格が大学入試資格になるというや り方 も不

変である。普通教育 と職業教育の等価性 を確立 し、両者 を近づけてい く努力 も従

来通 り行 う。総合制学校 と三分岐型とを並存 させてい く。

今後変更が予想 されるのは、教育内容の分野、および学校の内的形成の部分で

ある。子 どもの行動様式の望 ましい変化 をもたらす ような学校のあ り方が問われ

るであろう。現在、学校 をもっと自由にしようという動 きがみられる。

(2)子 どもの体験的世界を大切に

初等教育の担当官シュ トルツヴィーガン ト女史は、子 どもの体験的世界が もっと大

切にされなければならない として、次のように語って くれた。

かつて国民学校 に合科教授の形で存在 していた郷土科(Heゴmatkunde)は 、

「郷土に根ざす教育」(volkstiunl.icheE:rziehmg)の 理論によって基礎づけ

られていた。これに対 して、 ドイッ教育審議会教育委員会の 『教育制度 に関す る

構造計画』(1970年)は 、全ての学校段階における教育が、科学によって基礎 づ

けられていなければならない とした。このような考え方か ら、社会科、理科、家

庭科、交通教育、性教育などを統合 した事実教授(Sachunterricht)が 、基礎

学校の新 しい統合的教科 として登場 した。無論そこにも、 「郷土性」重視、子 ど

もの 「体験世界」重視の思想は含 まれている。だが、そこでは科学性や客観性 と
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いう点にウエイ トがおかれ、 こどもの体験 的世界が十分に尊重 されず、知識の注

入に偏するきらいがあった。そこで、1984年 に出された薪 しい学習指導要領は、

この事実教授 をより強 く子 どもが実際に生活 している世界、彼 ら自身の経験に関

連づけようとしている。

(3)個 性的な学校づ くりへの励 まし

シュ トルッヴィーガン ト女史は、私に一冊の書物を くれた。それは、 『学校生活の

形成に関する実践例』と題 されてお り、州文部省が1984年 に発行 した ものであった。

そ して、写真入 りで六年制の中等学校である基幹学校において、各学校が どの ような

ユニークな活動を展開しているかを簡潔に紹介 しているのであった。その序文をシュ

ヴィアー文相が次のように書いている。

学校は少年少女を単に修了や資格へ導 くだけの ものではあ りません。それは生

徒たちにとって、まさに生活の場であ り、他人 との、またさまざまな外の社会 と

の出会の場 なのです。学校生活は授業において、また授業以外の種々の催 しを通

じて展開されていますが、特に後者が、各学校の雰囲気 を強 く特徴づけてお りま

す。そして、この州の基幹学校の学校生活は、人々が考えている以上に多彩で生

き生 きとしています。教師たちは、その教育的課題を遂行するために積極的に取

り組み、想像力を働かせ、時間を惜 しみな く投入 しています。この書物は、学校

の雰囲気 をよくすることに貢献 した各学校の一連の活動 を紹介 したものであ りま

すが、それが他の学校に対 しても刺激 を与 え、緊張 を和 らげ、そして、そのこと

によって学習をいっそう効果的にする雰囲気 をつ くりだすためのよき参考 となる

ことを願って、ここに刊行するしだいであります。

さて、この本に紹介 された多 くの事例のうち、ここでは、外国人労働者子弟の教育

に大 きな力 を注いでいる学校の例 を紹介することにしよう。西 ドイツには、外国人労

働者 とその子弟が463万 人(1981年)も 居庄し、全人口に占める割合が7.5%に も達 し

ている。経済状況が悪化 し、失業が増えるなかで、外国人労働者問題は大 きな社会問

題 となっている。

さて、この書物に 「援助活動」 として紹介 されているのは、ケルンの基幹学校ハル

トゲンブッシェル ・キルヒヴェーク校の外 国人生徒 に対する助力である。以下にそれ

を紹介 しよう。

この学校の生徒のほぼ半分は トルコ人である。 ここでは単に トルコ人生徒 とそ

の親たちに助力するだけでなく、 「共 に生 きること」が学校生活 を規定する要素

となっている。外国姓 徒60人 につ き一人の追加教員がさしむけられてお り、彼

らは外国姓 徒に対す る促進活動に従事 している。クラスの仲間たちに早 くとけ

こむための一定科 目における統合授業(ド イツ人の生徒 といっしょの授業)、 共

同プロジェク ト、それに トルコ人生徒の家庭訪問などが教師の仕事 となる。 さら

に トルコ語の授業が特別に設けられている。 ドイツ語の力の不十分な トルコ姓

徒、とりわけ中途入学者のための ドイツ語 コースは、各120時 間のものが2な い

し3コ ース設けられている。これらのコースは、 ドイツ ・トルコ協会 との協力で

運営され、ケルン市あるいはマインッ市の言語協会が資金を出している。授業は
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ドイッ人教員によって行われる。

毎週3日 ない し4日 間、午後の時問に、各10人 の トルコ人生徒6グ ループが作

業グループ 「外国人の子 ども」の世話 を受ける。国語 と算数の補習、宿題の手伝

い、そして遊びも行われる。グループは一部は学校の教師によって、一部はボラ

ンティアの教育エキスパー トによって指導 され、費用はケルン市が負担 してい

る。

学校はケルン市教育相談本部、学校心理相談所、 ドイッ ・トルコ協会相談部 と

緊密に協力 してお り、担任や校長は必要 に応 じて生徒 をこれ らの相談所に行かせ

る。毎年1、2回 大 きな遠足 と祭 りが行わ払 これには全生徒 とその家族、知人

が参加するが、折にふれてケルン市長 も加 わっている。

週末には、 トルコ人の両親や家族のための両親ゼ ミナールが行 われる。お茶 と

お菓子がサービス され、校長、 ドイッ人 とトルコ人の教師、それに トルコ人父母

が、円陣をつ くりアットホームな感 じで、両国の学校制度の違いなどについて話

し合 う。その後で、個々の家族 とのつっこんだ話 し合い も行われる。

(4)教 師 ・生徒 ・親が共 に形成する学校生活

企業 における共同決定、大学における構成員の共同の意思決定にみ られるように、

参加の民主主義をお し進めている西 ドイッであるが、学校運営 とて もその例外ではな

い。シュ トルツヴィーガント女史の後をうけて、 トレーン ドレ氏がそのことについて

次のように語って くれた。

ドイツの学校は伝統的に中央集権的に管理 され、管理主義が支配 していた。そ

れを地域や社会に対 してもっと開かれた ものとすること、乏 しかった学校への親

の関与を強めることが 目標 となった。1977年 にノル トライン ・ヴェス トファー レ

ン州では 「学校協力法」が制定されたが、それによると、学校の議会に当たるも

のとして学校会議があ り、そのメンバーの2分 の1を 教師が、他の2分 の1を 親

と生徒の代表者が占めている(た だ し、ノJ・学校 に当る基礎学校の場合は生徒 に代

表権がない)。 校長は議長 として、三者から等距離の位置に立つ。学校会議は予

算や学校祭、教科書 などに関連 して決議 を行 った り、校長の任命に際 して推薦 を

行った りする。

(5)教 師の 「教育的自由」

キリス ト教社会同盟(CSU)の 統治するバイエルン州の州都 ミュンヘンで、州立学

校教育研究所 を訪れたとき、ハ ップ所長が次のようにのべていた。

今学校の大きな課題は、授業 を個別化することである。これまでわれわれは、

子 どもたちが知った り、できた りしなければならないことの最善の状態を 「教授

プラン」において示す努力 をしてきた。今後は、それ をめざして個々の子 ども

が、自分 自身の興味か ら、自己活動によって取 り組 むことがで きるように工夫 し

なければならない。ほかならぬこの一人の子 どもを最 もよくのばすにはどうした

らよいかを考 えなければならない。子 どもたちは、それぞれ異なった仕方で 自己

完成へと向かっ て進んでい くのだから。
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ハ ッフPT長のいう授業の個別化を進めてい くためにも、ブロックマイアー氏のいっ

ていた 「学校の個 性化」 を実現するためにも、教師の創意 とZ夫 、自申な教育活動が

不可欠である。その意味で、ミュンヘンの研究所で副所長のベルナー女史が寄贈 して

くれた同研究所発行の小冊子 『教育的自由の考え方について』は、重要な指針 になっ

ているという。 「私たちの州では、授業時間の20%が 教師の自由裁量によって、さま

ざまな教育活動(討 議 ・見学 ・遠足 など)に 使われています」 という女史の説明にも

興味を抱かされ、この小冊子を読んでみると、それはほぼ次の ような内容であった。

バイエルン州憲法第31条 には、 「学校は知識や技能 を媒介するだけでなく、心

と性格を形成する」 とのべ られている。 これは教育機関ならびにそこで働 く人々

の二重の課題、すなわち 「教授」 と 「教育」 を示 したものである。これ ら二重の

課題は、通常、授業のなかで同時に果たされる。 しか し最近では、授業における

認知的側面が強調されす ぎて、 「教育」の部分がおろそかになっている。

「教育」にとって必要なのは、 「時間」 「好機」 「教師のやる気」である。そ

して、教師に 「教育的自由」が保障 されていない と、教師は 「時間」 と 「好機」

を生かすことができず、また 「やる気」 を失ってしまう。現代学校においては、

この 「教育的自由」が 「科学化」 「評点化」 「画一化」 「計画化」 といった傾向

によって、著 しく制限 されている。学校 は 「成績中心」の教授機関(「 学習工

場」)と なり、 「喜び」 「自分でやること」 「回 り道」 「葛藤」 「探究」 といっ

た 「教育」に不可欠なものがないが しろにされている。

そこで、まず大事なことは、授業それ自体のなかで、教師の 「教育的自由」を

発揮することである。

授業は時間割、教授プラン、教科書などによって微細な点に至るまで計画され

つ くしているかにみえる。 しか し教師には、(1)教 授プランの目標 を実現する

ためのより小 さな目標や順序を定める、(2)教 授 プランに定められた目標や内

容の順序を定める、(3)幾 分選 択の可能な内容 について自分の考えで選ぶ、

(4)自 分なりの方法で授業 を進める、(5)宿 題の範囲や様式を定めるといった

諸点における 「教授法上の決定の自由」が存:在している。これはさしあた り 「教

授 ・学習過程」の改善に役立つが、教師が これ らのことを教育への顧慮 において

行 うならば、授業 における教育的要素の復権につながってい く。そのため教師

は、 「教育 をはらんだ内容」 「心 と性格 を形成するような学習対象」を大切に

し、また、 「生徒 自身の活動 と協力」を促すような授業方法 を展開しなければな

らない。

教師はまた、すべての授業は一定程度において 「教育的」であることを自覚 し

ていることが必要である。すなわち、そこでは教師の人格がよくも悪 くも生徒に

影響 を与えている。教科が含む心情的要素が、生徒の価値形成に作用 して くる。

また、授業の進行のなかで、 「注意力」 「規律正 しさ」 「努力心」 といったもの

が要求されへ 育成される。教師はこれらのいわば自ら生 じる教育作用を意識 して

いなければならない。

!976年 、バイエルン州文部省は、授業時間の20%が 、教師の創意 と工夫に基づ

く 「自由裁量時間」 として使用 されるべ きことを決定 した。単なる 「教授機関」
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ではなく、広い意味の 「生活 ・経験空間」でもある学校においては、生徒同士

の、,また教師と生徒の間の 「自由な人間の出会い」が行われるのであ り、対話、

見学、遠足その他 さまざまな形でこの時間が自由に使われるとき、そのことがよ

りよく実現 される。

授業時間お よび自由裁量時間における 「教育的自由」 を成立せ しめる原理とし

て、以下のものが考えられる。(1)生 徒の興味への方向づけ、(2)教 師のひ

かえめさ、(3)教 科をこえた活動、(4)教 育における開放的姿勢、(a)生 徒

に身近な問題、 日々のできごと、テレビ放送や新聞報道 について話 し合 うなど

「現代への開放」(b)博 物館や歴史的遺物 を見学するなど 「歴史への開放」

(c)適 遥や遠足など 「郷土と自然への開放」(d)企 業の見学など 「労働の世界

への開放」(e)「 芸術や音楽、祭や行事への開放」(f)「 同胞や隣人 を助ける

こと、また倫理的問題への開放」 ㎏)「 読書への開放」(5)生 徒の活動する集

団形態の頻繁な変更(6)行 為 を通 しての学習(7)試 験からの自由。

われわれは上述のような試みにより、学校における自由な教育的行為 を強化

し、不必要な計画化、統一化 に歯止めをかけなければならない。だが、このこと

が実現 されるためには、ふ さわ しい雰囲気が学校 を支配 していなければならな

い。 とりわけ必要 なのは、教師たちの積極的な取 り組みの姿勢であ り、行政当

局、校長、親などすべての関係者のそれに対す る理解である。

IIド イツの異文化間教育 一1993年10月 の現地調査か ら一

1.は じめに

報告者は、1993年 の10月17日 から10月31日 まで、 ドイツ連邦共和国におもむい

て、主 として教科書 をめ ぐる諸問題 について調査 したが、同時に、統一後の新加入地

域(旧 東 ドイツ)に おける教育改革動向、お よびこの国の異文化間教育の発展状況に

ついても、情報 と資料の入手に努めた。

本報告では、そのなかか ら、特 に異文化間教育(多 文化教育)の 発展状況 につい

て・各機関を訪問 した際の聴取事項 を中心に、若干の入手資料解説をも加 えて、報告

を行ないたい と思う。

報告者が ドイツの異文化間教育(多 文化教育)に 強い関心 を抱 く理由は、外国人生

徒の数が次第に増加 し、そのことへの適切な対応 を迫 られているわが国の学校教育に

とって、この面でのいわば先輩国である ドイッの状況が、多 くの示唆を与えて くれる

と考えるからである。 日本 もドイッも、本来移民(住)国 家ではなかった ものが、外

国人労働者や難民等の流入を契機として、 しだいに、異 なる文化的背景を有する人々

が共に生活する多文化社会の様相を強めるに至った。そ して、学校教育において も、

外国人生徒への対応 と同時に、自国の子 どもたちと外国の子 どもたちが共に学 び、共

に生 きてい くための条件づ くりが、重要かつ緊急の 課題として自覚 されるようになっ

たのである。

2.フ ランクフル ト市多文化局 を訪ねて
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先年、東京の ドイツ文化センターで、外国人労働者の問題 についてのシンポジウム

が開かれた。その時の討論参加者の一人が、フランクフル ト市多文化局の局長ダニエ

ル ・コーンバンディット氏であった。かつて60年 代末の学生反乱の時、カルチェ ・ラ

タンで戦う学生たちの先頭 に立ったあの赤毛のダニーの現在である。報告者 は、この

ような役所が存在すること自体にも、また、その活動内容 について も大いなる関心 を

抱 き、1993年10月18日(月)午 後、フランクフル ト市内の同局を訪れた。局長は不在

であったが、彼を補佐 し、この役所の業務の実際上の運営責任者であるロジ ・ヴォル

フアルマナスレー女史が応対 して くれた。以下は、女史の談話の要点である。

・外国人政策は、この4年 間に随分改善 された。多 くの外国人が 自分たちの問題

に関心 を向けるようになり、また、外国人問題に関連 を有する機関や人々のネット

ワークが形成 された。この役所 は、仲介者、コミュニケーシ ョン媒介者の役割を果た

している。この市には、実に多様な文化的背景 を有する人々が生活 してお り、それら

の人々の間の交流や議論が活発になるようにすることが必 要である。

・フランクフル ト市には、全部で16の 地区があ り、そこには地区議会が置かれて

いる。外国人には選挙権が与えられていないが、彼 らの問題 を代弁する独 自の機関と

して、地域外国人代表機関というものが置かれている。外国人としては、 トルコ人、

ユーゴスラビア人(旧)、 イタリア人、スペイン人、ギリシャ人、イラン人、アフガ

ニスタン人、モロッコ人等々、多数の国籍の人々がおり、彼 らの社会的背景 もまた同

様である。
・この役所が対象 としている人々は、単に移住者や外国人だけでな く、全フラン

クフル ト市民である。ここは決 して外国人のロビーではない。 この市の多文化社会そ

のものが ターゲ ットなのである。ここに住む人々が何らかの意味での疎外 を感 じるこ

とがないよう、わた したちは努力 している。隔離や遮断ではなく、文化化

(Akulturation)の プロセスを助けることが大切である。 どこかに欠けているもの

がないか、どこかで差別が行われていないか、それを見張っていかなければならな

い。 ドイツは今や、事実 として移住国となっている。その ドイツをめざす人々、この

市へやって くる人々を、社会 として、市 として受け入れることが必要である。受け入

れの具体策 としては、とりわけ、(1)参 加の可能性を与 えること。、(2)差 別が

行われない ようにすること、が考えられる。差別の存在 に気付かせた り、人々の間の

コミュニケーションをはかった り、色々な機会や可能性を仲介 した りすることに、私

たちは全力 を注いでいる。そ して、警察 とも、学校 とも、その他 どことでも、いっで

も話 し合 う用意がある。
・フランクフル ト市の学校 について言えば、まだ多 くの学校が多文化的状況に十

分な注意をはらっていない。私たちは学校へ出かけて行って、遊びを通 して異文化間

コミュニケーションをはかるといったことを指導 している。 この国にはまだ、 「南の

人間の行動は云々 … 」 といった表現で、異なる行動様式 を有する人々を片隅へ追

いやる傾向が強い。社会の意識が、そして学校が変わるためにはまだまだ時間がかか

る。

ヴォルフアルマナス レー女史は、このように話 して くれた後で、多文化局か ら刊行

されている 『多文化局の2年 半の活動』(ZweieinhalbJah【eMitt
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MultikulturelleAngelegenheiten)と 題する冊子 を寄贈 して くれた。ここでは、

同書の 「皿 よりよき共生のための諸措置」の部分から、示唆的な次の一文を引用 して

お くことにしよう。

「多文化的な学校の日々は一教 師たちがいかなる出自の者であろうとすべての生徒

たちを正当に評価 しようとするならばL学 校が変わることを要求する。学校生活と授

業は、学校が効果的であろうとするならば、子 どもや青少年の異なる文化的お よび言

語的諸前提に適合 させ られなければならない。そのことは、学校組織か らカリキュラ

ム開発、そして教師の養成や継続教育にまで及ぶのである。」

3.ヘ ッセン州文部省にて

ヘッセン州の州都 はヴィースバーデンにあ り、州政府諸官庁はここに居 を有 してい

る。私は、10月19日(火)午 後、ここのヘ ッセン州文部省 を訪れ、多文化教育担当官

のユンクブルー ト氏か ら、外国人子女教育について話 を聞いた。以下にその要 旨を紹

介することにしよう。
・50年代の終わ りから60年代の初めにかけて、当時の西 ドイツでは労働力不足が

生 じ、連邦政府はこの時期、文化協定の枠内での募集協定を、イタリア、スペイン、

ポル トガル、ギリシャ、ユーゴスラビア(当 時)、 トルコ、モロッコ、韓国といった

諸国と結んだ。当時は比較的若い労働者がやってきて、一定の期間が経 つと帰国し

た。そのため、移住 とい う現象はまだ見 られなかった。

・ところで、上記のいわゆる客人労働者(Gastarbei㎏r)は 、帰国後、再び ド

イツへやって きた。その際、家族をつれて くるものも多 くなった。今ではこの人たち

の第三世代が ドイッの学校に通 うようになっている。これらの人々は土着の ドイツ人

ではないが、まさに ドイツで生活 している人々である。 ドイツは公式には移住国家で

はないが、事実としてそうなっている。そ して、われわれの法体系が、この発展に対

応 して変化する.,[/要が生 じている。

・上記の ような移住者の子 どもたちに対 して、今や母国に帰国したときのためで

な く、将来もこの国にとどまり続けることを想定 した上での教育が必要 となってい

る。編入(Eingliederung)と 統合(エntegration)が 課題 となっている。彼 らは人

生の将来展望をこの国に置いているのである。そこでまず努力すべ きは、移住者の子

どもたちを、 ドイッ語がわかるように、そ して授業に困難な くついていけるようにす

ることである。 また、彼 らの能力 に見合 った学:交に行けるようにすることである。こ

の国の教育機会は、 ドイツ人の子 どもたちだけでな く、すべての子 どもに対 して開か

れているからである。次に考えられるべ きは、移住者の文化的伝統の保護 ・育成であ

る。たとえば、若い トルコ人の場合、彼 らがすでに ドイツ国籍 を有 していたとして

も、彼 らの親類縁 者は母国 トルコにいる。彼 らのアイデンティティの一部は、そこに

根 ざしていると考えられる。彼 らはそのルーッを トルコに有する者 として、ここ ドイ

ッで自らのアイデンティティを確立 しようとしているのである0こ のような人たち

に、母語や母文化について教えることは、不可欠の事柄である。

・近年外国から ドイツへ帰って来る人々、いわゆるアウスジー ドラー

(Aussiedler)が 増えている。この人々は本来 ドイツ人で、 ドイツ語 とドイツ文化を
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保有 していたのだが、100年 来、他の文化圏(旧 ソビエ ト連邦や東欧諸国)に 住んで

いた人々である。初めの頃の ドイツへ帰って きたアウスジ」 ドラーは、それでも ドイ

ッ語が話せたが、最近のアウスジー ドラー、特にアジア地域か ら帰って きた人たち

は、 ドイッ語の話せない人々が多い。 したがって、この人たちには、まず もって識字

教育が必要 とされる。さらに、亡命者(難 民)は 、帰るべ き家、戻るべ き国をもたな

い。このように、今、外 国人 とこの国で呼ばれた り、イメージされた りしている人々

は、幾つかのグループに分かれているのであ り、そのことに対応 して、教育的課題 も

また、非常に多様1生を帯びてきているのである。

4.ノ ル トライ ン ・ヴェス トフ ァー レン州文部省 にて

フランクフル トか ら汽車で ライ ン河ぞい に北 に向かい、 ノル トライ ン ・ヴェス トフ

ァー レン州の州都 デュ ッセ ル ドルフに報 吉者 が到着 したのは、10月20日(水)午 前 で

あった。そ して、そ の 日の午後、直 ちに同州文部省 を訪れたのであ るが 、多文化教育

担 当のウルス ラ ・レッケブ ッシュ女 史が 、大要次 の ように語 って くれた。

・外 国人労働 者と してや って きた人々の子弟 の場合、 この国で生 まれヘ ドイ ッ人

の なかで育 った。 この国の学校 の通常 の学級 に入 り、 ドイツ人の子 どもとい っ しょに

教 育 されている。彼 らは、 ドイツ人の子 どもと同 じく、すべての教 育可能 性を有 して

お り、あ らゆる種類の学校 を訪れてい る。加 えて、彼 らは母語(MUtt矧rsprache)の

授業 を受 けて きた。 これは彼 らの固有 のアイデ ンテ ィテ ィを発展 させ るためである。

この州で教 授対 象 となっている母語 には、ユ ーゴス ラビア語 、 トル コ語 、スペイ ン

語 、イ タリア語、セル ビア語 、 クロアチア語、 ポル トガル語 、 ロシア語 、韓 国語 、ア

ラビア語 の10の 言語が見 られ る。母語 のための学習指導要領が作 られ、生徒 たちの母

国か ら教師 を呼 び寄せ、 ここで継続 教育 を施 して教壇 に立 たせてい る。

・この国では、現在 、他文化 に対す るよ り大 きな受容 の姿勢が見 られ る ようにな

ってい る。異 なる文化 を有す る人 々 と共 に生 きること、他文化 をわれわれ の国に取 り

入 れるこ とを、 よ りポジティブに考 える ようになってい る。 また、いわゆる異文化間

教育(interkulturelleErziehung)の 多 くのプロジェク トが開発 されている。基

礎 学校(Gnuidschule)で は、かつ ては外 国語 は教 え られ なか ったが、今 では 「言葉

との出会 い」 といったス ロー ガンの もとに、子 どもた ちを他 の言 語 にセ ンシテ ィブに

す るこ とが重要視 され は じめてい る。

・異文化 間教育 に関連 して は、ゾース トの州立教育研 究所 とともに、地域 外国人

子女助成機 関(RegionaleA:rbeitsstelleTarForde:【ungauslandischer

KinderandJugendlicher,)を 訪 れるこ とを勧 めたい。そ こでは、外 国人 の親 に対

する相談活動、学 校や学校外 で行 われてい る外 国人子女 に対す る種 々の活動(例 、補

習授業)の 調 整等が行 われている。 これ は市 町村の機 関であ るが、州の文部省、労働

省 、社会省等 も後援 してお り、州 か らの財政援助 も行 われてい る。 ノル トライ ン ・ヴ

ェス トファー レン州の場合 、全部 で17箇 所 に設置 されてい る。層

5デ ュッセル ドルフの基礎 学校 を訪ねて

外国人子女の教育について、教育現場でどのような取 り組みがなされているかを見
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聞するために、報告者 は10月21日(木)午 前、デュッセル ドルフ市のローラン ト通

り、40番 地にある共同基礎学校(G飢e血sch証tsgnmd記h血e)を 訪れた。報告者 を

親切に迎え入れ、学校の活動についての懇切な説明に加えて、幾つかの学級へ と案内

し、授業の様 子をつぶさに見せて くれた校長のファン ・デ ・ザン ト女史の説明の要点

を、以下に紹介 しよう。

・この学校の生徒数は300人 で、その内78人 が外国人である。国籍は トルコ、モ

ロッコ、スペイン、イタリア、ユーゴスラビア(旧) 、ロシア、アメリカ、タイ、イ

スラエル と多様であるが、 トルコ人生徒が最 も多 く、24人 を数える。

・中途か ら入って くる外国人の子 どもは、当然なが らドイッ語ができない。そう

いう子 どもたちを特設学級 に入れ、3～4週 間にわた り、 ドイツ語 を中心 とした授業

を行なう。そ してできるだけ早 く、年令相応の普通学級に編入する。同時に、特設学

級での促進授業 も続行する。子 どもたちは、通常、半年か4分 の3年 で 日常会話をマ

スターするが、2年 間は、 この平行学級(parareユ:Udasse)に 留 まるのが普通であ

る。

・この学校では、 「異文化間教育プロジェク ト週間」 というものを設け、外国の

文化、すなわち、その国の生活様式、学校生活、食習慣 などについての展示会を催 し

た りしている。

・ドイツ人の子 どもと外国人の子 どもとの問には、 トラブルは見 られない。 ドイ

ッ人の子 どもたちは、外国人の子 どもたちのことを、外国人 として意識 していない。

子 どもたちはいつもいっしょに遊んでお り、例えば、 「外 国人が ここに何人いるか」

と聞いて も答えられないことが多い。 このように、外 国人の子 どもたちは、 自然に受

け入れ られている。ただ、上級学校の場合、事情は異なるであろう。

・トルコ人の女性教師が、毎週2時 間、 トルコ人に対 して トルコ語 を教えてい

る。 これは 「トルコ語の母語補完授業」 と名付けられている。

・ここの子 どもたちは、肌の色の違 う子 どもに対 してもなんら違和感 を持たず、

全 く自然に対応 している。外国人の子 どもの言語上、行動上の困難 に対 しては、助け

ようとするし、暴力沙汰はまった くといってよいほど見 られない。む しろ、外国人に

対 して距離 を置 く傾向は、親の場合 に顕著である。このことへめ対応策 としては、多

くの共同の活動、例 えば、学級や学校の祝祭 を ドイッ人の親 と外国人の親 とがいっし

ょに運営 した り、エスニ ック料理 を皆で作 った り、親のイニシアチブで宿題の面倒 を

みるといったことを行っている。親の考 え方や態度が子 どもたちに大 きな影響 を及ぼ

すと考えられるので、親たちが共 に語 り合 う機会を設けることが大切である。この学

校の場合、学級によって も異なるが、両親の夕べ(Elternabend)に 親たちは大体 に

おいてよく出席 して くれる。特に外国人の親たちは、学校の事柄 によく協力 して く

れ、学校に興味 を示 さない親はむ しろ ドイッ人の方に多 く見受けられる。

皿 フランクフル ト・アム ・マイン市および学校開発研究所(編):rフ ランクフル

ト・アム ・マインにおける学校の開放 と異文化間教育』1993年 からの抜粋 ・要約3)

学校 と地域社会の連携は、今のままでは無理であるというのが、報告者の強調 した
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い点である。学校は開かれていかねばならない。それは異文化間教育において も言え

る。 「学校の開放」 とい う鍵概念 について、上記の書物から抜粋 ・要約する。

学校の開放

生徒の生活世界(Lebenswelt)へ の学校の開放と、学校外のパー トナーとの協力

は、学校が目下、子 どもや青少年の変化 した生活条件への答 を見出すべ く試みてい

る、さまざまな学校教育上の計画の共通の構成要素である。

生徒の直接的な経験 ・体験関連への学校の開放によって、学校 と授業は青少年にと

って、再びより多 くの重要性 と意味付けを獲得すべ きである。

学校の開放(6ffnungVQnSchule)は 、すべての本質的な領域、 したがって、授

業内容、方法、組織 形態、建物や学校生活の形成における、学校の変化をめざすので

ある。だが多 くの学校は、学校の開放 を、そのことをこえて、学校の周辺地域の学習

と生活の質の改善のための貢献 として理解 している。

学校の開放は、かくて、常に互いに関連 しあっている2つ の次元 を有する。すなわ

ち、一面における授業内容、授業組織、お よび学校生活の変更(「 内への開放」
"Off

nungeach㎞")と 、 他面における他の諸機関 との協力、学校外のパー ト

ナーとの協力、および公共の利益への積極的関与(「 外への開放」"Offnungnach

aul3e㎡')で ある。

内への開放、すなわち、学習内容および学習組織の変更に際 しては、行動に方向付

けられた授業および 「実践的学習」("pra】ctischesLernen")の 構想が中心に位

置する。学校の 「内的改革」("iuuiereRefom")と 呼ばれるこれらの構想の特徴

は、教科や主題を横断 したプロジェク トが形成され、学習のプロセスにおいてさまざ

まな活動 ・作業形態が結合 され、学習ができるだけ全体的に形成されることである。

授業内容は、常に、生徒の生活現実に対す るできるだけ緊密な関連を有するべ きであ

る。そ して、学校を取 り巻 く世界や生徒たちの経験世界か ら生活実践的な諸問題 を取

り上げることは、必然的に、同じ問題領域 に関わっている学校外の諸機関、諸団体、

あるいは種々のイニシアチブとの協力へ と導 くことになる。

テユービンゲンの教育改革アカデミー(AkademiefurBil(㎞gsエefo:m)の プロ

ジェク ト・グループ 「実践的学習」は、生活近接的学校の立場に対応する授業実践の

諸例を集めて分析 した結果、次の5つ の行動分野でプロジェク トが行われていること

が明 らかとなった。①芸術、音楽、演劇、造形 ②手工業、労働、製作、生産 ③エ

コロジー、学校園、農業、林業 ④社会福 祉的助力、異文化間学習 ⑤探索、探求、

歴史。

上述のような授業プロジェク トを学校の全体的構想の一環 として展開するととも

に、学校生活や授業の変更 と、学校を取 り巻 く世界への意識的接近 とを結合すること

を試みている学校は、 「地域学校」("Stadtteilschuユe")、 「公共的学校」("

伽 ㎞esenQrientierteSchule")な どと呼ばれている。そこでは、アメリカ合

衆国や英国にみられるような諸構想がモデルとなっている。両国の 「コミュニティ ・

スクール」("㏄munityschools")の 特色の一つは、一つの屋根の下で、地域の

すべての住民 グループのための提 供を行 っている学校が、教育センター、文化セン
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ター、そして出会いのセンターのコンビネーシ ョンへ と発展 したということである。

また、コ ミュニティー ・スクールは、社会的見地か らして問題の多い地域 に設けら

れ、当初か ら不利な立場におかれている地域の人々の生活条件を改善するという関心

と結びついていた。 ドイツ連邦共和国で も、 さしあた り、 とりわけ問題を抱えた地域

にある学校が、公共的見地に基づ く諸構想を追求することを始めた。無論その間に、

学校の開放および学校外のパー トナーとの協力は、すべての学校形態の学校に対 して

新 しいパースペクティブを開く、包括 的な学校改革構想 として認め られるに至った。そ

して、多 くの州の文部省が、その ような構想 を支援 している。 とりわけ、ノル トライ

ン ・ヴェス トファーレン州では、文部省 自身が、 「学校生活の形成 と学校の開放」

("Gestコ ユtongcuesSchullebensundOffnungvonSchule")と 題された、十

分 に練 り上げられた構想 を、1988年 に提示 している。

学校の開放に関する構想 とその枠内で行われている活動は多様であ り、学校の一部

は、 「地域学校」 として、公共に方向付けられた行動計画 を展開 しているのに対 し、

他の学校は、 より強 く 「内部への開放」 をうたい、 まずもって授業内容および授業組

織の改革を目指 している。だがこういった相違にもかかわらず、学校の開放の本質的

な要素 として、次の ようなメルクマールが考えられる。①学校外の教育の場の訪問、

②学校外の専門家の引 き入れ、③地域や公共に方向付けられた授業内容、④校舎や校

庭の多面的利用、⑤学校外のパー トナーとの協力、⑥地域 の文化 ・余暇活動 への参

加、⑦地域の住民のための学校 の開放。

※ 学校の開放 と異文化問教育の関連の部分については、報告時間の制約のため、紹

介することができなかったことをお断 りしてお きたい。

参 考 ・引 用 文 献

1)天 野 正 治 『日本 と ドイ ッ 教 育 の 国際 化 』 到lI大 学 出版 部 、1993年 。

2)天 野 正 治 「ドイ ツの多 文 化 教 育 一1993年10月 の現 地 調査 か ら一」 『比 較 ・国際 教

育 』 第2号 、 筑 波大 学 比 較 ・国際 教 育 学 研 究 室 、1994年 。

3)天 野 正 治抜 粋 ・要 約 、 フ ラ ンク フル ト ・ア ム ・マ イ ン市 お よび学 校 開発 研 究 所

(編)『 フ ラ ン ク フル ト ・ア ム ・マ イ ンにお け る学 校 の 開放 と異 文 化 間教 育 』1993

年 。(Stadヒsc㎞lamヒderStadtF'Z'clllkfLiY't/M.,血stitutfiir

Schulentwicklungsforschung(Hrsg.)OffnungwnSchuleand

工nterkulturelleErziehunginFI'3111CfliL'tamMain,Fd:)ruar1993 .)
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ドイ ツ に お け る 全 日 学 校 の 現 状 と 課 題

木 戸 裕

1.は じめに

は じめに ドイツの教育情報誌であ る.,dpaDienstfurk'u!turpo〃trk"の 記事 を訳出 し

てみよ うi!。

「ブランデンブルク州 にまもな く86校 の全 日学校 一一一ブランデ ンブル ク州の全 日学校

の数 は1995/96学 年度 に8校 増加 し、86校 に達す る。 同州 の 中等 段 階1(第7学 年 ～10

学年)の 全生徒 の15%以 上 に相 当す る2万 人 を越 える生徒 が、全 日学校 に通学す ることに

なる。アンゲ リカ ・ペー ター文相(SPD,社 会民主党)に よれ ば、全 日学校は将来さ ら

に意味 を増す ことになる。全 日学校 は職業に従事す る親 をもつ家庭 にあって、その子 ども

の促進 を支 える。

目下の ところ同州 では、全 日学校 は中等段階1に しか置 かれていない。生徒 は全 日学校

で、週3な い し4日 間、授業の終 了後16時 までさまざまな提供 を選択す ることができ、そ

の結果学習教材 を深め、拡大す ることが可能 となる。加 えて生徒 たちは、青少年機関 との

共同作業のなかで、 また親 との共同作業 を通 して、開かれた余暇提供 を利用 し、たとえば

スポーツ、音楽あるいは芸術な どの課外活動に参加す ることができる。終 日の学校経営の

なかで生徒は暖かい昼食 を与 えられ る」 。

す でに昨年の中間資料集(1)で も紹介 したように2)、 ドイツでは半 日だけで授業が終

了す るいわゆる半 日学校(Halhtagsschule)が 一般 的で、午後 までカ リキュラムが組 まれ

ている全 日学校(Ganz七agsschule)の 数はあま り多 くない。 しか し社 会情勢の変化に対応

して、上 に訳 出 したように学校 にお ける生徒の全 日の世話(gan2七agigeBetreuung)が 求

め られるに至っている。以下本稿 においては、 ドイツにおけ る全 日学校 をめ ぐる現状 と課

題 について、資料の翻訳 を中心 にまとめてみたい3)。

II.全 日学校の発展状況

最初に、次 の事実 が忘れ てはな らな いとされ ている4)。 す なわ ち、 ドイツにお いては

「学校制度 の歴史的発展 は、全 日学校 か ら半 日学 校への道 をた どった」 とい うことであ

る。 「午前 と午後の全 日にわた り授業 を提供す る全 日学校 は、 ヨー ロッパでも北 アメ リカ

でも、国民学校制度お よび申等学校制度 における伝統的 な学校の形態である」が、 ドイツ

にお いては、 「1920年頃 に伝統的 な全 日学校 か ら半 日学校への移行が完 了 した」 。

さて今 日的意味 での全 日学校 が初めて登場 したのは、1950年 代であった とされている。

すなわち、 「1956年にフランクフル トとカ ッセルで、昼間保育学校(Tagesheimschule)5>

の形態 をとって設立 され、そのなかで全 日学校の理念 が採用 された。1969年 には全 日学校

はまだ19校 しか存在 しなかったが、その前年 の68年 に ドイツ教育審議会(Deu七scherBil-

dungsrat)が 実験プ ログラムを提唱す ることによって、全 日学校 は新 しい躍進 をとげるこ
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とになった」6}。 その後 「1971年か ら78年 の間に、34の 学校がモデル実験 に参加 し、70年

代の終わ り頃には約300校 にまで増設す ることが計画され たが、1980年 代 に入 ると全 日学

校 は、公の議論か ら消 えて しまった。… 全 日学校 というテーマは 〈深い眠 り〉(Dorn-

roschenschlaf)に 入 った。全 日学校 の設立 を促す何 の積極 的な イニシアティブもなけれ

ば、職業 に従事す る母親 は増加 しても、親の側か らの要請 もほ とんどなかった。全 日の世

話 という課題 は、公の事柄 ではな く、む しろ私的な事柄 と して把握 された。それは親の問

題であ り、学校の課題 ではなかった」7)。

その一方 で、 「州文部省は、特殊学校(Sonderschule)の 領域 で、優先 して全 日学校 を

設立 した(1988年 までに50倍 に増 えた)。 また総合制学校お よび危機にさ らされ た基幹学

校 にひとつの大 きな魅力 を与 えるために、 と りわ けノル トライン ・ヴェス トフ ァー レン州

を中心 にこれ らの学校 タイプの全 日学校化が進 め られた」8>。

こうしたなかで、近年 「全 日学校が再び脚光を浴びつつある」。同時に、 「全 日学校を

め ぐる論議 を見 ると、弁護者 と反対者 とが これほどはっき りしているテー マはない し、 こ

れほ どエモーシ ョナル に論 じられ るテーマもない。またこのテーマに はさまざまな判断、

偏見、意見、立場が交錯 している」9>の が現 状であ る。

皿.全 日学校の割合

それでは、全 日学校の普及状況は現在どの位に達 しているか。全日学校の数および全学

校数に占めるその割合は次のとお りである(表1を 参照)。

表1:全 学校数に占め る全 日学校の割合(1988/89年 度)10}

G OR HSRS GY IGSek-1

全学 校 数13,6081,1385,7282,5552,44241212,275

全日学校 127 44167141 193180 725

計

25,883

8521

% 4.93.92.95.57.943.75.9 3.3

凡 例G:基 礎 学 校(Grundschule),OR:オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 段 階(Orientierungsstufe>,

HS:基 幹 学 校(Haupt$chine),RSI実 科 学 校(RealSChUle) ,6Y:ギ ム ナ ジ ウ ム(Gymna-

SiUm),IG:統 合 型 総 合 制 学 校 くlntegr}ZfLdliesamtschule) ,Sek-1:中 等 殺 階1

(Sekundarstuie1)

この表か らわかるよ うに連邦全体 では3.3%の 学校が全 日学校 であ る。その 内訳は、初

等段階で約1%、 中等段 階1全 体 で5.9%と なっている。 このよ うに初等段階の普及率 は

きわめて低 いが、総合制学校 では、 その割合 は43.7%と 半数近 くに達す るなど、学校種類

間でのば らつきが大きいことがわかる。

次に表2は 、全 日学校等 で全 日の世話 を受 けている生徒数 を一覧表 に したものであ る。

この表 に示 され ているように、全 日学校 だけでな く学童保育(全 体で3,164か 所) 、ハイ

ムなどの諸施設 を含ん でも、 こうした世話 を受 けている者 は8.2%に す ぎない(全 日学校

だけで言 えば、5.4%と 約20人 に1人 となっている)。
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表2=全 生徒数 に占め る全 日学校あるいは終 日の世話 を受 けている生徒数の割合ii,

学校数(全 体)

①全日学校に通学する生徒数

同上の割合(%)

②学童保育を利用する生徒数

③ハイム等を利用する生徒数

生 徒 数 初 等 段 階

}

5,820,931

315,274

5.4

162,544

2,383,061

25,426

i.i

106,095

中等段階1

3,438,512

289,848

8.4

56,449

①+②+◎ の合計(%) 8.2 5.5 10.1

IV.全 日の世話 を必要 とする社会構造 の変化

次に、 こうした全 日学校あ るいは全 日の世話 が必要 とされる背 景について、 い くっか資

料 を訳出 してみよ う。そ こでは、 「質的にも量的にも、子 どもに対 し家庭お よび学校が行

っている世話を補完す る必然性が存在す る」 とされ ている12)。 まず図1を 見 ると、15歳

までのすべ ての子 どもの親 の約半数は、両親 とも働いているか、 あるいは片親家庭の子 ど

もであ ることがわかる。 またいわゆる 「離婚孤児」(Scheidungswaisen)(そ の親 が離婚 し

ている18歳 までの子 ども)は 、15%に 達 していると言われ ている13)。

図115歳 までの子 どもの親の状況

48,1

雛 灘51,9%

75%50%25%0%25%50%75%

國 共働きしていない両親に育てられている子ども

匿羅ヨ 共働きしている両親に育てられている子ども

⊂=]片 親(働 いていない)に 育てられている子ども

■ ■ 片親(働 いている)に 育てられている子ども

〔図 版出所]w'ittmann,Heimu七:GanztapioeBetreuung.in:%掬8㎎ 〆3c!'θ侮 〃.

Hef七6,1991,S.264.

そ のほ か、 か つ ての三 世 代 同居 型 の家 族 が 減少 し、加 え て今 日の 子 どもの約50%は 一 人

っ子 であ る。 た とえ ば一 人 っ子 に つ いて は、 次 の よ うに 言わ れ て いる 星4)。「一 人 っ子 は、

多数 の子 ども ・家 族(Mehr-Kinder-Familie)経 験 な しに 成長 す る。 一人 っ子 は、 そ うで な

い者 と比 較 して、 同年 齢 グル ー プの人 間 と交渉 す るなか で、社 会 認 識 的 な経験 をす る機 会

が は るか に少 ない 。ひ と りしか 子 ども をも たな い親 は、 そ の子 どもに 一面 的 に集 中 しが ち
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であ り、子 どもを強力に 自らに結び付け、 自分の願望を子 どもに投射す る危険に陥 りがち

である」0

また次の引用 にあ るよ うに、子 どもの生活空間が狭 くなっているだけでな く、家族関係

も不安定 なものとなっている。す なわち、 「子 どもたちは一方で、以前は閉 じられ た ドア

の背後で演 じられ た親 の葛藤を じかに体験 している。他方 で子 どもたちは、親の別居 とか

離婚が意味 しているところのものをます ます身近 に感 じるよ うになった。子 どもたちは、

最初の家庭、離婚家庭、片親家庭、第二の家庭の連続のなかで、苦痛、悲 しみ、不安、怒

り、当惑、憂欝 といった感情をもちなが ら悩み続 ける。彼 らが親の離婚 を決定 的なもの と

受 け止 め、その帰結 を 自分 な りに大方理解す るためには相 当の年数 を必要 とす る」is>。

さ らに次のようにも言われ ている16)。 「多 くの子 どもたちの経験領域 は、今 日の住宅環

境 を反映 して縮小 している。彼 らの余 暇はメディアによる強い影響を受 けている」。 した

がって、 「単 なる 〈世話の欠如〉 を除去す るだけに とどま らず、 しかるべ き教育的需要 を

充たす ことが重要 となって くる。子 どもたちが求め る遊び、緊張か らの解放、調整、気の

おけぬ交際、社会的 コンタク ト、 自己経験、創造的展開、基本 的信頼 の強化」などにどう

対応す るかとい うことが、今 日まさしく求め られ ている。

V.全 日の世話の さまざ まな形態 と全 日学校

それ では、全 日の世話のさまざまな形態 とその評価 につい て見 てゆ くことにす る。図2

は、保育所、幼稚園、全 日学校 などについて、親が どの程度その重要性 を認識 しているか

を示 したものである。

図2保 育所、幼稚園、全日学校等に対する親の評価

保育所

幼稚園

全日学校

学童保育

青少年集会場

余暇施設

32%

21%

46%

21%

12%

16ｰ/a

68%

79%

54%

1

79%

88%

i
84%

100%75%50%25%0%25%50%75%100%

囮 顛 ではない □ 鞭 である懸 非常に鞭 である

[図 版 出 所]Wittmann.Helmut:GanztaaiaeBetreuun;,ln:磁 珈3㎎'!3ご!'θwelf.

Heft6.1991,5.265.
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このように、他の施設と比較 して、全日学校については賛否が相半ばしている傾向を見

て取ることができよう。また図3は 、学校以外の場で行われている全 日の世話の形態を分

類 したものである。

図3学 校以外の場で行われている昼間の世話一一覧

子どもの年齢

0123456TS9101112131415

保育所 幼稚園 学童保育所

保育 マ マ(Tagesmu七ter)学 校 に設置 され た学 童 保育 所

昼間保護施設(Tagespflege)予 備学年(Vorklasse)

一

祖 父母 によ る世話 子 ども集 会場(Kindertreffs)

親のイニシアテ ィブ

(難:自 発的に組織化された親の団体)宿 題の世話

親 のため の託児所 子 ども電話相 談(Kindertelefon)

小 規 模 ク ラ ブ ・各 種 活 動 サ ー ク ル

(Miniclub/Spielkreis)一
親子グループー

青少 年集 会 場(jugend七reff)一昌 雷
青 少 年 ホ ー ム(Jubendheime)一睡 蟹

母親 セ ン ター ・家族 セ ン ター ・移動 遊戯 バ ス(MobilerSpielbus)一
子 どもの家(Kinderhaus)

子 どもの ための各 種 コー ス(Kinderkurse)一
[図 版 出 所]Wi七t.mann.Helmut:({an2七a;ibeBetreuunn.in:庵 ぬ8㎎13(shewelt。

Hef七6,1991,s.265,

な お 、 全 日 学 校 な い し 学 校 に お け る 全 日 の 世 話 の に つ い て 、 各 州 の 現 況 を ざ っ と 概 観 す

る と 次 の よ う に な る 且7)。
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「バイエル ンでは、 ドイツのほ とん どすべての州 とにお けると同様、授業の時間的枠組

みを越 えた保護的提供(be七reuendeAngeb・ 七e)が行われている。同 じようにバーデン ・ヴ

ュルテ ンベル ク、 ライ ンラン ト ・プフ ァル ツ、 ヘ ッセ ン等 の各州 では、 大体7時30分 か

ら始業時までと、授業終 了時か ら午後の一定の時間 まで、世話の時間 を設 けている(世 話

を施す基礎学校,be七reuendeGrundschule、 拡大 された半 日学校,erwei七er七eNalbtags-

schule)。 ニー ダーザ クセ ン州 は、1990/91年 以降、完全半 日学校(voileHalb七agschu-

1e)と しての基礎学校を ともなう、7っ の学校実験 を行 っている(付 加 的選択お よび余暇

の提供)。 ハ ンブル クでは、午後の早い時間まで教育 を行 うために、 いわゆ る 〈教育的昼

:食〉(padag◎gischesMi七 七ags七isch)の時間を計画 している。ベル リンとザール ランでは、

まだ数少 ない全 日学校の拡大 を計っている。 ノル トライン ・ヴ ェス トフ ァー レン州 では

1990/91年 度か ら 〈学校子 どもの家、 同 じ屋根 の もとの学校 と保育施設 〉(Grundschule

mi七Schulkindhaus-SchuleundHor七un七ereinemDach)の モデ ル実 験 が始 ま っ てい

る。このモデル実験 は4年 間継続 し、学校のキ ャパシテ ィーの利用 をとお して場所の提供

の同時的拡大 にあた り、保育施設 と学校の密接 な内容的一致 が 目指 されている」。

学校 にお ける生徒 の世話の形態について、さ らにも う少 し詳 しくその申身にしたがい分

類 してみることにす る。 「今 日では多様 で、新 しい、午前お よび午後の学校 における世話

の形態に直面 して、幅広い区分がなされ ている」18)か らである。基礎学校 におけるそれ

を列挙すると次のよ うになる19)。

① 近 くにはあるが別 の場斎にある基礎学校 と学童保育所 における生徒の世話

② 同 じ建物 のなかにあ る基礎学校 と学童保育所 にお ける生徒 の世話

③ 午前8時 か ら午後1時 までの 「完全な」(vollstantlig)半 日学校 と しての基礎学校 に

設 け られ た選択授業 と余 暇時間を とお しての生徒の世話

④ 昼食、選択授業、余 暇時間を ともな う午後2時 まで続 く 「拡大 され た半 日学校」 とし

ての基礎学校にお ける生徒 の世話

⑤ 午前8時 か ら午後4時15分 まで開校す る昼間保育学校(Tagesheimschule)と しての基

礎学校(授 業 と余暇教育 のプロジェク トがカ リキュラムに組 まれ てお り、すべての子 ども

を共通に面倒 みる)

⑥ 午前8時 か ら午後4時15分 まで開校す る 「開かれた」全 日学校("offene"Ganz七ags-

schule)と しての基礎学校(午 前中は必修授業が施 され、 午後 はいわゆる提供学校(An-

gebotsschule)と して、昼食、課外活動、選択授業、遊 び、余暇時間な どに生徒 は任意で

参加す る)

⑦ 午前8時 か ら午後4時15分 まで開校す る義務化 された全 日学校("gebundene"Ganz-

tagsschule)と しての基礎学校(午 前だけでな く午後 もすべての生徒 に必修の授業時間が

設定され ている。その間に、遊びや余暇時間な ども盛 り込 まれている)

同じく申等段階1(基 幹学校、実科学校、ギムナジウム、総合制学校)の 場合について

見 ると次のよ うになる20'。

① 場所的に近 くにある中等段階1の 学校 と学童保育所(た だ し12歳 の子 どもまで)に お
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ける生徒の世話

② 開放的な世話の可能性(offeneBe七reuungsmoglichkeit)を もつ中等段階1の 学校 に

お ける生徒の世話(市 町村立 など公立の、あるいは私立 の担 い手 によ り、場合によっては

臨時雇 いの教員、学生、市民の ボランンテ ィアなどの助けを借 りて、任意の昼食、宿題 の

世話、余暇活動 などを提供す る)

③ 「拡大 され た」半 日学校 と しての中等 段階1の 学校(場 合 によっては昼食お よび宿題

の世話す る。あるいは コース措置、補助措置 など 「拡大 され た教育の提供」を行 う)

④ 昼間保育学校 としての申等段階1の 学校(前 述の⑤を参照)

⑤ 「開かれ た」全 日学校 としての中等段階1の 学校(前 述 の⑥ を参照)

⑥ 「義務化 された」全 日学校 としての中等段階1の 学校(前 述の⑦を参照)

以上記 したように、 「全 日の世話」 にはさまざまな形態があ り、そのいずれ を選択する

かは、行政 当局の判断 に委ね られ ているzip。

VI.全 日学校をめ ぐる論点 とその特色

次に、全 日学校 をめ ぐる論点 とその特色 について整理 してみる ことにしよ う。 「狭義の

全 日学校 は、従来の教授 ・学習課題(herkommlichesLehr-Lern-Pensum)を 、音楽 的、文

化的、学習援助的、余暇教育学的および社会福祉教育的活動 によ り充 たし、昼食の扶助 を

その中に含み、午前 と午後にわ たって教育が行われる学校」zz;で あ り、 ドイツ教育審議

会の実験プ ログラム(II.を 参照)に よれば、以下のよ うな特色が見いだされ ると してい

る'23>。

① 全 日学校 は、子 どもお よび青少年を、社会生活 によ りよ く準備する ことができる。な

ぜ な らそれは純粋 に授業 だけの学校以上のものを提供す るか らである。

② 全 日学校 は、生徒 の社会的出 自の相違 を効果的に調整す る役割 を果た して くれ る。

◎ 全 日学校は、 その時間的かつ組織的可能性 を基礎 に、学習に際 しての多様化お よび個

性化の要請 を半 日学校以上 に引き受 け、その結果、教育機会の不平等 を解消 して くれ る。

④ 全 日学校で は、生徒の学習 リズムが昼間 リズム(Tagesrhythmus)と なる。その結果、

学習心理学的、生理学的お よび生物学的 に適った学習プ ランの形成が可能 となる。

⑤ 全 日学校 は、た とえば、いわゆる 「鍵っ子」 などに対 し、家族が行 うことができない

宿題の世話や手助 け、あるいは親が本来 しなけれ ばな らない子 どもの監督 をして くれ る。

⑥ 全 日学校 で行われ る、拡大 された諸 々の提供 は、特別の仕方 で子 どもたちの社会的行

動 を促進 して くれ る。

⑦ 全 日学校は、半 日学校 において批判され る学校 ス トレスを解消 して くれ る。それ は同

時に、子 どもたちの精神的負担、たとえば登校拒否反応 などを和 らげる効果がある。

⑧ 全 日学校 においては、生活形態の在 り方、責任感、社会的お よび人間的共存 といった

民主主義の理念が よりよ く学習 されかつ習得 され る。

⑨ 全 日学校 は、子 どもに対す る教育責任を負担 に感 じている、 とりわ け単身者 な どに有

効 な手助 けとなる。
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⑩ 全 日学校は、余暇教育 と本気 で取 り組み、子 どもたちの遊びや体験の可能性を拡大 し

て くれる6こ のことは彼 らのテ レビや ビデオの過剰 消費 を軽減す ることにもつながる。

⑪ 全 日学校は、音楽的教育、音楽的学習な どを通 して、移民や難民 の子女 との社会的統

合の形成 にも供す ることが できる。

⑫ 全 日学校は、家族 のために、学校お よび宿題か ら週末 を解放す ることによ り、たとえ

ば週5日 制な ど労働界の変化 を考慮 している。

⑬ 全 日学校 では、教員 は単なる知識の教授のみ に終わ らず、生徒 に信頼され る助言者 と

して理解 されることによ り、教員 に新 しい可能性 を開示 して くれる。

これに対 し、反対論 と しては次の点がと りわ け挙 げ られ ている24)。

① 全 日学校 は、基本法 で定め られた親の教育2s)に 反す る。ない しは少 な くとも次の

事柄に与す る。す なわち、親世代が子 どもの世話お よび教育 に対す る責任を逃れ、または

免れる ことを助長する。

② 全 日学校 は、学校週5日 制の導入に したがい各州がそれぞれ設定 した子 どもお よび青

少年に対す る余 暇活動プランを妨 げる危険性 をもっ。子 どもたちの 「余暇権」(Rech七auf

freieZei七)と いいたものが 冒される恐れがある。

③ 全 日学校は、子 どもたちか ら親 を必要 とされ る以上に取 り上 げることになる。その際

発生す る親の感情の欠如が、 しかるべ く補充 され ないな らば、親 と子 どもの間は、ます ま

す縁遠いもの となってゆ くことになる。

④ 全 日学校は、 と りわ け教育困難児や学校困難児、あるいは社会的に軽ん じられている

子 どもたちにとっては意味があ り、かっ魅力的である。 しか しその結果、 いわゆる 「社会

的ゲ ッ トー学校」(sozialeGhe七 七〇schule)に それ 自身陥 りかね ない傾 向をもっている。

⑤ 全 日学校 は、連邦各州に対 し半 日学校 よ りも相 当高額 の負担の原因 となっている。半

日学校 と比較 して全 日学校 は、平均 して人件 費 で約1.4倍 、設 備 費 で約1.3倍 、 全般 的

必要 コス トで大体1.25倍 の出費 を余儀 な くされ る。

⑥ 全 日学校 にあっては、学校 は国家(州)の 施設 として課題を引き受け活動を組織化す

ることになる(例 、余暇教育学、社会福祉教育学)。 しか しそれ らは本来、公共性 をもっ

た団体、結社等の活動領域 に属するものであって、学校が行 う仕事 ではない。

理.全 日学校 に対す る評価

最後 に、 コンス タンツの研究 グルー プ 「社会 と地域」(gesellschaf七undregion)が 連

邦教育学術省の助成 によ り実施 し、 同省か ら刊行 され たアンケー ト調査の結果 を紹介す る

ことにしたい26)。 この調 査 は、生徒 の 親1,007人 、教 員262人 、40の 地方 自治 体 の教

育行政関係者168名 を対象 と して行われ た。その結果 を ご く簡単 に箇条書 にす る と、次

のよ うになる27>。

① 需要は地域によって異 なっている。平均す ると40%で あ るが、50～60%の 地域 もあれ

ば、他方で40%に 満 たないところもあ る。学校段階、あ るいは学校の種類、非質 問者 であ

る親の置かれ ている状況(共 働 きか専業主婦かあ るいは、大学卒か義務教育修 了のみか等
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々)な どによっても異 なっている。総体的に親の多 くは、信頼で きる形態で、組織化 され

た午後の世話の拡大 を、学校 が行 って くれることを望んでいる。

② 母親 が職業に従事 しているか否 かで見ると、職業 に従事 している母親の50～70%が 全

日学校の形態 を求 めている。 これに対 し、職 業に従事 していない母親 の場合 その割合 は

35～42%で ある。一方、片親家庭 と両親の揃 った家庭 とを比較的す ると、前者 では45～60

%が 、後者 では28～37%が 全 日学校を望んでいる。

◎ 地方 自治体の教 育行政関係者 も、全 日学校 の提供の上昇に賛意 を表 している。彼 らは

と りわ け中等段階1に 、その需要 をよ り多 く見ている(基 礎学校の領域:32%,中 等段 階

1の 領域:42%)。 いずれ にせ よ彼 らの大部分 は 「開かれたモデル」 としての全 日学校 を

全地域 をカバーす る形で増や して行 くことを望んでいる(59%)。 また早急 にとはゆかな

くとも、将来的には、半 日学校か ら全 日学校への全般的 な移行 が望 ま しとしている。

④ 全 日学校を求める声 は、被験者 によってさまざまであ るが、子 どもの学年で言 えば、

1年 生、2年 生(大 体30%)か ら3年 生、4年 生(大 体50%)、 さ らに中等段階1(50%

以上)と いうよ うに、学年 が上がるに したがって高 くなっている。 とくに基幹学校 では50

%を 超 えている。これに対 し、中等段階IIに お ける需要 はやっ と20%に 達す る程度 で、あ

ま り高 くない。

⑤ 全 日学校 に対す る評価 は、 こうした学校形態に関 して被験者 がもっている知識お よび

経験 の状態 によって異 なっている。半 日学校の経験 しかもっていない親や教員の場合 その

約半分が、 「もっと全 日学校 を」 と言ってい るの に対 し、全 日学校の提供に関す る経験 を

もつ親の場合は大体5分 の4が 、教員では3分 の2が 、そのよ うに回答 しているいる(表

3を 参照)28)。

表3全 日学校の経験の有無による評価の相違

親 教 員 教育行政関係者

半日学校 訳注1)

基礎学校

基幹学校

ギムナジウム

全日学校 紺2)

基礎学校

基幹学校

ギムナジウム

総合制学校

50

(56)

(53)

(44)

(82)

(73)

(64)

(86)

52

(55)

(63)

(42)

76

(85)

(77)

(85)

(72)

合計

訳 注1)半 日 学 校 に 学 ぶ 子 ど も を も つ 親 、 半 日 学 校 で 教 え て い る 教 員

訳 注2>全 日 掌 校 に 学 ぶ 子 ど も を も つ 親 、 半 日 学 校 で 教 え て い る 教 員

⑥ 全 日学校に意義を認める親は、他の提供形態、たとえば学童保育所、子どものための
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各種昼聞保護施設、青少年 ホーム、あ るいは隣人その他 の援助 よ りも、全 日学校 をずっ と

高 く評価 している点 が注 目され る。また親は、 自由意思 による午後4時 まで継続す る 「開

かれた世話の提供」 を優先 している。その際、参加を義務付 けることは避けなければな ら

ないとされている。あ くまでも任意 で、希望者 を対 象 としたよ り長い午後の世話が求め ら

れ ている。

⑦ 午後の世話の内容 に関 して言 えば、親はと りわけ練習 と促進の時間、あるいは課外活

動の時間を望んでお り、通常の授業 はそれほ ど重要 とは考 えていない。 しか し宿題の世話

は求めている。 また余暇活動 も多 く望 まれている。生徒 たちに昼食を提供することに関 し

ては全 日学校 に子 どもを通わせ る親 は重要 と考 えているが、半 日学校の親の場合、その割

合は21%と 低 くなっている(表4を 参照)29>。

表4親 および教員が重要と考える提供の種類

親

半 日学校 紺1)全 日学校 訳注2)

提供の重要度

練習/促 進の時間

課外活動

余暇活動

宿題の世話

選択授業/選 択教科

昼食

午後の授業

62

58

46

38

39

21

7

70

59

63

66

58

61

27

教 員

半日学校1)全 日学校 盤2>

86

91

66

68

73

35

8

88

96

94

83

89

88

19

訳 注1)半 日 学 校 に 学 ぶ 子 ど も を も つ 親 、 半 日 学 校 で 教 え て い る 教 員

訳 注2)全 日 学 校 に 学 ぶ 子 ど も を も つ 親 、 半 日 学 校 で 教 え て い る 教 員

⑧ 一般的に親 も教員 も、 ともに全 日学校 の方が半 日学校 よ りも達成能 力があ ると考 えて

いる。また全 日学校の方が、子 どもたちの性 向と能力をよ りよ く促進 し、 よ り多 くの文化

的および音楽的要素 を提供 し、達成 の欠如にあたっても、 よ り大 きな手助 けを与 えること

が できると考 えている。要す るに、親 も教員も、学校生活 の面 でも、社会的学習や社会福

祉教育学的世話の面でも、全 日学校の方がよ り大 きな可能性 をもっていると見 ている。

⑨ 教員の側か らの全 日学校 に対する反対の声 としてもっとも大 きいのは、半 日学校の形

態 をとっているギムナジウムの教員によるものである。彼 らは全 日学校の経験が な く、そ

もそも知識や知恵は、仲介 によってもた らされるもの ではない と考 え、達成能力 をもった

生徒 の促進 は、全 日学校 では十分 に充たされ ない と見 ている(表5を 参照)。 同 じことは

アビ トウーアを取得 し、大学で学 んだ親 につ いてもあてはまる。彼 らも、全 日学校の欠点

へ とよ り強 く眼を向けるか、あ るいは全 日学校 を拒絶す る反応 を示 している。その際、子

どもを午後の間家族や両親 か ら切 り離す ことの是非 についての判断は、一義的なメル クマ

ール とはなっていない。
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表5教 員か ら見た全 日学校 に対す る評価30)

半日学校の教員

GHSGY

全 日学校の教員

GHSGYIG

知識の仲介に関して

全日学校の方が優れている

どちらも同じ

半日学校の方が優れている

生徒の達成力の促進に関して

全日学校の方が優れている

どちらも同じ

半日学校の方が優れている

13

80

7

40

47

13

182

6767

1531

4918

4342

840

193203

81647177

042920

38682115

55245045

?82940

凡例G:基 礎学校教 員,HS:基 幹学校教員,RS:実 科学校教 員,GY:ギ ムナジウム教員,

IG:統 合型総合制学校教員

⑩ 長所 に関 して言 うと、親 も教員も、 と りわ け 「午後の子 どもの世話 と監督」 を挙 げる

者が多い(親:60%、 教員:70%)。 また 「宿題 の軽減」 も長所 と見 られ ている。その一

方、 「子 どもの社会的態度への好影響」につ いては、長所 と見る者の割合はそれほ ど高 く

ない。短所 と しては、親 も教員も、 と りわ け 「学校以外の場にお ける余暇の制限」、ある

いは 「学校生活の長 さ」を指摘 している(表6を 参照)3D。

表6全 日学校の長所 と短所

親 教員

長所

集中的な世話を通しての促進

余暇提供の幅の広さ

午後の世話と監督

宿題の軽減

子どもの社会的態度への好影響

家族の負担の軽減

短所

学校を通しての子どもの負担

学校以外の場における余暇の制限

学校生活の長さ

親による成績コン トロールの減少

親元以外での昼食

家庭からの子どもの遊離

50

40

60

60

34

38

29

48

45

26

25

21

53

56

51

48

58

32

59

29

21

20

一311一



⑪ 結論 として、大体次の ように言 うことができるとされ ている32)。すなわち 「たいてい

の被験者 にとっては、全 日学校の長所 が優 っている。親お よび教員のわずかに5分 の1の

みが、短所 を見 てとっている。大体3分 の1が 短所、長所 をそれぞれ半分ずつ見ている。

総合的判断は次の点に左右 される。す なわ ち、被験者が全 日学校の経験 をもっているか否

かとい う点である。半 日学校に通 う子 どもをもつ親の多 くは、全 日学校 について、長所 も

短所 も見 ていない(40%)か 、あ るいはのみ短所 を見て とってお り(34%)、 長所 を挙 げ

る者(25%)を 上回っている。半 日学校の教員 にあ っても、ほぼ同様の関係が見 られ る。

しか し教員の場合、全 日学校 の長所を認め ている者の割合 が親 よ り若 干多 くなってお り、

総体 的に教員の方が、全 日学校 によ りポジテ ィブな評価 を下 している」。

田.お わ りに

現在、 ドイツ統一 とヨー ロッパの統合 とい う観点か ら、全 日学校 に関 して次のよ うな2

つの課題が挙 げ られ ている33)。

まずひ とつは、 「旧東 ドイツ5州 の学童保育所 で、 どんな問題が生ず るか という点であ

る。なぜ な ら旧東 ドイツの く学童保育所 における教育 と訓育 に関す る大綱計画〉(Rahmen-

planfurBildungundErziehungimSchulhor七)に よれ ば、学童保育所の使命 は、1年 生

か ら4年 生 に対 し く全 日の教育的プロセスをはっき りと目標 に掲 げ、計画 にしたがい組織

化 し、その際子 どものすべての生活領域 を労働者階級のイデオロギーで貫 くこと」であっ

たか らであ る34)。 また 「1968年4月6日 の東 ドイツ憲法 では、親の教育権 とな らんで、

〈社会的お よび国家的な訓育 ・教育施設 との、密接かつ十分 な信頼 に満 ちた共 同〉 を く請

求〉す る権 利(第38条4項)が 親 に保 障」 され てお り、 この ことは 「実質的 には、国家

的な訓育 ・教育施設 にお ける子 どもの世話の義務化」 を意 味 していたか らである35)。

もうひとつは 「近年 目前 に迫ってきている教育制度の ヨー ロッパ化の増大である。 ヨー

ロッパ域 内市場の開放は、EC諸 国内で学校および教育修 了証 の比較可能性 を要請 してい

る。EC諸 国のなか で ドイツは他国 と比較 してギムナ ジウムが1年 長い(修 了までに12年

でな く13年)ば か りでな く、通常学校(Regelschule)と しての半 日学校 をもっているとい

うことで孤立 している。学校時代 を全 日学校 を導入す ることによ り1年 聞短 くす るという

プランが考 えられ る」 とされている36)。

最後 に、 クリス トフ ・フユールの言葉 を引用 してまとめ としよ う。 「たとえば女性 ・母

親の職業活動の増加、一・人 で子 どもを育 てている者 の増加 といった社会的変化は、おそ ら

く、わが国にお いても午前の学校(Vormit七agsschule)が ます ます全 日学校 にとって代 え

られることにつなが るだろ う。 これ には、長期的な計画 とかな りの投資が必要である。 こ

れ までの ところ、全 日学校の数 は比較的少 ない。親 と教員はなかなかそれ を利用 しようと

しない。 これには気持ちの変化を必要 とす る。 〈自由な〉午後 とい うわが国の教員の伝統

的な特権 を断念す ることは、革命 に匹敵す る。親が控 えめであるのは無理か らぬ ことであ

り、 自分 が午前 の学校 を経験 したことと関連 して いる。す でに 〈訓育的 なことの衰退〉

(RuckgangdesEr2ieherischen)と い うことが言われ ている とすれ ば、全 日学校の教育は

一312一



どのような効果をもたらすのだろうか。全日学校は、その活動およびその教育的雰囲気が

親に納得のいくものである場合にのみ、基盤を得ることができる。これが、教員養成の改

革、全日学校の枠内における新 しい教育的課題に教員を準備させる教員養成を前提 として

いることはもちろんである」sv)。

(注)

1)〃 の2Die'rstfurAむ1云 〃!po11渉1ん6～20/95,15.05.1995,S.21

2)拙 稿 「ドイツ の全 日学校 をめ ぐる論 議 一州 政 府 の 文書 の要 約 と解 説 一(1991年)」

(国 立 教育 研 究所 特 別 研 究 『学 校 と地 域 社 会 との連 携 に関す る国 際比 較研 究 』 中 間資 料

集(1),平 成7年3月 所収)

3)以 下 、 本稿 の 記述 に あ たっ て は主 と して次 の文 献 を典 拠 と して い る。

①wernerWia七er:UieGan2七agsschule-SchulederZukunf七?ln:Padagogische

L'eノちHeft6/1991,S.259-263

②Helmu七Wi七tmann:GanztagigeBe七reuungln:PadagvgischeL'eノ オメHeft6/1991,

5.264-269

4)Vgl.Wiater,a.a.0.,5.262

5)全 日学校 と昼 間 保育 学 校 と は次 の よ うに区 分 され て い る。 「昼 間 保育 学 校 と全 日学校

の違 いは と くに、 その 組 織、 学 習 プ ランの形 態 にあ る。 全 日学校 の純 粋 な形 態 では、 昼

間 の経過 全 部 が、す べ ての生 徒 に とっ て必 修 の 学校 の催 しであ る。必 修 授業 お よび選 択

授 業、 課外 活 動 、 演習 時 間、 昼食 お よび余 暇 の提 供 は、 一 日のす べ て の学 習 プ ラ ンの な

か に統 合 され る 。全 日学 校 には したが っ てつ ね に、 親 の 教育 権 の優 先 と学 校 に よ る全 日

の促 進 の義 務 化 を ど う一 致 させ るか とい う解 決 困難 な問 題 が 付 きま と う。実 際 に は、 全

日学 校 と昼 間 保育 学 校 の さ まざ まな 混 合形 態 が 存 在 す る」(Vgl.Wi七tmann,a.a.0.,S.

265)。 この よ うに全 日学校 で は、す べ ての学 習 プ ラ ンが全 生 徒 に必修 であ るが、 昼 間保

育学 校 では、 午 後 の世 話 へ の参 加 は任 意 で あ る 。

6)Vg1.Deu七scherBildun8srat(Hrsg・):EinriclrtungvvnScノ 剛ノversuchen〃 ノtGanz-

tai;:sschu/en.Stuttgart1968

?)Bargel,T/Kuthe,M:Ganztagsschule,Angebot.Nachfrage,Erfahrungen(Hrsg.v.

Bundesminis七erlumf〔 】rBildungundWissenschaft,Rhe/he:Bi!dung-wissenschaft一

.QktueJl10/90),Bonn1990,S.7

8)Vgl.Wiater,a.a.0.,5.259

9)ibid.

10)Bargel/Kuthe,a.a.O.5.14

11)Bargel/Kuthe,a.a.0.5.19

12)Vgl.Wi七tmann,8。3,0,,S.264

13)ibid.
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14)Sussmuth,R.:WahrnehmungdesErziehungsauftragsinderFamilie,In:Weigelt

(Hrsg.),Fam〃1θandFa〃1〃enpvlitik,な お 、Wi七tmann,'8.&0.,S.264も 参 照 。

15)Textor,M.:Kindhei七inderFamilie,In:,4〃3PvlitikandZeitgesclric/ateアNr.

41/90,MunchenI990,S。15,な お 、Wittmann,a.a.0.,S。264も 参 照 。

16)Ugl.Wittmann,a.a.0.5.264

17)w.七 七mann,a.a∂0.S。265

18)Vgl.wia七er,a.a.0.,S.259

19)Vgl。Viater,a.a.0.,S.259f。 な お 、Appel,S七.:FormenundBildungsmoglich-

keitenganztagiggefuhrterSchuleninDeutschland,In:ChristandBilduitg,

1990,S.311f.も 参 照 。

20)ibid.

21)Wiater,a.a.O.,5.260

22)ibid.

23)ibid.な お 、DeutscherBildungsrat,a.a.0.も 参 照 。

24)Wiater,a.a.O.,5.260f.

25)ド イ ツ 連 邦 共 和 国 基 本 法 は 第6条 で 、 「子 ど も の 教 育 は 親 が 本 来 的 に も つ 権 利 で あ り

か つ 何 よ り も ま ず 親 に 課 せ られ た 義 務 で あ る 」 と 規 定 し て い る 。

26)以 下 の 記 述 は 、Bargel!Kuthe,a.a.0,に よ る 。

27)Bargel/Kuthe,a.a。0.の 他 、Wiater,a.a.0.,S.261f.も 参 照 。

28)Bargel/Kuthe,a.a.0.5.26

29)Bargel/Kuthe,a.a.0.,5.59

30)Bargel/Kuthe,a.a.0.,5.44

31)Bargel/Kuthe,a.a.0.,5.47

32)Bargel/Ku七he,a.a.0.,S.50,な お 、Wiater,a.a.0.,S.262も 参 照 。

33)Vgl.Wiater,a.a.0.,5.259

34)ibid.な お 、Gun七her,W:Rahmenp/anflll'dieB〃dungu'rdErziefwngimSchuJ-

hurt,Berlin1973,S.11も 参 照 。

35)wiater,a.a.0.,5.259

36)ibid.な お 、 〃 θGanzta6sschule.Heft1,1990,S.44も 参 照

37)Vgl.ChristophFuhr,SchulenandHvcltsciruleninderBundesrepublikDeutsdr

la/id,(Deu七scheslnstitutf〔jrln・ternationalePadagogischenforschung,Studien

andDokumentationzurdeutschenbildungsgeschichteBand39),1989,5.205

な お 、 訳 文 は ク リ ス トフ ・フ ユ ー ル 著 天 野 正 治 ・木 戸 裕 ・長 島 啓 記 訳 『ド イ ツ の 学 校 と

大 学 』(玉 川 大 学 出 版 部,近 刊)の 長 島 訳 に よ る 。
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ドイ ツの初等教育 カ リキ ュラムの動 向

原田 信之

1.序

冷戦構造 の象徴であ った 「ベル リンの壁」開放か ら1年 を経ずに、1990年10月3日 、統

一 ドィッが成立 した。 こうして ドイツは、旧東独地域の新5州 を加 えて、16州 か らなる連

邦制国家に生 まれ変わ った。 これは、欧州連合(EU)内 中核的国家の誕生 をも意味する。

ドイツでは、連邦基本法第30条 の規定 により、教育に関する権限が各州 に委ね られてい

るので、連邦政府が各州の教育課程編成 に直接関与す ることはみ られない。 日本の学習指

導要領に相当するレアプラン(Lehrplan)あ るいは大綱指針(Rahmenrichtlinien)も また、

各州 の教育法規 で規定され ることになっている。 このため、カ リキュラムの内容や緻密さ

の程度 は、州 によって異 なっているのが現状である。また、それぞれの州が多様 な教育政

策 を推進 しているために、 ドイツの統一的なカ リキュラム像は極めて描 きに くくなってい

る、といわざるをえない。

しか し、基礎学校 の学習指導要領の構成の仕方 については、従来、課題や学習の諸原則

等にっいて述べた 「総則編」 と、各教科ごとの目標 ・内容等 について述べた 「教科編」に

分かれている点では共通 していた。近年 この構成の仕方が改造 されつつある。新 しい構成

の仕方 は、教科の縦のつなが り(系 統的科学知)か ら、教科間の横のつなが り(経 験的日

常知)を より一層重視する傾向を示す もの とみることができ、今後の各州で行われる指導

要領改訂作業の中で採用されていくものと予想される。

ここでは、バ ーデンヴュルテンベル ク州 の現行の学習指導要領 を取 り上げ、初等教育カ

リキュラムの近年の動向について述べ ることとする。

II.「 基礎 学校 の活動 に関 す る勧 告 」11

基礎学校 は、満6歳 に達 した子 どものすべてに就学が義務づ けられる4年 制(ベ ル リン

とブランデ ンブルクのみ6年 制)の 初等学校である。 この上に3種 類の中等学校が接続 し

ている。基礎学校 はかつて、子 どもの世界 と合理的な大人の世界 とを橋渡 しする仲介学校

(Vermittelschule)と して、即児童性、直観、生活接近、全体性および自己活動が活動の

主要原理 とみなされてきた。 ドイツで初等教育領域は 「教育政策の継子 」と批判 されたよ

うに、教育改革への関心の対象か ら外されていたのである。

初等教育領域 をも視野に入れた、いわゆる旧西独の大教育改革期(1970年 前後)に 、 ド

イッ教育審議会の 「教育制度に関する構i造計画」や連邦政府の 「教育報告1970年 」と並ん

で出されたのが、各州の調整機関である常設文部大臣会Gの 決議 「基礎学校の活動に関す
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る勧告」の1970年 版である。勧告は、 「教育制度 の基礎的段階における教育活動 を改善す

る」 こどを目的に して、教育の機会均等、補充指導、授業の多様化、低年齢段階か らの早

期認知的促進、学習目標志 向カ リキュラムの開発 と授業の事象への方向づけの強化など、

わが国で もそのい くつかに力点を置いてきた問題を取 り扱 っていた。

1994年 版 では、学校や授業の社会的教育的条件、子 どもの経験や親の意識、家族構造 ・

生活形式等 、様 々な社会的環境の変化を指摘 するとともに、異文化圏出身者 との共生、環

境保護、メデ ィアの影響 といった、時代の要請する新 たな る教育課題 を列挙 している。

子 どもの人格の促進 を基礎学校の最重要課題 として、学習指導要領の記述において教科

問の関連性 を重視す ること、現在の問題 と将来を展望する教育課題の取扱い、子 どもの発

達段階 を考慮 した学習、学校教育の入口に相 当する第1、2学 年に対する導入授業の措置、

中等教育段階 との接続などが、今回の勧告の主たる内容である。

教科 は、 ドイツ語、算数、事実教授、図工、音楽、体育、宗教 に区分されること。言語

教育、数学教育、メデ ィア教育、美的教育、技術 との交わ り、運動教育、外国語 との交わ

り、環境 と健康、郷土 との結びつきと世界的広が り、といった学習領域を教授計画に入れ

て授業 で構成す ること。また、基礎学校での学習にっいては、就学前 ・学校外の経験 と結

びつけること、学習の形態 としては、発見学習や行動的理解、プ ロジェク ト学習やテ ーマ

学習、 自由活動や一 日 ・週間計画活動が適 していること。 さらに、多様 な学習環境 を整備

(活 動教材の充実 、活動ゾーンへの教室の分割)し た り、学習内容 ・方法、社会的形式、

活動の場、活動手段の 自己決定 と自己コン トロール能力を開発す る、オープン教育の要素

を積極的に取 り入れることなどが概略的に記述 されている。

III.バ ーデ ン ヴュル テ ンベル ク州 の学習 指導要 領2}

バ ーデ ン ヴ ュル テ ンベ ル ク州 の現 行 カ リキ ュラ ムは、1994/5年 度 か ら実施 されて い る。

従来 の ものは1984/5年 度 か らの実施 で あ ったの で 、10年 ぶ りの 改訂 とい うこ とに な る。

1.授 業時間

今回の学習指導要領改訂の要因は、中等教育段階 における過剰 な授業時間数にあったと

する見方が有力である。 しか し、基幹学校、実科学校、ギムナジウムでは時間割の変更が

あったものの、基礎学校ではなかった。即 ち、基礎学校 においては総授業時間数や教科 ご

との時間数 、それ らの運用等、時間割の上での変更 はみ られない。

バ ーデンヴュルテンベルク州の基礎学校 における現行の授業時間にっいては、次の規定

にみ ることがで きる。

基礎学校の授業時間に関する文部省規定(1994年4月28日 付)

1983年8月1日 版のバーデンヴュルテ ンベルク州学校法の第35条 第3項 、第89条 第1項

及び2項 の3に 基づ いて制定された規定である。 この規定は1994年8月1日 か ら効力を有

し、同時 に1984年3月12日 付の規定は効力を失 うとある。
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基礎学校 の週当た りの授業時数 は次のよ うに定め られている。

教 科u

宗 教zi

ド イ ツ 語

郷土 ・事実 教 授

算 数

図画/裁 縫31

音 楽

体 育sl

支援 ・促進 的 措 置(補 充指 導)

学 年

i

2

6

3

4

1

i

3

20

2

2

2

6

3

5

2

i

3

za

2

3

2

z

3

5

3

1

3

q

3

a

2

7

3

5

3

i

3

2a

3

注1)合 科 的 授 業 時 間 に お け る 個 々 の 教 科 の 配 分 は 、 授 業 の 重 点 に 応 じ て.も し ぐ は.

教 科 に ま た が る プ ロ ジ ェ ク ト と の 関 連 で 、 咄 嵯('少 な く し た り 多 ぐ し た り す る こ と

が で き る 。

但 し 、 学 年 全 体 を 通 じ て は 各 教 科 の 時 間 配 分 は 保 証 ざ れnけ れ ば な ら な い 。

2)宗 教 の 週 当 た り の 時 間 は 、 教 会 当 局 の 了 解 に お い て 、 法 律 に 抵 触 し な い 範 囲 で 委

任 さ れ て い る 。

3)第3、4学 年 で は.一 方 の 教 科 が1時 間 、 他 方 が2時 間 と し て 、 半 年 で 入 れeえ

な け れ ば な ら な い 。

4)第3時 間 目 の 体 育 授 業 を 委 任 し て い な い ク ラ ス で は 、 そ の 時 間 を 音 楽 か 図 画 の 時

間 に 回 す こ と が で き る 。

以下に、指導要領改訂に際 して開陳された文部省通達 を紹介 して、そして新旧学習指導

要領 の構成 と内容 を探査 した上、変更されたポイン トとして挙げ られるものを、4っ に絞

って明 らかに しておきたい。なお、84年 版 と94年 版の学習指導要領の構成の仕方にっいて

は、資料1を 参照 して頂 きたい。

2.文 部省通達 ～学習指導要領改訂の主旨～

学習指導要領の構成においては、授業の原則等共通 している部分がかな りあるために、

84年 版か ら94年 版への学習指導要領改訂は、小改訂 とみ ることが可能か もしれない。 しか

し、改訂にあたっての文部省通達を踏 まえて、指導要領の内容を探査 すると、立場や強調

の度合 いに違いがあることがわかる。

改訂の約1年 前の文部省通達では次のように述べ られている。

「前回の指導要領改訂以来 、内容的 ・方法的領域において幾つかの重要な点 に変更がも

た らされていった。環境、家族、ヨーロッパ、健康 といったテーマが特 に重要性を増 した

のである。それ と平行 して、社会的環境や家族状況 も変化 した。家庭は しば しば教育にっ

いて過剰 な要求 を行 い、学校以外の影響が教育の過程に悪 しき意味で蔓延 している。(中

略)労 働界では、学習能力や集団能力、創造性 、主体的学習 といった、いわゆる重要な資
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盤Lユ ー. バーデンヴュルテンベルク州新旧学習指導要領の構成

84年 版の学習指導要領 は、次のような構城 になっている。

【総則編】

学校の教育的任務

基礎学校の特殊な教育的任務

1.課題 と目標

2,基 礎学校の活動の原則

3.基 礎学校の授業の特徴

郷土の繋 りと世界的広が り

遊び と学習

個別化授業

導入授業 における学校の学習の基本

生活空間 としての学校

練習/反 復、宿題

学習 と成績

4.教 師の課題

5.親 や教育諸機関 との連携

【各教科指導計画】

宗教(プ ロテスタン ト、カ トリック)

ドイツ語

郷土 ・事実教授

算数

図画

家庭科

音楽

体育

94年 版は次のよ うな構成になっている。

【総則編】

基礎学校の教育的任務

原則

課題 と目標

授業形成の諸原則

郷土の繋 りと世界的広が り

生活空間としての学校

遊びにおける学習

促進と個別イヒ

自由活動

学習と成績

練習

宿題

学習と成績

練習

宿題

教師の課題

親や教育諸機関との連携

内容 と教科

【学年指導計画】

第1、2学 年(導 入授業)

教育の中心的考え方

子 ども

導入授業における学校の学習の基本

教科 にまたがるテ ーマ

指導計画

宗教(プ ロテス タン ト、カ トリック)

ドイツ語

郷土 ・事実教授

算数

図画

家庭科

算数

図画

家庭科

音楽

体育

第3学 年

「導入授業における学校の学習の基本」が

「教授 ・訓育的要求 」へ、

これ以外は第1、2学 年 に同 じ

第4学 年

第3学 年 に同 じ
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質が前面に出て きて いる。職業資格あるいは大学での一般研究能 力への多様な要求は、学

校に とって新 しい状況を描 き出 している。生徒 を将来の要求に最良 に準備するためには、

個 々の教科で伝達 され る知識 の基礎の上に、複数教科にまたがる活動が、授業の中で しっ

か りとした地位 を維持 しなければならない。知識の領域 と生活形式 との分裂 を考慮 するな

らば、生徒に総合的関連を示 し、ネ ットワーク思考を伸ば していくことが一段 と重要にな

るであろ う。」3}と。(下 線筆者)

この ように、常設文部大臣会議の勧告 と同 じよ うな現状分析を示 し、教科の枠組みを越

えた、教科横断的な活動 をよ り一層重視すべき、 との認識がここにはっきりと提示されて

いる。

3.改 訂 の ポイ ン ト

そ れで は学 習指 導 要領 にお いて 、今 回 、変更 され たポ イ ン トは何 で あ ろうか。 また 、 ど

の よ うに分析 す る ことが で きるで あ ろ うか。4つ に まとめ て考 察 す る。

(1)「 各教科指導計画」か ら 「学年指導計画」へ

新学習指導要領の特色は 「学年指導計画」にある、 といってよい。即 ち、84年 版では 「

各教科指導計画」 として教科 を柱 とする計画であったものが、94年 版では学年別計画 に改

め られ たのである。

これ をもう少 し詳 しく説明する と、84年 版は、基礎学校 の課題や学習の諸原則にっいて

の 「総則編 」と、各教科ごとの目標 ・内容等についての 「各教科指導計画」から構成 され

ていた。 「各教科指導計画」は、各教科別に学年ご とに記述されていた。つ まり、各教科

に分 けて第1学 年か ら第4学 年 までの目標 と内容が単元構成されていたのである。

教科間の横 のつ なが りへの配慮については、他教科の どの単元 と関連 しているかを記号

で表示する簡易 な指示があるだけで、構成上 は教科の縦のつ なが りが強調されるようにな

っていた。基礎学校4年 間の各教科別の縦の展開を見通すの に都合のよい構成であった、

といえる。

これが94年 版では、学年別 に教科ごとに記述され るよ うになった。それに ともない、各

学年 の指導計画の構成 は、◎子 ども観(発 達の特性)、⑮学習の基本的方法 と考 え方、◎教

科にまたがるテ ーマ(テ ーマのねらい、テーマの展開 と指示 、他教科 との関連で構成)、⑥

教科別指導計画、 となった。

これにみ られ るよ うに、 「学年指導計画」に して、さ らに教科にまたがるテーマを設定

することによって、教科 間 ・単元間の横のつなが りが、抜群に見通 しやす くなった。

常設文部大 臣会議 は、 「基礎学校の活動 に関す る勧告」(1994年)の 中で、「学習内容 は、

教科 ・学習領域 に関連づけ られながらも、各教科に またがる教授 ・大綱計画でも表記され

る」4)、と述べている。今後各州で行われ る基礎学校 の学習指導要領改訂は、この方針に し

たがって、教科間の連携が一層強化 され、教科の弾力化がよ り進む もの と考 えられる。
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(2)教 科にまたが るテーマ

教科に またがるテーマは、第1、2学 年の導入授業では10の:テーマが、第3学 年 と第4

学年 ではそれぞれ5つ のテーマが構想されている。1学 年につ き5つ のテーマが選択可能

である。

なお、教科別指導計画の方は、教えることが義務づけ られた内容 と、選択内容 とに区分

されている。各学年 のテ ーマや教科間の関連、第1、2学 年(導 入授業)に おけるテーマ

3「 春」の具体的展開例にっいては資料2-1、2を 参照 して頂きたい。

(3)導 入授業(Anfangsunterricht)

84年 版では、総則編に 「導入授業における学校の学習の基本」 とい う項 目を設けて、導

入授業の意味が解説 されていた。導入授業 は、子 どもが家庭あるいは幼稚園で得た、即 ち

遊び中心の世界で得 た経験や知識を、徐 々に学校の体系的な学習形式で補完する、教授上

の配慮である。いわば、学校教育への移行を円滑にする滑走路のようなものである。そこ

では子 どもの興味や好みの多様性が特 に注意深 く考慮 され なければな らない。

94年 版では、第1、2学 年をまとめて、導入授業 として一体的に扱 う措置が取 られるこ

とになった。単元構成、時間配分等 も一体的なものになった。これによって、インフォー

マルな形式か らフォーマルな形式への移行がより緩やかなものになった。

学年 区分 に対する弾力化 もここにみ られる。

(4)時 代の要請する教育内容(単 元)の 設定

バーデ ンヴュルテンベル ク州の学習指導要領の冒頭 にある、基礎学校段階特有の課題に

は、次の ような ものが挙げ られている。

①共通の4年 間の教育課程で子 どもたちの様 々な才能 を伸ばす。

②共生の基本になる、道徳的 ・宗教的 ・社会的 ・自由民主主義的態度を喚起する。

③共 同生活にかかせない態度や人 とのかかわ りか たを身につけさせる。

④お互いに:耳を傾け合 い、学び合い、男女が協力 し合 う態度を身につけさせ る。

⑤社会的 ・文化的に異 なる出身者 との 自然なかかわ りや、身体障害者 との共 同生活を学

ぱせ る。

⑥技術 ・経済 ・環境の基本的なっなが りを意識させ、 自然 に対する責任感を育てる。

⑦就学前に身 につけた学習を伸 ばす。

⑧励 ましの援助を与え、未発達 の能力や独 自性を伸ばす。

⑨子 どもの学習や作業 を、遊びの形態か ら体系的な学校の形態に移行 させる。

⑩ 自己形成力や創造的表現力を伸ばす。

⑪確実な知識 を獲得 させ、生活に重要であ りかつ学校での活動の基本 になる技能を習得

させる。

84年 版には8つ の課題があって、それ らはほとん ど手が加え られないでそのまま94年 版

に引き継がれている。新学習指導要領では、④、⑤ 、⑥の3っ の課題がつけ加えられ た。
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っ ま り、共同生活(社 会的能力)、 異文化圏出身者や社会的弱者 との共生、環境保護 にか

かわ る課題が、今回、新 たに付与 された。

郷土 ・事実教授では、従来の子 どもの生活現実 に密着 した身近 なテーマに加えて、環境

教育、性教育、異文化教育等の内容の一層の充実がみ られ る。麻薬に対する学習や、異文

化 間理解への積極的取組み、メデ ィアに対する学習 も内容 に加わ っている。そのい くつか

を、以下に挙げてお く。

・「麻薬の防御に貢献する」(第4学 年 「生活 と健康」)

・「r幼児愛好者 』は危険である」(同 上)

・「他国の子 どもたちの生活形式を知 り、理解する」(第4学 年 「郷土 と他国」)

・r他のメデ ィアと比較 してテ レビの位置を認識す る/有 意義 に交わるために」(第3学

年 「メデ ィアと消費」)

・「自転車で環境を痛め ないで走行する」(第3学 年 「交通 と環境」)

IV.そ の他 の 動 向

ここでは、バ ーデンヴュルテンベルク州の基礎学校教育課程 の動 向として、外国語 の授

業 と、幼稚園 ・基礎学校の連携 について補足的に述 べておきたい。

1.外 国語5J

基礎学校では、 これ まで通 り外国語の授業は正規の教育課程 に組み込 まれてはいない。

「外国語 の学習には、多言語の習得 とい う側面 と、他の文化理解 とい う側面がある。基

礎学校 においては、後者 の方にウエイ トが置かれてお り、外国人の生徒に対する理解や寛

容 さを育て、接する機会の少ない外国の文化 を受け入れ る準備 をす るための外国語学習が

試み られている段階である。いずれにして も外国語学習能力 は基礎学校の評価対象 にはな

っていない。」

ここに も述べ られているよ うに、外国語学習には言語の習得 と文化理解 とい う側面があ

るが、基礎学校 では、後者の文化理解の側面から日常の授業で外国語を扱ったり、 また、

外国語学習プ ログラムを実験校(ク ラス)で 試行 している状況である。

授業で外国語を取扱 う場合には、子どもが 日常的な場面 に関連する外国の言葉や言い回

しに気づ くこと(ド イツ語第3、4学 年の3)「 言葉 を調べよう」参照)、 歌や遊びやダ ン

スのような、遊び学習(音 楽:他 民族の歌、外国人子女の祖国の ダンス)を とお して外国

語を学習す ることな どが行われている。いずれにしても、中等段階の外国語教授学の手法

で教師が言語習得を 目指 して教え込 むのではない。

バーデ ンヴュルテ ンベルク州の基礎学校には外国語学習のための2つ のプ ログラムが用

意 されている。一つは、フランス語学習のためのプログラム 「隣人の言語 を学習 しよう」

である。 この州には、歴史的に ドイツとフランスの双方 に帰属 してきたアルザス地方に隣

接 している、とい う地理的条件がある。約400基 礎学校の第3、4学 年に対 して、週2時
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間、 自由参加の学習の場 を提供 してお り、独 ・仏の基礎学校の間で約450の パー トナーシ

ャフ トが締結 され 、日常的な交流が活発である。 もう一っは、ig94/95年 度から始 まった

英語学習の早期化の試みである。第3、4学 年の130ク ラスで実施 されている。この場

合は、該当するクラスに所属する児童全員に参加が義務づけ られている。授業は週1時 間

行われ る。

2.幼 稚 園と基礎学校の連携6}

就園率は、 ドイ ツ全体の平均で約80%で ある。バ ーデンヴュルテンベルク州では、3～

5歳 児のほぼ全員が就園 しているため、幼稚園か ら基礎学校へのスムーズな移行 は大切な

教育課題 である。1976年 ごろか ら模索されてきた両者の連携は、教員相互の交流等にとど

まらず、教育方法の面に も及んでいる。

バ ーデンヴュルテ ンベルク州では、幼稚園 と基礎学校の連携 は日常の活動 として行われ

ている。 「幼稚園 と基礎学校は相互 に関連 し合 う施設 である」 と指導要領には規定されて

いる。両者が連携するのは、幼稚園か ら基礎学校への断絶のない移行を実現するためであ

る。子 どもたちが基礎学校へ入学するにあたって、新 たな環境下で生 じる負担を軽減 し、

学校教育のスター トを良 い形で切れ るように様 々な条件を整えることを目的としている。

連携 は次のように実施 されている。基礎学校の教師が幼稚園で活動をするのために一定

の時間を空ける。基礎学校か ら幼稚園へ、幼稚園か ら基礎学校へ と教師は相互に見学 しあ

う。お互 いの仕事の内容 を理解 し、子どもたちと接触する。共 同で活動計画 を作成する。

基礎学校の教師は徐 々に園児の活動に入 り込んでい く。入学の一か月前 になると、園児を

繰 り返 し基礎学校 の第1学 年 に訪れ させて、教室 ・絵本 ・教材 ・遊具を見学 させて、児童

・学校 ・教師 ・建物 ・教室に馴染 ませてい く
。こうや って子 どもたちに入学の最適条件 を

整 えるのである。

これ と平行 して、教師双方の話 し合 いがもたれる。話 し合 いの内容 は、授業 ・活動や子

どもの近況、そ して父母会等行事に関するものが中心である。授業や活動における子 ども

の様子 を通 して、基礎学校の教師は、促進の必要 な子 どもやその家庭状況など、入学前 に

子 どもの実態 についての情報 を得 ることがで きる。逆に幼椎園の教師にとっては、子 ども

の成長の様子 を知 り、自らの行 った教育的かかわ りを振 り返 ることがで きるのである。

さらに、教室 に遊 び ・製作 コーナーを設けた り、絵本や図鑑の設置か ら子 どもの作業服

の整頓の仕方 に至るまで、子 どもの経験 を踏 まえて幼稚園の構成要素 を基礎学校の教師が

自分の教室に取 り入れ ることも、副次的効果 として期待 されている。

こうして、子 どもの基礎学校訪 問、幼 ・基教師の交流 ・話 し合い、父母会の運営など様

々な活動か ら連携が強化 されている。

V.ド イツの初等教育の動向

以上のよ うに、新 旧学習指導要領を比較すると、いくつかの点 で新学習指導要領は変更
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され た内容を含んでいることが明 らかになった。特 に今回の改訂で注目しなければならな

いのは、教科間の横 のつなが りの強化である。

社会の急激な変化に ともなって、今後益 々価値対立的な課題の学習の必要性が高 まるも

の と予想され る。 たとえば、環境教育、交通教育、麻薬等の嗜癖や性的児童虐待 、メディ

ア教育、異文化教育な ど、様 々な人類的 ・国民的課題が浮上する中で、.学校教育 は時代の

ニーズに対応 していかなければな らない。 しかもその多 くは、一つの 「正解」が存在しな

い論争的 な問題であ り、 これ までの学校教育では真正面から扱 いに くかったものである。

先 にもみてきたように、 ドイ ツでは、教科にまたがるクロス ・カ リキュラムや教科の統合

の試みが行われている。 この中で、人類的 ・国民的課題が積極的にカ リキュラムに組み込

まれてお り、学習内容の構成の仕方 には、我々に多 くの示唆を与 えてくれ る工夫が見 られ

る。

近年、 日本で も時間や教科 の運用、学校 と学校外の連携、プロジェク ト学習や トピック

・テーマ学習、スペ ースの活 用等、さまざまな次元で学校教育の弾力化やオープ ン化が語

られている。常設文部大 臣の勧告において も、オープン教育の積極的推進が打 ち出されて

お り7J、 ドイツの初等領域で も基本的にはその線 に沿 って、あるいはその要素 を部分的に

取 り入れて学校教育改善の努力がなされているとみてよいだろう。

【註 】

1)SekretariatderStandigenKonferenzderKultusministerderLanderinder

BundesrepublikDeutschland:EmpfehlungenzurArbeitinderGrundschulevom

06.05.1994.

2)バ ー デ ン ヴ ュ ル テ ン ベ ル ク 州 の 新 旧 学 習 指 導 要 領 は 次 の も の で あ る 。

一Ministeriumf置rKultusandSportBaden-W遣rttemberg(Hrsg .):Bildungsplanfir

dieGrundschulevom25.Mai1984.Neckar-Verlag.

一MinisteriumfirKultusandSportBaden-Wurttemberg(Hrsg .):Bildungsplanfur

dieGrundschulevom21.Februar1994.Neckar-Verlag.

3)Am七sblattdesMinisteriumsfirKultusundSportBaden-WUrttemberg:Kultusand

Unterricht13/1993,Lehrplanfortschreibung,S.N36.

4)前 掲 、EmpfehlungenzurArbeitinderGrundschulevomO6.05.1994,S.4.

5)外 国 語 学 習 の 実 態 を 記 述 す る に あ た っ て 、 バ ー デ ン ヴ ュ ル テ ン ベ ル ク 州 文 部 省 に 送 っ た

質 問 書 か ら 得 ら れ た 回 答 に 基 づ い て 記 述 し た(フ ァ イ ル 番 号:IV/2-6521-12/15)。 回 答

者 は ベ イ ト ル 博 士 で あ る 。

6)次 の 参 考 文 献 を 基 に 記 述 し た 。

一ArbeitsgruppeBildungsberich七amMax-Plank-InstitutfurBildungsforschung: .

DasBildunsweseninderBundesreublikDeutschland.Rowohlt1994.

一MinisteriumfBrKultusandSportBaden-Wurttemberg:Kooperationzwischen

KindergartenandGrundschulen.1985.
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7)前 掲 、EmpfehlungenzurArbeitinderGrundschulevomO6.05.1994,S。7-9.

資 米斗2 i_

教 科 に ま た が る テ ー マ(FlcherverbindendeThemen)

※ 〔 〕 内 は各 教科 の つ なが り。

〈第 ユ.,2学 年 〉

テ ーマ1;私 には 名前 が あ る 〔宗ブ:1.5、宗力:1、ド:1、2、3、4、郷:1、2、図:1、2、3、体:1〕

〔テ ーマ のね らい〕

入学 後 の1週 間 で 自分 の印 象が 定着 し、子 ど も同士 の人 問 関係 が 決 ま る。子 ど もは、 こ

の テ ーマ単 元で 、 児童 と して の新 た な役 割 を意 識 す る。 自分 の 名前 を 例 に挙 げて 、意 味 を

学 ぶ。 知 覚能 力 や表 現能 力 が 発達 し、文字 言 語 を学 ぶ こ とに もな る。

〔テ ーマ の展 開〕

名前 と人 とな り、 関係 の 近 さや遠 さを表 わ す 名前(愛 称 、 あ だ名等)、 同族 を 表す 姓

(家 族 と私 、 家族 の名前)、 名 前 とその意 味(由 来)、 頭文 字 、 自分 自身 に気 づ く、 自分

の表 現(動 作、 言葉 、 遊 び 、絵)、 洗礼 名 の 日を 祝 う

テ ーマ2=私 た ちの環 境 にあ る数 と形 式 〔ド:2、郷:3、算:1,2,E:1〕

〔テ ーマ のね らい〕

数 字 ・記 号 ・形 式 の世 界 が 、 どれ ほ ど魅 力 的 かを 、 子 ど もた ちは経 験 す る。 これ らが世

界 を深 く理 解 す るの に重要 な こ と、 そ して 、 これ まで これ らと交 わ った経験 を 意 識的 に構

造化 して み る。

〔テ ーマ の展 開〕

学 校 周辺 の標 識 の体 系 、様 々な感 覚領 域 にお け る多様 な知 覚(対 象 に触 れ る、感 覚 の記

憶 、 違 い あて遊 び)、 数 は信頼 で き る利 用手 段(番 地 、 電 話 番号 、 自動車 の ナ ンバ ープ

レー ト)、 時報(居 住地 域 の古 い建物 、 時計 台 、鐘) 、 私 た ち の周 りの建 築 形式

T一 マ3:養 〔宗ブ:1.1、1.8.3、 宗力:;3、9、ド:2,4、郷:3、4、算:1、3、図:2、音:1、2、体:2〕

〔テ ーマ のね らい〕 、

子 ど もは、冬 か ら春 へ と向か う動 植物 の成 長 を 観察 し、 四季 を感 じと る。 この ことは、

子 ど もに喜 びや 魅 力を 感 じさせ 、同 時 に創造 物 へ の感 謝 と生 活 空間 に対 す る責 任感 を も も

た らす。

子 ど もは、 自分 の 自然 との体 験 と結 びつ けて 、絵 、 歌 、 楽 器 な どで 表現 活 動 を行 い、 四

季 の雰 囲気 を知 る。

春 の行 事 で あ る イース タ ーの根 源 や風 習 を学 習 す る。

〔テ ーマの展 開 〕

冬 が通 りす ぎて 春 にな る(時 の経 過 の理 解 、 太 陽 の位 置 と時 、 自然 の 目覚 め(庭 の動 植

物 、季 節 ごとに変 化す る植物 、春 の花 の展 示 、校 庭 の 花 の 手入 れ 、学 校 の敷 地 を 整備 す

る仕 事 の責 任 あ る引 き受 け、周期 の表現 と して の カ レ ンダ ー)、 様 々 な 「言 語 」 で春 に

出会 って春 を 表現 す るこ とを学 ぶ(音 楽 と い う 「言 語 」 で の表 現 、春 の歌 、鳥 の声/自

然の音、詩 とい う 「言語」 での表 現、芸 術 と い う 「言語 」で の 表現 、絵 の鑑 賞、 写真)、

祝 祭(復 活 祭 、春 祭 り)

テ ーマ4:待 降節 と ク リス マ ス 綜ブ:1.8.i、 宗力:5、ド;1、2、4、郷:3、6、図:4、裁:5,音:1、2〕

〔テ ーマ のね らい〕

子 ど もは、 待降 節 とク リス マ スの意 味を 解 明す る。 時 間 を感 覚 的 に捉 え る学 習 をす る。
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〔テ ー マの 展開 〕

光 と暗 闇 の体 験 、 待降 節 一待 ち遠 しい時期(自 分 で準 備 す る)、 待降 節 の風 習(花 輪、

お菓 子 を 入れ る カ レンダ ー、飾 り付 け 、歌)、 ク リス マス ー イエ ス誕 生 の祝 い、 ク リス

マ スを 企 画 し祝 う

テ ーマ5:本 の作 成 〔ド:1、2、4、郷:6、音:2、3、図:1、2〕

〔テ ーマの ね らい〕

情報 、 出来 事 、 体 験 した こ と、聞 いた こ とを 記録 し、 他 者 に伝 え る もの と して の 本作 り

を 、子 ど もは経 験 す る。 これ まで の本 との経 験 か ら、絵 に よ る情報 と文 章 によ る情 報 の固

有性 を認 識 し、両 者 を利 用 す る ことを 学 び 、本 を 美 的対 象 物 と して知 覚 す る。

〔テ ー マの 展開 〕

様 々 な本 を知 り、 そ の多 様 性 を知 覚 す る、本 は ア イ デ アを 必 要 とす る、絵 で 構 成 され た

本 、絵 と文章 で/文 字 と単 語 で構 成 され た本(形 、大 き さや 量 、 出来 上 が りの 違 い)、

本作 りには 内容 的 形式 的 構 成要 素 が あ る、 視 覚 に訴 えて 本 を 美 的対 象 にす る

以下 、 テ ーマ の展 開 と他 教 科 との関 連 のみ に略 す。

テ ーマ6:収 穫 感 謝 〔宗プニ2、8、3、宗力:7、ド:2、郷=4、算:2〕

秋 は収 穫の 時で あ る、植物 の成 長、 植物 と果 実 の多彩 さへ の喜 び、人 間 の仕事 一種 ま き、

と世話 と収穫 、収 穫感 謝 祭 一感謝 し、分 け あ う

テ ーマ7:室 内行 動 〔郷:2、3、算:2、図:3、4、裁:5、音;1、体:3〕

屋 内 や屋 外 の 空間 の機 能 や多 様性 を 認 識 す る、 素材 を 集 め て造 形 的可 能性 を 調 べ る、対

象 や 素材 の 見 直 しと新 た な用 途 、形 ・本体 ・色 ・音 の相 互 作 用 を認 識 す る

テ ーマ8:素 材 が私 たち を包 み 、変 え る 〔ド:1、図:4、裁:5、音:1、体:2〕

包 み 隠 す色 々な可 能 性 を試 す 、 覆 い に守 られ る、素 材 を 意 識 的 に捉 え る、動 く空 間や体

験 遊 びの空 間 を 経験 す る、舞 台 遊 び

テ ーマ9:お 金(支 払 い 一欲 一必 要)〔 宗ブ:2、5、ド:1、郷:6、算:3〕

買 い物 の成 り行 き(買 い物遊 び)、 現 金 で の支 払 い と私 た ちの 通貨 制 度(小 銭 と:札)、

・経 済 的関係 の 認 識(お こづ か い と、 お金 の量;買 い物 の可 能 性 の制 限 、注意 深 く付 き合

う こと によ る尊 重 の念)、 お金 の計 算

テ ーマ10:聞 く一理 解 す る 一相 互理 解 す る 〔宗ブ:1、8、2、宗力:14、ド:1、郷:2、音:2、体:1〕

世 界 との 出会 い(家 族 ・学校 ・周 囲 ・自然 界 の様 々 な音 の 聞 き取 り)、 世界 の理 解(情

報 の受 け取 り、 メ ロデ ィ ー、話 の意 味 の理 解)、 耳 が 聞 こえ な くて も理 解 で きる(読 唇

術 、 ジェス チ ャー)、 相 互 に 聞 いて理 解 す る

第3、4学 年 は 、 テ ー マ と 教 科 の 関 連 の み 記 す 。

〈第3学 年 〉

テ ー マ1:感 動 の あ る 風 景 を 作 る 〔ド:1、4、 図:3、 体:1、2,3〕

テ ー マ2:自 転 車 、 動 く 乗 り 物 を 作 る 〔ド:1、4、 郷:5、 算=3、 体:1〕

テ ー マ3:指 の 遊 び 〔ド=1、2、4、 図:1、2、3、4,:2、3、 音:1〕

テ ー マ4:友 達 を つ く る 、 友 達 に な る 〔宗ブ:3.3、3.5、 宗力:2、8、 ド:1、2、4、 郷:1、 体:1、2〕

テ ー マ5:地 域 の 歴 史 〔宗ブ:2.8.2、3.8.2、 ド:1、2、4、 郷:3、 算:2,:2、4〕

〈第4学 年 〉

テ ー マ1=ス ト ラ ビ ン ス キ 「火 の 鳥 」 〔ド:1、4、 図:2、4、 裁:3、 音:1、2、 体:2〕

テ ー マ2:地 域 に 住 む 外 国 人 〔宗ブ:4.5.1、4.5.2、4.10、 宗力:7、 ド:2、 郷:1、 裁:2、 音:1、 体:2〕

テ ー マ3:火 〔ド:1,2、4、 郷:5〕

テ ー マ4:文 字 と 文 字 文 化 〔宗プ:4.10、 ド:2、4、 郷:3,6、 算:2、 図=1、 音:1〕

テ ー マ5:天 分 と 責 任 と し て の 創 造 〔宗ブ=3.i,宗 力:1、 郷:3、4,5i
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、資料2-2

テ

教科にまたがるテーマの具体的展開例

マ3:春(宗 教 、 ド、事 、算 、図 、音 鉢)

テ マ の 展 開

冬が通 りすぎて、春になる
時間の経過を捉 え、通 してみ る

太陽の現在位置か ら、日にちと季節 を特
定 できる

自然の成長

季節ご とに植物 は様 々な姿 を現す

周期の表現 としてのカレンダ ー

様 々な 「言語 」の中で春 という言葉 に出会
って表現 することを学ぶ

音楽 とい う 「言語 」

春の歌
楽曲の中の鳥の鳴き声、

情緒

詩 とい う 「言語」

台本 と詩

芸術 という 「言語 」

自然 の音、春の

祝祭

聖暦年(ク リスマスのの4週 間前の 日曜
日から始 まる:訳 者註)の 祝祭 としての

復活祭
春祭 りを祝 う

指 示

遡宗教(
カトリック)

ドイツ語

郷土 ・事実教授

算数

図画
音楽

体育

単元3
9

活動領域2
4

活動領域3
4

活動領域1
3

活動領域2
活動領域1

2

経験 ・学習領域2

観察課題:影 の長 さ、太陽の現在位置の高さ
日昇 と日没、太陽の出ている時間が長 くなる

庭、牧草地、植え込み、路肩の動植物
一年の経過における植物の外観の姿の変化

植物カ レンダー、植物台、早咲きと春の花の

展示
校庭花壇の設置 と長期間の手入れ

自己の責任を自覚 して学校の敷地を手入れす
る任務 を引 き受ける

植物カ レンダー、花時計

感覚を経て世界を解明する

感覚的経験

受容する能力 を伸ばす
内的体験の表現の可能性

声 、楽器、音 を発するもの、動作、身体の部
分、記号、造形 的描写
いろんな音 を聞いてみる
ビバルデ ィー、ヘ ンゼル、ベ ー トーベ ン、 ヨ
ハンシュ トラウスの音楽

言語の響 き、 リズム、映像的要素
台本を形成す る創造的読み

台本/詩 を読んで聞かせた り朗読 する
活版印刷の様式

絵の鑑賞:モ ネ、春の田園

写真
遊びなが ら様 々な造形物 と交わ る

復活祭 にキ リス ト教徒はイエスキリス トの復

活を祝 う
地域 の復活祭の風習

春の慣習 と春祭 り、歌、踊 り、春の象徴、子
どもたちの生れ故郷の もの も

見て学習する
復活祭 を祝 う

読んで理解する

書 く:書 いて まとめる、文章を書 く
空間 と時間

植物 と動物
基本経験 と算数

大 きさと計算

色
歌 と演奏

聞 く

体操器具 を使 って ・使わずに体を動かす、パ ー トナ
ーと/グ ループのなかでの経験
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ドイ ツ の 学 校 週5日 制 と そ の 問 題 点

坂野 慎二

1.は じめ に

1990年 に ドイツ統一が行われてか ら(ド イツ民主共和国 〔東 ドイツ〕が ドイツ連邦共和

国 〔西 ドイツ〕 に編入 され る形で行われた)、5年 が経過 した。 ドイツは、人 口8000万 人

を越えてEU(ヨ ー ロッパ連合)の 中心的位置を占め るよ うになった。 しか し統一後の問

題点 も顕在化 し、その解決が模索されている。

日本では、平成5年9月 か らの月1回 、平成7年4月 か ら月2回 の週5日 制が行われて

いる。週5日 制の導入 に際 し、授業 のない土曜 日の子 ど もの過 ご し方にっ いて論 じられ、

その受 け皿づ くりとい うことが課題 と受け取 られ、様 々な提案が行われて いる。完全週5

日制の導入が議論 されてい る昨今、外国の事例 にっいて、概観 してお くことも意味がある

ことといえよ う。 それでは ドイツでは、学校週5日 制 の導入 と、その受 け皿づ くりは、ど

のよ うに行われているのであろうか。

ドイツでは、労働時間短縮 との関連 において、すでに1960年 代か ら週5日 制が普及 しは

じめ、学校が後を追 う形 とな っていた。家族で週末に出かけた くて も、子 どもの学校があ

るため に、土曜の午後 まで出発を遅 らせなければならないという事態 も稀ではなか ったの

である。1970年 前後か ら徐 々に学校週5日 制が普及 し、1980年 代末か ら90年代 にかけて浸

透 して、多 くの州で完全週5日 制が標準 となっている。 しか しなが ら、週5日 制 と地域の

受け皿づ くりといった問題の設定仕方 自体が、 ドイツでは奇異 に感 じられるであろう。何

故な らば、週5日 制 と学校の役割 とが直接 には結 びっかないか らである。

む しろ学校 の役割 と関連 して、今 日問題 とされているのは、子 どもの午後の過 ご し方の

問題である。 ドイツの学校は、午前8時 頃に始ま り、午後1時 か ら1時 半頃には終 了す る、

いわゆる半 日学校である。 しか しなが ら、両親の共働 き、あ るいは片親家庭の子 どもが増

加するに伴 い、子 どもの午後 の養育 をどこが行 うのか と`1う ことが問題 となって きた。近

年、 その対応策 と して放課後活動(Arbeitsgemeinschaft)を 行 う学校が増加傾向にある。

放課後活動 によって、子 どもは学校で4時 位まで過 ごすのである。

本稿 は、 ドイツにおける学校週5日 制の動向を資料 に基づき明 らかに し、それを手掛か

りと して、家庭および地域社会の中での学校の役割にっ いて、考 えてい く。

本稿は、次のよ うな構成で論 を進めてい く。始めに、学校制度 にっいて、近年 の状況を

概観 し、東西 ドイツの統一 による学校制度の問題点、3分 岐型学校制度 と総合制学校の問

題 などにっ いて言及す る。次に子 ど もの生活が どのよ うにな っているのかを聴 き取 り調査

の結果を交えて述べ る。そ して、学校週5日 制の導入 ・普及状況 と、週5日 制の与えた影

響 にっいて述べ る。
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皿.ド イツの学校制度

1.旧 西 ドイツ諸州の学校制度

ドイツの学校制度の概略 は、4年 制(ベ ル リン州では6年 制)の 基礎学校までがすべて

の生徒に共通であ り、その後5～6年 制の基幹学校、6年 制の実科学校、9年 制のギムナ

ジウムへ と振 り分 け られる(ベ ル リン州では各 々2年 短 くなる)。 従来の こうした3分 岐

型学校制度 は、学校間の移動が難 しく、10才 で将来の進路 を決定す るものと して批判 され

て きた。 しか し近年 に至 り、第5・6年 を共通化す るオ リエ ンテーション段階(促 進段

階)の 導入、ギムナジウムへの進学率 の上昇、総合制学校の実験等、分岐型学校制度 の弊

害 はかな りの程度改善 されて きて いる。1989年4月 現在の調査 によれば、45～50才 の年齢

集団 において、ギムナ ジウムあるいは専門上級学校を修了 し、大学入学資格 を取得 した者

の割合は12.8%、 実科学校を修了 した者の割合 は19.0%、 ハ ウプ トシュー レを修了 した者

67.5%、 ハ ウプ トシュー レを卒業 した者0.7%と な っている。 これに対 し、25～30才 の年

齢集団において、ギムナジウムあるいは専門上級学校を修了 し、大学入学 資格を取得 した

者の割合 は26.7%、 実科学校を修了 した者 の割合は27.9%、 ハウプ トシュー レを修了 した

者44.1%、 ハウプ トシュー レを卒業 した者0.9%と なって いる。1)っ まり20年 間の うちに、

大学入学資格 を取得する者の割合は2倍 以上 とな り、教育機会が急速に拡大 した ことを理

解す ることがで きる。

1989年 現在、旧西 ドイツにおける第7～9学 年の学校別 の生徒 の在籍状況をみてみ ると、

ハウプ トシュー レ在籍率が39.8%、 実科学校在籍率が29.1%、 ギムナジウム在籍率が30.4

%、 統合型総合制学校在籍率が5.7%と なっている。2)東 西両 ドイツを合わせた、1993年

における第7学 年の学校別の在籍状況 は、ハウプ トシューレ在籍率が23.7%、 ハ ウプ トシ

ュー レと実科学校を合わせた中等学校(旧 東 ドイツに多 い)在 籍率が6.5%、 実科学校在

籍率 が24.9%、 ギムナ ジウム在籍率が32.0%、 統合型総合制学校在籍率が9.2%と な って

いる。3)

2.旧 東 ドイツ諸州 の学校制度

旧東 ドイツの学校制度は、12年 の統一学校であった。1990年10月3日 以降の新5州 の

学校制度を概観す るな らば、 ブランデ ンブル ク州 を除 き、以下 のよ うな傾向 を指摘するこ

とがで きる。第一に、基礎学校 は4年 間であり、第二 に、ハ ウプ トシュー レと実科学校 と

を合わせた学校 とギムナジウムとの2分 岐型であ り(メ ッケル ンブル ク ・フォアポンメル

ン州では3分 岐型)、 第三に、大学入学資格取得までの就学年限が旧西 ドイツよ り1年 短

く、12年 であること、であ る。ブラ ンデ ンブル ク州は、ベル リン州 と同様 に基礎学校が

6年 であ り、全 日制就学義務が10年 間である。

ザ クセ ン ・ア ンハル ト州を例 に補 足す ると、4年 間の基礎学校終了後、生徒はギムナジ

ウムか中等学校(ハ ウブ トシューレと実科学校を合わせた学校)に 進学する。同州文部省

のザ ン トナー氏 の話では、1997/98年 度か ら、第5・6学 年を共通の学校 とす るオ リエ ン
r
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テーシ ョン段階を導入す ることが決定 されたとのことであった4)。

3.統 一後 の学校制度の動 向

(1)3分 岐型学校制度 と総合制学校

伝統的 な3分 岐型学校制度が揺 らぎ始めている。ザールラン ト州では、1996年1月23日 、

州憲法の改正が行われ、1997/98年 度か ら、ハ ウプ トシュー レを廃止す ることが決牢され

た。 これ によって、拡大 された実科学校、統合型総合制学校 およびギムナジウムの3種 類

の学校が存在することとなる。ギムナ ジウム と総合制学校 は、 ドイツで初めて州憲法上同

権 を保障された ことにな る。拡大 された実科学校は、既存のギムナジウム上級段 階の連合

体に取 り入れ られる。 これに合わせて、 同州で実験 されていた中等学校(Sekundarschule、

ハウプ トシュー レと実科学校 とを合わせた学校)は 、 これ以上拡大 されない こととなった。

5)

ノル トライ ン ・ヴ ェス トフ ァー レン州 の総合制学校教員及 び親か ら構成 され る 「総合制

学校協会jは 、ヘ ッセ ン州 の総合制学校 をモデルとするように、総合制学校 のあ り方に注

文をっ けている。彼 らによれば、ハ ンブル ク総合制学校課長 リー クマ ンRiekmann,J.の 見

解を引用 し、総合制学校 は、他の学校種類 との競合 によ って、成績 ・態度に問題のある生

徒が多 いと指摘 してい る。彼 らの考えでは、総合制学校 の本来的な教育の意味 として、ギ

ムナジウム上級段階を設 置す るためには、生徒の3分 の1は 成績の良い者でなければなら

ない。s)っ ま り、総合制学校 は、ハ ウプ トシュー レ、実科学校 およびギムナジウムに相当

す る生徒が それぞれ3分 の1で 構成 されるべ きである、 ということになる。 しか し実際 に

はギムナ ジウム相当の生徒が少ないため、 それを問題 と してい るのである。

このように、ギムナジウム進学者の増加 によ って、 あるいは総合制学校の設置によって、

3分 岐型学校制度は、揺 らぎ始めている。 旧東 ドイツのザ クセ ン ・アンハル ト州 で、ハウ

プ トシューレと実科学校を統合 した中等学校を訪問 した際、ハ ウプ トシューレ進学希望者

が少ないため、実科学校の課程のみを設置 していた。(ハ ウプ トシュー レ進学希望者 は、

他 の学区の中等学校に通学 していた。)ま た、ニーダーザ クセ ン州で も、実科学校進学を

薦 め られた生徒達が、ギムナジウムに進学 し、 ほとん ど実科学校 には戻 って こないなど、

η従来 とは異な る状況 も生 じている
。伝統的3分 岐型学校制度が、早急に変化す るとは考

えに くいが、場合 によっては、ア ビ トゥア取得者や実科学校修 了者が一気 に増え、ハウプ

トシュー レへ進学す る生徒が激減す る可能性が ある。8)

(2)就 学年限

大学入学 資格取得 までの就学年数の問題 は、統一後の大 きな論争点であ った。旧東 ドイ

ツの各州 は、就学年限12年 でア ビ トゥアを取得できるのに対 し、旧西 ドイツでは、 アビ ト

ゥア取得 までに13年 が必要であった。旧西 ドイツでは、ア ビ トゥア取得 までの年限 に幅 を

もたせることを可能 に し、年限短縮 を試 みた時期 もあ った(1972年 の常設文部大 臣会議

〔以下、rKMK」 と略〕の協定)が 、結局は13年 で足並 みをそろえ る結果 とな ったとい

一329一



う経緯 もある。 また経済界か らは、他のEU諸 国の就学年限が12年 であることか ら、就学

年限短縮 の声が あが って いた。
ヒ

KMKで は、統一直後 は、暫定的に12年 と13年 の両者 を認 め、決定を先送 りしていたが、

1995年11月30日/12月1日 に新 たにKMK協 定を結んだ。9)同 協定によれば、第5学 年か

ら授業を行 う週 の数を265週 以上 と規定 し、授業時数 をある程度確保すれば、12年 で も13

年 でも可能 とす ることとなった。単純 に計算す るな らば、12年 で大学入学資格を取得する

ためには、年平均33.1週 、13年 で取得す るためには29.4週 授業を受けることになる。

(3)州 財政の悪化

各州では、統一後の税負担が増大 し、財政事情が悪化 している。 その結果教育財政 も悪

化 している。例えばバイエル ン州では、教員の新規雇用 を抑えてお り、1994/95年 度 には、、

クラス当た りの児童生徒数が昨年 よ りも増加 した。また、ベル リン州では、施設設備の修

繕のための予算が十分 に確保で きず、訪問 した学校の中にも、施設の修繕が行えない学校

もあ った。ニー ダーザ クセ ン州では、1995/96年 度か ら、学校予算 における流用可能な費

目を新 たにっ くり、学校毎で柔軟 に対応す ることを可能 と した。

皿.ド イツの子 どもの 日常生活

(1)学 校での 日常生活

ドイツの学年度は、8月1日 か ら翌年7月31日 までであ り、学期 は2学 期制である。通

例夏休み明けか ら1月 末 日までと2月 初 めか ら夏休 みまで となって いる。休業 は、年75日

で、 多 くの州で は、夏期、秋期、 クリスマス、冬期、 イースター(春 期)、 聖霊降臨(昇

天)祭 に分割 されている。祝 日は、年10日 以上 あ り、各州が それぞれに定め る。年間授業

日数 は、完全週5日 制、月2回 の週5日 制 など、州、学校により多様なため、統一的 に述

べ ることはで きない。例をあげるな らば、1991/92年 度のバ イエル ン州の年 間授業 日数

(行事の 日を含む)は 、211日 である(原 則月2回 の週5日 制の場合)。to)

授業の1単 位時間の長 さは、45分 が標

準で ある。授業開始時刻 は、多 くの州で 〔図1〕 ベル リン州の小学校の 日程

午前8時 前に授業 を開始す る。1日 の授

業業時間は、1～4学 年 では、1日5～

6時 間まで、5年 以上 では1日6時 間ま

でが原則である。休憩時間 は、一般に授

業時間の間が0～10分 で、偶数の授業時

間の後を15～30分 と長め に設定 している

ことが多 い。4校 時終了後の休み時間に

は、軽 い昼食を とるのが一般的である。

ベル リン市のある基礎学校を例にとると、

1校 時

2校 時

3校 時

4校 時

5校 時

6校 時

(7校 時)

8:00-8:45

8:50-9:35

9:55-10:40

10:45-11:30

11:55-12:30

12:35-13:20

(13:25-14:10)
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〔図1〕 の通 りで ある。週5日 制の影響で、5年 生以上 は、週1日 午後に授業を行 う日を

設定する学校が増加 してきた。

クラスの規模 は州 によ り、規定が異 なる。例えば、バーデ ン ・ヴュルテ ンベルク州では、

基礎学校、ハ ウプ トシュー レ、実科学校、ギムナ ジウム第5～ll学 年 は、原則 として1ク

ラス33人 まで、ギムナジウム第12・13学 年は1ク ラス23人 まで となっている。また、ベル

リン市では、基礎学校の1ク ラスは21～29人 で、25名 が理想規模とされている。

(2)放 課後の子ど もの過 ごし方

子 どもは午後1～2時 には、学校か ら戻 って くる。両親 が共稼 ぎであ った り、片親で働

きにでている場合 には、(と くに基礎学校段階の)子 ど もの面倒をだれがみるのかが問題

となる。従来であれば、家族 の誰かが、あるいは近所の誰かが、子 どもの面倒を見て きた。

ドイツ青少年研究所(DeutschesJugendinstitut)が8～12歳 児を対象に1988年 に行 った

調査 によれば、家族が子 どもの面倒をみている場合が75.7%、 ベ ビーシッターや親戚等が

面倒 をみている場合が15.0%(こ の うち、学童保育所で午後を過 ごす子どもは3.8%)、

面倒 をみ る者がいない場合が9.4%で あ った。ii)

近年、 とりわけ都市部 における核家族化の進行、共稼 ぎの増加等 によ り、子 どもの午後

の面倒をみれ ないケースが増 えっっある。 そのため、学校において、午後4時 位まで、何

らかの放課後活動(Arbeitsgemeinschaft)を 行 う学校が増加 しっっある。放課後活動は、

毎 日ではな く、週1～3日 であることが多い。活動内容 は、スポーツや音楽などが多 く、

一般科 目の放課後活動 もある。1996年1月 に訪問 したベ ル リンの実科学校で も、放課後活

動を活発 に行 っていたが、子ど もの午後の養育 とい う目的 に加え、 ドイツ人以外の子 ども

の補習 という意味合い も加味されていた。 しか しなが ら、各州の財政 は、統一後厳 しい状

況 にある。 ドイツでは、教員の授業時間が法令で規定 されて いるが、放課後活動 は、教員

の授業時数 として計算 され るため、放課後活動を増や しただけ、余分 に教員が必要 となる。

各州 とも放課後活動の意義を認 めっっ も、財政問題 との関連で、厳 しい判断を求め られて

いる。

筆者 は、1995年9～10月 および1996年1月 にそれぞれ2週 間、 ドイツを訪問する機会を

得 た。実科学校、ギムナ ジウムなどを回 り、子 どもの午後の過 ごし方 にっいて尋ねてみた。

実科学校やギムナジウムの生徒は、友達 とお しゃべ りを して過 ごす ことが最 も多 い。 もち

ろん、 フ ァミコンの普及 も著 しく、の男子の大多数 は、 ファミコンを していた。一方、女

子 は友達 と電話でお しゃべ りをす ることが多 く、 アルバイ トをす る者 も少 な くなか った。

日本の中学生 と比較す ると、部活動や塾 に費やす時間が少 ないため、 より多 くの自由時間

を活用す ることがで きる。

ドイツでは、週1～2日 程度 スポーツや音楽のお稽古事、あるいはボランテ ィア活動に

通 うとい う子ど もが多 い。その場合、 スポーツはスポーツクラブで行われる し、音楽 は個

人 レッスンや音楽学校 で、ボラ ンテ ィア活動 は教会主催 で、 とい うよ うに、学校以外の 団

体が行 っている。(「 ドイツ現地調査報告 」を参照)
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IV.学 校週5日 制

1.学 校週5日 制の普及状況

ドイツにおける学校週5日 制 は、すで に1960年 代 に導入 にっ いての試行が始 まり、1970

年代以降、各州 において導入されてい った。 その後、1980年 代後半か ら1990年 代にか けて、

学校週5日 制は広 く普及 してい った。先に も述べたよ うに、 ドイツにおいて、教育に関す

る事項 は、各州の権限 に属するため、州毎 により、週5日 制の普及状況は異なる。 さらに、

各州の中で も、週5日 制 をどの程度導入するのかにっいて、学校毎に決定す ることがで き

るため、その実態は多様である。

しか しなが ら、原則的 に州の法令において、週5日 制 に関す る規定が存在する。法令で

原則 として完全週5日 制を規定 している州 は、ベル リン市、ヘ ッセ ン州、 ノル トライ ン ・

ヴェス トファー レン州 と旧東 ドイツの5州12)の 計8州 、実際 にほとんどの学校で完全週

5日 制が導入 されて いる州 は、バイエル ン州、 ブ レー メン市、ハ ンブル ク市の3州 、隔週

の週5日 制 を行 って いる州 は、バ ーデ ン ・ヴュルテ ンベル ク州、 ライ ンラ ン ト・プ ファル

ツ州、ザール ラン ト州の3州 、 月1回 の週5日 制を原則 として いる州は、ニーダーザ クセ

ン州の1州 、州 の中で週5日 制の対応を多様 に規定 してい るのが、 シュレスヴィヒ ・ホル

シュタイ ン州の1州 である。13)

近年の動向をみ ると、バ イエル ン州では、1989年 に完全週5日 制 を徹底す る告 示が出さ

れ、 ほとん どすべての学校で週5日 制が行われるに至 った。1990年 代に入 り、ベル リン州

(1993年)、 ノル トライ ン ・ヴェス トファーレン州(1993年)、 ニーダーザ クセ ン州(19

96年)と 、完全週5日 制を規定す る州が現れた。 しか し実際 には、多 くの学校が1970年 代

か ら1980年 代 に週5日 制を導入 しており、子 どもの生活 に対す る影響 と関連づけた議論 に

は発展 しなか った。 これ は学校 と家庭、社会の役割分担がは っき りとしていること、 ドイ

ツの学校が半 日学校で あるため、土曜 日分の授業を午後 に振 り替え ることがで きること、

そ して、週当た りの授業時数を原則 と して30時 間以内に していることに因る。

2.ド イ ツにおける学校週5日 制の特質

(1)授 業時間の確保

学校週5日 制の導入 によ って、実際の通学 日数 は減少す る。 それによ り、授業時間が削

減されたのであろ うか。結論か らいえば、原則 と して、授業時間数 の削減 は行われていな

い。すなわ ち、授業の ない土曜 日の授業時間は、他の平 日に割 り振 られて いる。 このよう

に授業時間を削減 しないですむのは、 ドイ ツで従来か ら批判を受けて きた 「半 日学校」で

あ ることによる。 ドイ ツの学校 の多 くは、14時 頃までに終了す るため、1日 の授業時間数

を増加 させ ることが容易なのである。 もっとも、週5日 制の導入 に伴い、1日 の授業時間

数を増加す る場合、生徒が過重 な負担 を負わないよ うに、1日 の授業時間数 を学年 に応 じ

て制限 した り、宿題を減 らすなどの措置が講 じられて いる。

一方
、週5日 制の導入 に合わせ、授業時間数 を減 らした州 もある。ベル リン市 および二
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一ダーザ クセ ン州は、週5

日制の導入 によ り、授業時

間を削減 した(あ るいはそ

の予定である)。 ベ ル リン

州で は、1991年5月27日 の

文部省規則によ り、1991/

92年 度か ら、完全週5日 制

が導入 されてい る。 この完

全週5日 制の導入によ り、

授業時間数 の削減が規定 さ

れた。削減 され る前後の授

業科 目および時間数 は、 〔

表1～3〕 の通 りである。

第7学 年では、物理2時

間(週 当た り)が 削減 され

て、物理 の学習開始 は第8

学年か らとなる。第8学 年

では、地理 と化学 と合 わせ

て1時 間を削減す る。例え

ば1学 期 に地理3時 間を行

い、2学 期に化学3時 間を

行 う。第9・10学 年では、

学校の種別毎に削減す る科

表1基 礎学校の週当たりの時間時間数(ベ ルリン)

科目

学年

合科授業

ドイツ語

算 数

外国語

(ラテン語)

事 物 科

技 術

生 物

地 理

歴史/社 会

スポーツ

美 術

音 楽

計

1 2 3 9 5 G

17212426

うち

s

5

3

3

2

2

7

5

5

3

2

2

75

55

5

(s)
7

2

2

1

2

33

22

22

5

5

5

(s>

2

1

2

2

3

2

2

17212426 2929

(30)(30)

(出典:「 基礎学校規定 」1986年2月5日)

目の授業時間が異 な る。ハ ウプ トシューレで は、音楽または芸術1時 間、世界1時 間を短

縮す る。実科学校 では、音楽または芸術1時 間、選択科 目1時 間を短縮す る。ギムナジウ

ムでは、音楽 または芸術2時 間を短縮す る。

バーデ ン ・ヴュルテ ンベル ク州では、1994/95年 度か ら、新学習指導要領が施行された

が、 そこでは、ハ ウプ トシュー レ、実科学校およびギムナ ジウムの週あた りの授業時数が

削減 され、週 あた りの時間数は原則30時 間とな っている。 また、バイエル ン州の州立教育

研究所 の教育課程編成関係者の話によれば、週5日 制を普及 させ るためには、週当たりの

時間数 を30時 間 に抑え ることが不可欠である。すなわち、1日6時 間の授業を5日 間行 う

ことによ り、終え られ る時間数 とすべ きである。現在の ところ、一部の学校種別(と くに

ギムナジウム)、 学年 で、週30時 間を越えているが、将来的 には、 これは改善 されるべ き

との考えであ った。 さらに次のような指摘を受 けた。 「時間数を減 らす ときには、内容を

減 らす、あ るいは精選す る勇気 をもっ ことが必要である」と。 こうした点 は、 日本で も検

討 されてよいであろ う。
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(2)週5日 制導入 の柔軟 さ

各州は、法令によ り週5日 制を導入 するが、幾っかの州で、その決定は学校側に留保 さ

れて いる。例えば、隔週週5日 制を原則としていたベル リン州では、週6日 制、月1回 の

週5日 制、月3回 の週5日 制、月4回 の週5日 制 を行 っていた学校が存在 していた。教育

行政当局が一方的 に決定 し、実施 を指示す るのでな く、学校の立地条件等 を考慮 し、学校

が独 自の判断で導入す ることが可能なのである。

表21987年 の規則に もとつ く中等段階1の 週当た りの授業時間数(ベ ル リン)

学校

科目 学年

必修科目

ドイツ語

歴史/社 会

歴

地

世

物

化
生

音

美

史
理

界
理

学

物

楽

術

スポーツ

数 学

外 国 語

労 働 科

第二外国語

選択科目

計

ハ ウプ トシ ュー レ

78910

5549

22一 一

一 一22

2222

一 一22

2222

-211

2-11

1.51.51.51.5

1.51.51.51.5

3333

5594

3333

9466

31313333

実科学校

78910

4449

2222

2222

2222

-222

2-22

2221

2212

3333

4444

9933

一 一22

1)9994

31313333

ギムナ ジウム

78910

9

2

2

2

2

2

2

3

9

9

933

233

222

222

222
-22

222

222

33(2)3(2)

933

433

4433
一 一3(5)3(5)

31313333

(34)(34)

*1)実 科学校の選択科 目は、次の通 り。

A.数 学 ・自然科学 コース(第7学 年物理又 は生物重点の 自然科学系授業、第8学 年

化学 も重点に含めた自然科学系授業、第9・10学 年数学2時 間と物理、化学又は

生物2時 間

B.第 二外国語

C.経 済 ・福祉 コース

D.ド イツ ・音楽 コース

E.労 働科

(典 拠=「 ハ ウプ トシュー レ、実科学校、 ギムナ ジウムの第7～10学 年の実施規則」

1985年7月16日 、1987年7月20日 改正、か ら筆者作成)
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(3)適 正手続

上述 したよ うに、 どのよ うな形式で週5日 制 を行 うのかは、最終的には学校が決定す る
よ

ことがで きる場合があ る。 その場合、校長が独 自に決定を行 うのでな く、多 くの場合、学

校会議等の同意 を得 ることを必要 とす る規定が存在 して いる。

例えばヘ ッセ ン州 においては、原則と して第一土曜 日の授業がない、月1回 の週5日 制

が、文部省告示によ り規定されている。 しか しなが ら、全体会議、両親委員会、生律会等

が、週5日 制にっ いて決定で きる。バイエル ン州、ベル リン州、ブ レー メン州、 ライ ンラ

ン ト・プファルツ州等 において も同様に、両親委員会や生徒会が週5日 制の形式 にっいて

の決定に関与す ることがで きる。 もっとも、バ ーデ ン ・ヴュルテ ンベル ク州のよ うに、州

文部省が、統一 的に規定 し、告示す る例 もあ る。

表31991年 の改1Zに もとつ く中等段階1の 週当た りの授業時間数(ベ ル リン)

学校

科目 学年

必修科目

ドイツ語

歴史/社 会

歴

地

世

物

化

生

音

美
ス ポー ツ

数

外
労

史

理

界

理

学

物

楽

術

国

働

第二外国語

選択科目

学

語

科

計

ハ ウプ トシ ュー レ

78910

55

22

21.5

02
-1 .5

2-

1.51.5

1.51.5

33

55

33

44

94

22

22

12-1

2

1

1

2

3

9

3

6

2

1

1

2

3

9

3

GC-1>

29303131

実科学校

78910

49

22

21.5

02
一1

.5

2

2

2

3

9

9

2

2

3

9

9

9

2

2

2

2

2

2

3

9

3

9

2

2

2

2

2

2

3

9

3

22-1

4934-1

29303131

ギムナジウム

78910

99

22

21.5

02

一 ユ
.5

2

2

2

3

9

4

2

2

33

33

22

22

22

22

)?)2

33(2)3(2)

933

933

4433
一3(5)3(5)

29303131

(32)(32)

(出典:rI.週5日 制の導入H.中 等段階1領 域における授業時間数の削減」

1991年5月27日)
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V.ま とめ

学校の役割 とは何か。子 ど もの生活か らみると、学校は生活の一部 である。 しか も多 く

の時間を学校で過 ごす。 しか し子ど もの生活の基盤 は家庭 であ る。 日本 と ドイツの親の立

場、学校の役割にっいて、次の2点 にっいて、相違 を見いだす ことがで きる。

第一 に、 ドイツでは、子 ど もの教育 は、第一 に親の責任である。 こう言 うと、当た り前

とい う印象 を受ける向 きもあろう。 しか しなが ら、親の責任が、実質的に も、形式的にも、

ドイツでは貫徹されてい るのである。 日本のPTAは 、教員主導の下、様 々な雑用を行い、

教育活動 を後援 するよ うに機能 しているところが多 いよ うである。親が学校に対す る不満

を述べて も、それを手続 き的 に保障す る ものはない。一方、 ドイツでは、親の学校教育参

加権が、法的に保障 されて いる。14)そ うした親の学校教育参加権 を保障す るために、教

員、親、 および生徒の代表によ り構成 される学校会議が設置され、親が十分な情報 を得 る

ことを保障するとともに、一部の州 では、親 と教員が、学校 での事務内容 に応 じて共同決

定で きるのである。15)週5日 制の実施にっいて も、 そ うした手続 きが必要である。

第二 に、学校は知育の場 であり、訓育 は家庭 を中心 と して、教会等によって行 うとい う

役割分担の考え方が基本である。 ドイツの学校 は、午前8時 頃に始 まり、午後1時 か ら2

時の間位に終了する。例 えば、今回訪問 したベ ル リンの実科学校(第7～10学 年)で は、

8時 に1時 間目が始 ま り、6時 間 目は午後1時20分 に終了す る。児童生徒は、午後 たっぷ

りの時間を 自由に使 うことがで きるのである。午後の子 どもの養育 は、原則と して家庭の

役割で ある。 日本のよ うに、部活動を行い、午後5時 、6時 まで学校に残 って いるとい う

ことはない。子 どもが、あ るいは親が、放課後 をどのように過 ごす のかを決めるのであ る。

何 らか の組織的な活動 を行 う場合、学校 とは別組織(教 会やスポーツ団体 など)が 活動の

場を提供す るのであ り、授業が終われば学校 とは無関係 なのである。

ドイツで週5日 制が普及、浸透 したときに、地域社会 との関係、 あるいは受け皿づ くり

とい う考え方 は生まれて こなか った。 これは、子 どもの教育 を学校任せに していないか ら

ではなかろ うか。換言すれば、子ど もの生活の中で、学校以外の 占める割合が(意 識の上

で)高 いのであ る。

学校、家庭、その他の社会組織 の関係を明 らか にす るためには、子 どもの生活空 間を多

元的 に把握 しなければな らない。 それぞれがどのよ うな役割 を担 っているのかを明確にす

れば、そのためにそれぞれが何をなすべきかが明 らか にな る。 日本の学校、家庭、 その他

の社会組織の関係 を ドイツのそれと比較 してみ るな らば、子 どもの生活空間が学校 に集 中

してい ることは容易 に理解で きよ う。 ドイツの学校 に比 べ、 日本の学校 は、多 くの役割を

抱え込んでい るのであ る。

日本において、学校週5日 制は、学校、親、地域社会の役割を見直す契機 とな った。学

校以外の子 どもの生活に、親、学校以外の組織が どの程度関与 して いくのか。 さらに学校

は、何をどの程度行い うるのか、 また、行 うべ きなのか。 ドイツで は学校での放課後活動

が普及 しっっある。 これは学校機能 の拡大 である。逆 に日本の学校 は、 どのように機能 を
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削減すべ きなのかが、今 日問われているのではないだろ うか。
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デ ン マ ー ク 国 民 学 校 の 開 放 と 教 師 の 役 割

一 「デンマーク国民学校の地域文化センター化事業」を手がかりとして一

佐々木正治

は じめに

学校の地域開放 と教師の役割を主題 とする教育実践の在 り方を探 るために 本稿では、

デ ンマーク成人教育研究開発セ ンター と国立教育研究所が、合同で4年 に亘って行った国

民学校の地域文化センター化事業 を手がか りに考察 を進め たい。

国民学校の地域文化セ ンター化事業は、 近時の産業化、都市化、 多文化化、地域文化 の

衰弱化、少子核家族化などの急激な社会変貌を背景に、学校 と地域社会の関係を革新する

視点 に立って行われた文化活動で ある。 したがって、 旧来のコミュニティー ・セ ンターの

設立な どにみられるソーシ ャル ・ライフ型 の文化活動 とは異質な取 り組みであることを見

落 としてはならない。

本稿では、 この ような国民学校の地域文化セ ンター化事業の特質 を社会的背景 を踏 まえ

て浮き彫 りし、 さらに実践過程の分析を通 して、 学校の地域開放 に関わる教師の役割を究

明 していきたい。 その際、地域の中の人々の関わ り合 いの稀薄化、 とりわけ教師 と地域住

民の関わ り合いの稀薄化を問題 としておさえてお かなければな らない。 というのは、学校

の地域文化セ ンター化事業は、 教師や住民 が、産業化 の中で分断 された人 々の関わ り合い

を問題 として捉え、それを 自力で乗 り越えるために地域の連帯意識を高める方途 を探 る実

践であったか らである。そ うした意味からここでは、 特に国民学校の地域文化セ ンター化

事業 において展開されている組織化過程の検討を通 して本論の課題に迫 りたい。

1本 事業の社会的背景

国民学校の地域文化 センター化事業は、1987年 に、国会が1992年 の国民学校法改正を睨

んでプログラム開発を政府に指示 したことが直接的契機 となって開始 されたものである。

しかし、 この事業の性格を的確 に把握するためには、 本事業開始の社会的背景を明 らかに

しておかなければな らない。

デンマークも1960年 代以降、産業化、都市化な どの急激な社会変貌 にみまわれ、社会構

造が分化傾向を強める中で、地域社会のあらゆる面での新 たな関わ り合いの構築が課題 と

して浮上 してきた。 高度産業化によって、専門の細分化が進み、それに伴 って人 々の様 々

な関わ り合 いが分断されるおそれが生 じたからである。住民 と地域 との関わ り合 いも例外

ではなかった。かつては住民にとり、地域 は収入源であったが、新来の勤労者にとっては

働 く場にすぎない。それも職場が所在 している場所 にすぎず、その場所のみに直接収益を

依存 しているわけではない。 こうした地域 との関わ り方の違いが、 コミュニティー意識を

変化させたことはいうまでもない。

居住区を一瞥すると、 団地化、 世代別の棲み分 けが進み、 新旧住民間や世代間の新たな
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関わ り合いや団地 っ子 ・鍵 っ子の保護 と指導 の問題、 自然 の遊び場を喪失 した子 ども達に

自然接触の機会を回復 させる問題などが持ち上がった。 モータ リゼーシ ョンや情報化の進

展 により生活圏は飛躍的に拡大 し、 ボーダレス化が進み、入 々の社会 移動が頻繁 にな り、

外国人労働者 も流入 し、地域の多文化への対応が新 たな地域課題 となっている。 それ につ

れ、一方では住民の根無 し草化も進み、地域での共同活動や余暇活動 が衰退 し、伝統的な

地域の共同体倫理 を風化させ、各種の集団や組織 内で価値葛藤を進行 させ、 行動規範 を分

化、 多様化 させた。対立する価値体系は対人関係 を混乱させ、子 どもの教育や:地域 ・学校

間の協力関係に微妙な影響 を与えている例 も少な くない。

さらにいえば、地域に所在する家庭や学校 自体 も著 しい変化を免れるわけにはいかなか

った。核家族 化、 共稼ぎ家庭の増加によ り、 子 どもの発達や養育 をめ ぐって家庭や学校、

地域の新たな関わ り合いの在 り方が問われ、三者間で特に養育の連続性をいかに して創 り

出すかが教育関係考の主要な課題 となって きた。 それは、学校関係者 はい うまでもな く、

:地域や民間の教育指導者 にとって も課題であった。 そこで、 各方面の教育関係者が協働 し

て、生活圏が拡大 している地域に、学校をかなめ とする新 しい地域文化の拠点を構築する

ことが期待されたのである。

同様 に都市化は、学校 をも変容させ、 マ ンモス校や過密学級が出現 し、教師 ・保護者間

の親密な関わ り合いが失われ、 同時に両者間の安定 した信頼関係 も揺 らいできた。教師 ・

生徒間の接触率 も低下 し、 相互の無理解がはび こり、生徒 の欠席率が高 まっていった。 か

っては教師 も保護者 も子どもも、学校や学校外の施設等で共 同のイベ ントに参加 した り、

遠足などで互いにイ ンフォーマルに接触する機会 に潤沢に恵 まれていた。 ところが、今や、

保護者 の学校へのアクセスは 「保護看 の日」など公的な機会 に限られてきた。学校は閉 じ

られた機関 とな り、大規模化するにつれ保護者 との関わ り合 いは一層 フォーマルなものと

なった。小規模校で教師 とのインフォーマルで親密な接触 に慣れていた保護者は、 このよ

うな距離を受 け入れ難 いもの と感 じ、教師 ・保護者関係 も疎遠 となっていった。 そこで、

こうした事態を改善するために学校を伝統的な教育 目的以外 の目的で使用で きる方途 を保

護者に指 し示す必要が生 じて きた。

以上のような各種の文化 ・教育問題を解決すべ く、 デンマークでは既に1940年 代以 降、

コミュニテ ィー ・センターの設置が繰 り返 し論議の支趾 にのせ られた。 ただ し、 当初 は、

文化を広義 に解 し、物心両面の生活に関わる もの と捉えていた。 ところが、60年 代に入 り、

文化を狭義 に解する傾向が強 まり、直接的 には芸術、 芸能活動に絞 られてきた。 これ ら広

狭両義がコミュニティー ・セ ンター構想 に影響を与え、各地にコミュニテ ィー ・センター

が設立された。 国民学校の地域文化セ ンター化事業 は、 この ような過去の経験を踏まえて

展開された ものであった。 同時に、 この事業は、 急激な社会変動、地域社会の解体過程で、

学校が ます ます地域から浮上遊離 し、 学校地域関係の稀薄化、相互補完関係の崩壊 を招い

ている状況に抗 して提言された、過去20年 来の学校開放の 自然な延長線上 に立ち上が って

きたテーマである ことを見落としてはならない。 ともあれ、 こうした中で、 教員組合は19

84年 に、学校 の地域開放 を提書 し、学校の将来展望を明かにした。つ まり、 これからの学
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校は、従来 の制度の枠組みや運営の限界を大幅に超 えて地域 と密着 した新 しい役割を担 う

必要がある と主張 した。 これを受 けとめてデンマーク社会 自由党は、国民学校及び地域文

化 センター としての学校のための開発プログラムをス ター トさせた。 これは、 デ ンマーク

学校史 において特筆すべ き大がか りな開発プ ログラムであった。

国会は1987年 、 社会 自由覚の提言を入れて、 「7項 目プ ログラム」 と呼ばれている次の

ような 「デンマーク国民学校及び学校の地域文化センター化事業のための開発プ ログラム」

を採択 し、政府に学校の地域文化センター化事業開発を指示 した。 これは、1992年 の法改

正 と公立の国民学校(初 等 ・初級中等学校)制 度改革の前提作業 として位置づけ られたも

のであった。

① 国民学校は、義務教育 とは別 に、余暇活用のための幅広 いオプ ションを内容 とする

文化的な活動を多彩に繰 り広げな ければな らない。 これらの活動にあたっては、地域 にお

ける各種の一般教育団体や青少年団体、 その他の諸団体 と十分 に調整 を図 り、 緊密に連携

して実施 しなければならない。 また、 これ らの活動 は、地域 のあらゆる年齢層の住民が、

既存の教育 との関連を考慮 して、 その開発 と運営にあたらなければな らない。

② 児童 ・生徒の活発な学習 とその進展を保障 し、文芸 ・創造両面 の能力や技量を高め

るような教育 を行わなければならない。所定の科 目を所定の時間に振 り分けて授業 日を設

定する ような旧来の方法を改善 し、 たとえば、セ ミナーを採 り入れるなどして、 もっ と柔

軟なものに しなければならない。

③ 学級担任は、 各方面の教師 と協力 した り、 保護者 と接触 した りしなが ら、児童 ・生

徒一人 ひと りに関わる専門的、社会的活動 と学級経営 とに幅広 く携わる ことが可能でなけ

ればな らない。

④ 学校内の協力関係 はい うまでもなく、児童 ・生徒、教師、保護者 と地域住民間の新

しい協力関係の在 り方が探求、実践されなければな らない。

⑤ 行政部局の既存の組織区分 の仕方を廃止 し、青少年問題を全面的に管理で きる よう

な組織 に再編するよう地方 自治体 に勧告する。

⑥ 教員養成大学の教育研究セ ンター化 を図 り、 そ こで地方の学校 が、指導及び支援を

受けて専門的、教育学的な発展を遂げられるようにする。

⑦ 開発事業を促進するためには、各学校 が財政支援問題 を解決で きる ような手だてを

講 じる ことが肝要である。

この ような開発事業 とそれに関わる調査 ・研究は、 デンマークの国民学校 にとっては目

新 しいものではない。 この国では、教育分野の立法やカ リキ ュラム改革等は、予め教育研

究開発を行い、 その結果取得 され た知見や経験 に基づいて実施されるのが一般的であ り、

そのような伝統 も確立 されているからである。

2学 校の地域文化セ ンター化事業の理念 と構想

近年、 デンマー クでは多数の コミュニテ ィー ・セ ンターが設立されてお り、 これらのセ

ンターと学校地域文化セ ンターとが混 同され る場合が少な くない。 しか し、両者 は次 の点
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で明確に一線を画 している。すなわち、前者 は、 第一義的 には地域住民が各種の芸術活動

や文化活動 を行って教養の向上を図ることを狙いとしているいわば、生きがいづ くりを目

指 した個人的営為 といってよい。 一方、後者は、 学校を地域社会 と教育の関わ り合いのか

なめないしは焦点 として位置づけ、学校の施設や機能を地域社会 に開放す ることによって

何よりも地域住民 の紐帯の創出を基本 としている。元来、地域社会は、学校を創出した母

胎的存在であ り、学校 を支 える社会基盤ではあるが、 学校が専門教育機関化するにっれ、

両者は互 いに遊離 し、 自己閉塞化 している。 そこで、 学校 を地域社会へ開 き、学校を核 と

するコミュニティー教育、つ まり地域 における教育全体の統合化 を進めることによって、

近時の社会的傾向である分業化、専門の細分化、 ひいてはあらゆる関係性の分断化 に抗 す

る地域文化の高揚 を図ることが開発プ ログラムの基本理念であるといってよい。 このため、

地域文化の拠点 として学校 は、教師や子ども達だけでな く、 全住民の学びの過程を広げ、

活性化させ、地域 の学習社会化を進める うえで中心的な役割 を担わなければならない。 ひ

いては住民の学びの営みを革新 してい くことが学校の地域文化セ ンター化事業の 目的であ

り、他の多 くの事業 とは異 なる特質で ある。 もちろん、 このような基本理念 は、 地域の実

情 に合わせて実践 されていることはいうまで もない。

ちなみに、実験校では、学校 と地域社会の関係を改善 し革新するために、個人及び社会

の生活全体 にわたるいわゆる水平的次元における教育の統合 を目指 した統 合学校構想 を打

ち出している。その目的は、学校 を地域社会に向かって開 き、授業科 目に分断されている

現状を解消 し、学校教育の蘇生 と活性化を図 り、 学校 と地域社会 の間の障壁 を打破するこ

とによって子 ども達の生活や教育、行動の中 に連続性 を創 出することである。統合学校構

想の今一っの 目的は、教師 と保護者間の望 ましい協働の基礎 を創 出することである。その

ために、 当該校では、具体的な評価目標を設定 し、 関係者の協力 をえて試行経験の収集を

特に重視 して行 っている。

さて、 これ まで触れてきたような学校地域文化セ ンター化事業 の基本理念を実現するた

めに、デンマーク政府 は具体的な施策 目標 として、地域活動 の基盤整備、地域の社会生活

及び文化活動の活性化、 ひいては地域の ヒューマ ン ・ネ ッ トワークの回復を企図 し、次の

ような手だてを講 じている。①各種グループ間の協力体制の確立、②参加者のニーズを踏

まえた柔軟な組織 の運営、③学習機会の拡充 と情報提供、④学校 ・家庭 ・地域の連携 と余

暇活動の促進、⑤学習困難 な児童 ・生徒を対象 とした新 しい文化活動の推進。 これらの地

域活動は、国民学校 との関わ りで進められ、 社会 の発展 と社会問題 についての理解の促進、

地域社会における各種 の機 関やグループ間の協力関係や責任体制 の確立を狙っている。

3実 験の実施経過

上述のような政府の意図を達成するために4年 間に亘 って実験 が行われた。国会が開発

プログラムを採択 した1年 後の1988年 夏には、学校の地域文化センター化事業に関する18

0のプ ロジェク トがスター トした。初年度は26プ ロジェク ト、次年度 以降1989-1991年 にか

けては、 さらに12プ ロジェク トを選択 して実施過程の追跡調査が実施された。 一般的に地
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域のイニシエーターは、 この種の開発プ ログラムを歓迎 し、およそ国民学校の1/5が 学校地

域文化センター化事業 に関わるプロジェク トに参加 した。 デ シマーク成人教育研究開発セ

ンター及び国立教育研究所 は、学校地域文化センター化事業 に関する開発事業で得た知見

を全国規模で比較検討 している。

4検 討 の視点

第1年 目には、地域文化セ ンター構想を具現す る方法 として特 に、 学習機会の拡充 を狙

うのか、その際、学校 が中心的な役割 を担 うのか、地域の コミュニテ ィー ・センターや他

の地域活動 との競合関係をどう解消するのか、 な どの問題 も掘 り下げている。併せて学校

の地域文化セ ンター化事業の機能 について も分析 し、 社交の場の機能、学習機会提供機能

などの実態把握にも努めている。

2年 目。デ ンマークの ような小国でも地域社会の日常生活が地域文化セ ンターの発展に

多様な影響 を与えている。 それ故 に、第2年 目には、4地 域でケース ・ス タデ ィーを行 い、

地域文化センターが近隣の地域社会にいかに依存 しているか とい う問題を掘 り下 げ、地域

文化セ ンター と地域社会 との関係 の解 明を図っている。 その際、各種の機関や団体間、任

意のイニシアティブ闇の今 日的関係 について も分析 している。

3年 目。2年 間の実験過程で浮上 した各種の問題 について、354の 地域文化センターを対

象 とした実態調査 と38の 地域文化センターでのイ ンタビュー とにより追跡調査を実施 して

いる。 実態調査 は地域文化 センター化事業の新 しい運営組織の構造、人的資源 と財政、 活

動の一般的な阻害条件な どを中心 に行われた。 さらに、地域文化セ ンターが学校教師 に与

えるインパク ト、 教師 ・児童 ・生徒 ・保護者の伝統的 な役割 に与 える影響及び活動の社会

的、政治的機能の実態把握にも努めている。

5本 事業 の展 開と教師の役割

ここでは、学校 の地域文化センター化事業 の展開過程 を追跡 点検 し、そのことを通 し

て、学校開放にお いて果 たすべき教師の役割 をデ ンマークではどう捉 えているかを解明 し

ていきたい。 それ には、展開過程 に関わる主要な構成要件 として次の7点 に触れておかね

ばならない。 すなわち、①始動者 ・グループ、②計画 と組織化、③ コミュニティー ・イ ン

ボルブメン ト、④事業 内容、⑤ユ ーザ ー、⑥教育活動、⑦教師の役割。

(1)始 動者 ・グループ

どの ような人達 がこの事業を始動させ、主導的に導 く核集団(initiativegroup)と

なるのかとい う問題か ら検討 してみよう。 イニ シアテ ィブ ・グループは、 「始動集団」 と

「主導集団」 とを包含するが、 ともか く具体的に どういう集団がイニ シアテ ィブ ・グルー

プにな り得 るかは、その地域の特質 と、 どういう形の コミュニテ ィーをつ くるかによって

決まるものであって一概にいえない。 しか し、 この事業で は、大 きく教師 と教育行政関係

者などフォーマルな集団の場合 と、地域住民などの民間の任意団体の場合 とに仕分けで き

ょう。 前者の場合、教師集団 の指導的人物が この事業 に関与 して校内 と同様、地域で も主
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導集団を形成 して指導役 ・調整役を占有 しよ うとしてかえって失敗 したケースがみられる。

一方、 後者にっいて も、一口に始動者、主導者 といってもかつてのように名望家や知識人

指向ではな くなっている現状 に配慮 しなければな らない。今 日では、一般 の住民、それも

スポーツクラブや保護者会、 組合などの参加経験者がイニシアテ ィブ ・グループ を形成す

る場合が多い。 これ ら各種 の団体や集団活動の体験者は職種 は様 々であるが、 いずれ も行

政や学校、地域の各種協会 と関わ り、 コミュニテ ィーで広い人脈や組織 を持 ち、行動力が

あ り、 アウ トリーチ活動や情報提供、 相談事業 啓発活動の仕方などについて熟知 してい

る者が少な くない。。 それに、地域が直面 している様 々な社会問題、環境 問題 地域文化

の持つ意味にっいて もわきまえている、 いわば、新 しいタイプのイニシエーターのネ ット

ワークの代表格の人たちである。 この点が旧来のイニ シエーター とは大 きく異なっている。

このため教師側の、ややもすれば住民に対 しても教え ようという指導者的態度が敬遠 され

るのも無理はない。む しろ、 本事業では、 イニシエー ターとしてだけでな く、事業の推進

過程における地域 のリソース ・パーソンとして積極的 に位置づ けて活用している。

(2)計 画 と組織化

計画 ・組織化過程に注 目すると、地域文化センターは、次の3種 に類別で きる。

①ネ ットワーク型組織 としての地域文化センター

②新 しい会合 の場 としての地域文化センター

③学校活動の拡張 としての地域文化セ ンター

①ネッ トワーク型組織 としての地域文化セ ンターは、学校を基盤に しなが ら、 周知の一

般教育団体や協会の協力を得て地域社会の既存のあらゆる事業をネ ッ トワーク化 し、調整

しようという意図を持って いる点 に特色がある。 ②新 しい会合の場 としての地域文化セ ン

ターの特徴 は、学校の単なる日常活動の拡張 とは異質 の活動 を展開 し、 実際にも各種の新

しい会合の場 とな って いる点である。 イニシアテ ィブを取るのは学校 といってよいが、指

導者は学校外の団体で ある場合が多い。③学校活動の拡張 としての地域文化センターは、

学校の日々の活動、大抵の場合、教育活動を中心に事業 を展開している点 に特色がある。

教師がイニシアテ ィブを取 る場合がほ とん どである。 いずれの場合にせよ、 ほとんどの学

校が、計画 ・組織化のプロセスに参加 して いる。 ただし、学校や地方 自治体などの公的機

関が単独に事業の計画や組織化を行っている事例は極めて少ない。多 くの場合、各種の協

会や一般教育関係団体、青年学校、公的機関が住民の参加者を交えて計画 ・組織化を進め

て いる。

イニシェーターは、計画策定にあた り、地域文化セ ンター活動の阻害条件 を考慮 に入れ

てお く必要がある。 その除去 は、 予想以上 に難 しいからである。 たとえば、 個々人や グル

ープ間の妥協 を図ることも容易で はない。 しか し、 イニシエーターは、 あ くまで地域文化

センターの活動の主 目的である紐帯 と地域 アイデンテ ィテ ィーの創出を基本 に置いて、 活

動形態や組織構造 を選択 している。

地域文化セ ンター構想や計画は、 多 くの場合、 コミュニテ ィー大会などで提言 され、 ま

ず最初 に調整者のグループを リクルー トし、 その後、ユーザー、調整者グループ、委員会
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か ら組織がつ くられ、 運営 されている。地域文化センターをスター トさせるにあたってイ

ニ シアティブをとった人たちは、 不本意にも地域の協会内部や教師と保護者間の既存 の軋

礫、葛藤 に巻 き込 まれる場合 もあった。 しか し、 多数のユーザーを得て成功 した地域文化

セ ンターもみられる。それ故 に、 イニ シアテ ィブは、 当初は予見 しが たい地域事情 に依拠

しているといえよう。

(3)コ ミュニティー ・インボルブメン ト

地域のイニシエーターは、 この事業 の推進にあたり、 いわばコミュニテ ィー ・インボル

ブメン ト(COmmUnityinVOIVemen七)方 式を採用 している。イ ンボルブメン ト(包 絡)と は、

文字どお り住民を事業の展 開過程 に巻 き込 んでい くということと、住民が自分の意識の中

にコミュニテ ィーを取 り込んでい き、 ひいてはコミュニテ ィー ・アイデンテ ィテ ィー、 っ

ま り、 これが 自分たちのコミュニティーだ という気持 ちになっていくことの2つ の意味を

込 めて使われている。 ちなみに、 直接包絡 されている教師が地域文化セ ンター活動を同僚

に説明 し、関心の共通化 を図 り、 事業の目標 を共同で設定 し、実際の手だてを講 じる中で、

同僚を地域活動そのものの中に巻 き込んでい く。最初、新 しいイニ シエーターのグループ

に属 している教師は、それ以外の教師グループを地域文化センターのアウ トリーチ活動 に

お ける目標グループである とは思 っていないが、 やがて、その必要性 に気づいて くる。 教

師 についてだけでなく、 子 どもや住民 の場合にも類似の包絡過程を辿っている。包絡され

た地域住民が学校 についての意見を変 え、それが順次、 プロジェク トに直接包絡されてい

ない子 ども、住民や教師にもインパク トを与えている。様 々なグループが意志決定や活動

に参加することによって文化政策、教育政策、社会政策などの領域で公的機関や意志決定

者 と密接に接触す るようになっている。 これによ り地域住民が、 この事業の開発 に影響を

与える ことが可能 となった。 同時に、 専門職 は協働過程に関わることにより、地域住民の

努力も自分達 と同 じ条件で受 け入れられなければならないという認識を持っようにな り、

やがて意識 の中にコミュニティーを取 り込み定着させている。

(4)事 業 内容

地域文化セ ンターは、多彩な事業を展開 している。1地 域文化センター当た り平均7事

業 を繰 り広げている。参加者の 自主管理で事業テーマ を決めている所 もあれば、 事前にセ

ンター職員がお膳立て して いるところもある。大抵の地域文化セ ンターでは、音楽 ・クリ

ェーテ ィブァー ト ・刺繍 ・大工仕事 ・料理 ・生け花 ・プ レゼ ン トづ くり ・会食 ・体操の よ

うなソーシャル ・ライ フ型の事業が中心的に行われている。 しか し、 よ り特殊な主題であ

るエレク トロニクス ・野鳥観察 ・健康 ・演劇な ども全事業 の約1割 を占めている。事業の

うち1/2は 、特別なカリキュラムをたてないで開放教室でのワークショップ活動を基本 にし

ている。事業の1/4は 、通常の教育活動を基本 にしている。なかには、講義や展示あるいは

生産活動を組 み入れている ものも見られる。異年齢集団の場合、 ワー クシ ョップ活動が人

気がある。 た とえば、大工仕事 ・刺繍 ・クリエーテ ィブアー トな どである。 しか しなが ら、

料理 ・会食 もまた多くの人を引きつけている。児童 ・生徒は、大工仕事 ・刺繍 ・クリェ ー

テ ィプアー トや体操 ・球技 ・音楽 ・コンピュータな どに関する事業への参加が高い。全般
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的 に見るべ き成果を上 げているのは、会食 とワー クシ ョップの抱 き合わせ事業(以 下、 会

食 ・ワークシ ョップ と略記す る)や 地方史講座である。特に、会食 ・ワークシ ョップは、

子 どもにも大人にも予想外 に人気が高 く、定期的に参加 している者も少なくない。 背景 に

は、女性の社会進出、 核家族化、 少子化が進む中で、 子どもたちの問で放課後 も出会いの

場のニーズが高まっている という事情がみられよう。 そこで、保護者のボラ ンテ ィアが地

方 自治体職員の協力をえて学校で クラブ活動をス ター トさせている。 いずれにせ よ、 これ

らは年齢統合のための教育プ ロジェク トとしての意味が強 く、特 に、1990年 にス ター トし

た地方史講座は、 世代間交流の輪の拡充に大 きな役割を果た している。

(5)ユ ーザー

年齢層別 にみると、 ①幼児②児童 ・生徒③保護者④祖父母の4つ の グループに分けられ

る。 全事業の1/3に 、 これ ら4つ の年齢層が全て参加 している。祖父母や幼児は、1人 では

地域文化センターに行 って いない。保護者は、家族 ぐるみで参加するのを望むようである。

一方、児童 ・生徒は、 家族 に付き添われな くても事業 に参加 している。セ ンターを頻繁に

利用しているのは、児童 ・生徒で、それに次いでは保護者、 祖父母、幼児の順である。 な

かでも、10-14歳 の子 ども達や30-50歳 の保護者の参加率が高い。子 ども達は、 たとえば、

実験校 に見 られるように、 これ まで通 い慣れたスポーツクラブやその他の地域の団体活動

とは別の新 しい活動の機会 を求めて参加 して きたきらいが強 い。 それに、放課後、 自由時

間を馴染みの学校で過 ごしたがる子 どもが少な くないからで もある。一方、 保護者につい

ては共稼ぎ家庭の増加、個食化が進む中で、 家族 ぐるみで会食 とワークショップがセ ッ ト

で利用可能 ということでセ ンターに引きっけられた者 も少 な くな い。 それに、会食 ・ワー

クショップには保護者だけでなく、地域の一般住民 も参加で きるので、 いわば、 「開 かれ

た出会いや社交の場」 となっているからで もある。 いずれにせよ、10-14歳 の子 どもも保

護者も家族 ぐるみの行動、 とりわけ会食を必要 としている ことが重要なきっかけ となって

社会的接触やネッ トワークの輪 を広げる新 しい社会 フォーラムを形成 しているものと考 え

られる。 これ らの事業は、 これまで校外教育の機会を利用 していな い人 々を引きつけた と

いう点でも注目されよう。

(6)教 育活動

学校の地域文化セ ンター化事業は、教育 ・学習 の既存の フレームワークを超 え、組織的

な教育 ・学習 と自由な表現活動との妥 協点 を見いだす ことを意図 して いた。 そのため、多

くの活動が参加をあま り拘束 しないオープ ン ・ワークシ ョップの形で行われている。 地域

文化セ ンターの活動 は、大 きく学校の 日常の指導活動 と関係 のある場合 とそ うでない場合

とに仕分けで きる。一般的 には、教育的な指導活動 というよ りは、子 どもにも大人にも余

暇活動 と受 けとめ られている場合が多い。 しかし、実際には教師 と保護者が協力 し合 って

学校の 日常業務 と地域文化セ ンター活動との統合を図る望 ましいプロジェク トを展開 して

いる場合も少なくない。 こうして、地域文化セ ンターは、子 どもたちの空想や擬似体験の

世界に実体験 の要素 を組み入れる働きを しているのである。 日常の指導活動 と結び合わさ

れると生徒の活動は、他の生徒グループにとって も重要な意味を持って くる。やがてそれ
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らのグループ も教育プ ロジェク トの実 際の計画や組織化に包絡されていく。 こうして地域

文化センターに支援 されて地域学習資源が開発され、職人は7一 クシ ョップに、 高齢者は

歴史の授業 に、 ボランテ ィア協会は環境教育のプ ロジェク トや ドラマの企画 ・実演にそれ

ぞれ影響を与 えている。 その際 地域文化セ ンターの教育活動は、可能な限 り一般成人教

育 や余暇教育の機関などと連携をとりながら展開 されている。 こうしてこれ らの教育 プロ

セスは、地域文化センターの目的であるあ らゆる社会集団、年齢集団の幅広い相互協力に

よる教育連携や統合、 ひいて は地域アイデンテ ィティーの創 出に寄与 しているわ けである。

このように学校地域文化セ ンター化事業は、 もはや単 なる学校開放の レベルを超 えて、学

校教育その ものまでを も内に含んだコミュニティー教育活動に発展 している。 まさにコミ

ュニティー という場の中で教育の統合が図 られているのである。

(7)教 師の役割

学校 を地域 に開放す るにあた り、教師はどのように関わ り、教師をめ ぐっていかなる問

題が浮上 したカ＼ また、教師はいかなる役割 を果たすべきか。 まず、教師の関与度にっい

てみる と、一般の教師の参加率は当初 は必ず しも高 くなく、10%程 度 にすぎなか った。 そ

の背景 には、実験校の事例 に見 られるように、 当初、 この地域文化セ ンターの教育的意義

や効果に懐疑的な教師 が少な くなかったか らである。今ひ とつの事情 としては、 学校教師

は、多 くの場合、勤務時間や待遇などの面でフレキシブルでなければ参加 しにくいという

事情も働いている。 こうした事情から一般 に教師は、 この事業に受 け身的な態度 を示 した。

これには同僚達の支持的態度 いかんも大きく関係 していた。 こうした消極的態度は、 イニ

シアテ ィブ ・グループが非参加の教師 を目標グループとして捉えて対応 し、 やがて目標グ

ループをイニ シアティブ ・グループに変え、 自分達が参加 グループにまわるという方式で

解決 していった。 これは、教師が教師を包絡 したケースである。

教師対住民の場合はどうであろ うか。 当初、教師 自身が地域文化セ ンター化事業の理念

を熟知 していない、他の教師 と協働するうえで必要な考 え方の調整 もしていないなどの事

情から、保護者 をどうこの事業に包絡するか認識 していない教師 も往 々見受けられた。 か

つ ての教師 は、保護者 とインフォーマルに接触する機会が少なくなかった。 ところが、 今

日では、一定のフォーマルな場での接触にますます狭め られてきている。 こうして教師 と

保護者間のコミュニケーシ ョンの欠如の問題 も浮上 して きたわけである。 しか し、中には、

フレデ リシア市のように地域文化セ ンター化事業を通 しての地区の活性化 に小中学校の教

師がスタデ ィサークルなどを組織 して積極的 に関わったケース もみられる。 これには王立

教育大 も支援 し、やがて多 くの教師が地域文化センターの活動に関心を示 し、 イニシエー

ターとして教師 自身が地域文化センターの機能について新 しいアイデアを提示するまで に

発展 した。 こうした矢先、教師のア ドバイザ ー、 コーデ ィネーターとしての役割 について

論議が繰 り広げられた。そ の際 当然のことなが ら教師の役割は昼 と夜 とでは異 なる。 昼

間は、 学校 の教職員 としての職務を遂行するわけであるが、夜間においては・ コミュニ テ

ィー教育や活動面で一定の役割を果たす。つ まり、教師がイニシエーターとして地域文化

センターに関わる ときには、 ア ドバイザー、 コーデ ィネーター といった指導者的な役割 よ
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りもむ しろ活動の触媒(catalyst)、 促進者 としての役割遂行が期待されているわけである。

このような 役割によって教 師は地域社会における人々の出会 いや接触 のネ ッ トワー久 コ

ミュニテ ィー活動 のネ ットワークの形成 ・拡充に一役 も二役 もかわねばな らない。

しか し、 この役割は、地域文化センターが創出を目指す新 しい文化 の中では相互互換的

な ものでなければならない。地域文化センター化事業は、制度 とコミュニテ ィー、専門 と

ボランテ ィア、文化活動 とソーシ ャル ・ワーカーの関わ り方を革新することに本質がある

からである。地域文化センター化事業は、開かれた文化の広場づ くりであ り、そ こでは、

専門家 と住民が同 じ立場で出会い、 このような開かれた関係性によって様 々なレベルの下

記のような新 しい学習過程が生み出されるのである。 まず①伝統的に学校 という磁場の中

で行われてきた教師 ・子 ども問の 「教え一教 えられる」関係の固定化が打破され、教師 ・

住民間では、 相互互換的なものへ と転換される。 つまり、両者間 のインターラクションが

トランスアクションへ と発展 し、 参加者がやがてイニ シエーターとな り、 また逆の役割転

換 も起 こる。そ こでは開かれ た自己主導の文化活動が展開され、既存の固定的な学校文化

が生涯学習社会の文化へ とシフ トされ るはずである。②地域文化センターは、 多様な意見

を持つ異種グループ問に架橋 し、接触率を高める。③地域文化セ ンター活動では、学校 は、

地域の各種指導者やユーザ ーを学習資源 として多面的 に活用する。 これによって学校は、

全 く新 しい次元の活動に目覚 める。教師集団は、往 々、 自分 たちだけが人 を教える面の専

門家だ と思 いこんでいるふ しがある。 ところが 地域文化センターにおける他者 との協力

活動を通 してお互いにそれぞれの違 いを認識する と同時 に、教師も他の職種の人達、 たと

えば、彫刻家や職人も共同の指導過程では、 リソース ・パーソンとして同 じ立場 に置 かれ

ている ことに気づ くのである。 こうして各 自が互 いの違い(身 につ けている経験や知識)

を認め、尊敬 しあいながらそれぞれの立場で リソース ・パ ーソンとしての新 しい役割遂行

が期待されている ことに気づ き、やがては、 コミュニティー ・アイデ ンテ ィテ ィーに目覚

めるはずである。④地域文化セ ンター としての学校は、地域文化セ ンターの基調をなす理

念、すなわち、開かれた自己主導的な文化活動や 目標 グループ活動を継承、 発展 させ る。

⑤学校 の地域文化センター化事業によって学校は、 まるごと地域総合教育政策の視点 に立

っプロジェク トに取 り込まれていく。 以上の5点 は、 教師に とっても住民にとって も極め

て重要な学習過程であ り、包絡された人々が取得 した最も重要な個人的経験 とみてよい。

6結 語

以上、デンマー クにおける学校開放 の注 目すべ き取 り組 みとレて国民学校地域文化セ ン

ター化事業 を取 り上げ、その特質 とそれに関わる教師の役割 について究明 してきた。その

結果、本事業は、学校で地域文化センターの活動を繰 り広げるの とは本質的 に異 なり、 学

校 と地域住民、子 ども達 との関わ り合 いの捉え直 しが根本課題 とされていることを解明 し

た。 これまでは、両者 の関わ り合 いは、地域社会 においてでさえ、学校教育 の磁場を拡張

させる形で、やや もすれば、役割分業的に固定化 されているきらいが あった。 しか し、 こ

の地域文化セ ンター化事業の重要 な意義は、専門職 とボランティア、公的機関とユーザ ー
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の関わ り方の革新 を図 り、教え一教えられる関係の固定化 を打破 し、 トランスア クシ ョナ

ルなものにシフ トさせてい く点にあったことをみて きた。地域あ生涯学習社会化は、 この

ような相互互換的な関係性の構築な しには実現 しえないか らである。 これは、教師にとっ

て も住民 にとっても旧来の思考のパラダイム ・シフ トを迫る文化革新の問題であ り、それ

故、地域文化セ ンター化事業の活動それ自体が双方 にとって生涯学習のプロセスでもあっ

た点 を見落 としてはならないであろう。

せっか くこうして具現化 されつつある地域文化セ ンター化事業 を継続的に発展 させ るた

めの新 しい枠組 みはどうあるべ きであろうか。 本事業の結果は、公行政、公教育関係者の

自己概念、 自己認識、態度の革新が必要で あ り、 ひいては地域の各種団体や組織 とのフレ

キシブルな協働能力な どを資格要件 とした新 しい教師 の資格の見直 し、設定 も課題である

ことを示 している。 これまでは、教師の資格内容は、子 どもの指導面 を中心 に構成されて

きた。 しか し、今後は、教師の地域での触媒の役割など、成人を対象 とした新 しい役割遂

行を考慮 して教師の資格要件の見 直しを進めなければならない。教師の自己概念 も教 える

役割での専門性のみが問われ、地域住民 との接触、協働活動面での力量形成は不 問に伏 さ

れていたとみてよい。 あったとしても学校教育の延長、補足上 にセッ トされていたにすぎ

ない。 これでは生涯学習社会の実現を目指 した学校 と地域社会 との連携 ・統合の架橋役が

期待される教師の資質 としては不備の誘 りを免れ得な い。 そ こで、本事業は、生 涯学習 の

視点か ら学校 と地域社会の連携推進役 を果たせるような力量形成を目指 した資格要件の再

規定が焦眉の課題 となって いることを示唆 している といえよう。
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ヨ

ス ウェー デ ンにお け る初等 ・中等教 育 の改革

中嶋 博

1.教 育の 自由化

かつてのスウェーデ ンを知 るものには、現在 この国で進行 中の社会 と教育の変化は、到

底想像で きない ものがある。

すなわち、社会 の面では公立病院一本であった ものが、ホーム ・ドクター制度に切 り換

え中であ り、教育の面では私立学校が続 々と設立 され、1991年 末59校 であったのが、95

年春現在 では、私立大学 に2校 切 り換 えられたのを含 め、各種教育段 階を含めて約1,000

校 を数える とされている。

こうした教育の 自由化 の波は、1991年6月 末の国家教育委員会 と英訳 されている学校

教育庁(SO)の 廃止 と、それに続 く高等教育庁(UHA)の 廃止 に象徴 されてい るが 、 当

時我が国で これ らを紹介 した とぎ)、 信 じて もらえず、一般の人に知 られるには数年を要

した。

そ して92年 には、義務教育段階の子供 と父母 に、学区 を越 えて、公立 または私立の学

校 を選択する権利、すなわち学校選択 の自由を保障することになった。 また私立学校への

公費補助 を可能 とする`教 育バウチャー制度'が 全 国に導入 されたが、それは英 国や米国

で も構想 されは したが、全 国的な制度 としては導入が困難視 されていた ものである2)。

この改革の最大の狙いは、法案の提出理 由によると、 「ただ単 に生徒 と父母 に公立 と私

立学校間の選択 を得 させ るに留 まらない。すなわちこの狙 いは、また選択の 自由の原理 と

生徒の選択 によることか ら生ず る財源 をもって、全 国の どこの公立学校部 門にも出願する

ことを可能にするものである」3)と されてい る。

事実、政府の広報誌 によるも、 「自分の地域社会 の義務制学校 よりも他の地域社会 の義

務制学校 に」4)とい う文言がみ られることによって も明 らかである。

もちろん1994年 秋、社民党が保守 ・中道連立政権 に取 って代 っているが、95年1月 の

EUへ の正式加盟が実現 し、国際的経済競争 にも耐 えるために も、効率の良い教育、教育

の 自由化の路線にい ささかの変更 もないこ とは、 『1995/96年 度国家予算書』5)に よっ

て も明 らかである。

2.学 校法の改革

我 が 国の教 育基 本 法 、学 校 教育 法 に相 当す る もの は、 ス ウ ェーデ ンで は学 校 法

(Skollag)で あ り、1962年 に公布 されている。

ところで時代の進展 と共 に改正が求め られるところとな り、85年 に大 きく修正 、90年

にさらに修正、その後 も修正が重ね られている。

興味深いのは、62年 に定め られた、 「社会 によって提供 される児童お よび青少年 の教
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育は、生徒 に知識 を付与 し、技能を訓練 し、家庭 との協力の もとに、調和の とれた人間 と

して、 また、有能かつ責任 を自覚す る社会人 とすべ く、生徒 の発達 を助長すべ きもの と

す」6)と した、学校教育 の成果 を上 げ、人間形成 を計るには、家庭 の協 力な くして は不可

能であるとした条項は、最初の部分が削 られてはいるが、殆 ど変化 のみ られない ことであ

る。

なお今 日の ものは、教育の個性化 ・個別化の観点か ら、 「教育 に当っては、特別のニー

ズ を持つ生徒へ の配慮がな されるべ きである」7)との文言が続いている。

また1990年 法律 第1477号 によって改正 された学校法1章 〔一般規 定〕の(児 童 ・青少

年への教育)の2項 は、(1)教育の機会均等、(2)調和 の とれた人格の発展、(3)民主主義の3

大原理 を謳 っている。(2)に ついてはすでに述べたので、ここでは(1)と(2)を 訳出、紹介 し

てみるこ とにする。

(1)すべての児童 ・生徒 は、社会的 ・経済的状況 と同様 に、性 別、地理的居住 地のいか

んにかかわ りな く、公的学校制度 を利用する権利 を持 っている。教育は全 国に配置 されて

いるどこでで も、それぞれ該当する学校形態 を通 して行われる。

(2)学校 における活動 は、基本的民主的価値 の承認の形成 を 目指すべ きである。学校 を

通 して各人 は、それぞれの人間の独 自性への尊敬お よび共有す る環境へ の畏敬が促進 され

るべ きである8)。

だれで もどこで も平等 に学べ る権利、人権 、民主主義 、環境保全 を謳い上げている点が

見逃 されてはならない。いずれにせ よ、学校 と家庭 と地域社会の協力が見事 に述べ られて

いるといえよう。

3.基 礎学校の改革

スウェーデ ンの基礎学校(grundskolan)は1962年 に全土に設立 され、62年 基礎学校学

校学習指導要領(Lgr62)に 準拠 し、課業が展 開されていた。 なおそれは低 ・中 ・高学年

それぞれ3か 年の計9か 年総合制で、7歳 就学の義務教育学校 であ った。

そ してこの学習指導要領 は、69年 に性教育や環境教育 を取 り入 れた もの として改訂 さ

れ(Lgr69)、80年 に、 いわゆる勤労体験学習や生徒参加 を促進す る ものに改訂 された

(Lgr80)9)。 しか し当初 か らの生徒 中心、家庭 と地域社会 の協力、国際社会志向の観点

に変更 はみられなかった。

ところで1992年 に国会 に提 出された基礎学校学習指導要領案 に よると、児童学 、野外

授業の 日、労働体験 プログラム(Pro)、 学校裁量 の 日な どが な くなってス リム なもの と

な り、い わゆる基礎教科(外 国語 を含 み)と 環境教育、宗教 の強化が特徴 的 となってい

たエ。)。

そのカ リキュラムの詳細 については、すでに明らかに してい るのでu)、 ここでは重複 を

避けたい。

さて1994年 に新 しく 『義務 制学校学習指導要領』(Lpo94)が 告示 され12)、1995/96

学 年 度 か ら適 用 され て い る。 こ こで は1章`学 校 の基 本 的 価 値 と課 題'の5項
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1
`権利 と義務 に重要な指摘 があるので

、それ と、2章`目 標 と指針'の3項`生 徒 の責

任 と影響力'、4項`学 校 と家庭'お よび6項`学 校 とそれ をと りまく世界'の それぞれ

に見落せ ない箇所が り、それ らを紹介 してみたい。

まず`権 利 と義務'の 項では、 「学校は生徒 と保護者 に学校 の要求 と、生徒 と保護者の

権利 と義務 について明らかにしてお くべ きである。生徒 と保護者が影響力 を行使す る基本

的前提条件は、個 々の学校がその 目標 、内容、課業の形態 を明確 に設定 してお くことであ

る。 これはただ単 に個人が学校 を選択す る基礎 として以上に重要 なことであ る13)。 とし

ていることに注 目したい。

これは親 と生徒 に学校選択の 自由を保障 し、一旦選 んだ以上 は学校の方針に協 力 して も

らう、 しか しそれは一方的ではな く、親 も理解 した上 で協力 し、生徒参加 によるものであ

ることを明 らかにした もの といえ よう。

また`生 徒 の責任 と影響力'の 項 は、 「影響 を与 え、責任 を取 るとい う民主的原理 で

は、すべての生徒 の参加が求められる。生徒 の知識 と社会 的覚醒 は、学校環境 と同様 に、

自身の課業に対 して大 きな責任 を取ることを要求 し、 また彼 らの教育の上 に真 の影響 を与

えることができるのである」14)としている。
`学校 と家庭'の 項 では

、 「生徒の学校教育に関 しての保護者 と学校の共同責任は、児

童 ・青少年の学習 と全面的発達のための最上 の可能 な限 りの状態 を作 り上げ ることであ

る」15)と断 じている。

また`学 校 とそれを とりま く世界'の 項では、 「生徒は質の高い教育 を受け、さらなる

学習の選択 の基礎が提供 されるべ きである。 これには基礎学校 と生徒が進学する学校 との

間の密接 な協力 を必要 とするのみでな く、労働生活お よび学校 をとりまく世界 と密接 に協

力す ることが必要条件である」16>としているが、これらは、授業 としての労働体験 その他

がな くなった とはいえ、学校 と地域社会 の連携 を決 して無視 した ものでないことを明 らか

にしている もの といえよう。

4.新 基礎学校令の公布

基 礎 学 校 の 運 営 に関 して の細 則 を と り きめ た もの に 基 礎 学 校 令(Grundskole-

f6rordoningen)が あるが、最 も新 しい ものに、1994年 法律 第1194号 で公布 され、1995

年法律第207お よび880号 によって修正 された もの(注 解付)が ある上7)。

とくにここでは、学校 と地域社会の関係 ということに関 して、3章`協 力の形態'が あ

り、い ささか詳 しくみてみたいia)。

まず1項 で、 「本章においては、異 なる利害 団体 間の協力 に関する規則 、お よび生徒保

護会議並 びに生徒の権利に関す る特別規定について取 り上 げる もの とする」 としている。

そ して異なる利害団体間の協力 に関 しては、2項 で、 「校長の職務権 限内での異 なる利

害団体 間の協力のための形態は、そのおかれている状況 を考慮 して拡大発展 されなければ

ならない。これは法令お よび団体協約に、問題の取 り扱いについての特別の規定がない限

り有効 である」 と している。
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また生徒保護会議 に関 しては、3項 で、 「生徒保護 に関す る問題の取 り扱いのために校

長の職務権 限 として生徒保護会議が置かれる」 とされ、4項 で、 「生徒保護会議は以下の

メンバーで構成 される。(1)校 長、(2)生 徒代表、(3)当 該の クラス担任、 もしくはこ

れに相当する者、クラス担任以外の当該の人物。校長は、生徒保護会議のよ り詳細 な構成

に関 して決定する。校長、 もしくは校長の指名す る教員が議長 となる。生徒保護会議は、

集会 にメンバー以外の人物 も同様 に出席 し、意見 を表明す るこ とが認め られなければな ら

ない」 とされている。

`生徒の権利'に 関 しては6項 で
、 「各学級お よび学習グルー プにおいて、生徒 は、自

分たち自信 にとっての共通の利害の問題 について、教員 と一緒 に処理する機会が与 えられ

る」 とされている。

なお 〔注解〕 として、次の ように述べ られていることに注 目したい。 「学級協議会が こ

れまで行 って きた、生徒 の権 限に関す る決定 は改訂 され、 この言葉は法令か ら削除 され

た。

生徒 は、学校活動全体 にお いてだけではな く、学習の配置や計画において も積極的 に関

わる権利 を持つことが、学校法 と学習指導要領 の双方 において強調 されている。物事の処

理 に参加 し協力する権利 は、明 らかに責任 を伴 う。生徒 の、 したが って、 自身の教育 とそ

の他の学校活動のために、 よ り大 きな責任 を徐 々に分担 し、さらに拡大 させ るよう訓練 を

受 け、継続的に発展 させてゆかなければならない」 としている。

ここにみ られる ように、スウェーデ ンの学校教育の特色 の一つであった`参 加'19)が 、

単 に学校運営 に留 まることな く(こ れ までも教科書 の採択 は生徒の意見 を聴取 してなされ

ていたが)、 学習の配置や計画にまで及んで きているの を知 る。 もちろんその権利には、'

責任 を伴 うものであることもあ きらかに されている。

そ してこれは明 らかに、`児 童の権利 に関する条約'2。)の1990年6月29日 の批准 と、

国連児童 の権利 に関す る委員会へ1992年9月7日 に提 出の 『国家報告書(第1次)』21>

と、その`審 査'22)お よび`総 括所見'23>に み られる ように、スウェーデ ン側が約束 した

`参加の拡大'が ここに計 られているのを知 るのである
。

5.高 等 学 校 の改革

1971年 に発 足 した総合 制高 等学 校(gymnasieskolan)は 、2～4年 制 で 、 当初22の コー

スか らな ってい たが 、そ の後 社 会 の進 展 に伴 い、新 しい コース の 開設 をは じめ種 々の 改革

が 試み られ ていた が 、1992年 か ら装 い を全 く新 た な もの と して再 発 足 した の であ った24)。

そ の理 由は、 一般教 育 と職 業教 育 の完 全 な統合 を 目指 し、 職業 志 向 のすべ て3年 制 の16

の コース に編 成変 えが 行 われ た。

また今 回 の改革 で は、生徒 個 人 が コー ス を組 み立 て る こ とを可能 に してお り、現 に初 年

度 の1992年 に は、 新 コ ース に26,837名 が 登 録 され 、 うち個 別 コ ー ス に6 ,867名 、 特 殊

コース に4名 。93年 に は122 ,751名 が 登録 され、 う ち個 別 コ ース に12,534名 、特 殊 コ ー

スに1,043名 を数 えて い る25>。
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さらに、いわゆる進学 コースとされる理科 と社会 のコース も用意 されている。 しか しそ

こで も3週 間の労働体験 、職業実習が必修 とされてお り、社会 と結 びついた ものとなって

いる。

こう した改革の経緯 については、すでに発表 しているので26)、ここでは重ねて述べ な

いo

また児童 ・余 暇、ホテル ・レス トラン、メデ ィアをは じめ とする16の コースの詳細 に

ついて も、すでに研究者によって報告 されているので27)、そちらに譲 りたい。

ただここでは、以前 に も一寸紹介 したこ とがあ るが、1992年 告示 の`改 訂 目標 と指

針'の 目標について、以下 にあえて全文を紹介 してお きたい。

総合制高等学校の 目標は

・基礎 としての義務学校 と共に、職業活動 と継続する学習の準備 として、生徒の知識 と

技能 を発達せ しめる。

・選択 した教育進路の枠の中で、すべての青少年 に全面的発達の可能性 を与 える。

・生徒の根底 をなす民主主義的価値観 により、すべての人間の個性 の尊重、一定のグ

ループとの連帯、グローバ ルな生存問題への洞察 を得 しめる28)。

次にここでは、1994年 告示の高等学校 を中心 とする 『非義務制学校形態のための1994

年学習指導要領』(Lpf94)29)の2章3項 の`生 徒の責任 と影響力'に ついてみてみること

にする。

「影響力を与 えるこ とがで き、責任 をとるという民主的原理は、すべての生徒の参加 を

求める ものである。た だ単 に学習内容 のみな らず、その構造に まで影響 を与 える と同様

に、彼 らが学習の計画を立て管理するという生徒の責任性 は、教育 における重要な原理 と

いえよう」30)としている。

2章4項 の`教 育 の選択一労働 と社会生活'で は、 「非義務制学校 は、基礎 学校、労働

生活、大学 ・カレッジ、また一般社会 と密接 に協力すべ きである。これは生徒 にとって、

質の高い教育が受け られ、 さらなる学習の継続か職業活動に関するコースの選択の基礎が

提供 されることを求めるものである。 とくに学校が、職業志向教育 をカバーする労働生活

と協力す ることはと くに重要である」91)としている。

なお1977年 の労働者 の意思決定への参加 を保障する共同決定法(MBL)の 施行以降、

高等学校 での各学校単位 ごとに、校長、教職員に よって任命 された2名 の教員、生徒会 に

よって任命 された2名 の生徒 、お よび地方 自治体 に よって指名 された もの2名 か らなる、

合 同諮問委員会の組織32)については変化 はみ られない。

6.教 科書の改革

1974年 以降この国では、あ まり知 られていないが、社会科教材 に関 しての厳 しい検定

制度が とられていた33}。もちろんこの国は、世界 でも知 られている`出 版の 自由に関する

法律'を もってお り、事前の検定ではな く、刊行後 に、教科書 として適わ しい ものか どう

かをチェック し、それを公けにする ものであ り34>、国立教材研究所(SIL)に おかれた審
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議会 がそ の役 割 を果 た して いた95》。

ところが1991年6月 末 を もっ て学校 教 育庁(S6)が 廃 止 され 、 地方分 権 かが促 進 され

る ことに な り、 そ れ に伴 いSILも 廃 止 され る とこ ろ とな り、教 科 書 の在 り方 に大 きな変 化

を もた らす ところ となった。

そ して これが 、教育 の 自由化 を象徴 す る もの と して、 イギ リス の よ うに検 定 制度 が無 く

なった結 果 、内容 や質 の 問題 は、市 場 や出版社 に任 され る こ とにな った36)。

もちろ ん1988年 に 、 ウ ップサ ラ大 学 助 教授StaffanSelanderに よ り、 ス ンヅ ヴ ァル/

ヘ ー ル ネ ーサ ン ド大 学 分 校 の ヘ ー ル ネ ーサ ン ド分 校 に 、教 科 書 研 究 教 室(lnstitutf6r

pedagogisktextforskning)カ ご開設 され 、季刊 誌`Spov'力 汗桁 され 、現 場 で 良 い教科 書 選

択 の基 準 を も提 供 して は いる.1.j37)。

この こ とは 、以前 よ り、 よ り緩 や か な指 示 となった コース ・プ ラ ンに準拠 して(例 え ば

地理 で は、環 境 と人 間 の共生 に重 点 をお くべ きで あ る、 な ど38)、各 出版 者 が よ り有 能 で著

名 な教科 書編 集者 を迎 え、す ぐれ た執筆 陣 を揃 える とい う競争 に拍 車 が かか る こ と とな っ

た。 そ の一事 は 、社会 科 教科 書 を手 が けて い なか ったBonnier社 が 、斯界 の権威 と され る

Le㎜ 頒Hus6n氏(TorstenHus6n教 授 の令 弟)を 迎 え て 、社 会 科 教 科 書 の作 成 に取 り組 む

こ とに なった こ とに よって も明 らか であ る。
r

いずれにせ よ、ここでは、基礎学校の低学年 と高学年、お よび高校用から、最新の特色

ある教科書一つづつ を選んでみてみることにする。

・Universumboken(『 宇宙読本』)基 礎学校低学年用39)

ス ウェーデ ンの教科書の特色の一つに、未来志向の立場が柱 として据 えられているが 、

その立場 を一歩進め、宇宙時代 の対 処 をした ものが、1993年 にAlgvist&Wiksell社 から

刊行 された基礎学校低学年用 で、教科 の枠 を越 えた教科書 としての この書の刊行 であっ

た。

著者のMadeRadbo博:士 は、超 一流のノーベル受賞者級 の 自然科学 者 との こ とであ る

が、それ以上 に、小学校の学童 を対象 としたこの教科書 は、児童文学者的 な表現で認め ら

れているところに特徴がある。

例えば、この本 を説明するに当って、裏表紙 に次の ように認めてあ り、以下 に紹介 して

みたい。

「このほんの表紙 にみなさんは何が見え ますか。そう月か ら見た地球の写真ですね。 こ

の宇宙の本の中では、みなさんに地球について、そ して宇宙に存在 しているほかのすべて

のこのについてお話 ししましょう。季節や昼 と夜について。そういうものがあ るからこそ

地球 なのですね。それか ら、私たちの住む太陽系にある地球以外 の惑星 について も、み な

さんに読 んで もらい ま しょう。 さあ、月へ の宇宙旅行へ 出発 です よ」 とい った具合であ

る。

・SamhalleforHogstadiet(『 高学年のための社会』)基 礎学校高学年用オ リエ ンテー

シ ョン科社会志向の うちの社会教科書ao)

これは、1993年Almqvist&Wiksell社 に よって刊行 された ものである。同社 の場合、
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基礎学校オ リエ ンテーシ ョン科社会志向(他 の一つは理科志向)の 場合 、社会、歴史、宗

教、地理 の各領域 を統合 しての1、2、3巻 からなる基礎教科書があ り、これが、学年別の

もの となっていないところに特色が あ り、 さらに興 味あ る者へ の学習 を可能 とさせる社

会、歴史、宗教、地理の各学習教科書が用意 されている。

ここに紹介するのは、 ウップサ ラ大学のArneLindquist† 専士 とJanWester氏 の共著 にな

る`SAMS'シ リーズの学習材の一つ として作 られた ものである。

その内容構成 をみてみる と、第1部 我々の世界、第2部 あなた 自身の世界 、第3部 市場 と

経済、からなっている。

ちなみに第1部 は、①未来 、②他人に よる私たちの映像、③ 世界の中のス ウェーデ ン、

④一つ としての世界、か らなっている。

また第2部 は、①法 と権利 、② あなた と他人、③ あなた自身の経 済、④ 地方 自治体、⑤

私たちの社会保障、からなる。

さらに第3部 は、①労働市場 、②ス ウェーデ ンは どの ように統治 されているか、③社会

の経済、④民主主義 と専制政治、⑤世界のための役割、の各章か らなってお り、世界の中

のスウェーデ ンの役割 と貢献 まで を明 らかに している。

なお第1部 の`未 来'の 章 では、労働市場 の多様化、余暇の増大、情報化社会 にお ける

教育、全社会に影響 を及ぼすコンピューター、の各章からなっているように、未来か らの

挑戦 に答 え、21世 紀 の国際的貢献はいかにあるべ きか を明 らかに した ものであ り、極 め

て前向きの ものといえる。

なお1993年 秋 に、ちかに会 ったLindquist博 士 によれば、このシ リーズのすべての教科

書のCD-ROM化 を しているが、近い将来スウェーデンですべてがCD-ROM化 され るこ とに

なろうとのこと。ただ し従来の教科書 は、学習材 として、今後 も決 してその役割を低 める

ことはないであろう、 と付 言す ることをも忘れなかった。

・Geogran:Manniskan・Resursem研Milj6n(『 地理一人間 ・資源 ・環境 一一』)高 校地

理教科書41)

1993/94学 年度のAlmqvist&Wiksell社 の学習材 カタログに よる と、従 来 と全 く異 な

る新 しい高校用地理教科書が出版 され ると予告 していだ2)。

94年 に、ス トックホルム大学のPeterOstman† 専士他 によって執筆 ・刊行 された ものを手

に して、従来の地理教科書 とは、装いを全 く異 にすることを実感 したことであった。

ここでは、それ を象徴 的に示 している地理教科書 における環境の取 り扱 いを、9章`世

界の中の ヨーロッパー分裂 と協同一'の`環 境汚染 を蒙 っている地域'の 項から窺 ってみ

ることにす る。

「ヨーロ ッパは世界 で も有数の人口過密地域 であって、人人の生活 はグローバルな見地

か らみて高い水準にある。この水準の維持 ・改善のために必要なエネルギーの生産 と利用

は多大の汚染 を発生 させ、 ヨーロッパの大気 と水 と植物 、さらにそこの住民の健康 を脅か

す もの となっている。 ヨーロッパはエ コロジー破壊地域 であって、そこでは人間の健康 は

悪影響 を受け、寿命が縮 まって きている。
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ヨーロッパの中では、 とくに次の3つ の環境問題が顕材化 している」43)、として、①酸

性雨 と森林破壊、②水質汚染③廃棄物処理の問題 を考察 し、地球 に優 しく生 きるためには

どうしたらよいか、EU諸 国の新 しい試 み、北欧の実践 と実験 に もふれているが、 まこと

にグローバルな見地か ら人間 と環境の調和、共生の道を明 らかに しているところに特色が

ある。

7.改 革 を斉 らした要因

以上のようなス ウェーデンの初等 ・中等教育 に焦点 を合 わせ てみただけで も大 きな改革

が行 われているの を知 るが、その改革 を斉 らした要因についてみる時、まず政治 ・経済の

変化 を挙げることがで きよう。

澤野由紀子氏が、 「ス ウェーデ ンでは、1980年 代後半 より、教育 の質 と効率 を高め る

ことを目的 とし、教育行政の分権化 、学校選択の 自由化、教育課程の改善な どを目標 とす

る教育改革が始め られた。1991年 秋 の総選挙 において、東欧の民主化 とソ連邦崩壊 に伴

う国際情勢 の変化 と経済危機 を背景 に、40年 あ まりの間`平 等'の 原理 に もとつ く教育

制度 を構築 ・維持 して きた社会民主党政権が破れ(筆 者注 ・1976～82年 は保守連立政

権)、 保守 ・中道連立内閣が発足 したことにより、教育の分野 においては、他の公共事業

と同様 に、規制緩和 と地方分権化、市場原理 の導入が急速に進められ、 よりラデ ィカルな

改革が実施 されるこ ととなった」翰 とされているのは、 まことに適切である。

さらに同氏が、 「連立政権の もとでは、1995年1月 からの欧州連合(EU)へ の参加 を

念頭 に、国際的競争力 を高めるために、`欧 州一の学校'を スローガンに、義務教育終了

後の後期 中等教育終 了率 を向上 させ るこ とが 目標 とされた。 このため、1992年7月 以

降、市町村当局は義務教育を終了 した20歳6か 月未満の者全員に後期 中等教育 を提供する

ことが義務づけられた45)と 述べてお られるように、1991年 春、当時のECへ の正式加盟

申請、ついでEUの メンバー となるための改革(具 体的な一例 として、7歳 就学 を6歳 就学

に段階的の切 り換えを挙 げれば十分 であろう)を 行 ってきたことも大 きな要因 とみること

ができる。

現 に、欧州アカデミーの レポー ト 『現代欧州 における学校教育』で、ス トックホルム大

学のTorstenHus6n名 誉教授が強調 したのは、`ヨ ーロピア ン ・アイデ ンティテ ィ'で あ

り46)、 キリス ト教倫理の重視 など、カ リキュラム改革 に大 きな力 を働いていることを否

定できない。

また、既 にふれたことであるが、スウェーデンにおける生徒 の参加は、かねて より学校

運営に関 しては国際的に知 られていたが、近時、学習の配置や計画まで参加 で きる ように

なったのは、`児 童の権利 に関す る条約'の 批准 と、国連児童 の権利に関する委員会への

『国家報 告書(第1次)』 お よび審査 の過程 にお いてスウェーデ ンが約束 したこ と47)が実

現 されている点が見逃 されてはならない。

なお もう一つの要 因は、北欧諸 国間の協力 の観点 である。すなわち、1952年 に発足 し

た各国国会議員代表 を もって構成 される北欧理事会(NordiskaR昌det)は 、社会のすべて
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の面での協力機構 であ り48)、EC、EUの モデル ともされている49)。そ して1971年 に発足

した北欧閣僚評議会(NordiskMinisterrad)は 、担 当大臣 をもって構成 されるが、 とくに

教育 ・学術 ・文化の協力 に大 きな役割 を果た して きている。

注 目すべ きは、この北欧閣僚評議会が1991年 に 『学校 の管理一21世 紀へ向けての北欧

の教訓 と国際的示唆一』50)を公刊 している。

ここでは、北欧諸 国における改革の努力を評価すると共 に、 さらに前進 させるべ きであ

るとしているのであ り。すなわち、OECD諸 国、EC諸 国の改革動向 に対応 し、北欧の教

育のおける地方分権化の一層の促進、学校管理のよ り自由で効率的 な運営 をすべ きである

との申 し合 わせが なされていたのである51)。

8.学 習社会 の深化

スゥェーデ ンは、OECDの 第3次 国家教 育審査 を受 けるに当 って、1992年3月 に 『学習

社会へのスウェーデ ン的方途』52)と題する背景 となる報告書 をまとめたが、そこには21

世紀への教育的挑戦が明 らかにされている。

この審査報告書 は95年 春 に公刊 されているが53)、そこでエグザ ミナーたちは、地方分

権化が徹底 し、管理の面で も、各学校 の側 において も、創 意工夫がな されていることに感

心 している。 また外国か らの人たちは、教育 の優 先事項 として、`新 しい国際的内容'

`新しい国際的挑戦'に 取 り組 んでいることに深 く印象付け られたとしている
。

さて、これまでみて きた ように、初等 ・中等教育の改革 に限ってみて も、学校法の改正

にみ られたように、教育の機会均等、学校選択の自由が保障 され、 さらに学校令の改正、

新学習指導要領の告示 に よって も、生徒参加の拡大が計 られることになった。

成人教育、学習サ ークルへの出席者 に対す る補助金の削減 などをもって、学習社会が後

退 した とみる向 きもあるが、それは当 らない。

すなわち、財源の効率的、重点的配分がなされているのであ り、従来の補助金の、いわ

ゆる無駄使いを改めたい との狙いがあるか らである。

またすで に もふれた、`欧 州の学校'と い う観点 か ら改革 を行 って いるのであ り尉

1989年ECの 文相会議で採択 された`教 育 における欧州協力のためのガイ ドライン'す な

わち、①多文化社会 、②移動可能な欧州、③すべての者への教育的欧州、④能力 を身につ

けた欧州、⑤世界 に開かれた欧州、が 目標 とされている55)。

1994/95年 度国会提出の議案書 『教育 と研究』にお いて も、 「ス ウェーデ ン国民 を し

て、他の国での学習 と仕事 の機会 を増大 させ、同時に多 くの人々が当地にやって くること

になる」56)としていたが、学習社会 の前進 を意図 した ものに外 ならない57)。

もちろん1994年 秋 に社民党が、保守 ・中道連立政権 に取 って代わ ってはいるが、新政

権 によって提 出された 『国家予算書1995/96年 度』58)に よって も、 この立場 にい ささか

の変化 もみ られないことは、は じめの ところで触れた通 りであ る。

以上要するに、スウェーデ ンにおける初等 ・中等教育 の改革は、学校 と家庭 と地域社会

の連携 を強めての59)、学習社会深化6。)の一環 とみてよいであろ う。
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ロ シ ア連邦

ロ シ ア 連 邦 の 新 しい 教 育 課 程 の 特色
一 一地 域 との 連 携 を視 点 と し て
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署

1.学 校教 育制度 の変遷 と新 しい教育課程

1.ロ シ ア にお け る学校 教 育 制度 の革 新

川野辺 敏

は じめ に

1991年8月 の クー デ タ ー に よ り,70年 余 の ソ連 邦 はあ っけ な く崩 壊 し,連

邦 を構 成 して い た15共 和 国 は独 立 の 国 家 を構 成 す る こ と に な った 。各 旧 共 和 国

はそ の 後独 自 の 国 家 体 制 の も とに 新 しい教 育 制 度 を 設 け,後 継 者 の教 育 に取 り

組 んで い るが,こ こで は言 語 ・資 料 等 の 制約 か ら,旧 ソ連 邦 の 中 核 をな して き

た ロ シ ア連 邦 を取 り上 げ,崩 壊 後 の 教 育 の状 況 を紹 介 す る以 外 にな い 。

しか も,後 述 の よ うに ロ シ ア連 邦 内 部 で も国 家権 力 の地 方 ・学 校 へ の 分 散 と

い った背 景 の もと で,旧 連邦 に み られた ような 学校 制 度,内 容 ・方 法 等 にわ た

る総 括 的 ・体 系 的 な把 握 は 困難 に な っ てい る。 そ し て そ の体 制 自体 も変 化 の 過

程 にあ り,現 状 を ど う理 解 す るべ きか も戸 惑 わ ざ る を得 な い状 況 で あ る 。

以 上 の よ うな状 況 に あ る こ と を認識 しつ つ,ロ シ ア体 制 に移 行 以 後 の教 育 制

度 お よび内容 を中 心 に,法 令 お よ び現 地体 験 を付 加 して実 情 を述べ る こ とに し

た い。

(1)新 生 ロ シ ア 誕 生 ま で の 経 緯

現 在 ロ シ ア で は,こ れ ま で の 共 産 党 独 裁 か ら,多 様 な 考 え を 表 明 す る 政 党 が

多 数 存 在 す る よ う に な っ て お り,教 育 に つ い て も活 発 な 議 論 が な さ れ て い る 。

と は い え,こ れ ら の 議 論 の 原 点 は,ゴ ル バ チ ョ フ の ペ レ ス トロ イ カ で あ り,新

生 ロ シ ア は そ の 延 長 線 上 に位 置 し て い る 。 ゴ ル バ チ ョ フ は1985年3月 か ら,

ク ー デ タ ー に よ っ て ソ 連 が 崩 壊 す る1991年 ま で の6年 に わ た り,共 産 党 書 記

長 の 座 に あ っ て 改 革 を 押 し進 め た 。

ゴ ル バ チ ョ フ 以 前 の ソ 連 を 概 観 す る と,1956～1964年 ま で が フ ル シ チ ョフ

時 代,次 に1982年 ま で19年 間 に 及 ぶ 長 い ブ レ ジ ネ フ 時 代 が あ り,そ の 後 は,

1982年 か ら1984年 ま で が ア ン ドロ ポ フ,1984年 か ら1985年 ま で が チ ェ ル

ネ ン コ と,2年 と4ヵ 月 と い う短 い 間 に 二 人 の 書 記 長 が 就 任 し て は 亡 く な る と

い う事 態 が 続 い た 。
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教 育 に 関 し て み る と,50年 代 中 葉 か ら60年 代 ま で 行 わ れ た 「フ ル シ チ ョ フ

教 育 改革 」 が 戦 後 の 大 き な 改 革 と し て 広 く知 ら れ て い る 。 そ の 後 の ブ レ ジ ネ フ

時 代 は 保 守,堅 実 の 時 代 で あ り,大 き な 変 化 は 見 ら れ な か っ た 。1984年 に な

り,時 代 の 要 請 を 受 け て チ ェ ル ネ ン コ教 育 改:革 が 行 わ れ た 。 こ れ は,フ ル シ チ

ョ フ 以 来 の 戦 後 第 二 の 教 育 改 革 と して 位 置 づ け ら れ,我 々 ソ 連 教 育 研 究 者 は,

そ の 内 容 を 高 く評 価 し て い た 。

チ ェ ル ネ ン コ教 育 改 革 の 特 色 は 次 の 三 点 に ま と め ら れ る 。 ま ず 第 一 点 は,社

会 主 義 体 制 の 堅 持 を 大 前 提 と した 人 格 の 全 面 的 発 達 あ る い は 調 和 的 発 達 で あ り,

こ れ ら以 外 に教 育 と労 働 の 結 合 が あ げ ら れ る 。 第 二 点 は,積 み 重 ね の 上 に 立 っ

た 教 育 改 革 で あ り,過 去 の 教 育 改 革 や そ れ ま で の 実 験 プ ロ グ ラ ム の 成 果 をふ ま

え て の 導 入 で あ っ た 。 第 三 点 は 時 代 の 要 請 へ の 着 目 が あ げ ら れ る 。 こ れ は ソ連

に 限 らず,社 会 の 変 化 や コ ン ピ ュ ー タ等 の 技 術 革 新 へ の 対 応 が ど の 国 で も必 要

と さ れ て い た の で あ り,そ れ へ の 対 応 で あ っ た 。

具 体 的 内 容 と し て は,次 の 二 点 が 大 き な 改 革 点 で あ る 。 ま ず 第 一 点 は,前 述

し た とお り,7歳 か ら で あ っ た 義 務 教 育 が,6歳 か ら と な り,4-5-2制 の

計11年 間 の 義 務 教 育 と な っ た こ と で あ る 。 第 二 点 は,普 通 教 育 と 職 業 教 育 を接

近 させ,高 い 一 般 教 養 と職 業 的 技 能 を 兼 備 し た 理 想 的 な 教 育 を 提 供 し よ う と し

た こ と で あ る 。 普 通 中 等 学 校 に 進 ん だ 子 ど も に 少 な く と も一 種 類 の 職 業 資 格 を

修 得 させ る 等 に よ り,三 年 制 の 職 業 技 術 学 校 と 普 通 中 等 学 校 と の 教 育 目標 を接

近 さ せ る 体 制 を と っ た の で あ る 。

チ ェ ル ネ ン コ の 死 去 に よ り,書 記 長 に 就 任 した ゴ ル バ チ ョ フ の 改 革 基 本 路 線

は,周 知 の 通 り,「 民 主 化 」,「 人 間 化 」,「 公 開 制 」(グ ラ ス ノ ス チ)で あ

っ た 。 し か し,こ う した 旧 体 制 か らの 急 激 な 転 換 が 党 権 力 者 た ち の 危 機 感 と反

発 を招 くこ と に な り,91年 の ク ー デ タ ー を 惹 起 す る こ と と'な っ た の で あ る 。

さ て,就 任 後 し ば ら く ゴ ル バ チ ョ フ は,教 育 改 革 に は 着 手 せ ず 社 会 全 般 の 改

革 に 専 念 し,チ ェ ル ネ ン コ 改 革 を 継 続 さ せ て い た 。 しか し,1987年 の 党 中 央

委 員 会 総 会 で の 基 調 報 告 に お い て,国 民 一 人 ひ と り が 主 人 公 と感 じ ら れ る 政 治

の 構 築 を 唱 え,党 幹 部(カ ー ドル)を 痛 烈 に 批 判 し た 。 同 演 説 の な か で ゴ ル バ

チ ョ フ は 「家 に 秩 序 を もた ら す こ の で き る の は 自 分 を そ の 主 人 で あ る と 感 じ る

人 間 だ け で あ る 。 こ の 真 実 は 確 固 と し て 実 際 に 実 行 さ れ る 必 要 が あ る 。 強 調 し

て お くが 実 際 に で あ る 。 こ れ な く して は 人 間 的 要 素 は 機 能 し な い で あ ろ う 。 」

と徹 底 した 民 主 化,人 道 主 義 を 提 唱 して い る 。

こ れ らの 思 想 は 教 育 の 再 改 革 を 促 し,1988年2月 の 党 中 央 委 員 会 に お い て

具 体 的 内 容 が 表 明 さ れ た 。 同 大 会 の 中 央 委 員 会 書 記 リ ガ チ ョ フ の 報 告 で は,チ
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エ ルネ ン コ改 革 は 教 育 の城 壁 だ け に視 点 を置 い た 改 革 で あ り,制 度 の手 直 しや

部 分 的修 正 に偏 り,民 主,人 道,公 開 とい った ペ レ ス トロ イ カの本 質 に触 れ て

お らず,特 に教 育 の 民 主化 の視 点 が 欠 落 して い た と の批 判 が な され た 。 さ らに,

行 政 の縄 張 り廃 止,中 央 集権 ・命 令 方 式 の 廃 止,画 一 的 な学校 規 格 の廃 止,学

校 内 の管 理 ・運 営 の 民 主化 を徹 底 的 に進 め,子 ど も を将 来 の社 会 の 主 人公 とみ

な し,豊 か な人 間 性 と個 性 重視,創 造 的能 力 の 開 発 をめ ざす こ とが打 ち 出 され

た の で あ る 。

政 治改 革 よ り も着 手 しや す い こ とか ら,教 育 改 革 は 時 の権 力 者 の政 策課 題 と

して利 用 され て き た き らい が あ っ た。 しか しなが ら,ゴ ルバ チ ョフに よる改 革

は,学 校 その もの を民 主化 実 現 の基 盤 と して い こ う とす る新 時代 を予 感 させ る

斬 新 的 な もの で あ り,従 来 の学 校 制 度 や 学 校 の あ り方全 般 を批 判 したの で あ る。

具 体 的 に は,多 様 な学校 をつ くる,カ リキ ュ ラ ムの 作 成 と採 択 に 関 し,地 方 や

学校 の裁 量 を拡 大 す る こ との必 要 性 な どが 強 く説 か れ た 。

1990年 に は,ゴ ルバ チ ョフの こ れ ら新 しい 発 想 を も とに 「国民 教 育 基 本 法 」

の 草 案 が作 成 され た。 これ は ペ レス トロ イ カの 思 想 を法 的 に定 着 させ よ う と し

た もの と して 注 目 され る。 「あ らゆ る差 別 か ら個 人 を擁 護す る こ と,児 童 ・生

徒 お よび学 生個 々 人 の発 達 にお け る 自由」(第4条 関 係),「 国 は教 育分 野 に

お い て思 想 ・信 条 お よび 良心 の 自由,自 己 の見 解 お よび意 見 表 明 の 自由,尊 厳

と名誉 の擁 護,個 人 に対 す る あ らゆ る形 態 の圧 力 の 否 認 を保 証 す る」(第5条

関 係),「 父 母 の 学校 自治へ の参 加 」(第34条 関係)な どが 具 体 的 に法令 化 さ

れ る こ とに な った 。 特 に注 目 され るの は,あ らゆ る 差 別 の形 態 か ら個 人 を擁護

す る こ と,児 童 ・生徒 お よび学 生 個 人 の 発 達 にお け る 自由 が 明記 され た こ とで

あ る。

だが,こ こで は っ き りさせ て お く必 要 が あ るの は,ゴ ルバ チ ョフが 社 会 主 義

の否 定 で は な く,原 則 に立 ち返 る こ とを主 張 した こ とで あ る。 そ もそ も レーニ

ン の社 会 主 義 は 人 間 の平 等 を うた っ た もの で あ る と い う立場 か ら,リ ガ チ ョフ

報 告 も,社 会 主 義 社 会 で生 き る人 間 は きわ め て民 主 的 で なけ れ ば な らず,本 来

の 意 味で の社 会 主 義 的 人 間 をつ くる とい う立 場 を強 調 した の で あ っ た 。

(2)ロ シ アの 学 校 教 育 制 度 と カ リ キ ュ ラム

① 新 しい学 校 教 育 制 度

ソ連 邦崩 壊 に よ り誕生 した ロ シ ア連 邦 で は,早 速 新 しい教 育 の在 り方 が模 索

され,1992年7月 には 連邦 の 教 育 の 基 本 とな る 「ロシ ア連 邦 教 育 法」 が 制 定

された 。 この 法律 は,ゴ ル バ チ ョフ 時代 の 思 想 をそ の まま 引 き継 い だ もの で は
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あ る が,教 育 の 人 道 主 義 ・民 主 主 義 的 性 格 を 鮮 明 に し,そ の 路 線 に 沿 っ て,教

育 制 度 の 柔 軟 性,行 政 の 民 主 化 ・地 方 分 権 化 な ど を 具 体 的 に 示 した も の と し て

注 目 さ れ る 。 こ の 法 律 に も とづ き,旧 ソ 連 時 代 の 教 育 と ロ シ ア 教 育 と の 相 違 点

を あ げ る と,概 略 次 の と お りで あ る 。

〈 旧 ソ連邦 と ロシ アの教 育構 造 の対 比 〉

旧ソ連

際.社 会の建設に役酬 の

ロ シ ア

① 教育 目標

② カ リキュラム

1

　 　

○固定カリキュラム(連 邦制定)

○社会主義的思想性の重視

○全面的発達の保証

○教育と生活 ・労働の結合

③ 教育の方法 ○教師主導(教 授全体)

○画一的方法

○訓育重視

個人の能力の開発

○柔軟 なカリキュラム

(地方 ・学校 の裁量の強化)

○科学性 ・客観性 の重視

○地方 ・学校の判断

④ 学校の形態

○生徒による自己学習主体

○多様な形態 ・方法

○生徒の主体性重視

⑤ その他

○すべ て国立

○堅 い体系(4-5-2制)

回 轟欝 限・責荏

騰 羅羅
-'

○地域住民,父 母の責任の増大

(学校 ソビエ ト)

こ の よ う に,教 育 の 目標 ・制 度 ・内 容 ・方 法 お よ び 行 政 の 権 限 な ど全 面 に 亘

る 相 違 が み ら れ る が,制 度 面 に 限 っ て ロ シ ア 教 育 の 基 本 的 構 造 の 特 色 を や や 詳

し くみ る と,次 の よ う に な る 。

1)学 校 制 度 と して は,基 本 的 に は,就 学 前 教 育 施設,普 通 教 育 施 設(初 等

普 通 教 育,基 礎 普 通教 育,中 等(完 全)普 通 教 育,職 業 教 育 施 設(初 級,中 級,

上 級),特 殊 教 育 施 設 な どが 置 か れ,義 務 教 育 段 階 の 学校 制 度 は初 等 学 校 ・基

礎 学校 ・中等 学 校 の4-5-2制 に よっ て構 成 さ れ る。初 等教 育 は3～4年 間

で6歳 入 学者 は4年,7歳 入 学者 は3年 とな っ て い る。 基礎 学校 の5年 間 は前

期3年 と後期2年 に分 か れ る。 この制 度 は従 来 の 旧 ソ連 時 代 と大 き な変 わ りは
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な い 。

2)さ ら に 注 目 し た い の は,学 校 体 系 の 多 様 化 が 進 め ら れ て い る こ と で あ る 。

例 え ば,リ ッ ェ イ,ギ ム ナ ジ ア と い う 革 命 前 の ロ シ ア に 存 在 した 名 称 の 学 校 が

で き て い る 。 リ ツ ェ イ は 第8～11学 年,ギ ム ナ ジ ア は 第5学 年 ～11(12)学

年 を 対 象 と し,大 学 進 学 を め ざ し た 集 中 的 な 教 育 を 行 っ て い る 。 ギ ム ナ ジ ア は

前 段 階 の 第1～4学 年 を 付 設 で き る と さ れ て い る の で,現 実 に は,従 来 の 初 等 ・

中 等 学 校(11年 制 学 校)と 同 様 な 形 態 に な っ て い る 。 リ ツ ェ イ,ギ ム ナ ジ ア の

名 称 を付 す た め に は,1～3年 の 実 験 学 校 と し て の 準 備 期 間 が 必 要 で あ り,こ

の 間 の 学 校 を 実 験 学 校 と称 し て い る 。 こ の 他 に も英 才 学 校 の 一 種 で あ る 物 理 ・

数 学 学 校,外 国 語 学 校,民 族 語 ・文 化 や 歴 史 を教 え る 学 校 等,多 彩 な 学 校 が 設

立 さ れ て い る 。93年 の 統 計 で は,モ ス ク ワ 市 内 だ け で ギ ム ナ ジ ア が19校,リ

ッ ェ イ が11校,非 国 立 学 校 が97校 存 在 し,新 し い 教 育 を 創 り 出 そ う と して い

る 。

こ の 他,旧 ソ 連 時 代 の 校 外 教 育 施 設 が 「補 充 教 育 」 と い う思 想 の も と に 温 存

さ れ,学 校 外 の こ れ ら施 設 で 子 ど もの 能 力,興 味 ・関 心 に 沿 っ た 教 育 が 活 発 に

展 開 さ れ て い る 。 こ れ は,わ が 国 の 学 校 週5日 制 と の 関 連 で 注 目す べ き 点 で あ

る 。

3)ま た,設 置 者 の 多 様 化 で 注 目す べ き 制 度 上 の 改 革 で あ る 。 こ の 法 律 で は,

「教 育 施 設 は 法 人 で あ る 」 「教 育 施 設 は 組 織 的 ・法 的 形 態 に よ り,国 立 ・公 立 ・

非 国 家 立(私 人 立,社 会 団 体 立 お よ び 宗 教 団 体 立)と な り う る 」(第12条)と

さ れ,国 家 の み な らず,市 町 村 あ る い は 個 人 ・団 体 が 学 校 を 設 置 す る 権 利 を 与

え ら れ た こ と に な り,現 実 に 多 数 の 非 国 家 立 学 校 が 出 現 し て い る 。

② カ リ キ ュ ラ ム の 構 造

こ の よ う な 制 度 改 革 と並 行 し て,教 育 内 容 の 改 編 が 進 め ら れ て い る 。 新 制 度

の も と で は,従 来 の よ う な 国 家 統 一 的 カ リ キ ュ ラ ム が 否 定 さ れ,各 地 域 ・学 校

の 自 主 性 が 尊 重 さ れ,そ れ を カ リ キ ュ ラ ム に 反 映 さ せ る こ とが 可 能 と な っ た の

で あ る 。 連 邦 は カ リ キ ュ ラ ム 構 成 上 の 基 本 構 造 の み を例 示 し,そ の 例 示 に した

が っ て 地 方 単 位 で カ リ キ ュ ラ ム の 構 想 を 示 し,そ れ ら を 参 考 に し て 具 体 的 に は

各 学 校 で カ リ キ ュ ラ ム を作 成 す る と い う方 式 で あ る 。 具 体 的 に は,カ リ キ ュ ラ

ム は 二 つ の 基 本 構 造 か ら な っ て い る 。 一 つ は,義 務 的 学 習(非 バ リ エ ー シ ョ ン

部 分)で,こ れ は ロ シ ア 連 邦 の 国 民 と し て 最 低 限 習 得 す べ き教 科 と 内 容 を 示 す

もの で あ る 。 各 地 方 で は,国 の 基 準 に 留 意 しつ つ,当 該 地 方 の 特 色 を 含 め て カ

リ キ ュ ラ ム の 地 方 基 準 を 設 定 す る 。 こ の 基 準 に も と つ い て 各 学 校 は 非 バ リエ ー
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シ ョ ン 部 分 の 教 育 を 義 務 づ け ら れ る こ と に な る 。 し か し,各 学 校 で は,独 自 に

教 科 を編 成 す る 部 分 を も ち,学 校 の 裁 量 に よ り 自 由 に 特 色 あ る 教 科 ・内 容 を取

り入 れ る こ とが で き る 。 こ れ を 学 校 構 成 要 素 と い う 名 称 で 呼 ん で い る 。 地 方 に

よ っ て は,こ れ ら 以 外 に 生 徒 の 興 味 ・関 心 を 尊 重 す る と い う立 場 か ら随 意 選 択

学 習 を位 置 づ け る と い う構 成 もみ られ る(例 え ば サ ン ク ト ・ペ テ ル ブ ル ク 市)。

サ ン ク ト ・ペ テ ル ブ ル ク 市 の 場 合 を 例 に と り示 し た の が 次 の 表 で あ る 。 な お,

モ ス ク ワ 市 で は,① 基 礎 コ ン ポ ー ネ ン ト,② 学 校 コ ン ポ ー ネ ン トの 二 つ の 部 分

で カ リ キ ュ ラ ム を 構 成 し て い る 。

〈 カ リ キ ュ ラ ム の 構 造 一 一 サ ン ク ト ・ペ テ ル ブ ル ク の 場 合 〉

義務 的学習 一一非バ リエ ーシ ョン部分(核)

市 の教育課程 に より示 され,変 更は認め られない

教育内容の学校構成要素

生徒の選択による義務的学習

随意的学習(個 別 ・グループ学習)

ロ シ ア の 各 地 方 ・各 学 校 で は す で に こ の よ う な 体 制 の も と で 教 育 を 進 め て お

り,地 方 や 学 校 に よ っ て カ リ キ ュ ラ ム 編 成 に 大 き な 差 異 が 認 め ら れ る よ う に な

っ た 。1994年5月 に モ ス ク ワ,サ ン ク ト ・ペ テ ル ブ ル ク 両 市 を 訪 問 した だ け

で も,各 学 校 に よ る差 異 ・特 色 が 明 ら か で あ り,旧 来 の よ う な 「国 家 全 体 の 教

育 」 と い う観 点 か ら は 把 握 で き な い 状 況 に な っ て い る 。 そ こ で 当 時 訪 問 し た サ

ン ク ト ・ペ テ ル ブ ル ク お よ び モ ス ク ワ の 日 本 語 教 育 に 特 色 を 出 す 学 校 の 事 例 を

紹 介 して お こ う。

サ ン ク ト ・ペ テ ル ブ ル ク で は3校 の 小 ・中 学 校 が 日本 語 教 育 を行 っ て い る 。

サ ン ク ト ・ペ テ ル ブ ル ク 第583番 学 校 で は,1年 生(7歳)か ら 日本 語 の 授 業

が 開 始 さ れ,6年 生 ま で 週 各3時 間 教 え ら れ て い る 。 教 師 は 旧 レニ ン グ ラ ー ド

大 学 東 洋 学 部 の 日 本 文 学 研 究 者 で あ り,非 常 勤 講 師 と し て 学 校 に 派 遣 さ れ て い
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る 。 レ ン グ ラ ー ド大 学 で は も と も と 東 洋 学 部 で 日本 研 究 が 進 め ら れ て い た 。1

年 生 で は 会 話 を 中 心 に 日本 語 を 教 え,3年 生 で は ロ シ ア 語 で 日本 文 化,地 理 の

授 業 が 行 わ れ,日 本 語 会 話 の 教 師 の 不 足 を補 う工 夫 が な さ れ て い た 。

モ ス ク ワ の 第14番 学 校(リ ツ ェ イ)で は,モ ス ク ワ 大 学 と提 携 して 同 大 学 へ

の 進 学 志 望 者 を 中 心 とす る 教 育 が 行 わ れ て い た 。 第8学 年 か ら週5時 間 の 日本

語 の 教 育(12人 グ ル ー プ)を 行 っ て い る 。 ま た,第1257番 学 校 で も第5学 年

か ら 日本 語 の 授 業 を 開 始 して い る 。 モ ス ク ワ 大 学 付 属 の ア ジ ア ・ア フ リ カ諸 国

イ ン ス テ ィ テ ユ ー トで は,初 等 ・中 等 学 校 日 本 語 教 育 研 究 室 を つ く り,研 究 室

長 を 中 心 に 初 等 ・中 等 学 校 へ の 日本 語,日 本 文 化 指 導 者 グ ル ー プ を 形 成 し,指

導 員 を 派 遣 し て い る 。 ま た,第1257番 学 校 の 日本 語 教 育 指 導 者 も モ ス ク ワ 大

学 お よ び モ ス ク ワ 教 育 大 学 か ら派 遣 さ れ た 非 常 勤 講 師 で あ っ た 。 な お,モ ス ク

ワ で は5校 の 小 ・中 学 校 が 日本 語 教 育 を行 っ て お り,先 の ア ジ ア ・ア フ リ カ 諸

国 イ ン ス テ ィ テ ユ ー ト と連 携 を と る よ う に な っ て い る 。

以 上,現 在 の ロ シ ア の 教 育 制 度 ・カ リ キ ュ ラ ム を 中 心 に 述 べ て き た が,こ れ

らは ま だ 固 定 化 さ れ た も の に は な っ て い な い 。 体 制 の 激 変 の な か で,と りあ え

ず 制 度 をつ く り,カ リ キ ュ ラ ム を 編 成 し,子 ど も の 教 育 を 継 続 し な け れ ば な ら

な い と い う背 景 が あ っ た の で あ る 。 特 に よ り よ い カ リ キ ュ ラ ム づ く りが 進 め ら

れ て い る と い え よ う 。 した が っ て,現 段 階 で 新 しい 制 度 に つ い て 評 価 す る こ と

は 危 険 で あ る が,改 革 の な か で 考 え ら れ る 長 所 お よ び 課 題 に つ い て 簡 単 に 述 べ

て お こ う 。

ま ず メ リ ッ トは,地 方,学 校 が か な りの イ ニ シ ア テ ィ ブ を 取 っ て い く こ とが

可 能 と な っ た こ と で あ る 。 子 ど もの 能 力,適 正,興 味 関 心 へ の 適 合 は こ れ ま で

充 分 に は 行 わ れ て こ な か っ た が,各 学 校 が 多 様 化 し て い くに つ れ 急 速 に 実 現 し

て い く と思 わ れ る 。 た だ,地 方,学 校 の 比 重 が あ ま り に も増 大 し て い る 現 状 か

ら,逆 に 国 家 的 水 準 を どの よ う に 維 持 し て い くの か が 問 題 と な っ て くる だ ろ う 。

標 準 カ リ キ ュ ラ ム が 作 られ つ つ あ る が,地 方 に よ っ て は 独 自性 を 出 そ う とす る

あ ま り,国 家 基 準 が あ い ま い に な り,ロ シ ア 連 邦 と して の 教 育 水 準 が 確 保 さ れ

る か ど うか が 課 題 に な ろ う 。

一 方
,デ メ リ ッ ト と して は,格 差 の 拡 大 が あ げ ら れ る 。 意 欲 の あ る 教 師 と 整

っ た 施 設 を備 え た 学 校 は か な りの 成 果 を あ げ て い く で あ ろ う が,新 し い 制 度 に

対 応 で き な い 学 校 が 優 れ た 教 育 を行 っ て い くこ と は 困 難 で あ ろ う 。 特 に,個 性

重 視 の 方 針 の も と で,学 習 面 で の 個 人 格 差 も 問 題 に な ろ う 。 こ う し た な か 全 面

的 発 達,人 格 形 成 の 重 視,学 校 と 生 産 と の 結 合,学 校 と 地 域 の 結 合 と い っ た ソ

連 時 代 に 目標 と さ れ た 教 育 理 念 と ど の よ う に 向 き合 っ て い くの か も今 後 大 き な
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課 題 と して 問 わ れ て く る こ と に な ろ う 。
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〈参 考 表 〉

(1)モ スクワ市初等学校用基本教科課程(初 等教育段階,1994/95年 度)

教 育 内 容

基礎的要素

ロ シア 語

数学悔情報教育

まわりの世界、生活安全の基礎

美術

工芸

体育

学校構成要素

財政措置に対する合計

生徒の負担の下限

生徒の負担の上限

学 年(1-4)

i

18

6

4

1

z

2

3

6

24

20

22

2

18

6

4

1

2

a

3

7

25

20

24

3

19

6

4

2

2

2

3

7

26

21

25

4

19

6

4

2

2

2

3

7

26

21

25

計

74

29

16

6

8

8

12

27

101

82

96

学 年(1-3)

11213

20

8

5

1

2

a

2

6

26

22

24

21

8

5

2

2

a

2

6

27

23

25

21

8

5

a

2

z

2

6

27

23

25

計

62

24

15

5

6

6

6

is

8Q

68

?4

(2)サ ン ク ト ・ペ テ ル ブ ル ク 市 基 本 教 科 課 程(1994/95年 度)
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教 科

学 年

ロ シ ア語 ・文 学

外国語

芸術

社会科学系

自然科学系

数学

体育 ・保健

テ ク ノ ロ ジ ー

計

選択必修

生徒の義務的負担

随意選択

生徒の負担限度

1

8

8

2

2

4

5

2

2

1

1

is

19

2

5

20

24

2

2

22

26

z

7

8

2

2

2

2

2

z

4

5

2

2

20

22

2

2

22

24

3

3

25

27

3

7

8

2

2

2

2

2

2

4

5

2

2

1

1

20

22

4

2

24

24

3

3

2?

27

4

7

2

2

2

4

2

1

20

4

24

3

27

5

8

3

2

2

2

5

2

2

26

3

29

3

32

6

7

3

2

2

4

5

2

2

27

3

30

3

33

7

7

3

2

2

5

5

2

3

29

3

32

3

35

8

5

3

2

3

8

4

2

3

30

2

32

3

35

9

5

3

4

8

4

2

3

29

4

33

3

36

10

4

2

4

4

3

2

2

21

11

32

6

38

11

4

2

4

4

3

2

z

zi

11

32

6

38
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2.教 育 課 程 シ ス テ ム の 特 質

遠藤 忠

(1)国 家 基準 一一一多 様 化 にお け る統 一性 の保証

1992年7月 に制 定 され た教 育 に関 す る最 高 法規 であ る 「ロ シア連邦 教育 法 」 では 、 その

第2条 で 「国家 の教 育政策 原 理 」 を示 して い るが、 その第2号 にお いては 「連邦 の文 化 的

及 び教育 的空 間 の統 一」が 挙 げ られて い る。 この統 一性 の 保証 は 、 同号 に併 せて 規定 され

て い る 「多 民族 国家 とい う条 件 にお け る民 族 文化 及び 地域 的 文化 的伝 統 の教 育制 度 に よ る

保護 」 とい う原理 や 、 同条 の そ の他の 各号 に 挙 げ られ て い る諸 原 理 と商立 す る形 で具 体 化

されな けれ ば な らない もので あ る。

た とえば 、 それ らの概 要 を挙 げれば 、 「教 育 の ヒュー マニ ズ ム的性 格」 、 「教 育の 受 け

や す さ」 、 「国 公 立学校 の非 宗教 的性 格」 、 「教 育 にお け る 自由 と多 元主 義 」 な どで 菊 る。

ロシアが 著 し く多民族 的 な国 家で あ るな どの よ うな、わ が 国 とは異 な る状 況は 在 る にせ

よ、国 家の 教育課 程 編成 の基 本 的課題 と して 、 さ まざ まな多様性 を所 与の 条件 と し、 また 、

「自由で多 元 」的 な国 家 と して人 々の 多様 な発達 と学 習 を保証 す ると同時 に 、国 家 と して

の 「文化的 及 び教 育的 空間 の統 一 」の 達成 を掲 げて い るこ とは、 世界 の多 くに国 々 と共 通

す るのみ な らず 、わが 国 とも 共通 す る課 題 を担 って い るとい え るので あ る。

以 下で は 、 この よう な多様 化 の 中で の統 一化 とい う課題 を解 決 するた め に、 ロシア が ど

の よ うな教 育 課程 編成 の体 制 を法制 化 して い るのか を、で き るだ け多 面的 か つ構 造的 に示

そ うと思 う。

(2>統 一性 の基準 と しての 国 家教 育ス タ ンダー ド

「教育空 間の統 一性 」 を保 証す るもの と して 、 国家教 育 ス タ ンダー ドが定 め られ るこ と

に な ってい る。 国家教 育 スタ ン ダー ドの設定 によ って 、 「あ らゆ る学 校 の卒 業者 は1居 住

地 域に 関わ りな く教 育 を継続 す るため の単 一の 資格 を与 え られ る」 、 すなわ ち、学校 系統

の 単一制 が保 証 され る 。また 、 「すべ ての生 徒 に、 その 人格 の発 達 を助 け るの に十分 な普

通教 育 が保 証 され る」 、すな わち、 普通 義務 教 育の水 準 が保 証 され る。 した が って 、 「他

の教 育機 関 に転入 する可能性 」が保 証 され るの で あ る(1)。

国家教育 スタ ンダー ドは 、10年 に1度 、政 府 に よって 公示 され る 「コ ンクール に基 づ い

て作成 」及 び 改訂 され 、 と くに義務教 育 の 中核 を 占め る 「基 礎 普通教 育(5年 制 の前 期 中

等 教育段階)」 の ス タ ンダー ドは 、連 邦最高 会議 の承 認 手続 きを必須 と して い る。

スタ ンダー ドの構 成 は 、連邦 的 要素 と民族 的 ・地域 的要 素 か らな ってお り、連 邦的 要 素.

は 、連 邦の 中央 立法及 び行政 機 関 に よって定 め られ、民 族的 ・地 域的 要素 は 、連 邦構 成 主

体(共 和国 、地 方、州 、モ ス ク ワ市、 サ ンク ト ・ペ テル ブル グ市 等)に よ って定 め られ る

こ とにな って い る。

連邦 要素 は、 具体的 には 「卒業 者の 教育水 準 に 対す る要求 」 、基礎 的教 育 課程 の 「不 変
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的教 育 内容」 、及 び 「生徒 の学 習 負担量 の 上限(学 年別週 当た りの時 間数 の形 で)」 を規

定 す る'ことにな って い る。連邦 教 育法 が制 定 され た翌'93年3月 に 「暫定 国家 教 育 スタ ンダ

ー ド」 として 「中等普 通教 育学校 基 本教科 課 程 」が 連邦教 育 省 に よって制 定 され た 。 これ

は その 名称 が 示 す通 り、正 式 な国 家教育 ス タ ンダ ー ドが制 定 され るまで の臨 時的 な措 置 で

あ り、 その制 定時 にお いて は、'95年 頃 まで に は正式 の ス タ ンダー ドが全 面的 に 示 され るは

ず であ ったが 、策 定作業 が遅 れ て お り、'96年1月 段 階 では 、 まだ 、正式 の もの は制定 され

・て いな い。

ところで 、暫定 ス タ ンダ ー ドと して 示さ れた上 記 の 「基 本 教科 課程 」で は 、連 邦が 定 め

る教 育 内容(連 邦 要素)は 、 「わ が国 の学 校 教 育の統 一性 を保証 し、一般 文 化的 及び 全 国

家的意 義 を もつ」 教育 内容 で あ る とされ 、 「全体 と して 、そ う した科 目と捉 え られて い る

の は、 ロシア語(国 家語 と して)、 数学 、情 報理 論 、物理 学 及 び天文 学 、化学 で あ る」 と

して い る(2)。

一方 、連 邦構 成 主体 が策定 す る民族 的 ・地 域的 要 素 として 、 「わが 国諸 民族 の 特殊 な要

求 と関心 を教 育の領 域 にお いて保 証 し、民 族 的及 び 地域的 な独特 の 文化 を反 映 して い る教

育 内容 部分 を含 む 」教 育内 容 とさ れ、 「母語 及 び文学 、歴 史 、地 理 」 な らび に 「社会 科 学

系教科 、芸 術 、地球 、生物学 、体 育、労働 教 育 」等 が含 まれ て い る。

さ らに、暫 定 スタ ンダー ドでは 、各学校 が定 め る教 育 内容 の枠 が 一定 の時 間数 と して 示

され て い る。 この枠は 、 さ らに、 必修 選択 授 業及 び 自由選 択 授業 のふ た つの カ テ ゴ リー を

含 んで お り、そ れぞれ 、後 述 す るよ うに、教 育課 程 の多様 化 の為 に利 用 され るこ とに な っ

て い る。

下 表 は、上 述 の 主体 別 に分 け られた3つ の教育 内容 要 素の 学校 段階 別週 当た り授業 時 間

数(標 準)で あ る。

教育段階

コンボ。一ネント

連 邦

民 族 一地域

学校

初 等学校

1-4

学 年

53

23

25

基礎 学校

5-9

学年

94

48

29

中等 学校

io-il

学 年

18

22

36

計

165

93*)

90

*)こ の うち56時 間 は母 語及 び文 学 、並 び に外国語 にあ て られ る。 〈3)

この 他、普 通教 育学 校 の基 本教 科課 程は 、 国家 ス タ ンダー ドの 一部 と して以 下 の基 準指

数群 を含ん で い る。
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ア)全体及び各教育段階のそれぞれにおける教育期間(学 年度におけ る)。

イ)以下の週 当た り学習負担量(授 業時数)

一中等普通教育学校の各段階 における基盤的教育領域

一生徒の選択 による必修授業

一自由選択授業

ウ)選択による必修授業に配当されている授業時数を含む・生徒の週 当た り義務的学習負

担量の上限

工)国家が財政 負担する総授業時間数(生 徒 の義務的学習負担量の上限、 自由選択授業、

個別的および課外活動、掌習集団の小グループへの分割)。(4)

(3)統 一性 の保 証

統一性 の保 証 は 、国家教 育 スタ ンダー ドに よ る基準 の提 示 の他 に、生徒 の 卒業 等 に関 わ

る試験 制度 並び に 教 員及 び学 校 に対 す る資格 審査 制度 によ って も支 え られて い る。

初等教 育以外 の教 育段階 、す なわち 、義務 教育 であ る基礎 普通教 育(前 期中等段 階)、

さ らには 、中 等普 通教 育(後 期 中等 段 階)、 その他 高 等教 育 を含 むすべ て の職業 教 育 の修

了時 には 、国 家試 験が 義務 化 され て い る。 この試験 に 関す る 「学 問 的 、教 授 法 的 な裏付 け

及 び客観 的 な統制 は、国家 教 育 スタ ン ダー ドに したが い、教 育機 関か ら独 立 した 国家 資格

審 査局 に よ って保 証さ れ る」(教 育 法第15条5項)と され て お り、そ れぞ れ の教 育段 階 の

教 育水 準の 維持 が 図 られて い る。

また 、上記 の卒 業試験 以 外 の中 間的 な試験 に つ いて は 、教 育機 関(学 校)が その 「評 価

方法 、形式 、手続 き頻度 」 を選択 す る ことが で きる(同 法 同条3項)と され て お り、わ が

国 と同様 日常 的評 価 に もとつ く進級 も あ りう るわ けであ るが 、 ソ連以 来 の伝 統 で あ る落 第

制度 が初 等教 育段 階か ら適 用 され てお り、 中等段.階に おけ る卒業 試験 制度 と相 まって 、教

育 課程 基 準 の実施 の質 を保 証 して い る。

この よ うな国家 に よ る卒 業 試験制 度 と連動 して 、教育機 関の 資格審 査 が行 わ れ る。 す な

わ ち、 国家 資格審 査局 は 、個 々の教 育機 関 が実施 して い る教 育 の 質が 国家教 育 ス タ ンダー

ドに即 した も のであ るか 否か を確 認す るた め に、教 育機 関 の資格 審 査 を原 則 として5年 に

1度 行 うこ とにな って い る(同 法 第33条19項)。 資格審 査 の合格 基 準 は、 当該 教 育機

関 が 、国家 試験 で あ る卒業 試験 に3年 以上 連続 で 半数以 上 の生 徒 を合格 さ せて い るか 否 か

で あ る。 も し、 この基 準 を満 た して いない と きは 、 当然の こ とな が ら、卒業 資格 付 与 の権

限 をもつ正 式の教 育機 関 と しての 認定(ア クVT"イ9一ツィア)を 取 り消 さ れ る こ とに な るので あ る。

上記 の よ うな定期 の資格 審 査 の他 に、国 家 資格 審査局 の 地 方支部 や 当該 教育機 関に 通 う

生 徒 の保護 者会 が その教 育機 関 の教育 の質 に つ いて問 題提 起 した場 合 、国 家 資格審 査 局 は、

「苦情 書」 を教 育機 関 に送 る こ とがで きる 。 この 「苦情 書 」 が2年 以 内に 続 けて 送付 され

た場合 、上 記 の認定 は 自動的 に剥 奪 され るこ とに なって い る。

また 、こ の ような場合 、 国 は、 当該教 育機 関 に対 して 「卒 業者 を他 の教 育機 関 で再 教 育

す る費用 」 につ いて損 害賠償 の訴 えを起 こす こ とが で きる と され て い る(連 邦教 育法 第49・
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条)。

以 上 のよ うに 、主 に、卒業 試験 制 度 とそ れ を利 用 した資格 審査 制度 及 び教 育機 関 と して

の認定 制度 によ って、教 育課 程基 準の実施 水 準 を保 証 す るこ とに なって い る。教 育課 程 の

編 成 に際 して の地 方の権 限及 び と くに学校 裁 量 の幅 の広 さ に比 して 、 この よ うに、教 育 課

程 基準 の実施 を保 証す る システ ム は、生徒 及が 学 校 に とって わが 国 にな い きび しさも も っ

て い る とい え よ う。

(4)多 様化 の システ ム

統 一性保 証 の システ ムは 、 同時 に多様 化 の枠組 み を 示す もの で あ る。以下 で は、 多様 化

の視点 か ら連 邦教 育法 及び 国家教 育ス タ ンダー ドか ら読み 取 れ る もの を示 して み よ う。

すで にの べ た よ うに 、国家 教 育 スタ ンダー ドその ものが 、 連邦 的要 素 の他 に民 族的 ・地

域 的要 素 を含 んで制定 され る こ とにな って い るよ うに 、国 家 教育 ス タ ンダー ドは、分 権 化

をか な りな程 度 に おい て示 して い るので あ る。

わが 国に お いて も、教育 課程 は 個 々の学校 にお いて 編成 す るこ とに な って い るが 、 ロ シ

ア にお いては 、学 校の もつ権 限 は 、た とえば 「教 科設 定」 に及 ぶ ほ どに広 い 。 す なわ ち、

国家教 育 ス タ ンダー ドにお いて 示 され る教科 課程 中の 「教 科名 」、 た とえば、 以 下 に示 す

表 「初 等学 校 基本 教科 課程 」で い えば 、従来 「教 科 名欄 」 に おい て示 され て い る欄 に書 か

れて い る 「母 語及 び文 学」 や 「数学 」 、 「身近 な 世界 」等 の 名称 は、教 育 内容 領 域で あ る。

す なわ ち、 スタ ンダー ドで は、 教 育内容 が示 され るの であ って 、 どの よ うな教 科 編成 に す

るか は、個 々 の学校 に 委ね られ るのであ る。

初等学校基本教科課程

(1-4学 年)

教育内容領域

母語及び文学

国家 語 と して

の ロシア語*)

数学

週 当 た り 時 間 数

学 年 別

1

4

3

4

II

4

3

4

in

4

3

4

4

3

4

計

16

12

16

民 族 一地 域

コ ンポー ネ ン ト

16
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身近な世界

芸術

体育

労働教育

総計

2

2

2

2

19

2

2

2

2

19

2

2

2

2

19

2

2

2

2

19

8

8

8

8

76

2

2

1

2

23

必修選択授業

生徒の必修授業

負担量の上限

1

20

3

22

5

24

5

24

14

90

自由選択授業

生徒の負担量上限

2

22

3

25

3

27

3

27

11

101

*)非 ロシア語 を教 授 語 とす る学校 にお い ては 、 ロシア連 邦 の国 家語 と して学 習 さ

れ る。

ロシア語 を 教授 語 とす る学 校 に おい ては 、学校 が所 在 す る共和 国 の民 族

語 が 学 ばれ る 。

そ の他の 言語 的状 況 にお いて は、 言語 の学 習 に関 す る問題 は 、 「教 育 に

関 す る」 法 に従 い、地 域 の教 育行 政機 関及 び学校 によ って(必 修 選 択授 業 に配 当

され て い る時 間数 を考慮 にいれ て)解 決 され る。(5)

学校 系統 は、 基 本的 には 、初等 教育3(な い しは4)年 、基 礎教 育(前 期 中等)5年 、

中等教 育(後 期 中 等)2年 と、従 来通 り3(な い しは4)一5-2制 であ るが、 下図 に 示

す ように基 礎学校 は第5学 年 か ら第7掌 年 までの 前半 と第8学 年 及び 第9学 年の後 半 に分

けて捉 え られ てお り、第8学 年 か ら入 学 す る リツ ェイ等の 多様 な 学校 形態 を 可能 に して い

る。
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普通教育の段階

初

等

教

育

基

礎

教

育

第

5

第

7

学

年

第

8

第

9

学

年

中

等

教

育

(s)

設置 者が私 立を含 め きわ め て多様 化 して い るこ ともすで に さ まざ ま形 で紹 介 されて い る

が(7)、 む しろ 、教 育 を受 ける形態 とい う点で は 、資格 認定(家 庭 教 育 、検 定制)の 在 り方

や 、 さ らに は、伝 統 的 な学 区 制 の運用 が制 度化 されて 強化 され た ことの方 が 大 きな意 味 を

も って い るよ うに考 え られ る。

教 育 を受 け る形 態 と しては 、全 日制 、夜 間及 び 通信 制 等 の学校 教 育 によ る形 態 ばか りで

は な く、 「家庭教 育 」及 び 「独学 」 も認め られ て お り、そ の場 合 の資格 認定 につ いて は 、

国 家資格審 査 局 に よる検定 試験 の 受験 に よって 行 われ る こ とに な って い る。 この ことは 、

い くつ かの条 文 に おいて やや 重複 的に 規定 され て い るが、親 の権 利 と義務 に つい て定 め て

い る第52条 にお いては 、そ の3項 で 「親(そ の代理 人)は 、児 童 に初等 普 通教 育、基 礎

普通 教育 、 中等(完 成)普 通 教 育 を家庭 で受 け さ せ る権利 を有 す る。家庭 で教 育 を受 け て

い る児童 は 、親(そ の 代理 人)の 決定 によ り、 すべ ての教 育 段階 に お いて 試 験 に合格 した

場 合 、教育機 関で教 育 を継 続 す る権利 を有 す る」 とあ る。 この よ うに 、初 等 か ら中等 まで

の 普通教 育 に おいて は 、家 庭 教育 が認 め られ て い る。 また、職 業 教育 にお い て も、可 能 な

ものは 、家庭 教育 及び 独学 に よ る履 修 が認 め られ てい るの で あ る(連 邦教 育法 第10条3項)。

教 育機 関 すなわ ち学校 で教 育 を受け る場 合 で も 「教 育機 関 を選 ぶ権 利 」(第50条 及 び第

52条)が 認 め られ てい る。 これ は、 上記 の教 育形 態 の選択 権 と重 ね て考 えれ ば 、 当然 、初

等及 び前 期 申等 の義務 教育 にお いて も適用 され る規定 で あ る。市 民 の学校 選 択権 と対 応 し

て 地方 自治体 の権 限 と して 「当該 地域 に居 住 す る市民 に 対 す る普 通教 育機 関 の選 択権 の保

証 」(第31条2項3号)が 規 定 されて お り、 選択権 を具体 的 に どの よ うな形 で実現 す るか

は、地 方 自治体 の裁量 とされ て い る。モ ス ク ワ市 を例 とす る と、学 区制は 、そ の学 区 に居

住 す る児童 ・生徒 の通 学 を保 証 す るもので あ って 、児 童 ・生 徒及 び その親 権 者 の側 か らみ

れ ば、 その学 校選 択権 を妨 げ るもので はな い 。 すなわ ち 、居住 す る学 区の 学校 に子 ど もを

通 わせ た くな い場 合 、親権 者 は希 望 の学校 を探 し相 手 先の 学校 長 の許 可が 得 られ れ ば その
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学校 に通わ せ るこ とが で きる。 も し、 どこに も通 わせ る学校 がな い場 合 、親権 者 はそ の 子

どもを居住 す る学 区の学校 に通 わせ る ことがで きるの で あ る(8)。

付 言 すれば 、 こ う した学 校 選択 がい わば 公立校 間 で容 易に で き る条件 の 一つ と して 、学

級定数 が、 ロ シア にお いては 上限 を示 すもので は な く、標 準 を示 すもので あ る とい う事情

が あ るこ とを挙げ るこ とがで きよ う。そ して、 学級定 数 とい うよ うな教 育 の質 の維持 に 関

わ る条件 が 、わが 国の よ うに厳密 にで は な く緩 や かに運用 されて い るρは 、 すで に述苓 た

よ うに 、教 育 の質 の統 一及 び 維持 の シ ステ ムが 、 わが国 に比 べて厳 しい もので あ る こと と

関係 が あ るの では な いだ ろ うか 。

さ らにい えば、 ソ連 邦時代 の伝統 で あ った国定 教科 書制 度 が廃 止 され、 連邦及 び連邦構

成 主体の レベ ル におい ては 、 「科 学的 教授 法の 保証 」及 び 「学習 文献 出版 の組織 化及 び 学

習参 考書の 製作 」 等の規定 の み であ り、教科 書制 度 は教 育情 報や 教材 等の 供給 サー ビスに

置 き換 え られ てい る。 つま り、教 科書 は実際 に は発行 ・供 給 され るで あろ うが 、教 育の 質

の統 一及び 維持 の シス テムの 中で 積極 的な役 割 を期待 され るもの では な くな るであ ろ う。

そ して 、その理 由は、イ デオ ロギーの 自由化 とい うこ とだけ では な く、これ まで 明 らか に

して きた よ うな教 育課程 の統 一 と多様 化の シス テ ムにお いては 、 わが国 にお け る よ うな有

効性 が ロシ アでは 見い だせ ない か らで はな いだ ろ うか 。

以上 にみ る ように 、教 育水 準 の維持 、教 育課程 の 多様化 、学 校 選択 の 自由化 、学級 定 数

の 問題等 は 、 それ ぞれ個別 に論 じ られ る閥題 では な く、教 育 の統 一性 と多様 性 のバ ラ ンス

を適切 に保 つ ための シ ステ ム と して捉 え られ なけ れは な らない。

注

(1)国 立教 育研 究所 『学校 と地域社 会 との連携 に関す る国際 比較研 究 中間資料 集(1)』

平成7年3月 、339頁 。

(2)ロ シア連邦教 育省 参与 会決定 『暫 定 国家教 育 スタ ンダ ー ド』393年3月24日 付 けNa5/1

(露 文)。

(3)同 上。

(4)同 上。

(5)同 上。

(6)国 立教 育研究所 前掲 資料集342頁 。

(7)拙 稿 「学校 経営 者 への道 一 ロシア 私立学 校 事情 」ユー ラシア研 究所 『ユ ー ラシア研 究』

第5号 白石書店 、1994年10月 。

(8)モ ス ク ワ教 育 大学 上級 講 師ユ ーリヤ ・ボ ヤル チ ュー ク(国 際交 流 基金 フェ ロ ー と し

て1995年6月 か ら1996年6月 まで 来 日)氏 よ りの聴 き取 り。
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II.教 育 課 程 と地 域 の連 携 一 一 サ ン ク ト ・ペ テ ル ブ ル ク市 の 場合

澤野由紀子

は じめ に

本章では,第1章 で紹介 した新生 ロシア における学校制度 と教育課程の改革が,地 方 レ

ベ ルで どの ように導入 されているか を,サ ンク ト・ペ テルブルク市を例 として検討する。

サ ンク ト・ペテルブルク市(旧 レニ ングラード市)は,モ スクワ市 とともに地方 自治体 と

しては共和国,地 方,州 と同等の地位 を有 する。人口 も480万 入を抱えるロシア第二の都

市 である。 ソビエ ト時代末期 に選出されたサプチャク市長の もとで,バ ル ト海に面 した立

地を生か して西側 諸国との交流 を深め,外 国企業の誘致に も成功 している。教育の分野に

おいては,国 際都市 としての特色 とともに帝政 ロシア時代以 来の文化 と学術,工 業の中心

地 としての伝統を生 かした教育改革 プログラムが実施 されつつある。

以下,1995年9月 に同市 の教育委員会及 び学校 を訪問 した際に入手 した資料等を もと

に,同 市の教育ス タンダードの特色 を明 らかに し,学 校における導入例 を紹介す る。

1.サ ンク ト ・ペ テ ルブ ルク市 にお ける地 方教 育ス タ ンダー ド開発 の状 況

(1)「 基本教科課程」の開発

サ ンク ト ・ペテルブルク市で は,ソ ビエ ト連邦時代のゴルバチ ョフ政権下 で教育のペ レ

ス トロイカが本格化 した1989年 より,学 校 制度改革が行われてい る。1993年 には,89

年以来市内の様々な初等 中等普 通教育学校で実験的 に開発 された多様 な水準の教科課程 を

検討し,市 の初等中等普通教育学校用基本教科課程(第1章 一1.〈 参考表 〉(2)参 照)

を発表 した。ロシア連邦の 「初等中等普通教育学校基本教科 課程」は,「 ロシア連邦教育

法」(1992年7月)第7条 に定 められたロシア連邦の 「全国教育 スタンダー ド」の一部

として作成 された。同法 によ り,全 国教育スタンダー ドは,教 育課程の必修内容の ミニマ

ム と学習者 の学習量の上限,卒 業までに習得すべき学力水 準 を定める ものと定義 されてい

るが,「 基本 教科課程」 は必修領域 と週 間授業時間数の下限 と選択科 目等 を含めた授業時

間の上 限を学年ごとに示 してい るのみで,学 力水準 までは示 していない。

サンク ト ・ペテルブルク市の 「基本教科課程」 も同様に市の教育ス タンダードとして作

成 されたものであ り,連 邦 レベ ルのスタンダー ドが確定す るまでの暫定的な もの として導

入 されている。その特色 としては,1)基 礎教育 と補充教育 を結合す る基盤 としてサンク

ト・ペテルブルク市 の文化的 ・科学的潜在力を利用 し,生 徒が自 らの個性,創 造的可能性

と人格の発達 を意識するための条件 を創出すること,2)既 存の社会 ・文化 的環境 に広範

に適応するこ と,3)生 徒がサ ンク ト・ペテルブル ク市の精神生活に参加す る計画 を一実現

すること,4)大 都市におけ る個人の社会化計画をあ らゆるタイプの学校で実現す ること

を可能 とす ることを 目標 としていることが あげ られ る。1)こ のたあ,連 邦 レベ ルの基本教
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科 課程 と同様 に,教 育段 階 ご とに水 準 の異 なるバ リエ ー シ ョンが 示 されて いた。

(2)'「 教 育課程 」 の開発

さ らに1995年,サ ンク ト ・ペ テ ルブ ルク市 教育 委員 会 は,ゲ ル ッ ェン記 念 ロ シア 国 立

教 育大学,教 育技 能 大学,サ ンク ト ・ペ テ ルブ ル ク国立大 学,生 産的 教授硬 究所,オ ル タ

ー ナテ ィブ教 育セ ン ター
,ロ シ ア教 育 ア カデ ミー職業 技術 教 育研 究所,同 成 人教 育研 究所,

サ ンク ト ・ペ テル ブ ルク市立 第73番 学校,第159番 学校 及 び第293番 学校等 の協 力 を得 て,

「教育 課程 」 を作 成 した。2)

「教 育課 程(06pa30BaTeハbHaAnporaMMa)」 は,「 ロ シア連

邦 教育 法」 第9条 に おい て,「 一定 の水 準 と方 向にお ける教 育内容 を定 める もの 」3)と 規

定 され,普 通教育 と職業 教育 に区分 して実 施 される と してい る。従 来 の ソ ビエ ト連 邦の 広

義 の教 育課程 を示 す 言葉 と して は 「教 育 の過程(npouecco6pa30-

BaHHfl)」 が 使 われ るこ とが多 く,教 育課 程基 準 と して は,「 教 科 課程(yve6-

H日Nn刀aH)」 と教科 別 の 「教授 用 目(yge6HaflnporpaMMa」 が

あ った が,「 教育 課 程(06pa30BaTe渥bHaflnporaMMa)」 とい う

言 葉は 「教 育 ス タ ン ダー ド(cTaHRapTo6pa30BaHHfl)」 と同様 に,

こ れまで教 育 関係 の 文献 で使 わ れる こ とは ほ とん どなか った 。

「ロ シア 連邦教 育 法」 第9条 に よれば,普 通 教育 の 教育 課程 に は,就 学前 教育,初 等 普

通教育,基 礎 普通 教 育[前 期 中等教 育に相 当]お よび 中等(完 全)普 通 教育[後 期 中等 教

育 に相 当]が 含 ま れ,「 個 人 の 一般 教養 の 形成,社 会 生活 へ の適応,職 業教 育の 教 育課 程

を 自覚 的 に選 択 し習 得す るた め の基 礎づ く り」 を課 題 と して作 成 され る 。 また,教 育課 程

は基礎 部分 と補充 部 分 に よって構成 され るが,基 礎 的 部分 と して の ミニ マム ・エ ッセン シ

ヤ ルズ は,連 邦 レベ ルの 全国 教 育ス タンダ ー ドに定 め られ る とされて い る。4)た だ し,具

体 的 に何 を定 める もので あ るか は示 され て いな い。

サ ンク ト ・ペ テ ル ブル ク市 が 開発 した 「教育 課程」 には,教 育段階 及 び課 程の 種 類 ご と

に,1)目 標,2)対 象 とす る生徒 の年 齢,学 力水 準,健 康 状態,3)修 学 年数,4)課

程 修了 時 まで に期 待 され る成 果,5)教 科 課程 の種 類,6)教 授 要 目,7)週 間授 業 日数,

授 業の 一単 位 時間,学 級 定員,教 育 方法,生 徒 に対 す る社 会 心理 学的 働 きか け,及 び8)

生徒 の到達 度 審査 の 形態 が示 されて いる。 各学 校は,こ れ を参考 にそ れぞ れの教 育 課程 を

定 める こ と とされ て いる 。5J

モス クワ市 同様 サ ンク ト ・ペ テル ブル ク市 におい て も特 定 の科 目を深 く学 ぶ学 校 の ほか

ギ ムナ ジア,リ ツ ェイ,カ レ ッジな どの 新 しい タイ プの学校 が急 増 して いる。1993/94

年 度の統計 数 値 に よれば,サ ンク ト ・ペ テ ル ブ ルク市 内の初 等 中等普 通 教育 学校 全691校

(生徒 数54万3900人)の うち,ギ ム ナ ジアが30校(生 徒数2万3521人),リ ツ ェ イが

7校(3185人)開 設 され てい る(カ レッジや深 く学 ぶ 学校 ・学 級 の数 は不明)。 た だ し,

私 立学 校 は20校(2334人)で モス ク ワ市 の85校(7997人)と 比べ る と少 な く,市 立 学

校 をベ ース に多様化 が進 め られ てい る とみ るこ とが で きる 。6)89年 以 降の市 内 の教 育 課

程 改革 にお い ては,こ う した新 しい タイ プの英 才教 育 学校 の ための高 度 な水 準の 教 科課 程
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や教授 要目の導入 に焦点 をあてた多様化が進め られていた。

だがr1995年 に発表されたサ ンク ト ・ペ テルブルク市の 「教育課程」 では,学 力水準

の低い子どものための補 償教 育課程や病 弱で通学が困難な子 どものための個別教育課程が

示 されるな ど,「 弱者」 に対 する配慮が 目立つ。同教 育課程 の解説に よれば,こ れは,教

育課程の開発 において,と くに 「子 どもの権利 を実現するためのメカニズム」に配慮がな

されたことの現われであるとい う。このため,こ の教 育課 程の実施 と改善の際,「 子ども

の権利条約」(と くにアイデ ンティティを保全する権利 を宣言 している第8条,子 どもの

利益への配慮 を優先 すべ きこ とを確認 している第3条,子 ど もの個性,才 能,知 的 ・身体

的能力 を完全 に発展 させ るため に様 々な形態の 中等教育を発展させ ることを社会 に求めて

いる第28及 び29条)を 考慮す るこ とが提案されてい る点が注目される。7)

(3)今 後の課題

サンク ト ・ペテルブルク市 の教育スタンダー ド開発,普 及 と質 の維持 のメカニズ ムに関

す る取組みの今後 の課題 としては,以 下があげ られている。

① 基礎学校,就 学前施設,リ ハ ビリ教育施設,職 業学校,補 充教育施設の教育ス タンダ

ー ドの開発。

② すべてのギムナジア,リ ツ ェイ,市 立実験広場,特 定科 目を深 く学ぶ学校に独立の国

家試験 と資格 を導入すること。

③ すべての中等教育機関の卒業予定者 に独立の資格試験 を実施する可能性 を保証する卒

業試験 の方 法を検討すること。

④ 市の教科課程の特色 を表わす試験(サ ンク ト・ペテル ブルク市の歴 史と文化 に関す る

試験の ようなタイプの もの)実 施を拡大 すること。

⑤ 進級 ・卒業試験の選択科 目のなかに補充教育施設 にお ける学習を基 盤とする試験を含

めることについて専門家 による検討 を行 うこと。

⑥ 第10学 年お よび職業技術 学校 において 「学内」試験の実施 を維 持 し,改 善す るこ と。

⑦ 教 育スタンダー ドの水準 を上回る生徒の達成を刺激す るシステム を発展 させ ること

(メ ダリス ト,オ リンピ ック入賞者,職 業技能 コンクール入賞者 の奨励,個 人的達成に関

す る証明書 の作成)。

⑧ 教 育機 関の資格審査 と国家 認定 に向けた準備(成 果をあげている学校の基本的特色の

解明,診 断方法の開発 とそれ らの鑑定)。8J

上記のなかでは,4番 目と5番 目に掲 げ られている地域の特色 を生 か した科 目に関す る

試験と,学 校外にお ける学習の成果 を評価するための試験 の実施が検討 されている点が興

味深い。後者 につ いては1995年9月 に筆者 らが 同市教育委員会において実施 した レベデ

フ教育長との面接調査の際にも言及 された。本特別研 究のテ ーマに直接 関わる部分で もあ

るので,今 後 も注 目していきたい点である。
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2.サ ン ク ト ・ペ テ ル ブ ル ク市 教 育 ス タ ン ダ ー ドの 特 色

(1)生 徒の個性への配慮

1995年 にサ ンク ト・ペテルブルク市教育スタンダー ドとして発表 された普通教育の「教

育課程」には,以 下のように教育段階ご とにい くつかのバ リエーションが示 されている。

各 「教 育課程」ごとに導入することので きる教科課程 のバ リエーションが定 められてお り,

と くに市の基本教科 課程 における随意選択の部分な どの使 い方について詳細 な指示がなさ

れてい る。教授要 目について も,連 邦標準の教授要 目以外 に,学 習に困難を示す子 どもを

対象 とする補償教 育課程 などでは市内の大学が開発 した特別教授要 目を採用することな ど

が指示 されている。 また,学 校 レベ ルで 自主開発 した教授要 目を導入す る場合,専 門家 に

よる鑑定の後市教育委員会の承認を得ることなど,細 かい手続 きが定 め られている。9)

〈初等学校(第 一段階)教 育課程〉

麹等教 育基礎 教育課程 … 学力水準を問わずすべ ての子 どもを対象 とし,6-7歳 を

開始年齢 とす る3-4年 制 の課程。

塑等教 育補償教育課程(第2学 年 以降)… 第2学 年進学時に7-8歳 の子 どもで第

1学 年の読み方,書 き方,算 数 を中心 とす る基本 的教科 が習得で きなかった者 を対象

とする3-4年 制の課程。

初等教 育拡大教育課程 … 第1学 年の読 み方 を事実上習得 してお り,高 い学力 を示す

子 どもが対象。6-7歳 を開始年齢 とする3-4年 制の課程。

初等教育集中教育課程 … 第1学 年のカ リキュラムをすべて習得 し,教 育内容 をす ぐ

に習得す ることがで き,高 い学力を示す子 どもが対象。7歳 を開始 年齢 とす る2年 制

の課程。

初等教育個別教育課程 … 特別 な病気や慢性 的疾患 に罹 って いる者,ま わ りの人 々と

うまくコ ミュニケーションがで きないなど通常 の学校 に不適応を示す者,父 母が家庭

教育を希望 している場合,家 庭教師がいる場合な ど。学力水準は問わない。6,7,

8歳 児 を対象 とする。

初等教育 リハ ビリ教育課程 … 医学的 リハ ビリを目的 とする特殊教育学校にお ける課

程。条件が揃 っている場合 は通常の学校で導入す ることも可 能。

〈基礎 学校(第 二段階)教 育課程〉

妻 呈(5-7学 年)… 初等教育段階 を良好 な成績で修 了 した者を対象 とす

る10-11歳 を開始年齢 とす る3年 制の課程。

深 く学ぶ教育課程(5-7学 年)… 初等教育拡大教育課程を良好 な成績で修了 した

者,ま たは初等教育基礎教育課程 を問題な く修 了 し学習への高い意欲を示す者 を対象

とする。10-11歳 児 を開始年齢 とす る3年 制の課程 。

、ギ ムナジア教育課 程(5-7学 年)… 広い視野,多 くの読書量,ロ シア語 ・文学,

外国語,サ ンク ト・ペテルブルク市の歴史 と文化 についてのす ぐれた知 識を示 して面

一386一



接(入 学 試験)に 合 格 した10-11歳 また は12-13歳 を対 象 とす る3年 制の 課程 。

妻 呈(5-7学 年)… 特 別な病 気や慢性 的疾患 に罹 っ てい る者
,ま わ りの

人 々 とう ま くコ ミュニケ ー シ ョンが で きないな ど通常 の学校 に不 適 応 を示す 者,父 母

が 家庭 教 育 を希 望 してい る場合,家 庭 教師 がい る場合 な ど。学力 水 準 は 問わ ない。

10-11歳 を開 始年齢 とす る3-4年 制 の課 程。

考 呈(5-7学 年)… 初 等教 育 補償教 育 課程 を良好 な成績 で修 了 した者 ,

または基 礎教 育 課程 によ る第5学 年 の1・2学 期 で常 に学習 に困 難 を示 した者 を対 象

とす る 。10-11歳 を開始年 齢 とす る3年 制の 課程 。

雪 呈(8-9学 年)…5-7学 年の 基礎 教 育課 程 を良 好な成 績 で修了 した

者 すべ て を対 象 とす る。13-14歳 を開始年 齢 とす る2年 制の 課 程。

速 く学 ぶ教 育 課程(8-9学 年)...5-7学 年の 深 く学 ぶ教 育課程 を良好 な成 績 で

習得 した者,ま た は5-7学 年 の基 礎 教育 課程 を問題 な く習得 し,特 定 の科 目につ い

て 深 く学 ぶ教 育 課程 に よる学習 を行 う ことに興 味 ・関 心 を示 す者 を対象 とす る 。13

-14歳 を開始年 齢 とす る2年 制の課 程 。

ギ ムナ ジア 教 育課 程(8-9学 年)…5_7学 年の ギム ナ ジア教育課 程 を良好 な成

績 で修 了 した者 を対 象 とす る。13-14歳 を開始年 齢 とす る2年 制の課 程 。

リッェ イ教 育 課程(8-9学 年)… 面接(入 学試 験)に 合格 した者 を対 象 とす る。

13-14歳 を開 始年 齢 とす る2年 制 の課 程。(ギ ム ナジ アが 人文系 諸 科 目につ い て高

い水準 の教養 を 身につ け る こと を第 一 の 目標 と してい るのに対 し,リ ツ ェイ で は職 業

志 向的 諸科 目につ い て高 い 水準 の教 養 を身 につ け るこ と を第 一の 目標 と して掲 げて い

る。)

個灘(8-9学 年)… 学 力水 準 は問 わな い。13-14歳 を対象 とす る2年 制

の課程 。

葦 呈(8-9学 年)…5-7学 年の補償 教 育課 程 を満 足の い く成 績で修 了

した者,基 礎 教 育課程 に よる第8学 年 の1・2学 期 で恒 常 的 に学 習 に困 難 を示 した者,

または5_7学 年の 基礎 教 育課 程の 習 得が 常 に困 難で あ った者 を対 象 とす る。13-

14歳 児 を対象 とす る2年 制 の課 程 。

〈中等学校(第3段 階)教 育課程〉

　 (10-11学 年)…8-9学 年の基礎教育課程 を良好 な成績 で修了 し,

入学試験 に合格 した者を対象とする。14-15歳 を開始年齢 とす る2年 制の課程。

一 程(10-11学 年)…8-9学 年の基礎教育課程,ギ ムナジア また

は リツェイ教育課程,深 く学ぶ教育課程または個 別教育課程 を良好 な成績で修了し,

入学試験(面 接)に 合格 した者 を対象 とす る。14-15歳 を開始年齢 とす る2年 制の課

程。

ギム ジア 量 呈(10-11学 年)…8-9学 年のギムナジア,リ ッェイまたは

深 く学ぶ教育課程を良好 な成績で修 了 した者全員,な らびにその他 の教育課程 を履修
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し入学 試験(面 接)に 合 格 した者 を対 象 とす る。14-15歳 を開始年 齢 とす る2年 制

の 課程 。

リセ教 育課程(10-11学 年)…8-9学 年 のギ ムナジ ア,リ ツェ イまた は深 く学

ぶ教 育課 程 を良 好な成 績 で修了 した者 全員,な らびに その他 の教 育 課程 を履 修 し入 学

試験(面 接)に 合格 した者 を対 象 とす る。14-15歳 を開始年 齢 とす る2年 制の 課程 。

・(2)学 校週5日 制導入 と父母 の参加を促 す土曜日の教育活動

上記の課程 はそ れぞれ レベルによって到達 目標や導入 される教科課程,教 授要 目だけで

な く,定 め られた学級定員や授業時 間,週 間授業 日数 にも差異が ある。

学級定員 は通'常25人 とされているが,初 等教育段 階の補償教育課程では12-14人,同

集中教育課程では15人 とされている。授 業時間は45分 が最 も多 いが,初 等教 育補償教育

課程では35-45分,同 拡大教育課程及び集中教 育課程では40-45分 などとなっている。

また,週 間授業 日数は,旧 ソビエ ト連邦 時代 の1988年 より教員の労働負担を軽減する

ことを目的 として,全 科担任制がとられている低学年 について学校週5日 制が導入 されて

以来,上 級学年も含 めて学校週5日 制へ移行す る学校 が増 えている。新生ロシアでは週間

授業日数は,各 学校 が定 めるこ とがで きるとされているが,サ ンク ト ・ペテルブル ク市の

場合は,上 記の教育課程 ごとにその基準が定め られている。

学校週5日 制の導入が勧め られているの は,初 等教 育基礎教育課程(6日 制 も可能),

初等教育補償教育課程(6日 制 も可能で あるがその場 合,第6日 は父母の参加の もとに遠

足,運 動,個 別活動 を行 う),初 等教育集 中教育課程,5-7学 年基礎教育課程(6日 制

も可能であ るがその場合,第6日 は父母の参加のもとに遠足,運 動,個 別活動を行 う),

5-7学 年補償教育課程(同),8-9学 年基礎教 育課程(同),8-9学 年補償教育課

程(同)及 び10-11学 年基礎教育課程(同)で あ る。6日 制 も可能 とされている課程で

は休 日の前 日である第6日 目(通 常 は日曜 日が休日とされるが,稀 にイスラム教系の学校

などで金曜 日が休 日とされる場合 もあるためこのような表現 となっているものと思 われ

る)に は父母の参加 のもとで通常の授業形態とは異な る活動 を取 り入 れるこ ととされてい

る点が注 目される。基礎教育段 階及 び中等教育段階で6日 制が推奨 されている課程 につ い

て も,5日 制導入す ることが可能 とされているが,そ の場合 は,毎 日お昼休みを十分にと

った後 に午後 にも授業 を行い,生 徒の健康 に配慮す ることが条件 とされている。10)

では次 に,学 校 レベルでの 「教育課程」の導入例をみてみ よう。
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3.地 域 の特 色 を生 か した教 育課程 編成 を行 ってい る学校 の事例

次の表は,サ ンク トペテルブルク市立第473番 学校(ガ リーナ ・バーヴロヴナ校長)で

実際に導入 されている1995/96年 度の教科課程である。

同校は7歳 を入学年齢 とす る10年 制学校である。サ ンク ト・ペテル ブルク市中心部か

ら北へ車で40分 ほど離れたベ ッドタウンにある同校では,17年 前か ら第5学 年以上で男

子(各 学年20人)に は17年 前か ら隣接 するサ ッカー学校(通 称 「ス メーナ」)と 連携 し

てサッカー選手養 成 を目的とす る教育が行 っていた。 さらに,特 色ある教育 を行 うことで

女子生徒を確保す る ことを目的 として,1991年 より女子 のみを対象 として,舞 踊,リ ト

ミック,合 唱,ロ シアの民族伝統工芸等,芸 術 ・美 育に重 点を置 いたカリキュラムによる

教育が導入 された。1995年9月 現在,生 徒 数906人 に対 し,教 員70人,事 務職員等15人

が配置 されている。芸術 ・美育 コースを設置 したことによ り教員 として コンサー トマスタ

ー,作 曲家,振 付 師 を定員 とするこ とがで きた。一般体育,装 飾芸術,造 形芸術,舞 踊,

合唱な どのサ ークル活動 も盛んに行 われてお り,舞 踊団や合唱団はサ ンク トペテルブルク

市で開催 される国際展示会等 に出演 を依頼 されるこ とも多い。水準の高い教育 を行 ってい

るため市内の高等教育機関とも協定が結ばれており,成 績優 秀者は,第11学 年修 了後,

ゲルツェン記念ロシア教育大学の芸術学部,哲 学部及 びレスニコフ ・ア カデ ミー(芸 術専

攻)へ 無競争入学の特典 を受 けることがで きる。また,芸 術分野の英才教育 を行 ってい る

市 内の リッェイとも協定 が結 ばれてお り,成 績優秀者 は無競争で転学 で きる。'D

現在 では,基 礎 教育段階まで各学年に試験で選抜 された生徒 を対象 として芸術 ・美育 に

重 点を置いた教育 を行 う特別学級 と普通学級,補 償教 育学級 の3ク ラスが設 けられている。

義務教育段 階ではない第10・11学 年では補償教育学級はな くな り,良 好 な成績 を収 めた

者のみが進学できるシステムになっている。前節でみた 「深 く学 ぶ教 育課程」,「 基礎教

育課程」,「 補償教育課程」 がそれぞれの学級 に対応する。つま り,こ の学校では3つ の

「教育課程」が並行 して導入 されているのである。

同校 の教科課程の構成 としては,3レ ベルの多様 な教科課程が導入 されている こと以外

に,科 目数が多いこ とが あげ られる。第7学 年以降は選択必修を入れ ると全学級 で15科

目が必修となる。これは,主 要教科 の科 目構成がソ ビエ ト時代同様の学問分 野に応 じた伝

統 的構成にな っている上 に,芸 術 ・美育の科 目数が一般の学校 より多いためである。また,

第3学 年以降は普通教育学級 と補償教育学級の教科課程の構成は同一 となってい る。教授

要 目の水準 や教育方法に格差がつけ られている もの とみられるが,科 目が多いことにより

と くに補償教育学級 の生徒に負担が生 じるとい うことはないのか どうか懸念 され る。

なお,同 校では初等教 育段階(7歳 入学のため1～3学 年)ま では学校週5日 制がとら

れているが,科 目数が多いため第5学 年(3年 制初等教育 を とる学校の場合,第3学 年修

了後に進級す る学年の表示は 「第5学 年」 となる)以 上では,す べての学級で学校週6日

制 となっている。
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(表)サ ンク ト・ペテルブル ク市 第473番 学校(芸 術 ・美育系科 目を深 く学 ぶ学級付 設)の 教科課程

(1995/96年 度)

① 第1～3学 年

教育分野 教科

<必 修科 目>
1.ロ シア語 ・文学 ロシア語 ・読み方

芸
術

善季

級

8

2.芸 術 ・美 育 造形芸術 11
音楽 1

3.自 然科学 自然学 1

4.数 学 数学

5.体 育 ・保 健 体育の基礎

5

11
リ ト ミ ッ ク 1

6,テ ク ノ ロ ジ ー 生活安全の基礎 11
労働 11

計

〈選択必修〉
ロシア語

20

読み方

数学

音楽 11
労働 11
造形芸術 1

市の歴史 1

義務的負担

〈臆 猷 グループ鯉 学習〉

24

1

合唱

造形芸術

労働

市の歴史

リ ト ミ ッ ク

グループ労働

ロシア語 1

生徒の負担限度 26

1

普

擾

墓
級

8

1

1

1

5

2

1

1

20

2

1

1

24

1

1

26

補

叢

享
級

8

芸
術

善
穀

8

111
1 1

112

55

2

普

綾

享
級

8

1

1

2

5

212

1

11

11

20121

2

1

1

11
1

1

24 24

1

1

1

2

26127

1

1

21

2

1

24

1

1

1

27

補

鍍

享
級

S

芸
術

善

穀

8

111
111

212

515
212

111
111
21121

2

1

11
1

1

24 24

1

1

2

27127

3

普

嚢

享
級

8

1

1

2

5

2

1

1

21

2

1

24

1

2

27

補

駿

享
級

8

1

1

2

5

2

1

1

21

2

1

24

1

2

2?

(注)学 校週5日 制導入に伴い,第1～3学 年には60分 間の活動的休憩時間を設ける。

芸術 ・美育系学級の造形芸術の授業は2グ ループに分かれて授業を行 う。
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② 第5～8学 年

教育分野 教科

<必 修科 目>
1.ロ シア語 ・文学 ロシア語 ・文学

芸
術

蓉

季
級

8

2.外 国語 英語 13
3.芸 術 ・美 育 造形芸術 1

音楽 1

芸術の歴史11

装飾芸術

4.社 会 歴史 2

5.自 然科学 物理

自然 12
地理

生物

化学

6.数 学 数学 5

代数

幾何

7.体 育 ・保 健 体育の藻12

8.テ ク ノ ロ ジ ー 安全生活の基礎1

労働

計

〈学校選択必修〉
数学

2

28

造形芸術 Il
装飾芸術

市の歴史

生物

化学

生徒の義務的負担 29

5

普

叢享

級

8

3

1

1

1

2

2

1

5

2

1

2

28

1

29

補

鰻享

級

8

芸
術

善

憲

8

33

111

111

111

212

2

2

1

1

515

212
111

212

2829

1

11

29130

6

普

擾

墓
級

8

3

1

1

1

2

2

1

5

2

1

2

29

1

30

補

袋

享
級

8

芸
術

善

簸

7

313
111

111

111

212

2

212

111

5

3

12
212
111

212

29130

1

11
1

30132

普

緩

享
級

7

3

1

1

1

a

2

2

1

3

2

2

1

2

30

1

1

32

補

裏墓

級

7

芸
術

蓉

憲

5

33

1

1

111
2

213

212

2

1

2

2

12

312

212
212
111

212

30131

1

1

1

32132

8

普

叢

享
級

5

3

1

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

31

1

32

補

鍍

墓
級

5

3

1

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

31

1

32
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③ 第9～11学 年

教育分野 教科

<必 修科 目>
1.ロ シア語 ・文学 ロシア語 ・文学

芸
術

善季

級

£

5

普

媛

享
級

5

補

籔

享
級

5

10

芸
術

善

憲

4

普

援

享
級

4

11

2.外 国語 英語 13
3.芸 術 ・美 育 絵画

芸術の歴史 1

装飾芸術

4.社 会 歴史 i3
法律学 1

経済地理

5.自 然科学 地理 i2
生物 2

物理

化学

2

2

天文学

6.数 学 代数 3

幾何 12
7.体 育 ・保 健 体育の基礎 12
8.テ ク ノ ロ ジ ー 安全生活の基礎1

労働 2

情報処理

計

〈学校選択必修〉
装飾芸術

絵画

デ ッサ ン

芸術構成

28

2

代数

化学

物理

生物

天文学

生徒の義務的負担 33

3

1

3

1

z

2

2

2

3

a

2

1

2

28

1

1

33

32

111

313

1

1

2

211

211

212

313

2

212
112

212

11
28 29

1

2

2

2

1

1

33132

芸
術

善

憲

4

212

111

3.3

1

1

111

111

2 2

3

313
1

212
211

212

112
29

1

30

2

12
2

1

2

3

1

32132

普

嚢

享
級

4

2

1

3

1

1

1

2

3

3

2

1

2

2

30

2

1

z

1

1

32
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お わ りに

1996年1月23日,「 ロシ ア連邦 法 『教 育 につ いて 」の改 正 と補正 につい て 」 と題す る

ロシァ連邦 法 が発 効 し,1992年7月 に発 効 した ロ シア連邦 法 「教 育 につ い て」(通 称 「ロ

シア連邦教 育 法」)が 全 面的 に改正 され た。iz)そ の多 くは細 かな語 句 や表現 の 改訂 であ

るが,大 きな改正 点 としては 無 償教 育 の範 囲や義務 教 育修 了 年限 につ い ての 「ロ シ ア連 邦

憲法」の規 定ならびに就労開始年齢 を定めた 「ロシア連邦労働法憲章」 との矛盾 を耳す た

め,基 礎教 育 を修了 していな くても学校 をやめるこ とがで きるとされる年齢 が従 来の14

歳か ら15歳 に引 き上 げ られたこと(改 正教育法第19条 第6項)が あげられる。

「全国教育スタンダー ド」や 「教育課程」について定めた条項 には変化は認め られない

が,中 等(完 全)普 通教 育(第10-11学 年)進 学 を競争試験に よる とする規定が廃止 さ

れ,初 等教育か ら後期中等教育 までは誰 で も無償で受けることができることとされた(改

正教育法第5条 第3項 及 び第16条 第1項)こ とに より,第10学 年へ の進学 を入学試験 合

格者に限定 して考 えてい るサ ンク ト ・ペ テルブルク市の 「教育課程」は見直 しを迫 られる

こ とになろ う。しか しなが ら,「 多面的 ・多水準」 の教育課程は既 に普及 ・浸透 し,教 員

や父母 らにも好意的に受 けとめ られてい るため,教 育課程の多様化の方針は今後 も継続す

るもの と予想 され る。

〈 註 〉

(1)KoMHTeTnoo6pasosaxHfoCanxT-neTep

Gypra,Q6pasoBaTe.nbxbtecTaxnanTblIl一 一⊥・
C.一neTep6ypr,1993,c.5.

(2)KoMHTeTnoo6pa30BaHHK)CaHKT-HeTep-

6yppa,一

B ,

C.一ReTep6ypr,1995,cc.3-4.

(3)ロ シ ア 連 邦 教 育 法 「教 育 に つ い て 」(1992年7月10日),川 野 辺 敏 監 修 『資 料 ロ

シ ア の 教 育 ・課 題 と 展 望 』,新 読 書 社,1996年,479～480ペ ー ジ 。

(4)同 上 。

(5)

_IL_e_ユL一 ・cc・6-39・

(6)rocKoMcTaTPoccNH,」=L一___旦___

」一L』L,MocKBa・1995・c58・64・67・

(7)

一L一_Ω 』 ・c・6・

(8)Taixce,c.4.

(9)TaM)Ke,c.6-39.
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(10)TaM)Ke,c.6-39.

(11)X996年9月19日,サ ン ク ト ・ペ テ ル ブ ル ク 市 第473番 学 校 に お け る ガ リ ー ナ ・パ

ー ヴ ロ ワ 校 長 と の イ ン タ ビ ュ ー
。

(12)PoccH銑cKaAΦeAepauNfl,ΦeAepaJIbH6lH

3aKoH,"OBHeceHxHN3MeHeHHFIaRononHeHHFi

B3aKoHPoccHVcKoYIΦe![epauHN《0606pa30-

BBaHNH》",ygNTeπbcKaAra3eTa,No.5(30

flHBapx),No.6(6ΦeBpapA),1996.
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中 国 に お け る 学 校 週5日 制 の 導 入 と

教 育 課 程 の 調 整 に つ い て

石井 光夫

は じめに

中国では、1995月9月 に始 まる新学年度か ら、初等中等学校について全国一斉に学校週

5日 制を導入 した。毎週土曜 日と日曜日が休 日の完全学校週5日 制である。 これ まで学校

週5日 制 について、ほとんど議論 されたことがなく、またそのための試験的導入、あるい

は本格実施 を前提 にしての漸進的導入 といった手続 きもとられなかった。いわば突然のか

つ一挙の完全5日 制の導入であった。

実は、 このよ うな性急な学校週5日 制の実施は、教育政策の中か ら生 まれてきたのでは

なか った。中国政府 は、1994年 か ら一般労働者の標準労働時間の短縮 を進め、1994年3月

か らそれ までの週48時 間労働(週 休1日 制)か ら、週44時 間労働(隔 週週休2日 制)へ と

短縮 した。 そして、それか ら1年 足 らずの間にさらに短縮が図られ、1995年5月 か ら週40

時間労働(完 全週休2日 制)へ と切 り換 えられた。 この急展開の事情について、ここで検

討す る余裕 はないが、いずれに して もこの労働時間の短縮 を学校教員に も例外な く適用す

ることに したために、必然的な結果 として、子 どもの授業 日も短縮され、学校5日 制の導

入 となったのであった。

この ように、教育の論理ではな く、教員の勤務条件 といういわば教育の外の論理から導

入されたため に、教育の側 としては学校5日 制のための周到な準備 とい うものが十分でき

ていなか ったといえる。我が国の場合、学校5日 制への移行が新 しい指導要領の改訂直後

というタイ ミングのずれがあって、少 ない授業 日数の中で改訂直後でそのままにされた授

業量のや りくりが問題 となったが、中国の場合 も、小学校 と初級中学(義 務教育段階)の

教育課程の新 しい基準 が1993年 度 にそれぞれ第1学 年から学年進行で実施 された直後の学

校5日 制実施であった。

中国の場合、 この学校5日 制実施 に伴 って学校の教育課程 の基準 をさ らに調整 して5日

制実施 に対処 した。以下では、初めに従来実施されてきた教育課程の基準の構造、内容を

概観 し、次に5日 制に伴 うその調整の内容及び問題点 について見てい くことにしたい。

1.教 育課程の基準

1.教 育課程行政

中国の初等中等教育においては、現在、初等教育 が小学校(原 語 ・小学)(5な い し6

年)、 前期中等教育 が初級中学(原 語同)(3な いし4年)、 後期中等普通教育が高級中

学(原 語 同)(3年)の6-3-3あ るいは5-4-3の 体系になっている。後期中等教

育では職業技術教育学校 として中等専門学校(原 語 ・中等専業学校)(一 般に4年)、 技

術労働者学校(原 語 ・技工学校)(3年)、 職業中学 ・農業中学(原 語同)(2tdい し3
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年)が あるが、以下では普通教育学校 について述べ ることにする。

これ ら普通教育学校 における開設教科、時間数及び教育内容 についての基準は、国が定

め、省 ・自治区 ・直轄市の各地方が これを若干調整 して実施するとい う仕組みになってい

る。中華人民共和国成立(1949年)以 降、何度か この基準が制定 されている。これまで、

開設教科及び時間数については 「教学計画」(原 語同)、 教育内容については 「教学大綱

」(原 語同)と い う中央教育行政機関が定める文書によ り示 されてきた。通常教学計画の

改定 に伴 って、教学大綱 も改訂される。

(1)小 学校の教育課程の基準

さて、小学校については、1952年 の 「小学校教学計画」以来、何度か 「教学計画」が制

定 され、文化大革命(1966～76年)の 混乱を経た後、学習秩序の回復 とともに1981年 「全

日制5年 制小学校教学計画(修 正草案)」 が制定 されたit。

1981年 の 「全 日制5年 制小学校教学計画」は、文革時代、毛沢東主席の 「修業年限は短

縮 しなければな らない」 とい う指示2}に よって各地の6年 制小学校がすべて5年 制 にな

り、文革後 もしば らくこれ を継続 したためである。 しか し、1980年 に5年 制小学校 を漸次

6年 制 に回復 してい く方向が出され、これによって6年 制小学校が増 えため、1984年 「全

日制6年 制小学校教学計画(草 案)」 が改めて制定 され た。

この1981年 の5年 制小学校教学計画 と1984年 の6年 制小学校教学計画が、1992年 に制定

された新 しい教育課程 の基準 「9年 制義務教育全 日制小学校、初級中学課程計画(試 行)

」が1993年 度に第1学 年か ら学年進行 で導入されるまで、実施 されることになる。

(2)初 級 ・高級中学の教育課程の基準

初級 ・高級中学 については、従来初級中学 と高級中学 の課程 を一体のもの と捉えて教学

計画が作成 されて きた。1950年 代から何度か教学計画が制定 され たが、文革ののち、1981

年 に 「全 日制6年 制重点中学教学計画(試 行草案)」 及び 「全 日制5年 制中学教学計画(

修正意見)」 が制定 された。高級中学 も文革時代 に短縮 されて2年 となり、初級 ・高級中

学が計5年 となっていたが、この年高級中学を3年 として中学6年 制 に戻す ことが決定さ

れ3)、1980年 代半ば頃までにほ とん どの高級中学が3年 となったため、初級 ・高級中学5

年制の教学計画 は、事実上適用されな くなった。

「全 日制6年 制重点 中学教学計画(試 行草案)」 は、'教育研究や優秀な生徒の集中的教

育のために各地で指定 された、一般の学校よ り学力 レベルの高 い 「重点中学」向けの教学

計画 であったが、一般校の教学計画がその後制定されなか ったため、実質的 にこれが全国

的 な初級 ・高級中学の教育課程の基準 として機能することとなった。同教学計画 は、高級

中学部分については1990年 に一部改訂されるまで、初級 中学については 「9年 制義務教育

全 日制小学校、初級中学課程計画(試 行)」 が1993年 に第1学 年から学年進行で導入され

るまで、実施 される。
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2.現 行 の教育課程の基準

(1)1992年 「9年 制義務教育全日制小学校、初級中学課程計画(試 行)」

国の教育行政機関である国家教育委員会は、1992年9月 、小学校及び初級中学の新 しい

教育課程の基準である 「9年 制義務教育全 日制小学校 、初級中学課程計画(試 行)」(以

下 「課程計画」)を 公表 した。この新 しい基準は、1986年 に9年 制義務教育を定めた 「中

華人民共和国 義務教育法」が制定 ・施行されたのに伴い、上述のように、それまで別個

に制定 されていた小学校 と初級中学 の教育課程の基準 を連続する一体の課程 とい う観点か

ら制定 された ものである。また、従来 「教学計画」 として示 していたのを、今回は 「課程

計画」 と改めた。 これ は、国家教育委員会の説明によれば、教科教育 を中心に定めていた

従来の教学計画の範囲を超 え、今回は課外活動なども含め、総 合的な教育課程の構成を示

したため、としている4)。

「課程計画 」は、1.教 育 目標、2.課 程設置、3.試 験、4.実 施要領の4章 か らな

り、設置課程の時間配分については、①小学校6年 、初級中学3年 の6-3制 、②小学校

5年 、初級中学4年 の5-4制 、の2種 類の表 を提示 している。

前述の とお り、現在小学校 は5年 制 と6年 制の2種 類があるが、これは文革時代 に短縮

された5年 制小学校が、財政その他の理 由で6年 制に移行できないためで、5年 制小学校

は農村 に多い。 これ らの地域では、まだ普及 していない初級中学を4年 として9年 制義務

教育を完成 させ る方向で学校の普及整備が図られている。なお、筆者が1993年5月 、国家

教育会を訪問 した際の関係者の説明では、教育学的見地から5-4制 を主流 にするとの方

向 も検討 されているとのことであるが、いずれ にしても現在6年 制小学校が約6割 、5年

制小学校 が約4割 で5J、2種 類の学校が併存 している。

従来の小学校及び初級中学の教育については、①徳育が弱 い、②学習負担が過重 、③受

験教育に偏重 している、④画一的で地域や児童の多様な要求 に対応で きていない、などの

問題が指摘されてお り6}、今 回の改訂 ではこれらの問題 に配慮 したと説明されている4}。

「課程計画」の概要は、以下の とお りであるη。

〈 「9年 制義務全日制義務全 日制小学校、初級中学課程計画(試 行)」 の概要>

1。 教育 目標(略)

2.設 置課程

教育課程 は、教科 と活動の2つ の部分か らなる。主たる課程 は国が統一的に規定 し、こ

のほかに地方が独 自に規定する課程を加える(国 が定め る課程は必修。省 ・自治区 ・直轄

市はそれぞれの地方の実情に応 じて国の定める課程を若干調整することがで きる。)

(1)国 が定める課程

①教科

小学校=思 想品徳、言語 ・文学、数学 、社会、体育 、音楽、美術、労働の9教 科。条

件 を備 えた地方 は外国語 を設置 して もよい。

初級中学=思 想政治、言語 ・文学 、数学、外国語、歴史、地理、物理、化学、生物 、
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体育、音楽、美術、労働技術の13教 科、このほか短期の職業指導を設置。

②活動

朝会(又 は夕方の会)、 少年先鋒隊及び共産主義青年団(党 の児童 ・青少年組織)活

動、体育鍛錬、科学技術 ・文化 ・体育活動、社会活動、学校行事。

(2)地 方が定める課程

省 ・自治区 ・直轄市が地方の事情 に応 じて定める。必修で もよく、選択 としてもよい。

例えば、小学校高学年の外国語、辺境地区での言語 ・文学及び数学、自習時間、職業技術

教育活動、職業準備教育など。

(3)週 当た り時間配分(略)(調 整後の表 は後掲)

(4)説 明

◇初級中学最終学年の コース分 け

初級中学最終学年の履修科 目は必修 と選択に分かれ(必 修は国が定める課程、選択は地

が定める課程で開設)、 就職希望の生徒 は必修科 目のみの履修でよい。

◇授業時 間

小学校初級中学 ともに週6日 の うち、5日 を全 日授業 、1日 を半 日授業 とする。1単 位

時間は、小学校 は一般に40分 、初級中学 は一般 に45分 とする。

◇年間週配分

小学校 初級中学

授業

学校行事

社会活動

期末試験

自由裁量

長期休暇

34週

1

1

2

1

13

34週

1

1

3

1

12

[備考]初 級中学最終学年の後

半の学期 は、授業 を2週

減 らし、卒業試験にあて

る。

長期休暇は、冬休み、

夏休み、祝祭 日を含む。

計 52 52

3.試 験(略)

4.実 施要領

省 ・自治区 ・直轄市の教育委員会、教育庁(局)は 本課程計画 を地方の実情 に応 じて適

宜調整 することがで き、調整後の課程計画は国家教育委員会に報告する。

(2)高 級中学 一一1990年 の一部改訂

高 級中学の教育課程 については、1990年 、それまで実施 されていた1981年 の 「全 日制6

年制重点中学教学 計画」を一部改訂する形で、新 しい基準が示された。 この改訂の背景 と

しては、全国の教員 、教育条件が様 々で、生徒の学力にも大 きな開 きがあ り、多 くの学校

や生徒につ いては重点中学用に制定された同教学計画の適用に無理があった こと、 また教

科構成が不適切であったことが説明されている8,。
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なお、現在、1992年 の9年 制義務教育の 「課程基準」 との接続に配慮 し、選択科目を増

やすな どよ り柔軟 な課程 とする方向で基準の改訂を進めてお り、1996年 度の実施を目指 し

ているs)。

1990年 改訂の高級中学 の教学計画の主 な内容 は、以下の とお りであるio)。

<1990年 改訂 「高級中学教学計画」の概要>

1.年 間週配分

学習期間(第1・2学 年=授 業34週 、復習試験2週 、労働技術教育4週:第3学 年=授

業24週 、復習試験12週 、労働技術教育4週)、 休暇期間(冬 ・夏休み、祝祭 日及び農繁休

暇)10-11週 、予備期間1-2週 。

2開 設科 目

○ 授業科 目は必修科 目と選択科目に分かれ、選択科 目は第1、2学 年の単科 目の選択科

目と第3学 年 で分化する文科、理科、外国語 、芸術、体育、職業技術の各 コースにおい

て設定す る選択科 目に分かれ る。

○ 政治 、国語、数学、体育、労働技術の5科 目は、3学 年通 じて必修 とする。外国語、

物理、化学、生物、歴史、地理は第1、2学 年で必修 とする。従来の教学計画 と比較す

る と、数学、外 国語、物理、化学の必修時間数 は減少 し、歴史、地理、生物の必修時間

数 はやや増加 した。

○ 労働技術 は、1日 当た り6時 間を基準 として年間週4週(24日)行 う。実施期間は分

散 して もよい。

○ コース分化後、 コースごとに開設する選択科目の週当た り時間数は、次の範囲に押 え

る。物理4-6、 化学3-5、 生物2-4、 歴史4-6、 外国語3-5、 体育2-3、

職業技術4-6、 芸術2-3。

○ 課外活動(我 が国の特別活動に当たる)に は、体育活動 、知識講座、科学技術活動、

各種サー クル活動、全校活動及び学級活動、時事教育 を含む。

II.学 校週5日 制 の導入

学校週5日 制は、先に述べたとお り、教員の勤務時間短縮 という教育活動の外か らの要

因によって導入され た。5日 制に導入に当たって、学習負担の軽減 という理 由も付けられ

ているが 〉〉〉、学習負担の軽減はつねに言われて きた課題であ り、それまでその対策 とし

て5日 制導入 とい う議論はほ とん どされなかった。少な くとも主たる理由ではない。

国務院(内 閣)は 、1994年2月 、全国の政府機関及び企業の職員の就業時間をそれ まで

の週6日48時 間か ら44時 間に短縮 し、一般に隔週土曜 日を休 日にする隔週週休2日 制度を

導入する規程 を公布 した。同規程は同年3月 か ら実施された12)。 これに伴 い、国家教育

委員会 は同年2月 に通知を出 し、中等学校以上の教員について5日 半 とすることが適切 と

して、各地 にその実施を指導 した。通知は、同一地 域では同一の勤務時間に統一するよう

省 ・自治区 ・直轄市政府が管理すべきであるとした13}。
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この規程 が実施 されて1年 後、国務院は再び規程を改正 し、さらに修業時間の短縮 を図

った。国務院 は、1995年3月 、同年5月 か ら全国の政府機関及び企業の職員について、土

・日曜 日の完全週休2日 制、週40時 間労働 とすることを決めた。その理 由として、 「職員

の休息の権利を保護 し、職員の勤務への積極性を引き出して社会主義現代化建設事業の発

展を促進する」 ことが掲げ られた14)。

この規程が教員 にも適用されることとな り、国家教育委員会は、この規程 を受 けて同年

4月 、 「週40時 間労働実施以後の初等中等学校における課程(教 学)計 画の調整に関する

意見」を出 し、教育課程を調整の上、同年9月 の新学年 から全国一斉に学校週5日 制 に移

行するよう指示 した。 これに よって 、学校週5日 制 は、いわば何の事前検討、準備 もな

く、短期間の うちに決定され、試行や段階的導入 という手続 きもとられず、一斉に毎週土

・日曜日が休みの完全週5日 制が実施 されることになったのであった15) 。

III.学 校週5日 制 に伴 う教育課程基準 の調整

1.1994年 の教員土曜 日半 日制に伴 う調整

1994年3月 か ら、教員の勤務時間短縮に伴 って、それまで土曜日も終 日授業を行 ってい

た中等学校でも、土曜 日は半 日となった。 しか し、この土曜日半 日の実施 に入った時点で

は従来通 りの教育課程の基準が適用 されていたため、その消化が困難 となった。例 えば、

「光明 日報 」紙が いくつかの省 ・市 で取材 した学校 で多 くの校長が授業消化の困難を訴

え、文化 ・体育な どの課外活動の実施 がで きな くなる状況が出ていた16⊃ 。

このため、国家教育委員会は、1994年7月 、同年9月 の新学年か ら現行の各種教育課程

の基準(教 学計画、課程計画)を 調整 し、授業時間数の減少を図ることを決定 し、各地に

通知 した。それ によれば、減少 する時間数は、総時数で6-3制 の9年 制義務教育課程が

912時 間、5-4制 が946時 間、高級中学が252時 間(単 位時間)と なった。週当た り授

業時間(課 外活動を含 まない)は 、最 も授業時間が多い学年にっいて、小学校が28時 間か

ら26時 間へ、初級中学が33時 間か ら29時 間へ、高級中学が32時 間か ら28時 間へ とそれぞれ

2～4時 間減少 したm。

1993年 か ら小学校及び初級中学の第1学 年か ら学年進行で実施された 「課程基準」は、

前述の とお り、土曜日半 日授業の前提で作成 されてお り、小学校及び初級中学がこの時点

で消化困難 というのは理解 しがたいが、国家教育委員会によれば、教員の土曜 日半 日勤務

に伴 って調整 したとしてお り、教員の負担軽減が理由であったか もしれない。

さらに1995年4月 に5日 制移行が決定された時点で、国家教育委員会は 「週40時 間労働

実施以後の初等中等学校における課程(教 学)計 画の調整に関する意見」に より、改めて

初等中等学校の教育課程の調整を指示 したが、小学校及び初級中学については前年の調整

の とお り引 き続 き実施 するとい うことにな り、高級中学の再調整のみが指示された。

2.学 校5日 制に伴 う小学校 ・初級中学の教育課程基準の調整

小学校及 び初級中学については、1994年 に調整された教育課程基準が週5日 制 となって
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も引き続 き適用され ることとなった。 「週40時 間労働実施以後の初等中等学校における課

程(教 学)計 画の調整 に関する意見」によれば、これも理解 しがたいことであるが、1994

年の調整 は学校週5日 制を前提 に調整 したものであったというのがその理由である'〉〉。

1994年 の調整は同年7月 の国家教育委員会 「新勤務時間制の実施における全 日制小学校

・初級 中学課程(教 学)計 画の調整 についての意見」に より示 された18)。 この時点で

は、小学校及 び初級 中学で1981年 及び1984年 の教学計画を依然実施 している学年があ、り、

同意見は この学年について も調整 を指示 している。表は9年 制義務教育の 「課程計画」に

ついて、調整 した時間数 を示 した。

同意見に付 され た調整の説明は、おおむね以下のようなものであ る。

○ 徳育及び教育 と生産労働の結含を行 う授業時間を保障するため、小学校の思想品徳、

労働及び初級中学の思想政治、労働技術の時間は削減 しない。

O児 童生徒の全面発達及び健康教育の展開を促進 するため、活動における 「科学技術 ・

体育 ・文化活動」の中の体育活動については、一般にその活動の半分を下回らないよう

にし、うち毎週0.5時 間分を健康教育 にあてるように しなければならない。

○ 週6日 制か ら週5日 制への移行を行 う地方では、本通知の精神に基づ き、教科の週あ

た り時間数を調整す ることがで きる。

この最後 の説明では、5日 制 にする場合は再調整すべきことを指示 したものであるが、

この記述は、1994年 の調整は5日 制を前提 にしたもの、 という 「週40時 間労働実施以後の

初等中等学校 における課程(教 学)計 画の調整に関する意見」とは矛盾する。

いずれに しても、 この時間調整で、教育内容の基準を定め た 「教学大綱」も調整 され、

一部の内容が削減 された。 この調整を指示 した国家教育委員会の通知(1994年7月18日 付

け)19}は 、 この調整 に従 って、教科書の内容調整 、及び定期試験や修了試験の調整 を行

うよ う各地方に求めている。

教学大綱の調整 を初級中学の言語 ・文学の例で見ると、言語 ・文学は3年 制初級中学の

第2学 年で週6時 間か ら5時 間に、4年 制初級中学の第1学 年で週5時 間か ら4時 間に減

り、 ともに1年 間で34時 間分がなくなる。 このため、学習すべき教材 として上げられてい

た初級中学108編 の文章か ら9編 を削除 し、99編 とした。約1割 の減であった。

3.学 校5日 制 に伴 う高級中学の教育課程基準の調整

高級中学 の教育課程の基準は、1994年 の調整に続いて1995年 の学校5日 制導入に当たっ

て再調整 され た。1996年 か らの新基準の実施が予定 されているが、その移行措置的な意味

合い も持 たされている。その調整 に付 され た説明は、以下の ようなものである〉〉〉。

○ 学校5日 制以後、学校の課外活動 を含めた授業総時数 は週34時 間以下 とする。

○ 言語 ・文学 の3年 間の総時数 は変 えず、各学年で時数を調整する。

○ 選択科 目は適宜増加 させ る。

○ 課外活動は、毎週5時 間か ら4時 間に減 らす。

週 当たりの総時数は、前年調整の35時 間からさらに1時 闇削減 され たことになる。
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調整後 の6-3制 全 日制小学校 ・初級 中学の教育課程 の基準

#は 、調整前1こ比 べ減少 した時間(小 学校第4・5学 年の活動 は2時 間 、他 は1時 間の減少)。 ◇1994学 年度 か ら適 用

輯

教

科

活

動

思 想 品 徳

思 想 政 治

言 語 ・文 学

算 数 ・数 学

外 国 語
1

II

社 会

歴 史

地 理

自 然

物 理

化 学

生 物

体 育

音 楽

美 術

労 働

労 働 技 術

週当たり総時数

朝 会(夕 方の会)

少年先鋒隊 ・共青団活動

体 育 鍛 錬

科学技術 ・文化 ・体育活動

週当たり総時数

地方が定める課程

週当たり総時数

小 学 校

i

i

x9

9

i

2

"2

2

21

2

i

x9

5

i

2

#2

2

22

3

1

9

5

i

3

2

2

i

29

4

1

8

5

2

1

3

2

2

i

25

5

1

7

5

2

2

3

z

z

i

25

6

i

7

5

2

2

3

2

z

i

25

初 級 中 学

i

2

s

5

s3

4

z

x3/2

k2/3

82

i

i

z

29'

2

z

x5

5

'3

4

e2

2

z

2

x2

1

i

2

29倉

3

2

5

4'

9

z

3

3

s2

1

1

z

25'

9年 間 合 計

小学校
騰

209

1666

986

209

272

544

408

408

136

4828

初級中学
騰

200

534

468

204

400

zoo

153

169

96

153

200

100

100

zoo

2772'

合計

404

2200

1454

209

400

557

685

744

508

508

336

7600・

毎日10分 間

i

9

5

ｰ1

27

i

4

5

麓1

28

i

x3

4

"2

30

1

sZ

3

實2

30

i

x2

3

s2

30

i

蔀2

3

鈴2

30

1

aZ

3

i

33'

i

#2

3

i

33'

i

s2

3

5'

33'

204

spa

782

340

5950

ioo

zoo

300

228'

3300'

304

778

ios2

568'

9250撃

(注)1。*は 、外国語1を 開設した場合の時数。外国語IIを開設した場合は、初級中学第3学 年の数学が5時 間となり、初級中

学の第1学 年から第3学 年の教科の総時数はすべて30時間となる。また初級中学第3学 年の地方が定める課程は1時 間と

なり、地方が定める課程の初級中学総時数は100時 間、9年 合計の時数は440時 間、さらに週当たり総時数は34時間、初

級中学総時数は3400時間、9年 合計の時数は9360時間となる。

2.1単 位時悶は、小学校は一般に40分 、初級中学は一般 に45分 。
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の5-4 1ノ 、 の の'

◇1994学 年度から適用

#は 、調整前に比べ減少した時間(初 級中学第3・4学 年の地方課程は2時 間、他は1時 間の減少)。

学年

教

科

活

動

思 想 品 徳

思 想 政 治

言 語 ・文 学

算 数 ・数 学

外 国 語
1

II

社 会

歴 史

地 理

自 然

物 理

化 学

生 物

体 育

音 楽

美 術

労 働

労 働 技 術

週当たり総時数

朝 会(夕 方の会)

少年先鋒隊 ・共青団活動

体 育 鍛 錬

科学技術 ・文化 ・体育活動

週当たり総時数

地方が定める課程

週当たり総時数

小 学 校

1

i

Rio

5

1

2

s2

2

23

2

1

=io

s

1

2

aZ

2

24

3

i

9

s

2

#1

xz

a

2

i

26

4

i

9

x5

2

2

診2

2

2

i

26

5

i

9

s

xl

2

s2

2

2

1

26

初 級 中 学

i

z

鈴4

sq

4

4

z

3

2

3

i

i

z

28

z

2

5

4

4

9

x2

3

2

魯2

i

1

z

28

3

2

5

9

4

2

2

z

2

2

1

i

2

25'

4

2

5

9

4

3

2

z

i

1

z

228

9年 間合計

小学校
騰

170

1598

952

170

238

340

340

340

ioz

4250

初級中学
糊

268

636

536

272

536

209

209

164

132

204

302

134

134

268

3458'

合計

438

2239

1488

272

536

578

738

642

474

474

370

7708掌

毎日10分 間

1

3

4

触

as

i

3

9

31

29

i

x2

3

の1

30

i

s2

3

sl

30

i

:2

3

"1

30

i

3

4

1

33

1

n2

3

s2

33

1

sZ

3

k5'

33

1

sZ

3

x8.

33

170

408

578

170

4998

134

302

436

528'

4442

304

710

1014

698●

9420

(注)1.*は 、外 国語1を 開設 した場 合の時数。外国語IIを 開設 した場合 は、初級 中学第3、4学 年で教科の週当 た り時数 がそ

れぞれ29、26時 間 とな り、地方 が定め る課程の時数 がそれぞれ1,4時 間 となる。

2.1単 位 時間 は、小 学校 は一般 に40分 、初級中学 は一般 に45分 。
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調整後の高級中学の教育課程の基準

◇1995年 か ら実施

#は 、1990年 改訂 の表 と比べ減少 した時間(課 外活動 ・第2学 年の選択科 目は2時 間、

他 は1時 間の減少)

政 治

言語 ・文学

数 学

外 国 語

物 理

化 学

生 物

歴 史

地 理

体 育

芸 術

労働技術

社会実践活動

必修科目 計

選択科目

課外活動

活動総時数

第1学 年

2

4

x4

#4/5

3

拝3/2

2

3

2

1

年4週

第2学 年

2

4

4

4

#3/2

3

3

2

2

1

年4週

第3学 年

2

#5/4

5

2

年4週

総時数

184

380

392

289

187

187

102

136

102

184

68

432

年2週 。労働技術、課外活動または教科授業内で実施。

28

#2

#4(う ち体

育2)

34

28/27

X2/3

#4(う ち体

育2)

34

14/13

16/17

#4(う ち体

育2)

34

2211

(注)1単 位 時 間 は 、45分 。芸術 は新 たに加 え られ た。

4.教 育課程基準の調整の問題点

土曜 日の半 日制、そ して学校週5日 制の導入に伴って、以上の ような教育課程の基準の

改訂が国家教育委員会によ り行われたが、この調整にっいてい くつか問題点を指摘 してお

きたい。

第一 は、その拙速 さ、従 って十分検討 しないまま時間数や教育内容の調整を行 ったので

はないか という危惧である。9年 制義務教育(小 学校 ・初級中学)の 「課程基準」の調整

について、1994年 の調整では 「5日 制に移行する場合は、さらに調整すべきである」 との

主 旨を述べなが ら、1995年 の5日 制導入時には、 「1994年の調整は5日 制 を前提に調整 し
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たものであるか ら、再調整せず、そのまま5日 制に適用する」 ということになり、方針に

一貫性 がみ られない。そればか りか、1994年 の調整 は同年2月 に土曜半 日制が実施 され

て、わずか5か 月で決定 されたものであ り、この間学校現場の実態や意見を十分検討する

時間があったと思われない。また、1993年 実施開始の 「課程基準」が元来5日 半用であっ

たとすれば、1994年 の時点で調整する必要はなか ったはずであるが、これを調整 した理由

も判然 としない。

教育内容(教 学大綱)に ついて も、時間数の調整に伴 って一部削減 され たが、実施間 も

ない1995年9月 の段階で、北京市のある学校長が、 「削減 され た部分 も、前後 とのつなが

りか ら実際 には授業か ら落とすわけにいかず、結局授業時間数 も減 らせない」と語 ってい

る20)よ うに、その適切さにつ いて疑問が残 る。

第二 は、国が定 める必修教科時間の削減が少な く、実質的に学習負担の軽減にはつなが

らないことである。5日 制用に調整 された教育課程の基準 において、1993年 までに実施 さ

れ た従来の基準 と比べ 、時間数が減少 した箇所を表に 「#」 で示 したが、これ をみ ると国

が定める必修教科で変わ っていない箇所 が逆に目立つ。6-3制 の小学校では第1・2学

年 が週当た り2時 間減少 しただけで、他の学年は変更がない。初級中学 の第3学 年 も、外

国語IIを 開設 した場合は、数学 も5時 間 となり、結局1時 間 しか減少 しないことになる。

5-4制 では、初級中学第2学 年 までは週2時 間の減少で、第3・4学 年 は変更がない。

高級中学につ いては、1時 間減 らすことができる教科が示されただけで、実際には変化が

ない学校 も出て くる可能性 もある。これでは、調整の目標に掲げ られてもいた 「学習負担

の軽減」にはつなが らず 、土曜日休日の しわ寄せが週 日の5日 間にかかってこよう。

第三は、教科 の時間減が少なかった分、活動の時間や地方が定める課程 ・選択科 目が削

減され たことである。6-3制 の 「課程基準」では、活動が小学校の3～6学 年で1～2

時間、初級中学で1時 間減少 し、地方が定める課程 も小学校の全学年 で1時 間、初級中学

の第1・2学 年では逆に新 しく1時 間が設置されたが、第3学 年 は外国語IIを 開設 した場

合、0と なる。5-4制 では、活動が小学校の第1・2学 年 、初級中学第1学 年を除 き、

1時 間減少 、地方 が定める課は小学校全学年で1時 間、初級中学第2～4学 年で1～2時

閤減少 した。高級中学では、選択科 目が第1学 年で1時 間、第2学 年で1又 は2時 間減少

し、課外活動 は2時 間減少 した。こ うした削減は、高級中学 を含め、現行基準制定の際の

原則の一つであった多様化 ・弾力化の方向を後退 させるものであ り、この点、学力の確保

を重視するあ まり、地域の多様性や児童生徒の能力 ・適性、あるいは興味 ・関心 に応 じる

教育の展開をやや犠牲 に した、と受け取 られても仕方がない面があろ う。

このような問題点 を考 えると、 「性急な」5日 制導入に対応 して、短期間の うちに決定

したこの ような基準調整 をいずれ改めて検討する必要が出て くるに違いない。高級中学に

っいては、現在新 しい改訂作業が継続中であるとい う。地方や学校の状況、意見を反映 さ

せなが ら、 より円滑な学校5日 制の実施を目指 して、再検討 ・再調整が望まれる。
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(注)

1)中 国教育年鑑編集部編r中 国教育年鑑1949～1981』1984年 、132-135頁 。

2)い わゆる 「7・21指 示」。中央教育科学研究所編r中 華人民共和国教育大時記1949

-1982』1984年 、419頁

3)中 央教育科学研究所編r「 中華人民共和国教育大時記1949-1982』1984年 、614頁

4)馬 立(国 家教育委員会基礎教育司副司長)「 関於 《九年義務教育全 日制小学、初級中

学課程計画(試 行)》 的説明」r人 民教育』1992年9月 号所収

5)例 えば、1985年12月 の小中学教学セ ミナーで、何東昌 ・国家教育委員会副主任(次 官

)が 、教育課程の基準改訂に当たっての留意点 として これ らの問題を指摘 している。

r光 明 日報』1985年12月30日

6)国 家教育委員会計画建設司r中 国教育事業統計年鑑1993』1994年 、78頁

7)r人 民教育』1992年9月 号

8)r人 民教育』1990年6月 号

9)r人 民教育 』1994年6月 号

10)r人 民教育』1990年6月 号

11)国 家教育委員会 「関於実行毎週40小 時工作制后調整全 日制中小学課程(教 学)計 画的

意見」1995年4月 、在北京日本大使館を通 じ国家教育委員会か ら直接入手。

12)「 国務院関於職工工作時間的規定」r人 民 日報』1994年2月8日

13)r中 国教育報』1994年2月17日

14)「 国務院関於職工工作時間的規定」r人 民 日報』1995年3月25日

15)r中 国教育報』1995年5月17日

16)r光 明 日報』1994年4月22日

17)r中 国教育報』1994年7月6日

18)国 家教育委員会 「実行新工時制対全日制小学、初級中学課程(教 学)計 画進行調整的

意見」1994年7月5日 。在北京 日本大使館を通 じ国家教育委員会から直接入手。

19)国 家教育委員会 「関於印発中小学語文等23個 学科教学大綱調整意見的通知」1994年7

月18日 。在北京 日本大使館を通 じ国家教育委員会から直接入手。

20)r中 国教育報』1995年9月19日
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中 国 に お け る 学 校 週5日 制 の 導 入 に み る

学 校 と 家 庭 、 地 域 社 会 の 連 携 問 題

一 『中国教育報』の関連記事(1995 .9～12)を 中心に一

一見 真理 子

は じめ に

週 休2日 制 完全実 施(1995年5月)に ともな う新 学年 か らの学校 週5日 制度 の導入(同

年9月)に よ って、中国 にお け る学校 と地域社 会の連携 問題 が いっそ うは っ き りとあぶ り

出されて い る。

国務 院弁公 室で は、学校5日 制 完全実施 にあ た り、 と くに土 日休 み(原 文 「双 休 日」)

の 小中学生 の過 ご しか たにつ いて通知 を出 し、学校 が一斉授 業の形式 で補習 をす ることを

厳禁 、小中学 生が休 息 と活 動 によ って健 全な成長 を とげるよ う条件整備 す るの は各地の 人

民政府 、関連 諸部門 、学校 と家庭 の共 同責任 で あ ると指摘 し、具体的措 置 をそれ ぞれに と

るべ く指示 して い る1)。

そ こで本稿 で は、国 家 レベ ルの教育課 程調整 に関す る前掲石 井論文 を受け 、学 校 ・家庭 ・

地域 レペル の 同制度 の運 用実 態 とそこにみ られ る連携 の問題 に着 目す る。

ここで 主な情報 源 とす る 『中国教育 報』は、 中国に おけ る唯一の教 育専 門の 日刊全 国紙

で あ り、新制 度 導入以来4ヵ 月を経過 した現時 点での動 向を最 もよ く伝 え る媒体 といえ る。

ことに 同紙 「基 礎教育 」班で は、1995年9月 以 来約3ヵ 月にわ た り、集 中的に各地 で取 材

活動 を行 ない、学校5日 制 の 問題 点 を指 摘す るだけで な く、 読者 に紙上討論 の場 も提供 し

て きた。

以 下で は、 こ うした 一連 の報 道か ら、 学校週5日 制導入へ の反響 、学校側 の対応、 い く

っかの典型的 モデル ケー スにつ いて取 り上 げ、 中国にお ける学校 と地域 社会連携 の可能性

につ いての考 察 を進 め るこ とと したい。

1.学 校5日 制導入 後の反 響、 そ して実態

子 ども、親、教 師 は学校5日 制 を どう受 け とめて い るか、 『中国教育報 』が 当初行 なっ

た調査 か らまず見て みよ う。

【児童 ・生 徒 の声 】

子 ど もた ちは、素 直に休み の増 えた こ とを喜ぷ一方、週 末の憂欝 も味わ ってい る。 同紙
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の イ ンタビュー の対 象 とな った北 京市 内の12名 の小学生 の うち11名 は、土 日には親 の手配
ヒ

によって 二 つ以上 の 「特長 クラス(ピ アノ、 外 国語 、パ ソコ ンな どの稽 古事)」 に通 って

お り、 一 方学 校 か らの宿題 は2日 休み だか らといって増量 、要 するに、親 と学校 双方か ら

の課題 に追 われて い る、 と訴 えた2)。 また、近所 に遊び場 が乏 しいため、運動場 のあ り

友達 のい る学 校の始 まる月 曜 日が待遠 しい、 とい う声 もあ る3)。

この こ とは江蘇 省鎮江市 が行 な った ア ンケー ト調 査の にも如実 に表われて い る。それ に

よれ ば、土 日の子 どもの過 ご し方で もっ とも集 中 した のが、 「宿題 をす る」(土 曜午前38.

9%;午 後22.3%;夜9.2%;日 曜 午前20.1%;午 後14.9%;夜9.8%)、 「家 でテ レビ・ビ

デオ を見 る」(土 曜 午前7.5%;午 後9.3%;夜44.2%;日 曜 午前10.9%;夜38.1%)、

「家で 課外読 物 を読 む」(土 曜午 前7.0%;午 後9.9%;夜9.8%;日 曜 午後10.7%;夜12

%)の 三項で 、 「外 へ遊び に行 く」 の比 率は最 も高 い 日曜 の午後で10.2%、 国務 院 ・国家

教育委 員会が 望 ま しい とす る 「各種 のボ ランテ ィア.活動(原 文 「社会公益 活動」)、 科学

技 術館 ・博 物館 な どの催 しに参 加 する」にい た って はわ ずか1%未 満 であ る。

一方、 これ は湖南省 零陵地 区での取材 によるが、農 村の児 童の場合、 土 日休み は丸々労

働 日と して両親 にあて に され る場 合が あ り、 負担の軽 減 とい う主 旨か らは別 の意味 で遠 い

実態が紹 介 され る5)。 同紙 が 同 じ く湖 南省の農 村の 小中学校 で行な ったサ ンプル調 査では、

子 どもたちが休 みに宿題 の他 にす るこ とは、51%が 自分 にで きる家事労働 、9%が 大 人 と

同 じ内 容の労働 、40%が 労働 はせ ず思 い切 り遊 ぷ、で あ った6)。 また、 宿題 を して しまう

と特 になに もせず母親 たちの す るカー ド賭博 を じっ と見て い る子 どももい る、 な どの報告

もあ る7)。 都 会の子 どもの よ うに各種 の文化財 に触 れ る機会 が乏 しい反 面、 あま り窮屈 に

管理 され ない、昔 なが らの子 どもの生 態が残 って い る様子が わか る。

また都市 と農村 を問わ ず、学校5日 制 になって か ら 「自分 で支配 で きる時 間が出来て嬉

しい」 、 「日頃親 や友人 とこころゆ くまで遊 べ なかっ たがそれがで きて満足 した」、 「家

族で外 出 して 楽 しく、新 しい経験 を した」 とい う肯定 的 な反 応 も決 して少 な くない。

しか し、高 学年 とな り、 と くに 受験 をひ かえ る と事情 は一変 する。北京市 内、鎮江市 内

で も、湖 南の 農村部 で も、規定 を破 って、 土 日の補習 をさま ざまな形 で実施 す る中学校 が

存在 す ることが改め て確認 されて い る8)。 また、投書 にあ らわれた以 下の生徒 の叫びは悲

痛であ る9)。

「私 の学校 では、夏 休み冬休 み も 日曜 日も一律 に授 業 を してい ます。 この授業 は補習 と

呼ば れ、補 習費 を払 うこ とにな ってい ま'す。 これ は先生 の収入 にな るわ けで、教 師 と生

徒の 関係が金 銭の関係 に なって います。学校6日 制 の時は 、1日 分 の補習費 を払えぱ す

み ま したが 、今で は2日 分 を払わ な くては な りません。休 みが多 くなれば、補習 時間が

増 えて、生徒 の負担 が もっ と重 くな るので す。私 た ち農村 出身の貧 しい子 どもを どうか

救 って下 さい!」(山 東省 平陰一 中 干 広)

【父母 の声 】

週休2日 間 に家事 をは じめ なすぺ きこ との多い都市 部の両 親の多 くは、記者の イ ンタ ビ
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ユー に子 どもの休 みは 一 日で充 分であ る と答え、 また農 村で も99%の 親 が土 日休 みに反 対

を唱 えてい る10)と い う。理 由は、2日 間 とも子 どもの休 日の世話 をす るのが物 心 ともに

負担、 子 ども と休み が一致 しない場 合には 、 目が届か ないの が心配、 あ るいは仕 方な く土

日に子 どもを商売 に連れ 歩 くか子 連れ 出勤 してい るな ど、社 会的 な子 ども の受 け皿がな い

ため の不満 が多い 。乳幼児 保育 の"先 進 国"で あ る中国に も、 学校5日 制 導入 に よって広

く学童保 育へ の需要 が生 じてい るかの ように見 受 け られ るので あ る。

また、平 日の学習 量の軽 減 を心 配す る声 、高学年 には学校 で土 日に補 習 を、 とい う声 も

切 実で あ る。 前掲鎮江 市で の調査 では、両親 の主要関 心は、子 どもの学業 の遅れ を休み に

どう取戻 すか にあ る、 との結 果が 出てい る。 それに よれば、最 も多 くの親 が2B間 の休み

に子 どもにつ きあお うと考 えてい るのは、遊 びや旅行 ではな く、 実に宿題 の監督(42.3%)

であ る。北京市 か らの報 道 では、5日 制 導入以来 学習参 考書の売 れ行 きが加 速 し、両親 が

週 末の宿題 を子 どもに出す よ うに な ってい るとい う。

以上、 学校5日 制 に対 す る親 の反応 は、事前 の心の準 備な り、社会 的条件 整備の ない場

合 には全般 的 に芳 し くな く、国 家教育委 員会や国務 院の打 出 した方 向 とは逆の 、我が子 よ

かれの教 育過 剰現 象が特 に都市部 に蔓延 してい るさ まが報道 か らうかがえ るの であ る。

【教 師の声 】

学校5日 制導 入 について、99%の 農村 の両親 の反 対 とは対 照的 に、農 村教師 の100%が

もろ手 を挙げて 歓迎 す る。農村 の場合、 民弁教師(政 府 によ る給与 の予算措 置の ない教 師)

が少な くな く、彼 らは 自耕 地 か らの収穫 で生活 を維持 してい るため、耕 作時 間が増 えて助

か る、代耕 料 をは らわずに済 む、 とい う声が あ る11)。

前掲鎮 江市 の調 査で は、 「学校 が 土 日の子 どもの活動 を組 織 して ほ しい 」 とい う家庭 か

らの要望 に対 して、 「応 じ切 れな い」 「教師 に も休息が 必要」 と答 え る例 が多か ったとい

う。 これは、 「労 働法 」や 「教 師法 」の整備 とともに 出て きた権利 意識 だ とも考 え られ る。

これ まで過 重 な労 働 と少ない報酬 に甘 ん じて きた教 師の、 休息 ・自己研 修の権利 の主張 は

一考に値 す る重 要な問題 であ る。

一方、教 師 が5日 制導 入 に対 して危惧 す る点 は以下の とお りで あ る。

教 育 内容の 削減に ついて、都 市部の受験 校の校 長は、入試制 度の相応 の改革 がなけれ ば

実効性 の ない こ とを訴え、国 家教 育委員会 の指示 どお りにカ リキ ュラムの 内容 削減を進 め

るむずか しさ を語 る12)。

さ らに は、5日 制の導 入は、 自律心 と意欲 あ る子 どもとそ うで ない子 どもの 二極 分化 を

一層進 め るので はな いか と心配 す る声、教 育に熱 心でな い親 の場合週末 に子 どもを放任 し

た り、商 売を させた りしてい る、 な どの指摘 が教師 か らあが ってい る13)。

以上 と関連 して、 両親 と同 じく教 師 たちも、 子 どもた ちを受入れ る学校 以外の社会 的な

基盤 の整備 が遅 れてい るこ とを指 摘す る。以下の投書 はその 一例であ る14)。

「子 どもの活 動場所 が足 りない。 これは社 会公認 の事実で あ る。図書館 、少年宮、 科

学技 術館 、図書館 の数 は百千万 の小中学生 の渇望 に対 して は全 くの焼 け石に水であ る。
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また地 方に よ って は、そ の数 少ない少年宮 が経費不 足か ら維持 困難 とな り、元来は児童
ト

用の活動 ホー ル を証 券取引所 に した り、 ダ ンスホー ルや カラオケバー に改装 して いるの

を見 るのは非 常に心 の痛む ところであ る。 」(安 徽 省太湖 県実験 小学 金徳 潤)

2.学 校 側 の週5日 制 ・週休2日 制へ の対応

【平 日の時間 割の改変 につ いて 】

国家教 育委 員会基礎教 育 司の担 当者 は 『中国教育報』 で学校週5日 制へ の移 行に ついて

の課程調 整は原則 上、 すで に終 了 してい るとの談話 を発 表 して い る(1995.9.1)。 しか し、

現場 で の対応 は、同紙 の他 の報 道 な らびに筆者 が95年 末 に現 地で見 聞 した限 りでは、学校

によ る違 いが 目立ち、実際 に は、過 渡期 の混乱 も含 ん だ措 置が なされてい た。調 整 カ リキ

ュラム基準 に従わ ず、独 自の受験 対応 カ リキ ュラムを暗暗裡 に行 な う学校の存在 は新聞記

事の 随所 に見 られ る。

例 えば、 国家教育 委員会 の 「調整 意見」 の説明 では、労働 や課外 活動 な どの徳育 関係科

目の 削減 を しない 旨(前 掲石 井論文 参照)述 ぺ られ てい るものの、学校 に よって は、主要

教科 の学習時 間 を従 来なみ確 保す るため、労 働課や 自習時間 、ゆ と りの時間 を削除 してい

るとこ ろもあ る15)。 また、6日 制 ない しは隔週5日 制の頃 の授業時数 を5日 聞で 消化す

るために7時 間授業 を実施 してい る学校 も存在 す る16)。

さ らには新 学期早 々か ら、 前述 の ごと く土曜 日に授業 を行 ない、 実質的に学校5日 制が

6日 制 に戻 ってい るケー スもあ る。

寄 宿生の い る農村 の小 中学 校の場 合、学校 週5日 の メ リッ トが少 ないため、①6日 制で

授業 を行 ない、夏休 み ・冬 休み をその 分長 くとる、② あ るいは10日 連続授業 を して連 休4

日を と る、 な どの変則 的時間 割 も実施 されて い る17)。 ここで い うデ メ リッ トとは、 週休

2日 で は多 くの学生 が帰 宅で きない(交 通の 便が悪 く往 復不可能 、 その都 度の旅費 を家庭

で負担で きな い)、 寮 での時間 を持 て余 し不善 をな す、 とい うものであ る。

農 村で有 料 の補習 が盛 んに行 なわれ るのは、教 員の収入 が低 いこ とに加 えて、 まだ 「受

験教 育か ら素質教育(人 間 と して の総合 的な資 質をの ばす教 育、多 くは参加型 、活動型 の

形 を とる)へ 」 とい う近年 の新 しい教育観 が充分理 解 され てい ない、 さらにいえば、設備

や人材 の乏 しい とこ ろで最 も簡単 に実施 で きるのが教科書 を講授 す る伝統 的 な授業ス タイ

ルで あ るか らであ ろ う。

【学校 が土 日休みに対応 す る例 】

国務院 通知 によれば、学 校 は 「土 日に有意義 な各種 の課 外活動 を組織 して もよい」、 と

あ り、'学校 主催 の活動は、 多様 な選択肢 のひ とつに す ぎない位置 付 けになってい る。 しか

し、全 体 の趨勢 としてはや は り、 学校 が休 日の 活動の拠点 な い しは組織主体 とな らざるを

得 ない ようで ある。学校5日 制の 実施 とともに、 休 日の過 ご し方 に関 して も、学 校への期
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待 と依存 とが が益 々高 まって いるのが、新聞報道 か らもうかが える。

す なわち、 い ま学 校 に最 も求 め られてい るのは、休 日の施 設開放(と くに運 動場 ・体育

館 と図書 室)と 、 「興味学校 ・クラス ・グルー プ(文 化芸術 、科学技 術、ス ポーツな どの 自

由参加型 活動)」 の 開催 の二つで あ る。 と くに遠隔地 の生徒 が寄 宿 する中学校 ・小学校

(高 学年)で は寮生 が2日 の休業 によ って放任 され、 非行に走 ることが危 惧 されて い るが、

興味 クラスの運 営が しば しば その対策 と しても打出 されてい る18)。

こう して皮 肉な こ とに、教 師の労 働時間の短 縮 を第 一には か るた めに導 入 され たはずの

同制度 が、教師 の休 日出勤 を促進 す るこ とにな って い る。筆 者 も 「学校5日 制は た しか に

教 師の 負担 を増 して い ます。教育 に熱心 な学校 ほ ど……」 とい う現場 の声 を聞 いてい る

(1995年12月 、 江蘇 省無錫 市内の 小学校 にて)。 この場 合、学校 の財 源が豊富で あれば労

働法の規定 どお り、 教師 に休 日手 当を出せ るであ ろうが、そ うでな い場合 には平 日に教 師

が交替 で代 休 を とる方法が とられ てい る19)、 とい う。 この よ うなや りかたで、平 日の教

育活動 に支障 を きた さない ものだ ろ うか?

こう してみ る と、休 日の子 どもの 活動拠点運 営に関 しては、学校 がすぺ て を抱 え込むの

ではな く指 導的 人材 の確保 をは じめ、地域社会 との連 携をは か る方 向で解 決 をみ るのがの

ぞま しい と考 え られ る。以下 第3節 では、 その成功例 をい くつか紹 介 しよ う。

【社 会 主義道徳 教育 と学校5日 制 】

最後 に、学 校側の 対応 として特 記すぺ きこ とは、学校5日 制 に よって、 愛国 主義教 育

(91年 か ら提 唱)や 近年み なお されて いる労 働教育 をい っそ う強化 しよ うという動 きであ

る。 中国の 小中学校 に は、 学校 内の党の 青少年組織 と して少 年先鋒 隊、共産 主義 青年団支

部が置 かれお り、教 育課程 の課外活 動の枠 内に もその時間が 組込 まれてい る。 こ う した活

動の従 来 さか ん な学 校で は、土 日休業 をまた とない校 外活動 の場 として積極的 に と らえ、

「平 日の活動 は学校 で集 中的に、休 日の活動 は社会 に出て、 分散的 に」 とい う指 導原則 を

活か してい る。た とえば、休 日を利 用 した各 地の革命 史跡の 見学活 動、老人 ホームの慰問

活動、 緑化 ・環境 保護運 動、農 山村の 姉妹小学校 の就学援 助運動 な どが展 開 されて い る20》。

この よ うに 、中国 の教 育界 では、学 校教育 と校外教 育を結 びつけ る、既 存の少年 先鋒 隊、

共産主義 青年 団の よ うなネ ッ トワー クを充分 に活 用 す るのが5日 制 導入の成 功の鍵 であ り、

逆に、5日 制 の導入 が こう した青少 年の社会 主義的道徳教 育 を成 功 させ る と、み なされて

い る。

3.モ デル ケー スにみ る連携の あ り方

学 校5日 制度 の休 日の過 ご し方に関 して、 『中国教 育報』 に先進 的事例 と して紹介され

た学 校や 自治体 を類 型化 してみ ると、お よそ以下 のよ うにな る。

(1)行 政部 門、民 間団体 の連携 によ る条件整 備
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(2)学 校 の地域 活動 セ ンター化

,(3)行政 サ イ ドに よる家庭 ・学校へ の援助

(4)少 年 先鋒隊 と家庭教 育 との連携

(5)地 域 の人材活 用

以 下に代表 的事例 を報道 に即 して掲 げ よ う(記 事の要 約は筆者 に よる)。

(1)行 政 部門、 民間 団体の連携 に よる条 件整備

【湖南 省華容 県の場 合 】21)

湖 南省華容 県は、学校5日 制 導入 に間に合 うよ うに全国 に さきが けて県政府 の指示に よ

り県 をあげて 土 日の子 どもの活動場 所の 整備に とりくん だ。 同県政府 は、 「文化 市場管 理

強化 と社会 に よ る青少年育 成環境 の浄化 に関す る通知 」 を出 し、教育 ・公 安 ・工商 ・放 送の

4部 門代表 か ら成 る監察隊 を組 織、 違反者 に罰金 を課 すな どの措 置 を とってい る。 また、

各機 関では下 記の よ うな学校5日 制 のための準備 を行 な った。

体 育館 …… 中小学生 ので きる運動設 備 を用意(卓 球、 バ ドミン トンな ど)。

図書館 ……新 しい青 少年 向けの書籍 を購入、 専用閲 覧室 を増設 。

新華書店(全 国 ネ ッ トの国営 書店)… …児童 書の コー ナー を増 やす。

県の映 画会社 ……青少 年用映 画資料庫 を設 け、 県内の映 画館 に配給 。

放 送局 ……全 国の放送 局の青 少年向 け番組 を視聴 出来 るように400万 ドル を投 下。

商工業界 …… ダ ンスホ ール な どを改造 して ローラース ケー ト場 に。デパー トに子 ども

の遊び場 を設け 、40件 の ピ リヤー ド場 を卓球場 に改装 。

各学校 ……運動 場、卓 球台 な どを整備 し、休 日に開放 す る。

このほか 、県で は 「若 い世代に 関心 を寄 せ る協会 」(退 職 した幹部、教 師 などか らな る

青 少年 育成 のため の団体)を400、 新 たに各 地区に組織 して校外 活動の指 導者1000人 あ ま

りを確保 して い る。

以上は 、学校5日 制 の導入 にむ けて、 不健全 な文化市場(原 文 で 「二室三庁 」。営利 目

的 の電子 ゲー ム室 、 ビデオ室、 ビ リヤー ドホール 、ダ ンスホール、 カ ラオ ホール を指す)

が青少年 をター ゲ ッ トにす る前 に県全体 で条 件整 備を したもので、 本特 別研究 『中間資料

集(1)』 に と りあげ た国務 院令 第46号(1991)の 、地域 にお け る実施 例 といえ る。

(2)学 校 が地域 活動 セ ンターに

小中学校が 、 自校 の児童生 徒の ために 「興味 学校 ・クラ ス ・グルー プ」 を組織 す るこ とは

多 いが、 以下 は、学校 を地域 のセ ンター と した例であ る。

【上海市教 育委 貝会の場 合 】22)

同教育 委員会 では、黄 浦区曹 光彪小学校 には じめて小学 生休 日活動 基地 を開設 、地 域の

子 どもに開放 してい る。 活動室 には、数 学あそ び、新 聞 スク ラップ、 英会話、各種 の工作、
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レー シ ングカ ー、 園芸、 書道、手 品、卓球 な どの各種の コーナーが あ り、数 百名 の小学生
し

が参加 してい る。 同基地 は、子 どもの喜ぷ内容 をそ なえて い るほか 、土 日に子 どもに 目の

とどか ない父 母の心 配 を取 り除いて い るため、 好評で ある。

【天津 市紅橋 区の場 合 】23)

同区 内の下 記の小 学校で は、特 色 を活 か し、地域 に開放 されたセ ンター や"週 末学校"

を開 設 してい る。

天津市 師範附属 小学校:従 来 の科学技術 活動 を基 礎に区 内に開放 された 中小学 生科学技

術活 動 セ ンター を開設 。

佳 園 里小学校:独 特 の人材 の優 越性 を利 用 して、週 末少年民族 芸術学校 を創設 、地域の

少年 芸術 人材養成 を開始 。

(3)教 育行政 当局 によ る援助

【天津市紅橋 区教育 局の場 合 】24)

同教 育局 では、学 校、家 庭、地域 の三結合 に よる 「愛国主義教 育の家庭 への進 出、週末

親子 で楽 しむ」活動 を展開 し、児童 と父 母に歓迎 されてい る。 すなわ ち同 区教 育局の指 導

者 と教師 は、旅行社 との提 携で格 安の親 子の愛国主義教 育見学旅行(薦 溝橋抗 日戦争記 念

館、 円明 園、周恩 来南開 記念館 な どを日帰 りで参観)を 組 織 し、 大好評 を得た。

また、 区教 育局 の援助 の も と区内96の 小中学校で は、体育活動 と愛国主 義教育 の結合 を

はか って、11月 中旬 か ら週末 の 「天津一 三峡」 マラソ ンに と りくんで い る。内容 は、ク ラ

ス ・グル ー プ単位 で走行距 離 を合 計 し、 天津 か ら長 江三峡 まで走 破 しよ うとい うもので、

黄河、延 安、 三峡に達 した時 には、 それ ぞれ をテー マに した愛国主義 テーマ活動 を行な う。

その ため同区 の学校 運動場 や公 園では、 この ところ熱心に走 る小中学生 の姿がみ られ る。

このほ か同区 では、週末 を利用 した中 小学"総 合運動 会"を 開 催、 スポー ッの振 興につ と

めてい る。

(4)少 年先鋒 隊 と家庭 との連携

【北 京市 の育英学校 の場合 】25)

同校で は、5日 制 の導入 とともに、す まいの位置 と何 に興味 があ るか によって学年 を越

えた数 名か ら成 る少年先鋒 隊 「休 日小隊」 を結成 した 。同小隊は、 土 日に 各メ ンバーの 家

庭 に順 番 に集 ま り、 活動 を行な う。 この場合、 各家庭 の父母が一 日指 導員(注:少 年先鋒

隊の指 導員 は、通常 学校の教 師が専 任または兼任 で担 当)に な って 、活動 の監督 と安全確

保 をす るの で、親の 意識向 上、世代 間の交流 にも役立 って い る。

活 動内容 は、全国 の少年 先鋒 隊が ここ2、3年 シ ンボル テーマ と して きたの 「若い鷹 の

活動 」の一環 であ る 「五つ の 自分か ら」(「 自学 」、 「自理 」、 「自護 」、 「自強 」、

「自律 」) 、 「手 に手を と りあって」(都 市部 と農村 の小学校 が姉妹関係 を結び、友惰 と

援助 の輪 を広 げ るもの)な どにも とつ くものであ る。子 どもたちは、父親 や母親 を先生 と
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して、料理 や廃 物利 用の 家庭用 品づ くり、電気 器具修理、科 学技術 を利用 した工作 、パ ソ

コン、将 棋、 両親が 子 どもの頃歌 った歌 などを習 った り、読 書会、美 術、書道、公 園 ・学

校での外 遊び、郊 外へ の遠足 、市 内見 学な ど多彩 で新 鮮 な活 動 を行 ってい る。 このめざ ま

しい成果 は、北京 市海 区 内での経験 交流会で紹 介され、150の 休 日小隊の活動が写 真展

示され た。

以 上は、少 年先鋒 隊の活 動 を学 校か ら家庭 へ と開放 した もので、 この活 動を通 じて、親

たちの 自覚が 高 ま り、地域 の子 ども全体 を視 野 に入れ るようにな るな ど、 派生す る効果 は

大 きか った とい う。 学校5日 制 の本来 の主 旨か ら言 っても、理想的 なケー スであ ろう。筆

者のみ るところ、 同小学校 は、市 内有数の優 秀小学校 のひ とつで あ り、 これ までの課外活

動の積 み重ね 、 さ らには休 日の子 どもの活動 に積極 的 に参 与で きる親の存在 が成 功の大前

提にな ってい る と考 え られ る。現在、 中国で はPTA(原 文 「家長会」 「家長委 貝会 」)や

父母学校(原 文 「家長学校 」)の 組織化 が全国的 にす すめ られてお り、学 校5日 制 の意義

について も学 校側 か ら父 母へ指導 学習 中 とい うのが一般の状 況であ ろ う。 よって、 この よ

うな活動が全 中国 にす ぐさ ま広が るとは考 え られ ないが、学校 と家庭、地 域社会の連携 の

代表例 のひ とつ と して紹介 してお きた く思 う。

(5)地 域 の人材活 用

『中国教 育報 』の報 道に、 学校5日 制 と地域 の人材活 用を正 面か ら扱 った記事は この 間

なか ったが、随所 に それに 関連す る情報 がみ られた。前述(1)の 湖 南省華容 県の事例で は、

校外活動 の指導 員 と して退職 した幹 部 ・教 師 を動 員 して いたが、 この ようなシルバー 人材

活用は、今 後 いっそ う進 むで あ ろう。 ちなみ に同記事 の 「若い世代 に関心 を寄 せ る協会」

は、 も とも と子 どもサ ミッ ト 「子 どもの生存、保護 、発達 に関す る世界宣 言」へ の署名(1

991)を 機 に中央が組 織 した 「若 い世代 に関心 を寄 せ る委員会(原 文 「関心下 一代 工作委 員

会 」)」 が 、今回 の学校五 日制の 導入 によって 同県内の よ り基層 へ と広 が ったものであ る。

また、家庭教 育 を学校の 平 日の学 習や課外 活動 と結 びつ け る方法で、父 母の力量 活用 が

な され るで あろ う。上 記の北 京育英学校 少年先鋒 隊 におけ る父 母の一 日指 導員は その好 例

であ るし、農 村の学校 で も下 記の よ うな実践 がなされ てい る。

【江蘇省浜 海県界牌 中心 小学か らの報告 】26)

農作業 と結合 した休 日の活 動展 開

農村 の小学校 で は、農村風 景 に 日々接 してい るが、農 業の実際 に触 れ る ことは 少ない。

そ こでわ が校 では、 「社 会 主義建設者 の育成」 を 目標 に 「両親か ら農 業 を学 ぼ う」 とい う

活動 を展開 して い る。子 どもたちは、 「"双 休"日 記」 に学んだ こ と、行 なった こと、 を

記録 す るこ とに し、 それ に教師 が定期的 に 目を通 し、展 覧す る。 こ うした学校 での学習 と

休 日の家庭 ・地域 で の実地 の結合 は、成功 しつつ あ る。

一414一



　
また、 各地 の学校 で 「興味学校 」を運営 す る場合 に、活動の 児童 を本校の教師 だけが担

当す るので はな く、 現地 の芸術家 協会 、師範学 校や大 学な どに人材 あ っせ んを依 頼す るこ

とな ども今後 考 え られ る連 携の あ りかたで あ る27)。

むすび

この たびの学校週5日 制 の導 入は、準備期 間 の非 常に短 い、急激 なものであ ったため、

現場 での多 くの混乱 を 当然の ように まきお こ してい る。

『中国教 育報』 では約3ヵ 月 の特 集の 一応 の 収束にあ た り、柳斌(り ゅう ・ひん)国 家

教 育委員会 副主任 の談話 を発表 したが、 同副主任 は、 ここ しば ら くの混乱現象 をみ とめ る

一方、学校5日 制 には、長 期的 にみて学科 の学 習時間の減 少 したこ とに換 え られない、積

極的 意義(全 面発達 した若 い世代 の養成)の あ る ことを強調 してい る。中央の教 育行政指

導者 な らびに専門 家28)は 、 大方針 と して の生涯学 習社会へ の移 行、教 育の量的普及 か ら

質的 向上へ の転換 に沿 った もの と して、学校5日 制 の正 当性 を主張 する。

また、 同談 話 で柳 斌は、 学校 が優秀な教 師を休 日の活動の指 導員 として派遺 す ることを

要請 、教師 の休 日出勤 について は、 しか るぺ き措 置を と り各地 方で明 確な規定 を作 るむね

述 べて い る。

以上 を振 り返 って、 中国 の学 校5日 制 度の今後 を考察 す るな ら、以 下の点が いえ るで あ

ろ う。

① 本 文中の あ る教師 のい った 「意欲 のあ る子 どもは ます ます伸 び、そ うでない子 どもは

ます ます遅れ る」 とい うこ とばの ように、す ぐれた基礎教 育、社会教 育の伝統 と地域 ネ ッ

トワー クのあ る地区で は、 ますます豊か で多彩 な活動が展 開 し、 そ うでな い ところで は、

表向 き休 み、実 は補習 とい った逆 行現象 が当分 み られ るであ ろう。行 政 当局 は督 導制度 を

使 って管理取 り締 ま りをす るで あ ろうが、 問題 の根 は深 い といわ なければ な らない。

② しか し、思い 切 った制度 的改 変が現実 を逆 に動 かす こ ともあ り、学校 が地域社会 と連

携 せざ るを得 な い きっか けをあた えてい るこ とも確か であ る。現在の ところ5日 制 の余暇

の過 ご しかた も学校 がや は り主導 となって お り、学校 その ものの機 能 が決 して ス リム化 す

る方向で は動 い ていない が、地域 との連携 の芽 は各地 で出は じめてい る。

③今後 、教育 関係 の基 本建設 と基礎教 育 ・職業 技術教 育 ・成人教 育の総合的開 発が一定程

度の成 果 を各地 方で えて、社会経 済が 小康状態 にな り、 市民社会 を形 成 する中間層が力 を

蓄積 す るようになれば、 学校5日 制 も学 校 と社会 主義的教化 団体 のみの主導 でな く、多彩

な展開 をみせ なが ら定着 す るで あ ろうが 、 これ には時間 が必要であ る29)。

④ 『中国教育報 』での報 道が ほ とん ど見 られ なかったた め、 本文で も取 り上 げなか った
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が 、③ とあい まって 、経済開発 地区 などを中心 に、外 国資 本を含む教 育産業が学校 五 日制

導入 とともに いっそ うの進 出を とげ よう とす ることであ ろう。 この部分 が混乱の 一因 とな

るか 、子 ども と親 に とっての新 たな選択肢 の創 出 とな るか、 気にな るとこ ろであ る。

聞 くところでは、96年5月 には、国家教 育委員会 と中央教育科 学研究所 の主催で学校

五 日制導 入後初 めて の全 国 的 シンポジ ウムが開 催され るとい う30)。 以上 に関 して 中国の

教 育界 自身に よって どの ような中間総括 が なされ るか にひ きつ づき注 目 したい。

注

1)「 国務院 弁公庁 発出通知 安排 好中小学生 節暇 日休息和活動 」 『中国教育報』1995 .

9.13

2)、3)「 双休 日来到学校 」 『中国教育報』1995.9.19

4)「#m住 家庭 和社 会両個 関鍵一 対市区 中小学生"双 休"日 的調査 」 『中国教 育報』1995 .

10.25

5)、6)、7)「 忽如一夜 春風来一 農村 学校 「双休 日」面面観」 『中国教育 報』1995 .10.9

8)同 上 、 注2)に 同 じ 、 「8翁望 新 工 時 制 」 『中 国 教 育 報 』1995.10.9

9)「"五 天学 習 日"為 什慶 使我1門的負担更重 了」 『中国教育 報』1995 .9。18

10)注2)、5)に 同 じ。

11)7主5)〃 。

12)注2)〃 。

13)注4)〃 。

14)「 双 休 日:譲 核子1門有 自己的 「楽 園」」 『中国教 育報』1995 .9.18

なお、 少年宮 、児 童活動 セ ンター等の全 国的普及 は、1991年 の国家教 育委員会 等

「少年 ・児童 の校外教 育活 動 を改善 し強化 す るこ とに関す る意見」(本 特 別研究 『中

間資料集(1)』 に採 録)を 受 けて進 め られてい るものの、以 上か らもこれか らの課

題で あ るこ とがわ かろ う。 学校5日 制 に関 す る国務院 通知 にいちはや く呼 応 した江

蘇省の規 定(「 新勤務 時間 制実施後 の学 生 ・生 徒の管理 ・教育 の強化に関 す る意見」)

では、義務 教 育の普及 して い る県、市、 区では 少な くとも一つ の上 記施設 を開 設 す

るよう明記 してい る。(「 鴻蘇 加強学生 双休 日管理 」 『中国教育報』1995 .10.21)

15)注5)に 同 じ。

16)注2)〃 。

17)「 実行 新工時 制 農 村学校 応 『変通』 」 『中国教育報 』1995 ,9.18

18)「"双 休 日"譲 核子f門発展 興趣愛 好」 『中国教 育報』1995.10 .9

「江蘇加 強学 生双休 日管理 」 『中国教 育報』1995 .10.21

19)注2)に 同 じ。前 掲 「"双 休 日"譲 核子個 発展興趣 愛好 」。

なお、教 師の本 給以外 の諸 手当に関 して は、学校 が校 営企業 な どによ る独 自の財 源
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を確保 す るこ とに な ってい る。学校五 日制の導 入 によ る休 日手当をめ ぐり、校 営企
1

業 への財 政依 存度 が 高 まる ことが考 え られ る。 また、筆 者の 聞 きえ た とこ ろでは、

行 政か らの規制 の少 ない大規模 国営企業 体(製 鉄 所な ど)内 の学 校では、 直接 親 か

ら休 日の活動 費を徴収 して い るとい う(1995.11中 国教 育学会 訪 日団よ り)。

20)注2)に 同じ。 「色彩斑案噴 双休 日"一 天津市紅橋区中小学双休日活動巡礼』 『中国

教 育 報 』1995.12.11

21)「 社 会 各 届 聯 手"塔 台"華 容 学 生"双 休 日"有 去 処 」 『中 国 教 育 報 』1995.9.13

22)「 開 双 休 日 活 動 基 地 好 」 『中 国 教 育 報 』1995.10.31

23)前 掲 「色彩斑う閥"双 休 日"一 天津市紅橋区中小学双休 日活動巡礼」

24)「"週 末 合家歓"楽 了紅橋 人」 『中国教 育報』1995.10.12

25)「 過好 双休 日有了新招 数 北京 育英学校 暇 日小隊受歓迎 」 『中国教育報』1995.11.

20、 「快 楽 ・有益 我1門的暇 日小隊 」 『中国教 育報』1995.11.20

26)「 結合 実際 因地制 宜」 『中国教 育報』1995.10.23

27)「 蔀師 附小推 出興趣学校 」 『中国教育報 』1995.10.12

28)た とえば 「双休 日応注 重中 小学 生的 心理 引導一 訪教育 心理学 家権朝 魯教授」 『中国

教 育報 』1995.9.20

29)こ れ と関わ って、今 回の一 連の新 聞記 事の なかでは生 涯学習論的視 点を もっ 「余暇

教 育」の必 要性(現 時点で は学校教 育にお け る、 とい う限定 つ きではあ るが)を 述

ぺ た北京師 範大学 ・李意如 氏の所 説には首 肯で きる点 が多か った(「 把 閑暇教育納

入 学校議程 」 『中国教育報 』1995.10.10)。

30)中 央教育科 学研 究所 葛正 明氏 の談 話 よ り(1995.12)。
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「5・3■ 教 育 改 革 方 案 」 に 見 ら れ る

学 校 と 地 域 社 会 と の 連 携 に 関 す る 考 察

一 「学校運営委員会」を中心に一

金 泰 勲

は じめに

今 日、世界 各国は 互い に先を競 って新 しい教 育改革 の途を探 そ う としてい る。なぜ な ら、

教育改革 に よ り新 しい文明 の原動 力で あ る情 報 ・科 学技術 ・文化 を創造 す る新 しい人間 を育

て る必 要があ るか らであ る。

最近、 急変 す る世界状 況 の下 に、 日本 で も 「中央教育審 議会 」を 中心に21世 紀 へ向 けて

様 々な分 野に わた る教 育改革 が検 討 され てい る。隣国韓 国 もこれ まで の教 育の量 的膨 張 や

質的充実 の変化 に加 え、学歴 を重視 した教 育か ら、21世 紀 に向けての 「情 報化」 「社会化 」

「国際化 」 をめ ざ した大規模 な教 育改革 が推進 されて い る。 その現れ が昨 年の5月31日 に

「教育 改革運 営委員会 」 に よって出 されたいわ ゆ る 「5・31教 育改革 方案」で あ る。

この 改革方 案は、 誰 もが いつ で もどこで も望 む教育 を受け る ことがで きる 「開 かれ た学

校社会 、生涯 学習社 会の建 設」 をめ ざ し、初等教 育か ら高等教 育にい た るまで の革新的 な

教育改 革案 として 同年5月 に大統 領 に報 告 され た。

主 な内容は 、 「開 かれ た教 育社 会、生 涯学習 社会の基礎 構築 」 「大学 の多様 化 と特性 化」

「初等 ・中等 教育 の 自立的運 営 のた めの学校共 同体 の構築」 「人性及 び創 意性 を培 う教 育

課程 」 「国民 の苦痛 を減 らす大学 入試制 度」 「学習者 の多様 な個性 を尊重 す る初 等 ・中等

教育 の運営」 「教育供 給者 に対 す る評価 及び支 援体制 の構築 」 「品位 があ る有能 な教 員の

養成 」 「教育 財政 のGNP5%の 確保 」であ る。

今回 は これ らの教 育改革 の うち、 「初 等 ・中 等教 育 の 自立的運 営の ための学校 共同体 の

構築」 のため に設置 され る 「学校運 営委 員会」 を申心 に、学校 と地域社会 との連携 に っい

て考察 す る。

第1章 「5・31教 育 改革 方案 」に見 られ る学校 と地域社会 との連携

21世 紀 に向 けて学校教 育 を改革 してい く際 に欠 かせ ない ことが地域 社会 との連携で あ る。

そ う した意 味か ら開か れた学校 教 育をめ ざ した 「5・31教 育改革方案 」が持 つ意味は非 常

に大 きい と思 わ れ る。

ここでは、 「5・31教 育改 革方案 」の なかか ら学校 と地域 社会 との連携 に関連す る部 分

を抜粋、 要約 して紹介 す る。
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1.開 かれた教育社会,生 涯学習社会の基盤構築

全て の国民 に対 して 生涯学 習の機会 を保障 す るこ とは、各 個人 の生命、生 活の維持 のた

めに大切 な こ とであ る。従 って誰 もが何時で も、何処 で も望 む学習 がで き る開かれ た教 育

体制 の基盤 を構築 す る ことは不 可欠で あ る。

その ため、学校教 育 の中 に、以 下 のよ うな社会 教育機 関の プ ログラム を設 け、推進 す る。

0「 学点(単 位)銀 行制」(Credi七BankSystem)の 導入

社会の各種教育 ・訓練機関が大学の役割を果たすように教育施設 ・プログラムを一般に

公開 して、客観的に評価 ・認定された教育課程を履修 した場合に 「学点」を与え、それ

を累積 して学位が取得できるようにする。

0学 校の生涯教育機能の拡大

大学の教育施設、設備、情報、資料及び教育 プログラムを一般に開放 し、現場経験者の

入学機会を拡大 し、生涯教育に貢献するようにする。初等 ・中等学校の場合には放課後

に学校施設 ・設備 を開放 し、 「地域社会文化センター」の役割を果たせるようにする。

0農 漁村を教育の現場に

尖端マルチメディアを活用 した遠隔教育を通 じて農漁村でも良質の教育が受け られるよ

うにする。また、農漁村地域に教育情報施設を優先的に拡充した り、地域別拠点優秀学

校(モ デル学校)を 集中的に育成すること等を通 して 「農漁村の教育現場化」を推進す

る。

0女 性及び高齢者の再教育の機会拡大

尖端マルチメディアを活用する開かれた学校体制を通 じ女性のための情報産業関連の職

業や技術に関する再教育の機会を拡大 し、また、高齢者のための福祉プログラムを提供

するなど高齢者教育を活性化する。

その他、 「開 かれ た教 育体制 」の技術 的 な基 盤 を構 築 するため、 学校教 育、社会 教育、

職業?技 術教 育 を情 報工学 的 に連 繋 し、政 府が総 合的 に支援 す る 「国家マ ルチ メデ ィア教

育支援 セ ンター」 を設置 す る。

2.初 等 ・中等教育 の 自律 的運営 のため の 「学校 共 同体 」の構 築

従来、初等 ・中等教育における学校運営の自律性 と、父母の学校運営への参加は不充分

であ り、学校単位の 自治も行われていない。教育における住民 自治の活性化や学校単位の

自律性の拡大により、学校教育の効果を極大化するためには、教職員、父母、地域住民が

自発的に責任をもって学校を運営 する 「学校共同体」の構築が肝要である。

学校単位の教育自治が活性化され、地域の実情 と特性に適 した多様な教育が創意的に実

遡
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施 で き るように、学校 単位 で 「学 校運営 委員会 」を構成 ・運 営 す るようにす る。

また、学校共 同体 が、 自分た ちの望む 教育者(学 校長 と教 師)を 招聰 して 「良 い我が学

校作 り」 を実現 す るため の制度的 な措置 の一つ として、 「学校長 と教師招 聴制」 を一部 の

学校 で実験的 に実施 す る。

0「 学校運営委員会」の設置

初等 ・中等教育の自律的運営、 すなわち教育 自治を活性化 し、地域の実情 と特性に適 う

多様な教育を創意的に実施すべ く学校単位に教員、父母、地域有志、同門(同 窓会)代

表、教育専門家等が参与する 「学校運営委員会」を構成 ・運営 する。

「学校運営委員会」は予算 ・決算、選択教科及び特別活動プログラムの選定、学校規則

制定に関する審議機能をもつかたわら 「学校長 ・教師推薦委員会」を構成 ・運営 し、学

校発展基金の助成及び使用を決定する。但 し私立学校の場合、委員会の機能は学校運営

全般に対する諮問に局限する。

0「 学校長及び教師招聰制」の実施

一部の学校に限定 して学校長及び教師招聰制を模範的に実施 し、教育需要者である父母

が 望む公聴会が開かれるようにする。

蓬

3.「 国民 の苦痛 を減 らす大学入 試制度 」

現在の大学入試は画一的な暗記中心の入試準備教育を助長 してお り、 「人性教育」が学

校教育か ら消えている。課外教育(塾 や家庭教師)の 過熱現象は学校教育の空洞化あらわ

すものであ り、父母の私的教育費負担 も加重されている。

国公立大学は国家が提示する基準に従って学生を選抜 し、私立大学は初等 ・中等教育の

正常化、国民の私的教育費負担の縮小な どの原則の下に、学生選抜基準と方式を自律的に

定め、学生を選抜す るようにする。

また、国公立大学は必修選考資料 として 「総合生活記録簿」を使用 し、選択選考資料 と

しての修能試験、論述、面接、実技など多様な選考基準に基づいて学生を選抜する。それ

によって、学校教育の正常化を誘導 し、課外教育の過熱状況を緩和する。

0「 総合生活記録簿制度」

新 しい総合生活記録簿には、学校で履修 したすべての教科 目の達成水準 と席次、各教科

の内容項目別の能力と特技事項、出欠事項、特別活動、団体活動、ボランティア活動、

資格証獲得、各種大会の参加 と入賞実績、品性などについて詳細に記録され、生徒の学

校生活が相対的に現れるようにしなければならない。

4.教 育供給者に対する評価及び支援体制の構築
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現在の各種法規による画一的な規制は、教育関係者の学校発展のための積極的な参与と

創意的努力を阻害 している。また、学校教育の質を管理でぎる評価 と支援体制が確立され

ていない。教育需要者(父 栂、生徒)に 学校 と進路の選択に必要な情報の提供もで きず、『

学校の管理運営と生徒選抜に必要な資料提供も不充分 な実情である。

学校が自律的、創意的教育の質を向上させ、良質の多様な教育サービスを提供できるよ

うに、各種の規制を緩和するための 「規制緩和委員会」を設置 ・運営する。

教育課程 と評価の専門担当機構を設置 して教育課程の開発 ・評価 とともに学校 と学校運

営を評価 ・公開 し、評価結果 と行財政支援双方の連携強化をとお しての教育機関の責務性

を強調することによって、教育の質を向上させる。

0「 規制緩 和委 員会」 の設置

学校 設立 ・運営、 教育課程 運営 、学生選 抜等 に対す る規 制 を最少化 す るため の 「規制緩

和委 員会」 を 「教 育部(文 部省)」 に設 置 ・運 営す る。 この委員会 は、 公益 を代弁 す る

専 門家 と規制 対象 者(生 徒 、父母 、教師)で 構成 し、教 育 に関す る規制 に対 す る異議 申

請 を受け、 その適 否 と是正 方法 を決定 す る。

0「 教 育課程 評価 院」の設 置

初等 ・中等 ・高等教 育分野 に対 する国家水 準 の教 育課程 を開発 して、教 育機 関 の責務 を

高 め る一方、 多様 な評価情報 を提供 す るための 「教 育課程 評価 院」 を設 置 ・運営 す る。

この改革方 案のな かで も最 も特 徴的 なのは 、開か れ た教育 社会、 生涯学 習社会 の基盤 を

構 築 す ること と、初 等 ・中等教 育の 自律 的運 営の ための 「学 校共 同体」 を構 築 す るため に

「学校運 営委 員会 」 を設置 す ることであ る。

第II章 「学校運営委員会」設置の意義

従来 、韓 国の学校 教育 にお ける 自律性 と、父 母の学校運 営 への参加 は不充分 であ った。

そ こで 、 「5・31教 育改革 方案」 では、学校 教育 の効果 を極 大化 す るために は、教 職員、

父母、地 域住民 が 自発 的に 責任 を も って学校 を運営 す る 「学校共 同体」 の構築が肝 要で あ

ると し、 その設置 に踏 み切 ったので あ る。

これ まで韓国 では、 父母 と地域 社会 が 「育成 会」 、 「お 母 さん会 」、 「緑色お母 さん会」

、 「PTA」 な どの名 称 によ る公式、 非公式 の ミーテ ィ ングを、とお して学校教 育 に間接 的に

参 与(=財 政 的後援 を主 とす るもの)し て きた。

そのため学 校現場 では、 学校長 と教師 が、生徒 と父 母及び 地域社会 とは、財政 的 な面以

外 には殆 ど関わ りを持た ない まま学校 を運 営 して きた。要 す るに、教 育需要者 であ る生徒

や父 母 らよ り、教育供 給者 であ る学校 長 や教師 の立場 か ら学校 の運営 が行 わ れて きた。 そ

れ故 に、 これ まで の学校 教 育では 、生徒 と父母及 び地域社 会 の期 待 と欲求 を正確 に把握 す
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ることがで きなか った。

1994年 度の韓 国教 育開発 院(KEDI)の 調査 によ ると、 大多数 の父 母が学校教 育 に参与 す

る機会 を与 え られ る ことを望み 、過半数 以上 の父母が その よ うな機会 が与 え られ れば、 自

ら生徒 の生活 や授業 な どの指導 に積極的 に参加 したい とい う意思 を明 らか に した 。

そこで、 「5・31教 育改 革方案 」で は以上 の ような父母 らの要求 に応 えて 国 ・公 立初 等

学校、 中学校 、高等学 校 に 「学校 運営委 員会 」を設置 ・運営 す るこ とにな った。 これに よ

って 父母 と地域 社会 の住民 が学校 運営 に直接参 加で きるよ うに道 が開かれ た ことは、韓 国

の学校 教育 に とって画期 的 な出来事で あ る。

1.「 学校運 営委 員会」 とは

教育 改革運 営委 員会の様 々な改革案 の なかで、地 域社会 との連携 をもって実施 されな け

れ ばな らないのが 「学校運 営委 員会 」で あ る。 「学校 運営 委員会 」は、初 等 ・中 等教育 の

自律的 運営 を 目指 し、学校 と地 域社会 との共 同体 の構 築 のため に設 置 され るもの であ る。

これ まで韓 国で は、一般 的 に学校運営 は教 育行政機 関 と学校 長 をは じめ とす る現場 の教

師 たちの業務 で ある と思 われ て きた。 その ため、 父母 らは学校 の運 営につ いて多 くの問題

点 の指 摘 や批 判 を しなが らも、実際 に学校運 営 に参 与す る機 会が殆 ど与 え られな か った 。

「学校運 営委 員会 」は、 したが って教 育 の需要者 であ る父母 と地 域社会 の住 民 を学校運

営 に参与 させ、 学校 と地 域社会 との連携 を とお した学校 の運 営 を遂 行 させ よ うとす る趣 旨

か ら設置 され るよ うにな った。

「教 育 部」は 、96年 の2月 まで に地方教 育 自治 に関 する法律施行 令 を改 正 して 、市 ・道

(「 市 ・道」 とい う場合 の 「市」 は政 令指定 都市 を指 し、 「道」 は 「県」 に当た る)の 関

連条例及 び規 則 を別 に設 け るな ど関連法 令を整備 、98年 度 まで には、 「学校運営 委員会 」

制 を全面 的に実施 す る方針 であ る。

国 ・公 立の初 等 ・中等 学校 に設 け られ る 「学校運 営委 員会 」は、 父母 のみ な らず、地 域

有志 、教 師、教 育専門 家、 同窓会代 表な ど各界 の人が参加 す る点 か らも、現在の 各種の ミ

ーテ ィング とは根本的 に異 な る。

「学校運 営委 員会 」の委 員の数 は7～15名 で、 その構成 比率は、 父母が40～50% 、教 師

30～40%、 地域社 会有志 及び 同窓会 メ ンバ ー10～30%と する ことを原 則 とす るが、学校 の

規模 と地域 の特性 な どを考慮 して委 員の数 と比率 を定 めて もよい とされて い る。 また、 同

委員会の 活動は 、95年 度2学 期 か ら全 国 の約300～400余 の初 等 ・中等学校 に実験的 に実施

し、96年 度 か ら段 階的 に拡大 して い く予定で あ る。

その活動業 務 は、該 当す る学校 の 予算 ・決算 の審議 、教科 書 ・教科 目及び特 別活動 の プ

ログラ ム選定 、制服 の選定 、学校 憲章及 び学則 制定、修 学旅行 な ど父母 が経 費を負担 す る

事項 にっ いての審議 であ る。 また、地域 社会 か らの寄付 金の微 収及 び管理 業務 、放課後 の

教 育活動 の実施可 否 と費 用決定 な どの議 決権 を持つ よ うにな る。そ して、 同委 員会は 「学

校 長推 薦委 員会 」あ るい は 「教 師推薦委 員会」 を構成 ・運 営 し、 「学校発 展基金 」の助成
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とその使用 を決定 し、地 域社会 か らの寄 付金の 管理業務 を担 う。 また、放課後 に おけ る教

育活動 実施 の 可否 を決定 し、費用 も徴収 す る。 そ して 、その他 、学校 運営 の諸般事項 に関

して諮 問す る機 能 を遂行 す る。

以上 の ように、国 ・公 立学校 の場 合 「学校 運 営委員 会」は 、 これ までの よ うに主 に財 政

後援 のみ を担 当 して い た 「育成会 」 とは異な り、学校 長 と相 互協力 しなが ら学 校 を とも に

運 営 す る教育 自治の 中枢機 関 と しての役割 を果 たす よ うに な る。

また 、学校運 営支援 費.(既 存 の育成 会 費)の 金額 と用途 を決定 し、 父母 か らその費用 を

徴 収 す る一方 、父母以 外の 有志か ら寄付金 を募集 して学校 発展 の基金 を助成 す るこ とがで

きる。従 って 「学校運 営委 員会」 が設置 され る学校 で は、育成 会 と給 食委 員会 が廃止 され、

「学校運営 委 員会 」 がその業務 を代行 す る。

私 立学校 の場合 、設 立者 の経 営 方針 を尊重 して 「学校運 営委 員会」 の設置 を強 制化 せず、

自発 的 に設 け るよ うに勧誘 す るこ とにな った。 しか し、私 立学校 で 「学校 運営委 員会」 を

設 け る場合 、 「学校 運 営委員会 」の機能 及び運 営 に関 す る事項 を学校 法人の定款 に明記 す

るよ うに した。

2.「 学校運 営委 員会 」の 「学校 長招聰 制」 「教師招 聰制 」 におけ る役 割

初等 ・中等学校の学校長及び教師招聰制は、教育需要者であ る父母が自分の子 どもの教

育の責任者を自ら選定する制度で、その目的 と方案は次のようである。

学校長招聴制:96年 度か ら学校長の任期が終了もしくは定年で空席になる国 ・公立学

校を対象に、試験的に実施 し、成果が良ければ拡大 して実施 される予定である。

この制度の実施方法 と招鴨される学校長の資格基準 は、市 ・道教育監が地域の実情を考

慮 して決定 することを原則 とするが、候補者は民主的手続 きによって公開募集されなけ

ればならない。招聰は、管轄教育庁が、学校の要請 する招聰条件で学校長候補者を公募

し、そ して、 「学校運営委員会」の推薦によ り構成 された 「学校長推薦委員会」が該当

する学校に応募 した学校長候補者のなかか ら2名 を選定、任命権者にその中か ら1名 を

任用することを依頼するものである。

教師招聰制:こ の制度は、二つのタイプに区分され る。

その一つ目は、学校長招聴制によって任命 された学校長が教師の定員の20%以 内で学校

の多様なプログラム運営に相応 しい教師を招聰する方法である。その招聰は、管轄教育

庁が、学校長 より要請された招聴条件で候補者を公募 し、学校長が、応募者の中か ら

「学校運営委員会」の諮問を経て最適任者を選定 し、任命権者に任用を依頼することに

より決 まる。

二つ 目は、学校長招聰制を実施 しない学校の 「学校運営委員会」が学校の多様なプログ

ラムに相応 しい教師を定員の20%ま で招聰する方法である。その招聰は学校長招聴制を
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とる学校で実施 す る方法 と同一 であ る。

以上 の制度 に よって父母 は、 これ まで の学校 教育 の補助 者か ら、名実 ともに教 育運営 の

主体者 にな るこ とが可 能 とな り、 画一的 な教 育方式 に よ る弊害 を防 ぐこ とは勿論 、教師 の

間に競 争心 を誘発 させ 、教育 の質 を向上 させ、 父母の教育 需要 と期 待 に学 校が速 やか に対

処 で きる ことが期 待 されて い る。

3.「 学校運 営 委員会 」の性格

「学校運 営委 員会」 が構成 され る意 義は、 父母 と地 域社会 有志、 また教育 活動 の主体者

であ る教 員が学 校運営 に ともに参加 し相互協 力 する ことによ って、学 校 と地 域社会 の発展

を図 るための 「学校 共 同体」 が構築で きるこ とで ある。

「学校 共同体 」は、 学校 の教 育活動 に対 して権利 と責任 をもつ集 団の共 同体 を意味 す る。

したが って、 この共 同体 は、学校 教育 に対 す る権限 と義務 をも って い るすぺ ての集 団、 す

なわち、 学校制 度 を計 画 ・運営 す る設 立者集 団(国 家 ・地 方 自治 団体 ・私学財 団)、 教 育

活 動を 直接i遂行 す る専 門家 として の教 員集 団、 生徒、 父母、地 域社会 住民 ら学校 教育 の需

要者集 団で構成 され てい る。

以上 の三つ の集 団(設 立 者集 団、教 員集 団、需要者 集 団)は 、法的 根拠 によ り権利 と義

務 を も って い る し、 それ ぞれ 自分 たちの 立場 に よって異 なる教 育権 を もってい る。

まず、設立 者集 団は、憲 法に よ る国民 の教 育権利 が実現 され るよ うに制度 的条件整 備 と

運営 に対 す る義務 を果た し、それ に よって要請 され る権利 を守 らなけれ ばな らない。

教員 集団の場 合 は、 国家 よ り身分 の保障 があ り、 公務 を遂 行 す る義務 を果た し、教 育 に

対 する専門的実 践 の権 利 を守 るぺ きであ る。

また需要者集 団で あ る生徒 と父母 は、法律 に よって保障 され た学 習権 の範囲 内で教 育の

機会 を要請 で きる権利 があ る一方 、教 育 を受け るため に要求 され る各種 の規則 を遵 守す る

義務 を果 たさな けれ ばな らない。

っ ま り、学校 を順調 に運 営す るために は、以 上 の三 つの集 団が 自 らの権利 と義務 を正 し

く認識 して行 動 しなければ な らな いので あ る。 これ らの集 団が、互 いに各 自の権利 のみ を

主張 し、葛藤 と対立 を繰 り返 すな ら、 真の教 育は達成 で きない。 したが って、 これ らの集

団は、 学校教育 と運営 の発展 のため に、相互協 力 して 葛藤 を調 整 してい く共 同体精神 が必

要 であ ろ う。 それ故 に今 度の教 育改革 で新設 され るr学 校運営 委員会 」は、 その ような共

同体精神 を発揮 で きるもので、 非常 に意味深 い ことだ と思 う。

4.「 学校 運営 委員会 」設置 に よって 変わ る学 校運営 について

新 しい制 度 を設け るのは、そ の制度 に よって私 た ちの生活 を望 ま しい方向へ変化 させ よ

う とす る意 図が あ るか らであ る。 しか し、1945年 の解 放以後 、韓国 では様 々な教育改 革が
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行 われ て きた が、実 際に韓 国の教育 制度 の姿は それ ほ ど変 わ って お らず、 ただ、形式的 な

もの にす ぎな い。 したが って、今 回の教育改 革の 「学校運営 委員会 」の設 置は非常 に意 味

のあ る ことだ と思 わ れ る。

そ こで、 「学校運 営 委員会 」が各 学校 に設 け られ るこ とに よって 生 じる変革に ついて期

待 され ることについて 述べて みた い。

まず、 第一 に期待 され るこ とは、 これ までの学校運 営 の制 度 は指 示 ・命 令に従 うだけだ

・ったが、 これ か らは学校 自 らがそ の運 営 に関す るすべての業 務、例 え ば教 師の新規採用 か

ら生徒 を管 理 す る問題 、 さ らに学校教 育課程 な どを決定 し、 執行 す る自主的な学校 へ と変

身す るこ とで あ る。韓 国に おいて これ まで の教育行政 は、 中央教育 行政機 関であ る 「教 育

部 」が地 方教育行政 機 関で あ る市 ・道教育庁 に指示 し、市 ・道教育 庁は その指示 を個 々の

学校 に伝 達す る体制 で あ った。それ 故に学校 には その運営上 の裁量 権が な く、 当然 の こと

なが ら学校 は その運 営 に受動 的で あった。

その よ うな こ とか ら、 「学校運 営 委員会」 は、学校 運営全 般 に関す る内容 を学校 長及 び

教師 ・父母 が協 同の協議過 程 を通 じて計画 し決定 す るこ とを とお して、従来 の受動 的であ

り他 律的 な学校運営 か ら脱 皮 す る役割 を果 たす こ ととな るで あ ろ う。即 ち、 「学校運 営委

員会 」 は、学校 中心の 「責任経 営制(School-basedmanagement)」 を確 立させ、学校運

営 を個性 豊か な 自律 的 な運 営へ と転換 させ るので あ る。

二番 目に期待 され るこ とは 、 これ までは ご く限 られた校長 の よ うな人 々に よ り運 営方針

が定 め られて いたが、 「学校運 営委 員会」 に よって 多数 によ り民 主的 にその運営 の方針が

定め られ るよ うにな る ことで あ る。

これ まで学校 の運営 に関 す る全般 的な意思 決定 は、行政官 中心 に行わ れ、父母 や地域社

会住民 、 も しくは現場 の教師 らの意 見は ほ とん ど受け入れ られ なか った。 こう した ことか

ら、父 母 らの 学校 運営 への参 与度 は低 くな る一方 であ り、 それ に起 因 する不満が大 き くな

って きた。 こ うい った問題 は、 「学校 運営委 員会」 の設置 に よ り学 校運営 に対 す る権 限 と

責任 を持 たな ければ な らな い学校外 の人 々もその運 営 に参加 させ、 ともに学校運営 をす る

ことにな り、解決 され る。

要す るに、学校運 営 にお け る学校構成 員、 即 ち学校 長、教 師、生 徒、 そ して父 母 らの参

与 は、学校 教育 の発 展 にも非 常に貢 献す る と思われ る。

三 番 目に、供給者 中心 の教育 か ら消 費者 の要求 を反 映 した学校教 育へ の変化が期 待され

る。

これ まで の韓国の 教育 は、供給 者及 び運営 者の便宜 中心 に行 われ て きた ため、教 育需要

者 の要求は正 しく反 映 され て こなか った。消 費者の要 求を正 し く反 映 して いない商 品が消

費者 に受 け入 れ られ ない よ うに、 父母、 生徒、 地域社会 住民 の要求 を反映 してい ない画 一

的 な学 校教育 が受 け入れ られ るこ とは ない。韓 国の教 育を競争 力あ る体制で構 築す るため

には、 教育 需要者の 選択の 幅 をよ り拡大 す る と同時 に、教 育生 産者 同士の 自由で公正 な競

争 も拡 大 していかな ければ な らないので あ る。供 給者及 び運営者 中 心の学校運営 では、学

校教育 が生徒 にいか な る意 味があ って、学 校教 育を とお して何 を学ぶべ きか よ り、定め ら
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れた教 育 内容 をいか に して前 に進 め るか に汲 々 とす るようにな る。特 に、 父母の学歴 が高

くな って い くにつれ、 子 どもの教育 に対 す る権 利 を主張 し、学校教 育に参 与 しよ うとす る

要求が強 まってい るのが現状 であ る。 しか し、組織 的で あ り体系的 な学校教 育の ための政

策決定、 若 し くは学校 運営過 程に参 与す る機 会 がない ので不満が 生 じて きた。

新設 され る 「学校 運営委 員会」 は、学校 教育 に父魁 と地域社会 有志が 等 しく参 与 する こ

とを とお して教育消 費者 の要求 を反映 した学校教 育 の土台 を作 るこ とに意味が あ る。 これ

は、住 民 自治 に よ る教育 を可能 とし、教 育 自治 の実現 をはや め るきっかけ にな るだろ う。

四番 目に期 待で きるこ とは、閉 鎖的学 校運営 か ら開 かれ た学校運 営への転換 で あろ う。

これまで数 多 くの教 育 問題が起 こったのは、 事実上 、学校運 営が非 公開的 で閉鎖 的なされ

て きた ためで あ ると思 われ る。 「育成会 」運 営の 問題 な どは、財政 面だ け学校 に協 力 し、

学校 運営 を公開 的に運 営さ れてい ない こ とに起 因 す る。

その よ うに学校 運営 が非 公開的 で閉鎖 的 にな され る状況 では、外 部か ら学校運 営に対 す

る人的、 財政的 な支援 を行 いに くくして い る。 すなわ ち、 学校が抱 えて い る問題 や苦労 と

その運営 方針 を知 らない ま までは 誰 もそ れに協 力で きないので あ る。

多 くの父母 らは、 「育成会 」が どの よ うに運営 され てい るのか、学校 の基金が どの よ う

に形成 され るのか、 子 どもに関 す る学校 の意思 決定が どの よ うな方式で な され るのか に関

して ほ とん ど情報 を もってい ない。

そ こで 「学校運 営委 員会 」に よ り、 これ まで閉鎖的 で非公開 的で あった学校運 営 を父母

と地域社会 の住 民に公 開す ることを とお して、学校 が抱えて い る問題 を正確 に把 握 し、意

見 を集 め、学校 発展 の方向 を模 索 で きるこ とに なるであ ろう。そ して、 これは閉 ざされ た

学 校教 育か ら開かれ た学校教 育へ転 換す る きっか けに なるだ ろう。

最後 に期 待 で きる ことは 、学校運 営が融 通性 のあ る運営 に なる ことで あ る。

従来 、韓 国の学校 教育の運 営は、 定め られた基 準 によって画 一的 になされて きた。生徒

には 自ら通 いたい学 校 を選択 する権 利 も与えず、 自ら願 う教育課程 を履修 す る自主権 も与

え られなか った。

そ れは学校側 において も同様で あ った。即 ち、学校側 に も必要 とす る生徒 を選 抜 する 自

由が 与 え られ ず、教 育課程 運営 の 自決権 も与 え られて いなか った。 その ような基 本的 な権

限以外 にも地域的 な問題、 例 えば遠 足や 修学旅行 、運動会 な どの 日程 や行 き先、 また制 服

を決 め るこ とまで学 校側 が一方的 に決定 し、公 表す る ことが 一般化 されてい た。

「学校運 営委員会 」 の設 置 は、 以上 の ような問題 も互 いに協議 して決定 す ることを とお

して、 これ まで の画 一的 で行政便 宜 中心 の学校運 営 を融通性 のあ る個性 豊か なものへ と転

換 させ る きっか けに なるだ ろう。

第III章 「学校運 営委 員会 」 と教 育 自治 制

教育 自治問題 が、1995年8月 に行 われた 「教 育改革 委員会 」に よる地方教育 自治制度改
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革の試 案発表 に よ り再 び世 論の関 心の対 象 と して浮か んで きた。 「教育 改革委 員会 」は、

「学校運 営委 員会」 が各地 方教育行 政の責 任 をもって い る市 ・道教 育委 員会の委 員 を二分

の一以 上選 出す るよ うな試 案を設 け、公聴 会で提 示 した。 ここでは、 「学 校運営委 員会」

の主要 メ ンバ ー と して活動 す る父母 と教師 、教育 専門家 らの意見 な どを収 敏 して、教 育 自

治 の正 しい方 向を提示 す る。

「学校運 営委 員会」 は、 教 育の需 要者で あ る父母 、教師 、地域有 志等で構 成 され、活発

・に活動 す る場合、 学校運営 に大 きな役割 を果 す こ とがで きる機 関で あ る。 「学校運 営委員

会 」が選 出す る教 育委 員が教育 委員会 の過半数 を占め る とすれば、 彼 らの 意見を教 育行 政

に大幅 に反 映で き る制度 が確 立す る ことにな り、教 育 自治 の実質化 への大 きな一歩 として

評価 され るであ ろ う。

従 来の教 育委員 の選 出方式は、 市 ・郡 ・区議 会で それぞれ2人 ず つ推 薦 したなか か ら、

市 ・道 議会 が選出 す る二重 間接選 挙制度 だ った。 この制度は、教 育 需要者 であ る父母 の必

要 と欲 求 を反 映す る ことに限界が あ る とい う指摘 が あ った。 また、候補 の選 出過 程で 問題

を起 こ した り、教 育財政 の確 保 をす るこ とが難 しい とい う指摘 もあ った。

しか し、教 育界 の 一部 で は、教 育委員 を住民 の直接 選挙で選 出 しなければ な らな い との

主張 もあ り、今度 の 「教 育 改革委 員会」 の試案 に対 す る反対 の声 も強 い。要 す るに、住 民

の直接選 挙 によ り教育 委員会 を市 ・道議会 と完全 に分 離 した議決機 関 として独 立 させ なけ

れば な らな い と言 うこ とで あ る。 また彼 らは、学 校運営 委員会 の代表 が教 育委 員の候補 を

推 薦 すれば、 各学 校 の競 争 が過 熱 とな り、 学校別 代表性 が強 く浮 か んで くる と主張 して い

る。

その他 、教 育委員 を市 ・道議 会 の同意 で地方 自治体長 が任命 す るか、地 方 自治 体長の推

薦 で、 市 ・道議 会が 選出す るとい う案 も議 論 され てい る。 これ は、市 ・道 議会 が地方の教

育事務 を議決 し、教育 委員会 はそ れを執 行 す る機構 と して役割 を果 たすもので あ る。

結び

以上 「学校運営委員会」を中心 に 「5・31教育改革方案」における学校 と地域社会の連

携問題について考察 してみたが、 この制度を正 しく運用す るには、学校の運営方式をめ ぐ

る教育需要者である父母 らと供給者である学校 との対立、学校の規模 ・設立目的、地域社

会の特性 などから地域と学校の間に起こる対立、運営委員の選出をめ ぐる対立などの解決

が今後の課題 として残 され るだろう。

【参 考文献 】

・ 『5・31韓 国教育改 革方案 』(韓 国)第2次 大統 領報 告書、教 育改革委 員会、1995年5

月31日 。
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タイ国の今日的教育課題と教育政策

堀 内 孜

1.社 会変 化 と教育 課題

タイ国政 府、 国家経済社 会開発 委員会(NESDB)は 、 昨年11月 に本年10月 よ り

開始 され る第8次 経 済社会 開発5ヵ 年 計画(1996～2001年)の 概要 を公表 した。

その基本 は、現行 の第7次 計画(1991～1996年)の 重 点 とされた 「経済開発 ・発

展」か ら 「経済」 「社会」 「人 的資源」 の開発へ重点 を移 し、 次の3点 を重要 課題 と して

設 定 した。

①経済の持続的かっ健全な成長

②地域間格差、農工業間格差の是正

③経済社会開発における政府の管理 ・運営能力の改善

タイ国 は1980年 代後半 以降 、一 定の振 幅を伴 いなが らも高度経済成 長を持続 して き

た。だが 同時 に、それ に伴 う種 々の社 会的歪 み も生み 出 し、1人 当た りGDPが2000

米 ドル に達 しよ うと してい る現在 、その修正 が政策課題 と して提起 され よ うとしてい る。

確か に この第8次 経済社会 開発5ヵ 年計画 において は、 経済成長率 を年8.0%に 設 定 し、

輸 出伸び率 も毎年16%と かな り高 めの設定 と して い る。 おお よそのイ ンフラ整 備の見通

しが立 った現在、社 会発展 の基本 を物 的 ・量 的な もの か ら人的 ・質 的 な もの に移 して い く

ことが重視 されっ つあ る。

と りわけ第7次 計 画 で謳 われ た 「地方開発」 「人材 開発」が、 よ り具体化 され、社会 ・

人的開発 と して、 「義務教育 の9年 制 への移行 」 と 「工学 部卒業者 の年10%増 」 、 「科

学技 術学部 卒業 者の年8%増 」 とい う数値 目標が掲 げ られて い る。 この第7次 計 画、第8

次計画 を通 した ところに、今 日の タイ社会の問 題点 と改革 課題 を読 み取 る ことがで きるが、

それ は農村 社会 か ら工業 化社会へ の転 換 を外国投 資 中心 の経済発展 か ら国内産業 の育成 一

輸 出の増大 に よ って図 る とい う基本戦 略 と現実 とのギ ャップで あ り、その解消、是正 であ

る。

社 会経済 的 には、経済 一産 業、金融 、消費 のバ ンコ クー極 集中 を緩和 、解消す るため、

沿岸部、 内奥部 での工業立地 の推進 と、 その ための条件 整備 と してイ ンフラ関連 で は電話

回線 の増設(600万 回線 の増 加、人 口100人 当 た り18回 線へ)、 道 路網 の整備(1

000Kmの 延長)、 電力供 給の確保(消 費量 の25%の 余剰電 力能力の確保)と 、産業

振興の全国 展開 を可能 とす る方 策が立 て られて い る。 そ して更 に重視 されてい るのが 「人

的資源の 開発」で あ り、文字 通 り経済 的 自立の 可否が ここに存す る ことの認識が示 されて
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い るといえよ う。

あたか も日本 におけ る1960年 代 の高度経済成 長期 を思わせ るよ うな産業育成 と人材

育成 を車軸 の両 輪 とす る政策 であ るが 、それ を完 遂 させ るため に不可 欠 と認識 されてい る

のが上記 の課題 、っ ま り義務教育 年 限の6年 か ら9年 へ の延長 と高等 教育 におけ る理 工系

学部 の拡充 であ る。経済 政策 の側 面 か ら教 育政策 を捉 え るな らば、 この よ うに経済 の質的

高度 化の ための教育 の拡充 とい うこ とにな るが、 日本 の過去 の経験 が示す よ うに、急 速 な

経済成 長 は急激 な社会 変化 を もた らし、 この社会変 化が 直接 、間接 にそ して多様 な形 にお

いて教 育 に影響 を与 え る。

第6次 計画 の段階 で、 タイの経 済発 展を 「NAIC一 新興 農工業国 家」 として表 した よ

うに、 タイは今 もって農業国 家 と しての面を強 くもってい る。 その近 代化、工業 化は、農

業 一農村 一伝統 社会 との関係 でのみ語 られ る ものであ り、 日本の近代 化過程 のよ うに一方

にお ける工業 の保護主 義政策 と他 方 にお ける農業 か らの収 奪を両面 とす る ことは、今 日の

経済 の国際化 が徹底 した状況下 で は不可 能で あ るだ けでな く、国際 的に優位 に立っ タイの

農業 を活用 で きな くな るこ とにな る。 この ため工 業 一農業 、都市 一農村の二極 をいか に均

してい くの かが 種 々の社 会政策 にお いて課題 とされ ざるをえな いが、 それ は これまでの伝

統 的な農村社会 が もって いた経済 外 の社 会維持機能 を解体 し、 それを冷酷 な資本主 義社会

におけ る商品経 済の メカニ ズムに組み込 んで い くことを意 味せ ざるをえ ない。家庭 一家族

制度 を中心 に、そ こでの労働形態 や福 祉機能、更 には医療 や看護 と、近代化 に伴 う商品経

済社会 におけ る負担構造 の明確 化が求 め られ ることとな る。

この問題 は、伝統社 会の崩壊 に伴 う近代的教育 観、能 力主義 と学 歴主義 の伸長 と して教

育問 題 に転 じ、具体 的 には伝統 的農村社 会が 内包 して いた経済外 の教 育機能 を弾 き出す こ

ととな らざ るを えな い。具体 的 には急速 に成長 して い る 「中間階層 」を 中心 に学歴主義 が

首都 圏の みな らず地 方都市 にまで浸 透 し、地方 の 自作 農民、商工業 者の教育観 を転換 し、

政策的 に遂 行 された義務教 育年限 の延長 が予 想以上 の中等教育進 学率 と して結果 しっ っあ

ること、 そ して他方 で伝統 的 な 「共 同体社会 」が保持 して いた教 育機能 、 と りわ け幼児 や

障害児へ の保護機 能が弾 き出 され、何等 かの制度 的措 置が必要 とな りっ っあ る こと、 と し

て表 出されて きてい る。

このよ うに現在 の タイ におけ る急速 な経 済発展 は、一方 にお ける経済 発展の ための教 育

整備、高 度化 と他 方 におけ る教育 的弱者(幼 児、障 害児等)の 制度 的救 済措置 を求 め るこ

と とな って お り、政策 的なバ ラ ンスを いか に とるかが注 目 され る ところで あ る。

皿.教 育政策 の概 要 と問題点

1.義 務教育 年限 の延長

現在の タイ におけ る最 も重 要で基本 的 な教育 政策課題 は、義務教 育の6年 か ら9年 へ の

延 長で あ る。1995学 年度 にお いて、第6学 年 か ら第7学 年へ の進学率 が90%を 越 え

た とい う、予想以上 の 「成果 」を収 めて い るが、 それは先 に述 べた国民、 とりわ け地方 に
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おいて も急成長 して い る 「中間層 」の高学 歴志 向 に支え られた もの であ り、種 々の問題

を含 んで い る。

この問題 が、 ヒ ト=教 員 、モ ノ=施 設 、設備 、教 材(地 方 においては、未 だ貸与制 の教

科書 が行 き渡 っていな い現 実があ る)、 カネ=学 校運営費(学 校毎 の 「収益事 業」 によ り、

一定 の運営 費が賄 われて い る現実が あ る)と い う、 いわ ゆ る3Mに 直結す る ことは言 うま

で もないが、 「無償 、非強 制」の 中等教育 と して措置 されて い るに もか かわ らず、実際的

には家庭労 働力 の 「損失」 とい うだけで な く、種 々の経費 負担 が家庭 に求 め られ、 その負

担能力 に応 じた 「学校格 差」が顕在 化 しっ っあ る。(筆 者 が 昨年11月 に調 査 した北部の

ラ ンパ ン県 において は、都市 に位 置 し中等一 般教 育局 の所管す る従来の6年 一貫中等学校、

同 じ所管 によ る郡 部の 中学校、 そ して新 たに小学校 に併設 された中学校 では、 「授業料」

こそ 「無 償」 とされて い るが、一部 の学校=都 市部 の 「有名校 」 にはその徴 収が認め られ

て い る し、実 際 には家庭 負担 の教 育費 に大 きな差 があ った。)

また この施策 が 「予想 以上 に」 進展 して きた とい って も、 第8学 年以上 の在籍率や地域

格差 にお いて(上 記 の ラ ンパ ン県の初等教 育委員 会=ONPEC県 事務所長 に よれば、 同

県で は当初予定 の中学校 設置 を2年 延長 しな ければ完了 しない との ことで あ った)、 多 く

の問題 を残 して い る。

2.障 害 児教育 ・幼児教 育の振興

先 に述 べ た伝統 的 な地域 社会 の変貌、 とりわ け共同体機能 の減退、喪失 は、教育 におい

て はそれに依存 して きた非 定型 の教育 の存立基盤 を揺 るが して きた。具体 的 には、家族 や

近隣社会 の前近 代的 な関係 によ って支 え られて きた幼児 や障害児 に対 す る最小 限の保護が、

農村 にお ける商 品経済 の浸透、伝統 的 な家族 、共 同体社 会の減退 に よって機能 低下 に陥 っ

て きてい る ことが あ る。

未 だ体系 的な制度措 置を立 て るに至 っていな いが、教 員養成 の主要部分 を担 って いる地

域 総合大学(RajabhatInstitute一 旧教 育大学 が1995年 に成立 した 「RajabhatInsti

-tute法 」 に よ って、名称等 が変更 された。 なお この 日本語 の名称 は、筆 者がRIを 所管

す る教育省ORIC-OfficeofRajabhatInstitutesCouncil一 旧教 員養成局 の局 長 と

協議 して、その改正 趣 旨か ら了解 を得 た もの であ る。)で は、教員 養成部 門を縮小す る中

で、 この両 領域 の学科増設 と教員配 置等が重点 的 に進 め られて い る・そ して 日本 と異 な る

ことは、いず れ もこれ までの家庭 や共同体社会 との接点 を重 視 し、 その活用、支援 を前提

と した よ り具体 的、実 際的 な方法 を採用 しよ うと してい る点で あ り、現在 の 日本 にお いて

再検討 され よ うと してい る家庭 や地域社会 の役 割 を最 大限活用す る方向で進 め られて いる

ことで ある。

3.高 等教 育の拡 充

タイの大 学 は、伝統 的 にエ リー ト官 僚養成機関 と して の性格 が強 く、今 日の経済発展 に

十分 に対応 で きない との批判 がな されて きた。っ ま り、人文 系学 部が 中心 であ り・ また大
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学数や学生定 員 が総体 的 に少 な く、学生 の多 くが 富裕階層 出身者 で 占め られて きた。 そ し

て人 ロ1割 の首都 バ ンコ クに大学数 で6割 、学生 数で8割 が集 中 していた。 このた め先 に

挙 げた格差是正 を核 と した現在 の社会経済 的 な課題 に対 して、質 量共 に見 直 しが求め られ

て きた。

量 的側 面 にっ いて は、義 務教育 年限の延長 に よる高学 歴志 向が 次第 に強 ま ってい ること

もあ り、大学 を は じめ とす る各種 の高等教育機 関へ の志 願者が増 大 しっっ あ り、 その新増

設 と定員増 が 図 られて きてい る。上 述 した地域総 合大学(一 般大学 が大学省の所管 であ る

の に対 して、教育 省が所管 す る機 関でバ ンコクの6校 の他 、75県 の うち30県 に設 置 さ

れて いる。)で は、正 規学生 定員 の25%増 と7県 での新規 開設 が内閣 より求 め られてい

る。 また一 般大学 も(有 力政 治家 の出身県が優 先 され るとい うこ とはあ るが)理 工系単科

大学 の地方 都市 での開設や既 存大学 の理 工系学部 の増設(文 科 系学部 を中心 とす る大学 で

あ ったタマサ ー ト大学 には 日本の技術援 助 によ って工学部 が開設 された。)、 そ して分校

の独 立化 として拡充が 図 られ て きて い る。

質 的側面 と して は、 上で述 べた よ うな理 工系重 視を軸 に した経済需要 に対応す る人材育

成が課題 とされて いる。 この ため最 も必要 とされ るのが、需要 の大 き くな ってい る理工系

領域 の教 員 の確 保 とその質的 向上 にっ いてであ る。経 済の拡大 に よる実業界 での人材需要

と大学教 員の それ とが競合 し、 また次第 に大 き くな ってい る官民 の給与格差 によ り、新規

教員の確 保が困難 とな ってい るだけで な く、 大学 か ら民 間企業 への転 出 も深刻 な問題 とな

って いる。 この問題 の抜本 的な解決 は教員 に限 らない官 民の給与格 差が あるため困難視 さ

れて い るが、 当面 は現在 の教 員の資格 や力量 を研 修や上級 学位 の取 得等 によ って向上 させ

ることが企 図 されてい る。 昨年 にチ ュラロ ンコン大学の理学 部、工学部 の教員 を東大 等の

日本の大学 に留学 させ る 「日タイ技 術移転事業」 が 日本 のOECF(海 外協力基 金)の 約

73億 円の借款 によ り開始 す る ことが合意 されたの もこの一 環 と してであ る。 また旧教育

大学 の地域 総合大学 への改 組 も、地方 にお ける中級技術者 の養成 一輩 出が その狙 いであ り、

加速 化す る地 方で の経 済開発 と人材供給 との ミスマ ッチが深刻 化 してい ることを背景 と し

てい る。

皿.地 域社会 の変化 と学 校教育 の役割

これ まで述 べて きたよ うに、 タイで は首 都バ ンコクに限 らず全土 に渡 って 「近代化」 一

「商 品経済化」 が加速 的に進展 し、伝統 的な組織や人 間関係 に依拠 して きた教 育 システム

が崩壊 しよ うと して い る。既 に障害者や幼児 とい った社 会的弱者 の地縁 的ケアが十全 に機

能 しな くな りっっ あ るが 、今後更 に深 刻化 す るこ とが予想 され る。 また他方 で、中等教育

の義務化 が進捗 し、総体 と して就学人 口が増 大す れば、学校社会 と地域社会 、家庭 との教

育機 能 の分担 関係 に も変化 が生ず ることとな る。

それ は これ まで 日本が経 験 して きた よ うに、学校教育 の拡充 一学 校化社会 に よる病理現

象 の顕現化、 そ して学 校教育 機能 の肥 大化 に対す る家庭 や地域社会 の教 育力 の快復 の模索

とい う形 で進 展す る ことにな るか も しれな い。 だが今 日の タイ社会 が、その仏教 に よる道
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徳規範 の強 さや独 自な婚 姻制度、 家庭制度 に よる家族観 の違 い によ って、 日本 と同質 の問

題 を抱 え る ことにな るか ど うかは予断 で きな い。 また 「学校 化」状況 の進 展 も、 タイ人が

その国 民性 において 日本 人 と同様 の教育 的価 値観、 と りわ け学 歴志 向に繋が る教育 の功利

的価値 観を今 後強 めてい くことに な るのか ど うか も速断 で きな い。

ただ資本主義 的商 品経済の もつ一般性 にお いて、 タイの地域 社会 がよ り機能的 な社 会 に

変貌 し、共 同体的教育 機能 が減 退 してい くことは間違 いないで あろ う し、 その喪失 され る

部分 を今後拡 充 されて い く学校 教育 が受 け止 めざ るを えない こと も確か といえ よ う。 そ し

て この過程 にお いて、両者 の役割分担 と連携 の在 り方 を タイの固有 な文化や伝統 か ら設定

しうるかど うか が問わ れ ることとな るので あ る。

一435一



タ イ 国 家 経 済 社 会 開 発5ケ 年 計 画 に お け る 農

村 教 育 政 策 の 展 開

野津 隆志

畳.はじめ に

1.タ イの教育政策の立案機構

タイ政府は1960年 よ り国家経済社会 開発5ヶ 年計画(勲"、P物'伽 襯&'o々f'陀oS伽 齢ω,3

玩"塞 肋α'以 下、5ヶ 年計画 と略記)を 策定 し、国家的課題に取 り組んで きた。現在 に至

るまで5ヶ 年計画は継続的に立案 され 、本年1996年 は第7次5ヶ 年計画(1992年 一1996年)

の最終年にあ たる。教育政策 につ いてもこの5ヶ 年計画内で直接 ・間接に言及 され、タイ

の教育のあ り方を方向づけている。その意味で5ヶ 年計画は、タイの教育政策の根幹に位

置 して いると言える。以下では、第1次 か ら第7次 までの5ヶ 年計画 を検討 し、中で述べ

られて いる農村地域を対象 とした教育政策につ いて述べ る。検討に先立ち、タイの教育政

策を考 えるば あいに5ヶ 年計画 がもつ重要性 を、行政機関の組 織機構に従 って整理 してお

くと次のようになる。

まず、5ヶ 年計画 を立案す るのは総理府に設 けられた国家経済社会開発局である。同局

は、1958年 サ リッ ト首相によ り社会経済発展 の計画立案のために設 け られ た専門組織が発

展 した政府機関である。5ヶ 年計画の立案 と計画関連予算編成 を実質的に統括する権限を

有 してお り、タイ政府 の経済社会政策展開の中枢的機関 と言 える。

教育部 門に関連 した政策 の実行 もこの5

ヶ年計画に従 って行われ る。 まず、5ヶ 年

計画の指針 に基 づ き、よ り具 体的 な教育政

策 実施 の計 画案 として、国家教育開発計画

(PβπP腐 〃朋σGαπεπ々 5α肋 π8`加αの が策定

され る。 この教 育計 画は、総理府 に事務局

を持つ国家教育委 員会 が立案 す る。国家教

育 委員 会 も国 家 経 済 社会 開発 局 と同 様 、

1958年 に教育 の専 門的政策立案 を行 う機関

として創設 され た機関で 、首相 が議長 を務

め る。 またさ らに、同委員会 は重要 な教育

改 革 が5ヶ 年 計 画で 提示 され た ときには

(例 えば1977年 、1992年 の教育改革の時)、

国家教育計画(Pθ 〃Gαη5㍑々5α」F伽轡伽o')を

策定 し、改革実施 の計画 を立案 して いる。

図1タ イ教育政策に関与する行政機関

総理府

国家経済社会開発局
→経済社会開発5力 年計画の策定

国家教育委員会
→国家教育開発計画の策定

→国家教育計画の策定

教育省

大臣官房局

教育 ・宗教 ・文化開発計画の策占

国家初等教育委員会など
→初等教育委員会教育計画の策定
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総理府で立案 された国家教育開発5ヶ 年計画は教育省 に下ろされ、 さらに具体的な実施

方針 と項 目を内容 とする教育 ・宗教 ・文化開発計画(勲 π勘α伽 朋Gα"5κ々58(}απ鰯 α紹'印

磁π醐伽 η鋤 備)と なる。 この教育 ・宗教 ・文化開発計画は教育 省のなすべ き課題全体 に

ついて言及 したものであるが、続 いて教育省の各部局 はこの計画に対応 した個別的施策 を

立案する。例 えば国家初等教育委員会は、初等教育委員会教育開発計画CPθ π 月認伽期

oαπ5μ々 5σ80〃塞紹々8翻肋4π罐o,η㎎α研G僻P7伽 〃,5z庸α飾欝 肋oの を策定す る。

こうして、国家5ヶ 年計画はタイの教育計画実施のための頂点 にあ って 、階層的行政機

構に従 い漸次的 に具体的な内容 とな る教育政策 の基本的指針を定立す る位置に存在するの

である。今述べ た教育政策立案 の流れ を図式化すると図1の ようにな る。

2.タ イの農村教育政策

タイ農村は現在大 きな変容過程 にある。第7次5ヶ 年計画 において もタイ社会が農村社

会か ら都市社会へ変容 しつつあることをふ まえ、さまざまな社会経済施策を立案 している。

しか し、1990年 セ ンサスで見 る と農村部 と都市部の人口比率 は、農村81.3%一 都市18.7

%で あ り、依然 としてタイ農村はタイ社会 を考える上での基本的対象であることに変わ り

ない。η

1960年 代以前においては、農村 は比較的 自立 した 「共同体社会 」と して存在 し、外部世

界 との交流は限定的なものであった。 しか し、1960年 代以降、タイ農村 には大 きな変化 が

生 じた。旧来の伝統的 な稲作農業か ら、商品作物栽培 、新品種導入 、肥料使用、農作機械

化、潅瀧用水の敷設 など農業形 態が変化 したばか りでな く、交通網整備や家屋電化な どの

生活環境の変化による都市文化 ・情報の流入 、さらに大都市への出稼 ぎ労働者の流出な ど

農村生活 のあ らゆ る側面が大 きく変容 したのであ る。2⊃

このようなタイ農村社会の変化はけっ して 自然 に発現 したので はない。タイ政府の強 力

な農村開発政策の実施 と地方行政 の組織化 によっては じめて実現 した ものである と言って

よい。そ して、 この政府の施策に最 も影響 を与えたのが一連の5ヶ 年計画であった。従っ

て、5ヶ 年計 画は農村 に生 じたあ らゆ る開発 と変化を考 えるため に不可欠の検討対象であ

る。タイ農村教育に対 しても、5ヶ 年計画は当初 よ り農村地域 を最 も教育開発 が必要 とさ

れる地域 と認識 していた。現在も新 しい教育問題 を抱 えなが らいっそ うの教育 の拡大 が試

み られ、タイ教育政策の重点対象地域であ り続 けている。

以下では便宜的に5ヶ 年計画を第1次 か ら3次 、第4次 か ら6次 、そ して第7次 と三っ

の時期に区分 し検討す る。は じめに第1次 か ら3次 と第4次 か ら6次 の5ヶ 年計画にお け

る農村教育政策 を概観 し、続いて第7次5ヶ 年計画の描 く農村教育の問題状況 とそれに対

応 した諸政策 を検討す る。

ll.第1、 第2、 第3次5ヶ 年計画の農村教育政策 一1961年 か ら1976年 まで

1961年 に国王の名で第1次5ヶ 年計画(1961年 一1966年)が 公布 され 、タイ国家 の進む

べ き道筋 がは じめて明示 された。この5ヶ 年計 画では学校制度改革が提示 され、初等義務

教育 が従来の4年 か ら7年 と延 長された。タイの新学校制度 は7年 の初等教育 に、5年 の
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中等教育(中 等前期3年 と後期2年)が 加わ り、学校制度 の形 態は、7年 一3年 一2年 一4

年 とい う4段 階 に区分 された。

第1次5ヶ 年 計画か ら第3次5ヶ 年 計画(1972年 一1976年)ま で を通観す ると、1960年

代か ら70年 代半ば までのタイの教育開発の前に存在 した障壁が いかに大 きなものであった

か理解で きる。特 に1960年 代 は出生率 が40人 以上(対 人口1000人)に 達 してお り、児童数

の増加 に見合 った学校施設の新 ・増 設 と教員 の確保 が急務 とされ ていた。3,ま た、教育

上 の損耗(Was塊e)も 、もう一つの大 きな問題 であった。第1次5ヶ 年 計画では小学校

1年 か ら4年 までの学年で60万 人 もの落第者が発生 して いることを指摘 している(第1次

140p)。4⊃ 教育上の損耗問題 は1970年 代で も解 消す ることな く、第3次5ヶ 年計画では

学年進級のための試験 で小 ・中学校 にそれぞれ20～40%の 試験 落伍者 がいることが指摘 さ

れている(第3次448p)。

このような問題状況 は、農村地域ではと りわけ大 きな問題 であった。3次5ヶ 年計画の

記述を例 にとると、次のよ うな農村教 育普及の前提 となる条件整備の問題が存在 していた

ことがわかる。

・初等教育では特 に僻地で教 員の不足 、教材 、施設 ・設備が不足

・中等教育では理数科教師の不足、学校、施設、教材が不足

・通信手段の問題 により行政的指導や援助が困難

特に、農村の教員不足については事態は深刻で、僻地 では福利厚生及び安全確保の問題

の ため教師が赴任 したが らない ことも指摘 されている(第3次451p)。

このような状況 に対 して 、第1次 か ら第3次 の5ヶ 年計 画で は、非常に多彩 な個別的施

策 を案出 ・列挙 し、あ らゆる手段を用 いて農村教育の拡充 を計画 してい る。また、農村教

育開発の重要性 は計画年次 を追 うごとに高 ま り、第3次5ヶ 年計 画では農村教育 開発 は

「重要プロジェク ト」と明言 され、家族計画 、僻地の栄養改善 、職業訓練 などの多 くの農

村開発関連事業 と連動 して実施 されることが計画されている。

第1次 から第3次5ヶ 年計画にお いて、どのよ うに多彩な農村開発のための教育施策が

提起 されたのか知 るために、各計 画に記載された 「プロジェク ト」を取 りあげてみる。3

次にわたる5ヶ 年計画 の中では 、合計84項 目にも及ぶ教育関係のプロ ジェク トが企画され

ている。それ らは、幼児教育か ら高等教育 、成人教育 まですべての教育段階を含んで いる

が、その中で特 に農村教育と関連 するプロジェク トを列挙する と次のようになる。

第1次5ヶ 年計 画中のプロジェク ト

(ア)農村学校(ビ レッジ ・ス クール)事 業 一学校の設置 されて いない農村 を対象 として、

1964年 か ら1966年 に毎年200校 の農村学校を創 設する。農村学校 に対 して教員 ・教具 ・

児童用教科書を供給す ることによって農村の義務教育普及 を促進する。

(イ)地域教育発展事業 一国境地 域の教育振興 を図 り国内の多様 な地域の教育水準 を向上

させる。

(ウ)福祉学校事業 一学校の設置されて いない森林地帯、高地 な らび に島填 に居住す る児

童の教育のために毎年2～3校 の福祉学校を設置する。
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(エ)農業学校事業 一前期 ・後期中等学校 を対象 と し、各地方の実情 に適応 した農業 を教

育す る学校を設置 ・拡大す る。

第2次5ヶ 年計画中のプロジェク ト

(ア)5校 の福祉学校 を設立 する。両親の適切な支援を受け られない生徒 を受 け入れ る。

さらに、山地民族のために創設 された学校 を拡充す る。

第3次5ヶ 年計画中の プロジェク ト

(ア)無償教科書配布事業 一第3次5ヶ 年計画期間中に641万5百 部の教科書を貧 困生徒に

配布す る。

(イ)僻地 の教師不足解消事業 一教員養成機 関の在学生に奨学金 を授与 し、僻地へ赴任 さ

せる。三千戸の教員用住居 を僻地 に設置する。

(ウ)農村学校発展事業 一539校 の農村学校を対象。それ らの学校 を地域学校(コ ミュニテ

ィ ・ス クール)と し、成人や青年 を対象 と したサー ビスを提供す る。学校 が地域の発展

に貢献 することを目指 し、地域 と学校 の関連 を強化する。

(エ)郡レベルの中等学校開設事業 一前期中高学校が置かれて いないすべての郡 に対 して 、

中学校 を設置する(180校 を予定)。

(オ)僻地 の中等学校発展事業 一地域の生活や農業 と関連 したカ リキュラムを開発向上 さ

せる(198校 を対象)。

(カ)人口流出防止のための学校開設事業 一地方か ら大都市への人口流出を阻止す るため、

後期中等学校 を地方に設 置す る。それ らの学校で職業工芸、農業機械 、図書、科学 など

の教育開発を行 う。

lll.第4次 、第5次 、第6次5ヶ 年計画 における農村教育政策 一1977年 か ら1991年 まで

第4次 以降第6次 までの5ヶ 年計画の全体的色調 を見 ると、都 市部 と農村部の均衡化が

重要課題 として取 りあげ られて きたことがわか る。例えば第5次 国家計画では 、 「所得 と

繁栄の地方分散」、 「後進農村の貧困解消 」、 「地方開発による地方中核都市の指定 ・開

発」、 「全国農村の3分 の1を 占める絶対的貧困層の一掃 」が 目的 とされ、農村地域の開

発は主題的な位置を占めるようになった。

農村教育につ いて見ても、第4次 以降 の5ヶ 年計画の記述では、 「人口規模の適正化事

業一家族計画の実施 」、 「幼児保健事業 一発達 の促進 、栄養改善 、予防接種 のプログラム

実施」や 、さ らには 「仏教寺院 などの役割強 化事業」、 「地域文化の発掘 と振興事業 」な

どと併記 され 、多 くの他領域の開発事業を含 む総合的な地域開発計画の中に位置づけ られ

て いる。つま り、農村生活の全体的開発の枠組みの中で教育開発が 目指 されて いるのであ

る。各5ヶ 年計画では次のよ うな農村教育 の開発が提起 されて いる。

第4次5ヶ 年計画

(ア)中央及び地 方の教育 の一貫性 を実現 するために、教育行政の地 方分権化 を促 し、よ

り自立的で柔軟な地方の教育行政運営を達成 する。

(イ)農村 と都 市部の義務教育 を受ける機会不均 衡改善の ため 、農村で重点的 に義務教育
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を普及す る。

(ウ)教育内容や教育課程 をよ り地域 の社会的、文化的 、政 治的必要 と状況 に対応 したも

のに改善 し、生活経験重視の教育課程 を実現す る。

(エ)各学校が地域社会 の学校(コ ミュニテ ィ ・ス クール)と して機能 し、地域社会 の発

展のために貢献す る施設 となるべ く改良す る。

(オ)農村教師が地域の経済や状況 に対応 した知識を教 え られ るように資質向上を図 る。

第5次5ヶ 年計画

(ア)前期 申等教育 と学校外教育の拡大 を農村で集 中的に取 り組む。

(イ)農村地域 の状況に適応す るように学校内教育 と学校外教育 での職業教 育の調整 を行

う。

(ウ)すべての6歳 児に小学校教育を提供す るため、すぺての行政村(タ ンポ ン)に 小学

校 を設置する。

(エ)5つ の行政 村に対 して1校 の中学校 を設 置することによ り、貧困地域 ・僻地の中等

教育を普及 する。

(わ都 市部 と農村部の教育機会の均等化を図るため、地域の必要に応 じた教育過程の実

現、農村小中学校の監督 、評価 、指導を行 う。

(カ)普通教育 ・職業教育の施設 の地方分散を促 し、農村 の人 々の教育機会 を拡大する。

(キ)遠隔地の就学前の幼 児に対す るサービスを拡大する。

(ク)山岳:地帯の異なる言語集団への就学前教育 を拡大す る。

(ケ)日常生活のための基礎的科学技術の知識 、職業振 興、健康 、文化、スポーツ、自然

資源 ・環境の保護な どを教授 ・学習 に統合 し、地域開発 と関連 した教育活動を進める。

第6次5ヶ 年計画

(ア)農村地域の小学校 の超過資源を初等前教育 と中等教育に活用 する。

(イ)教員カ レッジに地域 の実情 に応 じた自立的職 業の育成 を指導する人材 を育成 する。

(ウ)農村地域 の教育の計画 、行政、予算編成な どについて 、行政機構の地方分権化を促

進 する。

ところで、教育政策の分野で第4次 か ら第6次 までの5ヶ 年計画を、それ以前の5ヶ 年

計画 と比べて見 ると、特 に注 目すべ き変化がある。それは、国民道徳 を強調 し、国民統合

を促進 ・強化す ることを目的 とした教育が極 めて重視 されてきた とい うことである。すな

わち、国民道徳の支柱 となるラ ックタイ原理 一国家 ・国王 ・宗教(仏 教)一 を積極的に鼓

舞 し、仏教的信仰 に基づ く仏教道徳の普及 と国王尊崇を強化す ることで国民道徳的精神 を

形成 するための教育が、第4次 以降の5ヶ 年計画か ら明 らかに強調度が高 まっている。5)

国民道徳の振興が強調 され た背景 は、直接にはいわゆ る「1973年政変 」以降 、国内の民

主化 ・共産主義化運動 が大 きな政治的影響力 を持 ち始 め、それに対抗する国家体制の安定

確保 を政府が必要 としたか らである。けれども、国民道徳の普及政策 は政治的要請だけで

な く、タイ社会に発生 した新 しい社会問題への対処策 と して立案 されたとい う側面も見逃

せない背景である。
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第5次5ヶ 年計画 に 「都市産業基盤の進展 と農村農業形態が市場経済へ転換することに

よ り、タイ 国民間 に新 たな関係 と問題が発生 して きた」 と記 され ているよ うに(第5次

163p)、 タイでは1980年 代 に経済構造 の大 きな変化 が生 じた。国内総生産(GDP)は

1980年 に農業部門25.4%一 工業部 門28.4%で あ ったが 、1990年 には農業部門12.4%一 工業

部門39.2%と10年 間で逆転 した。産業構造は農業中心 か ら工業 ・サー ビス業 中心へ転換 し

たのである。の

「このよ うな経済構造変化はバ ンコク首都圏へ の一極集中や都市部 と農村部 の所得格差の

拡大を表面化 して きたが、国民の精神的 ・文化的生活に対 して も深刻な問題 を発生 させ て

きたのである。農村 における社会問題 も4・5・6次5ヶ 年計画中には数 多 く記述 されて

いる。麻薬 ・犯罪 ・事故発生の増加 、都市への人口流出、芸術 ・文化 ・宗教の衰退、物質

中心指向 と贅沢品消費の傾向、都市的行動の農村への流入な どが指摘 されてお り、開発途

上国の急激な社会変化過程で生 じる多 くの問題 の典型例 を確認 することがで きる。 このよ

うな社会問題 の増加 を背景 として、 「伝統的タイ精神文化 」を活性化 し、国家倫理的規範

を普及 させ ることによ り、国民の精神的 ・文化的秩序 を回復 しようとする意図が伺える。

例えば、第6次5ヶ 年計画では精神的 ・文化的開発計画(ワ ー クプラン)と 題 して 、次

のような目標 、指針 と方策が記述 されて いる(第6次93p)。 これによれば 「国家的ア イ

デンテ ィティ」を育成 ・保持 することを 目的 として、学校や宗教施設 を利用 して 「国家、

宗教、王室へ の義務感 を強調 した道徳 と価値の開発 」 し、国民意識の統合 を図 ることが 目

標 となっていることが分か る。

目標

(ア)すべての社会単位 が精神的 開発 に参加 し、共同体への責任 、勤勉、尊厳あ る自立、

共同労働、国家的アイデンテ ィテ ィと文化の育成 と保持の自覚水準 を向上 させ ること。

指針

(ア)道徳 、倫理 、タイ的価値の強調。

(イ)宗教の学習、普及、実践の促進。

(ウ)タイ的生活様式 を維持するための国民的伝統 と文化の復興 、保存 、発展 。

方策

(ア)質素 、経済 、愛国心、自立 、勤勉 、責任感 、規律 、法 の順守、国家、宗教 、王 室へ

の義務感を強調 した道徳 と価値の開発。

(イ)宗教施設を地域社会の精神的文化的セ ンター とする ことを奨励。家庭 、宗教施設 と

学校の密接な関連を促進 。

(ウ)各県で国民文化教育を促進拡大する。

lV.第7次 経済社会発展計画 一1990年 代の農村教育政策

現在タイ政府 は1992年 か ら1996年 までの第7次5ヶ 年計画 を実施 している。II1.で 指摘

したように、過去の経済成長は多 くの経済的不均衡や社会問題 を噴出 させて きた。今 まで

の5ヶ 年計画でもこれ らの問題の是正は確 かに表 明されてはいたが具体的 な解決方策が実
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施 され ることはな く、む しろ問題 は深刻化 しつつあった。第7次5ヶ 年計画 においては 、

「経済成長の安定 と持続 」とい う目標に加 えて 「所得格差の是正 と農村部の開発 」、 「人

的資源 の開発 、環境 ・天然資源 の保存 」とい う三つの主要な政策 目標 が設定 され 、経済成

長か ら生 じる極度 の歪みの解消がは じめて国家的課題 として認識 され たと言 える。η

農村教育 の分野 において も、社会経済的不均衡か ら生 じる問題 の解決のために積極的対

処策 が提起 されている。第7次5ヶ 年計画の構成 を見 ると、第4部 『人的資源開発 、生活

と環境 の質的開発の指針 』の中で、第2章 「道徳 、精神 、文化 、社会の開発 」と題 され、

章全体 を通 して農村社会の問題状況の確認 とそれへの教育的対処策が提示 されて いる。こ

れほ どの紙幅 を使い農村教育問題の解決政策が明示され たことは従来 の5ヶ 年計画にはな

く、それだけ問題が深刻化 し重要視せ ざるをえない状況にあることを示 して いる。図2は

第7次5ク ・年計画第4部 で記述 された農村の問題状況 とそれに対 する対応策 を整理 したも

のである。以下で はこの図に従 って 、第7次5ヶ 年計画の農村教育政策の一端を見てみ る。

まず、第4部 の冒頭ではタイ社会の現状 を 「農村農業社会か ら都市的 ・近代的社会への

転換期 」と位 置づけ、特に市場経済が浸透 し、グローバル化 した今後 のタイ経済の構造的

変化が認識 されて いる。そのため、国内経済構造では工業 ・サ ー ビス部門の拡大が急速 に

生 じて いることをふ まえ、それに対応するためによ り質の高い 「人的資源 の質的 向上 」が

要請 されてい る(図 の1.1→1.2)。 特に、人的資源開発のために基礎教育年限を延長拡大

し、中等教育への進学率 を向上 させ ることが重要な政策 として位置づけ られている。第7

次5ヶ 年計画の終 了時 までには中等教育に進学率 を46.2%か ら73%ま でに向上させ ること

が 目標 と して設定 されて いる(第7次149p)。 この中学校進学の促進政策で は、特に遠

隔地 、都市移住者の子 ども、障害児、さ らに虐 げ られ た条件下 にある子 ども ・婦人 を重点

的 に対象 とすることとされ 、教育機会 の不均衡の解消が 目指 されて いることが分か る。6}

国際市場経済の浸透は、人間 の生活 の質への大 きなインパ ク トを与 え 「伝統的農業社会

の変容 」は不可避 とな る。図 の2.1に 示 したよ うに、農業社会 の生活 レベルで さまざ まな

問題の発現 が指摘 されている。さらに、 「家族構造の変化」が生 じてお り、それが子ども

の養育や教育 に与えるマイナスの影響が指摘 されて いる。特に、 「出稼 ぎによる片親家族

の増加 」は現在タイの農村部 に急増 し、今 日の農村教育問題の典型 として取 りあげ られて

いる(図 の2.2)。9}第7次 計画では片親家族の問題だけでな く、両親不在の家族の増加 、

相互扶助や情愛の喪失 など、子 どもの家庭環境 の著 しい劣化を具体例 を提示 し、問題の深

刻 さを記 して いる。

農村社会の変容によって生 じる問題の中で第7次5ヶ 年計画が重視 しているのが、農村

社会の文化的行動 と価値への影響であ る。すなわち、児童生徒 、青少年に生 じて くる 「伝

統的道徳価値 の変容」の問題 である(図 の2.3)。 従来 、伝統的 な農業社会を秩序づけて

いた比較的安定 した価値意識は大き く揺 らぎ、農村 の教育 の土台 となる精神文化の側面が

大 きく影響を受けるのである。

この ような伝統的価値 システ ムの変容 と崩壊 に対処す るため、第7次5ヶ 年計画は多岐

にわたる解決方策を提示 しているが、特 に道徳的(倫 理的)価 値の育成 という側面が重視
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されて いる。道徳育成の具体化は図の3.1に 示 したように4つ の方策に要約 できる。

まず、宗教機関の役割強化である。ここで言 う宗教機関 とは実質的 に仏教寺院であるが、

宗教機関(仏 教寺院)を 青少年 の精神 ・倫理開発のための中心的機関 と位置づけ、仏教的

倫理 ・行動、徳行 の育成 を目指 している。そのため 、村落委員会 、寺院委員会 、学校委員

会な どが仏教寺院の活動を支援することが提示 され、組織的に仏教的道徳倫理 を形成する

ことが 目指 されている。

続 いて家族の役割強化が重視 され、家族を 「社会問題解決 の基礎的役割 を持 った機関 」

として位置づ け、家族制度 の重:要性を強調 している(第7次169p)。 家族愛や温 かさと

いった情愛 が強調され、家族成員の精神的結びつ きの強化が求め られている。また このほ

か、片親家族への地域社会か らの支援強化や父母の重要性につ いてのキ ャンペー ン実施 な

ども提示されている。

以上の方策 はいうなればタイの伝統的価値の根源である仏教 と家族 を復興 して、現在の

社会的価値の揺 らぎを解消 しようとするのであるか ら、伝統回帰の解決策 と言えるだろう。

さらに、計画では図3.1に 示 したよ うに地域 の智恵の活用 、青少年活動の強化 を積極的 に

押 し進 めることを提起 し、多面的な方策によ り社会変動によって生 じた社会問題の解決 を

精神面か ら回復 しようと企図 して いるのである。

第7次5ヶ 年計画における道徳育成 を重視 した教育施策 を、従来のそれ と比較 すると、

第7次 計画の特徴 がいっそ うはっきりす る。まず、道徳育成の 目的を見てみ ると、従来の

5ヶ 年計画はIII.で 指i摘したように、国民統合のため という政治的 目的 と農村 を含む社会

問題の解決 という社会的 目的が併存 していた。 しか し、第7次5ヶ 年計画では政治的 目的

はほ とん ど触れ られていない。む しろ、社会問題解 決のための道徳育成 とい う面が主題に

なって いると言える。これは、社会問題 が一層深刻化 し、政治的統合以上に重要な政策課

題 として浮上 して きたことを意味 しよう。また、道徳育成施策の内容 を見ると、従来の5

ヶ年計画で強調 されて きたラックタイ原理は影 を潜めて いる。国王 、国家への忠誠喚起 は

文面か らは消 え、代わ りに強調 されているのが仏教精神の高揚である。5ヶ 年計画には上

に挙げたほかにも日曜宗教学校 の強化や 、 「正法の大地 ・黄金の大地 一ペンデ ィーンタム

・ペ ンデ ィン トン)と いう仏教標語の普及など仏教の社会統合力を利用 したさまざまな施

策が提示 されている。

今 日、民間 レベルで も、瞑想止観 を重視 した仏教運動 が盛ん になって きて いる。 また、

開発僧 と呼ばれる僧たちの仏教的社会運動も注 目されてい る。 期 歴史 を貫通 しタイ人の

精神的支柱 にあった仏教は、今 日のタイの劇的 な転換期 においても 政策 レベルか ら民衆の

日常 レベル まで包括す る精神の拠 り所 となっているのである。

ところで 、タイの5ヶ 年計画は1961年 サ リヅ ト首相 によ り着手 され た時点から、国家の

あ らゆ る側面でパタナー(開 発 ・発展)を 実現す る精神が計画の原動力にあった。今 日の

社会聞題が他で もない 「開発 」によって 引き起 こされた結果 であ った と しても、決 して

「開発 」そのものが疑われてはいない
。第7次 計画において も社会問題の解決の ため上述

した以外にもさまざまな教育的解決策が示されている。 しか し、それ らすべての解決策 は
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「急速に変化 して いく経済開発に適応 するための精神 の開発」を根本的な目的 と してお り

(第7次166p)、 「教育開発」 「精神開発 」という名 目で示 されている。従 って 、 「開

発」は依然 としてタイ国家5ヶ 年計画の精神であ り、また教育政策の精神であ ると言え る

のである。

図2政 府の農村問題認識と対応施策(第7次5力 年計画)

1.1国 際市場経済の浸透

工業 ごサービス部門の拡大

1.2人 的資濠の質的向上

基礎教育の拡大

2.1伝 統的農業社会の変容

都市への人ロ流出

都市的生活様式の農村流入

自然環境 ・資源破壊

麻薬 ・売春 ・犯罪間題の増加

2.2伝 統的家族構造の変容

伝統的大家族から核家族へ

出稼ぎによる片親家族の増加

家族計画による少子化

2.3伝 統的道徳価値の変容

道徳的活動の衰退

伝統的文化の軽視

外国文化 ・物質文化の過度の流入

養育環境、青少年教育環境の劣化

3.1道 徳 ・倫理的価値 の育成

宗教機関の活用促進

口侶による道徳教育活動の実施

仏法(仏 教道徳)の 普及促進

家族 ・学校 ・寺院 ・地域社会の共同活動促進

家族制度の強化

琢族愛 ・家族成員連帯の強調

貧困家族、問題家族への援助

地域の智恵の活用

也域的指導者の開発

地域的条件に対応 したカリキュラム開発

民間医療、伝統農法の発掘と普及

青少年活動の強化

軍一イスカウ ト、赤十字活動、軍事教練の強化

芸術 ・文化の保護 ・育成

スポーツ振興
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注
盒,北原 淳

、赤木 攻編 『タイ ー工業化 と社会変動』 法律文化社1995年262頁

2,北原 淳編 『タイ農村の構造 と変動』 到草書房1987年

3}国連人口基金7劾S励 σ 恥 海P励 融伽1994年 によると
、出生率は1965年 一1970年41.

8、1975年 一1980年31。6、1985年 一1990年22.3と なる。

4⊃以下の各5ヶ 年計画か らの引用は
、すぺて英語版5ヶ 年計画(1物 勧副 翫侃伽虚 傭4

勘`刎 動〃8妙〃醐'βθ〃4,伽1吻 如π認Eω ηo〃比 傭45b`刎P即8妙 耀η8%〃)か らのものであ る。

従ってページ数は英語版 に対応 している。

の第3次5ヶ 年計画においては
、 「一般的教育発展政策 」と題 しして、 「国の社会 と安全

に対す る市民的責任意識の育成 」や 「道徳教育の振興 」が掲げ られているが、記述はそれ

のみで具体的 方策は示 されていない。

ω廣里 恭 史
、船津 鶴代 『タイ国にお ける教育分野及び保健 ・医療分野の課題並びに

今後の援助 の方向性について』(FASID近 刊)1-2頁

η廣里 恭史
、船津 鶴代 前掲書5頁

8,1992年 には国家教育 開発計画 が発表 され
、この計 画では中学校への 目標進学率 は97.5%

に設定 されて いる。基礎教育期間延長計画につ いては次の文献 を参照。若林 満 「タイ

国における基礎教育期間延長計画の地方 レベルでの展開」 名古屋大学教育学部紀要 第

40巻1993年59-76頁

9⊃農村の幼児教育を例 とした教育問題 については次の文献 を参照
。野 津 隆志 「1992年

タイ文部省就学前教育 指針策定委員会一就学前教育の指針 」国立教 育研究所 『学校 と地

域社会 との連携 に関 する国際比較研究 中間資料(1)』1995年422-424頁

1。,末廣 昭 『タイ 開発 と民主主義』 岩波新 書1993年170 -194頁
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タイのノ ンフ ォーマ ル教育の組織 と活動の現状

村 田翼夫

中園優子

は じめ に

1936年 の第1回 国勢調 査 で、国民 の68.8%が 非識字者 であ ること に衝撃 を受 けた タイ国

政府は、1940年 、政府は タイ国民全員 は国語で ある タイ語 の読 み書 きを学 ぶ義務が あ り、

タイ語の読 み書 き能力の ない者 を識字者 にす るよ う助 け導 く義務 があるこ とを宣言 した。

同年、文部省 内に成 人教育局が設置 され、文部省の主導の下 、大規模 な全国識字キ ャンペ

ー ンがス ター トした。 それ か ら、半 世紀以 上が たち 、全 国識 字キ ャ ンペー ンや機 能的識

字教育 プロジェ ク トを柱 とした ノンフ ォーマル教育推進の結果 、1992年 の統計 では非識字

率が7.0%に まで減少 した。

近年では、従来 の中央集権 的 ノ ンフ ォーマル教育政策か ら、 カ リキュラム編成 などを地

方の地域 ノ ンフォーマ ル教 育セ ンターに委 譲 して地 方分権化 をはかる体制づ く りや、 ノ

ンフォーマル教育の活動 と地方の文化政策 を関連 させ るような動向 もみ られる ようになっ

て きた。 ノ ンフォーマ ル教 育 は生 涯教育の 一環 として とらえ られ,1995年 の ノ ンフ ォー

マル教育局政策 では、識字教育 を含 む基礎教 育、中等教育 、職業教育 、教育工学、科学教

育、 ノンフォーマル教育の質的事業の向上 な ど、幅広 い領域 を補 うよ うになっている1}。

本稿では、1ノ ンフォーマ ル教育の 目的 と組織 、2ノ ンフォーマル教育 と学校教育 の

関連 、3地 域 ノン フォーマ ル教育(県 ノン フォーマ ル教育)の 活動 と役割、 を考察す る

ことを通 して、 タイの ノ ンフォーマル教 育の組織 と活動 の現状 を明 らかに したい。

1.ノ ンフ ォーマ ル教育の 目的 と組織

1976年 には、文部省内 に成人教 育局 の代 わ りに ノンフォーマル教 育局が設置 された。 第

5次 国家社 会経済 開発計画(1982-1986)で は、実用教 育 を重視 した 「人生 と社 会のため

の教育」の達成 が社会開発 に対 して有効 であ り、その達成の ため に、 ノ ンフ ォーマル教育 ・

生涯教育 の重 要性が強調 された2)。

1992年 よ り,前 国家文化委員会事務局長が ノンフォーマ ル教育局の局長 とな り,ノ ンフォー

マル教育 と文化政策 とが よ り緊密 に関連 づけ られ るように なった3}。 ノ ンフ ォーマル 教

育 を組織 する目的 として、1)国 民 に広 く平等 な教育 の機 会 を与 える こと、2)国 民 が知

識 ・技 能 を求め獲 得す る機 会 を持 て るよう にす るこ と、3)国 民の教 育 レベル を向上 さ

せて国民 の生活 の質 を改善す る基礎 を固めるこ と、4)価 値 ある社会 の確立 に向けて、国

民が共同で仕事 ができるよ うに訓練 するこ と、 とされている勾 。

ノンフ ォーマル教育局の行政組織 は図1に 示す通 りである。 ノンフ ォーマル局 は庶務課 、

計画 ・調査部 門、ノ ンフ ォーマル教 育発展部 門、事業部 門、教育科学 セ ンター、教育博物

館 セ ンター、指導教 育課 、の7つ の部門 に分かれ てい る5'。 この内 、識字教 育 に対す る

立案 、実施要項 な どの作成 にあた る事 業部門 と、実際 に活 動 を行 な ってい る地域 ノンフ ォ
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一マル教育セ ンター、県 ノ ンフ ォーマル教 育セ ンターの機 能は、以下の通 りで ある。

事 業部門は機能的識字教育、補完教育、職 業教 育、移動 図書館 、図書寄贈、視聴覚教 材

ラジオ通 信教育の プログラ ムの遂行 の計 画 と実施 、 また、地 域 、県 ノ ンフォー マル教 育

セ ンターの監督 と補足 について責任 を持つ。 この事業部門 は行政部、機能的識 字部、一般

補完教育 ・職業補完教育部 、ノ ンフ ォーマ ル教育発展 プロジェク ト部、教育部 、 ラジオ ・

通信部 の6部 門に分 かれ てい る。各県教育 ノ ンフォーマル教育 セ ンターか ら地域 ノ ンフ ォ

ーマル教育 セ ンターを経由 して
、各地のノ ンフォーマ ル教育活動 の実践報告が文部省 に集

計 されて くる。地 方の ノ ンフ ォーマ ル教 育 活動 を活 発 にす る ため、地 方分権 的行政組 織

が整備 され てい るのである。地域ノンフォーマル教育 セ ンターは全国に5ヵ 所(中 部 ・ラ ッ

ブ リ、東 部 ・ラヨ ーン、東北部 ・ウボ ンラーチ ャタニ、北部 ・ラ ンパ ー ン、南 部 ・ソ ン

クラー)、 県 ノンフォーマル教育 セ ンターは全県73ヵ 所 に設置 され てい る。

タイ国内は、地域 に よって地理的、経済的、社 会的 に大 きな違 いがみ られる。地域 ノ ン

フォーマ ル教育 セ ンターは、 その地 域内の 要求や生 活状況 に応 じたノ ンフ ォーマル教 育

を展 開 し、文部省の活動や計 画の推進 を助成 する機 能 を持つ。

セ ンター設立の 目的 と して、次 の10点 があげ られている6)。

1.地 域内 の人 々の 日常生活の状態 や教育の必 要性 の調査 を促進 、実施 し、 ノンフ ォ

ーマ ル教育事 業 に関 し評価 を加 えるこ と
。

2.カ リキュラム、テキス ト、教材等 、副読本 を開発 し発展 させ るこ と。

3.地 域の教育事業の普 及、宣伝の為の資料制作 させ るこ と。

4.ノ ンフ ォーマ ル教育事業 を活発 にす るた め指導者 、教 師、村 の リー ダー、ボ ラ

ンテ ィア教師、他の機 関か らの事務官の養成。

5.ラ ジオ通信教育、生涯教育組織計画等、 ノ ンフ ォーマ ル教育計画の運営。

6.ノ ンフ ォーマ ル教育 の実施 向 上 と計画作 りを目的 と して、教育行 政官 を援助 す

るこ と。

7.地 域の要求 に応 じたノ ンフォーマ ル教育事業の実験 プ ロジェク トの実施。

8.学 校教育が 解決出来 ない緊急 な地域 の問 題 につい てサ ービス提供 す るために 、

地方当局か らの要請 に応 じる移動教室。

9.地 域で行 なわれ るノンフォーマ ル教育情報の広報機 関 と しての役割。

10.他 の機関 との連携 。
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文部省

一 鞠一 一噛 国 家 ノ ン フ ォ ー マ ル教 育 員
罫

ノンフ才一マル教 育局

卿 国 部FF
発 部ρ a 術 セ ン ター セ ン タ ー 日湧 卿

冒ノンフォーマル教育委員
云

「 輯 一 鞘 一

目

竃 ノ ン フ 才 一 マ ル 教 育 セン外

域 ノンフォーマ ル教育委員累

域 ノンフえ一マル教育セ ンター

__________」

(出 典)"hltroductiontotheNon-fomalEducationDepanmenピ'

MinistryofEducation1986

図1ノ ン フ ォ ー マ ル 教 育 局 行 政 組 織

県 ノンフォーマル教育セ ンターは、1984年 に53の 県 に設置 され た後 、第5次 国家社会 経

済発展計 画(1982年 一1986年)に 基 づ いて 、すべ ての県 に も設置 された。県教 育セ ン タ

ーは県内 の ノンフ ォーマ ル教育活動 を管理
、運営す る機 能 を持 つ。具 体的 な活 動 として

は次の通 りである。

1.レ ベ ル1-5の 』般成 人教 育、機 能的補 完教 育 を通 して、生 計の手段 、思考力 、

問題解決能力 を身につけ る為 の基礎教育 を提供す る。

2.生 活 や仕事 に有益 な知 識や技術 を増 やす 。 学習者の仕 事や生 活状態の 向上 を助 け

る教育 のサ ー ビスを充実 させ る。 そのため に、常設 クラス、移動教室、興味 グル

ープな ど種類の短期 、長期職業 トレーニ ングコース等の増加す る。

3.公 立 図書館、 移動図書 館、視聴 覚機材 セ ン ター、村 読 書 セ ン ター等 設置 に よ り、

情報やニュースを提 供す る。
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4.興 味 グル ープの教 師、教育の調査官等 、責任者 を育成する7)。

南部地域 にあ る各県 ノ ンフ ォーマル教育セ ンターで は、他 の機関 との協力体制の下に 、

南 タイに在住 する マ レー系 イス ラム教徒 に対す る タ イ語 プロ ジェ ク トを、北部 地域の 各

県 ノンフ ォーマ ル教育セ ンターは、 ラオスや ミャンマー との国境山岳地帯 に点在す る山地

少数民族 を対象 と した山地民族教育 プロジェ ク ト等 を推進 してい る。

2.学 校教育 とノ ンフ ォーマル教育の関連

ノンフ ォーマ ル教育の中で も長期 に渡 り2本 柱 と して推進 されて きた(1)機 能 的識 字

教育 プロ ジェク トと(2)全 国識字 キ ャンペー ン、 を考察 したい。 この2つ の プロジ ェ

ク トを修了 した者や、継続教育の修了者には、学校教 育の修了資格が与えられ ることか ら、

学校教育 と ノンフォーマ ル教 育の関連 に ついて検 討す る8}。 また,全 国識宇 キ ャンペ ー

ンがいかに地域社会 と密接 に関係 し,村 の人 々の 自肇的 なボ ランテ ィア活動 に基づ いて組

織 されているか を,図 を示 しなが ら考察 したい。

(1)機 能的識字教育 プロジェ ク ト

機 能的識字教育 プロジェク トはすで に1971年 か ら導入 されていた。 プロジェク トを推 進

するにあた り、識字技 能の修得 と日常生活 の問題解 決能力 を育成す ることが主眼 に置かれ

た。 このプロジェク トの 目的は以下の とお りであった9)。

1)「 キ ッ トペ ン」(考 えるこ との出来 る人間育成)政 策の もと、学習者が 日常生活 の

中で 自分の問題 に対 して よ り良い理解力 を得 るこ とによ り、その問題解決 を可能 に

す る能力 を育成 する。

2)学 習者が開発 のための プロジェク トか らさまざまな情報 を得 るこ とを可能 にす る。

3)読 み書 き算の能力 を学習者 につける。

この プロジェ ク トの大 きな特徴 は、学校教育制度 との互換性 にあ る。6カ 月間の機能 的

識 字教育 を修 了 し、修了試験 に合格 す る と小学校4年 生 の修 了証書 が授与 され る。 さ ら

に500時 間の コー スを修了す る と小学校6年 生の修業証明書 が授 与 され、最終的 には高 等

学校修 了 と同 じ資 格が得 られ る制度 になっ てい る。 機能 的識 字教育 を受 けるこ とで学 校

教育 の修了証書が得 られるこ とは、非識 字者が識 字教 育 に積極的 に参加す ることを助 長す

る結果 となった。 カ リキュ ラムは地域別 に用 意 さ、中部 ・東北部 ・北部 ・南部 の各地域特

有 の内容60%、 国家共通20%、 教 師と学習者の関心 に応 じる もの20%と なってい る艮o)。

(2)全 国識字キ ヤンペ ー ン

政府 は全国農村地域 開発委員会の指導 の下 、19鴎 年か ら1997年 の 問に非識 字者 に対す る

全 国調査 を実施 し、その調査で非識字者 と認 め られた者 を対 象に全 国識字 キ ャンペー ンを

行 なった。機能的 識字プ ロジェク トが組織 だ った教 育形態 を持つの に比べ て、 この全 国

識字 キャ ンペ ー ンは、教育 予算か らの出費 を節 減 しつつ、 なお全国 レベル に識 字教育 を

普及 させ るため、 まず 第一 に地域 の 自発 的な奉仕活動 にその基盤 を置いているこ とが大 き

な特徴であ る。
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郡l

l

郡 役所1

郡 開発 委員会1

活動 グル ープ9

=龍 欄 蕪 一[壷 或 部初繍 局
一 民 間 ＼

、1噂 一

＼

村

村長

村委員会

活動 グル ープ

=蛎 多莞弾 関
措A壱 鵜 十匿.一f】v/1弓 邑嘱{ヨ

小 学校学校
・教育グ1←プ

区

区長

.付の 教 師
るん も あデ コのっ げ
徊"ソ"二 と」

坪価者

区委員会

グル ープの責任 者

一 僧 侶

二欝 の齢
一村長 ボ ランテ ィ ァ

貨任者 貴任者

ボ ラン ディ ア ボ ランティ ア

学署者 掌習者 学 習 …音

図2全 国識字キャンペーンの組織 と地域の協力体制

キ ャンペー ンの主な 目的派,次 の とお りである。

1)人 々の読み書 き能力 を育成 し、読書の習慣 をつ ける。

2)読 書 を通 して人々の知識 と理解 の追求 を促進す る。

3)将 来、地域発展 の基盤 となる ような自助的地域形成 の機 会 を提 供する"〕 。

全国識字 キャ ンペ ーンの組織 ・協力体制 は図2に 示す通 りで・ある。この図で明か なよ う

に、県、郡 、村 、区すべ て の レベル で、キ ャンペー ンを推進 す るため の協力体 制が と ら

れてい る。識字教育活動 を円滑 に行 な うため、識 字能力のあ る隣人や家族が、この キャ ン

ペ ー ン活動 のボ ラ ンテ ィア とな り、 非識字 者に読み 書 きを教 えるので ある。 この ボラ ン
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テ ィアに対 する報 酬 は無償 であるが 、学 習 者が キャ ンペ ー ンを修了 し試験 に合 格 した際

に受理す る証書 に、担 当のボランテ ィアの名 前 が記 され ることにな っている 。チ ュプ ロ

ンコン大 学教育学 部成人教 育科のナパ クン(N)甲 ㎞n,σ)は 、この人 々のボ ラ ンテ ィア

意識 を高め る一つの要因には、他者 を救 うことで 自分 も救 われ るとい う仏教の功徳の教 え

があ る、 と指摘 している12)。 このボランテ ィアをま とめ る役 割の責任 者が教師や宗教家、

役 人等 か ら選 ばれ る。 テキ ス トは小 学校1-2学 年 レベ ルの 教科書 が2冊 用意 され、 ど

ち らを学習 して も良い。 カ リキ ュラムは、 日常生活 、有益 な情報 、簡単 な言語(タ イ語)

の3分 野か ら構成 され、小学校2年 生 レベ ルの基本 単語500語 程度が盛 り込 まれている。

これ らのテキス トは文部省 か ら、各地域 ノ ンフ ォーマ ル教育セ ンター、県 ノ ンフ ォーマル

教育セ ン ター を通 じて、各村 に配付 され る。 ボラ ンテ ィアは、配付 され るテキ ス トの他

に、学 習者 の興味 に応 じて、 どんなテキス ト、必 要 な資料 も教材 と して用い ることが出来

るとされている星3)。修 了試験 に合格する と小学校2年 生 の修了 証書が授与 されること に

なっている。

3)万 人 の ため の 教 育 にお け るノ ンフ ォーマ ル教 育 の役 割

ユ ネ ス コの'Asia-Pぬ5cP⑩gammeofE(h(ationforAll(APPEAL)1構 想 にお い て 、識 字

教 育 完 全 普 及 の ため には 、 学校 教 育 を整 備 す る と と もに、 生 涯 教 育 の 観 点 か ら成 人 を対 象

と した ノ ンフ ォーマ ル 教 育 の重 要性 が 説 か れ て い る。

自.鯵iによる敦青

轡 の炉

学枚外敦冒の ・

ネッ トワー ケ

_気
・・一プ ↓

輔麟 誠 館醐一
一＼_メ'

:掌枚敦青 学校外敦青

)

図3タ イ に お け るH)UCAT】ONR:)RALLに 向 け て の 教 育 構 想(出 典)

KromkahsuksarNork-Rongnan,Krasuangsuksartikan(文 部 省.ノ ン フ ォ ・一マ ル 教 育 局)

KansukusaWork-RongriankabKanthaithortWatanatamphuaKanfunfulaePhatanar

SakayapharpkhongChumchonThongthin2537(ChababPrabprungMai)(地 域 の 潜 在 能 力

を 復 興 し発 展 さ せ る た め の ノ ン フ ォ ー マ ル 教 育 と 文 化 継 承1994年 、 改 訂 版)15頁
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タイの ノ ンフォーマル教育 は、① 基礎教育 ② ニュース ・情報 ③技 能訓練 、の3っ の

側面か ら、多面 的に学習者 に、提供 されてい る。

基礎教育は、人 々が社会の一員 と して生 活 してい くため に必 要な基礎知識 を提供す る も

ので、学 校教育 を受 けられ なか った 成人、 また 中途 脱落 した 成人に対 し、実施 されて い

る。学習者 に基礎的識 字能力 を身につけ させ る もの と して、1)全 国識字 キ ャンペー ンプ

ロジェク ト2)機 能的識 字教育 プ ログラム(レ ベ ル1、 レベ ル2)が あ り、 新識字 者

に対す る補完教育 プロ グラム として、3)機 能的教育 プログ ラム(レ ベル3、 レベ ル4)

4)ラ ジオ通信教育 プログラム5)短 期 訓練 プログラムが ある。

ニュース ・情報 は、人 々が基礎教 育 を学 んだ後 に、その能力 を維持発展 させ今 日的 な 要

求 に応 じられる よ うに、科 学、技 術 、経 済 等、様 々 な面での ニュース や情報 を提供す る

こ とを目的 としてい る。その内容 は、村読書 セ ンター、公 立図書館 ・移動 図書館 、読書教

材 開発 、視聴覚教材 、 ラジオ ・通信 プ ログ ラム、移動展示 、 科学博物 館、国家 歴史博 物

館 、プ ラネ タリウム館 、 ラジオ教育 プログラム、 テ レビ教育 プログラムである。

技 能訓練は、人々が職業技能 を身 につ けた り、生計 を立 てるために新 しい技 能 を学ぶ 場

を提供す る ものであ り、1)興 味 グループ ・プログラム(コ ース期間 は30時 間以下)

2)短 期職業技 能訓練 プログラム(100～300時 間)3)農 業の長期技能訓練 プログ ラ

ム(4～5ヵ 月)4)特 殊訓練 プログラムの4つ の プログラムが用 意 されている14)。

以上の ように、生涯教育の観点か らノンフ ォーマル教 育局 は、地域 ・県 ノンフ ォーマ ル

教育 セ ンターと連携 して多種多様の プログラムを展 開 させ てい る。

3.県 ノンフ ォーマル教育セ ンタ(郡 ノンフォーマル教育 セ ンター)の 活動 と役割

県ノ ンフ ォーマル教育セ ンターの機 能は、各セ ンターに よ り若干異 なるが、基礎教育 、

普通教育 、成人教 育 、職業 教育、施 設設備 の利用 な どが主 と した役割 とな6て い る。 表

1で 示す ように、ノ ンフ ォーマ ル教育のなかで普通教育 に登録 してい るものは、1994年 で

実 に1.843.936人 にのぼ ってい る。 この 中で、普 通教育 コー スの 内容 に関 して詳 しくみ た

ものが表2で ある。

入学資格は、 タイ国籍 を有す る ものであ り、初等教育 コースは、登録 日までに14歳 以

上 に達 していて初 等教育法 の適用 を受けて い ない者 で なけれ ばな らな い。前期 中等 教 育

コースは、小学校6年 、または、7年 の課 程修了者 と同等 の資格 を有す るもの、後期 中等

教 育 コースの場合 は、中学校3年 生修了者 と同等 の資格 を有 す る者であ る。

チェ ンマ イ県 ノ ンフ牙一マル教育セ ンターの例 をみ る と、初 等教育 レベ ルでは、250単

位以上履修 申請 しなけれ ばな らず、 その内 訳は必 須基礎教 科190単 位、選 択基礎教育ω 単

位 以上 となっている。前期中等教育 レベルでは、生徒 は7教 科以上履 修申請 しなければな

らない。 必須4教 科 は、 タイ語、 数学 、生活水準 向上、職 業の世界 であ り、 選択3教

科は、 タイ語1、 生活水準向上1・ 生活水準向上2・ 生活水準向上3・ 生活水準向上4、

数学1・ 数学2、 理科1・ 理科2、 英語1・ 英語2、 職 業、 の 中か ら選択 出来 る。後 期

中等教育 レベルで は、生徒 は8教 科 以上履 修 申請 しなけれ ば な らない 。必 修5教 科 は 、
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タイ語 ・ 社 会1・ 保 健1ま たは2、 理 科1ま た は2 、基 礎 職 業 で あ り、選択3教 科 は、 タ

イ語2、 社 会2、 理 科3、 数 学 、英 語 、仏 語 、独 語 、・日本 語 、 ア ラ ビア語 、バ ー リ語 、 職

業(選 択)の 中 か ら選択 で き る。 た だ し、外 国 語 は2科 目 まで とな って い る15) 。 クラ ス

学 習 の授 業 が 中心 で あ るが 、 ラ ジ オ放送 や 郵送 に よる通 信 教 育 もお こ なわ れ て い る。 経 費

は・ 初 等 教 育 レベ ル は、 登 録料 、授 業 料 は 無料 で あ り、前 期 中等 レベ ルで は、1教 科 に

つ き255バ ー ツ 、 通 信教 育 コー ス は80バ ー ツ 、 自学 学 習 コー ス は50バ ー ツ で あ る。 後 期 中

等 教 育 で は・1教 科 ク ラス学 習 が565バ ー ツ、通 信 教 育 コー スが200バ ー ツ、 自学 学 習 コ ー

ス は75バ ー ツで あ る16}。

表11992年 ・1994年 ノ ン フ ォー マ ル教 育 登 録 者 数

1.普 通教 育

クラス型学習

通信学習

自学 自習

職業資格

1.1初 等教育

クラス型学習

通信学習

自学 自習

1.2前 期 中等

クラス型学習

通信学習

自学 自習

職 業資格

1.3後 期 中等

クラス型学習

通信学習

自学自習

2職 業 教 育

2.1職 業 コー ス

2.2興 味 グル ー プ

3.山 地民教 育

総 計

1992年

合計

827,646

122,932

511,895

186,815

6,004

55.714

16,784

36,214

z.ns

480,032

88,530

345,248

40,250

6.004

291,900

17,618

130,433

143,849

285,586

176,735

108,851

1994年

男性

949,702

78,810

750,991

110,991

8,910

171,254

16,016

152.817

2,421

521,005

49,333

442,379

29,293

8.910

248,533

13,461

155,795

79,277

169,564

9L工35

78,429

14,312

1,133,578

女性

894.234

64,347

681,590

138,153

10,144

119,197

7,713

108.723

2,76ユ

500,583

44,983

416.284

39.316

10,144

264,310

11,61

156,583

96,076

363,675

185,426

178.249

15,998

1,273,907

合計

1,843,936

143,157

1,432,581

249,144

19,054

290,451

23,i29

261.540

5,182

1.021,588

94,316

858,663

68.609

19,054

512,843

25,112

312,378

175,353

533,239

276.561

256,678

30,310

2,407,485

(出典)文 部省 ノンフ ォーマ ル教育局統計1994年

また、郡レベルでる、ソ ンフォーマル教育活動 を実施 してい るところがある
。 ここでは、

ペチ ャブ リ県 カ ウヨ.一郡 のサ ー ビスセ ンターの事例 をみて み る17)。 董9餌年におけるセ ン

ターの コー ス別計 画 と参加予定者 数 は、①普 通教 育:a .小学校 を修了 したが進学 してい

ない者20人 、b'.通 信教育 は 、初等教育 レベル20人 、前期 中等教育 レベル150人 、後期 中等

レベ ル15人 ② 職 業教育:短 期 職業訓練 コース180人
、興味 グルー プコー ス15人 ③ 成 人

教 育:興 味 グルー プ ・学習 コース(趣 味の内容)30人 、一般市民 コース、軍人 コー ス ④

施設設備:農 村読書 セ ンター16ケ 所 、住民用 図書館1ケ 所 、 となっている。
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表2ノ ンフォーマル教育 普通教育課程 の カ リキュ ラム

初等紋育 レベ ル

〈250単 位以上履 修申請のこと〉

基礎経験 グループ(必 須)190単 位
レペル1100単 位:
レベル250単 位
レベ ル330単 位
レベル410単 位

生活水準向上、語学、数学 、職業、地域職業、 グループ活動

補足経験 グループ(選 択)60単 位
タイ言吾20単{立

算数20単 位
生活水準向上20単 位
外国語120単 位
外国語220単 位
職業(技 術>30、60単 位

前期中等教:育レ ベル

〈学科別に7教 科以上履 修申請の こと〉

必須4教 科'
タイ語
数挙
生活水塑向上,
職業

選択3教 科
タイ語1
生活水準向 上 三 生活水準向上2生 活水準向上3生 活 水準向上4
数学1数 学2
理科1理 科2
英語1英 語2
職業

後期 中等数育 レベル

〈学科別 に8科 以上履修申請の こと〉

必修5教 科
タイ語1

社会1
保健1ま たは2
理科1ま たは2
基磯職業

選択3教 科
タイ語2

社会2
理科3数学

英語、仏語 、独語.日 本語、アラビア語 、パー リ語
職業(選 択 〉

備考 外国語は2科 霞まで'

(出 典)SunKansuksarNork-RongrianChanwatChiangMai(チ ェ ン マ イ 県 ノ ン フ ォ ー マ ル

教 育 セ ン タ ー)≦ansu㎞sarNork-RongrianSaisaman(ノ ン フ ォ ー マ ル 教 育

普 通 課 程)パ ン フ レ ッ ト

おわ りに

以上、 タイの ノンフ ォーマ ル教育の組織 と活動 の現状 を、 ノンフォーマル教育の 目的

と組織 、 ノ ンフ ォーマル教 育 と学校 教育 の関連 、県 ノ ンフ ォーマル教 育(郡 ノ ンフォー

マ ル教育)の 活動 と役割 、 を考察す ることを通 して、明 らか に して きた。学校教育 を享受

で きない学校外人 口に対 して ノンフ ォーマ ル教育 は 、教育 の 機会 を広 げる役割 をはた し
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てい る。 特 に全国識 字キ ャ ンペー ンにみ られる ように、地域 社 会 との連携 な しに、 ノ ン

フォーマル教 育活動が成果 をあげるこ とは困難であ る。今後は、 ノンフ ォーマル教 育活動

が、 どの ように地域社会に機能 してい るか をよ り詳 しく検討 してい きたい。

注.

。 ワ ラ イポ ー ン ・サ ンナバ ボ ワ ン 「ノ ンフ ォーマ ル教 育 局 の 政 策」 『タイ にお け る文

化 政 策 の展 開 とノ ンフ ォー マ ル教 育 一近 代 化 社 会へ の タ イ的 適 応 一』

1994年 度 文 部 省 科 学研 究 費補 助 金(一 般 研 究C)報 告 書1995年 、頁55-57
2)バ ン コク 日本 人 商工 会議 所rタ イ国経 済概 況(1988 -89)』1989頁30

3)チ ャ ンタ ナ ・チ ャ ンバ ンチ ョ ン 「ノ ン フ ォー マ ル教 育 政 策 の基 本 方 針 」 『タ イ にお け

る文 化 政 策 の展 開 とノ ンフ ォー マ ル教 育 一近 代 化 社 会 へ の タ イ的適 応 一』

1994年 度 文部 省 科 学研 究 費 補助 金(一 般研 究C)㌧ 報 告 書1995年 、 頁34
の 村 田 翼夫 「ノ ンフ 才一マ ル教 育 セ ンタ ーの 組織 と活動 」 『タイ にお け る文 化 政策 の展

開 とノ ン フ ォーマ ル教 育 一近 代 化 社 会 へ の タ イ的適 応 一』

1994年 度 文 部 省 科 学研 究費 補 助 金(一 般研 究C)報 告 書1995年 、 頁65
5》D胆 【tmentofNbr卜 ㎞malIid㏄ad

㎝,Minis1ηofE(hα 遭ion,lhtKd㏄tionto山e

工一 匹1986p.1
6)Dep飢mentofNon 一飴malEducation ,MinistryofEducation,ibid.,1986頁13
7)Depa丘me

ntofNon-fomaiEducation,MinistryofEducation,op.cit.,1987頁15
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タ イ に お け る 学 校 と 地 域 社 会 と の 連 携
一 学 校 カ リ キ ュ ラ ム 分 析 を 通 し て み た 一

平田利文

は じめ に

本小論は、 タイ における学校 と地域社会 の連携 について、初等 ・中等教育カ リキュラム

の内容分析 を通 して明 らかにす ることを目的 とす る。まず最初 に、国家教育計画にみられ

る学校 と地域社会 との連携 に関する全体的な政策方針を明 らかにし、次に、初等 ・中等教

育力 リキュラムにおける具体的内容 にっいてみてい く。

1.学 校 と地域社会 との連携 に関する政策方針

:L「1992年 国家教育計画」の理念

タイ国家教育委員会は、タイ社会の急速 な変化 、す なわち、政治、経済、社会、文化、

環境、科学技術 における社会 の諸変化 に対応で きる人材の育成のため、15年 ぶ りに国家教

育計画Pを 改訂 した。

本計画 は、第1章:理 念 と目標(8項 目)、 第2章:教 育制度(4項 目)、 第3章:教 育政

策(19項 目)、 第4章:教 育指針(42項 目)と 、全4章73項 目から成っている。

そのうち、 「理念」の項 目をみると、①知性、思考、精神、徳性の発達、②自然資源、

自然環境の保護、③タイと外 国の文化の理解、④相互依存関係 の構築、の4点 が上げられ

ている。っ まり、 さらなる近代化 を推進 してい くためには、物質面 の発達 と精神面の発達

とが、バ ランス を保ちながら行 われなければな らないとされている。また、 タイ国内にお

いて も、森林資源 の破壊や環境汚染の問題 が深刻 になってきているため、環境保護の精神

を育成 しようとして いる点 が注 目され る。さ らに、いわゆる国際化 を意識 し、タイ文化の

価値の認識だけでな く、外 国の文化 も認識す るという相互理解の観点もみられる。そ して、

ボーダ レス、グローバル時代 を背景 として、相互依存関係 を保っていこうとしている点も

注 目される。本計画は、国家主義的色彩 が強 かった旧国家教育計画に比べて、現在のグロ

ーバル時代、国際化時代 を背景 として、 タイ文化やタイ人としてのアイデンティティは保

持 しながらも、国際社会に開 かれたタイ を建設 していこうとしている点 に、大きな特色 が

うかがえる。

a「 国家教育計画」 における地域社会 との連携

それでは、本計画 において、学校 と地域社会 との連携について どのように取 り扱われて

いるのであろうか。

まず、第3章 の 「教育政策」 においては、生涯教育の観点 から教育制度の整備 にあたる

ことと し(第1項)、 国民や地域社会 に対 し、様 々な知識や情報 を普及 した り、教育サー

ビスを拡大す るために、テクノロジーの適用 を促進、援助するようになっている(第12項)

。また、家族、地域社会 、社会的機関、あるいはマス ・メディアなどが、教育 に参加 し、
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自然資源、環境、文化、 そ して地域社会の知恵(例 えば、経験者、有識者、知識人の功績

・業績や昔か らの教えや生活の知恵 といったものなど)を 保全 した り
、発展 させた りする

ことを促進、援助することになっている(第13項)。 さらに、聖職者が、道徳的、倫理的

価値 を国民や社会に説 くことになっている(第16項)。 さらにまた、教育管理運営システ

ムを地方分権化するため に、地域の住民 や地域社会 が教育活動に参加することを促 してい

る(第17項)。 そ して、すべての学校段階での教育において、企業など私的部門の貢献も

促進す るように求 め られている(第18項)。

このように、生涯学習 という観点 から、学校 はもとより、家庭、地域社会、私的機関、

マス ・メディアなど、あ らゆる場 を教育 の場 として利用す るとともに、教師だけでなく、

聖職者、地域住民等も指導者 として、教育 にあたることが目指 されている。

次に、 このよ うな政策 のも とで、 どのように具体的 に進めて行けばよいかの指針が第4

章 の 「教育指針」 に示 されている。

まず 教育ネ ッ トワー クの整備にっいては、知識や情報の収集能力、地域の知恵やテク

ノロジーの適用能力、地域の問題やニー ズに見合った開発能力などを身にっけ られるよう

に、地域社会での学習 を促進す る(第4項)。 また、地域や地域住民に、知識、ニュース 、

情報な どを普及す るのに情報源 の調整 をは かった り(第5項)、 地域社会内の情報源 を 確

かなものにす るため、政府機 関、民間機関な どの諸機関間の調整 を計 る方法 を摸索 した り

(第6項)、 特 に知識 、ニュース、情報の提供 にあたっては、あ らゆるテ クノロジーやマ

ス ・メディア を活用 し、公的 ・私的機関は一致 団結 して情報提供 と普及方法の開発に努力

す ることになって いる(第7項)。

次に、教育内容 にっいては、いろんな領域での調査研究 から得 られた知見、また地域の

知恵、寺院、図書館、博物館、マ ス ・メデ ィアなどからの知見 を教育内容に統合 し(第9

項)、 地域の生活 に即 したものにす ることになっている(第15項)。 その際、地域住民が

教育に参加す るよう求め られている。 さらに、家庭、教育機関、宗教機関やその他マス ・

メディアなどの機 関は、互いに協力 し合い、道徳的価値観だけでな く、適切なガイダンス

を提供す ることになっている(第19項).専 攻 を変更 した り、転校 したいものは、単位 の

互換がで きた り、就職経験 の単位化 も考 え られている(第23項)。

教員 にっいては、教育 に関心 と意欲 があ り、有能な人であれば、事前に訓練 を受ければ、

学生でも、教員以外 の職 にっ いている人でも教えることができる(第25項)。 そ して、教

員 を地域開発のアカデ ミックなリーダー かっ調整役 としてだけでなく、知識 を伝達、交換、

普及す る人と して、また近代的技術 と地域 の知恵の調整役 としても活用することになって

いる(第27項)。

最後 に、教育資源 の活用では、企業な どの私的部門や地域社会に教育的役割 を担わせ よ

うとした り(第39項)、 一般企業が教育や職業技術訓練 を提供できるようにもしている(

第41項)。

以上みて きたように、学校 での学習 だけでな く、地域社会での学習も非常に重要視 され

て いる。教員 も、通常 の教員 だけでな く、多様な形での教員雇用も考え られている。政府
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機関や民間機関 が教育 に関わった り、時 には企業が教育的役割 を担うことも期待されてい

る。単位互換 や就職経験 の単位化 という取 り組みも摸索 されている。地域にあるものをカ

リキュラムに統合するという、いわゆる地域教材 の積極的活用も推奨されている。従って、

本計画では、学校 と地域社会 がともに教育的役割 を果 たし、学校 と地域社会とが連携 をと

りなが ら教育活動 を展開するように考え られている。

皿.初 等 ・中等 カ リキュ ラムにおける地域社会 との連携

:L小学校力 リキュラム(1990年)2)

まず、本カ リキュラムの理念 からみておこう。基本理念は、①大衆のための基礎教育、

② 日常生活のための教育、④国家統一のための教育である。この初等教育 レベルの教育は、

民 主立憲君主制のもので、よき国民 と しての義務 と役割を果た し、社会にとって有用 な存

在 とな り、生活の向上 ができるようにすることを目標 としている。学習者は、社会の変化

に対応で きる基本 的な知識 と技術 を身 にっ け、心身共 に健全であ り、幸福で平和な生活が

で きるように訓練され る。 このような目標 を達成す るため、次のような資質の育成 がはか

られている。

①基本的な技能、読み書 き、計算 の能力

② 自分 自身、環境、社会変化 の理解

③ 自分や家族 の健康 と衛生の認知

④問題 を合理 的に分析 し、科学的に解決す る能力

⑤ タイ人であることに誇 りをもち、利 己的にならず、平和に共存す る

⑥読書 を愛す る習慣 をもち、常 に探究す る

⑦仕事に関す る基本的な知識 と技能 を習得 し、仕事 を愛 し、協力 して働 く

⑧家庭や地域社会の状況や変化 を理解 し、よき成員としての義務 と役割を果た し、地域社

会 の環境、文化遺産 を保護発展 させ る

これ らのなかで、地域社会 との連携 とい う点で関係の深いものは、⑧のような資質の育

成 である。地域社会で義務 と役割 を遂行 した り、地域社会の環境や文化遺産の保護に積極

的に働 きかけてい こうとす る資質 を育成す る過程 において、学校と地域社会 との緊密な連

騰がめざされ、そのための教育実践も展開 されるのである。

次に、 このカ リキュラムは非常 にユニー クな構造 をもっている。すなわち、各教科が 「

基礎技能」 「生活経験」 「性格教育」 「作業経験」の四つのグループに統合された統合カ

リキュラムであ ることである3}。 また学習原理 としては、問題解決学習法がとられている。

っま り学習活動においては、活動体験や作業が積極的に取 り入れ られている。

それでは、 このカ リキュラムおいて.学 校 と地域社会との連携 を取 り扱 うグループはど

れ か、またそれは どのような内容 と方法 によって行われているのであろうか。

地域社会 との連携 が問題 とされ るグルー プは、主として 「生活経験」グループ、なかで

も社会科 に相当す る部分 においてである。単元 を列挙すると次のようになる。

(1-2学 年)
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単元 「われわれの身 の回 りにあるもの」:わ れわれの地域社会、自然環境

(3-4学 年)

単元 「われわれの身の回 りにあるもの」:わ れわれの県

単元 「生計」

(5-6学 年)

単元 「われわれの身の回 りにあるもの」:社 会環境、自然環境

単元 「国家」:重 要な人物

単元 「生計」

単元 「人 口教育」

単元 「政治 と行政」

単元 「ニュース、事件、重要な 日」

これ らのうち二 、三の例(概 要)を みてみ よう。

◎1-2学 年 「われわれの身の回 りにあるもの」:わ れわれの地域社会、の場合

地域社会 に関す る基礎デー タを収集 し、話 し合 いをしてまとめる。地域社会の歴史 を調

べ、誇れる点 にっ いて話 し合 う。

地域社会の安全 に関す るデータを収集 し、話 し合い、まとめる。そ して安全を守れ るよ

うに実行す る。

◎5-6学 年 「国家」:重 要 な人物、の場合

人物 に関す るデー タを収集 し、その人 の業績にっいて、その重要性 などにっいて話 し合

い、まとめる。その学習 を通 して知識理解や分析力を身にっける。

◎5-6学 年 「ニュー ス、事件、重要な 日」 の場合

地域社会で起 こってい るニュースや事件 に関す るデータを収集 し、分析 して話 し合 い、

地域社会 を改善 してい くためにはどうすれ ばよいかをまとめる。また重要な 日に関する

学習では、データや活動 を収集 し、有用性 などを分析 し、 まとめる。そ して実際にその

日には自分たちで活動 を計画 し、実行す る。

これ らの事例 にみるように、 これ らは、いわゆる地域学習 といわれるものである。小学

校 においては、全学年 を通 じて こう した学習 が行われ、全体 としては、地域社会に関する

学習 が重視されているといえる。

また、連榜 という観点 からみ ると、地域社会 と学校、地域社会 と子どもたち との関係は、

直接的な連携 までいっているとはいえないが、小学校段階 とい うことから、そのための基

礎的資質の育成 に主眼が置 かれているといえる。

さ らに学習方法上の原理 と しては、問題解決学習法 に即 したものになっていることであ

る。すなわち、観察→デー タ収集→分析→討議→ まとめ→解決への方法の摸索→実行 ・行

動、と;いった学習過程 をたどって いる。っ ま り、地域社会で起 こっている問題を実際 に解

決 していける実践能力の育成 に主眼が置 かれている。

なお、教師用 のカリキュラム手引書 には弔、特 に学校 と地域社会 との連携にっいて、ど

う考えるかが示 されている。す なわち、学校 と地域社会の連携のあり方として、①地域 の
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住民 とりわ け子 どもの親、保護者 に、学校での教育が経験、実践力 を重ん じていることを

理解 してもらう、②地域社会における有能な人材 を活用する、③学校は、地域社会から資

金や、労 力の提供 をうける、④学校は、地域社会 に対 して、農業、衛生、 自己発展などの

ために、科学やテ クノロジーに関する知識 を提供する、⑤学校は、教育 を進める際、実習

活動に伴 う材料費 が必要な ことを保護者 に理解 してもらう。

このように、地域社会 との連携 を問題 にするとき、そこでは、保護者 との連携 も問われ

ている。上述 のあ り方 をみてもわ かるよ うに、教育への保護者の理解 を説いてい くという

ことが重要な鍵 となって いる。そ して地域社会 か ら学校への援助 という形態 と、同時 に、

学校 から地域社会への還元 とい う形態 で連携が考え られている。こうした連携のあり方 が、

カ リキュラムに定 められ た単元 の学習 のなかに生 かされていくのである。

2中 学校カ リキュラム(1990年)5)

本カ リキュ ラムの理念 は、①学習者 の能力、適正、興味関心 を発見する教育、②職業 あ

るいは上級の教育 を受けるための基礎 となる教育、③地域社会や国家の要求 に応える教育、

となっている。 目標 としては、学習者 が生活の質 を向上 し、さらに上級の教育を受 ける基

礎 を培 うものであ り、民主立憲君主制 のよき国民 としての義務 と役割 を果た し、社会 にと

って有用な存在 となることになっている。また学習者は、仕事 を遂行 し、仲間と協力 して

働き、仕事や 自分 自身や社会 を向上 してい こうとす る習慣 を身 にっけ、地域社会の衛生 を

改善 し、社会 にとって有用 な存在 として生活 していくための十分な知識と技能をもっこと

が期待 されている。具体的に身 につけな ければな らない資質 として次のものが挙げられて

いる。

①普通教科における知識 と技能 を習得 し、進歩 させ ることができる

② 自分 と地域住民の健康 と衛生 を保 ち、進歩 させ ることができる

③地域社会の諸問題 を分析 し、その問題の解決のための方法を考えることがで きる

④ タイ人であることに誇 りをもち、他人 と平和 に共存 し、能力に応 じて助 けあうことがで

きる

⑤創造 的であ り、 自分や地域住民 にとって より進歩 とな りうる方策 を講 じることができる

⑥どのような職業 に対 しても良い態度 をもち、仕事 を愛 し、適正 と興味に応 じて仕事 を選

択できる

⑦職業にっ く基本的な技能 を身 につけ、他人 と協同 して仕事ができる

⑧地域社会の状況や諸変化 を理解 し、良 くするための方法 を考え、よき住民の一人として

役割 と義務 を果たす ことに誇 りをもち、環境、宗教、文芸などを保護発展させ ることが

で きる

これ らのうち、②③⑤⑧の資質 が、地域社会 との連携に関するものである。地域住民の

健康 と衛生の増進、地域社会 の保護発展、地域社会での義務 と役割の遂行、 といった点に

おいて、学校 と地域社会 とが連携 してい く。

このカ リキュラムの構造は、 「言語」 「理科一数学」 「社会科」 「性格発達」 「仕事 一

職業教育 」 「活動」のグループから成っている。 これ らの中で地域社会 との連携 を取 り扱
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っているものは、主 に 「社会科」 「性格発達」 「仕事 一職業教育」そ して 「活動」におい

てである。

それぞれ どの科 目において取 り扱われて いるかは以下の通 りである。

「社会科」グループ:わ れわれの国家1(必 修) 、われわれの国家2(必 修)、 われわれ

の地域社会1・2・3(い ずれも選択必修)、 初級地理(選 択)

「性格発達」 グル ープ:保 健教育(選 択必修)

「仕事 一職業教育」 グルー プ:選 択必修科 目として、農業、地域社会の生産活動

選択科 目と しては、林業、農業、畜産、水産関係の科 目が

数十科 目開設されている。

「活動」グルー プ:奉 仕活動、青少年活動

それぞれのグループの科 目内容(概 要)を 事例的にみると、

◎ 「社会科」グループ:わ れわれの国家1、 の場合

生 活 をしていく上で環境 に関 して理解 をもち、その地域社会の環境 を保護発展させるこ

とに関与す る。

◎ 「性格発達」 グル ープ:保 健教育、の場合

地域社会での環境や仕事における健康 に関す る問題 を取 り上げ、分析 し、それ らの問題

を解決する能力 を訓練す る。

◎ 「仕事 一職業教育」 グループ:地 域社会の生産活動、の場合

地域社会での生産方法 にっいて、分析 し、立案 し、実行す る。また、地域社会にある資

源の活用の仕方 を学習 し、初歩的 な生産原理 にっいての知識 と理解 を持つ。そ して仕事

の レベルや安全性の程度 によって、勤勉 に、忍耐つよく、精巧 に、規則正 しく、かっ用

心 深 く生産す ることがで きる。

また 「活動」 の時間では、地域社会 に貢献 し、共存できる活動 を組織することが目標 と

されている。

このように、地域社会 に関す る学習 は、小学校同様、社会科 グループにおいて精力的に

行われている。ところが中学校 において は、さ らに 「仕事一職業教育」グループにおいて

も、地域社会 との連携 を取 り扱 った科 目が多数設 けられている。そ して学習の方法は、小

学校の場合 と同様、問題解決学習法によるものとなっている。っま り、実際に問題が解決

できる、代案 が提 出できる、実行できるとい う学習が考え られている。

3高 校 力リキュラム(1990年)ω

本カ リキュラムの理念は、①社会経済条件に即 した将来の職業 を遂行 してい くための知

識や技能 を提供す る教育、②将来の職業や上級 の教育 を受けてい くための教育、③生活の

質 の向上、地域社会や国家の発展のための教育 、となっている。高校教育 とは、国王を元

首 とす る民主主義制度のも とで、 よき国民 としての役割 と義務 を果たす ことによって、生

活 の質 を向上 させ、社会 にとって有用な存在 となることを目標 としている。学習者は、知

性 を発達させ 、それぞれの適正 に応 じて知識 と技能 を身 にっけ、将来の職業にっいて考え、

社会発展 のための新 しい方法 を摸索 し、社会にとって有用な存在 となることが期待されて
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いる。そこで学習者 は、以下 のような資質 を身 に付 けることが目標 とされている。

①一般教育科 目に関す る知識 と専門技術 を獲得する

② アカデ ミックな知識 と様々な技能 を獲得す る

③個人 および社会全体 の健康 と衛生 にとって有用な存在となる

④地域社会 の問題解決 のための計画 を策定で きる

⑤ タイ人であることを誇 りとし、進んで社会の奉仕に務め、他人 を助ける

⑥創造的であ り、地域社会 の発展のために新 しい方法や技術 を適用できる

⑦職業 に対す る正 しい心構え をもち、 どのように職業 を選べはよいかがわかる

⑧仕事 を愛することができ、他人 と協力 して働き、共存できる

⑨国内外 の状況 と変化 を理解 し、自分 の役割 と義務に応 じて国家の発展に寄与 し、資源、

宗教、芸術、文化 を保護発展 させ る

このような 自標 をみ ると、アカデ ミックな教育 と共 に、職業教育 を非常に重視 している

ことがわかる。 このことは、普通教育 コー スにおいても、職業教育が行われ ることにも示

されている。

これ らのうち、社会 との連携 に着 目す るとき、特に③④⑥ が深い関係 をもっている。こ

こで も注 目すべき点は、問題解決 のための計画 を策定 した り、新 しい方法や技術 を実際に

適用で きるとい う実践力の育成 に主眼が置 かれて いることである。ここに、小学校、中学

校 にもみ られた実践力、行動力の育成 という点 が、一貫 してみ られる。

カ リキュラム構造 と しては、 「言語」 「社会科」 「性格発達」 「理科一数学」 「職業教

育」 の各グループか ら構成 されている。それぞれのグループで社会との連携がみ られるも

のは次の単元 においてである。

「言語」 グループ:地 方の文学(選 択)、 言語 と文化(選 択)

「社会科」グループ:社 会科(必 修)、 地方の地理調査(選 択)、 基礎政治(選 択) 、地

方行政(選 択)

「性格発達」グループ:健 康教育(必 修) 、基礎芸術(選 択)、 創造芸術(選 択)、 装飾

芸術(選 択)

「理科一数学」 グル ープ:生 物(選 択必修)

「職業教育」グループ:青 少年の健康管理(選 択必修)、 植物栽培(選 択 としてこのほか

地域社会 との連携 を取 り扱った科 目は80数 科 目に及んでいる)

これ らの うちいくっ かの事例(概 要)を みてみよう。

◎ 「社会科jグ ループ:社 会科(必 修)、 の場合

地域社会 と国家の経済発展過程に関す る学習。経済上の変化 を理解 し、地域や国家の経

済活動 の影響 を知る。そ して消費 に対す る態度 を身につけ、よき消費者および生産者 と

して行動する。

◎ 「性格発達」グループ:健 康教育(必 修)、 の場合

健康 に関 して.調 べ、分析 し、 どの ように行動するかを学習する。

◎ 「職業教育」 グループ:青 少年の健康管理(選 択必修).の 場合
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家族や地域での青少年の健康問題 に関 して分析 し、問題解決 をはかる。

高校段階になると、 「社会科」グループはもちろん、他のグループのなかでも取 り扱わ

れている。特 に 「職業教育」 グループ における選択科 目の中には多数のものがみ られる。

中学校以上に地域社会 との連携 を重視 した教育 が展開 されることになっている。学習原理

は、中学校 同様 、問題解決 を主軸 に したものになっている。っ まり、問題解決能力、実践

力、行動力の育成 が強調 されている。

皿 学校 と地域社会 との連携

:L具体例

地域社会 との連携の具体例のい くっかを紹介 しよう。

まず学校側か ら地域社会 に働 きかける事例 としては、ワン ・プラ(僧 侶 の日)に 、学校

行事の一貫 として、近 くの寺院に出かけ、寺院 の掃除 をした り、僧侶から説教 を聞いた り

す る。また寺院 にタンブン(積 善行為)を す る。村の道路を定期的に掃除 をした りもす る。

さ らに、教師は、地域社会で教育活動 もす る。すなわち、地域住民 を対象に、米の作 り方

や畑仕事 のや りかたなどを指導す る。

他方、地域社会 から学校への働 きかける例 としては、まず僧侶が教育 に参加 しているこ

とであ る.っ ま り、宗教教育 を担当す る教師 として、定期的、不定期的に僧侶 が教壇に立

つのである。また母親 が、学校給食の手伝い をす ることもある。陶芸家、工芸家のように、

特殊技能 をもっ人 を学校 に招へい し、授業 をして もらうこともある。

特 に仏教が学校教育に参与す るとい うケースは、タイの教育 においては、常にこれまで

とられて きた形態である。近代教育の導入期においては、仏教僧侶や仏教寺院が教育の近

代化 を推進 した。教育の近代化にとって、仏教 は重要な働きをしてきたのである。

このような仏教 との連携 が、最近、見 直されている。寺院に教育機能をもたせようとす

る試みである。そのような例 と しては、仏教 日曜学校や寺院中学校などがある。とくに 「

寺院中学校」は、 ここ数年 タイ北部 を中心 と して急速 に広まっている。出家 した中学校段

階の男子 が、寺院で中学校教育 を受 けるのである。彼 らの多 くは、中学校教育 を受 けられ

ない貧 困家庭の出身者である。 しか し出家すれば、衣 ・食 ・住は保障され、その上教育も

受け られ るのである。寺院 が教育 に積極的 に関わっている典型例であろう。こうした活動

は、中学校 の就学率 の向上 にも一役買い、好評 を得ている。

企業 との連携 にっいては、特に大学 ・カ レッジ と企業との連携の推進が、政府によって

進め られている7)。

2目 標、内容、方法

まず タイにおける学校 と地域社会 との連携は、現行の初等 ・中等カ リキュラムをみる限

りでは、積極的に推進されてお り、その 目標は、地域社会 との連携 を通 して、より高次の

問題解決能 力を育成す ることに主眼 が置かれているといえる。

内容的 には、小学校 から高校に至 るす べての学校段階で地域社会に関す るものが取 り扱

われて いる。それはいわゆる地域学習 といわれるものである。それはまた社会科や職業教
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育な どの教科や グループのなかで主 として行われている。 しかも、学校段階 が高 くなるに

従 い、増加 して いる。特に高校段階では、広範囲 にわたる教科 ・科 目のなかで行われてい

る。

学習方法 は、全学校段階 を通 して、分析 →まとめ→解決→行動 というように、いわゆる

問題解決学習 によるものである。っま り地域社会での問題 を自ら解決 していける資質の基

礎、あるいは能力 を身 にっけるようになっている。つまり行動型、実践型のカリキュラム

となっている。 また教科内だけで行 うのではなく、青少年活動や奉仕活動などの教科外の

活動 においても行われることになってい る。

a指 導体制

学校 と地域社会の連携 を密 に して い くにあたっては、指導者は世俗教師だけに限 らない

とい うことであ る。ある場合 は、僧侶であ り、親であ り、地域住民、地域社会である。ま

た民間企業 という場合もある。学校、家庭 、社会が三位一体 となって指導に当たるのであ

る。

おわ りに

本稿では、カ リキュラムでの取 り扱 いを中心 にみてきたが、さ らに、学校現場での地域

社会 との連携 の実際の事例 を収集 しなければならない。この点は、今後の研究課題とした

い。また、 フォーマル教育 とノン ・フォーマル教育との関連についても、連携の形態、内

容 ・方法 とい う観点 から明確 にす る必要 がある。この点も今後の研究課題 となろう。

注)

1)OfficeoftheNationalEducationCommission,PhaenKaanSuksaaHaengChaat

Z535,Bangkok,1992.な お 旧 国 家 教 育 計 画 は1977年 版 で あ る 。

2)MinistryofEducation,LaksutPrathom _Suksaa_2533,Bangkok,1990.

3)小 学 校 、 中 学 校 、 高 校 の カ リ キ ュ ラ ム 構 造 に っ い て は 、 国 立 教 育 研 究 所 編r学 校 と 地 域

社 会 と の 連 携 に 関 す る 国 際 比 較 研 究(中 間 資 料 集1)』(平 成7年)、pp.432-434を 参

照 。

4)MinistryofEducation,KhuuMuuLaksutPrathomSuksaa2533,Bangkok,1991,p.74.

5)MinistryofEducation,LaksutMatayomSukusaaToonTon2533,Bangkok,1990.

6)MinistryofEducation,LaksutMatayomSukusaaToonPlaai2533,

Bangkok,1990.

7)平 田 利 文 「タ イ の 後 期 中 等 教 育 の 改 革 動 向 に 関 す る 研 究 」 国 立 教 育 研 究 所r後 期 中 等 教

育 の 史 的 展 開 と 政 策 課 題 に 関 す る 総 合 的 比 較 研 究 』 平 成5年 、pp.328-329.
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フ ィ リ ピ ン の 「価 値 教 育 」 に お け る

学 校 と 地:1或 社 会

渋谷 英章

は じめ に

1986年 の 「2月 革命」によって、20年 余 り続 いたマルコス独裁政権は終焉を迎 え、フィ

リピンの民主化をめざ したアキノ政権が成立 した。新政権下で成立 した1987年 憲法では、

①国民の質の高い教育を受 ける権利 と教育の機会均等の保障、②国民 と社会の要求にそっ

た教育機関の設置 ・運営、③公立初等教育の無償義務化 と、公立中等教育の無償化、④公

立学校在学者、私立学校在学者 を問わない奨学金制度 の設立、⑤祖国愛、ナシ ョナ リズ

ム、市民的権利 と義務についての教育、道徳的人格、規律、批判的 ・創造的思考、科学技

術 ・職業技術の発展 を目標 とする教育の実現、⑥公立教育機関と私立教育機関の相互補完

性 の認識 、などが定め られた。そ して、 「中期開発計画(1987～92)」 における教育計画

では、教育機会の拡大 と均等化な らびに質の高い教育の提供、民主化 とナシ ョナ リズムの

ための教育、公共 セクターと民間セクターの共同と教育サービスの民営化、科学技術教育

の振興な どが主たる政策 目標 とされた。Dこ のように独裁体制の打倒か ら発足 したアキ

ノ政権は、民主主義の確立 と市民的権利の保障、国家建設 にむ けての国民の参加などの政

策方針 にそった教育計画の推進をめざ しつつ、学校 と地域社会の関係に転換をもたらして

いる。すなわち、ひ とっ には学校の児童 ・生徒が民主主義的態度の形成や権利認識の獲得

を達成する場 のひとつ と して地域社会が存在する と考えられ、さらにその延長 として国家

そ して地球社会 を位置づ けることより、地域社会が祖国愛や人類愛に結びっ く糸口 となる

場 と考 えられた。その一方で、たとえば地域住民による財政的貢献に依存 して運営される

反面、地域の成人に対 する教育プログラムを実施 していたバランガイ ・ハイスクールが、

質の高 い中等教育の保障 という目的に沿って国立学校化 され、積極的な政府の関与が開始

された。本稿では、中等教育 における 「価値教育」を主 たる具体的事例 として、このよう

な政策転換に ともなって変化 した学校 と地域社会の関係 を検証する。

1.中 等教育改革の概要

1.マ ル コス政権下 の中等教育 における学校 と地域社会

マル コス政権下の教育政策及び中等教育の状 況を示 しているのは、 「大統領布告6-

A」(1972年9月)と 「1973年憲法」、そ して 「改訂中等教育カ リキュラム」(1973年)

である。 「大統領布告6-A」 では、 「・社会の基本的機能への個人および集団の参加の

範囲 と質の強化、 ・生産的で才能のある市民 に成長するために重要である、教育的基盤の

獲得の実現 を援助 する普通教育 の広範な普及」が教育制度の目標の一部 とされる ととも

に、 「初等 ・中等教育財政の中央から地方へ政府への移管 を促進 し、中央政府の財源を高

等教育によ り多 く振 り向けるような、教育財政制度改革の遂行」が、計画の方針のひとつ
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として取 り上 げられていた。2,ま た、rl973年 憲法」の教育条項では、 「政府による全

ての教育機関の監督 と、国家 目標 に従 った機関の設置」、 「祖国愛の強調、市民的義務の

教育」などが規定された。3,そ して、 「改訂中等教育カ リキュラム」では、コミュニケ

ーシ ョン(英 語 とピリピノ) 、社会科、理科、数学等 と並んで1～3学 年では 「青年発達

訓練」、4年 次では 「市民軍事訓練 」が教科 とされている。 「青年発達訓練」は保健(週

1時 限)、 体育(週2時 限)と ボーイ ・スカウ トあるいはガ ール ・スカウ ト(週2時 限)

で構成 され、これ らの中で音楽教育も行われる。4》

1972年 の戒厳令の布告以降の教育改革 は、国家主導の教育 システム と国家主義的ナシ ョ

ナ リズム(「 新社会運動」)、 国民 としての義務の強調、また中央政府が高等教育の拡充

に専心するための初等 ・中等教育の財政の地方化、などをその特色 としていた。そ して、

学校 と地域社会の関係を中等教育にっいて考 えるな らば、国家主義的ナ ショナ リズムにも

とついた体験的学習のために学校 と学校外の組織 との協力関係が必要 とされたこと、そ し

て一面では住民の参加 ・協力によって運営され地域社会 と密接な関係を保っている中等学

校 と考え られ るバランガイ ・ハイスクールが、実際には中等教育に関する政府の財政的責

任の回避 と地域住民へのその責任の転嫁 として機能 してきた ことが指摘できよう。

2.ア キノ政権以降の中等教育改革における学校 と地域社会

現在の教育改革で は、中等教育が教育制度の 「最 も弱い環」である と認識され、その改

革の中心的分野 とされて いる。80年 代後半か ら 「中等教 育発展プ ログラム(SEDP

)」 、 「新 カ リキ ュラム」、rl988年 公立学校無償教育法」、 「バ ランガイ ・ハイスクー

ルの国立学校化」、 「教育サ ービス契約制度」などが開始 され、5}現 在では 「私立学校

の生徒お よび教員に対する政府援助(GASTPE)」 も実施 されている。6⊃

これ らの施策は1987年 憲法の教育条項の基本方針である、質の高 い教育の保障と教育の

機会均等に基づ いている。ただし、政権が交代 したとはいえ、フ ィリピンの国家財政が急

速に好転 したわけではな く、これ らのプログラムを実施する公共セクターの財政的裏づ け

は脆弱である。 したがって 、それを補 うためには民間の団体 や機関の協力が必要 とされ

る。行政一般 についての改革に関するものではあるが、 「1991年地方行政法」では 「地方

行政府 は、地方 自治の遂行のための活動的なパ ー トナ ーとなる住民のまた非政府の機関の

設立 と活動を推進する」(第34条)、 「生産性や収入を向上 させ、農業を多角化 し、地方

の産業を刺激 し、エコロジカルなバランスを促進するように考案 された地域の企業を発展

させ、人 々の経済的、社会的福利を向上させるために、一定の基本的サ ービス、能力開発

・生活向上プロジェク トの提供に従事する住民の または非政府の機関と、地方行政府はジ

ョイ ン ト ・ベ ンチ ャーなどの協力関係 を結ぶ ことがで きる」(第35条)と 定められてお

り、公共的サ ービスにお ける地方行政府 と地域住民やNGOと の協力の可能性が期待され

ている。 η すなわち、政府の責任回避の結果 としての地方自治ではなく、政府の責任 を

基本 として住民 の参加 ・協力を求める地方 自治が構想されている といえよう。学校 という

教育サ ービス も公共サービスの一分野であ り、後に述べるような学校教育における地域 の

教育資源の活用 という方針 も、この考え方 の具体的事例 であると考え られ る。 したが っ
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て、地域住民によって維持運営されて いたバランガイ ・ハイスクールの国立学校化は、学

校の運営 についての住民の排除を意味するのではなく、このような地方自治の理念のもと

で、校 と地域住民の新たな関係の構築が必要とされてきている と理解するのが妥当であろ

つ 。

一方、民主主義の理念 に基づいた祖国愛、人類愛の醸成 とい う側面からは、個人を中心

として国家、地球社会へ と向か う同心円的な世界(コ ミュニテ ィ)認 識の拡張において、

家庭そ して地域社会は個人のす ぐ外側のコミュニテ ィであ り、個人が世界 を具体的に日々

の生活の中で認識 し、世界にかかわる身近な場 として重要であるとの観点から、学校 と地

域社会 との関係の重要性が指摘されて いる。この点 に関 しては、 「価値教育」を対象とし

て、以下 に具体的に検討する。

H.「 価値教育」における学校 と地域

1.「 価値教育プ ログラム」(文 部省通達1988年 第6号)

1986年 の2月 革命ののち、新生フ ィリピンを建設するためには教育の役割が重要である

という認識が生 まれ、その中で も 「価値教育」のあ り方の検討が焦点のひとつ となった。

ただちに文部省内に 「価値教育」に関するタスク ・フォースが組織され、88年5月 の新政

権 における第1回 教育関係者会議 においてそのフレームワークの ドラフ トが検証 され た。

そ して1986-87年 度中に、親や生徒をはじめ、校長、教員、政府関係者、企業関係者、市

民の リーダー、学者な ど、あらゆる分野の国民か らのこの ドラフ トに関する意見を集約 し

て改訂を行 った。この第2次 ドラフ トが1987年 の教育関係者会議 に提出され、出席者によ

る検討が行われ、 さらに専門家か らの意見 も聴取 し、1988年 に 「価値教育に関する フレ

ームワーク」が決定 された。そ して このフ レームワークは文部省通達1988年 第6号

「価値教育プ ログラム」の付属文書 としてとして公布された。8D

上記通達では 「真の 自由と民主主義への新たな期待、社会変革 と国家建設への国民の参

加の機会の出現 という、1986年 の平和的革命によってもたらされた変化は、人々の価値、

態度 、行動につ いてこの変化に対応 した再検討を促 している。この挑戦に立ち向かうため

に、文部省は、教育的経験 を通 じて人間の発展を高め道徳的性格を強化することを企図 し

た、活性化され た価値教育のプログラムに乗 り出 した」 とその意図を説明 している。そ し

てさらに、付属文書である 「価値教育のフレームワーク」がまさに国民各層の参加 によっ

て策定 されたことを強調 している。9〕

このように説明される 「価値教育」には、その 「価値教育」の価値の内実 として、政策

決定や施策の遂行に民主主義国家 にふ さわ しい国民 としての参加が含 まれて いる と同時

に、 「価値教育」の推進それ 自体に国民の参加が必要であることを示 しているといえる。

2.「 価値教育のフレームワーク」における学校 と地域社会

「価値教育の フレームワーク」では、学校のカ リキュラムにおける 「価値教育」を、教

師の指導の下で、児童 ・生徒がその置かれている環境 と相互に作用 し合 うことによって、

価値が形成されるプロセスであるととらえている。そ して、価値は学習者の個人的な生活
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に直接的 に関連 し、価値の形成プロセスは認知的ではな く学習者のすべての能力の発揮を

必要 とし、親 の価値観が子ども価値に大きな影響を与え、また同様に教師自身の価値観の

影響力 も重要であることを指摘 している。 さらに、共通な価値観は家庭、種族、社会、国

家を統一する とい う、価値の社会的機能 に着 目し、 「真実、正義、 自由、愛 、平等、平

和 」 という価値を国民が共有 し、 「公正で人道主義的な社会」を建設するという1987年 憲

法の ビジョンか ら、 「価値教育」の必要性、緊急性 を強調 している。 したがって、 「価値

教育プ ログラム」の目的はrr公 正で人道主義的な社会』、民主的独立国家の建設に専心

する人間の発展のために、価値教育 をあらゆる教育段階で導入 し促進することである」 と

され、 目標 とされるフィリピン人の理想像 として、人間の尊厳 という意識を持った人間、

コミュニテ ィや環境へ の責任 とい う意識を備えた社会的存在、経済的な安定 と発展に貢献

す る生産的人 間、深 い愛国心 を持 ち地球規模の世界 コミュニティとともに国家の発展に専

心する市民、精神 的存在 と しての神 への信仰心を表明する人間、の5点 が上げ られ てい

る。1ω

価値教育 プログラムでは、人 間には、個人 としての人間 とコミュニティの一員 としての

人間 とい う2側 面が あると考え られ 、個人 としての人間 には、@身 体的価値、⑤知的価

値、@道 徳的価値 、④精神的価値 、コミュニテ ィの一員 としての人間 には、⑥社会的価

値、㊥経済的価値、⑧政治的価値、 というコア となる7っ の価値が考えられている。そ し

てそれぞれ、@身 体的価値には身体的フィッ トネス、清潔さなどの健康、⑤知的価値には

知識や創造的 ・批判的思考などの真理、@道 徳的価値 には誠実、自尊心、人格的規律な ど

の愛、@精 神的価値には神への信仰 という崇高 さ、⑨社会的価値には家族相互の尊重や家

族愛、貞節な どの家庭 における責任 と、自由、平等、社会正義、そ して平和 ・非暴力 ・参

加 という人権擁護のための行動などの社会的責任、①経済的価値 には節約、資源の保護、

労働倫理、生産性、科学技術などの経済的効率性、⑧政治的価値 には共通 のアイデンテ ィ

テ ィ、国民統合、団結 、国家への忠誠な どのナシ ョナ リズム、および国際理解 ・協力 とい

う国際的連帯 、とい うコアとなる価値 に関連する価値が示されている。U)

このような 「価値教育プログラム」 図1価 値を身 につ けるプロセス

において、実際 にこれらの価値を児童

生徒に内面化 させるプロセス(図1)

では、何が正 しく何が間違 っているか

という判断 に、児童生徒 の所属するコ

ミュニティの価値 システムが深 くかか

わ っている ことが指摘 されている。 こ

こにい うコ ミュニ テ ィとは、家 庭 か

ら、学校、教会、職場、地域社会、国

家、世界までのすべての コミュニテを

指すのであるが、世界や国家の価値 シ

ステムの範囲内で、家庭、学校、地域
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社会などの価値 システムは、その地域的な必要や状況 に応 じて発展させ られるものである

ことから、その教育内容の地域性、多様性が強調されている。 したがって、 「価値教育プ

ログ ラム」 を具体 的 に実 施す る上 での ガイ ドライ ンが、以 下 の ように提示 されて い

る。121

①学校 とコミュニティの連携 とネ ットワークの形成一一 「価値教育プログラム」は

全体的な努力 とみなされる。学校 とコミュニティはこのプログラムのパー トナーであ

り、この努力 を補強するように相互の連携 とネ ットワークが必要である。さらに、組

織化されたネッ トワークは継続的な協議、活動のモニ タリング、進捗状況の評価 を容

易にする ことができる。 「価値教育プログラム」は将来 を見通 して修正されるもので

ある ことが理解 される。

② コミュニテ ィの入的及び物的資源の最大限の利用 一一コミュニテ ィ固有の資源が

確認される必要がある。地域 コミュニティに存在する利用可能な地域の専門家を活用

する ことができ、われわれの価値の教育 と発展のイニシアテ ィヴにむけて、教 えるた

めの資源を最大限に拡張 し利用することができる。

③経費 を最小限に し、結果を最大限のものにするための、政府 の機関 ・施設と非政

府の機関 ・施設の両者の努力の統合一一経費がかか らないと同時に質の追求 もめざす

ような方法に向かって、コス トを最小に し結果を最大 にする とい う目的のために、さ

まざ まなセ クターの努力の統合が継続的 に探究される必要がある。

すなわ ち、 「価値教育プログラム」の実施にあたっては。学校 と地域社会の間で、 また

政府 と非政府機関 との問でのネ ッ トワークの形成が必要不可欠であるとされているのであ

る。

3.地 域 との連携に基づ く 「価値教育」の実際 一一 「価値教育」の教科書か ら

以上の ように文部省通達及びその付属文書において、その基本的枠組みが示されている

「価値教育」が、地域 と学校の関係に関 して、実際にどのように実践されるべ きか という

ことにっ いて、1989年 度か ら開始された新 しい中等教育 カ リキ ュラムに導入された 「価値

教育」の教科書 の紹介を通 して検討する。ここで、扱 うのはフィリピンの有力な教科書会

社の ひとつ である フェニ ックス社が新 カ リキ ュラムの施行に先立 って出版 したものであ

る。

この教科書は、第1学 年では自分自身のアイデ ンテ ィテ ィを確立することをめざ し、第

2学 年で は人間関係における価値、第3学 年ではコミュニテ ィにおける価値、第4学 年で

は神 を中心 とした価値を学習するというように、生徒が価値 を考 える場面が学年の進行に

したがって、自分 自身から世界全体に広がるような構成 をとっている。その中か、2つ の

事例をと りあげ、 コミュニティあるいは地域社会 と、学校あるいは生徒の関係がどのよう

に考えられているかを検証 しよう。
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(事 例1)監3}

第1学 年 ユニ ッ ト3自 分 自身 とコミュニティ

第1課 あなた とあなたのコミュニテ ィ

背景(略)

学習のエ ピソー ド:私 はコミュニティとかかわ りがある

[導入]

あなたの コミュニテ ィがあなたがたの福祉のためにどれだけのサ ービスを提供 してい

るか、あなたがたの うち何人が気づ いていますか?も しあなたがそれ らのサービスを

どのように利用するかを知るだけで、これ らのサービスのほ とんどを自由に利用できる

ことを、あなたがたのうち何人が知 っていますか?今 日の活動は、あなたのコミュニ

テ ィや政府が提供 して くれるすばら しいサービスにっ いて、あなたがたの目を開かせて

くれるで しょう。

[手 順]

A.宿 題

1.ク ラスを8人 から10人 の5っ のグループに分ける。この5つ のグループは コミュ

ニテ ィのサ ービスの5つ の側面、すなわ ち社会的、経済的、政治的、教育的、文化

的サービスに対応する。

2.そ れぞれのグル ープのメンバーは、政府 によって人 々にコミュニテ ィ ・サービスを

提供 して いる と考えられる、地域(市 やバランガイ)の 担 当官や担当者 にインタビ

ューを行 う。

B.適 切な活動のため に

1.小 さなグル ープを作る。すべての生徒がどのグループに所属するかはあらかじめ決

め られている。

2.グ ル ープを リー ドする進行係 と、記録をと りグループの作業をまとめて報告する記

録係 を選ぶ。

3.各 グループで、すべてのメンバ ーが宿題 によって得 られた成果を順番に発表する。

4.み んなの発表が終わったら、グラス全体で集合 し、各 グループの記録係の報告を聞

く。

5.そ れぞれの発表 につ いての質問や、意見交換 を行 う。

まとめ

あなたはあなたの家族 の一員であ り、またあなたのコミュニ ティの責任ある市民で も

ある。いずれの場合 にも、あなたには責任を分担 し実行する役割がある。あなたが政府

のプロジェク トに協力 しそれを支援することは、極めて重要である。 これ らのプロジェ

ク トはあなたのコ ミュニテ ィの人 々の福祉のために実行されている。

麺

次の ような状況のとき、あなたはどのような行動をと りますか?
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1.あ なたとあなたの友達は、交差点 を渡るために信号が青 になるのを待 っています。

あなたの友達 はせっかちです。みんなは、全員で同時に道を渡れば、大勢だか ら車

は止 まって くれるだろうと言っています。

2.毎晩、あなたはあなたの近所の人がゴ ミを道路の脇の川 に捨てているのを見ていま

す。

(後略)

(事 例2)図}

第2学 年 ユニ ッ ト3他 の人 々とコミュニティ

第3課 コミュニテ ィ変革のエージェン トとしての学校

韻

学校は、そ こに登校 する生徒の要求 に応 える社会的施設である。まず第一に学校は、

子供達をコミュニ ティによく適応 した人間に育て上げるという両親の仕事を援助 してい

る。学校 は、社会的適応 、国民性の形成、人格の育成、道徳的態度の発達、職業選択、

身体的 ・知的 ・精神的発達 を扱 う学習経験 を提供することを目的としている。

学校はフ ィリピンのいたるところに存在する。………(そ して公立学校、宗派系の私

立学校、非宗派系の私立学校、 また小学校、中等学校、大学、大学院などその種類はさ

まざまである)… …… コミュニテ ィのマンパワーの需要に応 じて職業技術訓練 を行 う

職業学校がある。 また、地域のそ して国際的なマンパ ワーの需要 に対応 して、集中的な

短期そ して長期の職業技術訓練 を実施する学習セ ンターもある。

すべての教育 レベルで、学校 はコミュニテ ィ開発の全般 に貢献 して いる。その反対

に、学校がその生徒の成長や発達に利用する人的、物的そ して社会的資源 を、コミュニ

テ ィは学校に提供 している。

学習エピソー ド

1.ク ラスを4っ のグル ープに分け、以下の4種 類の質問票を使って、学校やコミュニ

ティの援助につ いての調査を行う。

グループ1-A.学 校長 にする質問票

グル ープ2-B.学 校の卒業生に対する質問票

グル ープ3-C.コ ミュニテ ィの担当官に対する質問票

グル ープ4-D.父 母に対する質問票

A.学 校長にす る質問票

学校名一 一 学校の住所,学 校の種類(公 立/宗 派系私立/非 宗派系私立)

1.学校の 目標 は何か?

2.学 校で最 も重要 なプ ログラムは何か?

3.学校 はその活動を通 じて、どのようにその目標を具体化 しているのか?
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4.あ なたの学校は コミュニテ ィの発展のためにどのように貢献 しているか?

以下の項目についてチ ェックする。(◎ 一十分に貢献 している、O一 適切に貢献 し

ている、△ 一あま り貢献 していない、N.A.一 あてはまらない)

・生徒の中か ら優れた リーダーを輩出する

・コミュニテ ィのプ ロジェク トにかかわる

・コミュニテ ィの集会、プログラム、活動の場を提供する

・コミュニテ ィのプロジェク ト/活 動の リーダー ・シップをとる

・コミュニテ ィの必要 とするマンパワーを提供する

・卒業生が コミュニテ ィのプロジェク ト/活 動のコンサル タン トとして活躍 してい

る

・教師/学 校管理者が コミュニテ ィ組織/行 事の リーダーである

・学校の父母が コミュニティのプロジェク トに有益なかかわ りを持 っている

・コ ミュニティの道徳的発展 を助 けている

・コミュニ ティの道路や体育施設の建設を援助 している

・成人教育プ ログラムを援助 して いる

・コミュニ ティの施設に必要な寄付をして いる

・優れた法律家/医 師/聖 職者/教 師/技 術者を輩出 している

・生計をたてる手段のための機会を提供 している

・会社員や工場主 を輩出 している

・コミュニ ティの美化に貢献 して いる

・誠実で尊敬で きるコミュニテ ィのメンバ ーを輩出 している

・コミュニティにおける友愛を促進 している

・コミュニ ティの福祉に対するかかわ りや責任について、父母の意識を目覚めさせ

て いる

・教会の信者 としてのかかわ りや責任にっいて、父栂の意識を目覚めさせている

・市民 としての政治的覚醒や責任について関与 している

・その他

B.学 校の卒業生 に対する質問票

学校名 学校の住所 学校の種類(公 立/宗 派系私立/非 宗派系私立)

*そ の学校の卒業生 として、学校があなたの生活の助けとなったと思 う項 目をチェッ

クして下 さい(◎ 一十分 に助 けとなった、O一 助 け とな った、△一あまり助 け と

なって いない、N.A.一 あてはまらない)

・健康管理 ・才能開発 ・社会的人間関係 ・考 え方 ・他人の理解 ・時間の

管理(以 下略)

*あ なたの学校はコミュニティの発展のため にどのように貢献 しているか?

[選 択肢などはrA-4.」 と同 じ]

C.コ ミュニテ ィの担当官 に対する質問票
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1.ど の ような学校が、 コミュニテ ィ、県(デ ィス トリク ト)、 郡(プ ロ ビンス)、 州

(レ ジ ョン)に あるか?

2.上 記の学校は、コミュニテ ィの全体的発展のため にどのような貢献を しているか?

[選 択肢 などはrA-4.」 と同 じ]

3.上 記の学校が、コミュニテ ィの発展 ・向上により貢献するためには、他にどのような

関係が必要か?

生徒/教 師/父 母/専 門家/学 校外の青年/企 業/教 会学校などについて

D.父 母に対する質問票

子 どもの数 子 どもが在学 している、あるいは卒業 した学校の 学校名

学校の住所 学校の種類(公 立/宗 派系私立/非 宗派系私立)

*あ なたの子 どもの教育 に関 して、学校が助 けとなったと思 う項目をチェックして下さ

い[選 択肢などはrB」 の1問 目と同 じ]

各グループは以下の事項について調査結果をまとめ、クラス全体で発表する

a.ど のよ うな人たちを調査 したか

b.何 人から回答を得 たか

c.調 査の実施状況はどの ようであったか

d.調 査結果の重要なポイ ン トは何か

手順

1.こ の活動 によって、あなたはあなたの学校の目標、プログラム、活動についてよ

くわか りま したか?そ れは どのようなことですか?

2.コ ミュニ ティにおける学校の役割 とは何ですか?

3.あ なたの学校は何か コミュニテ ィ ・サ ービスを行 っていますか?あ なたはそれ

に参加 していますか?

まとめ

おめでとう!み んなと一緒に、あなたは コミュニテ ィにお ける学校の存在意義、学

校の 目標 、プログラム、活動につ いての学校管理者 とスタッフ、卒業生、コミュニテ ィ

の担当官、そ して父母の意 見を調査 しました。みんな とともに行った調査のための努

力、才能そ して時間に よって、あなたは十分な知識を持 ち、社会的に目覚め、よりよい

コミュニテ ィを建設することを目的 とする、現在そ して将来の学校プロジェク トを支え

る市民のひと りとな ったわ けです。 これからは、あなたはコミュニテ ィ変革のエージェ

ン トとしての学校の役割 についての、総合的な将来像を描 くことができるに違いあ りま

せん。

評価(省 略)

以上 の2っ の事例から、中等学校 のカ リキュラムの 「価値教育」において扱われている
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地域社会 あるいはコミュニテ ィについてその特徴が以下のように指摘で きよう。

① 「価値教育」は、単なる知識の注入ではな く、生徒自身の態度や感情の側面におい

て も価値の内面化が必要 とされる。そのため、この事例では体験重視で、参加型の授

業形態が とられている。そ して、学校 と地域の関係を体験的に理解させるために、イ

ンタビューや質問紙調査を行 うことによって、地域における直接的な体験の機会を提

供 している。

②学校教育においては、生徒の地域 における直接的なコミュニテ ィ ・プログラム等へ

の参加が奨励 される というよりも、む しろ学校が地域社会 と密接な関係を保つ ことを

前提 として、この学校 と地域社会の関係を生徒が 自覚 し、その上でコミュニテ ィのひ

とつでもある学校において積極的に活動することが望まれている。

③ そ して、学校 とい うコミュニテ ィの中での活動が、将来 において地域社会、国家、

そ して世界 における市民 として望 ましい態度や意識の形成につながると考えられてお

り、そのためには学校 とコミュニテ ィーのネ ットワークの形成が必要不可欠 となる。

さらに、 「価値教育のフレームワーク」における学校 と地域社会との関係を考慮に入れ

るならば、地域の教育資源 の学校教育における利用は、 これによって経済的な教育効率の

向上 をめざすだけでな く、学校生活 と生徒が学校を終えた後の社会生活 とを統合するとい

う観点か らも必要 とされて いるので ある。

注

1)拙 稿 「アキ ノ政 権 の教 育政 策 一 一中等 教 育改 革プ ログラ ムの検 討 を中心 と して 一 一」

r江 戸 川 女 子短 期大 学 紀要 』第5号 、1990年 、64～65頁

2)拙 訳 「大統 領布 告6-A」(海 老原治 善編r資 料 現代 世 界の教 育 改革 』 三 省堂 、

1983年)493頁
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pp.266^274
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論文)、 お よ び拙 訳rr中 等教 育 発 展 プ ログ ラ ム(SEDP)の 手 引 き』 の解 説 と抄

訳 」(特 別 研 究r学 校 と地域 社 会 との連 携 に関 する国 際比 較研 究 中問 資料 集(1)』

国 立 教育 研 究所 、1995年 、443～446頁)を 参照
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7)HouseofRepresentative,RepublicofthePhilippines,LocalGovernmentCode

1991,p.30

また第36条 で は、地 方 行政府 が 住民 の機 関 、非政 府機 関 に財政 的補 助 を提 供 で きる こ

とが定 め られ て いる。 なお、 同法 の地方 教 育委員 会 に関 す る規定 も、rl983年 地 方行 政
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11)Ibid.pp.lll^一117
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フ ィ リ ピ ン の バ ラ ン ガ イ ・ ハ イ ス ク ー ル の

成 果 と 課 題

一 就学機会の拡大、職業教育および社会教育をめ ぐって 一

市川 誠

バランガイ ・ハイスクール(BarangayHighSchool:以 下BHSと 略す)は 、1960年 代

半ばに地方レベルの教育運動 として始まった、中等段階学校の開設 ・運営の一方式である。

程な く全島に広まり、政府 ・教育行政当局からの承認と規制を受けるようになり、近年ま

で公立ハイスクールの一形態をなしてきた。

熱意のある学校関係者の リーダーシップや理解ある地元の支援者の献身的な努力に支え

られて理想的な実践を行 うBHSが 世界的な注 目を集めた一方で、教員への過度の負担や、

教員のための研修の欠如などの問題が指摘されてきたD。 また過去の教育革新 プロジェク

トと同様、その全島での展開が、 「教育者たちの時流に便乗する姿勢」2)に支えられた側

面があったという批判 も否定できないように思われる。

本稿では、BHSの 本質 と深 く関わる地域社会 との連携 という点に着目し、運動の理念

を考察するとともに、その理念がどうような点で実現され、どのような課題が残されたの

かの検討を試みたい3'。

1バ ラ ン ガ イ ・ハ イ ス ク ー ル:概 観

まずBHSが どのようなものであったか、その全体像を把握するため、ここで運動の目

的と形態の特徴を概観し、次いでその普及および量的な発展の経緯をみておくことにする。

1.目 的 お よ び 形 態

創始者であるオ ラタ(PedroTOrata)に よると、BHSの 主要な 目的は2っ あ った。第

1に 中等教育への就学機会の拡大であ り、第2に 経済的自立や相互扶助に必要な知識 と技

術を生徒や地元住民 に提供す ることであ った4}。 まずBHSの 具体的なあ り方を、 この2

点に関連づけて概観 しておきたい。

① 学校開設 のための方策:既 存 の リソースの活用

BHSは 、ハ イスクールの増設 ・維持のための財源が確保 されないなかで、 中等教育拡

大への要請 に応え るたあ に考案 された もので あった。 このことは、BHSの 開設 ・運営の

基本的指針を定めた1969年8月 制定 の法律 「BHS憲 章 」5)に 明白に示 されている。そこ

では 「ハイス クールのための財源 が不安定で ある」(前 文)な かで 「総ての国民児童 にハ

イス クール教育の平等 な機会 を可能 とす ること」(第1条)を 方針 とす ると謳われた。

このためBHSは 、従来のハイス クール と比べ、財政基盤が脆弱であ った。 「バ ランガ

イ」は地方行政組織の最小単位である。規模は多岐 にわたるが、標準 的な もので200～250

戸程度にす ぎない。BHSは 、 この小規模なバ ランガイによって開設 ・運営 される。地方

行政組織が開設す るハイスクール としては、他に州、市および ミュニ シパ リティ立ハイス
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クールがあるが、 これ らの公立ハ イス クールがバ ランガイ よりも規模の大 きな行政組織6〕

の財政 に基づ き、 さらに国家予算か らの支援を毎年受 けていたのに対 し、BHSは 「生徒

の払 う授業料 によって維持 されることを基本 とし」(憲 章第8条)バ ラ ンガイの税収がこ

れを補 うことされ、当初は国家予算か らの助成 を得ていなか った7)。

この ように財源が乏 しいなかでハイス クールの開設 ・維持を実現す るために、地元の既

存 リソースを活用す るとい う方策が とられ、 ことに公立小学校の施設や人材が活用された。

公立小学校はハイスクールよりは るかに広範 に設置されてお り、BHSは 、通常 この小学

校 の敷地 内か、 これに隣接 して開校 された。そ して小学校の教室その他 の施設が、空 き時

間や放課後 に、ハイス クールの授業のために用い られた。 また専任の教員は1ク ラスあた

り1名 程度 に抑え られ、授業科 目の多 くは、非常勤 として雇用 された小学校の教員によっ

て担当された。 そ して小学校の校長 が、副校長 としてハイスクールを監督 した8)。 こうし

た既存の リソースの活用について、 オラタは次の ように記 している。

… 我 々は、新 たな資金や施設、人員を求め ることか らは始めなか った。我 々は入

手可能な ものをよ り有効に利 用す るために、実行可能な ことを行 った。 … 問題 と

困難を列挙す ることか ら始める と、皆や る気 をな くし、誰一人始 めようとする者がい

な くな って しまう。世界各地 でみ られるこのあま りにお粗末な習慣 を避 けることが、

この現実的で実際的な方法のね らいであった。 …9)

② 地域社会の生活 ・産業 と関連 した教育 内容

BHSで は職業教育が重視 され、生徒 は、 しば しば家族 とともに、農業や畜産業、手工

芸な どに従事す る。 これ らの実習は 「ホーム ・プロジェク ト」呼ばれ、正規 のカ リキュラ

ムに含 まれる。 このホーム ・プロジェク トには2っ の 目的がある。第1に 、経済的余裕 の

ない家庭出身の生徒 に収入確保の手段を与え、授業料をは じめ とす る就学経費 に充て させ

ることである。第2に 、生徒に将来の就業への準備を させ ることである。 これは、1970年

代にマル コス政権 が推進 した 「新社会」政策のなかの中級マ ンパ ワー養成の方針 と合致 し、

同政権か らの支持を得 ることにな った1ω 。

2.発 展

最初のBHSは 、 オラタのイニ シアチ ブにより1964-65年 度 にパ ンガシナ ン州で開設 さ

れた。 この年度には 同州で4校 が開設 されたにす ぎなか ったが、 これ らの学校の成功 によ

り、他州で も同様 な学校の開設が進め られるようにな り、その後数年 間で校数、生徒数 と

もに飛躍的に増加 し、1968-69年 度には総ての州でBHSが 開設 されるまでに至 った。表

1に その推移を記す。

皿 地 域 社 会 と の 連 携:理 念

1.学 校 の 開 設 ・維 持 で の 連 携

地域社会 のイニ シアチ ブによる開設

BHSの 開設は、地域社会のイニ シアチブによって行われることを原則 としている。 こ
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表1BHSの 校数、生徒数および存在する州数の推移

年度

校数

生徒数

州数

1964-65

4

352

4

1965-66

25

2,106

4

1966-67

574

36,000

40

1967-68

848

88,500

64

1968-69

1,134

120,000

全 州

1969-70

1,400

150,000

全 州

1971-72

1,670

250,000

全 州

(出 所)PedroT.Orata,Self-HelBaranaHihschools,NewDayPublishers,

QuezonCity,1972,p.31.

(注)1966-67年 度 以 降 の 生 徒 数 は 概 数 と み ら れ る 。

の ことは、前述の憲章が定ある開設 までの手順 か らも明白である。それによると、BHS

の開設は、地元の 「バラ ンガイ議会の発起 による」(第4条)こ ととされ、就学希望者の

保護者か ら開設の請願 を受けたバ ランガイ議会が、請願 の承認 を決議 して、教育行政当局

に開設の許可を求め ることと定め られている(第5条)。 憲章の施行規則1Dに よると、保

護者 か らの請願は 「バ ラ ンガイでのハイス クール開設への希望 を明言 し、同ハイス クール

への支援 および維持への快諾 を表明す る」(第3則 第2条)よ うな文面であることとされ

てい る12)。

よ り具体的に、BHS開 設 において地元住民の果たす役割をてみてよ う。オ ラタは、開

設 までの経緯は一様でない としなが らも、多 くの場合、次の ような手 順が とられてきた と

記 している。最初 に行動 を起 こす人物 は、教'育免許 を もっ地元住民や、公立小学校長、視

学官、小学校のPTA会 長、バ ランガイ ・キ ャプテ ン、 ミュニ シパ ル長、一般の父母であ

る場合が多 い。 まず この人物が戸別訪問調査を行い、ハイス クールへの就学が見込 まれる

小学校6年 生、小学校卒業者お よびハイス クール中退者の人数 を把握す る。次いで、BH

Sを 受 け容れることにな る公立小学校で集会が もたれ、 これ らの就学予定者 とその父母 に

対 し、ハイ スクール開設の可能性 についての説明がなされる。そこでは遠方 にある既存の

ハイス クールへの就学 と比較 した、地元でのハイス クール開設 のメ リッ ト(通 学費や安全

性)や 、保護者が負担す ることになる授業料その他の費用、その費用負担を助 けるための

援助(前 述のホーム ・プロジェク トな ど)に ついての説明がな される。父母はこれ らの説

明に同意 したな ら、前述の ような請願の文書 に署名す る。加えて就学見込みの生徒 も、ホ

ーム ・プロジェク トな どを通 じて父母の費用負担 を助 ける旨の文書を作成 して署名す る。

同様 にバラ ンガイ ・キ ャプテ ン(行 政の長)や 公立小学校長、PTA会 長な ど、地元の リ

ーダーや学校関係者 らも、可能な限 りの援助 を行 うことを誓約す る文書 に署名する13)。

これ らの文書が、バ ランガイ議会を通 じて教育行政当局に提出 され、BHS開 設の許可が

要請 されるこ とになる。

この ようにBHSで は、開設の時点か ら、そ こに就学す ることになる生徒やその父母 を

は じめ、地域社会の積極的な参加 と支援 とが前提 とされていた。 オラタは次 のように記 し

ている。
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関係当事者の総て 一 生徒、両親、教員および地域社会/バ ランガイの リーダーた

ち 一,が 、何 らかの形で プロジェク トの起動 に携わ った。 … 我々は、 マニラや他

の場所 か ら、我 々に指図す る専門家を呼ぷかわ りに、そこにいる人材を より有効 に用

いた。 …14)

既存 の教育施設 ・人員の活用

先述の ようにBHSで は、附設 している公立小学校の施設や人材が活用 されて きた。オ

ラタによると、最 も効率 的な教員雇用の方法は、生徒数40人 以上 の学級 ごとに1人 の常勤

教員 を雇用 し、残 りは小学校の教員 を非常勤 として時給雇用す ることであった とい う。そ

して時間割を調整することで、小学校の教室その他の施設が、空き時間にハイス クールの

授業 のために用い られた。

このように既存の リソースを活用す るのは、支 出を極力抑え ることでハイスクールの開

設 ・運営を容易にす るためで、 中等教育への就学機会拡大を 目指 した ものであ った。 この

ため オラタは、BHSの ために 「小学校か ら離 れた ところに独 自の敷地 を確保 し」 「独 自

の教室その他の施設 … を確保 し」 「教員 を雇用を常勤のみに しよ うとす る」動 きがみ

られた ことには批判的で、 「何校のBHSが 、 この贅沢をな し得 るのか?BHSの 目的は、

既存の施設 を最大限 に活用する ことで、可能 な限 り最小の費用で、 中等教育を総ての青少

年 に提供す ることにある」15)と 記 している。

公立小学校を、BHSを 取 り巻 く環境の一っ と位置づ けたな ら、 こうした方策 も、ハイ

ス クールの開設 ・維持のための地域社会の側 か らの支援の一つ とみることができよう。

2.職 業 教 育 ・ 社 会 教 育 に お け る 連 携

支出の抑制が図られるとはいえ、ハイスクールの開設は、生徒の父母 ら経済的に余裕の

ない地元住民に対し、教員の給与支払いなどの新たな負担を強いることになる。このため

BHSで は、先述のホーム ・プロジェク トをはじめ、生徒やその父母の収入を増加させる

ための指導が進められるという。オラタは次のように記 している。

… 生徒とその父母は、彼 らの農地や敷地の生産性を向上 させるたあの資金形成プ

ロジェクトを行ってきた。それは彼 らの社会教育の一部であり … 政府派遣の技術

指導員が指導する。 もし指導員がいなければ、生産性改善のノウハウをもつ地元住民

がこれを行い、い くらかの謝礼金が支払われる。地元住民のこうした行為によって、

父母たちが学校を維持することが可能となるのである16}。

このように、BHSの 維持を目的とした資金形成の活動は、生徒を対象 とした学校カリキ

ュラムのなかの職業教育のみでな く、父母 らのための社会教育にまで及ぷ ものであった。

そして職業教育担当の教員のみでな く、知識やノウハウをもっ地元の政府職員や一般の住

民が、その教え手となることを期待されてきた。

生徒や父母によるこうした資金形成活動への取組に、学校の維持以上のどのような意義

をオラタが見出していたのかを、 ここで詳 しくみておくことにする。

職業教育:将 来の就業への準備

ホーム ・プロジェクトは、それまでの職業教育が失敗してきた、生徒の積極的な姿勢の
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喚起 に成功 して きた とオ ラタは記 している。 「一般にフ ィリピン人は手作業の労働に尊厳

を見出さず、そ うした労働 を避 けようと努力 して きた」のに対 し、 「学校は、そう した姿

勢を解消す るため にあ らゆる学校段階で職業訓練 を行 ったが、 それ らは体系的ではなかっ

た し適切でなか った」 とオラタは述べ、特 に 「労働 が付加的なカ リキ ュラム と位置づ けら

れて きたため、それが カ リキ ュラムや本か らの学習経験 と同等でない とみな され ることに

な った」17)と 指摘 している。

これに対 しホーム ・プロジェク トでは、 その成果が生徒 自身 の就学資金 として役立っ と

い う事実が、生徒の参加姿勢 を積極的な ものに してきた といわれる。オ ラタは次の ように

記 してい る。

… 今 日まで我 々は、凡庸 にみえる労働の尊厳 をハイス クールの生徒達が評価 して

いるとい う数多 くの証拠を得 てきた。 … それはあたか も奇蹟 のごとくいわれ る。

生徒達 は手作業 の労働に喜んで従事 してい る。それはなぜか?そ の理由は彼 らが、そ

うす ることで資金形成が可能 とな り、その資金で教育費 一 授業料や教科書賃貸料、

学位 さえ も 一 が支払われるとい うことを理解 していることにある18)。

就学のための手段である と認識 した ことで、生徒達 は、農業や手工芸その他の肉体労働を

い とわな くな った というのである。

さらにオラタは、 こうした積極的姿勢 の形成を含め、将来の就業への準備が重要である

として、 どのよ うな職種に就 く場合 に も役立つ ように、 「訓練す る(train)よ りも、訓練

で きるように(trainable)し て、就職 した ときに早 く習熟で きるよ うにす る」19)こ とが

職業教育 において重視 され るべ きである と考えていた。 しか しその一方で、ホーム ・プロ

ジェク トの経験 は、労働市場の需給関係か ら就職できないハイスクール卒業者に、直ちに

生計の道を与えている ともオラタは記 してい る20)。

社会教育:地 元住民 の自立自助へ の動機づ け

BHSに おいては、生徒 の父母 に対 して も、新たな経済的負担への対応を可能 とすべ く、

家計収入の増加のために努力す ることが期待 され、そのための技術指導な どがな され ると

い う。 このことは、地元産業の技術的改善や活性化の機会 とな ることに加え、広 くフィリ

ピンの農村でみ られる、 「行政か らの援助を求め る」ような 「物乞 いの姿勢」をな くし

「バラ ンガイ住民 に 自己信頼 と自助の姿勢を取 り戻 させ る」2D要 因 となることが期待 さ

れている。オラタは次の ように記 してい る。

… 開設が許可 される前に、両親は、生徒 の授業料を払 うために自分たちの農地 と

敷地の生産性向上 により、BHSを 支援す るとい う同意書 に署名 しな ければな らない。

これを行 うために、彼 らは農業の教員や、農産業局や地域開発大統領機関の派遣技術

指導員な ど、 より良い灌海、種子の選択、農地の除草の方法な どを教える者か ら指導

を受 けることになる。 このように して、彼 らは 自分たちの手で生計を改善す るように

な り、政府に頼 らな くなる。BHSが 「自立ハイスクール」 と呼ばれるのは このため

であ る22)。

オラタは、BHSに おいて、 こうした 自立姿勢の洒養 を特に重視 していた。 このことは、
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オラタが、 こうした機会を奪 うことになる として、ハイスクールの無償化 に反対の立場 を

とっていた ことによく示 されている。 オラタは次の ように記 している。

… 現在、ハイスクール教育を無償化す る努力がなされているが、 これは支持でき

ない。第1に 、政府にはそのための財政的余裕がない。第2に 、それは生徒 と両親か

ら、教育 としてまた生活 と自立への準備 として 自助 と相互扶助のために勤勉 に働 く道

を奪 うことになる23)。

皿 地 域 社 会 と の 連 携:成 果 と課 題

1.成 果:就 学 機 会 の 拡 大

表1に みられるように、BHSは 、その創設以降、順調な普及 ・拡大をとげた。先述の

ように、 開設時には地域社会 のイニ シアチ

ブが不可欠であることか ら、全島各地での

校数の増加は、開設への参加 とい う点で、

BHSが 地域社会か らの支持 と協力 の獲得

に成功 した ことを意味す ると考え られる。

その後 もBHSの 普及 ・拡大は続 き、19

83-84年 度の統計では、全島で3,354校 を

数え るに至 った(表2参 照)。 これは全 ハ

イスクールの42.1%、 公立ハ イスクールの

68.2%に あた る。 この ときのバ ランガイ数

が41,049で あったことか ら、単純に計算す

ると、12の バ ランガイに1校 の割合でBH

Sが 開設 されていたことにな り、多 くの生

徒 にとり、交通費負担のない徒歩通学が可

能 とな っていた もの と推察 される。 また公

立校のなかではBHSに 通 う生徒数 が最 も

多 く、全体の33,8%を 占め、私立学校 を含

めたハイス クール全体で も19.4%に のぼ っ

た。 これ らの数字か ら、BHSは 、その第

1の 目的である中等教育への就学機会の拡

大 において、一定の成果をあげた とみ るこ

とができよう。

表2ハ イスクールの財政基盤別校数

および生徒数(1983-84年 度)

財政基盤の別

公立

計

国

州

市

ミュニシバリティ

バランガイ

私立

計

校数

3,354

605

98

131

233

2,287

2,076

5,430

生徒数

1,844,174

621,772

139,456

283>991

176,187

622,768

1,360>377

3,204,551

(出 所)MinistryofEducation,Culture

andSports,PlanningService,

StatisticalBulletin,School

Year1983-1984,pp.5,15,27.

2.・ 課 題:地 域 社 会 へ の イ ン パ ク ト

BHSの 実態に関する報告の多 くは、そこでの職業教育が、先述の、オラタが描いた理

想 とは程遠いものであったと指摘 している。地元の人材や施設を用い、優れた職業教育を

行 っている学校はごく一部にすぎず、多 くのBHSで は 「そうした活動は、非常にしば し

ば、小規模な裁縫や工作にすぎず」 「商業的価値がなく、適切に教えられておらず、生徒
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の意欲を引き出す ことのできない」24)も のであった といわれ る。

またBHSの 開設 が、地元住民 の生産性 向上 や自立 自助への動機づけ とな ったケースが

どれだけあ ったか にも疑問が付 される。 こうした期待に懐疑 的な見解は当初か ら少 な くな

か った。 「農業の生産性が低い原因は、労賃や機械化、肥料、農機具が高 コス トなためで、

農民 たちに意欲がな く最新の農業技術を知 らないか らではない」のだか ら 「農村家庭の収

入を増加 させるために適切な動機づ けは、BHSで はない」、 「貧 しいバ ランガイの住民

が、学校を維持す る資金 を支払 う」ためには 「愛 国心 に動機づけ られた献身が必要だが ・

・・その熱意 を もっている人は少ない ように思 う」25)と 指摘 されて きたのである。

多 くのBHSの 財政が恒常的に困窮 していたことが、 こうした指摘 の正 しさを裏付 けて

いるように思われ る。財政の困窮 は、学校を経済的 に支え る地元住民 の生産性向上が不十

分であ った ことを示す もの と考え られるか らである。多 くのBHSが 財政的な問題を抱え

ていた ことは、教員の給与支払いが しば しば滞 ったことに端的に示 されている。r貧 しい

家庭出身の就学者が大部分である」ため 「授業料が低 く抑え られて いる」 うえ 「多 くの生

徒の支払いが遅れ る」結果、 「常勤教員の給料支払 いができない」26)と い う窮状 が、各

地のBHSか らの報告に記 されてい る。

こうした財政問題に対 し生徒の父母や地元住民は、多 くの場合、オ ラタが期待 したよう

な一層 の家計収入増加のための努力 をす るかわ りに、寄付や外部 の基金か らの支援を求め

る傾 向が強か った とみ られる。学校が実施 した慈善興行や、生徒や父母 が呼びか けた寄付、

マニラや海外 出稼者の同郷会か らの支援な どによって財政が改善 したケースが報告されて

い る2η 。 また教員の給与支払いの遅れな どの問題への対応 として、 中央政府か らの支援

を求め る主張が、教員 ら、各地 のBHS関 係者 によって繰 り返 し表明 されてお り28)、 現

実 に、BHSに 対す る中央政府か らの財政支援を強化す る方 向で法的措置が とられてきた

29)
。 このように外部 か らの財政支援 に依存す る傾向は、オラタが期待 した地元住民の自

立 自助 の姿勢 とは逆 の方向の もの と考え られる。 この ようにみて くると、BHSは 、地元

住民の姿勢に変化を もた らす ことに成功 した とはいえないように思われる。

職業教育 と社会教育 の領域 において、BHSが 期待 された ような成果をあげることがで

きなか ったのは、地域社会か らの協力が十分 に得 られなか った ことによるところが小 さ く

ない と考え られ る。その背景 には、先述の、ハイス クール開設 に よる就学機会の拡大 と異

な り、 これ らの領域では、BHSの 理念 と地域社会の側の希望 とが合致 していなか った こ

とが あったのではないか と推察 される。 これまでみて きたように、BHSで は地元産業の

振興 および生産性向上 のための生徒および地元住民の教育が 目指 されたの に対 し、住民の

側の学校への期待は これ と異 な り、次の ような ものであ った といわれ る。

… 人 々は教育 を、農村での生活に重要な もの とはみなさず、都市への移住 のため

の手段 とみな してきた。農村の人 々は しば しば、次のような ことを口にす る。 「私は

この土地を離れ ることはで きないが、子 どもは教育を受け、農村の過酷で土に まみれ

る生活を送 らない ことを望む」3ω
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この ように、子 どもに対 し、 自分 たちの ように農業な どの肉体労働 に従事す るのでな く、

都市に出て事務系 の職種 に就業す ることを望 み、学校教育 をそのための手段 とみな してい

る農村住民たちが、農業を主 とす る地元 の産業形態の存続 を前提 とし、青少年 をそ こへの

就業のために準備 させ るような教育活動 を支持 し、 これ に積極的に協力す ることはなか っ

た もの と推察 され る。その一方で、BHS開 設の ときに地域社会の側が積極的な役割を果

た したのは、 それが子 どものために一層 の就学 の機会を求める親たちの希望 と合致 したた

めであった と考え られる。 しか しなが らそ うして開設 された学校に親たちが期待 したのは、

地元産業 と関連 した職業教育や社会教育 よりも、大学進学や都市での就業の準備 となるよ

うなアカデ ミックな科 目を中心 と した授業であ り、既存の普通ハイス クールで行われてい

る もの と同様な学校教育であった と推察 される。 この ように地元住民の期待 と合致 しなか

った点では、BHSは 地域社会か らの協力 を十分 に得 ることができず、その理念 を実現で

きなか った もの と考え られる。 「学校は、農村を脱 出する道 として近代的影響力 を もつ限

り、農村内での改善 の力 とはな らない」3Dと いわれて きた。BHSの 抱 える課題 も、 こ

の指摘 を裏付 けるもの といえ よう。

上述の ように、BHSの 開設に積極的に

参加 した地域社会の期待は、既存の普通 校

と同様 なハイス クールを地元で開設す るこ

とにあ った とみ られる。 しか しほ とん ど総

ての条件で既存 の普通校に劣 るBHSが 、

同等な水準の教育 を実現することは困難で

あ った と推察 される。財政が困窮す るなか

で、多 くのBHSで は、先述 のよ うに教員

の給与支払 いが滞 り、施設は整 わず、教科

書その他 の教材や備品が不足 した32)。 こ

うした悪条件の もとで教育水準が低迷 した

ことは、BHSと 他のハイス クールの生徒

の学業成績の比較 に明 白に示 されている。

表3は 、大学進学希望のハイス クール卒業

者に受験が義務付け られている全国試験33)

の平均点 を、学校 の財政基盤 ごとに分類 し

た ものであるが、BHSの 平均点が最 も低

く、他 との差 もきわめて大きい34)。 こう

したことか ら、BHSに 対 して は 「低 いカ

テ ゴリー」 「二流の教育 を農村の青少年 に

行 う」35)と い った評価が定着す ることに

な った。

表3ハ イス クールの財政基盤別N

CEE平 均点(1986年 実施)

財政基盤の別

公立

私立

国

州

市 ・ミ。ニシバリティ

バ ラ ンガイ

職 業教 育 校

宗教系

非宗教系

職業教育

平均点

498.76

510.40

510.23

471.66

495.50

553.22

513.41

538.51

出 所)LuciaF.Tibigar,"ACountry

ReportonEducationalResearch:A

ValuableLinktoEducationalReforms

andDevelopment,"presentedbefore

theInternationalMeetingsin

LinkingResearch,Informationand

Decision-Making(国 立 教 育 研 究 所,

1995年9月4日)p.4.
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■v結 語

BHSは 、広範な普及を達成 し中等教育の発展に寄与 した反面、産業振興や生産性向上

のための地域社会のセンターとしての役割を果たしたケースは決 して多 くなかったと考え

られる。失敗に終わった過去の多 くの教育革新 プロジェク トと同様、ほとんどのBHSが

「周到な計画に欠けて」 「安易に開設 され … 成功への努力がなされていない」36)と

いう指摘は、運動が注 目され始めた当初からなされていた。

BHSの 経験から、学校と地域社会の連携について有益な示唆を得るためには、華々し

い成功を収めて脚光を浴びてきた少数の実践にばかり目を奪われることなく、理念の実現

には至らなかった多数の事例の存在も視野に収めた考察が必須であると思われる。そのう

えで、優れた実践についてその成功の要因を分析 し、それらが他の地域において も普遍的

に適用可能か否か、可能であるとした らどのような方策が採用 し得たのかを検討すること

が肝要であると考えられる3η。
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マ レ ー シ ア に お け る 教 育 政 策 の 動 向

一 「新経済政策」(NEP)か ら 「ヴィジョン2020年 」へ 一

梶田 美春

はじめに

第2次 世界大戦後の新興独立国家群 について,ほ ぼ共通にみ られる特徴の一っは、多様

な民族構成 ということである。そのため、これ らの国における主要な関心事は国民統合 と

い う問題である。すなわ ち、異 なる言語 、宗教 をもつ複数の民族 を、一つの新 しい国民国

家へ形成 する過程である。国民統合の問題はマ レーシアで は、その民族構成上から(マ レ

ー半 島部でマ レー人56 .1%、i華 人33.1%、 イ ン ド人10.2%、 その他0.6%)1》 特

別な緊張関係を宿 している。

これ ら三民族間の区分 は宗教および言語の区分 と一致 し、さらに生活習慣の相違により

増幅されている。民族の区分 は雇用および居住地:域の区分 とも一致し、それ らがもたらす

所得格差 は、独立以来のマ レー シアの最も顕著 な民族間の亀裂の原因となった。しか し、

マ レー シアにおける民族間の対立は、過去の事例では、マ レー人 と華人との間の抗争であ

る。イン ド人の占める割合は移民の歴史か らも、また人 ロ統計上か らも小さい。

本論の主たる 目的は、 「1969年5.月13日 暴動 」後に導入 ・実施された新経済政策(Ne胃

Econo匿icPolicy,NEP,1970-1990)の なかで、主 として民族統合を推進するための教育施策

にっいて検討 し、併せてNEPの 対象期間終 了後の21世 紀に向けた教育政策の基本的方向

を探ろうとするものである。

1.国 民教育制度の成立

1.民 族間暴動 とNEPの 策定 と実施

1969年5月13日 に首都クアラ ・ルンブールで発生 した民族間暴動(「5月13日 暴動」)

の発端 は、連邦議会お よび各州議会の総選挙の結果 、連立与党勢力(統 一マレー人国民組

織 、UMNO;マ レー シア華人協会 、MCA;マ レーシアイン ド人会議 、MIC)の 後退

と野党勢力の増大が引 き金 とな ったもので あるが、暴動の真因は、ブミブ トラ(b旧iputr

a,マ レー人 と原住民 、bu■i土地 、putra子 どもの意)と 非マ レー人(華 人 とインド人)と

の間にすでに生 じていた社会的、政治的および経済的格差 に求められる。2)

この民族間の格差 ない し不均衡 を認識 したマ レーシア政府は、暴動直後か ら政治、経済

お よび社会構造の改革に着手 した。首相 ラーマン(TengkuAbdulRah酪n)の 非常事態宣言

によって、政府、警察、軍隊を掌握 した国家作戦会議(NOC、 議長ラザクTmAbdul

Razak)が 発足 した。

NOCは マ レーシア憲法のなかの、い くつかの 「民族的に敏感な(sensitive)」 条項を

公の場所で討議することを禁止する ことによって、これ らの条項の囲い込みを図った。こ

れ らの条項は憲法第III部 のすべて、71、152、153お よび159の 各条項であり、その内容は

、マ レーシア国民 としての資格、各州憲法の保障、スルタ ンの権利 と特権、国語として、
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そ して国の唯一の公用語 としてのマ レー語の地位 、お よびマ レー人の特別の地位 とマレー

人以外の多民族の合法的利益を擁護するマ レーシア国王 の責任である。3)

ラーマン退陣後のラザク内閣は、非マ レー人(華 人 とイン ド人)と 同等の経済的な地位

をうるようにブミブ トラを支え上 げるために、その努力を傾注 した。この 目的のための主

要 な手段が 「新経済政策 」(NEP)で ある。 したが って、NEPは 全マレーシア人を対

象 としているが、実際上ではブミブ トラに対する優遇策 とみることができる。NEPの 骨

子は①貧困の除去、②社会構造の再構築(民 族別に偏 った経済活動 と住み分かれ現象の解

消)の 二 つである。すなわち、

<toeradicatepovertyaoongallMalaysiansirrespectiveofraceandto

restructureMalaysiansocietysothattheidentificationofracepith

econooicfunctionandgeographicallocationisreducedandeventually

elioinated>4'

(民族 にかかわ りな く、すべてのマ レーシア人か ら貧困を根絶 し、マ レーシア社会

を再構築 して、経済活動お よび居住地によって民族を認識するようなことを減ら

し、最後 には無 くさなければならない。)

NEPは 第2次 マ レーシア計画(1971年 一1975年)の 目標に組み込 まれている。そこ

ではNEPの 二つの 目標 を実現する過程 に含まれるもの として、農山村生活の近代化、都

会地 における諸活動の急速かっ均衡の とれた成長 、あ らゆるカテゴリーにおいて、そして

実践のあ らゆる段階で商業およびエ業 におけるマ レー人社会の創出があり、これによって

マ レー人およびその他の原住民が国の経済生活のすべての側面において完全なパー トナー

となる、5}と している。具体的 な力策 と しては、 「貧困の除去 」では、①農業の近代化②

都市化 と工業化③社会的イ ンフラス トラクチャーの強化④教育の充実を、 「社会の リス ト

ラ」では、①マ レー人雇用の増大②マ レー人の経営者、専門職老を育成するのために高等

教育の充実③マ レー人の商人、産業家の育成④製造関係の会社株式の一定割合のマ レー人

への割 当て、をそれ ぞれ重点策 とした。6)

国民統合省(当 時)はNEPの 意図するものを広 く国民 に浸透させるために、ほぼ1年

をかけて 「ルクネガ ラ」(rukunegara,ru㎞ 基本;negara国 家)(国 家哲理)を 確定 し

(中 間資料(1)、 平成7年3月 、国立教育研究所、梶 田論文454頁 参照)、 マ レーシ

アの国家 と国民の理想像 を成文化 した。ルクネガ ラはその後、学校の公民科 に取 り入れ ら

れている。

2.ブ ミブ トラに対する教育優遇策

1957年 にマ ラヤ連邦 としての独立以 来、国民統合に関する諸問題を解決 し、多民族によ

って区分された社会 を統合する主要な用具 として、歴代政府は絶えず教育の役割を強調 し

て きた。現在でもこの点にっいては変わ りはない。 「教育 は将来のマレーシアにとってき

わめて重要である。教育は国内の多様な文化集 団を結びっ け、わが国の継続的発展のため

の強 固な基盤を作 り出すことがで きる。 」(1993年 、ス レイマン文相)7⊃ 民族暴動後の教

育政策の顕著な展開の一っは英語を教授用語 とする学校(英 語学校)を 国語(the
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nationallanguage)の マ レー語を教授用語 とする学校(マ レー語学校)へ 転換させたこ

とである。それ までは英 ・馬 ・華 ・印の四つの異なる教授用語の学校が併置されていたが

、1970年 に英語学校第1学 年をマレー語(法 令上の呼称 はマ レーシア語)に よる教授用語

に切 り替えたのを初め として、以降、6-3-2-2制 の最高学年の第13学 年(フ ォー

ム ・シ ックス)ま で年次 進行の形でマ レー語化 し、1982年 に英語学校は消滅 した。華 ・印

を教授用語 とする二つの学校は初等教育(6年)に 限定 されている。したが って、1983年

以降 、中等教育のすべての学年の教授用語はマ レー語 となっている。 華語またはタミル

語の初等学校修 了者は1年 課程の移行学級においてマ レー語を集中的に学習 してか ら,前

期中等学校へ進む 。華人子弟のなかで 、華語 による中等教育 を希望する者には、華語中等

学校(華 文独立 中等学校)が あるが、現行の教育法令の対象 となっていない。すなわち、

その発行する卒業証明書や学歴等はマ レーシア教育省に よって認定されない。ω

高等教育段階では、1970年 に国語 を教授用語 とするマ レーシア国民大学(Universiti

Kebangsaan)が 創設され 、国内では最 も古いマラヤ大学 は国語を唯一の教授用語とする旨

を声明 した。これに よって、講義ばか りでなく個別指導 ・ゼミナール ・各種会議 もマレー

語で行 うことになった。 しか し、副学長アジズ は1970年11月 の言語政策に関するスビーチ

で 「マ レー語によるよりも理解 し易い授業科 目では別の言語を使用してよい 」とした。こ

れに該 当する授業科 目を 「指定科 目」とよぴ、その具体例 として、イスラム教のムハンマ

ドの言行を記録 した伝承物語(ハ ーデ ィース)の 授業はア ラビヤ語で、英文学のチ ョーサ

ーやスペンサーの授業は英語で行 うこととなると述べ た。9》

1970年 代以降、マ レー語の国語 としての地位 は学校制度のなかで揺るぎのないもの とな

った。マ レー語への移行 は、建前 としては教 育における対立する民族間の障壁を打破 り、

共通言語により相互に意志の疎通をはか って国民意識と統合の形成を意図 していたが、こ

の意図は また、まず何 よ りも文化 と経済の活動 を行うマ レー人を満足させたものと理解で

きる。

1960年 代の教育 に関する問題点は、主 として、マ レー語による高等教育の機会が欠如 し

ていたことである。当時はすべて英語 による講義であった。 したがって、教授用語のマレ

ー語への、かな り強引 ともいえる切 り替えによって、この問題はかな りの程度解決された

といえる。政府の新 たな課題は、①高等教育就学者数 に占めるマ レー人の割合を増加させ

ること②専攻部門のなかで、マ レー人学生の比率の低い理学 、工学、医学などの学科にお

いてマ レー人学生数 を増加 させること、の二つであ った。前出のNOCの マラヤ大学学生

生活調査委員会はマ ラヤ大学の現状を調査 ・分析 して 、 「全学生数ばか りでなく学部別学

生数の民族別構成 も、国全体の民族別構成を反映することを可能な限 り確保することが、

マ ラヤ大学の政策であることを決定 し、その旨を明白に発表すべ きである」と勧告 してい

る。m》 さ らに、この勧告 は今後の入学および奨学金授与基準は学業成績のみを基準 とす

べ きではない、 として 「農山村地域に住み教育 を受けた者は教育的不利益者であり、かれ

らの完全なポテンシャル はGCE"バ レベルの成績 だけでは知ることができない」と述べてい

る。(前 記資料、p.45)こ の一例にみるように、1970年 以後の高等教育機関における定員
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数の割 当てという方策によって、マ レー人の社会 ・経済的地位 を教育によって向上させる

ための政府に よる総合 的なメカニズムが一段 と強化 された。 マ レ

ーシア憲法は教育における差別を禁 じてお り
、マラヤ大学基本法も民族 と信条による差別

を禁 じている。唯一の留保事項 は、奨学金 とその他の類似の教育 ・訓練の特典措置である

。 したが って、大学お よび各学部の民族別学生の構成 は奨学金等の対象老数の増減によっ

て調整が可能 となる。さ らに、改正憲法条項(1971年)に よって、マ レー人および在ボル

ネオのマ レーシアの州(サ バ、サ ラワク)の 先住民 に対する奨学金等の対象者数を留保す

る国王による当局への指示権が合法化 された。こう して、高等教育におけるブミブ トラの

特別の権益は憲法によ って保証され ることになった。

1970年 以降ブミブ トラの高等教育機関への就学者数は加速された。表1に みるように、

大学によっては民族別構成比以上の数値 を記録 している。とくに、マ レーシア国民大学、

マレーシア農業大学 、マ レーシア工業大学 など新設の大学において、この傾向が強 く認め

られる。

表1民 族別大学在学老数(%)括 弧内は実数

1970 1980 1983

マラヤ大学

ブミブ トラ

華人

イ ン ド人

その他

39.1

49.8

7.2

3.9

(7,267)

50.3

39.3

8.4

z.o

(8,045)

51.9

36.6

9.0

2.5

(s,ols)

マ レーシア科学 大学

ブミブ トラ

華人

インド人

その他

29.0

54.5

14.3

2.2

(231)

54.4

37.6

7.5

0.5

(3,597)

53.2

37.3

8.4

1.1

(5,577)

マ レーシア国民大学

ブミブ トラ

華人

イン ド人

その他

97.2

2.2

0.s

o.o

(179)

85.5

11.0

3.3

0.z

(5,726)

78.0

16.9

4.4

1.2

(8,217)
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1970 1980 1983

マ レーシア農業大学

ブミブ トラ

中華人

イン ド人

その他

81.7

12.6

5.6

0.7

(1,752)

69.7

21.7

6.5

2.1

(3,294)

マ レー シア工業大学

ブ ミブ トラ

華人

イン ド人

その他

83.6

11.1

9.2

1.1

(1,047)

78.2

16.1

9.3

1.9

(1,974)

(注)学 位 課 程 の み 。

(出 典)Govern皿entofMalaysia,Mid-TemReviewoftheFourthMalaysiaPlan

1981-1985,pp.356-357か ら 作 成

い くっ かの学 科 で マ レー人 学生 数 が 少 なか ったの は事 実 であ る。た とえば 、1970-71

年 で マ レー人学 生 は 全学 生 の1.3%、 理 科系 で11.5%、 医 学系で20.3%で あ る。これ に

たい して 、華 人 はそ れ ぞれ93.1%、82.0%、66.1%と な ってい る。(表2)

マ レー 人学 生 の少 な い これ らの学 科 にお いて 、マ レー入 学生 を比 較的短期 間 に増 加させ

、 いわ ゆる均 衡 の とれ た割 合 とす る こ とは 容易 で はな いで あ ろう。理工系 ・医学系 の学生

の増 大 は担 当す る教 官 、施 設 ・設 備等 の 問題 と深 く関係 してい るか らで ある 。さ らに、卒

業生 が参 入 す る祉 会 にお け る専 門職老 の 構成 か らも、 その 困難 は推 測で きる 。専 門職老全

体 の民族 別構 成 をみ たの が表3で あ る 。 この表 か ら全華 人 は全体 の62.8%を 占め るの に

た い して 、全マ レー人 は全体 の 三分 の一 の18.9%に とど まって いる 。
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表2民 族別 専攻別学生の割合(マ ラヤ大学) (%)

1970-

1971

文学 理 学 工学 農学 教育 医 学 経 済 ・行 政

マ レ ー 人

華 人

そ の 他

61.1

zs.s

12.E

11.5

82.O

s.s

1.328.1

93.16哩.2

5.67.?

5J.9

33.3

17.7

20.7

66.1

13.6

37.5

48.8

13.7

(出 典)ReportoftheCoロoitteeAppQintedbythenoctostudy

CampusLifeofStudentsoftheUniversityofMalaya
,1971,pp.75-76

表3民 族 別 専 門 職 者 数 の 割 合(1983年)(%)

マ レ ー イ ン ド そ の

建築士

会計士

エ ンジニ ア

歯科 医

医師

獣医

測 量技師

弁護 士

13.8

9.5

22.5

21.9

1J.2

29.6

35.8

15.9

83.5

82.6

69.2

45.1

92.2

25.9

55.3

48.2

a.a

S.fi

5.6

29.1

40.9

41.4

6.1

×4.6

1.9

2.3

2.7

4.4

3.7

8.1

z.a

1.8

100.O

ioo.0

100.0

100.0

100.0

100.O

ioa.a

ioo.o

実数(人) 4,49fi 14,913 3、6コ8 699 23,766

(出 典)Mid-TemRevie胃ofTheFourth温a豊aysiaPian1981-1985 ,p.100
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スノ ッドグラス(D.Snodgrass)に よれば、マ レー人学生の特定学科への偏 りの原因

は、かれ らが政府の上級職に就 くには大学学士号は必要条件であるか ら、専攻よりも、ま

ず学士号取得が容易な学科に集中するという。このため最も容易とされる文学部の 「マ レ

ー研究 」にマ レー人が多 く集まる としている。他方、非マ レー人が理工学、医学部門へ集

中することにっいて、ワン(恥nBee-LanChan)は(法 規 によってマ レー人学生が公務員

採用で優先され る現実 をふまえて)非 マ レー人は民間部門の成長を展望 して、ここに大 き

なキャ リア発展の好機があることを期待 しているからとしている。11》

中等教育段階における改善策では、第2次 マ レー シア ・プランにおいて10校 の全寮制の

中等学校を特設 した。各校2,000名 の定 員で、生徒は農 山村出身老に限定 した。また対:象

者をブミブ トラに限定 したマラ 甑肱 ジュニア ・サイアンス ・カレッジ(MRS麗)一 ブミ

ブ トラの地位向上を図るMARA(原 住民信託会議)が1980年 か ら設置 ・経営する一も設け ら

た。両老を併せて科学課程の在学老数は3年 間で75,900人(1980年)か ら100,600人(

1983年)へ32.5%増 加 した。この うち、ブミブ トラは前老で33.7%、 後老で46%を 占め

てお り(注1GovernmentofMalaysia,ibid.,p.351)、 ブミブ トラに対する科学教育の充

実を図 る政府の熱意を反映 している。

高等教育段階におけるブミブ トラ優遇策 としては、各大学に準備課程(マ トリキ ュレー

シ ョン ・コース)を 設けて特別な指導を行い、大学の医 ・理 ・工の各学部へ進学させる措

置を講 じた。準備課程の在学者は2,010名(1980年)か ら3,350名(1983年)へ66.7%の

急増 を示 した。中等教育段階 と同様 に,高 等教育段階でも蘭ARAは 甑蝕 工学専門学校

(ITM)を 設置 した。ITMは 政府お よび民間に向け会計、行政、法律、経営 ・管理、

美術 ・建築、応用科学、工学、 コンピュータ、数学等の管理職 、専門職、起業家の養成を

行 うことになった。

II.非 マ レー人に対する教育

1.華 人の教育

(1)マ ラヤ独立以前

子弟 に対する教育が熱 心なことで華人 は世界に知 られ ている。これは学者を最高の位置

に置いた儒教中心の中国の伝統的社会に由来する。しか し、華僑の場合の教育への指向は

学問に対する畏敬からよりも、一般に経済的動機が、その メンタ リティーで勝 っている。

12)

自然 災害によって、あるいは人間同士が引 き起 こしたさまざまの混乱か ら、追われるよ

うに母国を後に した華人にとって、頼 りとするのは自分の頭 と手だけであ ったであろう。

マ レーシアの華僑もこの例外ではない。イギ リスの植民地時代のマ ラヤでは、馬 ・華 ・印

の民族別 によるそれ ぞれの初等学校があ り、それに加えて植民地政府の英語学校 とキ リス

ト教の伝道学校があ った。華人学校は 自分 たちの財源によって、母国から教師を招 き教材

を輪入 し、主要都市 には中等学校 も設けた。イギ リスの統治下にあ って、華人は(そ して

イン ド人も)英 語の経済的効果を十分に認識 していたか ら、英語の教育に重点を置いた。

英語のハイス クールに通わせる親も多 く、マ ラヤの華僑 は華人学校 と英語学校 との並行す
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る二つの文化の元で発展 した。

(2)マ ラヤ独立後

マラヤ連邦の独立(1957年)、 マ レー シアの成立(1963年)か らNEPの 策定 ・実施に

いたるこの期間には、憲法がマ レー語 を国語と規定 し、国語は教授用語である と同時に国

民統合の鍵 となる用具 として、その使用を推進 ・普及する国民教育政策の基礎が築かれた

時代でもある。華 ・印 ・英の 中等学校は1970年 に始 まる英語学校の教授用語のマ レー語

への切 り替え(本 稿1-2参 照)を 初め として、すべて(マ レー語を教授用語とする)国

民 中等学校へ変容 した。植民地政府の教育遺制で もあるGCE試 験も、1980年 からマレー

語で行われるようになった。

英語力の低下を恐れた華人は、初等学校後は子 どもを英語圏へ留学させた り、あるいは

家族 とも ども移住 する者も少な くなか った。 この ような風潮はマレーシア社会 とまったく

異質 なマ レー シア華人を作 りだ したり、マ レーシアで最 も必要 とする専門職等の高級人材

の流失をもたらしている。13》

(2)イ ン ド人の教育

マ レーシアにお けるイン ド人の80%は イン ド南部の 、かってのマ ドラス州、現在のタ

ミル ・ナ ドゥ州出身の末 えいである。M)以 下の記述ではイン ド人とタミル人 とが混用さ

れているが、筆者 は同義 に使 っている。

19世 紀を通 じて 、コーヒーやゴムなどの農園経営者はその労働力を主 としてイン ド南部

のマ ドラス州か らえていた。これ らタミル人労働者は5年 単位の労働契約(theinder

turesyste■)に よって、その家族 とともに農園(plantation)に 住み込み,農 園作業に従

事 した。タミル人労働老 は一般 に柔順で低賃金にも不平は少なか った。農園は一般社会か

ら地理的に隔離 された ところにあり、心理的には閉 じられた社会を形成 していた。

1923年 の労働規定によって、農園労働老の子弟に対する農園経営老の学校設置義務が規

定 された。農園経営者が農園学校(プ ランテー シ ョン ・スクール)の 設置義務に応 じたの

は、タミル人労働者の移入を円滑にするためか らである。15)

マ レーシアにおけるイ ン ド人社会を二っに分けた右力な要因の一っは教育である。すな

わ ち、英語学校に就学 した老 と、そうでない老の二っである。英語育ちの者は少数派の成

功老であ り、他方 タミル語育ちの者 は多数派の労働者階級を形成する。イン ド人はホワイ

トカ ラー職に就 くために、また必要 とあればほかの英語圏の国へ移住する手段 として、英

語教育 を熱望 して きた。16》 タミル語学校 出身者にも大学教育への道が理論上では開かれ

ている。しか し、その具体例は きわめて乏 しい。

1970年 以降、英語学校のマ レー語学校への転換 はイ ン ド人に大きな打磐を与えることに

なった。農園のタ ミル語学校 と若干の都市 に点在 したタ ミル語学校は別 として、イン ド

人の子 どもは一般に英語学校に就学 していたのである。 この教授用語の切 り替え施策にた

いしてイ ン ド人は大いに当惑 し、それ まで全 くといっていいほどの系統的な学習をしてい

ない言語(マ レー語)を 通 じる学習に よって、子 どもが高 い成績水準を維持できるかどう

かを、親は危ぶんだ。大 多数のイン ド人 の中流 階級の者 は、このころまでに、家庭でも友
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人間でも英語が生活用語 となっていたからである。しか し、教授用語としてのマ レー語、

民族間の交流の用語 としてのマ レー語を受け入れることが不可欠であることを、インド人

はさ まざ まな形で痛切 に感 じることにな った。

タミル語学校のおよそ80%は 農園にある。マラヤ連邦の独立後、教育の畏主化は進んだ

が、農園学校の子 どもは教育上の不利益老の ままにおかれている。馬 ・華 ・印の三民族の

なかで、かれ らは最高の落第率 と最低の成績水準を記録 し、最悪の学校環境におかれてい

る。1973年 の ドロップ ・アウ ト調査報告(マ レー シア教育省)で は15歳 以上の青少年の

なかで中等第3学 年(下 か ら通 して第9学 年)に 達する前の退学率はタミル人61%、 マ レ

ー人54% 、華人53%と なっている。農 山村居住タミル人 は都市居住者よりも高い退学率を

示 し、また女子は男子よ りも早期に退学する傾向が認め られる。国語(マ レー語)の 成績

で華 ・印の児童が振るわ ないのは予見で きるとしても、初等学校の高学年になっても40%

～50%の 老が国語が理解できない状態だ。(表4)

表4-1教 授用語別国語(マ レー語)学 習到達度 (%)

学年 1 2 3 4 5 6 平均

マ レ ー 語 学 校60.272.382.980.687.593.07g.4

華 語 学 校35.240.743.944.754.859.846.5

タ ミ ル 語 学 校14.124.826.439.049.559.835.6

(出 典)T.Mari皿uthu,"SchoolingasaDeadEnd:EducationforthePoor

EspeciallytheEstateChildren",S.tlusinAli,idid.,p.273

表4-2教 授用語別初等学校算数学習到達度 (%)

学年 1 2 3 4 5 6 平均

マレー語学校

華語学校

タミル語学校

46.232.333.432.635.037.836.2

64.751.054.256.652.297.954.9

37.124.624.028.926.830.528.7

(出 典.)表4-1に 同 じ。
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学校施設も貧弱である。 ドロ ップ ・ア ウト調査報告書で は、タミル人学校をマ レーシア

の教育制度全体のなかで最も小規模で貧 弱な学校 としている。タミル人学校の80%は 在学

老が200名 以下の小規模校 、約70%は いわ ゆる教師一人学校である。さらに、多 くの学校

は適当な校舎 と教室 、運動場、 トイ レ施設 、図書館等の基本的施設を欠いていることも明

らかに している。教員構成も年齢層が高 く、圧倒的に(76%)男 性教師が多い。

マ リム トゥによれば、タミル人農園学校は児童にたい して社会移動を促進する用具的な

機能を果たすよりも、保護老 ・管理者(custodian)と しての機能、具体的には親が農園

に出ているときには学校が門衛 ・警備の役割 を果た している、という。17)こ の特徴は農

園学校がその発足か ら農園主が丸抱 えで面倒 をみたシステムの残 しといえよう。

後期中等教育お よび大学準備級へのマ レー人入学者の従来の不均衡を是正するために、

1970年 以降 とられた一連の施策はイン ド人を直撃 した。高等教育におけるイン ド人学生の

占める割合は、1970年 一75年 で後退 した。華人は留学準備のための民間の教育機関や個別

指導のための教育機関の開設 によって、かれ ら自身の取 り分を確保することがで きたが、

イン ド人 は華人のような形で解決 を図る財力も目立能力もなかった。周EPの 社会の再構築

プログラムで敗北 したのをみて とったイ ン ド人指導老は、高等教育機関におけるインド人

の入学 に関 して、その入学老割当て率が人 口構成比 に基 づいて確定されるよう要求するに

とどまった。

しか し、高等教育 を受けて専門職へ 就いた者の なかにみられ るライフスタイルが、マ レ

ーシアにおいてある種の憂慮の種であ ったことも否定できない
。イン ド人の 目にも、英語

教育がもたらすライフスタイルは彼 らがイン ドの伝統的文化遺産を軽視するようにさせた

こと、イン ド文化にたい して 、全体 としては異邦人にな ったこと、社会的連帯性を欠いた

世代 となって しまったこと、等 々とうっ ったこと1ω は、国民統合の観点か らマ レーシア

の教育政策立案老に とってひとっの重要な克服 すべ き課題であったにちがいない。

IILNEP以 後 と 「ヴィジ ョン2020年 」

1.NEPの 評価

ここではNEPの 掲げたいくっかの指標の達成度 にっいて、マハテ ィール報告19)を もと

にしてまとめてみる。

貧困度 マ レーシアの経済成長率 は1960年 代は平均5.1%、NEPの 最初の10年 間は7.8%

80年代は景気後退の影響 を受けて5.9%で あ った。国のカテゴリーによる貧困家庭数の.比

率は52.4%(1970年)か ら17.1%(1990年)へ 大幅に減少 した。(貧 困の境界ラインは月

間所得370マ レーシア ・リンギ ットRLお よそ14,800円 程度以下)月 額370R麗 は多くの発

展途上国で定義されている貧困度 を遙 かに上回るとされ る。マレー半島部で48万 の家庭が

貧困を脱 した。半 島部では貧困は重大 な問題ではなくな っているが、サバ ・サラワクの両

州では貧困度はなお高い。底辺にある40%の 家庭の月額所得はlm76(1976年)か らRH421(

1990年)へ 増加 した。農 山村の所得の増加の主因 は所得源が伝統的農業活動から製造業、

建設業 、サービス業部門への雇用のシフ トである。農山村でも複数の所得源をもつように

なった。教育 ・健康 ・輪送への投資によ って地:方の労働力の都市への移動が高まった。
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雇用パタンを構成民族構成比 に近づける 目標もかな り達成された。製造業に従事するブ

ミブ トラの割合は全従業 員の50.3%(1990年)ま で増加 した。しか し、低位の未熟練老に

占めるかれ らの割合は依然高い。

社会の再構築化 商業 ・産業部門におけるブ ミブ トラの会社株式保右を高めるNEPの 目標

は量的にはかな り達成 された。ブ ミブ トラの株式保右率 は2.4%か ら20.3%(1990年)へ

急速に高 まった。しか し、NEPの 最低30%の 目標は達成で きなかった。さ らに、株式部門

への進出も国立公正企業団(PNB)、 国立国営企:業団(PERNAS)な どブミブ トラ支援機関の

仲介によるものが多 く、自己の責任で実施 した事例 は少ない。ブミブ トラによる事業の失

敗事例がかな り多いのも問題である。マネジメン ト・スキルや起業家精神の強化が望まれ

る一一一一。(後 略)

NEPの 対象期間の20年 間を回顧するとき、弱点や欠点も認められるが全体 としては、NE

Pが マ レーシアの発展 と業綾において、大 きな成長 と公正の足跡を記 したことは否定で き

ない。一般に、富の再配分は経済成長の遅滞 をもたらし、また経済成長を重視すれば社会

に、ある不安等が顕現する。しか し、NEPに よってマ レーシアは雇用パタンと富の保右構

造 を、より一層多民族化 し、同時に経済成長 を犠牲にすることなく貧困を滅少させた、と

マハテ ィールは自己評価する。

2.NEP以 降の国の発展計画

1970年 代一80年 代の発展計画は第1次 展望計画概要(1971年 一1990年 、OutlinePers-

pectivePlan,略 称OPP1)と して策定され 、その 中核が 「新経済政策」(NEP)で

あ った。現在は第2次 展望計画概要(1991年 一2000年,OPP2)に 基づいて行われ

ている。このOPP2の 基礎 となってい るのが 「国家発展計画 」(NationalDevelop臓ent

Policy,NDP)の 内容は基本的にはNEPを 踏襲 し、その完全達成を目標 としている。

すなわ ち、NEPに よ ってマ レー シアが著 しく進歩を遂げたことは認めなが らも、その諸

目標は完全 には実現されていない。民族間の格差が引き続いて顕在し、それは特に商工業

の企業所右率 と経営、専門職老数において、ブミブ トラは、依然 として、ほかの民族の後

れを とっている(マ ハ テ ィール)。 この認識から現在の民族間の不平等を、より一層減少

させて国民統合 を達成 するために 「国家発展計画 」(theNationalDevelop豊entPolicy,

NDP)が 策定 されている。OPP2は 、マ レーシアを 「2020年 までに完全な発展国

とする」マハテ ィール首相の提唱(ヴ ィジ ョン2020年 」)と 、その軌を一に している

ことはいうまでもない。

3.「 ヴィジヨン2020年 」の提唱

第1展 望計画期が整 了 した1991年2月 にマハテ ィール首相はナショナル ・どジネス ・カ

ウンシル(NBC)に おいて、マ レーシアを2020年 までに"afullydeveloped

country"と する 目標を提唱 した。NBCの 事務局は国が支援するシンクタンクの戦略 ・

国際研究所(ISIS)で あるが、この ヴィジ ョンを構想 し、推進する機関 と考えられて

いる。20》

首相は まず、①完全 な発展国 とは特定の先進国を手本 としたものではな くゼマ レーシア
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独 自のもの、②発展 とは、経済的な意味 だけではなく、すべての次元一政治、社会、精神

、心理、文化の一における発展 国であ り、③国民統合 と社会の凝集性、社会的公正、政治

的安定性ぜ生活の質 、社会的精神的価値 、誇 りと自信 などの点についての完全な発展であ

る、 としてマ レーシアが独立以来現在も当面する九つの戦略的課題(Challenges)を 指摘

した。21》 これ らの課題を要約 すると以下の ようである。

課題1:共 通の運命を分か ち合 うという気持をもって 、統一された、マ レーシア国家の建

設。その国家は、国家 自身が平和であ り、領土も民族 も統合され、国民は調和 して完全で

公正 なパー トナー シップのもとに暮 らす。

課題2:あ らゆる逆境 に勇敢 に立 ち向かいっっ、現在の社会 と社会が これまで達成 したこ

とに誇 りをもちなが ら、信頼 と自信 をも って、心理的に開放され、強固で発展 したマレー

シア社会の創設。

課題3:成 熟 した合意に基づ くコミュニテ ィ指向のマ レーシア型民主主義を実践 しなが ら

成熟 した民主社会の育成 と発展 。

課題4:市 民が宗教的精神的諸価値を固 く守 り、最高の倫理的基準をしっか り身に着けて

い るような、完全 に道穂的倫理的な社会の確立 。

課題5:肌 の色も信条も異なるマ レーシア人が 自由に、その習慣、文化、宗教 を実践 し告

白するが、しかもなお、 自分は一っの国家の一員だ と感 じるような、成熟 した、自由で寛

容に富んだ社会の確立。

課題6=科 学的前進的社会の確立 。それ は革新的で、眼指 しを前方へ向けた社会、テクノ

ロジーの消費者であるばかりでなく,未 来の科学 とテクノロジー文明への貢献者でもある

社会である。

課題7:他 老にたいして思いや りのある社会 と思いや りのある文化の確立。自分よりも社

社会が優先 する社会 シス テム、そこでは人 々の幸福 は国 を中心 としてではなく、また個人

を中心 としてでもな く、強 くたくましい家族システムを中心として回る。

課題8:経 済的に公正 な社会の確立。この社会では国の富の公正で平等な分配が行われ、

経済の発展では完全 なパー トナーシ ップがある。

課題9:完 全に競合的で 、ダイナ ミックで、健全で、弾力ある経済性を備えた繁栄する社

会の確立 。

これ ら九っの課題 はどのように構造化されているのか 。

アジズ教授(マ レーシア試験カ ウンシル委員長)は 教育 ・訓練が直接に短期間にインパ

ク トを与える課題群(グ ループ1)と 影響が中期 ・長期にわたる遅効性をもっ課題群(グ

ループ2)と に分けている。22)

グループ1は 、人間の心性 と精神にかかわ る課題で、課題2、4、5、6、 および7で

ある。グループ2は 、経済的課題(課 題8、9)お よび政治的課題(課 題1お よび3)で

ある。

本稿では紙幅が尽 きたのでここで筆 をおき、、次 回に機会を得て教育 ・訓練 とヴィジ ョ

ン2020と の関連 を考察 したい。
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オ セ ア ニ ア



オ ー ス ト ラ リ ア と ニ ュ ー ジ ラ ン ド

に お け る 少 数 民 族 の 教 育

笹 森 健

は じあに

国際連合(以 下国連)は!993年 を 「世界先住民のための国際年」と し、先住民の人権や社

会的地位 、教育の保障 など全般にわた り再検討す る年 と した。国連の資料によると、現在

北 ア メリカ大陸に74民 族、南ア メリカ大陸に57民 族 、アジア大陸に46民 族、アフ リカ大陸

に22民 族、オセアニ アに24民 族の先住民族が存在 しているとい う、、(Dこ れ らの民族 に対

する教育機会の保障 は世界各国の重要 な課題の一っであり、避けて通 る ことの出来ない問

題であることは論 をまたない。

本稿ではオセアニアに位置す るオー ス トラ リアとニ ュージ…ラ ン ドを取 り上げ、そこに居

住す る先住民族0)ア ボ リジニーとマオ リの教育 にっ いて 、彼 らの教育施策への参加 に焦点

を当てて考察す るのか狙 いである。 この両国を取 り上 げたのは、第一に両国 とも英連邦 に

属す る国で、先住民がいる地 に英国か らの移 民が入 り国を形成 していること、第二 にア ジ

ア ・太平洋時代の到来 といわれている今 日、両国が南半球の国々に対 し政治、経済、社会

福祉 など多 くの面で指導 ・援助 し、かつ指導的役割 を果た していること、第三に北 半球 に

位置す るわが国 として も密接な友好関係 を維持 する必要があ るに もかかわ らず、教育面で

の研究 は必ず しも十分でないことなど共通す る ものがその理由である,,ま た、両国の少数

民族 を取 り上げたの は、両国は数 は少ない ものの、彼 らに対す る教育の保障を真剣 に考 え

て種々の施策を積極的 に打 ち出 してお り、わが国の少数民族 に対す る対応のあ り方 に示 唆

を与えると考え るか らである。なお、ここで い う教 育施策への参加 とは、教育政策 の策定

への参加及 び学校経営や管理への参加を意味す る、、

1.両 少数 民 族 の現 状

ア ボ リジニ ーや マオ リと い う場合 、両国 で は それ ぞ れ次 の よ うに定 義 して人 口等 の把 握 を

して い る。 ア ボ リ ジニ ー につ いて は、① ア ボ リジニ ー一各種 族o)人 、② ア ボ リジニ ーの種族

で あ ると 自分で 認 め て い る人 、③ 地域 で ア ボ リジニ ーと して 受 け入 れ られ て い る人 で 、申

告制 を とって い る。 く21マ オ リにつ いて も、① マオ リの祖 先 を持 っ人 、② マ オ リに属 す る

とい う民族 集団 、③ マ オ リの民族 集団 に一 つか 二 つ以上 属 して いる とい う人 で 、 同 じ く申

告 制 によ り取 り扱 わ れて い る。 ㈲

1991年 現在 の人 口 は、 アボ リジニ ー と ト… レ ス海峡 島 し ょ民 の合 計 で265,492人 で オ ース

トラ リア全人 口の1.5%と な って い る。 この 内 ア ボ リジニ ー一は238,590人 で 、州別 に多 い順

に ク イー ンズ ラ ン ド州70,130人 、ニ ュ ーサ ウ スウ ェールズ州70,020人 、西 オ ー ス トラ リア

州4L792人 、北 部準 州39,918人(以 下省 略)と な って い る。 州 の全人 口に対 す る割合 か ら

み れば 、北部 準 州22.5%、 西 オ ー ス トラ リア州2.9%、 クイ ー ンズラ ン ド州2.2%と 北部 準 州
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に多 いことがわかる。 田 ニ ュージーラン ドのマオ リは同 じ1991年 現在434,847人 で全人

口の13%を 占め、他 にサモア85,743人 、 トンガ23,175人 など計170,442人 の少数民族が い

る。マオ リな どの多い地域 は順にオークラン ド103,212人 、 ワイカ ト60,642人 、プ レンチ

ー一湾地域52
,491人(以 下略)で 、地域人 口に占め る割合では ノースラン ド27.63%、 プ レン

チー湾地域25.71%、 ワ イカ ト18.14%の 順になって、北島に集中 しているといえ る。 く5)

総人 口比に占め る両者 の割合の違いは、両国における教育政策の差異を作 りだす重要な要

因の一っであると考え られ る。

その差異 を反映 し、両国政府の報告 による両民族の現状 には若干 の違いが次のように見 ら

れる。連邦政府 アボ リジニー問題担当局の報告 によれば、アボ リジニ ∴は①平均寿命 は他

の人 に比べ20年 短 い、②幼児死亡率は3倍 高 い、③失業率は国内平均の約4倍 、④収入の

平均 は約3分 の2、 ⑤不就学者の数 は約11倍 、⑥中等教育以上 の資格 の所有者 は約4分 の

1、 ⑦投獄 されている者の割合 は約16倍 などと、彼 らの現状を報告 して いる。"1'一 方、

ニ ュージーラ ン ド政府統計局 の資料 によると、マオ リは①非マオ リの8.3%に 対 し22.6%、

② フル タイムの就業者は1986年 か ら1991年 で22%の 減少 、③ 同時期に男性の就業者 は78%

か ら67%に 、女性 は50%か ら45%に 減少、④男性 は製造業、女性 はサー ビス業に従事する

者が多い、⑤独立 して家内工業を営む者が1991年 までの5年 間 に3倍 、⑥高等教育への在

籍者が1986年 か ら1992年 に5倍 、⑦15歳 か ら19歳 での出産が非マオ リの3倍 の7.5%、 ⑧両

親 を もつ子 どもは1981年81%か ら1991年61%に 減少 。片親家庭の4分 の3は20歳 か ら39歳

の女性で、56%は 未婚の母親 などとな ってお り、全体的 にアボ リジニーよ り社会参加 が進

んでい る現状が伺える。 の

H.政 府の対応

こうした現状を抱 える両民族 に対 し、政府 はどのよ うに対応 して きたのであ ろうか。

1.オ ース トラ リア

今世紀初頭の 「保護 ・隔離政策の時代」、1960年 代の 「同化政策 の時代 」、70年 代初頭か

ら今 日に至 る 「自決 ・自営奨励政策の時代」 という、三っの時代 と して捉え ることができ

る。1901年 に連邦政府が成立す るが、それまで は1815年 のアボ リジニ ーのための最初 の学

校の開設、1860年 ビク トリア植民地での彼 らに対す る財政支出、1868年 アボ リジニ ーを含

む ク リケ ッ トチ ームのイギ リス派遣 など彼 らを保護す る政策であ った と集約 で きる。 この

傾向は連邦政府 の成立後 もみ られ、1902年 には教会伝道学校が彼 らと混合 の集会を開催 し

て彼 らの参加 を呼 びかけ、またキ リス ト教各宗派が彼 らのための学校 を設置す るな ど保護

と同時に隔離の政策をとっていた といえる。(")同 化政策 は1961年 の原住民社会福祉会議

の開催 で明確 で打 ち出された。 この会議 は、原住民がオ ース トラ リア人の生活様式 を積極

的に導入す る中で彼 らの生活を改善 させて行 こうとの狙 いか ら開催 された ものであ った。

ロー リー(Rowley,C)は 同化政策 を象徴的に記述 している。すなわち、同化時代 にお いて

は 「全てのアボ リジニ ーは、オ ース トラ リア人 と同 じ生活様式を効率的に採 り入れ、他の

人 と同 じ権利 、特権 を享受 し、同 じ責任を もち、同 じ慣習、信仰 を もって オース トラ リア
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社会 の一員 として進む ことが期待 されていた」のであ る、,dり とはいえ 、教育 は彼 らを労

働力 と して同化す るための基本的技能 を訓練す るための ものであ った。実際 には初等教育

年齢で学校 に在籍 したアボ リジニーの子 どもは出来は悪 く、教育の成果は少 ない とニ ュー

サ ウスウェールズ州教 員連盟 は調査結果を報告 している状況であ った。 中等教育への参加

も非常 に少な く、1964年 の同教 員連盟の調査で は僅か9%し か進 まず、進んだ中の58%は

出来が悪か った と報告 して いる。uo)

同化政策を とって も効果 は上が らないとみた連邦政府は、1970年 代初頭か らは計画策定

の際の援助及 び財政的援助 による彼 らの 自決 ・自営の政策 に転換 し、最近ではアボ リジニ

ー参加 の計画策定 ・実施を促進す る政策 をとっている
。 この ように、オース トラ リァでは

入植者 と先住民 との間で何 らの取 り決めがな されないままで先住民が周辺へ と追いや られ

て きたわけで、1993年 のマ ーボー判決(最 高裁判決)に よりよ うや く先住民の土地権利 が

認 め られたのであ る。

2.ニ ュージーラ ン ド

ニ ュージーラン ドの政策 は、早 い段階で先住民 との間に条約が締結 したところに、オ ース

トラ リアの先住民 に対す る政策 と大 きな違 いがみ られ る。1840年 の 「ワイタンギ条約」(

TreatyofWaitangi)が それで、3項 目すなわち統治権 、土地所有 ・森林 ・漁業権 、権利

・特権の保護 について、先住民の諸部族 と英国王の間で条約を結んだのであ った。dDそ

の後1877年 に初等教育の機会均等をめざす 「教育法 」が制定 され、国にマオ リの教育が委

託 されたが、基本 的には同化的な もので彼 らの文化 や価値を尊重す るものではな く、非マ

オ リを対象 とした ものであ った。

その後、1960年 の政府報告書ハ ンレポー ト(HunnReport)で 初あて、マオ リが教育面で

不利益 な立場 にあ ることが取 り上 げ られた。続 く1962年 のカ リー委員会 レポー ト(Currie

Co㎜issionReport)で は、言語や子 どもの教育 などマオ リに対す る1877年 以降の同化 を目

的 とした政策 は失敗であ ったと報告 された。q2)し か し、マオ リを積極的 に社会 に参加 さ

せようとの方策 は打 ち出されず、1960年 代の統合政策 はマオ リやポ リネシアの人 々の教育

面での不平等を解消す る結果 とはな らなか った。非マオ リを対象 と した政策が中央集権体

制の下 で行われ、マオ リの教育参加が実現す るの は1980年 代終わ りにな ってか らであ る。

III.1970年 以降の教育政策 と教育への参加

1970年 代 は両国の教育政策の上で大 きな転機 とな った時期である。特 に少数民族 に対す る

教育の保障及び教育政策策定 の段階で彼 らの参加 を促進 した時期であった。彼 らの教育へ

の参加がどの ような過程でな されたかを、国段階及 び州(地 域)段 階で明 らかにす る,

1.オ ース トラ リアの少数民族 に対す る教育政策

(1)連 邦政府段階の教育政策

1970年 以降の政策 は三 つの段階 に区分す ることがで きよ う。財政面か らの援助 の時期、組

織的な援助の時期、それに政策策定 に参加の時期であ る。

まず、1975年 まで は財政面 か らの援助が行われ た時期で、1969年 の 「アボ リジニ ー学習
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援助 計画 」及 び1970年 制定 の 「アボ リジニ ー中等 教育 補 助 金計 画 」(AboriginalSeconda-

ryBducationGrantsScheme;ABSEGと 略)に 始 ま る。後 者 は種 々の 手 当て の支 給 によ り中

等 教 育段 階 の教 育 を受 け る機 会 の増大 と奨励 を 目的 と した もの で あ った。 また 、1974年 に

はバ チ ェラ ー一(Batchelor)の 地 に設 置 され た ア ボ リジニ ー教 員養 成 機 関の バ チ ェ ラ ー ・カ

レッジに 対す る財政 援 助 、1975年 の 「ア ボ リジニ ー教 授補 助 訓練 計 画 」(AboriginalTea-

chingAssistants)へ の援 助 な どが あ る。 この 計 画 は アボ リジニ ー教 育 に携 わ る教 員 を補

助 す るア ボ リジニ ーの 訓練 計 画 で、連 邦 の援 助 で シ ドニ ー大 学 で実施 し、後 に(1984年 以

降)教 員養 成 系大 学 で も採 用 された計 画 で あ った 。 同年(1975)の アボ リジニ ー教育 協議 会

(AboriginalEducationalConsultativeGroups)へ 連 邦学 校 委 員会(Co㎜onwealthSchool

sCo㎜ission)か らの補 助 金 の支 出 も注 目す べ きもので あ った。 この協 議会 は、非 ア ボ リ

ジニ ーに アボ リジニ ー文化 や社会 を学 習 させ る こ とを奨励 した り、地方 に住 む アボ リジニ

ーに教 育 に積 極 的 に関 わ る ことを奨励 す るのが 狙 いで 、1977年 に は名称 は異 な る ものの 全

州 ・区で結 成 され るまで に発展 した。U3)す なわ ち、 アボ リジニ ーの教 育 への 参加 を勧 め

る萌芽 とな り、そ れ も彼 らの側 か らで はな く、 行政 側 か ら勧 め る形 で芽 生 え させ た もの で

あ った と いえ よ う。

組織 的 な援 助 は、1977年 の 全 国 アボ リジニ ー教 育 委 員会(NationalAborigiIlalEducat-

ionCo㎜ittee)の 設 置が挙 げ られ る。 これ は、 ア ボ リジニ ーに関す る政 策 書簡 を作 成 して

下 院 アボ リジニ ー教育 特別 委 員会 に提 出 した り、 ア ボ リジニ ー教育 の 目標 や指 針 を纏 めて

出版 す るな ど、組織 的 かつ積 極 的 に活動 した。1987年 の雇 用 ・教育 ・訓練 省(Department

ofEmployment,EducationandTraining一 以下DEET)設 置 まで成 果 を挙 げ た。 現在 で は、

1990年 に設 置 され た 全 国 ア ボ リジニ ー雇 用 ・教 育 ・訓練 委 員会(NationalAborigiIlal

Co㎜itteeollElnployment,EducationalldTraining)に 統合 され て い るQ

1983年 連 邦 政府 が 策 定 した 「参 加 ・公 正計 画指 針 」(ParticipationandEquityProgram

Guidellnes)及 び 「ア ボ リジニ ー訓 練計 画 」(TrainingforAboriginalsProgra皿)も 、彼

らの社会 生 活 に直 結 す る援助 計 画 で あ り、特 に前 者 は彼 らの教 育 へ の参加 を容 易 にす るた

めの指針 を示 した もの で あ った。連 邦政 府 が指 針 を示 して 彼 らの教育 へ の参 加 を奨 励 した

ので あ る。

1988年DEETが 設 置 した ア ボ リジニ ー教 育政 策検 討 部 会(AborigillalEducationPolicy

TaskForce)は 、国 家 と して ア ボ リジニ ー教 育 の政 策 策定 が 必要 との観 点 か ら、政策 決 定

に彼 らの 参加 の必 要 性 を制度 的 に本格 的 に検 討 した点 で 注 目す べ き もの であ った。 翌年(

1989)「 ア ボ リジニ ー ・ ト… レス海峡 島 しょ民 委 員会 設 置法 案 」 は、 この政策 検 討 部会 の

勧 告 に基 づ いて作 成 され 、議会 を通過 し成立 した 。 こ こに、彼 らの政策 決 定 へ の参加 が 制

度 化 され た ので あ る。 アボ リジニ ー ・ トー レス海 峡 島 しょ民 委 員会(Aboriginal&Torres

StraitCo㎜ission)は1990年 に設 置 され 、同年3月 よ り活動 を開始 した。 この委 員 会 は20

人 の委 員 で構 成 されて い るが 、17人 は ア ボ リジニ ー と トー レス海峡 島 しょ民 の代 表 で 、構

成 員 の大 部分 を彼 らが 占め る委 員会 が誕 生 したの で あ る。 同委 員会 は四 っの主 要 な活動 の

柱 を設定 した。 そ れ らはア ボ リジニ ーと トー レス海 峡島 しょ民 の① 政 策立 案 へ の参加 を最
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大限保障す る、② 自己管理体制を確立す る、③経済 、社会、文化の発展を保障す る、④全

教育段階で政策の調整 に参加す ることを保障す る、 ことであった。(目)こ の方針の もと、

1990年 に同委員会 は 「全国アボ リジニー ・トー レス海峡島 しょ民のための教育政策 」(Na-

tiollalAboriginalall〔lTorresStraitIslallderEducatiollPolicy)を 策 定 し、一方で連

邦政府 は 「アボ リジニ ー一教育重点優先計画」(AboriginalEducationStrategiclnitiat-

ivesProgralll)を 策定 して財源措置 をはかって実現を促進 したのである。彼 らの参加で策

定 され た政策 に対 し、連邦政府 は財政面か ら保障 したわけである.こ れは3年 計画であ っ

て1993年 に第1次3年 計画 は終了 したが、同年第2次3年 計画が発足 している。全州 ・区

の政府 が同意 した3年 計画ではあるが、連邦政府 は1993年 に全国アボ リジニー ・トーレス

海峡島 しょ民教育検討 グル ー一プ(NationalReviewofEducationforAboriginalandTo-

rresStraitIslanderPe()ples)を 設置 し、 より平等 な協力関係の もとでの推進 を検討 さ

せた。その結果、同 グループは1994年9月 に、上記四つの主要 な柱 の21の 教育 目標 を検討

し、44項 目にわたる勧告をお こなった、,d5)と はいえ、 ここに教育政策の決定 に際 して彼

らの参加が制度 的に実現 したのであった。

(2)州 段階の教 育政策

以上のよ うな連邦政府 の動 きに対 して州段階ではどのよ うであ ったかを、アボ リジニ ーの

割合が人 口の22.5%と 最 も多い北部準州(NorthernTerritory一 以下NT)を 例にみ る。(人

口比で次に多 いのは西オ ー一ス トラリア州の約2.9%で 、NTを 対象 とす るのが最適)

NTは1977年 に自治政府が認め られ、1979年 よ り自主的な教育政策 を実施す ることがで きる

ようにな 一,た。 自治政府成立以降の独 自の教育政策 は、1983年 の 「80年代NT学 校教育の方

向1(NTSchoolsDirectlollfortheEightles)で 、最初の総合的な報告書で あ った。 こ

れが教育政策を策定す る基盤 となってお り、少数民族アボ リジニ ーの教育 について も地域

の関与 、彼 らの慣習の学習 、彼 らのための初等 ・中等教育、彼 らにとっては第二言語の英

語学習、親 と地域 の教育 に対する責任の 自覚 と教育への参加などを記 している。q6}ア ボ

リジニ ー一の教育への参加を促 しているが 、この段階の参加 とは中央段階での教育政策決定

への参加で はな く、僻遠の地域 の学校 におけ る意志決定への参加を意味 している。その背

景には、1984年 のNT教 育省の年報で、1983年3,月 の官報 に教育法に基づいて最初の学校審

議会(schoolcoullcil)が 設置 された ことを掲載 して いるが 、1984年6月 まで に23設:置 され

た中の僅か一つがアボ リジニーの学校審議会であ ると して、より以上の設置を促 して いる

ことがあげ られ る。G7'と はいえ、アボ リジニ ーの学校経営 ・管理への最初の参加 を ここ

にみ ることがで き注 目すべ きである,,

その後 、アボ リジニーに対す る施策 は、199(1年 「アボ リジニ ー教育計画」(Aborigillal

EducationProgram一 以下AEP)で 連邦政府段階の施策 と呼応 して3年 計画で出 された。成果

にっいてはAEPニ ュース第1号 で記 しているが、それ らには、①資本的工事ではホ ームラ

ン ドセ ンターの建設や就学前教育施設の建設 、地域教育 セ ンター、沐浴場の建設 など6項

目、②教育方法 ・課程、教授計画では地域連絡調整官の任 命、辺地教員研修指導員の派遣

など16項 目、③設備で は無線周波 ラジオの配付、学校 にコンピューターの設置、遠隔地教
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育設 備 な ど18項 目を挙 げ て い る。q呂'さ らに同年(1990)「 アボ リジニ ー一学 校教 育 教材 計 画

」(AboriginaISchoolsCurricululnMaterialsProject)を3年 計 画 で実 施 し、教 育 内容

面 か ら も充 実 させ教 育へ の参加 を促 進 した。qgI

地 域末 端 の学 校 現場 で は ど うで あ ろ うか 。 ア ボ リジニ ー一の コ ミュニ テ ィー内 にあ る学校

を取 り上 げて考 察 す る。1993年 現 在NTに は172校(公 立146校 、私 立26校)の 初等 学 校 、

中等 学校 が あ るが 、 その うち公立60校 、私 立5校 が ア ボ リジニ ーの コ ミュニ テ ィー内 にあ

る。 と ころが 、英語 を第一 言語 と しな い学 校 が公 立初 等学 校 で31校 、私 立 で3校 、地 域教

育 セ ン ターで8校 あ る,、また、 この 中18校 は ホ ーム ラ ン ドセ ンター学 校(HomelandCentre

School)と 呼 ばれ 、 それ ぞれ1カ 所 か ら13カ 所 の分 教 場(outstation)を もって い る。 く2〔D

ここで い うホ …ム ラ ン ドとは、 ア ボ リジニ ーが 先祖 代 々所 有 して いた土 地 の ことで 、 この

土 地 に彼 らは コ ミュニ テ ィ ーを形 成 して い る。 この中 心 に設 置 され た学校 が ホ ーム ラ ン ド

セ ンター学 校 で 、 コ ミュニ テ ィーの人 々の協 力 に よ り運 営 され 、第7学 年 まで の初 等 段階

の 子 ど もを対象 に した教 育 活動 を 行 って い る。

地 域教 育 セ ン ター(Co皿nullityEducationCentre)は 、 コ ミュニテ ィーの成人 と第7学 年

以上 の 子 ど もで ホ ーム ラ ン ドセ ンタ ー学 校 の卒 業 生 を対 象 と して い る。1993年 現 在14校(

公 立13校 、私 立1校)あ り、8校 はホ ーム ラ ン ドセ ンタ ー学校 を兼 ねて い る。 舵2P

これ らの学 校経 営 や 管理 に対 して もアボ リジニ ーの 参加 が み られ る,,「 ア ボ リジニ ー コ ミ

ュニ テ ィー も学校 審議 会 の設 置 に高 い関心 を示 しは じめ てお り、 い くっ か の コ ミュニ テ ィ

ィーで は当座 の学 校審 議 会 をす で に設 置 して い る。 」 と年 報 に あ り、学校 段 階 で の政 策決

定 に参加 して い る ことが わか る。 く22)

以 上 、 オ ー ス トラ リア の少 数 民族 の教 育 へ の参 加 を 考察 して きたが 、国全 体 に関 わ る政

策 決定 にはjggo年 よ り実質 的 に参加 し、州 段 階 で は例 にあげ たNTで は それ よ り早 い1980年

代 中頃 に、 「学校 審 議 会 」の 設置 を通 して学校 の経 営 や管 理 に参加 して い た と いえ る。

とは いえ 、彼 らが独 自の組 織 の もとで教 育 に参加 した ので はな く、連 邦 政府 や 州 の教 育施

策 の 中で参 加 して い った わ けで、 この点 で 後 記 す るニ ュ ー ジーラ ン ドと少 し異 な る といえ

よ う,,

2.ニ ュ ージ ーラ ン ドの少数 民 族 に対 す る教 育政 策

(D国 段 階 の教 育政 策

オ ー ス トラ リア と同様 ニ ュー ジー一ラ ン ドにお いて も、1970年 以 降少 数 民 族 に対 す る政 策 が

大 き く転換 した。 そ0)端 緒 は、1974年 の ノー ドメヤ ー一報告 と いわれ る1教 育 組織 と行 政 に

関 す る報告 」(ReportontheOrganizationandAdministrationofEducatioll…Nordlne-

yerRep6rt)で あ った が 、 これ は初 等学 校 委 員 会 に教職 員任 命 の決定 に参 加 で き る権 限 を

与 え るよ う勧告 した もので あ る。少 数民 族 の 教育 参 加 を 直接 に勧告 したわ けで はな いが 、

少数 民 族 の多 く居 住 す る地域 の初等 学校 委 員会 を も勧 告 の対象 にな って い る ことか ら も端

緒 といえ よ う。 と ころが 、翌年(1975)の ホ ルム ズ報 告 「教 育計 画 に関 す る諮 問 委 員 会」(

TheAdvisoryCouncilonEducationalPlanning一 一HolmesReport)で は、学 校 の経 営 管理

機 関 にマ オ リや ポ リネ シアの親 の代 表 を加 え る計 画 を勧 告 し、彼 らの教 育 へ の参 加 の必 要
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性 を明確に した,`21り

1976年 に出されたマ クコム ズ報告 「協力 に向 けて」(TowardsPartllersl】ip-McCombs

Report)は 現行の教育組織 に対す る地方段階の不 満や深刻な欠陥を指摘 し、地域や教師 、

親の意志疎通 と協力の必要性を勧告 した、,勧告では中等学校委員会の過半数 は親が占め、

生徒の代表 も加 えるべ きことや、委 員会 は地域 の観点か ら教育課程 に関 して も意見 をだす

など広 い視野か らの検討が必要であると強調 してい る,,す なわち、当時の権限が中央 に集

中 した体制に対 し、教育施策の決定の際に親や地域の参加を認めるよ うに勧告 しだ,α り

こo)よ うに1970年 代 に入 り、ニ ュー ジーラ ン ドでは主に白人 を対象 とす る教育を中央で

掌握 して きた、いわ ゆる中央集権的な教育行政 や施策に対 し、地域の観点あるいは国民の

観点か らの教育施策が望まれて種 々の報告書が出 されたのであ る。 これ らの中には、少数

民族の教育への参加 に関連す るもの もあ ったが、いずれ も勧告 にとどま り、大 きな教育改

革 は1988年 の ピコッ ト報告を待 たねばな らなか った、、

1988年 の ピコ ッ ト報告 「卓越のための行政一教 育の効率的な行政」(Admin1sterillgfor

Excellellce:BffectiveAdministratloninEducation一 一PicotReport)は 、従来の中央集

権的な体制を改革 した画期的な内容であ った。1987年 に設置 された教育行政検討審議会(

座長 ブラ ィア ン ピコッ ト)が 纏めた5部 か らな る報告書であ り、少数民族の教育の向上

を正面 か ら取 り上げている。マオ リの教育につ いては第3部 第7章 特 定問題で扱 い、 この

中で新 しい教育行政制度で も十分 に対応 出来 ない問題 として 、マオ リの向上心 に対応で き

る機関の設置が望 まれ ると次の ように記 している。 「マオ リの人 々は彼 らの言語 、文化の

復活を最優先 させ、 これに役立つ教育制度を望んで いる,,さ らに、言語 、文化の復活 はそ

れ 自体終わ りと見倣すので はな く、マオ リの子 ど もの教育活動を促進する鍵 と見倣す こと

が必要である。 」k25)そ して、マオ リ語でな され る就学前教育施設:のKohangaReoや マオ

リ語で行 う教育機関の整備の必要性を勧告 した。

その後 、教育段階別に次の報告書が出された。1988年8月 に義務教育段階に関 し 「明日

の学校」(TomorroWsSchools)、 同年12月 就学前教育 に関 し 「5歳 前」(BeforeFive)

を、さらに1989年2月 高等教育段階に関 し 「一生涯の学習」(LeamingforLife)。 これ

らの報告書 では前二者でマオ リの問題を独立の項 目で扱 い、親 やマオ リ社会の人 々の教育

参加の レベルを上 げるように提案 している。(26)

この一連 の教育改革案の実施 に関 し、政府 は法制面の整備 を行 った。1989年 「教育法 」

の施行がそれであ り、 これ によりマオ リの教育行政への参加 が第63条 の規定 によ って保障

されたのである。す なわち、各学校 に 「学校審議 会」(BoardofTrustees)を 設 置す ると

い う今回の教育改革の最 も注 目すべ き施策の中で実現 したわけで、マオ リ人の居住地域の

公立学校ではその学校運営の拠 り所 とな る 「憲章 」(Charter)を 作成す る段階か ら学校運

営や管理 まで参加 することにな ったのである。`27'

「学校審議会」(BoardofTrustees)は 、オース トラ リアのSc践oolCouncil(Boar(1)と

類似 してい るが、各学校 が政府の示す指針の もとで 「憲章 」を制定 し、その憲章 に沿 って

学校運営をするところに大 きな違 いがあ る。父母代表、教職 員代表 、地域団体代表などが

一511一



メ ンバ ー とな って学 校運 営 や 管理 に関 し検 討 す るわ けで、 まさ に学 校 地域社 会 の 住民 の教

育 参加 の場 であ った。少 数民 族 の居 住地 域 にあ る学校 で は、 当然彼 らが主体 とな って学 校

運 営や 管理 に 当た るわ けで 、 これ によ り彼 らの教 育施 策決 定 へ の参加 が 制度 化 され たので

あ る,,1990年 に は 「今 日の学 校 」(Today'sSchools)を 刊 行 して 、今 回 の教 育 改革 の実 施

状況 の分 析 と調 査 を行 った。(28'

一方 、教育 内容 の整備 σ)ため に1991年 に はrl989年 教 育 法 」を改 正 し、そ の第60条A.の

「国家 教 育 の指 針 」(60A.NatiollalEducationGuidelilles)の(b)で 国家 カ リキ ュラムの

制 定 を規定 し、 これ に基 づ いて マオ リ教育 の 内容 にっ いて も整備 を計 った。1991年 教 育 省

が 策定 した 「マ オ リ教育10項 目重点 計 画」(TheTenPoilltPlanforMaoriEducation)が

それで あ り、各年 度 の実 施 計画 と政策 の基 本 的 な方 向 を年 報 で明示 した。

例 えば1993/1994年 報 の重点10項 目は次 の通 りで あ った。 く29♪

1)マ オ リ言語の優先

3)家 庭 と学校の関係強化

5)マ オ リ言語資料の収集

7)高 等教育への進学の奨励

9)マ オ リ教育の組織の整備

10)教 育省 での二重文化 の尊重

2)マ オ リの幼児教育の重視

4)マ オ リに対する教育研究

6)マ オ リ語教員の養成

8)ニ ュージーラン ドカ リキュラムでマオ

リの位置づけ

ここに明 らかなように、国の教 育行政の中で マオ リに関する政策 を特 別に位置づ けざるを

得 な くなったのであ る。少数民族 に対す る積極的な教育施策の必要性が1980年 代の終わ り

か ら高 まり、漸次実現 されてきたといえる、

1993年 、教育省は国家 カ リキ ュラムの枠組み(TheNZCurriculumFralnework)を 公表 し

て基本7領 域 を設定 したが、その言語の中でマオ リ語の学習を明記 して、重点項 目の一 っ

に位置づ け目標の達成を 目指 している。(3〔D(参 考:基 本7領 域 とは①Langllage&Lang-

wages,(2)Mathematici3)Science,C4)Technology,50SocialSciences,ｩTheArts,OOHealth

&PhysicalWell-being)

1994年 教育省が発表 した 「21世 紀の教育」(Educatiollfortlle21stCentury)で は

教育の全領域でマオ リの教育参加の完全な達成 を明記(第2部 国家 目標)し てお り、今後

の推移が注 目される。(3Dい ずれにせ よ、国段 階でσ)少数民族 に対す る教育政策は、1980

年代末の ピコ ッ ト報告を契機 として、いわゆる地方分権を基底 と した教育改革によ り本格

的に取 り組 まれた もの といえる。具体的には 「1989年教育法」による学校審議 会の設置に

より、学校運営管理に彼 らの教育参加 を実現 させ 、教育内容 の面では1991年 教育省が策定

した 「マオ リ教育10項 目重点計画」によ り、少数民族の社会 や文化が積極的に尊重 され る

ことにな った。

(2)マ オ リ独 自の教育

ニュ…ジーラ ン ド教育省の少数民族に対す る教育政策の他 に、マオ リは独 自の教育機関を

もって独 自の教育活動 を行 っており、オ ース トラ リアと異なるところであ る。次のよ うに

全国組織 を もって活動す るものやマオ リ中心の教 育機関を設置す るものなどあ り、彼 らが
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独 自に少数民族 のための教育を実施 している。

(1)TePuniKokiri

1992年1月 に従 来のマオ リ問題担 当局 と民族問題担 当部を改編 して設置 された もので、首

都 ウエ リン トンに本部 を置 き、全国を13地 区に分割 し約200人 の職員を もつ組織で ある。

従 前はマオ リの住宅建設 、ローンの借入や返済、就職斡旋など具体的な問題の処理 に当た

って いたが、改編後 はマオ リ関連の問題全般 につ いて、彼 らの生活条件を好転 させ るため

の政策 を立案 して政府 に提言す るのが任務 とな っている。 また、マオ リな ど少数民族 と非

マオ リの国民が協同 して生活条件 を向上 させ る方策を作成 するの も重要な任務である。全

国13地 区の事務所を通 じて、彼 らが独 自に少数民族 の生活の保障、地位の向上を達成 しよ

うとす るマオ リの全国組織 といえる。(鋤

(2?TeKohangaRco

マオ リ語の就学前教育施設で、マオ リ語の復権 を狙 ってマオ リ社会か ら発展 した施設であ

る。1982年 にプケアツア(Pukeatua)で 創設 されて全国に広が り、1991年630カ 所 、1994年

819カ 所 と急速 に増加 して いる、,国全体の管理 はコハ ンガ レオ信託(KohallgaReoTrust

)が 担当 し、 コ ミュニテ ィー段階ではマオ リ女性が参加す るWhanau(家 族共同体)が 管理

と運営の責任 を もっている。1991年 には施設在籍児童 の91%が マオ リで占め られ、各種就

学前施設の中で唯一 マオ リが大部分 を占める施設であ る。(33)

OKuraKaupapaMaori

l985年 に創設 された、・マオ リ語でマオ リの価値観 に基 づいたカ リキ ュラムを採用 した学校

で、1990年 に6校 、1993年23校 、1994年6月 現在29校 が設置 または設置を承認 されて いる

。{34)KuraKaupapaMaoriと 称す る学校を設立す るについて は、 「1989年教育法 」第155

条で次のように規定 している。

「教育大臣は次の条件が満た されれば、学校 をKuraKaupapaMaoriと 称す ることがで き

る。(a)在 籍 して いる21人 以上の子 どもの親がマオ リ語を教授使用言語 と した学校 の

設置を望む とき。(b)親 がその学校の運営が通常の学校 と違 う方法であることを明確

に記 した文書を教育大臣に提 出 したとき。(c)他 の公立学校で は受 けられない教育を

生徒が受け られ るとき。」

現在の位置づけは各種学校 となって いるが、教育省 はこの学校 の設置を支持 し、財源を配

分 して設 置させ ている。 この学校 はマオ リが所有 し、マオ リにより組織やカ リキュラムな

ど経営管理 され、 マオ リ語で教授 され るもので、そ こで教える教 員養成セ ンターがオーク

ラン ドに設置 されて いる。 〔鋤

以上、ニュー一ジーラン ドにおける少数民族 の教育施策への参加 について考察 して きた。

この結果、政府段階では1980年 代末の教育行政改革により、中央集権体制か ら地方分権体

制へ転換 したことによる権限の地方への譲渡 の段階で、少数民族 の教育施策への参加の方

向が打 ち出されたといえる。学校審議会(BoardofTrustees)の 設置による学校運営管理

に彼 らの参加が実現 した。 とはいえ 、彼 らはそれ とは別 に、彼 ら自身で教 育機関を設置 し

て伝統文化 ・言語 を継承 していたのであ り、それを国の教育当局が援助す る形態であった。
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おわ りに

以上の考察か ら、次の三点をまとめと して提示 した い。

第一点 は、'オース トラ リアとニ ュ…ジーラン ドにおける少数民族の政策への参加 の違 いで

あ る。オー ス トラ リアで は、政府の勧告 に基づ いて委 員会が設置 され彼 らの参加 を奨励 し

た。 これ に対 し、ニ ュージー一ラン ドでは長い中央集権的な体制が続 いて いたこともあり、

少数民族 に対す る施策 はなされず、1980年 代末の権限の地方への委譲 をはかった教育改革

により学校段階での経営管理 に彼 らの参加が実現 した。 しか し、それ以前 にマオ リのため

のマオ リによる教育機関が種 々創設 されてお り、教育改:革後の1990年 代にはその動 きが急

速 に拡大 していった。参加の過程 とその内容 に大 きな違 いがあ った。

第二点 は、 こうした違 いが少数民族の人 口と、それに基づ く地域社会の形成 に起 因 してい

ることであ る。アボ リジニーとマオ リの両国 における人 口比 は先 にみた通 りであ り、アボ

リジニ ー・の住む地域社会 とは異 なりマオ リが多数 を占める地域社会は決 して特異 な ことで

はない。そ こではマオ リ自身が独 自に、主体的に彼 らのニ ュージーラ ン ド社会での地位 を

上げるように行動 を起 こす ことは困難な ことではない。 この結果がTeKohallgaReoやTe

KuraKaupapaMaori、TePuniKokiriの 設置であろ う。

第 三点 は、両国 とも共通 して、1970年 代以降 に彼 らの教育政策決定への参加が具体化 され

実現 して行 った ことであ る。その背景 には1974年 のユ ネスコ勧告 「国際理解、国際協力及

び平和のための教育並びに人権及 び基本的 自由に関す る教育 についての勧告」 によ る、少

数民族 に対する人権尊重の動 きが世界的 に広 まった ことがあげられ る。 とい うの は、オ ー

ス トラ リアとニュージーラン ド両国は この動 きに素早 く対応 しているか らである。すなわ

ち、同年q974)オ ース トラ リアのアデ レ… ドで 「ア ジア ・太平洋地域文化相互理解 セ ミナ

ー・」(オ ー ス トラ リアユネスコ国内委員会主催)が 開催 され
、地域的に人種 、言語、宗教

が多様 な中で複合国家 としてのア イデ ンティテ ィーを確立す る必要性 を話 し合 っている。

また、1977年 には環太平洋研究組織がOECD教 育研究改善セ ンターの事業の一つと して発足

し、太平洋地域の諸国、諸民族間の国際理解 や文化理解を促進す る目的で活動 を始めた。

これ らのセ ミナーと研究組織 に両国が入 ってお り、これが両国の国内的な動 きに影響 を与

えた ものといえる。1970年 代以降の両国の少数民族 に対す る対応は、この太平洋地域 での

動 きと時間的に一致 しており、このことか らもこの背景 を軽視す ることはで きない。

いずれにせ よ、少数民族の教育 に関 しては、その保障や参加 などで今後注視すべ き点が

多 々ある。 それぞれの国が抱 える事情や特殊性 、さ らには少数民族の その国での位置づけ

や性格、特殊性 など多面的な考察が必要であると考え る。オセアニアに位置す る両国の少

数民族 について も今後の変容 を注視 していきたい。

(注)
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オ ー ス ト ラ リ ア の 学 校 に お け る 地 域 社 会 語(Co㎜unity

:Languages)の 教 育 に つ い て

神鳥 直子

は じめ に

オース トラ リアは様 々な国か らの移民 に よって構 成 されてお り、先住 民のアボ リジニー

も少数ではあ るものの存在 してい る。1991年 現在 では、約380万 人が224力 国に も及ぶ

多様な国 々か らの移 民であ り、その うち約250万 人は家庭 で68力 国語以上 もの英語 以外

の言語のいずれか を話 している1)。 また、約26万5千 人がア ボリジニ ーあ るいは トー レス

諸島民(以 下 トー レス諸島民 を含 めてアボ リジニー とす る)で あ り、うち17%は 家庭でア

ボ リジニ ーの言語 を話 している という現状 であ る2)。 この ように、地域社会で英語以外 の

様 々な言語が使われてお り、それ らの言語 を学校 で教 育す る必要性が ある。

多様 な英語以外の言語が使われる中で、1975年 頃か ら地域社会語(Co皿munity

Languages)と い う言葉が使われる ようになった。地域社会語 とは、 「オース トラ リァの地

域社会 で使 われる英語以外の言語 とアボ リジニ ーの言語で ある。」3)とされ、外 国語(fbreign

languages)、 移民の言語(migrantlanguages)、 民族言語(ethniclanguages)な とどは区別

して使われて きた。 しか し、地域社会語の定義 につ いては、アボ リジニーの言語 を含 まず

に移 民集団の話す言語 とす る、英 語 も地域社会語 とす るべ きであるな どの意見 も出 され、

オース トラリアで も議論 となっている。また 、連邦 あるいは州 の言語政 策においては英語

以外 の言 語 を類別す ることは不適切 である とされ、地域社 会語 は英語 以外 の言語の 中に包

括 されている。この ような背景か ら、本論で は 「学校 を含 むオース トラ リアの地域社 会で

使 われてい る英 語以外の言語(ア ボリジニーの言語 を含 む)」 を地域社 会語 として、 これ

らの教 育政策 を明 らかにす るとと もに、公立 の学校 で どの ように行われているかにつ いて

考察す る。

しか し、 オース トラリアの国内で使われている地域社 会語は実 に多様 であ り、学校 でこ

れ らの教育 を充実 した もの にす'る・ためには地域社会 との連携 が必 要 とな って くる と考 え ら

れる。そこで 、地域社 会 との関わ りにも焦点をあてるこ ととす る。 また、 オース トラリア

の国土 は 日本の約23倍 もあるこ とか らもわかる ように、移民やアボ リジニ ーの居住 地は州

お よび地域 に よって大 きな違 いが ある。 さらに、教 育行政 の面で も州お よび地域 に よる違

いがあるので 、国段階 にとどま らず州段 階お よび地域段 階の考察 をす る必要があ る。 よっ

て、非英語系の移民の数が多いため に地域社 会語の教 育が不 可欠 なニ ューサ ウス ゥェールズ

州 を例に とって、その実情 を見 ることとす る。

1.オ ース トラ リアにおけ る地域社会語の状 況

1788年 か ら英国系の白人の入植が始 まったが、先住 民の アボ リジニ ーは部族に よっては

異 なる250以 上 ものアボ リジニー言語 を使 ってお り、当時の主 な地域社会語 はア ボリジニ
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一言語 であったと言 える。1850年 代 中頃か らは ゴール ドラッシ手が起 こ り、英国系以外の

国々か ら移民がや って くるようにな った。1861年 の国勢 調査 に よる と、 ドイツ出身者が

27,599人 、 中国出身者が38,742人 、オース トリアやハ ンガ リーか らの ドイツ語 を話す者,

を含 むその他の国の出身者 が11,589人 であ り、この 当時の主 な地域社会語 はアイル ラン ド

語 、中国語、 ドイツ語 、ゲール語、ウエールズ語、 フランス語、スカンジナビア語、イタリ

ア語 などであ った4)。 ところが、1901年 の連邦政府の樹 立 とと もに白豪主義政策が始 ま り、

有色人移民 の入植が制限 されると同時 に英 語 による教 育が:重視 され、その他 の言語や文化

は無視 される ようになった。

家 で 妻 ざ し い 量 証 の'"

+ト 量五の
2 197

英語以外の言語

イタリア語

ギリシャ語

中国語

2.G%

2,710,30417.4%

409,480

274,975

251,256

ア ラビア語(レ バ ノン語 を含む)

ドイツ語

ベ トナム語

スペ イン語

ポー ラン ド語

マケ ドニア語

クロアチア語

フィリピン言吾

マル タ語

オラ ンダ語

フラ ンス語

ユ ー ゴス ラビア語

アボ リジニーの語

147,322

115,315

102,101

86,1G9

64,924

61,410

60,"r31

56,614

52,031

41,543

45,741

42,000

41,039

2.6%

1.8%

1.6%

0.9ｰia

O.7%

o.7ｰrｰ

0.6%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.3%

0.3%

0.3ｰ%

0.3%

0.3%一 一一
出 典)BureauofImmigrationandPopulationResearch,

nDrmhllnu-x11

kcalFocus:Birthnl

mmunityProfiles,1994,

p.ll.

しか し、第二次世界 大戦後 の1964年 に移民法が改正 され、白豪 主義が事実上放棄 され

たのに伴い、様 々な国か ら移 民が入 って くる ようになった。特 に、最近で は移民の 中で も

非英語系の者が英語系 の者 を上回る ようになっている。表1で1991年 現在の家庭で話 さ

れている言語の状況 を示 したが、英語以外の言語 を家庭 で話 している者の割合が17 .4%と

い う高い割合であ ることがわかる。それ らの言語の内訳で は、イタ リア語が約40万 人と最

も多 く、次いでギ リシャ語 、中国語 、アラビア語 となってお り、如何 に多様 な地域 祉会語
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が話 されているかが わかる。 また、その 中で も中国語 やベ トナ!き語な どの アジア諸国の言

語を話す者が増 えてい ることが最近の特徴で ある。

さらに、 地域社会語の使われている状況 は州 に よってかな り異なる ことが表2か ら明

らかである。家庭 で地域社会語 を話す者の数が最 も多いのは、約106万 人のニ ューサ ウス

エ ゥエールズ州で あ り、これは州全体 の約20%を 占める。ビク トリア州 も約88万 人

(22.56%)と なってお り、高い割合を占めてい る。北 部準州 は約28%と い う高い割合 を

示 しているが、アボ リジニーが多 く住 んで いる とい う地域性の ためにアボ リジニーの言語

がその内訳 の約14%を 占めてい ることが特徴であ る.地 域社会語 を話 す者 の数や割合が州

に よって異 なるこ とがわか ったが、 どの よ うな言語 を使用 しているか も州 に よってかな り

違 いが見 られる。例 えばギ リシャ語を家庭で話 してい る者の数 は、ニ ューサ ウスエ ウエール

ズ州が94,921人 、ビク トリア州が127,320人 、 クイーンズ ラン ド州 が11,191人 、南 オー

ス トラリア州が28,588人 、西オース トラ リア州が6,116人 、タス マニア州が1,383人 、北

部準州が2,417人 、首都直轄 区が3,039人 となってお り5)、州 に よって状 況がかな り違 う

ことがわかる。

表2家 庭で地域社会語 を話す者の数と州の人口に占める割合

ニューサ ウス ウェールズ州

ビク トリァ州

クイー ンズラ ン ド州

南 オース トラ リア州

西 オース トラリア州

タスマニア州

北部準州

首都直轄区

1,059,346

88G,206

256,111

193,708

204,745

22,885

45,144

42,159

19.9G

22.56%

9.29%

14.8r

14.00%

5.48

28.32%

16.34%

出 典)BureauoflmmigrahonandPopulationResearch,

ndRelatedDataFromthe1991Census-Ex

isticalF Birthnl

mmunityProfiles,1994,

pp.24-114.

H.国 の言語政策 における地域社会語の教育 の位 置づ け

1960年 代中頃 に白豪 主義が放棄 されたこ とに より、非英語系 の国 をも含む多様 な国々か

らの移民が増 えたのであるが、それ に伴 って移民 に対す る特別 な施策が とられる ようにな

った。1970年 の 「移民子弟教育計画」(ChildMigrantEducationProgram)や 翌年に成立

した 「移民教育法」(ImmigrationEducationAct)が それであ り、非英 語系の移民 に対す

る第二言語 としての英 語教育(EnghshasaS㏄ondLanguage)が 本格的 に行われる ように

なった。 しか し、 この時期 の移民 に対す る施策は移民 がで きるだけ社 会 に適応 し、同化す

るこ とに重点 をおいた ものであ り、移民の母 国語 の教育 は考 慮 されていなか った。この方

向 を変えることになったのは、1970年 代中頃に提 唱 された多文化主義政策であ り、移民の

もつ異なった言語や文 化 を認識 し、尊重す る態 度が公的に打 ち出 された。1978年 の 「移民

到 着後の計 画とサー ビスに関す る検討報告 書」(ReportoftheReviewofPost-Arrival
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ProgramsandServicesfbrMigrants)、 通称 「ガルバ リー報告」(GalbaUyReport)で 、初

めて移民 に対す る地域 社会語の教育の必要性が報告 されたのであ る。

一方、ア ボリジニーに対す る施策 は、19世 紀 後半 には保 留地に隔離す る保護政策が とら

れた り、1940年 頃か らは広 く社会 に統合す るとい う統 合政策が とられた りしたが 、現在で

はアボリジニーの 自決の政策 に転換 し、彼 らの文 化的相違性 を認識 して 自己管理 を認め る

方針 となっている。 よって 、ア ボリジニーの地域社 会語 の教育 の必要性 も認識 されている

が、アボ リジニ ーの言語 は部族 によっては異 なってお り多様 であるこ と、その多 くは現在

残 っていないことなどがあ り、アボ リジニ ーの言語の教 育 を実施す ることは難 しい問題 と

なっている。

この ように、1970年 代 になって移民や アボリジニ ーの もつ異な った言語 や文化 を受 け入

れる方向にな っていったが、それに伴 って国の言 語政策の中で も移 民やアボ リジニ ーに対

す る言語教育政 策の重 要性が認識 されるようにな った。連邦教 育省(Commonwea王th

DepartmentofEducation)に よって1987年 に公表 された 「言語 に関する国家 の政策」

(NationalPohcyonLlanguages)は 、現在 の国の言 語政 策の基 盤 とな るものであるが、地

域社 会語 につ いては、 「すべての者 に対す る英語以外の言語」 〔ALanguageOtherThan

Enghsh(:以 下 五〇TEと 略)ForAn〕 とい う項 目の中で示 している。す なわち、 「オース

トラリアの地域社会で使われている言語 を教 えるこ とは、それ らの言語の使 われてい る地

域杜会 やそれ以外 の地域社会 にとって重要 なことで ある」 と明記 している6}。 また、学校

で地域社会語 を教 える 目的は、第一 にそれ らの言語 を使 う者が学校での学習 を通 してそれ

らの言語や文化 を維持 するこ と、第二 に地域社 会で使われてい る言語 を新 しく学 習するこ

とでそれ らの言 語や文 化 を理解す ることであ ると してい る。LOTEは それ 自体 が地域社 会

語以外の言語の教育 も含み、国と して経済的や対外 的に重要 な ものであるが、地域杜会語

について も上記 の ように示 してお り、重視 している と言 える。アボ リジニーの言語の教育

については、アボ リジニ ー と トー レス諸島民 の言語(AboriglnalandTorresStraitIslander`

Languages)の 項 目で記 されてい る。この ように別の項 目で取 り扱 っているの は、移民の使

う母 国語 とアボ リジニーの言語は、国内の地域社会 で使われている言語 とい う意味では地

域社会語 ということにな るが、言 語政策 の上で はか な り異 なる要素が あるために、同 じ項

目で扱 うことはで きないためである。

ところが 「言語に関す る国家の政策」が公表 された後で、連邦政府の教 育政策が経 済の

発展 に寄与す るようにその方 向性 を変化 させてい った。 これ は、経 済界か らの要請 と社 会

か らの要請があ ったため と考 え られるが、一つ には連邦教 育省(Commonwealth

DepartmentofEducation)か らい くつかの省庁 を統合 した連邦雇用 ・教育 ・訓練 省

(DepartmentofEmployment,EducationandTraining)へ の改称 に もその変化 の様 子が

見 ら婬る。それに伴 って、言 語政策の方 向性 も変化 したのである。1991年 に公表 された 「オ

ース トラ リアの言語:オ ース トラリアの言語 と識字政策」(A
ustraha'sLanguages:The

AustrahanLanguageandLiteracyPohcy)は 、 「言語 に関す る国家の政策」 を基盤 と し

て再構成 された ものであるが、国の経済発展 に言語政策が貢献す る役割 を担 ってい ること
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を強調 した ものであった。地域社 会語 については、 この政策の中では この言葉 自体 は使 わ

れな くなったが、LOTEの 項 目の中で取 り扱 われていたのであ る。す なわ ちLOTEの 目的

は、オース トラリアの地域社会 と国際社 会の両方で教育的 な成果 とコ ミュニケー シ ョンを

高めるために教授 し、学 習 を広 め、改善す ると して基本的 にその範 囲を明確 に した 駕 そ

して具体 的な 目標 と して、第一 にすべての生徒 に対 して、(L貿 易や国際 交流 など国益 に関

わ る重 要な言語 、②主 な地域社 会の言語 、③ アボ リジニーの言語 の教授 と学習 を広 く促 進

す ること。第二 に、オース トラリアの地域社 会の一員 に よって第一言 語 と して話 されてい

る言語の維持 と発展 をあげてい るs)。 したが って、地域社 会語 とい う言葉は使っていない

ものの、地域社 会の言語の教授 と学習 の必要性 を明記 してい ることが わか る。そ して、国

が優先 的に導入す る14の 言語 を挙 げて、その中か ら各州が必要性の高 い もの を8言 語選 ん

で、優先 的に導入す ることを奨励 した。地域 の特性 に合致 した言語 を選ぶ こ とが可 能なわ

けで、地域 と学校の連携 をここに見 るこ とがで きる。 その優先言語 とは、アラ ビア語、中

国語(標 準語)、 フランス語 、 ドイツ語、 イン ドネシア語 、イタリア語 、 日本語 、韓国語、

現代ギ リシ ャ語 、ロシア語、スペイ ン語 、タイ語 、ベ トナム語 、アボ リジニー語 であっだ9》。

現在 の地域社会語の教育 に関す る具体 的な政策 は、1995年 の 「学校教育に関す る連邦 の

計画」(CommonwealthProgramsfbrSchools)の 中の 「学校教 育の言語計画」(School

LanguageProgram)の もとで行われてい る1の。この計画は、「優先言語援助計画」(Priority

LanguagesSupportElement)と 「地域社会 語計画」(CommunityLanguagesElement)か

ら構 成 されてい る。 「優先言語援助計画」 は、前記の 「オース トラ リアの言語:オ ース ト

ラリアの言語 と識字政策」 で示 された優 先言語 を促進す るための計 画であ り、 「地域社会

語計画」 は地域社会語 とそれに関わる文化の学習 を さらに奨励す るための計画で あった。

この中で 「オース トラリアの多文 化社会 にお いて必要 な方 策である」 と明記 されてい るよ

うに、地域社会 で要請のあ る言語 計画である と言 え よう。

この計画は1992年 より開始 されたが、それ以前 は 「民族 学校 計画」(Et㎞icSch601s

Program)と して行 われていた。 「民族学校」 とは、 「普通の学校 の授業 時間外 に短 時間

の授業 を行 う、地域社会 を基盤 とす る学校 によって運営 され る もので、特 定の言 語集 団の

言 語や文化 を維持 し発 展 させ ることを 目的 とす る もの。」H)で あ る。 「民族学校計画」は

1981年 より開始 されたが、これに よって民族学校 当局 に対す る連邦政府の財政援:助が始 ま

り、オース トラ リアの地域社会 で話 されてい る言語の教育 に対す る取 り組み に援助 される

ことになった 助。従 って この計 画の 目的 は、第一 に非英語系の生徒の言語や文化 を維持す

ること。第二 に、オース トラリアの社会 にお ける異 なった地域社会語 やその文化 をすべて

の生徒 が認識 し、←理解す ることであった。具体 的には、、放課後 クラス(A伽r・homlsclasses)

と挿 入クラス(Inse血onclasses)と い う二つの形態で行 われていた。放課後 クラス とは、

学校の授 業時間外 に学校の校舎あ るいはそれ以外 の場所 で行われ、主 にその言語 を母国語

とす る者 を対象 にその言語の維持 を援 助す るための ものであ った。それ に対 し挿 入 ク・ラス

は、学校の授 業時間内に学校の校舎で行われ、地域社会 あ るいは 「民族学校 」か ら派遣 さ

れた教 師が、週 に30分 か ら1時 間 ぐらい言語 や文化 について教授 す るとい うものであった
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ゆ。この計画のもとでは、基本的に 「民族学校」あるいは地域仕会が主体となって地域杜

会語の教育 を行っていた。 しか し、 「民族学校計画」の財政援助が適切な生徒に与えられ

ていないことや、言語による偏 りがあること、さらに 「民族学校」や地域社会による放課

後クラスや挿入クラスの運営について教育内容や教材の不備、教師の質の問題が指摘 され

たことにより、計画自体の再検討に迫 られた。その結果、地域社会語の教育はこれまで地

域社会あるいは 「民族学校」が主体 となって行われてきたのが、今後は州が主体となり言

語教育全般 にわたる連携を深めてゆく方向で実施されることになったU)。

これに伴い、 「民族学校計画」が 「地域社会語計画」と改称 され、 「民族学校計画」の

もとでは民族学校当局に対 して直接与えられていた財政援助が、 「地域社会語計画」の も

とで州の学校制度担当局(schoolsystemauthority)を 通して与えられることになった 瑚。

このように、最初は地域社会が主体であった地域社会語の教育に対 して援助を与えていた

ものが、学校との連携を深めて学校教育の中にで きるだけ取 り込んでいくようになったと

言える。この背景には、前述 したように言語政策の焦点が国の経済発展に貢献することに

おかれるようになったこととも関わりがある。つまり、英語以外の言語の教育が貿易や国

際社会で役立つ質の高いものとして要求されるようになり、それに伴 って地域社会語の教

育に対する比重が軽 くなってしまう可能性があった。 しか し、オース トラリアは移民やア

ボリジニーなどによって構成 されている国であ り、地域社会語の教育を無視できない状況

がある。そこで、学校教育の中にそれらを取 り込んでい くことが、結果として経済発展を

目的としたそれ以外の言語教育をも充実させる方策につながると考えられたのであろう。

また、それは学校 と地域社会の連携を深めることによっては じめて可能になるとの政策的

な判断があったのではなかろうか。

田.ニ ューサ ウスウエールズ州の場 合

連邦政府 の地域社 会語の教 育 に対 する政 策が 明 らか になったが 、それが実際 に州段階で

どの ように実施 されてい るかについてニューサ ウス ウェールズ州の場合 を例 に取 り上げ る。

6州2直 轄 区の中か らニ ューサ ウス ウエールズ州 を取 り上 げた理 由は、第一 に他の州に比べ

て移民炉 多い ことか ら、家庭 で地域社会語 を話 している者の数が多 く、州の 人口に占め る

割合が高い ことである。 これは、先 に示 した表2か らも明 らかで ある。第二 に、家 庭で使

われてい る地域社会語 が多様 であるこ とで ある。具体的 には、 中国語 を話 してい る者 が

119,546人 で最 も多 く、次 いでイタ リア語が110,995人 、 アラビア語が106 ,410人 、ギ リ

シャ語94,921人 となってお り、話 されて いる言 語 は数十 力国語 に も及 んでい る1の。この よ

うに、ニ ューサ ウス ウエールズ州の地域社会語は使われ る割合が高 く、多様 であ るこ とか ら、

地域社 会語の教 育の必要性が高 く、積 極的 に実施 しなければな らない状況 にあ る。

ニ ュ7サ ウスウエールズ州の英語以外の言語 の教育に対する方針 は、1989年 に公表 され

たカ リキ ュラム改革の 白書で ある 「卓越 と公正」(ExceHenceandEquity)の 中で、1999

年 に前期中等教育修 了資格 を受 ける者 に英語以外 の言 語の学習 を必修 と し、2010年 まで に

はすべての公立 の初等 ・中等学校の生徒 に対 し必修 にす る と示 された1り。さらに、 「1990
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年教 育改革法」で以 ドの ように具体策が示 されてい るi8)。

・1996年 まで に、第7学 年か ら第10学 年のすべ ての生徒が1年 間に最低100時 間の

英語以外の言語の学習 をする。

・1996年 には、初等学校の生徒の うち3096が 最低1週 間に2時 間の英語 以外 の言語

の学習 を し、そ れが最低4年 間は継続す るこ と。

・初等学校の生徒 の英語以外の言語 を学習す る者の割合 を、1996年 の30%か ら2000

年 には50%に 引 き上 げる。

・後期 中等教育修 了資格試験(HigherSchoolCert苗cateExamination)を 受 ける者の

うち25%が 英語以外の言語 の科 目を選択 し、その うち50%が アジアの言語で ある

こ とを 目指す。

・2010年 まで に、就学前(Kindergalten)か ら第12学 年のすべ ての生徒が十分 な英語

以外 の言語の学習 を してい るこ と。

1994年 現在の実施状況 は、公立の中等学校の93%が 英語以外の言語 に関す るプログラ

ム を行い、州 の示す12の 優先言語すべ てが公立の初等学校 あるいは中等学校で教 え られ、

さらに地域社 会の要求 に応 じて33以 上 の言語が教 え られている19)。この ように、英語 以外

の言 語教育 は積極 的に推進 されているが、この 中に地域社会語の教育が 含 まれるこ ととな

る。現在 、地域社会語 の教育 は、主 に次 の三 つの計画の もとで行 われている。第一 に、 「就

学葡か ら第6学 年 までの地域社会語計画」(CommunityLanguagesProgramsK-6)、 第二

に 「挿入 クラスの計 画」(hlse痴[onClassPrograエns)、 第三 に 「地域社会語の土曜学校」

(SaturdaySchoolofCommu且ityLanguages)で ある。

まず 「就学前 か ら第6学 年 までの地域社会語計画」の関連で 、1981年 か ら公立の初等学

校での地域社会語 の教育が行 われて きたが、1989年 には州の教育省 に よって 「ニューサ ウ

スウエールズ州の初等学校 にお ける地域社会語 計画 の構成 につい て」(Organising

CommunityLanguageProgramsinN.S.W.PrimarySchools)と い う文書が 出 された。 こ

れに より、時間配分 やクラスの構成、 クラスサ イズ な ど具体 的なガイ ドラインが示 された

が 鋤、現在で もこのガ イ ドライ ンに従 って この計 画が実施 されている。1993年 現在で は、

この計画の もとで公立 の初等学校 において約2万 人の生徒が地域社会語 の教育 を受 け2D、

その主 な言語 はア ラビア語、 イタ リア語、中国語 、ギ リシ ヤ語 、ベ トナム語、スペ イン語

な どとなってい る。

「挿 入クラスの計画」は、規定の学校の授業 時間内に行 われる地域社 会語 の教育 に関す

るものである。 この計画の もとでの地域社 会語の教 師は、州 の教 育省 ではな く地域社会の

機関に よって雇用 され、主な財 源は連邦政府 の 「学校教育 の言語 計画」の 「地域社 会語計

画」に よる もの となってい る2馬1995年 現在では、GermanSaturdaySchool、NSWBoard

ofJewishEducation、ItalianAssociationofAssistanceの 三 つの機関に よって行 われて

いる。GermanSaturdaySchoo1の ドイツ語の挿入ク ラスは、州内の9校 の公立初等学校

で行われてお り、その生徒 数は1,119人 となってい る2へNSWBoardofJewishEduca㌻ion

は、ヘ ブ ル語の教育 を270人 の生徒 を対象 に7校 の公立初等学校 で、ItahanAssociation
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ofAssistanceは 、イタリア語の教育 を19,798人 を対 象に63校 の公立初等学校で行 ってい

る24)。これ らの機関 は、 「地域社 会語学校(他 の州 では民族学校)」25)で あ り、地域杜 会

が基盤 となった非営利の学校である。 「地域社 会語学校」 は通常 、普通の学校の時間外 に

短時 間の授 業 を行 うが、 この ように 「地域社 会語学校」の教師 に よって、挿入ク ラス とい

う形で公立学校の授 業時間内に行 われることか ら地域社会 と学校 との連携が実際に行 われ

てい る様子がわかる。 また、州政府 は1992年 に 「ニ ューサ ウスウエールズ州民族学校委員

会」(NSWEthnicSdloolsBoard)を 設置 し、 「地域社 会語学校」の質の向上 を図る と共 に、

普通の学校 との連携 を深 めること に努めてい る鋤。

「地域社会語の土曜学校」 は、生徒が在籍 す る学校 で教 え られている言語 以外の地域社

会語 を教 える 目的で 、州の教育省 によって行われ る公 的なク ラスである 鋤。授業 は土曜 日

の午前 中に公立学校 の校舎 を利用 して行われ、州の シラバス に従 いなが ら有資格の教師が

授業す るので、公的 な学校教育の一環 と して扱 われる。ニューサ ウス ウエールズ州では、

1978年 よりこの学校が導入 された%}。1995年 では、州 内に16の セ ンターが あ り、エス ト

ニア語 、ラ トビア語、セ ルビア語、ウク ライナ語 な どを含 む25の 言語 を教 えてい る鋤。公

立学校 の生徒 だけで な く私 立学校 の生徒 も通 うことが で きるが、中等学校 の生徒(第7学

年か ら第12学 年の生徒)を 対象 としてお り、1995年 現在で は8,298人 の生徒が在籍 して

いる 鋤。センターの一つであ る:LiverpoolBoysHighSchoolで は、アラビア語、中国語、

クロアチア語 、イタリア語 、現代 ギ リシ ャ語 、 トルコ語 、ベ トナム語 を教 えてお り、生徒

数は442人 、教師の数は23人 となっている31)。この ように、学校の授業時間内だけでは

補い きれない多様な地域社 会語の学習 を可能 とす るために、 「地域社会語の土曜学校」が

重要 な役割 を果た してい る。

州の地域社 会語の教 育に関する政策が 明 らか になったが、学校段階では どの ように行わ

れているか について州内の学校 を一 つ例 に とることとす る。Rosev皿ePrimarySchool32}は 、

地方教 育行政区ではMetropo五tanNorthReg:ionに 位置す る生徒数約500人 の学校 である。

MetropohtanNorthRegionの 非英語系の生徒 は地区内の全生徒 数の約16%を 占め、その

内訳では中国語系の生徒が最 も多 く約51,000人 で、次いで韓国語系が約1,100人 、イタ リ

ア語系が約900人 となっている 鋤 。よって、この学校で も台湾 、香 港か らの生徒 が多 く、

他 にア ラビア、 ドイツ、 日本か らの生徒 もお り、非 英語系の生徒 の数は約170人 となって

い る。1995年 の学校訪問時 に校長 にインタビュー した ところ、 「学校 で どの言語 を教 える

か については父母 に聞いた結果、中国語 と日本語 の要求 が高かったが、中国語系 の生徒が

多い ことを考慮 して 中国語(標 準語)を 導 入 した」 とい うこ とであ った。現在 、 「就学前

か ら第6学 年 までの地域社 会語計画」 の もとで非常勤 の教 師が週3日 学校 に来 て、第3学

年 と第4学 年の生徒 が週に2時 間の中国語の学習 を している。また、これだけ非英語系の

生徒が多 いということか ら、父母 の中には十分 に英語が話せ ない者 もいる。そ こで、「1995

年度学校計画」(Rosev皿ePrimarySchoo1,SchoolPlan-1995)で は、学校 と地域社会 と

の連携 を 目指すために行 う事項 と して、重要 な通知 につい ては地域社会語 で家庭 に知 らせ

ること としてい る。
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おわ りに

以上、オース トラリアにおける地域社会語の教育について述べてきた。オース トラリア

には、移民やアボリジニーなどの英語以外の言語を話す者が多 く存在 し、地域社会語の教

育が不可欠な状況がある。そこで、国としてはそれらの教育の必要性を認識 し、国の言語

政策の中でも積極的に行 う方針を示 している。地域社会語の教育は、地域社会語を母国語

とする者だけを対象 としているわけではな く、地域社会語 とその文化の認識と理解のため

にそれ以外のすべての生徒 に対 しても行ってお り、これからもオース トラリァの教育当局

の積極的な姿勢が伺われる。

しか し、地域社会語があまりにも多様で、地域 によっても状況が異なることから、学校

教育が地域社会語の教育すべてを担 うことは難 しいと言える。しかも最近は、言語教育は

国の経済発展に資する役割 もあることが強調されてお り、地域社会語だけではな く経済的

あるいは国際的に重要な言語の教育を充実 させることが要求されている。中でもアジアの

言語に対する関心が高いことは注 目すべ きである。1994年 にオース トラリア政府審議会

(CouncUofAustrahanGovemment)が 出した 「アジア諸国の言語とオース トラリア経済

の将来」(AsianLanguageandAustraha'sEconomicFuture)と いう報告書はこの証左で

ある。経済の発展を目指 し、アジアの言語 と文化の教育を:重視する方向性をそこに見るこ

とができる。

このような背景がある中で、、地域社会語の教育を充実 した ものにするためには、学校 と

地域社会との連携を深める必要がある。具体的には、地域社会 との連絡を密接 にしてどの

地域社会語を学校で教えるのが適切であるかを地域の要請 との関連で話 し合いで決めるこ

と。あるいは、地域社会を基盤 とした 「地域社会語学校(民 族学校)」 との協力体制を緊

密にすることなどが考えられ、これらによって多様な地域社会語の教育を提供することが

可能になろう。 しかし、独 自の教育を行ってきた 「地域社会語学校(民 族学校)」 との協

力体制をどのように作るか、これらの学校の教師の教員資格をどの ように扱 うかなど様々

な問題があ り、今後の課題 となっている。

また、世界各地で民族の多様化は進みつつあり、異なる言語や文化をもつ者に対する教

育が重要な問題となることが予想される。一方で、先住民 との共存のあり方についても世

界的な問題 として考えられている。これらの点からも地域社会語に関する研究は意義のあ

るものとなるであろう。本論では、地域社会語の教育について学校教育に焦点をあてて、

地域社会 との連携との関わ りで考察をした。今後は、地域社会に焦点をあてて地域社会に

おける言語や文化の学習が如何に行われているかについて研究を進めていく所存である。

[注]

(1)AustralianBureauofStatistics,AustraliainProfile:CensusofPopulationand

一 ユ,11,d.,P.13.

(2)Ibid.,p.13.
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(3)Clyne,MichaelG.,Ω Ω皿四一ce,Cambridge

UniversityPress,Cambridge,NewYork,Melbourne,1991,p.3.

(4)皿)fd,P.7.

(5)BureauofImmigrationandPopulationResearch,StatisticalFocus:Birthplaceand

-ExpandedCommunityProfiles
,1994,pp.24-114.

(6)CommonwealthDepartmentofEducation,NationalPolicyonLanguages,Australian

.GovernmentPublishingService,Canberra,1981,pp.120-124.

(r)DepartmentofEmployment,EducationandTraining,Australia'sLanguage:The

InformationParser,AustralianGovernmentPublishingService,Canberra,1991,p.61.

(8)Ibid.,p.61.

(9)DepartmentofEmployment,EducationandTrah血g,、Australi.a'sLang旦age:The

△一y,AustrahanGovernmentPubhshing

Service,Canberra,1991,p.16.

(10)DepartmentofEmployment,EducationandTraining,CommonwealthProgramsfor

一,AustrahanGovemmentPublishingSeMce,

Canberra,1995,pp.85-89.

(11)Th一,Pengu重 皿Books

AustraliaLtd.,NSW,1989,pp.129-130.

(12)DepartmentofEmployment,EducationandTraining,op.cit.,(Australia's

Language:CompanionVolume),pp.64-G5.

(13)Ibid.,pp.64-65.

(14)Ibid.,pp.64-65.

(15)DepartmentofEmployment,EducationandTraining,op.cit.,(Commonwealth

Programs),pp.85-89.

(16)BureauofImmigrationandPopulationResearch,op.cit.,p.24.

(17)CouncilofAustralianGovernment,AsianLanguagesandAustral_,'a'sEconomic

王弛血 巫e,QueenslandGovernmentP血ter,Queensland,1994,P.81.

(18)lbid.,p.81.

(19)NSWDepartmentofSchoolEducation,エ ー

PublicSchoolSystem,1994,n.p.

(20)N.S.W。DepartmentofSchoolEducation,Ω ㎎a-

ProgramsinN.S.W.PrimarySchools,1989,pp.1-7.「
(21)MinisterialCouncilonEducation,Employment,TrainingandYouthAffairs,

NationalReportonSchooLngi_nAustrala199,CurriculumCorporation,Victoria,

1994,p.27.

(22)NSWDepartmentofSchoolEducation,InsertionClassPrograms,1995,n.p.
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(23)Ibid.,n.p.

(24)lbid.,n.p.

(25)ニ ュ ー サ ウ ス ウ エー ル ズ 州 で は 、1994年 に 州 の 民 族 学 校 委 員 会 に よ っ て 「民 族 学 校 」

の 代 わ り に 「地 域 社 会 語 学 校 」 と い う名 称 が 使 わ れ る こ とが 認 め ら れ た 。』他 の 州 で は 主

に 「民 族 学 校 」 と い う 名 称 を 使 っ て い る 。

(26)NSWEthnicSchoolsBoard,CommunitylanguagesSchools:StrategicPlan1994一

遡,1994,pp。1-3.

(27)ThePeng巫nMacquarieDictiona皿ofAustrahanEducation,op.c琵,pp.283-284.

(28)Ibid.,pp.283-284.

(29)NSWDepa舵mentofSchoolEducahon,SaturdaヱSchoolofCo㎜un迦1胆ages.

1995,n.p.

(30)Ibid.,n.p.

(31}Ibid.,n.p.

(32)以 下RosevmePrimarySchoolに 関 す る こ と は 、1995年 に 学 校 を 訪 問 し た 時 の 情 報

で あ る 。

(33)NSWDepa舳entofSchoolEducahon,StudentsofNon-EnゆshSpea㎞g

Background:MidyearCensus1994,1994,n.p.
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現 地 調 査 報 告



イ ギ リ ス 現 地 調 査 報 告

小松 郁夫

1.現 地 調査 の 日程

1995年11月16日 か ら28日 まで、 イギ リスを訪問 して現地 で調査 を行 った。 今 回の訪 問で

は、以 下 のよ うな 日程で調 査活動 に従事 した。

1.・11月 調査

*具 体 的 な 日程 などは以下 の通 りであ る。

11月16日

(木)

17日

(金)

18日

(土)

19日

(日)

20日

(月)

21日

(火)

成 田 発:NH201便11:30

London着:15:05

午 前11時 イ ン タ ビ ュ ー(教 員 団 体NASUWTの 専 門 官 と の 面 会)

MrLesRoberts&MrPeterMcLoughlin

AssistantSecretaryNASUWT

HillscourtEducationcentre,RoseHill,BirminghamB458RS

Te1:0121-4536150Fax:0121-4576209

<面 会 場 所>

5KINGSTREET,COVENTGARDEN,LONDONWC2E8HN

TEL:0171-3799499

午 後 資 料 収 集(「 勤 労 体 験 学 習 」 に 関 す る 健 康 ・安 全 問 題 に つ い て)

HealthandSafetyCommission,HSExecutiveinLondon

RoseCourt,2SouthwarkBridge,LondonSEIgHS

Te1:0171-7176000

資 料 収 集 ・整 理 の た め 、Birminghamに 行 く

「勤 労 体 験 学 習 」 経 験 老 へ の 事 情 聴 取

資 料 収 集 ・整 理

学 校 訪 問(公 立 の11-14歳 児 の た め の 共 学 の 総 合 制 中 等 学 校)

MrsBarbaraJVannMountGraceHighSchool

LeicesterRoad,Hinckley,LeicesterLE101LPEngland

Te1:01455-238921Fax:01455-890677

学 校 訪 問(公 立 の11-16歳 児 の た め の 共 学 の 総 合 制 中 等 学 校)

MrJ.D.Tate。 ・ ●GreenfieldComprehensiveSchool

GreenfieldWay>Newton,AycliffeDL57LEEngland

Te1:01325-300378
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22日

(水)

23日

(木)

24日

(金)

25日

(土)

26日

(日)

27日

(月)

帰 国 便

28日

(火)

学 校 訪 問(公 立 のll-16歳 児 の た め の 共 学 の 総 合 制 中 等 学 校)

PeersSchool

Peerscampus,SandyLaneWest,Littlemore,OxfordOX45JY

Te1:01865774311Fax:01865715677

Headteacher:BernardClarke

DeputyHeadteachers:GlinysWelter,ChrisDark

学 校 訪 問(都 市 部 の 初 等 学 校)

BellevillePrimarySchool

MsSusankempner(Headteacher),MrAdamBeaumont(Teacher)

Webb'sRoad,LondonSWIl

Te1:0171-2286727Fax:0171-2288070

関 係 機 関 訪 問 一 労 働 団 体(午 後4時)

TUC(TradeUnionCongress)

MsSarahPerman(PolicyOfficer),MrAlanGrant

(SecretarytotheTradeUnionEducationCommittee,

TUC,CongressHse,GreatRussellSt.,LondonWCIB3LSENGLAND

Te1:0171-6364030,Fax:0171-6360632

大 学 訪 問

UniversityofBirmingham

ProfessorHywelThomas,DrRoyRowe

資 料 収 集 ・整 理

資料 収集 ・整 理

Health&SafetyCommissionInformation

London発:NH202便

成 田 着:13:35

16:55

H.イ ギ リス の学 校 外 施 設 の 社 会 教 育 活 動

本 研 究 に 関連 して は、1995年 の9月14日 か ら9月26日(科 学 研 究 費 国 際 学 術 研 究)と 同

じ く、11月16日 か ら11月28日 ま で の2回 に わ た って 、 イギ リス で の 現 地 調 査 を実 施 す る こ

とが で き た。9月 調 査 で は 、 「全 国 運 動 場 協 会 」Nationa且PlayingFieldsAssociation

NPFA、 の 活 動 の 調 査 と2つ の 「国 庫 補 助 学 校 」Grant¶aintainedSchool,GMSchoolと1つ

の 初 等 学 校 で の カ リキ ュラ ム の 調 査 、 お よ び 関 係 学 会 へ の 出 席 な ど を 中 心 と した 。NPFAに

関 して は 、11月 調 査 で 再 度 追 加 的 に調 査 した の で 、 そ の 概 略 を まず 記 してお く。
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1.子 ど もの遊 び場の整備

くNPFA,NationalP】aylngFieldsAssociatlonの ケース 〉

我が 国で も全面 的な学校週5日 制 が具体 的な政策 課題 に登 場す るよ うにな り、土 曜 日と

日曜 日の学 校外 での児童 ・生 徒 の生 活のあ り方や遊 び場や活 動の場 の確保 、責任者、 指導

者の確保 な どが実現 に向 けての課題 とな ってい る。 今回の調 査 によ って、 い くつか のイギ

リス独 自の試みや特徴 につ いて、学校 関係者や 社会 教育関係 者か ら事情 を伺 うことが で き

た。 また、NationalPlayingFieldsAssociation(エ リザベ ス女 王が名誉 総裁 を務 める、

全国の 「遊 び場」 の管理 ・運 営組織 、各 自治体 や企業 、社会教 育団体 、民間企 業や民 間ス

ポ ーツ団体 な どが 加盟 している)が 現 在、非 常 にユ ニ ークな実践 を行 って いる ことを知 り、

す ぐにで も日本 の各施設 に導 入で きるので はないか と思 われ る活 動 につい て説 明 を受 ける

こ とが で きた。 それは、非 常 に安 い費用で、 各所の球技 を狭 い公園 な どの空 き地 に設 置 し

て、子 ど もた ちが 自由にボ ール遊 びな どをで きるブ ロ ック製 の壁 の よ うな ものであ った。

また、い くつかの美術館 、博物 館な ども見学 し、社 会教育 への十 分な配慮(入 場料が無

料が非常 に安 いな どの措 置が取 られてい る)が あ る ことが う らや ま しい と思 った。 また、

見学 に対 して も、非常 に陳 列 に工夫 があ り、 見る側 にた った説 明の工 夫 などがな され てい

るこ とが わか った。

・NPFAは 、運 動場や遊 び場 な どの取得、維 持、改 良に責 任 を持 って いる唯 一の全 国組

織で あ り、独立 した慈善 団体で ある。

・この組織 は、 公費及び支 援者か らの寄付、 さらには出版物 の収入 と技術 指導 によ る収 入

で賄 われて いる。

・パ トロ ンはエ リザベス女王 、総裁 は夫君 のエ デ ィンバ ラ公 であ る。

・予算規 模は、

1994年 の場 合、1993年 の場 合

GeneralFund

〈収 入 〉

£393、284(¥6,400,000)£412、623

〈支 出 〉

｣379,098｣381,419

0therFund

〈収入 〉

｣35,552｣73,062

〈支出 〉

｣23,403｣74,030

〈基本 資産 〉

｣1,752,9730280,000,000)｣1,548,376

120カ 所 の運 動場、遊 び場、 オープ ン ・スペー ス等 を所有 して いる。

面積 は642.75エ ーカ ー(約26万 平方m)
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2.義 務 教 育 最 終 段 階 で の 「勤 労 体 験 学 習 」

学 校 と地 域 社 会 の連 携 ・協 力 の 問 題 を学 校 カ リキ ュ ラ ム の 方 面 か ら具 体 的 に捉 え る ため

には 、 イギ リス(本 稿 で は 基 本 的 に イ ング ラ ン ドに つ い て考 察 して い る)の 場 合 、 「勤 労

体 験 学 習 」WorkExperience(以 下 、W.E,)に つ い て の 報 告 が 最 もふ さ わ しい もの とい え る。

(1)こ れ ま で の 経 緯

1)EDUCATION(WorkExperience)ACT1973

・この 法 律 は 、LEAが 学 校 教 育 の一 環 と して 、 義 務 教 育 終 了前 の 最 終 学 年 の 生 徒 に、

WorkExperlenceを 提 供 す る こ とを 可 能 と した も の で あ る。

・言 うま で も な く、既 存 の 児 童 生 徒 の 労 働 の 禁 止 に関 す る 諸 法 令 や 児 童 生 徒 の 雇 用 に 関す

る諸 規 則 は 、LEAの 承 認 の 下 に 行 わ れ るWorkExperienceに は 適 用 され な い。

2)白 書 「青少年 の教育 と職業 訓練」EDUCATIONANDTRAININGFORYOUNGPEOPLE,1985

〈歴史 〉

*青 少年 の職業生活へ の準備 に対す る学校 教育 の役割 に関す る(保 守党)政 府の政 策

1981白 書 「新職業訓 練計画 」

1984白 書 「職業 のため の訓 練」

1985白 書 「よ りよい学校」

「入職前教 育修 了証」(CPVE)制 度 の導 入、 「継続 教育機 関の非進学 セ ク ター」の創 設

1982年 、 「技 術 ・職 業 教 育 推 進 計 画 」TVEI(theTechnlcalandVocational

EducationInitiative)の 発 表 …14-18歳 の 生 徒 の た め の もの で 、 計 画 はMSC

(ManpowerServiceCommission)に よ って 運 営 され た 。 この 当 時 、 す で に62の 計 画 が イ

ング ラ ン ド、 ウ ェー ル ズ 、 ス コ ッ トラ ン ドで 実 施 さ れ て い た。

1983年4月 か ら 「青 少 年 職 業 訓 練 計 画 」theYouthTrainingScheme,YTSが ス ター

トす る。 この 計 画 に は 、 労 使 双 方 、 教 育 関 係 機 関 、 そ の 他 の 多 くの 機 関 が 協 力 を して 、 発

足 後2年 間 で70万 人 の 若 者 が 学 校 教 育 終 了 後 に訓 練 に参 加 した 。

3)WorkExperienceandtheSchoo(Curriculum,NCC1991

・1988年 教 育 改 革 法 の 目的 の1つ で あ る
、 「大 人 の 生 活 に つ い て の機 会 を知 り、 責 任

を学 び 、 経 験 を積 む 」 た め に児 童 生 徒 に提 供 され る もの で あ る 。

・1988/1989年 ま で に
、91%の 学 校 が 特 定 の 生 徒 の た め にW.E.を 提 供 して お り、71

%の 生 徒 が 義 務 教 育 の 最 終 学 年 に こ の経 験 を積 ん で い る。

・政 府 と して は
、10学 年 の 夏 学 期 と11学 年 の 修 了 ま で の 間 に 全 て の生 徒 が 一 定 期 間 の

W.E.をTVEIの 拡 張 の 下 に経 験 す べ き だ と考 え て い る。

・多 くの 学 校 で は 、2週 間 のW.E.を 支 持 してお り、 約50時 間 の 計 画 を 樹 立 して い る。
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・この 文 書 で は 、NationalCurriculumが 規 定 す る 教 科 やcross℃urricularelementsを 含

む 学 校 全 体 の 教 育 課 程 とW.E.の 連 携 に関 す る 提 言 を ま とめ て い る。

4)WorkExperience<AGuideforSchools>1995

・1970年 代 には、7人 に1人 の割合 で しか実施 され ていなか ったW.E.が 今 日では、約

9割 に生徒 が経験 す るよ うにな ってい る。

・W .E.は 、生徒 に以下 のよ うな点で有意義 であ る と考え られ る。

① 共 通教育課程 とそ の他 の教科 の知識 と理解 を高 め、職業 技術 を開発す る。

② 自信 と柔軟性 を高 め、他の 人 々と仕事 をす る能 力を向上 させ る。

③ 仕 事の世 界 につ いて学 び、雇 用者か ら求 め られ てい る技 術や態 度 につ いて知 ること。

・今後 は、配属 され た職場 経験 を通 して得 られ る経験 の質 を一 層 向上 させ る必 要があ る。

・W .E.と は、生徒 が非雇用者 のよ うに、 特定の課 業か義 務、あ るいはそ う した もの を

実践 で きるよ うに、雇 用者の施 設 内に生 徒 を配属す るこ とであ る。

・W .E.は 、 法令 によ り規定 された ものであ り、 義務教育 最終学年 の生徒(第10学 年

の生徒の場 合は、 イ ース ター学 期の最後 に行われ る)に のみ承認 され た ものであ る。

・公営学校 のW .E.に 関す るす べ ての計画はLEAが 、 国庫補助学 校 の場 合 は理事会 が

承認 した もので なければ な らない。

・各学校 の計画 には、 目的 と目標、評価 と修正、学 校経営 計画 との関係や 計画へ の組 み入

れ等 が含 まれて いなけれ ばな らない。

(2)現 状 と課 題

① 目的や狙 いは大 き く分けて2つ の傾 向が あ る。1つ は、教育 的観点 を重視す るもので

あ る。 この場 合は、職業 教育 的内容 よ りも、 「特別 活動」 的な意義 を重視す る ものであ

る。他 の1つ は、職業 教育的視 点や職業 準備的 な視 点で 行お うとす る ものであ る。その

後の職業教育 との連続 性や実 務的な 内容 をよ り重視 す る発 想 に立 ってい る。

② 運営が うま くい ってい る地域や 学校 の場合は、地 域全体 が労使双 方の協 力があ り、地

域社会全体 と して協 力体制が首 尾 良 く行われて いる。

③ 実施 に当た っては、健康 と安 全へ の配慮が非常 に重視 されて いる。

④ 課題 は、今一番 の感心 である 「学 力保障」 との兼 ね合 い をど うす るか であ ろう。

「16歳 以降」 の教育 の充 実や職業 資格制度 の整 備 とも関連 して、中等教 育以後の問題

として、今後 どのよ うに処理 す るの かが課題 にな ろう。

⑤ 各地域の 「産学 連携」機 関、た とえば10calEducationBusinessPartership,

education-businesslinksorganisation、 又は職業 指導 ・援 助機関CareersService、

な どとの連携 を充 実 させ るため には、1995年7月 に再編 され た、 中央 の新 しい組織 であ

る 「教育 ・雇用省」 の特性 を今 後 どの よ うに活用す るかであ る。
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ドイ ツ 現 地 調 査 報 告

坂野 慎二

1,現 地調 査 の 日程

1996年1月13日 か ら26日 まで 、 ドイ ツを 訪問 して現 地 で調 査 を お こな った。今 回の調 査

活動 の 日程 は、以 下 の とお りで あ る。

1月13日(土)

成 田 発 フラ ンク フル トを経 由 してベ ル リン着。

1月14日(日)

① ブ ラ ンデ ンブ ル ク州立 教育 研 究所 所 員 のハ イ ネマ ン氏 訪問 。 日曜 日で あ るに もかか わ

らず 、 ドイ ツの教 育政 策 の動 向 、青少 年 の意 識 にっ いて説 明 して くれ た。

1月15日(月)

② ベ ル リン市 の 基礎 学 校Schloter-Schule訪 問。 クラ ウゼ校 長Fr.E.Krause女 史 の説 明

を受 け る。

1月16日(火)

③ ベ ル リン市 の上級 学 校7.ObersclluIe訪 問。 校 長 の べ テ ィ ヒBOttig氏 、 教 頭 の クライ ン

Klein氏 、社 会教 育 担 当 の シ ォッパ ーSchopper氏 の説 明 を受 け る。

1月17日(水)

④ ベ ル リン市 の職 業 高 等学 校OberstufenzelltrumKraftfahrzeugtechnik訪 問。 校 長 の シ

ュ トゥー テ氏 が不 在 で、 教頭 の ニ シュケNitschke氏 の説 明 を受 け る。

1月18日(木)

⑤ ベ ル リン市 の職業 訓練 企 業Auto-ServiceStolenburgGmbH訪 問。 人事 部 長 ケ スKess氏

の説 明 を受 け る。

⑥ベル リン商工会議所訪問。訓練育成部のヤーンJahn斥 の説明 を受 ける。

1月19日(金)

⑦ ベ ル リン市 文部 省国 際 関係 担 当 の トマ スツ ェフスキ イTomaszewski氏 と面 談。

⑧ 連 邦 職業 教 育研 究 所訪 問。 ベ ル ナ ーWerner氏 の説 明 を受 け る。

1月20日(土)

資料 整理

1月21日(日)

ベ ル リンか らマ ー クテ ブル クへ 電車 で移 動

1月22日(月)

⑨ ザ クセ ン ・ア ンハ ル ト州 文部 省 訪問。 ザ ン トナ ーSandner氏 の説 明 を受 け る。

・⑩ ゲー テ中等 学 校SekundarschuleJ黒v .Goethe訪 問。 校長 ボル タイス ドル フWolteis一
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dorf女 史 の説 明 を受 け る。

マ ー クテ ブル クか らハ ノー フ ァーへ 電車 で移動

1月23日(火)

⑪ ニ ー ダーザ クセ ン州 文 部省 訪 問。 学校 教 育部 長 ガ ラス氏 の説 明 を受 け る。

⑫ ケ ーテ ・コル ビ ッツ ・ギ ム ナ ジ ウムGymnasiumKathe-Kollwitz-Schule訪 問。 校 長 の

クロ ネ ンベ ル クKronenberg氏 の説 明 を受 け る。

1月24日(水)

⑬ ハ ノー フ ァー市 郊外 の ラ ンゲ ンハ ーゲ ン市 に あ るカ ルテ ンバ イデ基 礎 学校 訪 問。 校長

ヘ ルム ー トHerrmuth女 史か ら説 明 を受 け る。

⑭ ラ ンゲ ンハ ー ゲ ン市 にあ る ロベ ル ト ・コ ッホ ・実 科 学校Robert-Koch-Schule訪 問。校

長 キ ル シ ュニ ングKirschning氏 の説 明 を受 け る。

1月25日(木)

ハ ノー フ ァーか らフ ラ ン クフル トを経 由(機 中泊)

1月26日(金)

成 田着

H.現 地調査の課題意識

現在の ドイツの教育が抱えている問題点の中か ら、今回は、次のよ うな問題意識 を持ち、

調査 に臨んだ。得 られた印象を加 えっっ、まとめてみ ることとする。

(1)学 校 と家庭、地域社会の役割分担 と連携

日本では、学校週5日 制の導入 によって、学校 と家庭および地域社会 との関係が、 どの

よ うにあるべ きかが議論 されている。学校の果 たすべ き役割 は何 なのか。家庭の果たすべ

き役割、 そ して地域社会の果 たすべ き役割が問われて いる。学校が知育の場 であるという

認識 も、今 日では疑 わ しい もの とな りっっある。少 な くて も、学校が知育を独 占すること

は、今 日では想定 されていないとい ってよかろ う。塾や家庭教 師の普及 によ り、今 日では

学校 はむ しろ子 どもの憩いの場、交流の場(時 と して い じめの場へ と転化す る)と な り、

勉強 は塾で、 と考える親や子 どもも多い。

ドイツでは、週5日 制はか なり普及 し、完全週5日 制が多数を占めて いる。 ドイツでは

学校、家庭そ して地域社会 は、それぞれどのよ うな役割を担 っているのであろ うか。

(2)学 校の役割

学校 とは、何 を、どのよ うに教 えるべきなのであろ うか。子ど もは学校で何を学習 し、

身にっけて いくのか。戦前 の 日本 の学校制度 は、 ドイツのそれ との類似点が多 い。設置者

別にみて も、公立学校が基本である し、公立学校の教員が公務員であることも共通 してい
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る。 しか しなが ら、学校の役割 とい う点では、異 なる点 も少 な くない。

第一 に、 ドイツでは、子 どもの教育 は、第一 に親の責任である。 こう言 うと、当た り前

とい う印象 を受ける向 きもあろ う。 しか しなが ら、親の責任が、実質的に も、形式的 にも、

ドイツでは貫徹 されているのであ る。 日本のPTAは 、教 員主導 の下、様 々な雑用を行い、

教育活動 を後援す るよ うに機能 して いるところが多いようであ る。親が学校に対する不満

を述べて も、それを手続 き的に保障す るものはない。一方、 ドイツでは、親の学校教育参

加権が、法的に保障 されている。(結 城忠 『学校教育 における親 の権利』海鳴社、1994年

参照)そ うした親の学校教育参加権 を保障するために、教員、親、および生徒の代表 によ

り構成 され る学校会議が設置され、親が十分 な情報 を得 ることを保障す るとともに、一部

の州 では、親 と教員が、学校 での事務内容に応 じて共同決定で きるのであ る。(結 城、前

掲、291頁 以下)

第二に、学校 は知育 の場であり、訓育 は家庭 を中心 と して、教会等 によって行 うという

役割分担 の考え方が基本である。 ドイツの学校 は、午前8時 頃に始ま り、午後1時 か ら2

時の間位 に終 了す る。例えば、今回訪問 したベル リンの実科学校(第7～10学 年)で は、

8時 に1時 間 目が始ま り、6時 間目は午後1時20分 に終了す る。児童生徒 は、午後た っぷ

りの時間を自由に使 うことがで きるのである。午後の子 どもの養育は、原則 として家庭の

役割である。 日本のよ うに、部活動を行 い、午後5時 、6時 まで学校 に残 って いるとい う

ことはない。

(3)放 課後の子 どもの過 ごし方

今回、基礎学校、実科学校、ギムナジウムで、子 ど もの午後 の過 ごし方 にっいて尋ねた

が、実科学校やギムナ ジウムの生徒 は、友達 とお しゃべ りを して過 ごす ことが最 も多 い。

もちろん、 ファミコンの普及 も著 しく、実科学校第10学 年 の男子の大多数は、 ファ ミコン

を して いた。一方、女子は友達 と電話でお しゃべ りをす ることが多 く、アルバイ トをす る

者 も少 な くなか った。

ドイツでは、週1～2日 程度 スポーツや音楽 のお稽古事、 あるいはボラ ンテ ィア活動に

通 うという子 どもが多い。その場合、 スポーツはスポーツクラブで行われ るし、音楽 は個

人 レッスンや音楽学校で、ボラ ンティア活動 は教会主催で、 とい うよ うに、学校以外の団

体が行 っている。 しか しなが ら、それ以外の 日には、子 どもは午後1～2時 には、学校か

ら戻 って くる。両親が共稼 ぎであったり、片親で働 きにでて いる場合には、だれが(と く

に基礎学校段階の)子 ど もの面倒をみ るのかが問題 となる。

従来であれば、家族 の誰かが、あるいは近所の誰かが、子 どもの面倒を見て きた。 ドイ

ツ青少年研究所(DeutschesJugendinstitut)が8～12歳 児を対象に1988年 に行 った調査

によれば、家族 が子 どもの面倒をみて いる場合が75.7%、 ベ ビーシ ッターや親戚等が面倒

をみている場合が15.0%(こ の うち、学童保育所で午後を過 ごす子 どもは3.8%)、 面倒

をみる者がいない場合が9.4%で あ った。(DeutschesJugendinstitut;"WastunKinder

amNachmittag?"1992.Mlinchen.S.180.)
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近年、と りわけ都市部 における核家族化の進行、共稼 ぎの増加等により、子 ど もの午後

の面倒をみれ ないケースが増え る傾向にある。そのため、学校 において、午後4時 位 まで、

何 らかの放課後活動(Arbeitsgemeinschaft)を 行 う学校が増加 しっっある。活動 内容は、

スポーツや音楽 などが多い。今回訪問 したベル リンの実科学校で も、放課後活動を活発に

行 っていた。

しか しなが ら、各州の財政 は、統一後厳 しい状況 にある。 ドイツでは、教員 の授業時間

が法令で規定されているが、放課後活動 は、教員 の授業時数 として計算 され るため、放課

後活動を増や しただけ、余分に教員が必要 となる。各州 と も放課後活動 の意義 を認めっっ

も、財政問題 との関連で、厳 しい判断 を求め られて いる。

(4)学 校制度の動揺

ギムナ ジウムへの進学率は上昇 した。1993年 の資料 によれば、第7学 年にお ける在籍率

は、ハ ウプ トシュー レ23.7%、 実科学校24.9%、 ハウプ トシュー レと実科学校の統合形式

6.5%、 総合制学校9.2%、 ギムナジウム32.0%と な っている。(BMBF;"Grund-undStr

ukturdaten1994/95"S.62f.)州 によ っては半数近 くの者がギムナジウムへ と通学 して い

る。逆にハ ウプ トシューレの生徒数が減少 し、ザール ラン ト州 では、ハ ウプ トシュー レの

廃止が決定 された。

ザールラ ン ト州では、1996年1月23日 、州憲法の改正が行われ、1997/98年 度か ら、ハ

ウプ トシューレを廃止す ることが決定された。 これに合わせて、同州 で実験 されていた中

等学校(Sekundarschule、 ハ ウプ トシュー レと実科学校 とを合わせた学校)は 、 これ以上

拡大 されないこととな った。 これは、与党SPD(社 会民主党)と 野党CDU(キ リス ト

教民主同盟)の 合意の結果で ある。 これによ って、拡大 された実科学校、統合型総合制学

校およびギムナジウムの3種 類の学校が存在す ることとなる。 ギムナジウムと総合制学校

は、 ドイツで初めて州憲法上同権 を保障されたことになる。拡大 された実科学校 は、既存

のギムナジウム上級段階の連合体 に取 り入れ られ る。("FrankfurterRundschau"24 .1.9

6.S.9)

一方
、総合制学校 も問題を抱えている。 ノル トライ ン ・ヴェス トフ ァー レン州の総合制

学校教員及 び親によ り構成 される 「総合制学校協会」は、ヘ ッセ ン州の総合制学校をモデ

ルとす るよ うに、総合制学校 のあ り方 に注文をっ けている。彼 らによれば、ハ ンブル ク総

合制学校課長 リー クマ ンRiekmann,J.の 見解 を引用 し、総合制学校 は、他の学校種類 との

競合 によ って、成績 ・態度 に問題 のあ る生徒が多いと指摘 している。彼 らの考えでは、本

来的 な総合制学校の教育的意味 として、 ギムナジウム上級段階を設置す るためには、生徒

の3分 の1は 成績の良 い者 でなければな らない。("DieWelt"25 .1.96.S。5)

(5)進 路ス トレスと補習

日本 の子ど もは、 より良 い学校、 よ り良い大学、よ り良 い就職を 目指 して、受験勉強を

す る。大学入試を受験す るためには、高校卒業(見 込 み乃至は同等の学力)が 条件であ り、
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学校の名前が問われることはない。っ まり、高校 さえ卒業 していれば、大学入試を平等に

受けることが保障されている。

ドイツの多 くの州 では、子 どもは第4学 年終 了後、ハ ウプ トシュー レ、実科学校、ギム

ナ ジウムのいずれかに進学す る。 ドイツの学校の修了証 は、進学や職業選択 と密接にかか

わ り合 って いる。一端学校を選択す ると、その後の進路を変更す るのは容易ではない。っ

まり10歳 で、将来の進路がほぼ決定 して しま うのである。

こうした早期の進路選択の弊害を是正するため に、第5・6学 年を共通の段階 とす るオ

リエ ンテー ション段階や、3っ の学校種を合わせ た総合制学校が、一部の州 で普及 してい

る。今回訪問 したザ クセ ン ・ア ンハル ト州(旧 東 ドイツ)で も、オ リエ ンテーシ ョン段階

の導入が決定されたところであ った。

従来は、ギムナジウムに入学すれば、大学へ と進み、 よ り良い職業機会 を得 られ ると考

え られて いた。 しか し1970年 代か ら、ギムナジウムを修了 して も大学へ進学 しない者が増

え るとともに、大卒失業者が増加 した。 ギムナジウムへの進学が、必ず しも将来の収入を

保障す るものではな くな ったのである。

ギムナ ジウム、実科学校の生徒の割合が高 くなるにっれ、授業 にっいていけない生徒 も

増えて くる。 ドイツでは、原級留置(い わゆる落第)が 比較的厳格 に運用 されてお り、 同

じ学年で2度 原級留置 になると、別の学校種(例 えばギムナジウムか ら実科学校)へ と転

校 しなければな らない。生徒は、成績 の悪い科 目にっいて、塾や家庭教師 による補習教授

を受 ける。補習教授 を受ける生徒 の割合 は、 日本 よ りはるかに低い。今回訪問 したハ ノー

ファー市内のギムナジウム第11学 年の生徒11名 に尋ねた ところ、家庭教師にっいて いる生

徒は1名 で、他に個人 で学校 の教員 に補習を受 けている生徒が1名 いた。

こうした成績 ・進路 の不安 によ り、多 くの生徒がス トレスを感 じている。今回訪問 した

ギムナジウムや実科学校の生徒達の中で、成績 や将来の進路 にっいて、不安 を感 じて いな

い者は、 ごく稀であ った。

皿.訪 問調査の メモ ・印象

① ブランデ ンブル ク州立教育研究所所員 ハイネマ ンHeinemann氏

ドイツにおける青少年の生活及 び意識 に関す る動向を聞 き取 り調査 した。統一後の旧東

ドイツにおける外国人排斥運動は、峠を越えた感が あるが、一部の青少年 には、 まだ、虚

脱感 と排他的感情があることを話 しあった。外国人 と話 し合い、理解を深めるためのプロ

ジェク トを、プ ランデ ンプル ク州立教育研究所では継続 して行 っている。

② ベル リン市の基礎学校Schluter-Schule

クラウゼ校長Fr.E.とFr.E.Krause女 史の説明を受 ける。同校 は、 ヨー ロッパ学校の指

定を受 けてお り、スペイ ン人子女12人 と ドイツ人子女12人 の混成学級である。授業 は、

実技系 の科 目を ドイツ語 で一緒 に、主要科 目をスペイ ン語 と ドイツ語で別 々に行 っている・

ヨーロッパを歩 く時は、いっ も感 じることであ るが、外国語(ド イツでは、英語やフラン
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ス語)が どん どん耳 に入 って くる。今後 とも外国語の重要性 は増 して いくことであろ う。

③ ベル リン市の上級学校7.Oberschule

ベル リンで も外国人子女 の多い クロイツベル ク地区にあ り、と くに トル コ系子女が約半

数を占めてい る。ハ ウプ トシュー レと実科学校の両課程が併設 されてお り、少人数 による

教育 を行 っているのが その特徴である。主な授業は、テ ィーム ・テ ィーチ ングによるか、

クラス(25人 前後)を 二っに分 けて授業を行 っている。生徒の就職にっいてだが、青少年

の希望する訓練職 と企業の用意 する訓練席の需給関係は必ず しも一致せず、職業指導員

Berufsberater、 社会教育指導員Sozialpadagogeの 果たす役割が大 きいとの説 明を受けた。

④ ベル リン市の高等学校OberstufenzentrumKraftfahrzeugtechnik

エ ンジニア養成のための職業学校であ り、職業専門学校の課程 も併設 して いる。通学 は、

4週 間に5日 と変則的 にな っているが、 これは、授業が週10時 間 とな って いるためであ

る。1日 の授業時間は8時 間で、4週 で32時 間 となり、残 り8時 間分のために1日 通学す

る。施設設 備にかな りの手間をか けている。

⑤ ベル リン市の職業訓練企業Auto-ServiceStolenburg

訓練 を見た限 りでは、体系的 な養成 を行 っているよ うには見えなか ったが、実際には、

週毎に習得技術が計画 されてお り、小テス トが課 されている。比較的大 きな企業 であ るた

め、訓練志願者が多 く、訓練席 を得 るために試験が行われている。競争率 は約10倍 。

⑥ ベル リン商工会議所

職業学校 と企業内訓練のいわゆる二元制度をよ りよ く調整す るために、指導要領と訓練

計画の調整が行われて いる。訓練費用に負担で は、企業の負担が大 きく、訓練席 を減 らす

企業が増えて きている。1っ の職業 に精通 した熟練工 を養成す るのか、多様 な職種 に応用

の きく多能工を養成すべ きなのか、検討が加え られて いる。

⑦ ベル リン市文部省 国際関係担当の トマスツェフキイTomaszewski氏

東西統一 によ教員の配置転換、科 目における教員 の需給関係の問題、州財政の悪化 によ

る、教育予算の削減などにっ いて説明を受 けた。

⑧ 連邦職業教育研究所Werner氏

職業訓練 における近年の動向にっいて説明を受ける。職業訓練 の二元制度にっいては、

期間が長過 ぎる、 あるいは1っ の職業 に特定 して養成すべ きで はないとの意見が今 日では

あり、現行職業訓練制度を維持すべ きかどうかが議論 の対象 とな りっっある。

⑨ ザ クセ ン ・ア ンハル ト州文部省 ザ ン トナーSandner氏

州の財政事情が厳 しく、学校補修等が進 まないこと、1997年 度か ら、第5・6年 を統合

した促進段階が導入 されること、教育政策が政党の影響を受 けやす く、政局が安定 しない

と、一貫 した教育政策を進め ることが困難 であるとの説明を受 けた。

⑩ 中等学校Geothe-Schule

基礎学校 と1っ の建物 に入 って いる。最近にな り、機材がよ うや く整 って きたが、建物

の補修が なか なか進 まない。ハ ウプ トシュー レ課程への希望者が少な く、実科学校課程 し

か設置 していない。ハ ウプ トシュー レの生徒 と実科学校 の生徒 をどのように クラス ・授業
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編成 してい るのかを知 りたか ったので、やや期待 はずれであ った。

⑪ ニー ダーザ クセ ン州文部省 ガラスGalas博 士

1996年8月 か ら週5日 制が導入され ること、導入に際 して、授業時間数を削減 したとの

説明を受ける。ベル リン市で も、完全週5日 制 を導入す る際に、授業時間数を削減 してい

たこと、また、バ イエル ン州教育研究所で も週5日 制 を導入す るため には、週 あた りの授

業時数を30時 間以下に しなければならないといわれたことを思 い出す。範例学習を導入

す るときの標語である 「隙間への勇気」 という言葉が頭をよ ぎった。

⑫ ハ ノーフ ァー市のギムナジウムKathe-Kollwitz-Schule

広島市の高校 とパー トナー校になっているとの こと。英語の授業を見学 させて もらった

が、 よ く生徒の手が挙が る。 ドイツの学校を見学するといつ も感 じることだが、生徒が授

業に積極的である。 ドイツ人の知人が 日本の学校での授業 を見学 した後に、生徒が疲れて

いるよ うだと眩 いたことを思 い出す。第11学 年の生徒11名 に尋ねたところ、補習を受けて

いる生徒 は2名 であ った。将来の進路 を尋ねると、性差が顕著であ った。女子は心理学や

経済学を志望 してい る者が多 いのに対 し、男子では理科系希望者が多か った。ちなみに教

員志望の有無 を尋 ねたが、志望者はいなか った。学校経営では、職務内容毎に5人 の主任

がおり、事務 を担 当 していた。

⑬ ハノーファー市近郊のランゲンハ ーゲ ン市 の基礎学校GrundschuleKaltenweide

完全半 日学校volleHalbtagsschuleの 実験校 である。午前8時 か ら午後1時 まで、毎 日

授業である。特徴的なのは、モ ンテ ッソー リ・メソッ ドを基盤 と して、午前8時 か ら9時

55分 まで科 目別ではなく、子ど もの自主性 に任せた活動を行 って いることである。 これ

が実験校 とはいえ、学区を もった基礎学校で行われていることに驚 きを禁 じえない。視察

に同席 して くれたニーダーザ クセ ン州 に4っ あ る県の視学であるマイMay氏 は、通常の学

校 としたいよ うであ ったが、校長のヘ ルムー ト女史 は、モ ンテ ッソー リ教育の意義を説 く

とともに、ヘ ンテ ィヒらの説 も取 り入 れ、現代にマ ッチ した教育 を行 って いることを力説

して いた。

同校は、校長を中心 として、職員会議で教育理念にっ いて合意 を形成 し、個人 としてで

はな く、学校全体が共通理念の もとに教育をお こなっていることを説明 して くれた。 こう

した教育理念 に納得 できず、同校を去 る教員はいないのか、 また、学区の親 か ら教育方針

にっいて苦情 はないのか、他の学区の学校へ と転出す る児童 はいないのかを尋ねたが、校

長の答え はいずれ も 「否」であ った。む しろ他 の学区の親か ら同校への入学希望が多 くあ

り、教員の授業時間の関係か ら、その多 くを断 らなければな らないことを告 げ られた。 ド

イツの学校では、元気な生徒が多いなか、一人で じっとお とな しく学習活動 している児童

を見ていると、違和感を覚えた。 もっとも、休み時間にな ると、元気に走 り回 っていたが。

時間表 は、次のよ うになっている。45分 刻みで授業を行 うのが通例であることを考慮

するな らば、 ここでの 自由作業の時間編成 は、特記すべ きであろ う。

800～955自 由作 業
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10:25～1110科 目授 業

11:10～1200科 目授 業

12:15～1300科 目授 業

⑭ ランゲハ ーゲ ン市の実科学校Robert-Koch-Schule

同市 には、統合型総合制学校1校 、ハウプ トシュー レ2校 、ギムナジウム1校 がある。

ニーダーザ クセ ン州 は、オ リエ ンテーシ ョン段階(第5・6学 年)を 導入 してお り、ハ ウ

プ トシュー レ、実科学校およびギムナジウムへの進学 は、第7学 年か らになる。一方、総

合制学校 は、第5学 年か ら一貫 した教育 を行 っている。総合制学校では、第8学 年まで成

績評価 も落第 もないため、志望者が増えている。その結果、他の学校へ入学す る生徒 は減

ることになるため、各学校 は、生徒数を確保す るために懸命であるという。学校間の生徒

の取 り合 いが激 しくな りっっあ る。

生徒 の放課後の過 ごし方 にっいて聞 き取 り調査 を行 った。授業開始のときに、第10学 年

の生徒25名 が起立 して出迎えて くれた。 こうしたことは珍 しい。遠来の客に対す る敬意を

表 して くれた らしい。午後の過 ご し方 にっいて尋ねた。宿題 は、1～L5時 間位。後は友

人 とのお しゃべ りの時間が多い。女子 は電話でのお しゃべ り、男子はフ ァミコンという傾

向は、各国共通 であるらしい。習 い事では、スポーツが多 く15名 。サ ッカーは以外 に少 な

く3名 だった。女子ではダンス、バ レエが多い。音楽を習 っている者 は7名 で、 ピア ノ、

バイオ リンなど多様である。 アルバ イ トを している者 は2名 で、 自分の小遣 いとな ってい

るようであった。進路にっいて尋 ねたところ(彼 らは第9学 年 の職業実習を行 っている)、

商業関係希望者が6名 、社会教育学が4名 などとな ってお り、ギムナ ジウムへの進学希望

者 は6名 いた。その うち、大学への進学希望者が3名 お り、2名 は教職希望、1名 は医師

志望 であった。前述のギムナ ジウムでは教職希望者が いなか ったの とは対照的である。補

習(塾 や家庭教師)を 受けて いる者 は6名 で、英語、数学、物理 に多 い。

彼 らか らの質問 と して、パ ソコンで 日本語 をどのように操作す るのか とい う質問を受 け

た。
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